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(57)【要約】
【課題】構成の簡素化を図りつつ、時間情報に関する演
出を導出可能とする遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機１０は、サーバから出力される
連動遊技情報の入力が可能な入力手段を備え、連動遊技
情報が入力されることで、入力された連動遊技情報に応
じた処理を実行可能に構成されている。また、パチンコ
機１０は、連動遊技情報に含まれる時間情報を記憶可能
な時間情報記憶手段と、時間情報記憶手段に記憶されて
いる時間情報に基づいて、時間情報に対応した特定演出
を実行可能な特定演出実行手段とを備えている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバから出力される連動遊技情報の入力が可能な入力手段を備え、
　前記連動遊技情報が入力されることで、入力された前記連動遊技情報に応じた処理を実
行可能な構成であって、
　前記連動遊技情報に含まれる時間情報を記憶可能な時間情報記憶手段と、
　前記時間情報記憶手段に記憶されている前記時間情報に基づいて、前記時間情報に対応
した特定演出を実行可能な特定演出実行手段とを備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記連動遊技情報は、サーバにアクセスしている携帯通信端末の表示部において表示さ
れるパスワードであって、前記パスワードは、表示中であっても、時間の経過とともに、
前記時間情報に対応するワードが、時刻の経過に合わせて変化するように構成され、
　前記パスワードを入力するためのパスワード入力画面を表示可能な表示手段を備え、
　前記パスワード入力画面では、パスワードを構成するワードを入力する順番が規定され
ていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記情報出力手段によって前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊技情報が出力
された場合には、前記遊技情報記憶手段に記憶されていた前記遊技情報が消去される構成
であって、
　前記時間情報記憶手段に記憶されている時間情報は、前記情報出力手段によって前記遊
技情報が出力された場合には消去されず、遊技機の電源がオフされた場合に消去されるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、例えば、パチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって
打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生
させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための
変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　近年、予め定められた時刻に特定演出を導出するべく、日時や時刻を把握可能な時計機
能を備えるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１５４１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、遊技機の電源断時も休みなく計測を続ける時計機能を搭載し、管理する
場合には、電源断時にも電力を供給し続けたり、長期使用等に起因する時間のずれに対応
するための処理を行ったり、時計機能の設置そのものにコストがかかったりすることが懸
念される。
【０００６】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
構成の簡素化を図りつつ、時間情報に関する演出を導出可能とする遊技機を提供すること
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にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の遊技機は、
　サーバから出力される連動遊技情報の入力が可能な入力手段を備え、
　前記連動遊技情報が入力されることで、入力された前記連動遊技情報に応じた処理を実
行可能な構成であって、
　前記連動遊技情報に含まれる時間情報を記憶可能な時間情報記憶手段と、
　前記時間情報記憶手段に記憶されている前記時間情報に基づいて、前記時間情報に対応
した特定演出を実行可能な特定演出実行手段とを備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１によれば、構成の簡素化を図りつつ、時間情報に関する演出を導出することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機を示す斜視図である。
【図３】内枠及び前面枠セットを開放した状態を示す斜視図である。
【図４】内枠および遊技盤等の構成を示す正面図である。
【図５】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図６】内枠及び裏パックユニット等を開放した状態を示す斜視図である。
【図７】パチンコ機の主な電気的構成を示すブロック図である。
【図８】メニュー表示処理を示すフローチャートである。
【図９】パスワード入力処理を示すフローチャートである。
【図１０】コード発行処理を示すフローチャートである。
【図１１】ミッション確認処理のフローチャートである。
【図１２】（ａ）はメニュー画面を示す説明図であり、（ｂ）はパスワード入力画面を示
す説明図であり、（ｃ）はミッション一覧画面を示す説明図である。
【図１３】サーバによるアクセス対応処理を示すフローチャートである。
【図１４】サーバによるパスワード発行処理を示すフローチャートである。
【図１５】遊技システムの概略を示す説明図である。
【図１６】ご当地演出を示す説明図である。
【図１７】第２実施形態におけるサブ制御装置の通常処理を示すフローチャートである。
【図１８】第２実施形態におけるリーチ演出設定処理のフローチャートである。
【図１９】第２実施形態における予告演出設定処理のフローチャートである。
【図２０】第２実施形態における演出設定項目を示す説明図である。
【図２１】第２実施形態における設定記憶エリアを示す説明図である。
【図２２】第２実施形態におけるリーチ演出テーブルを示す説明図である。
【図２３】第２実施形態における演出設定カウンタを示す説明図である。
【図２４】第３実施形態における残時間設定処理を示すフローチャートである。
【図２５】第３実施形態における特定演出開始処理を示すフローチャートである。
【図２６】第３実施形態における特定演出終了処理を示すフローチャートである。
【図２７】第３実施形態におけるトライアル演出実行処理を示すフローチャートである。
【図２８】第３実施形態におけるミッション第１実行処理を示すフローチャートである。
【図２９】第３実施形態におけるミッション第２実行処理を示すフローチャートである。
【図３０】第４実施形態における特定演出開始処理を示すフローチャートである。
【図３１】第４実施形態におけるトライアル演出実行処理を示すフローチャートである。
【図３２】第４実施形態におけるトライアル演出実行処理を示すフローチャートである。
【図３３】第４実施形態におけるミッション第１実行処理を示すフローチャートである。
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【図３４】第４実施形態におけるアナウンス開始タイミング判別処理を示すフローチャー
トである。
【図３５】第４実施形態におけるアナウンス実行処理を示すフローチャートである。
【図３６】第４実施形態における追記処理を示すフローチャートである。
【図３７】第５実施形態における内枠および遊技盤等の構成を示す正面図である。
【図３８】第５実施形態における発射球カウント処理を示すフローチャートである。
【図３９】第６実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図４０】第６実施形態における内枠および遊技盤等の正面図である。
【図４１】第６実施形態における設置部等を示す斜視模式図である。
【図４２】第６実施形態のサブ表示装置における符号情報の位置変化の様子等を説明する
ための正面模式図である。
【図４３】第６実施形態の設置部やリフト装置等を説明するための図であって、（ａ）は
正面模式図であり、（ｂ）は一部断面を含む破断斜視図である。
【図４４】第６実施形態におけるサブ表示装置、モバイル用カメラ、携帯通信端末の表示
部及び携帯カメラ等の位置関係を説明するための断面図であり、（ａ）は携帯カメラでサ
ブ表示装置に表示された符号情報を読取る状態を示し、（ｂ）はモバイル用カメラで携帯
通信端末の表示部の符号情報を読取る状態を示す。
【図４５】第６実施形態に対応する変形例を示す正面模式図である。
【図４６】第７実施形態のスロットマシンを示す正面図である。
【図４７】第７実施形態におけるリールの展開図である。
【図４８】第７実施形態の読取り処理を示すフローチャートである。
【図４９】第８実施形態の遊技情報取り忘れ防止処理を示すフローチャートである。
【図５０】第８実施形態のカード取り忘れ防止処理を示すフローチャートである。
【図５１】第８実施形態の取り忘れ案内表示を示す装飾図柄表示装置の正面図である。
【図５２】第９実施形態の主制御装置によるメイン処理を示すフローチャートである。
【図５３】第９実施形態の時刻設定処理を示すフローチャートである。
【図５４】第９実施形態の時刻設定表示処理を示すフローチャートである。
【図５５】第９実施形態における時刻設定画面を説明するための装飾図柄表示装置の正面
模式図である。
【図５６】第９実施形態の変形例における時刻表示を説明するための装飾図柄表示装置の
正面模式図である。
【図５７】第１０実施形態のパスワード入力処理を示すフローチャートである。
【図５８】第１０実施形態のパスワード入力画面を説明するための装飾図柄表示装置の正
面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の第１実施形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。図３等に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０
の外郭を構成する外枠１１を備えており、この外枠１１の一側部に内枠１２が開閉可能に
支持されている。尚、図３では便宜上、遊技盤３０面上に配設される釘や役物、前面枠セ
ット１４に取付けられるガラスユニット１３７等を省略して示している。
【００１１】
　外枠１１は、図６等に示すように、上辺枠構成部１１ａ及び下辺枠構成部１１ｂが木製
の板材により構成され、左辺枠構成部１１ｃ及び右辺枠構成部１１ｄがアルミニウム合金
製の押出成形材により構成され、これら各枠構成部１１ａ～１１ｄがネジ等の離脱可能な
締結具により全体として矩形枠状に組み付けられている。
【００１２】
　左辺枠構成部１１ｃの上下端部には、それぞれ上ヒンジ８１及び下ヒンジ８２が取着さ
れている（図１参照）。当該上ヒンジ８１及び下ヒンジ８２にて、内枠１２の上下部が回
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動可能に支持されており、これにより内枠１２が開閉可能となる。そして、外枠１１の内
側に形成される空間部に内枠１２等が収容される。
【００１３】
　また、右辺枠構成部１１ｄには、その幅方向後端部近傍から外枠１１内側へ向け突出し
た延出壁部８３が形成されている。延出壁部８３は、内枠１２の右側部背面側に設けられ
る施錠装置６００（図６参照）に対応する上下区間全域を内枠１２の背面側から覆ってい
る（図５参照）。加えて、図３に示すように、延出壁部８３の前面側には、施錠装置６０
０の係止部材が係止される上下一対の受部８４，８５が設けられている。また、下側の受
部８５には、後述する内枠開放検知スイッチ９２に当接する押圧部８６が、外枠１１内側
に向けて突設されている。
【００１４】
　さらに、下辺枠構成部１１ｂには樹脂製の幕板飾り８７が取着されている。幕板飾り８
７の上面奥部には、上方に突出するリブ８８が一体形成されている。これにより内枠１２
との間に隙間が形成されにくくなっている。
【００１５】
　図３に示すように、内枠１２の開閉軸線は、パチンコ機１０の正面からみて左側におい
て上下に沿って設定されており、この開閉軸線を軸心として内枠１２が前方側に開放でき
るようになっている。内枠１２は、外形が矩形状をなす樹脂ベース３８を主体に構成され
ており、当該樹脂ベース３８の中央部には略楕円形状の窓孔３９が形成されている。
【００１６】
　また、内枠１２の前面側には前面枠セット１４が開閉可能に取付けられている。前面枠
セット１４は、内枠１２と同様に、パチンコ機１０の正面から見て左側において上下に沿
って設定された開閉軸線を軸心として前方側に開放できるようになっている。尚、前面枠
セット１４は、内枠１２を介してではなく、外枠１１に直接開放可能に支持されるように
構成してもよい。
【００１７】
　前面枠セット１４は、内枠１２と同様に外形が矩形状をなし、閉鎖状態においては内枠
１２の前面側ほぼ全域を覆う。前面枠セット１４の中央部には略楕円形状の窓部１０１が
形成されている。これにより、前面枠セット１４の窓部１０１及び内枠１２の窓孔３９を
介して、内枠１２の後面に装着される遊技盤３０（遊技領域）を外部から視認可能となる
。遊技盤３０の詳細な構成については後述する。
【００１８】
　図１、図２に示すように、前面枠セット１４の前面側には、その下部中央において球受
皿としての下皿１５が設けられており、排出口１６より排出された遊技球が下皿１５内に
貯留可能になっている。また、下皿１５の手前側には、下皿１５内から遊技球を排出する
ための球抜きレバー２５が設けられている。
【００１９】
　下皿１５の右方には、手前側に突出した遊技球発射ハンドル（以下、単にハンドルとい
う）１８が設けられている。尚、ハンドル１８には、図示しないタッチセンサや、ハンド
ル１８の操作部の操作量を検出するための図示しない操作量検出手段（可変抵抗器）が設
けられている。そして、ハンドル１８が右回りに回動操作されると、回動操作量に応じた
強さで、後述する発射手段としての発射装置６０によって遊技球が発射される。また、ハ
ンドル１８には、ハンドル１８を握った右手の親指で押圧操作可能な発射禁止ボタン１８
ａが設けられている。当該発射禁止ボタン１８ａを押圧した状態においては、ハンドル１
８を握っていたとしても、発射装置６０による遊技球の発射が禁止される。このため、遊
技球の発射を禁止しつつハンドル１８の回動操作を行ったり、ハンドル１８を握った状態
で、一時的に遊技球の発射を止めたりすることができる。
【００２０】
　下皿１５の上方には上皿１９が設けられている。上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一
列に整列させながら後述する発射装置６０の方へ案内する球受皿である。尚、上皿１９が
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遊技球で満杯になった状態では、払出される遊技球は、後述する下皿連通路７１及び排出
口１６を介して、下皿１５へと案内される。
【００２１】
　上皿１９には球貸しボタン１２１と返却ボタン１２２とが設けられている。これにより
、遊技ホール等において、パチンコ機１０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユ
ニット）に紙幣やカード等を投入した状態で球貸しボタン１２１が操作されると、その操
作に応じて貸出球が上皿１９に供給される。一方、返却ボタン１２２は、カードユニット
に挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。但し、カードユニットを介さずに
球貸し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では
球貸しボタン１２１及び返却ボタン１２２は不要である。
【００２２】
　また、上皿１９には、球抜きボタン１２３が設けられている。球抜きボタン１２３が押
圧操作されることで、上皿１９の球案内路の下流側に設けられ、下皿１５に連通する連通
孔（図示略）が開口し、上皿１９に貯留されていた遊技球が下皿１５へと案内される（落
下する）。つまり、遊技者は、球抜きボタン１２３を操作することで、上皿１９にある遊
技球をいつでも下皿１５に移すことができる。
【００２３】
　さらに、上皿１９には、操作手段及び入力手段としての演出ボタン１２５（決定ボタン
）及び十字ボタン１２６（カーソルキー）が設けられている。演出ボタン１２５にはＬＥ
Ｄが内蔵されているとともに、演出ボタン１２５を押圧操作することで、後述する装飾図
柄表示装置４２等において対応する演出が行われたり、演出内容が変更されたりする。
【００２４】
　また、前面枠セット１４の前面にはその周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられてい
る。これら発光手段は、遊技状態の変化等に応じて発光態様が変更制御され遊技中の演出
効果を高める役割を果たすものである。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光
手段を内蔵した環状電飾部１０２が設けられている。また、該環状電飾部１０２の両側部
には、所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ１０４が設けられている。尚、環状電
飾部１０２のうち各エラー表示ランプ１０４の上方部位には、前面枠セット１４の背面に
設けられるスピーカＳＰ（図３参照）に対応して細かな透孔が多数形成されている。
【００２５】
　前面枠セット１４の背面側にはガラスユニット１３７が取付けられている。ガラスユニ
ット１３７は、従来の前後一対の矩形状の板ガラスが前後対をなして別々に取着されるも
のではなく、全体として丸形をなし、アッセンブリ化された上で取付けられている。
【００２６】
　次に、内枠１２について図４を参照して説明する。上述した通り、内枠１２には、窓孔
３９の後側において、遊技盤３０が樹脂ベース３８の裏側に当接した状態で装着されてい
る。従って、遊技盤３０前面の略中央部分が窓孔３９を通じて内枠１２の前面側に露出し
た状態となっている。
【００２７】
　また、内枠１２（樹脂ベース３８）の前面下部、すなわち窓孔３９の下方位置には、発
射装置６０及び当該発射装置６０によって発射された直後の遊技球を案内する発射レール
６１が取付けられている。本実施形態では、発射装置６０としてソレノイド式発射装置を
採用している。さらに、発射装置６０の上方には、上皿１９から案内される遊技球を、内
蔵された駆動手段（例えばソレノイド）の駆動により、１球ずつ発射装置６０の発射位置
へと案内する球送り装置６３が設けられている。
【００２８】
　次に、遊技盤３０の構成について図４を参照して説明する。遊技盤３０には、一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、始動入賞ユニット（始動口）３３、スルーゲート３４、可変
表示装置ユニット３５、第１特別表示装置４３Ｌ及び第２特別表示装置４３Ｒ、変動特定
ランプ４０等が配設されている。周知の通り一般入賞口３１、可変入球手段としての可変
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入賞装置３２、始動入賞ユニット３３などの各種入賞口に遊技球が入球（入賞）すると、
各種検出スイッチにより検出され、上皿１９又は下皿１５へ所定数の賞球が払い出される
。例えば、始動入賞ユニット３３への入球があった場合には３個、一般入賞口３１への入
球があった場合には１０個、可変入賞装置３２への入球があった場合には１５個の遊技球
が払出される。その他に、遊技盤３０にはアウト口３６が設けられており、一般入賞口３
１等の各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、このアウト口３６を通って遊技領域外へと
排出される。また、遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多
数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００２９】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない閉状態になっており、大当たり状態
の際に、遊技球が入賞可能な開状態とされる。尚、図示は省略するが、可変入賞装置３２
は、遊技盤３０の後方へと通じる大入賞口と、大入賞口を開閉するシャッタと、シャッタ
を動作させるための大入賞口ソレノイドと、大入賞口に入球した遊技球を検出するカウン
トスイッチ２２３とを備え、大入賞口ソレノイドを駆動制御し、シャッタを開閉させるこ
とで、可変入賞装置３２（大入賞口）を閉状態と開状態とに切替えている。
【００３０】
　始動入賞ユニット３３は、第１始動入賞装置３３ａ及び第２始動入賞装置３３ｂと、第
２始動入賞装置３３ｂの両側部に設けられた開閉する一対の開閉部材３３ｃとを備えてい
る。開閉部材３３ｃが所定条件の成立に応じて開閉動作することにより、第２始動入賞装
置３３ｂの側方を流下する遊技球が第２始動入賞装置３３ｂへと案内される開状態と、案
内されない閉状態との間で状態変化可能に構成されている。尚、詳しくは後述するが、始
動入賞ユニット３３は、第１始動入賞装置３３ａ、第２始動入賞装置３３ｂに入球した遊
技球をそれぞれ検知する第１始動入賞スイッチ２２４ａ、及び第２始動入賞スイッチ２２
４ｂを備えており、当該始動入賞スイッチ２２４ａ、２２４ｂにて遊技球が検知された場
合に、大当たり状態を発生させるか否かを決める当否抽選が行われるとともに、特別表示
装置４３Ｌ、４３Ｒ（及び後述する可変表示手段としての装飾図柄表示装置４２）にて、
当該当否抽選の結果を教示するための変動表示が行われる構成となっている。そして、当
否抽選にて大当たりに当選した場合には、可変入賞装置３２が開放される特別遊技状態と
しての大当たり状態が付与されることとなる。
【００３１】
　また、本実施形態では、当否抽選にて所定の確率で大当たりに当選する低確率状態と、
当否抽選にて低確率状態よりも高確率で大当たりに当選する高確率状態とがある。さらに
、開閉部材３３ｃが比較的頻繁に開放され、遊技球を第２始動入賞装置３３ｂへ入球させ
易くなる高入球状態と、開閉部材３３ｃがほとんど開状態とされず、遊技球を第２始動入
賞装置３３ｂへ入球させ難い低入球状態とがある。以下、低確率状態かつ低入球状態であ
る状態を「通常モード」と称し、低確率状態かつ高入球状態である状態を「時間短縮モー
ド」と称し、高確率状態かつ高入球状態である状態を「確変モード」と称する。
【００３２】
　さらに、本実施形態では、通常モード及び確変モードは大当たり状態が発生するまで継
続されるのに対し、時間短縮モードは大当たり状態が発生しなくても特別表示装置４３Ｌ
、４３Ｒ及び装飾図柄表示装置４２における変動表示が１００回行われると終了し、通常
モードに移行する構成となっている。
【００３３】
　また、本実施形態の大当たり種別は、１６ラウンド確変大当たり（以下「１６ＲＳ」と
言う）と、７ラウンド確変大当たり（以下「７ＲＳ」と言う）と、７ラウンド通常大当た
り（以下「７ＲＮ」）との３種類である。そして、可変入賞装置３２が３０秒間開放され
ること、又は、可変入賞装置３２が開放されてから可変入賞装置３２に８個の遊技球が入
球することを１ラウンドとして、「１６ＲＳ」に関しては、それが１６回繰り返され、一
方、「７ＲＳ」に関しては、それが７回繰り返されてから、大当たり状態が終了する。ま
た、「１６ＲＳ」、「７ＲＳ」の大当たり状態終了後には「確変モード」が付与され、「
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７ＲＮ」の大当たり状態終了後には「時間短縮モード」が付与される。
【００３４】
　第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒは、それぞれ２文字（及びドット）を表示可
能なタイプの７セグメント表示装置により構成され、遊技者から視認可能な位置（本例で
は可変入賞装置３２の右方）に設置されている。そして、始動入賞ユニット３３の第１始
動入賞装置３３ａへの遊技球の入球を契機として第１特別表示装置４３Ｌにて切替表示（
変動表示）が行われ、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球を契機として第２特別表
示装置４３Ｒにて切替表示（変動表示）が行われる構成となっている。尚、特別表示装置
４３Ｌ、４３Ｒは、後述する主制御手段としての主制御装置２６１によって表示内容が直
接的に制御される。
【００３５】
　また、第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにて変動表示が行われた後、当該変動
表示が停止したときの表示態様により、当否抽選の結果、すなわち、「大当たり」又は「
外れ」であることが確定的に表示される。例えば、第１始動入賞装置３３ａに遊技球が入
賞すると、対応する第１特別表示装置４３Ｌにて点灯態様（点灯するセグメントの組合わ
せ）が高速で（例えば４ｍｓｅｃ毎に）切替表示（変動表示）され、所定時間が経過する
と、いずれかの点灯態様を停止表示（例えば数秒間停止）する。そして、当否抽選にて「
大当たり」に当選した場合には、対応する点灯態様が変動停止時に表示され、大当たり状
態が発生する。
【００３６】
　さらに、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにおいては、「大当たり」に当選したことが教示
されるだけでなく、大当たり状態の種別、すなわち、「１６ＲＳ」、「７ＲＳ」、「７Ｒ
Ｎ」のいずれであるかについても教示される。例えば、第１特別表示装置４３Ｌ（又は第
２特別表示装置４３Ｒ）において最終的に「７．７．」が表示された（停止表示された）
場合には「１６ＲＳ」が付与され、「ｎ．０．」が表示された場合には「７ＲＮ」が付与
されるといった具合に対応付けられている。また、１つの大当たり種別を教示する特別表
示装置４３Ｌ、４３Ｒの停止態様は１つではなく複数存在し、それらのいずれかが選択さ
れて停止表示される。また、第１特別表示装置４３Ｌ、第２特別表示装置４３Ｒのどちら
か一方において、変動表示又は決定表示が行われている場合には、他方が消灯状態とされ
ており（「－」を表示しておいてもよい）、どちらにおいても変動表示及び決定表示が行
われていない場合には、両方においてそれぞれ「－」が表示される。
【００３７】
　また、第１又は第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの変動表示中に新たに遊技球が始動入
賞ユニット３３に入賞した場合には、その分の変動表示は、その時点で行われている変動
表示の終了後に行われる構成となっている。つまり、変動表示が待機（保留）されること
となる。この保留される変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが
、本実施形態では、第１始動入賞装置３３ａに入賞した遊技球、及び第２始動入賞装置３
３ｂに入賞した遊技球に対応して、それぞれ４回までの変動表示（合計８回の変動表示）
が保留される。
【００３８】
　さらに、第１始動入賞装置３３ａへの遊技球の入球に基づく変動表示（以下、「第１変
動表示」と言う）の保留数は、青色に発光可能な第１保留ランプ４６ａにて点灯表示され
、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球に基づく変動表示（以下、「第２変動表示」
と言う）の保留数は、赤色に発光可能な第２保留ランプ４６ｂにて点灯表示されるように
なっている。保留ランプ４６ａ、４６ｂは、第１変動表示及び第２変動表示の各最大保留
数と同じく４個ずつ設けられており、保留されている第１変動表示又は第２変動表示の数
と同じ数だけ点灯する。当該保留ランプ４６ａ、４６ｂは、後述するサブ制御手段として
のサブ制御装置２６２によって表示内容が制御される。尚、大当たり状態中に新たに遊技
球が始動入賞ユニット３３に入賞した場合、その分の変動表示についても保留される。
【００３９】
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　尚、保留された変動表示は、基本的に、保留された順番で消化されるようになっている
が、第１変動表示及び第２変動表示の両方が保留されている場合（保留ランプ４６ａ、４
６ｂがそれぞれ１つ以上点灯している場合）には、第２変動表示が優先的に消化されるよ
うになっている。すなわち、第２始動入賞装置３３ｂへの入賞を契機とする第２変動表示
が全て消化された状態でなければ、第１始動入賞装置３３ａへの入球を契機とする第１変
動表示が行われない構成となっている。例えば、第１保留ランプ４６ａが１つ点灯してい
る状態において、第２始動入賞装置３３ｂに遊技球が入球し、第２保留ランプ４６ｂが１
つ点灯した場合、第１変動表示が後回しにされ、先に第２変動表示が行われることとなる
。
【００４０】
　変動特定ランプ４０は、装飾図柄表示装置４２にて行われている変動表示が第１始動入
賞装置３３ａ及び第２始動入賞装置３３ｂのうちどちらの入球に対応するものであるか（
第１変動表示又は第２変動表示のどちらであるか）を示すためのものであり、遊技者から
視認可能な位置（本例では特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの下方）に配置されている。変動
特定ランプ４０は、発光色が青色のＬＥＤ及び発光色が赤色のＬＥＤを備えており、装飾
図柄表示装置４２において第１変動表示が行われている場合には青色に発光し、第２変動
表示が行われている場合には赤色に発光する。
【００４１】
　スルーゲート３４は、遊技領域を流下する遊技球が１球ずつ通過可能に構成されている
。詳しくは後述するが、スルーゲート３４は、当該スルーゲート３４を通過する遊技球を
検知可能なスルーゲートスイッチ２２５を備えており、当該スルーゲートスイッチ２２５
にて遊技球が検知された場合に、始動入賞ユニット３３を開状態とするか否かの入球サポ
ート抽選が行われるとともに、普通図柄表示装置４１にて当該入球サポート抽選の結果を
教示するための変動表示が行われる。そして、入球サポート抽選にて当選した場合には、
当該変動表示の終了後に始動入賞ユニット３３の第２始動入賞装置３３ｂ（開閉部材３３
ｃ）が規定時間だけ開状態とされる。
【００４２】
　可変表示装置ユニット３５には、スルーゲート３４の通過を契機として変動表示する普
通図柄表示装置４１と、第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒによる変動表示に合わ
せて変動表示する装飾図柄表示装置４２とが設けられている。さらに、可変表示装置ユニ
ット３５には、上記第１保留ランプ４６ａ及び第２保留ランプ４６ｂと、保留ランプ４４
とが設けられている。
【００４３】
　普通図柄表示装置４１は、普通図柄として「○」又は「×」を点灯表示可能に構成され
ており、遊技球がスルーゲート３４を通過する毎に例えば普通図柄を「○」→「×」→「
○」→・・・という具合に高速で切換表示（変動表示）する。そして、その変動表示が「
○」図柄（当選図柄）で数秒間停止した場合には、始動入賞ユニット３３（開閉部材３３
ｃ）が所定時間だけ開状態となる。この普通図柄表示装置４１は、後述する主制御装置２
６１によって直接的に表示内容が制御される。
【００４４】
　また、普通図柄表示装置４１の変動表示中に、新たに遊技球がスルーゲート３４を通過
した場合には、その分の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行われ
る構成となっている。つまり、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留され
る変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４回
まで保留され、その保留回数が保留ランプ４４にて点灯表示されるようになっている。
【００４５】
　本実施形態の装飾図柄表示装置４２は、液晶表示装置によって構成されており、識別情
報としての装飾図柄を変動表示可能に構成されている。また、装飾図柄表示装置４２は、
後述するサブ制御装置２６２及び表示制御装置４５によって表示内容が制御される。すな
わち、装飾図柄表示装置４２においては、第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにて



(10) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

表示される結果に対応させるように、主制御装置２６１からのコマンドに基づき、サブ制
御装置２６２によって補助的な表示内容が決定され、当該決定に基づき、表示制御装置４
５によって表示制御が行われる。
【００４６】
　装飾図柄表示装置４２には、例えば、上、中及び下の３つの図柄表示領域が設けられ、
各図柄表示領域において複数種類の装飾図柄（例えば１～９の数字が付された数字図柄）
が順次表示され（変動表示され）、その後、図柄表示領域毎に順番に（例えば、上図柄表
示領域→下図柄表示領域→中図柄表示領域の順に）装飾図柄が停止表示されるようになっ
ている。例えば、主制御装置２６１にて大当たり状態の発生が確定すると、第１又は第２
特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにて大当たりに対応する表示がなされるとともに、装飾図柄
表示装置４２にて装飾図柄が大当たりに対応する組合わせで停止表示され（例えば、上図
柄表示領域、中図柄表示領域、及び下図柄表示領域にて停止表示される装飾図柄が同一と
なり）、大当たり状態が開始される。
【００４７】
　また、装飾図柄が大当たりに対応する組合わせで停止表示される場合には、その前段階
として、例えば、上図柄表示領域及び下図柄表示領域において同一の装飾図柄が停止表示
されることとなる。このように上図柄表示領域及び下図柄表示領域にて同一図柄が停止表
示されるとともに、中図柄表示領域において未だ変動表示が行われている状態がリーチ状
態である。勿論、リーチ状態が発生したからといって必ずしも大当たりとなるわけではな
く、外れる場合もある。
【００４８】
　本実施形態では、リーチ状態が発生した後、中図柄表示領域において、上図柄表示領域
及び下図柄表示領域において停止表示された装飾図柄（リーチ図柄）と同じ装飾図柄が停
止表示された場合（ゾロ目が停止表示された場合）に、大当たり状態が付与される。また
、奇数のゾロ目の場合には、大当たり状態終了後において確変モードが付与される「１６
ＲＳ」又は「７ＲＳ」が発生し、偶数のゾロ目の場合には、「１６ＲＳ」、「７ＲＳ」、
又は「７ＲＮ」のいずれかが付与される。また、ゾロ目以外の装飾図柄の組合わせは基本
的に「外れ」を教示するものである。
【００４９】
　また、可変表示装置ユニット３５には、装飾図柄表示装置４２を囲むようにしてセンタ
ーフレーム４７が配設されている。センターフレーム４７の上部には入球口１５１が設け
られており、該入球口１５１に入球した遊技球は、センターフレーム４７の内部に形成さ
れ、装飾図柄表示装置４２の側部に沿って上下に延びるワープ流路１５２を介して、装飾
図柄表示装置４２の下方に形成されたステージ１５３上に案内される。ステージ１５３上
に案内された遊技球は、ステージ１５３上から前方の遊技領域に転落したり、ステージ１
５３上を転動した後ステージ１５３の中央奥側に形成されたポケット１５４に入球したり
する。尚、ポケット１５４は、始動入賞ユニット３３（第１始動入賞装置３３ａ）の直上
方の遊技領域へと通じる案内通路１５５と連通しており、該ポケット１５４に入球した遊
技球は、比較的高い確率で始動入賞ユニット３３（第１始動入賞装置３３ａ）に入球する
ようになっている。
【００５０】
　また、遊技盤３０には、内レール構成部５１と外レール構成部５２とからなり、発射装
置６０から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するレール５０が取付けられている
。これにより、ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は発射レール６１及びレ
ール５０を通じて、遊技盤３０とガラスユニット１３７との間に形成される遊技領域内に
案内される。
【００５１】
　内レール構成部５１の先端部分（図４の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されて
いる。これにより、一旦、レール５０から遊技領域へと案内された遊技球が再度レール５
０内に戻ってしまうといった事態が防止される。また、外レール構成部５２の略先端部（
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図４の右上部）には、返しゴム５４が取着されている。所定以上の勢いで発射された遊技
球は、返しゴム５４に当たって例えば遊技盤３０の略中央部側へ戻されることとなる。
【００５２】
　また、本実施形態では、外レール構成部５２が遊技盤３０の右上部で途絶え、内レール
構成部５１が遊技盤３０の右下部で途絶えている。このため、遊技領域は、レール５０及
び樹脂ベース３８の窓孔３９の内周面により画定される。但し、発射装置６０にて打出さ
れた遊技球が、戻り球防止部材５３を通過するまでは、レール５０を逆流する場合がある
ため、内外レール構成部５１，５２の並行部分は遊技領域から除かれる。
【００５３】
　図３に示すように、前面枠セット１４の背面側には、窓部１０１の下方において、球通
路ユニット７０が設けられている。球通路ユニット７０は、後述する払出機構部３５２か
ら下皿１５の排出口１６へ繋がる下皿連通路７１と、払出機構部３５２から上皿１９へ繋
がる上皿連通路７３と備えている。また、内枠１２の前面側に設けられた発射レール６１
とレール５０（外レール構成部５２）との間には所定間隔の隙間があり、前面枠セット１
４の球通路ユニット７０には、前記隙間より落下した遊技球を下皿１５へと案内するファ
ール球通路７２が形成されている。これにより、仮に、発射装置６０から発射された遊技
球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球としてレール５０を逆戻りする場合には、
そのファール球がファール球通路７２を介して下皿１５に排出される。
【００５４】
　また、図３及び図４中の符号６７は後述する払出機構部３５２により払出された遊技球
を内枠１２の前方に案内するための払出通路であり、上皿連通路７３（上皿１９）に通じ
る通路と、下皿連通路７１（下皿１５）に通じる通路とに分かれている。払出通路６７の
下方にはシャッタ６８が設けられており、前面枠セット１４を開放した状態では、バネ等
の付勢力によりシャッタ６８が前方に突出して払出通路６７の出口をほぼ閉鎖するように
なっている。また、前面枠セット１４を閉じた状態では、下皿連通路７１の入口側後端部
によってシャッタ６８が押し開けられるようになっている。尚、下皿連通路７１及び上皿
連通路７３の入口（球流入部）が隣接するとともに、前面枠セット１４の閉状態において
当該各入口と払出通路６７とが所定距離だけ離間しており、両者間の隙間を遊技球が通過
可能となっている。このため、上皿１９及び上皿連通路７３が遊技球で満杯となると、払
出される遊技球が下皿連通路７１側に流れ（下皿連通路７１の入口側に溢れ）、下皿連通
路７１を通って下皿１５に払出されることとなる。
【００５５】
　加えて、球通路ユニット７０には、下皿連通路７１内に位置する遊技球を検知する満杯
検知スイッチ（図示略）が設けられている。当該満杯検知スイッチの存在により、下皿１
５が遊技球で満杯になっていること（下皿１５が遊技球で満杯となり、下皿連通路７１に
おいて遊技球が滞留していること）を把握することができる。本実施形態では、満杯検知
スイッチによって所定時間継続して遊技球が検知されることに基づき、装飾図柄表示装置
４２における表示や音声等を用いて下皿１５が満杯であることを教示するエラー報知の制
御が行われる。尚、下皿連通路７１における遊技球の滞留が解消され、満杯検知スイッチ
により遊技球が検知されなくなると（所定時間継続して検知されなくなると）エラー報知
の状態が解除される。
【００５６】
　次に、パチンコ機１０の背面構成について図５、図６等を参照して説明する。パチンコ
機１０の背面には、各種制御基板が上下左右に並べられるようにして、一部前後に重ねら
れるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給する遊技球供給装置（払出機構）
や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。払出機構及び保護カバーは１ユニットと
して一体化されており、一般に樹脂部分を裏パックと称することもあるため、ここではそ
のユニットを「裏パックユニット２０３」と称する。
【００５７】
　まず、遊技盤３０の背面構成について説明する。図６に示すように、遊技盤３０中央の
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貫通孔に対応して配設された可変表示装置ユニット３５（図４参照）の背面側には、セン
ターフレーム４７を背後から覆う樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けら
れている。また、フレームカバー２１３の背面側には、フレームカバー２１３の開口部か
ら前方に臨む液晶表示装置たる装飾図柄表示装置４２、表示制御装置４５及びサブ制御装
置２６２が前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。
【００５８】
　装飾図柄表示装置４２は、当該装飾図柄表示装置４２の表示部（液晶画面）をパチンコ
機１０の前面側に露出させるための開口部が形成された収容ボックス４２ａに収容されて
フレームカバー２１３の背面側に固定されている。表示制御装置４５は基板ボックス４５
ａに収容されて装飾図柄表示装置４２（収容ボックス４２ａ）の背面側に固定されている
。サブ制御装置２６２は基板ボックス２６２ａに収容されて表示制御装置４５（基板ボッ
クス４５ａ）の背面側に固定されている。尚、フレームカバー２１３内には、センターフ
レーム４７に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するＬＥＤ制御基板等が配設されている。また、
収容ボックス４２ａ及び基板ボックス４５ａ，２６２ａは透明樹脂材料等により構成され
、内部が視認可能となっている。
【００５９】
　フレームカバー２１３の下方には裏枠セット２１５が、一般入賞口３１、可変入賞装置
３２及び始動入賞ユニット３３等を背後から覆うようにして遊技盤３０に取付けられてい
る。裏枠セット２１５は、各種入賞口に入賞した遊技球を回収するための球回収機構を備
えている（図示略）。この球回収機構により回収された遊技球は、後述する排出通路部２
１７に案内され、排出通路部２１７の排出シュートからパチンコ機１０外部に排出される
。
【００６０】
　また、本実施形態では、裏枠セット２１５が主制御装置２６１の取付台として機能する
。より詳しくは、主制御装置２６１を搭載した基板ボックス２６３が、裏枠セット２１５
に対し回動可能に軸支され、後方に開放可能となっている。
【００６１】
　主制御装置２６１は透明樹脂材料等よりなる基板ボックス２６３に収容されている。基
板ボックス２６３は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバー
とを備え、これらボックスベースとボックスカバーとが封印部材によって連結されている
。封印部材によって連結された基板ボックス２６３は、所定の痕跡を残さなければ開封で
きない構成となっている。これにより、基板ボックス２６３が不正に開封された旨を容易
に発見することができる。
【００６２】
　また、遊技盤３０には、一般入賞口３１等の各種入賞口に対応して、当該各種入賞口へ
入球した遊技球を検出する入球検出スイッチが設けられている。具体的には、図４に示す
ように、一般入賞口３１に対応する位置には入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞
装置３２にはカウントスイッチ２２３が設けられている。また、始動入賞ユニット３３に
は、第１始動入賞装置３３ａ及び第２始動入賞装置３３ｂそれぞれに対応して第１始動入
賞スイッチ２２４ａ、第２始動入賞スイッチ２２４ｂが設けられている。さらに、スルー
ゲート３４に対応する位置にはスルーゲートスイッチ２２５が設けられている。
【００６３】
　また、図示は省略するが、裏枠セット２１５には、入賞口スイッチ２２１、カウントス
イッチ２２３及びスルーゲートスイッチ２２５とケーブルコネクタを介して電気的に接続
される第１盤面中継基板が設けられている。この第１盤面中継基板は、入賞口スイッチ２
２１等と、主制御装置２６１とを中継するものであり、ケーブルコネクタを介して主制御
装置２６１と電気的に接続されている。これに対し、始動入賞スイッチ２２４ａ，２２４
ｂは中継基板を経ることなくコネクタケーブルを介して直接主制御装置２６１に接続され
ている。
【００６４】
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　各種入球検出スイッチにて各々検出された検出結果は、主制御装置２６１に取り込まれ
る。そして、該主制御装置２６１よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払
出個数）が払出制御装置３１１に送信され、該払出制御装置３１１からの出力信号に基づ
き所定数の遊技球の払出しが実施される（スルーゲートスイッチ２２５により検出された
場合を除く。）
　この他、遊技盤３０の裏面には、図示は省略するが、可変入賞装置３２にて大入賞口を
開放する大入賞口用ソレノイドが設けられ、始動入賞ユニット３３にて一対の開閉部材３
３ｃを開閉駆動する入賞口用ソレノイドが設けられている。また、裏枠セット２１５には
、これらソレノイドと主制御装置２６１とを中継する第２盤面中継基板（図示略）も設け
られている。
【００６５】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を説明する。図５に示すように、裏パックユニッ
ト２０３は、樹脂成形された裏パック３５１と、遊技球の払出機構部３５２とを一体化し
たものである。また、裏パックユニット２０３は、内枠１２の左側部（図５では右側）に
対して開閉可能に支持されており、上下方向に沿って延びる開閉軸線を軸心として後方に
開放できるようになっている。加えて、裏パックユニット２０３の左上部（図５では右上
部）には外部端子板２４０が設けられている。
【００６６】
　外部端子板２４０は、遊技ホールのホールコンピュータなどへの各種情報送信を中継す
るためのものであり、複数の外部接続端子が設けられている。便宜上、符号は付さないが
、例えば現在の遊技状態（大当たり状態や確変モード等）に関する情報を出力するための
端子、後述する開放検知スイッチ９１，９２によって検出される前面枠セット１４や内枠
１２の開放に関する情報を出力するための端子、入球エラー、下皿満タンエラー、タンク
球無しエラー、払出しエラーなど各種エラー状態に関する情報を出力するための端子、払
出制御装置３１１から払出される賞球数に関する情報を出力するための端子などが設けら
れている。
【００６７】
　裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂により一体成形されており、パチンコ機１０の後方
に突出して略直方体形状をなす保護カバー部３５４を備えている。保護カバー部３５４は
左右側面及び上面が閉塞され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくともフレーム
カバー２１３を覆うのに十分な大きさを有する。但し、本実施形態では、保護カバー部３
５４が基板ボックス２６３の上部及び右部（図５では左側の部位）も合わせて覆う構成と
なっている。これにより、裏パックユニット２０３の閉鎖状態において、基板ボックス２
６３の右部に設けられた封印部材、及び主制御装置２６１の上縁部に沿って設けられた端
子部（基板側コネクタ）が覆われることとなる。
【００６８】
　払出機構部３５２は、保護カバー部３５４を迂回するようにして配設されている。すな
わち、保護カバー部３５４の上方には、上側に開口したタンク３５５が設けられており、
このタンク３５５には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タン
ク３５５の下方には、例えば横方向２列の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜する
タンクレール３５６が連結され、さらにタンクレール３５６の下流側には縦向きにケース
レール３５７が連結されている。払出装置３５８はケースレール３５７の最下流部に設け
られ、払出モータ等の所定の電気的構成により必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。
そして、払出装置３５８より払出された遊技球は上皿１９等に供給される。
【００６９】
　また、払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の
信号を中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込む電源
スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器を介し
て例えば交流２４Ｖの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作により電源Ｏ
Ｎ又は電源ＯＦＦされる。
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【００７０】
　裏パックユニット２０３（基板ボックス２６３）の下方には、内枠１２の左側部（図５
では右側）にて軸支され、後方に開放可能な下枠セット２５１が設けられている。図６に
示すように、下枠セット２５１には、上述した球回収機構により回収された遊技球が流入
する排出通路部２１７が形成され、排出通路部２１７の最下流部には、遊技球をパチンコ
機１０外部へ排出する排出シュート（図示略）が形成されている。つまり、一般入賞口３
１等の各入賞口に入賞した遊技球は、裏枠セット２１５の球回収機構を介して集合し、さ
らに排出通路部２１７の排出シュートを通じてパチンコ機１０外部に排出される。なお、
アウト口３６も同様に排出通路部２１７に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった
遊技球も排出シュートを介してパチンコ機１０外部に排出される。尚、本実施形態では、
裏パックユニット２０３と下枠セット２５１とが別体として構成され、それぞれ独立して
開閉可能であるが、裏パックユニット２０３と下枠セット２５１とが一体的に形成される
こととしてもよい。
【００７１】
　また、図５に示すように、下枠セット２５１の背面側には、払出制御装置３１１、発射
制御装置３１２、電源装置３１３、カードユニット接続基板３１４が前後に重ねられた状
態で着脱可能に取り付けられている。
【００７２】
　発射制御装置３１２及び電源装置３１３は基板ボックス３１３ａに収容されて下枠セッ
ト２５１の背面側に固定されている。尚、発射制御装置３１２及び電源装置３１３は、便
宜上それぞれ独立した制御装置として説明するが、実際には１つの基板（プリント基板）
により構成される。
【００７３】
　また、払出制御装置３１１は、基板ボックス３１１ａに収容されて、基板ボックス３１
３ａ（発射制御装置３１２及び電源装置３１３）の背面側に固定されている。尚、払出制
御装置３１１が収容される基板ボックス３１１ａには、上述した主制御装置２６１が収容
される基板ボックス２６３と同様に封印部材が設けられ、基板ボックス３１１ａの開封さ
れた痕跡が残るようになっている。
【００７４】
　加えて、カードユニット接続基板３１４は、基板ボックス３１４ａに収容されて、基板
ボックス３１３ａ（発射制御装置３１２及び電源装置３１３）の背面側に固定されている
。なお、上記各基板ボックス３１１ａ，３１３ａ，３１４ａは透明樹脂材料等により構成
されており、内部が視認可能となっている。
【００７５】
　また、払出制御装置３１１には基板ボックス３１１ａから外方に突出する状態復帰スイ
ッチ３２１が設けられている。例えば、払出モータ部の球詰まり等、払出エラーの発生時
において状態復帰スイッチ３２１が押下されると、払出モータが正逆回転され、球詰まり
の解消（正常状態への復帰）が図られる。
【００７６】
　さらに、電源装置３１３には基板ボックス３１３ａから外方に突出するＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３が設けられている。本パチンコ機１０はバックアップ機能を有しており、万一
停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の
状態に復帰させることができる。従って、通常手順で（例えば遊技ホールの営業終了時に
）電源遮断すると電源遮断前の状態が記憶保持されることから、電源投入時に初期状態に
戻したい場合には、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押しながら電源を投入する。
【００７７】
　また、図６に示すように、内枠１２の右側部背面側には施錠装置６００が設けられてい
る。施錠装置６００は、前面枠セット１４の前面側に露出するシリンダ錠７００（図１等
参照）を備えており、該シリンダ錠７００の鍵穴に鍵を挿入し、一方に回動操作すること
で内枠１２を解錠でき、他方に回動操作することで前面枠セット１４を解錠できるように
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なっている。本実施形態では、内枠１２は外枠１１に対し施錠され、前面枠セット１４は
内枠１２に対し施錠される。
【００７８】
　尚、上記のように、外枠１１の右辺枠構成部１１ｄには、施錠装置６００に対応する上
下区間全域を内枠１２の背面側から覆う延出壁部８３が形成されている（図５参照）。こ
れにより、外枠１１の背面側から線材等を進入させ、当該線材等により施錠装置６００を
操作することが困難となる。結果として、防御性能の向上を図ることができる。さらに、
延出壁部８３は、裏パックユニット２０３及び下枠セット２５１の右端部（図５では左側
の端部）を背面側から覆う構成となっており、内枠１２の閉状態においては、裏パックユ
ニット２０３及び下枠セット２５１を開放できない構成となっている。
【００７９】
　また、図４に示すように、内枠１２の前面側右下部（発射装置６０の右側）には、前面
枠セット１４の開放を検知するための前面枠開放検知スイッチ９１が設けられ、図５に示
すように、内枠１２の背面側右下部（図５では左下）には、内枠１２の開放を検知するた
めの内枠開放検知スイッチ９２が設けられている。前面枠開放検知スイッチ９１及び内枠
開放検知スイッチ９２は、それぞれスイッチ本体部に対して出没可能な検知部を備えてお
り、前面枠開放検知スイッチ９１は検知部が前方に向くように設けられ、内枠開放検知ス
イッチ９２は検知部が後方へ向くように設けられる。そして、検知部がスイッチ本体部か
ら突出した状態にある場合にはオン信号を主制御装置２６１に出力し、検知部がスイッチ
本体部側に押圧され、スイッチ本体部に没入した状態ではオフ信号を主制御装置２６１に
出力する構成となっている。つまり、前面枠開放検知スイッチ９１は前面枠セット１４の
閉鎖時において検知部が前面枠セット１４の背面で押圧されてオフ状態となり、前面枠セ
ット１４の開放時には、検知部が突出状態に戻ってオン状態となる。同様に、内枠開放検
知スイッチ９２は内枠１２の閉鎖時において検知部が外枠１１の受部８５に一体形成され
た押圧部８６によって押圧されてオフ状態となり、内枠１２の開放時には検知部が突出状
態に戻ってオン状態となる。
【００８０】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図７は、本パチンコ機１０の電
気的構成を示すブロック図である。主制御手段としての主制御装置２６１（主基板）には
、演算装置である１チップマイコンとしてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０
１には、該ＣＰＵ５０１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶し
たＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種
のデータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、デ
ータ送受信回路などの各種回路等が内蔵されている。但し、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭが
１チップ化されておらず、それぞれの機能毎にチップ化されている構成であってもよい。
【００８１】
　ＲＡＭ５０３は、ＣＰＵ５０１の内部レジスタの内容やＣＰＵ５０１により実行される
制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種フラグ及びカウン
タ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（作業領域）と、バックアップエリア５０３ａ
とを備えている。
【００８２】
　また、ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３から
バックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、
スタックエリア、作業エリア及びバックアップエリア５０３ａに記憶されるすべてのデー
タがバックアップされるようになっている。
【００８３】
　バックアップエリア５０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を
記憶しておくエリアである。バックアップエリア５０３ａへの書き込みは、メイン処理に
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よって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア５０３ａに書き込まれた各値の復
帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下同様）のメイン処理において実行さ
れる。なお、ＣＰＵ５０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生
による電源断時に、後述する停電監視回路５４２から出力される停電信号ＳＫ１が入力さ
れるように構成されており、停電の発生により、停電処理（ＮＭＩ割込み処理）が即座に
実行される。
【００８４】
　なお、少なくともスタックエリアとバックアップエリア５０３ａとに記憶されるデータ
をバックアップすれば、必ずしもすべてのエリアに記憶されるデータをバックアップする
必要はない。例えば、スタックエリアとバックアップエリア５０３ａとに記憶されるデー
タをバックアップし、作業エリアに記憶されるデータをバックアップしない構成としても
よい。
【００８５】
　かかるＲＯＭ５０２及びＲＡＭ５０３を内蔵したＣＰＵ５０１には、アドレスバス及び
データバス等で構成されるバスライン５０４を介して入出力ポート５０５が接続されてい
る。入出力ポート５０５には、後述するＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、払出制御装置３
１１、サブ制御装置２６２、第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒ、普通図柄表示装
置４１等が接続されている。この構成により、上述した特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒ、及
び普通図柄表示装置４１は、主制御装置２６１により直接的に制御される。一方、装飾図
柄表示装置４２は、サブ制御装置２６２を介して制御される。
【００８６】
　その他、便宜上、各種中継基板等の図示は省略するが、入出力ポート５０５には、入賞
口スイッチ２２１、カウントスイッチ２２３、始動入賞ユニットスイッチ２２４ａ，２２
４ｂ、スルーゲートスイッチ２２５、ハンドル１８の各種スイッチ等の各種検出スイッチ
や、各種基板、可変入賞装置３２を開閉させるためのソレノイド等の各種電気部品が接続
されている。つまり、主制御装置２６１には、各種ケーブルコネクタのコネクタを接続す
るための複数の端子部（基板側コネクタ）が設けられているが、これら端子部等により、
入出力ポート５０５が構成される。
【００８７】
　サブ制御手段としてのサブ制御装置２６２（サブ制御基板）は、演算装置であるＣＰＵ
５５１、該ＣＰＵ５５１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶し
たＲＯＭ５５２、該ＲＯＭ５５２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデ
ータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ５５３、入出力ポート５５４、バスライン
５５５を備えるとともに、その他にも図示しない割込回路やタイマ回路、データ送受信回
路などの各種回路等を備えている。ＲＡＭ５５３は、ＣＰＵ５５１による各種プログラム
の実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリである。
【００８８】
　入出力ポート５５４には、バスライン５５５を介してＣＰＵ５５１、ＲＯＭ５５２、Ｒ
ＡＭ５５３が接続されるとともに、表示制御装置４５が接続されている。さらに、入出力
ポート５５４には、スピーカＳＰ、保留ランプ４６ａ、４６ｂ、演出ボタン１２５、各種
電飾部及びランプ１０２～１０４が接続されている。
【００８９】
　サブ制御装置２６２のＣＰＵ５５１は、例えば主制御装置２６１から送信される指令信
号（例えば変動パターンコマンド）に基づいて表示制御装置４５に表示制御を実行させ、
装飾図柄表示装置４２に表示させる。なお、上記のように、本実施形態では、主制御装置
２６１が制御する第１及び第２特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにて大当たりに当選したこと
を表示するようになっており、サブ制御装置２６２が制御する装飾図柄表示装置４２では
、前記特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの表示に合わせた表示（付随的な演出表示）が行われ
る。加えて、本実施形態のＲＯＭ５５２には、遊技機ＩＤが記憶されている。
【００９０】
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　また、払出制御装置３１１は、払出装置３５８により賞球や貸し球の払出制御を行うも
のである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プロ
グラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲ
ＡＭ５１３とを備えている。
【００９１】
　払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３は、主制御装置２６１のＲＡＭ５０３と同様に、Ｃ
ＰＵ５１１の内部レジスタの内容やＣＰＵ５１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種フラグ及びカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記
憶される作業エリア（作業領域）と、バックアップエリア５１３ａとを備えている。
【００９２】
　ＲＡＭ５１３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバック
アップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、スタッ
クエリア、作業エリア及びバックアップエリア５１３ａに記憶されるすべてのデータがバ
ックアップされるようになっている。なお、少なくともスタックエリアとバックアップエ
リア５１３ａとに記憶されるデータをバックアップすれば、必ずしもすべてのエリアに記
憶されるデータをバックアップする必要はない。例えば、スタックエリアとバックアップ
エリア５１３ａとに記憶されるデータをバックアップし、作業エリアに記憶されるデータ
をバックアップしない構成としてもよい。
【００９３】
　バックアップエリア５１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくエリアである。この
バックアップエリア５１３ａへの書き込みは、メイン処理によって電源切断時に実行され
、バックアップエリア５１３ａに書き込まれた各値の復帰は電源入時のメイン処理におい
て実行される。なお、主制御装置２６１のＣＰＵ５０１と同様、ＣＰＵ５１１のＮＭＩ端
子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路５４２から停電信号ＳＫ１が入力
されるように構成されており、その停電信号ＳＫ１がＣＰＵ５１１へ入力されると、停電
時処理としてのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される。
【００９４】
　作業エリアには、払出制御装置３１１による賞球の払出許可が設定される払出許可フラ
グと、主制御装置２６１から送信されたコマンドを受信した場合に設定されるコマンド受
信フラグと、主制御装置２６１から送信されたコマンドが記憶されるコマンドバッファと
が設けられている。
【００９５】
　払出許可フラグは、賞球の払出許可を設定するフラグであり、主制御装置２６１から賞
球の払出を許可する特定のコマンドが送信され、その特定のコマンドを受信した場合にオ
ンされ、初期設定の処理又は電源遮断前へ復帰された場合にオフされる。本実施形態では
、特定のコマンドは、払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３の初期処理の指示をする払出初
期化コマンドと、賞球の払出を指示する賞球コマンドと、主制御装置２６１が復電された
場合に送信される払出復帰コマンドの３つである。
【００９６】
　コマンド受信フラグは、払出制御装置３１１がコマンドを受信したか否かを確認するフ
ラグであり、いずれかのコマンドを受信した場合にオンされ、払出許可フラグと同様に、
初期設定の処理又は電源遮断前へ復帰された場合にオフされるとともに、コマンド判定処
理により受信されたコマンドの判定が行われた場合にオフされる。
【００９７】
　コマンドバッファは、主制御装置２６１から送信されるコマンドを一時的に記憶するリ
ングバッファで構成されている。リングバッファは所定の記憶領域を有しており、その記
憶領域の始端から終端に至るまで規則性をもってコマンドが記憶され、全ての記憶領域に
コマンドが記憶された場合には、記憶領域の始端に戻りコマンドが更新されるよう構成さ
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れている。よって、コマンドが記憶された場合及びコマンドが読み出された場合に、コマ
ンドバッファにおける記憶ポインタ及び読出ポインタが更新され、その各ポインタに基づ
きコマンドの記憶と読み出しとが行われる。
【００９８】
　かかるＲＯＭ５１２及びＲＡＭ５１３を内蔵したＣＰＵ５１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５１４を介して入出力ポート５１５が接続されている
。入出力ポート５１５には、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、主制御装置２６１、発射制
御装置３１２、払出装置３５８等がそれぞれ接続されている。
【００９９】
　カードユニット接続基板３１４は、パチンコ機１０前面の貸球操作部（球貸しボタン１
２１及び返却ボタン１２２）と、遊技ホール等にてパチンコ機１０の側方に配置されるカ
ードユニット（球貸しユニット）とにそれぞれ電気的に接続され、遊技者による球貸し操
作の指令を取り込んでそれをカードユニットに出力するものである。なお、カードユニッ
トを介さずに球貸し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出される現金機では、カード
ユニット接続基板３１４を省略することも可能である。
【０１００】
　発射制御装置３１２は、発射装置６０による遊技球の発射を許可又は禁止するものであ
り、発射装置６０は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、払出
制御装置３１１から発射許可信号が出力されていること、遊技者がハンドル１８をタッチ
していることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させる発射禁止ボタン１
８ａ（図１参照）が操作されていないことを条件に、発射装置６０が駆動され、ハンドル
１８の操作量に応じた強度で遊技球が発射される。
【０１０１】
　表示制御装置４５は、サブ制御装置２６２からの指示に従い、装飾図柄表示装置４２に
おける装飾図柄の変動表示を実行するものである。この表示制御装置４５は、ＣＰＵ５２
１と、プログラムＲＯＭ５２２と、ワークＲＡＭ５２３と、ビデオＲＡＭ５２４と、キャ
ラクタＲＯＭ５２５と、ビデオディスプレイプロセッサ（ＶＤＰ）５２６と、入力ポート
５２７と、出力ポート５２９と、バスライン５３０，５３１とを備えている。入力ポート
５２７にはサブ制御装置２６２の入出力ポート５５４が接続されている。また、入力ポー
ト５２７には、バスライン５３０を介して、ＣＰＵ５２１、プログラムＲＯＭ５２２、ワ
ークＲＡＭ５２３、ＶＤＰ５２６が接続されている。また、ＶＤＰ５２６にはバスライン
５３１を介して出力ポート５２９が接続されており、その出力ポート５２９には液晶表示
装置たる装飾図柄表示装置４２が接続されている。
【０１０２】
　表示制御装置４５のＣＰＵ５２１は、サブ制御装置２６２から送信される表示コマンド
を、入力ポート５２７を介して受信するとともに、受信コマンドを解析し又は受信コマン
ドに基づき所定の演算処理を行ってＶＤＰ５２６の制御（具体的にはＶＤＰ５２６に対す
る内部コマンドの生成）を実施する。これにより、装飾図柄表示装置４２における表示制
御を行う。
【０１０３】
　プログラムＲＯＭ５２２は、そのＣＰＵ５２１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶するメモリであり、ワークＲＡＭ５２３は、ＣＰＵ５２１による各
種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリであ
る。
【０１０４】
　ビデオＲＡＭ５２４は、装飾図柄表示装置４２に表示される表示データを記憶するメモ
リであり、このビデオＲＡＭ５２４の内容を書き替えることにより、装飾図柄表示装置４
２の表示内容が変更される。キャラクタＲＯＭ５２５は、装飾図柄表示装置４２に表示さ
れる図柄などのキャラクタデータを記憶するメモリである。
【０１０５】
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　ＶＤＰ５２６は、装飾図柄表示装置４２に組み込まれたＬＣＤドライバ（液晶駆動回路
）を直接操作する一種の描画回路である。ＶＤＰ５２６はＩＣチップ化されているため「
描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコ
ンチップとでも言うべきものである。ＶＤＰ５２６は、ＣＰＵ５２１、ビデオＲＡＭ５２
４等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオＲ
ＡＭ５２４に記憶される表示データを所定のタイミングで読み出して装飾図柄表示装置４
２に表示させる。
【０１０６】
　また、電源装置３１３は、パチンコ機１０の各部に電力を供給する電源部５４１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路５４２と、ＲＡＭ消去スイッチ３２３に接続
されてなるＲＡＭ消去スイッチ回路５４３とを備えている。
【０１０７】
　電源部５４１は、図示しない電源経路を通じて、主制御装置２６１や払出制御装置３１
１等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては、電源部５４１は、外
部より供給される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動する＋
１２Ｖ電源、ロジック用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを
生成し、これら＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置２６１や払
出制御装置３１１等に対して供給する。なお、発射制御装置３１２に対しては払出制御装
置３１１を介して動作電源（＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源等）が供給される。同様に、各種
スイッチやモータ等には、これらが接続される制御装置を介して動作電源が供給されるこ
ととなる。
【０１０８】
　停電監視回路５４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置２６１のＣＰＵ５
０１及び払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＫ１を出力する
回路である。停電監視回路５４２は、電源部５４１から出力される最大電圧である直流安
定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電源断）
の発生と判断して、停電信号ＳＫ１を主制御装置２６１及び払出制御装置３１１へ出力す
る。この停電信号ＳＫ１の出力によって、主制御装置２６１及び払出制御装置３１１は、
停電の発生を認識し、停電時処理（ＮＭＩ割込み処理）を実行する。
【０１０９】
　なお、電源部５４１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置２６１及び払出制御装
置３１１は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０１１０】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去スイッチ３２３のスイッチ信号を取り込
み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御装置２６１のＲＡＭ５０３及び払出制御装
置３１１のＲＡＭ５１３のバックアップデータをクリアする回路である。ＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３が押下された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去信号ＳＫ２を
主制御装置２６１及び払出制御装置３１１に出力する。ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押下
された状態でパチンコ機１０の電源が投入されると（停電解消による電源入を含む）、主
制御装置２６１及び払出制御装置３１１においてそれぞれのＲＡＭ５０３，５１３のデー
タがクリアされる。
【０１１１】
　次に、上記の如く構成されたパチンコ機１０の動作について説明する。本実施形態では
、主制御手段としての主制御装置２６１に設けられたＣＰＵ５０１は、遊技に際し各種カ
ウンタ情報を用いて抽選を行うこととしている。具体的には、図８に示すように、大当た
り状態を発生させるか否かの当否抽選に使用する大当たり乱数カウンタＣ１と、大当たり
種別の決定（種別抽選）に使用する種別決定カウンタＣ２と、装飾図柄表示装置４２にお
いてリーチ状態を発生させるか否かの決定に使用する変動選択カウンタＣ３と、大当たり
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乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタＣＩＮＩと、第１及び第２
特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒ（装飾図柄表示装置４２）の変動表示時間の決定等に使用す
る第１変動種別カウンタＣＳ１、第２変動種別カウンタＣＳ２と、普通図柄表示装置４１
の抽選（入球サポート抽選）に使用する普通図柄乱数カウンタＣ４とを用いることとして
いる。なお、変動選択カウンタＣ３は、装飾図柄表示装置４２を外れ変動させる際のリー
チ種別の抽選にも使用される。また、変動種別カウンタＣＳ１、ＣＳ２は、装飾図柄表示
装置４２の変動パターン選択（演出パターン選択）にも使用される。詳しくは、決定され
た変動パターンにより、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの変動時間が決定されるとともに、
装飾図柄表示装置４２における変動態様及び変動時間すなわち演出パターンが決定される
。
【０１１２】
　カウンタＣ１、Ｃ２、Ｃ３、ＣＩＮＩ、ＣＳ１、ＣＳ２、Ｃ４は、その更新の都度前回
値に１が加算され、上限値に達した後、下限値である０に戻るループカウンタとなってい
る。各カウンタは定期的に更新され、その更新値がＲＡＭ５０３の所定領域に設定された
カウンタ用バッファに適宜格納される（乱数初期値カウンタＣＩＮＩを除く）。
【０１１３】
　ＲＡＭ５０３には、大当たり乱数カウンタＣ１、種別決定カウンタＣ２、及び、変動選
択カウンタＣ３の各値が記憶される保留記憶エリアとしての特別変動保留エリアと、普通
図柄乱数カウンタＣ４の値が記憶される普通変動保留エリアとが設けられている。普通変
動保留エリアは、１つの実行エリアと４つの保留エリア（保留第１～保留第４エリア）と
を備えている。普通変動保留エリアの各保留エリアには、スルーゲート３４への遊技球の
通過履歴に合わせて、普通図柄乱数カウンタＣ４の値が時系列的に格納される。当該構成
を採用することで、普通図柄表示装置４１における変動表示を４回まで保留可能としてい
る。
【０１１４】
　また、特別変動保留エリアは、それぞれ４つの保留エリア（保留第１～保留第４エリア
）を備える第１特別変動保留エリア及び第２特別変動記憶エリアと、１つの実行エリアと
を備えている。第１特別変動保留エリアの各保留エリアには、第１始動入賞装置３３ａへ
の遊技球の入賞履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタＣ１、種別決定カウンタＣ２、及
び変動選択カウンタＣ３の各値が時系列的に格納される。第２特別変動保留エリアの各保
留エリアには、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入賞履歴に合わせて、大当たり乱数
カウンタＣ１、種別決定カウンタＣ２、及び変動選択カウンタＣ３の各値が時系列的に格
納される。当該構成を採用することで、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにおける変動表示を
それぞれ４回まで保留可能としている。
【０１１５】
　各カウンタについて詳しく説明すると、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０～５９
９の範囲内で順に１ずつ加算され、終値としての上限値（つまり５９９）に達した後、始
値としての下限値である０に戻る構成となっている。通常、大当たり乱数カウンタＣ１が
１周した場合、その時点の初期値乱数カウンタＣＩＮＩの値が当該大当たり乱数カウンタ
Ｃ１の次の初期値として読み込まれる。なお、初期値乱数カウンタＣＩＮＩは、大当たり
乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタであり（値＝０～５９９）、タイマ割込み毎に
１回更新されると共に通常処理の残余時間内で繰り返し更新される。一方、大当たり乱数
カウンタＣ１は定期的に（本実施形態ではタイマ割込み毎に１回）更新され、大当たり乱
数カウンタＣ１の値が大当たり乱数カウンタバッファに格納される。そして、遊技球が始
動入賞ユニット３３の第１始動入賞装置３３ａ又は第２始動入賞装置３３ｂに入賞したタ
イミングで、大当たり乱数カウンタバッファに格納されている大当たり乱数カウンタＣ１
の値が、特別変動保留エリアに格納される。
【０１１６】
　また、本実施形態では、低確率状態（通常モード、時間短縮モード）であれば大当たり
となる大当たり乱数カウンタＣ１の値の数は２つで、その値は「７、３０７」であり、高
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確率状態（確変モード、潜確モード）であれば大当たりとなる大当たり乱数カウンタＣ１
の値の数は２０で、その値は「７～１６、３０７～３１６」である。本実施形態では、Ｒ
ＯＭ５０２に対し、大当たり乱数カウンタＣ１の値が大当たりに対応するか否かの判定を
行う際に参照される当否判定テーブルが２つ設けられており、「７、３０７」を大当たり
値として記憶した第１当否判定テーブルと、「８～１６、３０８～３１６」を大当たり値
として記憶した第２当否判定テーブルとがある。
【０１１７】
　尚、通常モードにおいては、当否抽選にて大当たりに当選する確率（大当たり確率）が
１／３００であり、入球サポート抽選の結果を教示するための普通図柄表示装置４１にお
ける変動時間が６秒であり、また、入球サポート抽選にて当選した場合に、第２始動入賞
装置３３ｂ（開閉部材３３ｃ）が０．６秒間開放される。
【０１１８】
　確変モードにおいては、大当たり確率が１／３０であり、通常モードに比べて大当たり
し易くなる。また、確変モードにおいては、入球サポート抽選に基づく普通図柄表示装置
４１の変動時間が２秒であり、通常モードに比べて短くなる上、入球サポート抽選にて当
選した場合、第２始動入賞装置３３ｂが３回開放されるとともに、各開放時間が２秒間と
なる。つまり、確変モードでは、通常モードに比べ、普通図柄表示装置４１における変動
時間が短くなる上、入球サポート抽選の当選１回あたりの第２始動入賞装置３３ｂの開放
時間が長くなるとともに、開放回数が多くなる。これによって、第２始動入賞装置３３ｂ
が開状態となっている時間帯が長くなるため、第２始動入賞装置３３ｂに対して遊技球が
頻繁に入球するようになり（高入球状態となり）、当否抽選が連続してなされると共に、
玉持ちのよい状態となる。尚、高入球状態においては、普通図柄表示装置４１において「
○」図柄が停止表示される確率（入球サポート抽選の当選確率）を通常モード時よりも高
くすることとしてもよい。
【０１１９】
　時間短縮モードにおいては、大当たり確率が１／３００である。また、時間短縮モード
においては、入球サポート抽選に基づく普通図柄表示装置４１の変動時間が２秒であり、
入球サポート抽選にて当選した場合、第２始動入賞装置３３ｂが３回開放されるとともに
、各開放時間が２秒間となる。すなわち、時間短縮モードは、大当たり確率が通常モード
時と同じ低確率ではあるが、始動入賞ユニット３３の動作だけを見ると、確変モードと同
じである。本実施形態では、「７ＲＮ」の大当たり状態終了後に、第１及び第２特別表示
装置４３Ｌ、４３Ｒにて行われる合計１００回の変動表示にわたって時間短縮モードが設
定される。また、時間短縮モードは、大当たり状態が発生しなくても、特別表示装置４３
Ｌ、４３Ｒにて合計１００回の変動表示が行われた時点で終了し、その後、通常モードに
移行する。
【０１２０】
　種別決定カウンタＣ２は、例えば０～１９の範囲内で順に１ずつ加算され、上限値（つ
まり１９）に達した後、下限値である０に戻る構成となっている。また、ＲＯＭ５０２に
は、種別決定カウンタＣ２の値がいずれの大当たり種別に対応するかの判定を行う際に参
照される種別判定テーブルが設けられている。そして、当否抽選にて当選した場合に、種
別決定カウンタＣ２の値に基づいて付与される大当たり状態の種別の種別が決定され（種
別抽選が行われ）、決定された種別の大当たり状態が付与されることとなる。
【０１２１】
　尚、種別決定カウンタＣ２は定期的に（本実施形態ではタイマ割込み毎に１回）更新さ
れ、種別決定カウンタＣ２の値が種別決定カウンタバッファに格納される。そして、遊技
球が始動入賞ユニット３３の第１始動入賞装置３３ａ又は第２始動入賞装置３３ｂに入賞
したタイミングで、種別決定カウンタバッファに格納されている種別決定カウンタＣ２の
値がＲＡＭ５０３の特別変動保留エリアに格納される。
【０１２２】
　また、本実施形態では、種別決定カウンタＣ２のうち「０」が「１６ＲＳ」に対応し、
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「１～１４」が「７ＲＳ」に対応し、「１５～１９」が「７ＲＮ」に対応している。すな
わち、当否抽選に当選した場合に、「１６ＲＳ」となる割合が５％、「７ＲＳ」となる割
合が７０％、「７ＲＮ」となる割合が２５％となっている。さらに、確変大当たりに当選
した場合に、装飾図柄表示装置４２の変動表示において奇数のゾロ目が停止表示される割
合は３０％となっている。ちなみに、「１６ＲＳ」の場合は、大当たり状態の開始時等に
大当たり種別が教示されなくても、大当たり状態が第８ラウンドにまで移行することで、
必ず「１６ＲＳ」であることを把握することができる。
【０１２３】
　また、「７ＲＳ」に当選した場合であって、装飾図柄表示装置４２における変動表示に
際して偶数のゾロ目が停止表示された場合のうち、大当たり状態中に確変大当たりである
ことが教示される割合が８０％となっており、残り２０％の割合で大当たり終了後に付与
されたモードが確変モード及び時間短縮モードのどちらであるのかの判別が付かないよう
になっている。尚、装飾図柄表示装置４２において奇数のゾロ目が停止表示された場合で
も、その時点では「１６ＲＳ」、「７ＲＳ」のどちらに当選したのかの判別が付かないよ
うになっている。ちなみに、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの停止表示のパターンと、大当
たり種別との対応関係を把握したうえで、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒの停止表示のパタ
ーンを確認することにより、大当たり種別を確実に把握することが可能であるが、特別表
示装置４３Ｌ、４３Ｒの停止表示のパターンは多岐にわたるため、上記対応関係を把握し
ておくことは事実上困難であるし、この時点では大当たり種別が分からないということに
よって興趣の向上を図ることができる。
【０１２４】
　変動選択カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、上限値（
つまり２３８）に達した後、下限値である０に戻る構成となっている。本実施形態では、
変動選択カウンタＣ３によって、装飾図柄に関してリーチ状態が発生した後、最終停止図
柄がリーチ図柄の前後に１つだけずれて停止する「前後外れリーチ」と、同じくリーチ状
態が発生した後最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」
と、リーチ状態が発生しない「完全外れ」とを抽選することとしている。本実施形態では
、ＲＯＭ５０２に対し、変動選択カウンタＣ３の値とリーチ種別との対応関係を記憶して
いるリーチ判定テーブルが設けられている。リーチ判定テーブルには「０～２３８」の値
が記憶され、Ｃ３＝０，１が前後外れリーチに対応し、Ｃ３＝２～２１が前後外れ以外リ
ーチに対応し、Ｃ３＝２２～２３８が完全外れに対応する構成となっている。
【０１２５】
　変動選択カウンタＣ３は定期的に（本実施形態ではタイマ割込み毎に１回）更新され、
変動選択カウンタバッファに変動選択カウンタＣ３の値が格納される。そして、遊技球が
始動入賞ユニット３３の第１始動入賞装置３３ａ又は第２始動入賞装置３３ｂに入賞した
タイミングで、変動選択カウンタバッファに格納されている変動選択カウンタＣ３の値が
ＲＡＭ５０３の特別変動保留エリアに格納される。
【０１２６】
　また、２つの変動種別カウンタＣＳ１、ＣＳ２のうち、一方の変動種別カウンタＣＳ１
は、例えば０～５９の範囲内で順に１ずつ加算され、上限値（つまり５９）に達した後、
下限値である０に戻る構成となっており、他方の変動種別カウンタＣＳ２は、例えば０～
３７の範囲内で順に１ずつ加算され、上限値（つまり３７）に達した後、下限値である０
に戻る構成となっている。例えば、第１変動種別カウンタＣＳ１によって、いわゆるノー
マルリーチ、スーパーリーチ、プレミアムリーチ等、装飾図柄のリーチパターンやその他
大まかな図柄変動態様が決定され、第２変動種別カウンタＣＳ２によって、リーチ発生後
に最終停止図柄（本例では中図柄）が停止するまでの経過時間などより細かな図柄変動態
様が決定される。従って、これらの変動種別カウンタＣＳ１、ＣＳ２を組合わせることで
、変動パターンの多種多様化を容易に実現できる。また、第１変動種別カウンタＣＳ１だ
けで図柄変動態様を決定したり、第１変動種別カウンタＣＳ１と停止図柄とを組合わせて
同じく図柄変動態様を決定したりすることも可能である。
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【０１２７】
　また、変動種別カウンタＣＳ１、ＣＳ２は、後述する通常処理が１回実行される毎に１
回更新され、当該通常処理の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、装飾図柄表示
装置４２による装飾図柄の変動開始時における変動パターン決定に際してＣＳ１、ＣＳ２
のバッファ値が取得される。
【０１２８】
　なお、各カウンタの大きさや範囲は一例にすぎず任意に変更できる。但し、大当たり乱
数カウンタＣ１、種別決定カウンタＣ２、変動選択カウンタＣ３、変動種別カウンタＣＳ
１、ＣＳ２の大きさは何れも異なる素数とし、いかなる場合にも同期しない数値としてお
くのが望ましい。
【０１２９】
　また、普通図柄乱数カウンタＣ４は、例えば０～９の範囲内で順に１ずつ加算され、上
限値（つまり９に達した後、下限値である０に戻るループカウンタとして構成されている
。普通図柄乱数カウンタＣ４は定期的に（本実施形態ではタイマ割込み毎に１回）更新さ
れ、遊技球が左右何れかのスルーゲート３４を通過した時に普通図柄乱数カウンタＣ４の
値が取得される。当選となる乱数の値の数は６つあり、その範囲は「３～８」である。そ
して、当選となる普通図柄乱数カウンタＣ４の値が取得された場合、普通図柄表示装置４
１において変動表示が所定時間行われた後、当選に対応する図柄（本例では「○」）が停
止表示され、第２始動入賞装置３３ｂ（開閉部材３３ｃ）がそのときの遊技モードに応じ
たパターンで開放される。
【０１３０】
　さて、本実施形態では、パチンコ機１０と遊技機メーカーが運営するサーバとの間で、
遊技者の遊技に関するデータを遊技者の携帯する携帯通信端末を介してやりとりすること
で、遊技者は単に遊技をするだけでは得られないサービスが受けられるように構成されて
いる。以下、かかる遊技システムについて説明する。尚、本実施形態では、パチンコ機１
０と、遊技者が操作する携帯通信端末と、サーバとによって遊技システムが構成されてい
る。
【０１３１】
　先ず、遊技システムの全体の概略構成について、図１５を参照して説明する。パチンコ
機１０から携帯通信端末に情報を送る方法としては、装飾図柄表示装置４２において二次
元コードである符号情報としてのＱＲコード（登録商標）を表示し、これを携帯通信端末
で読み取らせることによって行われる。携帯通信端末では、ＱＲコードを読み取ることで
、携帯通信端末にプリインストール等されている変換アプリ（バーコードリーダー）によ
って、ＵＲＬ形式の文字列情報を得ることができ、該文字列情報に含まれるサーバのアド
レス情報に基づいてサーバにアクセスする。
【０１３２】
　サーバでは、携帯通信端末からの要求に応じて、前記文字列情報に含まれる各種情報に
基づいたパスワードを発行する。そして、遊技者が当該パスワードをパチンコ機１０に手
入力することで、前記文字列情報に含まれる各種情報を反映させた遊技を行うことができ
るようになっている。
【０１３３】
　次に、パチンコ機１０側の構成について説明する。本実施形態では、変動表示等が行わ
れていない状態で演出ボタン１２５が操作されると、装飾図柄表示装置４２において、メ
ニュー画面が開かれるようになっている。ここで、サブ制御装置２６２によって行われる
メニュー操作に関する処理（メニュー表示処理）について、図８を参照して説明する。
【０１３４】
　先ず、ステップＳ１１０１では、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒ（装飾図柄表示装置４２
）において変動表示中であるか否かを判別する。ステップＳ１１０１で肯定判別された場
合には、そのまま本処理を終了する。
【０１３５】
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　ステップＳ１１０１で否定判別された場合には、ステップＳ１１０２において、大当た
り状態中であるか否かを判別する。ステップＳ１１０２において肯定判別された場合には
、そのまま本処理を終了する。ステップＳ１１０２で否定判別された場合には、ステップ
Ｓ１１０３において演出ボタン１２５が操作されたか否かを判別する。ステップＳ１１０
３で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０１３６】
　ステップＳ１１０３で肯定判別された場合には、ステップＳ１１０４において、メニュ
ー画面表示中であるか否かを判別する。ステップＳ１１０４で否定判別された場合には、
ステップＳ１１０５において、装飾図柄表示装置４２においてメニュー画面（トップメニ
ュー）を表示してから、本処理を終了する。
【０１３７】
　図１２（ａ）に示すように、メニュー画面（トップメニュー）には、「パスワード入力
（遊技開始）」、「コード発行（初回登録・遊技終了）」、「ステージセレクト」、「カ
スタマイズ」、「終了」の操作項目が表示される。そして、十字ボタン１２６を操作して
カーソルを移動させ、演出ボタン１２５が操作されると、該当するサブページが開かれる
（或いは、メニュー画面がクローズされる）。
【０１３８】
　また、ステップＳ１１０４で肯定判別された場合には、ステップＳ１１０６において、
パスワードセレクト操作（「パスワード入力（遊技開始）」の操作項目にカーソルを合わ
せた状態で演出ボタン１２５を操作すること）が行われたか否かを判別する。ステップＳ
１１０６において肯定判別された場合には、ステップＳ１１０７においてパスワード入力
画面を表示してから、本処理を終了する。
【０１３９】
　図１２（ｂ）に示すように、パスワード入力画面では、パスワードに使用される「Ａ～
Ｚ」及び「１～９」の英数字、「一字消去」、「決定」、「戻る」の選択項目が表示され
るとともに、パスワードとして入力される８文字のワードを１字ずつに分けて表示するた
めに、８つ横並びで存在するコマ（マス目）によって構成されるワード表示部が表示され
る。さらに、パスワード入力画面には、パスワードに使用される英数字、「一字消去」、
「決定」、「戻る」のいずれを選択しているかを示す入力カーソルと、８コマで構成され
るワード表示部のうち入力カーソルで英数字を選んで入力操作した場合にいずれのコマに
かかる英数字が入力されるのかを示すメインカーソルとが表示される。
【０１４０】
　尚、本実施形態では、パスワードのうち上位３ケタ（左側の３つの文字）で遊技者の遊
技に関する情報である遊技情報に応じて設定された情報が示され、下位５ケタ（右側の５
つの文字）で遊技者の趣味嗜好に関する情報である選択情報（及び、後述する残情報が設
定される場合には該残情報）に応じて設定された情報が示される。このように、情報を区
分けしておくことで、パチンコ機１０側においてパスワードに応じた処理を実行する際に
パスワードの内容を読み取り易くなり、処理の簡素化等を図ることができる。
【０１４１】
　本実施形態では、サーバから発行されたパスワードを入力することで、パスワードを入
力せずに遊技を行う場合に比べて、演出のバランスが変化したり、否モバイル連動遊技の
際には導出されることのない演出が導出され得るようになったりする。以下、パスワード
を入力して行う遊技を「モバイル連動遊技」と称し、パスワードを入力せずに行う遊技を
「否モバイル連動遊技」と称する。
【０１４２】
　また、ステップＳ１１０６で否定判別された場合には、ステップＳ１１０８において、
コード操作（「コード発行（初回登録・遊技終了）」の操作項目にカーソルを合わせた状
態で演出ボタン１２５を操作すること）が行われたか否かを判別する。ステップＳ１１０
８において肯定判別された場合には、ステップＳ１１０９において、コード発行画面を表
示してから、本処理を終了する。
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【０１４３】
　図示は省略するが、コード発行画面では、「初回登録」、「コード発行（遊技終了）」
、「トップメニューに戻る」の操作項目が表示される。加えて、「コード発行（初回登録
・遊技終了）」に対応する各サブページにおいてはＱＲコードが表示される。
【０１４４】
　また、ステップＳ１１０８で否定判別された場合には、ステップＳ１１１０において、
ステージセレクト操作（「ステージセレクト」の操作項目にカーソルを合わせた状態で演
出ボタン１２５を操作すること）が行われたか否かを判別する。ステップＳ１１１０にお
いて肯定判別された場合には、ステップＳ１１１１において、ステージセレクト画面を表
示してから、本処理を終了する。
【０１４５】
　本実施形態では、変動表示が行われる通常の遊技状態において、背景や登場キャラクタ
等が変化するとともに、演出方法も変化するダイビングステージ、クルージングステージ
、深海探索ステージの３つのステージが設けられている。これに対応して、ステージセレ
クト画面には、これら３つのステージにそれぞれ対応する選択項目が表示され、カーソル
を合わせて演出ボタン１２５を操作することで、対応するステージに移行するようになっ
ている。尚、選択操作を行うと、自動的にメニュー画面が終了するようになっている。ま
た、変動表示中において（演出ボタン１２５を使用するボタン演出が行われていない状態
において）演出ボタン１２５を操作すると、操作する毎に上記ステージが１つずつ切替わ
るように構成されている。
【０１４６】
　また、ステップＳ１１１０で否定判別された場合には、ステップＳ１１１２において、
カスタマイズ操作（「カスタマイズ」の操作項目にカーソルを合わせた状態で演出ボタン
１２５を操作すること）が行われたか否かを判別する。ステップＳ１１１２で肯定判別さ
れた場合には、ステップＳ１１１３において、カスタマイズ画面を表示してから、本処理
を終了する。
【０１４７】
　尚、本実施形態では、カスタマイズ機能として、パチンコ機１０の装飾図柄表示装置４
２において表示される登場キャラクタのデザインを若干変更する、所定の演出に際して登
場するキャラクタや音声を遊技者が選定する等のことを行うことができる。さらに、否モ
バイル連動遊技では、カスタマイズ機能を利用することができないが、モバイル連動遊技
において遊技に関する所定条件をクリアしていくことで、次第にカスタマイズ機能が充実
していくように構成されている。
【０１４８】
　また、ステップＳ１１１２で否定判別された場合には、ステップＳ１１１４において終
了操作（「終了」の操作項目にカーソルを合わせた状態で演出ボタン１２５を操作するこ
と）が行われたか否かを判別する。ステップＳ１１１４において肯定判別された場合には
、ステップＳ１１１５において、メニュー画面をクローズさせてから、本処理を終了する
。一方、ステップＳ１１１４で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０１４９】
　次に、パスワードの入力に関する処理（パスワード入力処理）について、図９を参照し
て説明する。先ず、ステップＳ１２０１では、装飾図柄表示装置４２においてパスワード
入力画面が開かれているか否かを判別する。ステップＳ１２０１で否定判別された場合に
は、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ１２０１で肯定判別された場合には、
ステップＳ１２０２において、演出ボタン１２５の操作があったか否かを判別する。ステ
ップＳ１２０２で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０１５０】
　ステップＳ１２０２で肯定判別された場合には、ステップＳ１２０３において、トップ
メニューに戻る入力操作であるか否かを判別する。ステップＳ１２０３で肯定判別された
場合には、ステップＳ１２０４に移行して、装飾図柄表示装置４２においてトップメニュ
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ーを表示してから、本処理を終了する。
【０１５１】
　一方、ステップＳ１２０３で否定判別された場合には、ステップＳ１２０５において、
モバイル連動遊技中であるか否かを判別する。ステップＳ１２０５で肯定判別された場合
には、そのまま（「すでに入力済みです」等の表示を行う処理をしてもよい）本処理を終
了する。一方、ステップＳ１２０５で否定判別された場合には、ステップＳ１２０６にお
いて、パスワードを構成する各ワードの入力操作であるか否かを判別する。ステップＳ１
２０６で肯定判別された場合には、ステップＳ１２０７において、入力カーソルで指定さ
れたワードをメインカーソルで指定されたワード表示部のコマに表示する処理を行ってか
ら、本処理を終了する。
【０１５２】
　ステップＳ１２０６で否定判別された場合には、ステップＳ１２０８において、ワード
表示部にて入力されたワードを１文字消去する操作であるか否かを判別する。ステップＳ
１２０８で肯定判別された場合には、ステップＳ１２０９において、ワード表示部のうち
メインカーソルで指定されたコマのワード、或いは、メインカーソルで指定されたコマに
ワードが未だ入力されていない場合にはその前（１つ左）のコマのワードを消去する処理
を行ってから、本処理を終了する。
【０１５３】
　また、ステップＳ１２０８で否定判別された場合、すなわち、遊技者がワード表示部に
おいてパスワードを入力し終えたため、入力カーソルを「決定」の操作項目に合わせた状
態で演出ボタン１２５を操作した場合には、ステップＳ１２１０においてパスワード認証
処理を行う。続くステップＳ１２１１では、入力されたワードの組合わせが、パスワード
の組合わせとして登録されたものであるか否かを判別する。すなわち、上記した英数字の
組合わせ全てがパスワードとして使用されているのではなく、使用されない組合わせも存
在する。
【０１５４】
　ステップＳ１２１１で肯定判別された場合には、ステップＳ１２１２において、入力エ
ラー表示処理を行ってから、本処理を終了する。すなわち、入力エラー表示処理では、「
パスワードが違います」といった表示を行うとともに、遊技者の承諾を得る操作項目を当
初からカーソルで選択されている状態で表示し、遊技者が演出ボタン１２５を操作すると
、パスワード入力画面に戻るような設定を行う。
【０１５５】
　また、ステップＳ１２１１で否定判別された場合には、ステップＳ１２１３において、
入力されたパスワードに含まれる情報をパチンコ機１０の遊技に反映させるパスワード反
映処理を行う。詳しくは後述するが、パスワードには、遊技者が遊技した際に特別表示装
置４３Ｌ、４３Ｒ（装飾図柄表示装置４２）において行われた変動表示の回数（変動回数
）に応じて付与される変動ランクと、大当たり状態が発生した回数（大当たり回数）に応
じて付与される大当たりランクと、予め定められた特定の演出としての第１～第３のプレ
ミアムリーチを導出させたことがあるか否かに応じて付与される経歴ランクとの情報が含
まれるとともに、遊技者の遊技に関する好みの情報等も含まれるようになっている。
【０１５６】
　ステップＳ１２１３の後、ステップＳ１２１４において、残回数設定処理を行ってから
、本処理を終了する。残回数設定処理や上記パスワード反映処理の詳細については、説明
の便宜上、後述する。
【０１５７】
　次に、ＱＲコードの発行に関する処理（コード発行処理）について、図１０を参照して
説明する。先ず、ステップＳ１３０１では、装飾図柄表示装置４２においてコード発行画
面が開かれているか否かを判別する。ステップＳ１３０１で否定判別された場合には、そ
のまま本処理を終了する。一方、ステップＳ１３０１で肯定判別された場合には、ステッ
プＳ１３０２において、演出ボタン１２５の操作があったか否かを判別する。ステップＳ
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１３０２で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０１５８】
　一方、ステップＳ１３０２で肯定判別された場合には、ステップＳ１３０３において、
トップメニューに戻る入力操作であるか否かを判別する。ステップＳ１３０３で否定判別
された場合には、ステップＳ１３０４において、モバイル連動遊技中であるか否かを判別
する。ステップＳ１３０４で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０１５９】
　ステップＳ１３０４で肯定判別された場合には、ステップＳ１３０５において、初回登
録であるか否かを判別する。ステップＳ１３０５で否定判別された場合には、ステップＳ
１３０６において、遊技者の遊技データに基づいてＱＲコードを設定し、装飾図柄表示装
置４２において表示する処理を行う。
【０１６０】
　本実施形態では、「コード発行（遊技終了）」のサブページで表示されるＱＲコードに
は、パチンコ機１０を識別する遊技機ＩＤ、遊技機メーカーが運営するサーバの住所、遊
技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報、十字ボタン１２６や演出ボタン１
２５の操作による選択に関する情報である選択情報が含まれ、携帯通信端末で読み取るこ
とで、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）形式の文字列で表
される情報に変換される。すなわち、携帯通信端末のディスプレイにおいて、上記したサ
ーバの住所を示す文字列や遊技情報を示す文字列等が表示されるとともに、サーバにアク
セスすることで、遊技情報等がサーバに送信されることとなる。
【０１６１】
　本実施形態のサブ制御装置２６２は、遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶手段とし
ての遊技情報記憶エリアと、選択情報を蓄積記憶可能な選択情報記憶手段としての選択情
報記憶エリアとを備えている。
【０１６２】
　本実施形態の遊技情報としては、変動回数と、大当たり回数と、第１～第３のプレミア
ムリーチを導出させたことがあるか否かの情報とがある。これに対応して、遊技情報記憶
エリアには、モバイル連動遊技状態における変動回数をカウントする変動数カウンタと、
モバイル連動遊技状態における大当たり回数をカウントする大当たり数カウンタと、モバ
イル連動遊技状態において第１～第３の各種プレミアムリーチが導出された場合にオンさ
れる３つの経験済みフラグとが設けられている。尚、本実施形態では、変動数カウンタ及
び大当たり数カウンタが遊技情報カウント手段を構成する。
【０１６３】
　尚、否モバイル連動遊技状態や、モバイル連動遊技状態でも初期の状態では、第１～第
３のプレミアムリーチのうち第１プレミアムリーチしか導出させることができない。これ
に対し、モバイル連動遊技状態において一度でも第１プレミアムリーチが導出された場合
には、以降のモバイル連動遊技状態において、第２プレミアムリーチが導出可能とされる
とともに、既に導出されたことのある第１プレミアムリーチの導出確率がアップするよう
になっている。また、第２プレミアムリーチが導出可能とされた状態で、第２プレミアム
リーチが導出されると、第３プレミアムリーチが導出可能とされるとともに、既に導出さ
れたことのある第１及び第２プレミアムリーチの導出確率がアップするようになっている
。さらに、第３プレミアムリーチが導出可能とされた状態で、第３プレミアムリーチが導
出されると、第１～第３プレミアムリーチの導出確率がアップするようになっている。
【０１６４】
　加えて、モバイル連動遊技状態において、第１プレミアムリーチが導出されると、第１
経験済みフラグがオンされ、第２プレミアムリーチが導出されると、第２経験済みフラグ
がオンされ、第３プレミアムリーチが導出されると、第３経験済みフラグがオンされる。
ちなみに、プレミアムリーチは「１６ＲＳ」に対応しており、プレミアムリーチが導出さ
れた場合には、その時点で「１６ＲＳ」の大当たり状態が発生することを把握することが
できる。本実施形態では、プレミアムリーチの発生確率がアップすると、その分だけ、確
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変大当たりに当選した場合の変動表示の停止表示の際に奇数のゾロ目が停止する確率がダ
ウンするように構成されている。
【０１６５】
　また、本実施形態の選択情報としては、通常の遊技状態における各ステージ、すなわち
、「ダイビングステージ」、「クルージングステージ」、「深海探索ステージ」での変動
回数がある。
【０１６６】
　さらに、本実施形態では、大当たり状態にも３つのステージが用意されている。より具
体的に、本実施形態では、変動表示に際して偶数のゾロ目が停止表示された場合には実は
確変大当たりであること、奇数のゾロ目が停止表示された場合には実は「１６ＲＳ」であ
ることを、大当たりラウンドの開始時に告知する「いきなり告知ステージ」と、第７ラウ
ンドの終了時に告知する「最終告知ステージ」と、第１～第７ラウンドのいずれかにおい
て遊技者が演出ボタン１２５等の操作で参加する昇格演出が導出される「チャンス演出ス
テージ」とが用意されている。そして、大当たり状態の開始時にステージを選択するセレ
クト画面が表示され、十字ボタンでカーソルを所望のステージに対応する選択肢に合わせ
て演出ボタン１２５を操作すると、対応するステージで大当たりラウンドが開始されるこ
ととなる。本実施形態では、「いきなり告知ステージ」、「最終告知ステージ」、「チャ
ンス演出ステージ」の各選択回数も選択情報である。
【０１６７】
　加えて、本実施形態では、装飾図柄表示装置４２において演出ボタン１２５の操作を促
す表示がなされ、設定期間内における演出ボタン１２５の操作（押圧）の有無や、演出ボ
タン１２５の操作回数（連打回数）に応じて導出される演出が変化するといったボタン演
出が行われる場合がある。本実施形態では、かかるボタン演出に際して演出ボタン１２５
を操作したのか否か、及び、演出ボタン１２５を何回操作したのかの情報も選択情報であ
る。
【０１６８】
　これに対応して、選択情報記憶エリアには、「ダイビングステージ」、「クルージング
ステージ」、「深海探索ステージ」での変動回数をそれぞれカウントする滞在ステージカ
ウンタと、「いきなり告知ステージ」、「最終告知ステージ」、「チャンス演出ステージ
」の選択回数をそれぞれカウントする大当たりステージ選択カウンタと、ボタン演出に際
して演出ボタン１２５の操作が全くなされなかった場合にカウントされるボタンカウンタ
と、ボタン演出に際して演出ボタン１２５が操作された総回数がカウントされる連打カウ
ンタとが設けられている。特に、本実施形態では、滞在ステージカウンタ、大当たりステ
ージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、及び、連打カウンタは、個人用と、統計用とで２セ
ットずつ設けられている。
【０１６９】
　さらに、本実施形態では、大当たり状態中にアンケートが実施される場合がある。例え
ば、大当たり状態の開始時において、「０～１６」の値を取り得るアンケート実施カウン
タの値を取得してその値が「１」であった場合にのみ、第２ラウンドの開始時に、装飾図
柄表示装置４２においてアンケート表示が導出される。
【０１７０】
　アンケート表示としては、先ず、アンケートに協力するか否かの画面が表示され、演出
ボタン１２５及び十字ボタン１２６を操作してアンケートに協力する旨の入力があった場
合にのみアンケート表示の次ページに移行し、協力しない旨の入力操作があった場合、或
いは、所定期間が過ぎても（アンケート表示が開始されたラウンドが終了しても）対応す
る入力操作が行われなかった場合には、アンケート表示を終了するようになっている。
【０１７１】
　これに対応して、サブ制御装置２６２は、アンケートの回答の情報（質問と答え）が記
憶されるアンケート結果記憶エリアを備えている。
【０１７２】
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　そして、ステップＳ１３０６では、遊技情報である変動数カウンタ、大当たり数カウン
タ、及び、経験済みフラグの記憶内容と、選択情報である滞在ステージカウンタ、大当た
りステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、及び、連打カウンタの個人用及び統計用の両
方の記憶内容と、アンケート結果記憶エリアの記憶内容とをエンコードしてＱＲコードに
含ませるようになっている。
【０１７３】
　また、ＱＲコードを読み取った携帯通信端末のディスプレイでは、図１５の上部中央に
示すように、サーバアドレスを示す文字列に続いて、変動表示回数、大当たり回数、第１
～第３のプレミアムリーチを導出させたか否かの情報、「ダイビングステージ」での変動
回数、「クルージングステージ」での変動回数、「深海探索ステージ」での変動回数、「
いきなり告知ステージ」の選択回数、「最終告知ステージ」の選択回数、「チャンス演出
ステージ」の選択回数、実行されたアンケートの種別とその回答を示す情報が表示される
。尚、図１５では、便宜上、遊技情報や選択情報を示す文字列を「・」で示している。
【０１７４】
　さらに、本実施形態では、各遊技情報及び各選択情報を示す文字列の区切りに「－」が
使用されている。加えて、各遊技情報及び各選択情報を示す各文字列を構成する文字の数
は一定ではなく、例えば、変動回数が１回の場合には１文字で、５０００回の場合には４
文字となる等、示すべき内容に応じて変化する。つまり、遊技情報や選択情報を示す文字
列が並ぶ順番と、区切りの文字とを決めておくことで、各情報を示す文字列の数を変更す
ることができる。これにより、情報量の少ないときには極力文字数を少なくすることがで
き、通信時間の低減（通信料の抑制）等を図ることができる。
【０１７５】
　ちなみに、遊技情報や選択情報を示す文字列としては、例えば、変動回数が１０００回
で、大当たり回数が２回であったことを示すならば、単純に「１０００－０２」等として
携帯通信端末のディスプレイの表示させることとしてもよいのではあるが、このような対
応関係が分かり易い表示であると、携帯通信端末において、かかる数字を不正に改ざんさ
れ、偽の情報をサーバに送られてしまうおそれがある。このため、本実施形態では、かか
る遊技情報や選択情報を暗号化して、例えば、変動回数が１０００回で、大当たり回数が
２回であったことを示すならば「Ｅ７Ｌ１－ＭＱＴ」等として、遊技者に文字列とその具
体的内容（変動回数等）との対応関係が分からないように、携帯通信端末のディスプレイ
の表示させている。また、パチンコ機１０側とサーバ側とで暗号に関する（暗号化・解読
の）ルールが統一されているため、確実に情報のやりとりを行うことができる。
【０１７６】
　尚、前回の遊技情報や選択情報の送信から現在までの間に、多種類のアンケートが実施
された場合、次回の遊技情報や選択情報の送信におけるデータ量が膨大になるおそれがあ
る。また、本実施形態のようなアンケートを実施しない構成であっても、遊技情報や選択
情報として蓄積記憶してサーバに送る情報の種別をより多く設定した場合にも、次回の遊
技情報や選択情報の送信におけるデータ量が膨大になるおそれがある。この場合、通信時
間及び通信料の抑制を図るべく、一度に送信する情報量の上限を設定することも考えられ
る。そのような構成において、情報量の少ないときには極力文字数を少なくすることで、
一度に送ることのできる情報の種類を増やしたり、前回の送信で送ることができずにパチ
ンコ機１０側に溜まっていた情報を含めて送信したりすることができる。また、文字列の
区切りに使用する文字についても特に限定されるものではなく、適宜設定可能であり、さ
らには、複数種類の文字を区切り文字として使用するとともに、区切り文字の種別と所定
の意味とを対応付けてもよい。加えて、区切り文字は、文字列と文字列との間に設定され
ているが、各文字列の冒頭に所定の文字を付加して、かかる文字を区切り文字の代替とす
ることもできる。尚、０回や所定条件が成立しなかったことを示す場合、冒頭文字以外の
文字列によってそのことを示してもよいが、区切り文字を連続して並べることでそのこと
を示すように構成してもよい。この場合、文字数をより一層切り詰めることができる。
【０１７７】
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　尚、本実施形態では、遊技者による演出ボタン１２５や十字ボタン１２６の操作によっ
て選択可能なステージやボタン演出が選択演出を構成する。さらに、かかるボタン操作で
変更されるステージやボタン演出を導出可能とする機能が選択演出導出手段を構成する。
【０１７８】
　一方、ステップＳ１３０５で肯定判別された場合には、ステップＳ１３０７において、
初回登録に対応するＱＲコードを設定し、表示する処理を行ってから、本処理を終了する
。「初回登録」のサブページで表示されるＱＲコードには、遊技機ＩＤ、サーバのＵＲＬ
、初回遊技であることの情報が含まれる。尚、初回登録のＱＲコードには遊技情報及び選
択情報が含まれていないが、次回以降のＱＲコードには遊技情報及び選択情報の両方が必
ず含まれるように構成されている。
【０１７９】
　また、ステップＳ１３０３で肯定判別された場合には、ステップＳ１３０８において、
ＱＲコードを表示中であるか否かを判別する。ステップＳ１３０８で肯定判別された場合
には、ステップＳ１３０９において、パチンコ機１０に記憶されている遊技者個人の遊技
データを消去する処理を行ってから、本処理を終了する。より具体的に、ステップＳ１３
０９では、変動数カウンタ、大当たり数カウンタ、及び経験済みフラグがリセットされる
（カウンタ値は０に、フラグはオフにされる）とともに、滞在ステージカウンタ、大当た
りステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、及び、連打カウンタのうち個人用のものがリ
セットされるようになっている。
【０１８０】
　尚、滞在ステージカウンタ、大当たりステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、及び、
連打カウンタのうち統計用のものは、この時点ではリセットされない。また、アンケート
結果記憶エリアは統計用のものしかない。そして、統計用の記憶エリア及びアンケート結
果記憶エリアは、１週間分の選択情報を１日ごとに区別して記憶可能に構成され、日付を
カウントする日付カウンタに基づいて、１週間を過ぎた情報を消去する構成となっている
。
【０１８１】
　さらに、本実施形態では、変動数カウンタ、大当たり数カウンタ、及び、個人用の滞在
ステージカウンタ、大当たりステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、連打カウンタへの
カウント、及び、経験済みフラグへの記憶はモバイル連動遊技にのみ行われる。その一方
で、統計用の滞在ステージカウンタ、大当たりステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、
連打カウンタへのカウント、及び、アンケート結果記憶エリアへの記憶は、モバイル連動
遊技だけでなく、否モバイル連動遊技においても行われる。これらの構成に対応して、Ｑ
Ｒコードには、遊技者個人の遊技情報及び選択情報と、当該遊技者だけでなく他の遊技者
の分も含めた１週間分の選択情報及びアンケート情報とが含まれるように設定される。
【０１８２】
　また、ステップＳ１３０８において、否定判別された場合には、ステップＳ１３１０に
移行して、装飾図柄表示装置４２においてトップメニューを表示してから、本処理を終了
する。尚、本実施形態では、装飾図柄表示装置４２が表示手段に相当し、装飾図柄表示装
置４２においてＱＲコードを表示させる機能が情報出力手段を構成する。
【０１８３】
　次に、所定の携帯通信端末（例えば、携帯電話やスマートフォン等）からのアクセスが
あった場合のサーバ側の処理（アクセス対応処理）について、図１３を参照して説明する
。尚、携帯通信端末は、装飾図柄表示装置４２で表示されたＱＲコードを読み取り可能な
読み取り手段（カメラやデコーダ等）と、サーバと通信可能な通信手段と、サーバから供
給されるデータ（ウェブページ等）を表示可能な携帯表示手段（ディスプレイ）とを備え
ている。また、サーバは、携帯通信端末から、変動数カウンタ、大当たり数カウンタ、及
び経験済みフラグと、個人用及び統計用の滞在ステージカウンタ、大当たりステージ選択
カウンタ、ボタンカウンタ、及び、連打カウンタと、アンケート結果記憶エリアとの情報
が送信されてきた場合に、これらの情報を記憶可能なように、ホスト側変動数カウンタ、
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ホスト側大当たり数カウンタ、ホスト側経験済みフラグを具備するホスト側遊技情報記憶
エリア（ホスト側遊技情報記憶手段）と、個人用及び統計用のホスト側滞在ステージカウ
ンタ、ホスト側大当たりステージ選択カウンタ、ホスト側ボタンカウンタ、ホスト側連打
カウンタを具備するホスト側選択情報記憶エリア（ホスト側遊技情報記憶手段）と、ホス
ト側アンケート結果記憶エリアとが設けられている。また、本実施形態では、ホスト側変
動数カウンタ及びホスト側大当たり数カウンタがホスト側遊技情報カウント手段を構成す
る。
【０１８４】
　先ず、ステップＳ１４０１では、携帯通信端末からのアクセスがあるか否かを判別する
。ステップＳ１４０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。ステップ
Ｓ１４０１で肯定判別された場合には、ステップＳ１４０２において、携帯通信端末から
送信されてきた情報の中に初回である旨の情報が含まれているか否かを判別する。
【０１８５】
　ステップＳ１４０２で肯定判別された場合には、ステップＳ１４０３において、ホスト
側の記憶領域（ホスト側遊技情報記憶エリア、ホスト側選択情報記憶エリア）に対して、
当該携帯通信端末を介してアクセスしてきた遊技者個人の遊技情報、及び、選択情報を蓄
積記憶するための記憶エリア（個人遊技情報記憶エリア、個人選択情報記憶エリア）を設
定する処理を行う。
【０１８６】
　続く、ステップＳ１４０４では、携帯通信端末のディスプレイに対し、初回用のＱＲコ
ードを使用したアクセスに対応する初回用のウェブページを表示する処理を行ってから、
本処理を終了する。より具体的には、形式的なユーザー登録の後、初回用のパスワードを
表示するようになっている（前記ユーザー登録で全く記入がなくてもパスワードは発行さ
れる）。尚、初回用のパスワードには、初回の遊技であることの情報が含まれている。ま
た、ステップＳ１４０４では、アクセスしてきた携帯通信端末に対してＣｏｏｋｉｅ情報
を記憶させる。これにより、携帯通信端末は、次回以降にサーバにアクセスする際に、前
記Ｃｏｏｋｉｅ情報についてもサーバに送信するようになり、サーバでは、遊技者側がロ
グインしなくても、Ｃｏｏｋｉｅ情報を確認することで、どの蓄積データを持つ遊技者の
携帯通信端末がアクセスしてきたのかを把握し、対応する表示を行うようになっている。
尚、サーバにアクセスする度に毎回ＩＤパスワードを入力してログインするように構成し
てもよい。
【０１８７】
　また、ステップＳ１４０２で否定判別された場合、すなわち、初回以降に発行されたＱ
Ｒコードに基づくアクセスを受けた場合には、ステップＳ１４０５において、携帯通信端
末から送信されてきた情報から変動回数情報（変動数カウンタの値を示す情報）を読み取
り、今回の変動回数を、既にホスト側変動数カウンタに記憶されている変動回数に加算し
、演算後の値を新たにホスト側変動数カウンタに記憶する。
【０１８８】
　続くステップＳ１４０６では、携帯通信端末から送信されてきた情報から大当たり回数
情報（大当たり数カウンタの値を示す情報）を読み取り、今回の大当たり回数を、既にホ
スト側大当たり数カウンタに記憶されている変動回数に加算し、演算後の値を新たにホス
ト側大当たり数カウンタに記憶する。
【０１８９】
　さらに、ステップＳ１４０７では、携帯通信端末から送信されてきた情報からプレミア
ムリーチの発生情報（オンされた経験済みフラグを示す情報）を読み取り、発生が確認さ
れた場合には、対応するホスト側経験済みフラグをオンにする。
【０１９０】
　その後、ステップＳ１４０８において変動ランク判定処理を行う。本実施形態では、遊
技者がモバイル連動遊技をどれだけ行ったかによってランク付けが行われ、ランクが高く
なるほど、演出の機能が充実したり、初期の状態に比べて演出のバランスがより大きく変
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化したりする。ランクの判定は、基本的にサーバにおいて行われ、当該ステップＳ１４０
８では、ホスト側変動数カウンタに記憶されている変動回数が、予め定められた規定回数
以上であるか否かを判別することにより、変動回数に関するランク（変動ランク）を判定
することとなる。本実施形態では、変動ランクは、第１ランク（初期ランク）において１
０００回の変動表示が行われることで第２ランクに更新可能とされる。また、第２ランク
→第３ランクまでは３０００回転であるが、それ以降はランクを１つ更新するために５０
００回転を必要とする。尚、パチンコ機１０を遊技ホールで営業開始から営業終了まで遊
技すると、営業時間や遊技の内容にもよるが、おおよそ総変動表示回数が３０００回転程
になり、第２ランク以降は１日でランクを上げることは難しいが、第１ランクであれば半
日もあればランクアップが望める。
【０１９１】
　続くステップＳ１４０９では、大当たりランク判定処理を行う。本実施形態では、大当
たりランクは、第１ランク（初期ランク）において１０回の大当たり状態が実行されるこ
とで第２ランクに更新可能とされる。また、第２ランク→第３ランクまでは３０回、第３
ランク→第４ランクまでは５０回であるが、それ以降はランクを１つ更新するために８０
回を必要とする。尚、パチンコ機１０を遊技ホールで営業開始から営業終了まで遊技する
と、営業時間や運にもよるが、おおよそ総大当たり回数が２５回程になり、第２ランク以
降は１日でランクを上げることは難しいが、第１ランクであれば一日でランクアップが望
める。
【０１９２】
　続くステップＳ１４１０では、経歴ランク判定処理を行う。本実施形態では、経歴ラン
クは、モバイル連動遊技中にプレミアムリーチを導出させたことがなく、第１プレミアリ
ーチしか導出させることのできない第１ランクと、第１ランクにおいて第１プレミアムリ
ーチを導出させたことがあり、これによって第２プレミアムリーチの導出が可能となると
ともに、第１プレミアムリーチの導出確率がアップする第２ランクと、第２ランクにおい
て第２プレミアムリーチを導出させたことがあり、これによって、第３プレミアムリーチ
の導出が可能となるとともに、第１及び第２プレミアムリーチの導出確率がアップする第
３ランクと、第３ランクにおいて第３プレミアムリーチを導出させたことがあり、これに
よって、第１～第３プレミアムリーチの導出確率がアップする第４ランクとがある。
【０１９３】
　続くステップＳ１４１１では、携帯通信端末から送信されてきた情報から各種選択情報
（個人用及び統計用の両方の滞在ステージカウンタ、大当たりステージ選択カウンタ、ボ
タンカウンタ、及び、連打カウンタの値を示す情報）を読み取り、対応するカウンタに加
算する処理を行ったり、対応するフラグをセットする処理を行ったりする。本実施形態で
は、携帯通信端末を介して、遊技者個人の選択情報だけでなく、当該遊技者が遊技したパ
チンコ機１０を遊技したその他の遊技者の選択情報についても送信されてくるため、遊技
者個人の選択情報は、ホスト側遊技情報記憶エリアにおける遊技者個人の選択情報を記憶
可能な個人選択情報記憶エリアに記憶され、その他の遊技者も含む選択情報は、同一機種
を遊技する遊技者全体の選択情報を記憶可能な全体遊技情報記憶エリアに記憶される。尚
、ステップＳ１４１１では、携帯通信端末から送信されてきた情報に含まれるアンケート
情報をホスト側アンケート結果記憶エリアに記憶する処理についても実行される。
【０１９４】
　その後、ステップＳ１４１２において、携帯通信端末のディスプレイに対し、ステップ
Ｓ１４０８～ステップＳ１４１０で判定されたランクや、ステップＳ１４１１で加算され
た選択情報の蓄積データ等を反映させたウェブページを表示する処理を行った後、本処理
を終了する。該ウェブページには、パチンコ機１０の大当たり確率等の仕様を教示する「
スペック」、遊技者個人の遊技記録を確認することができる「個人データ管理」、蓄積さ
れた遊技情報及び選択情報に基づいて新しいパスワードを発行することのできる「パスワ
ード発行」等の操作項目がある。尚、本実施形態では、ステップＳ１４０８～ステップＳ
１４１０の機能が、ランク判定手段を構成する。
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【０１９５】
　次に、パスワードを発行する処理（パスワード発行処理）について、図１４を参照して
説明する。先ず、ステップＳ１５０１では、パスワードを発行するための操作が行われた
か否かを判別する。ステップＳ１５０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終
了する。ステップＳ１５０１で肯定判別された場合には、ステップＳ１５０２において、
残情報判定処理を行う。
【０１９６】
　残情報判定処理では、現在の変動ランクを確認して次の変動ランクを把握し、当該次の
変動ランクへの更新に必要な総変動回数として予め定められた値を把握するとともに、該
値から、ホスト側変動数カウンタに記憶されている変動回数を引いた値、すなわち、次の
変動ランクに更新させるために残り何回の変動表示が必要なのかを算出し、ホスト側残変
動回数記憶エリアに一時記憶する。さらに、当該算出された回数が１０００回未満である
か否かを判別し、１０００回以上の場合には、前記ホスト側残大当たり回数記憶エリアに
記憶された回数を消去する。
【０１９７】
　また、残情報判定処理では、現在の大当たりランクを確認して次の大当たりランクを把
握し、当該次の大当たりランクへの更新に必要な総大当たり回数として予め定められた値
を把握するとともに、該値から、ホスト側大当たり数カウンタに記憶されている大当たり
回数を引いた値、すなわち、次の大当たりランクに更新させるために残り何回の大当たり
が必要なのかを算出し、ホスト側残大当たり回数記憶エリアに一時記憶する。さらに、当
該算出された回数が、３０回未満であるか否かを判別し、３０回以上の場合には、前記ホ
スト側残大当たり回数記憶エリアに記憶された回数を消去する。本実施形態では、残情報
判定処理の機能が、算出手段及び許容値判別手段を構成する。
【０１９８】
　ステップＳ１５０２の後、ステップＳ１５０３では、変動ランク、大当たりランク、経
歴ランク、遊技者個人の選択情報、ホスト側残変動回数記憶エリアの値、及び、ホスト側
残変動回数記憶エリアの値を参照して、パスワードを設定するパスワード設定処理を行う
。また、ホスト側残変動回数記憶エリア及びホスト側残変動回数記憶エリアに「０」以外
の値が記憶されている場合には、その値を示す残情報をパスワードに含ませるが、「０」
の場合、つまり、次の変動ランクに到達するまでに残り１０００回以上あったり、次の大
当たりランクに到達するまでに残り３０回以上あったりする場合には、残情報をパスワー
ドに含ませない。
【０１９９】
　パチンコ機１０のサブ制御装置２６２は、変動ランク、大当たりランク、経歴ランクを
記憶するランク記憶エリアを備えており、パスワード入力処理のパスワード反映処理（図
９のステップＳ１２１３参照）において、パスワードから残情報を読み取った場合には、
対応する情報をランク記憶エリアに記憶する。これにより、ランクに応じた演出を堪能す
ることができるようになる。本実施形態では、変動ランク及び大当たりランクに応じて、
所定の演出に際して登場するキャラクタのデザインの選択や、所定のタイミングで出力さ
れる音声パターンの選択を行うことが可能となる。また、例えば、スーパーリーチを行う
場合に、ランク記憶エリアに記憶されている値を確認して、複数ある演出テーブルの中か
ら対応する演出テーブルを選択することとしてもよい。尚、ランク記憶エリアの記憶内容
は、コード発行処理で発行されたＱＲコードが消去される際に同時に消去される（図１０
のステップＳ１３０９参照）。
【０２００】
　また、サブ制御装置２６２は、遊技者個人の蓄積された選択情報に基づく情報（嗜好情
報）を記憶可能な嗜好情報記憶エリアを備えており、パスワードから嗜好情報を読み取っ
た場合には、対応する情報を嗜好情報記憶エリアに記憶する。本実施形態の嗜好情報とし
ては、通常の遊技状態において最も選択されているステージを示す情報、大当たり状態に
おいて最も選択されているステージを示す情報、ボタン演出に際して演出ボタン１２５を
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操作する傾向にあるかを示す情報がある。
【０２０１】
　そして、上記したステップＳ１２１３のパスワード反映処理（図９参照）では、メニュ
ー画面表示がクローズされた際に、通常の遊技状態において最も選択されているステージ
に自動で移行する処理と、大当たり状態の開始時に、ステージ選択画面で選択カーソルが
、最も選択されているステージを選択する操作項目に最初から照準されるように設定する
処理と、ボタン演出の導出割合を増減させる（選択される演出テーブルを変える）処理と
が行われる。尚、嗜好情報記憶エリアの記憶内容は、コード発行処理で発行されたＱＲコ
ードが消去される際に同時に消去される。
【０２０２】
　加えて、上記のように、本実施形態では、大当たり状態中（第２ラウンド）にアンケー
トが実施される可能性があるが、当該アンケートの質問内容についても、嗜好情報記憶エ
リアの記憶内容が反映される。例えば、否モバイル連動遊技状態では、「当機種の遊技回
数は何回目ですか。１；初めて、２；２回目～４回目、３；５回以上」、「遊技ホールに
は１ヶ月に何回訪れますか。１；１回以下、２；２回～４回、３；５回以上」、「どのス
テージが嫌いですか。１；ダイビングステージ、２；クルージングステージ、３；深海探
索ステージ」等の質問内容が選択される。これに対し、モバイル連動遊技状態では、否モ
バイル連動遊技状態での質問内容に加え（一部省略してもよい）、遊技者が最も選択して
いる通常遊技状態におけるステージについて「○○ステージの何が気に入っていますか。
１；演出、２；キャラクタ、３；その他」、「演出のどこが気に入っていますか。１；ス
テップアップ予告、２；スーパーリーチ、３；ボタン演出」等の質問内容が選択される。
尚、１回の大当たり状態中に質問は３つまでとされ、３つ答えなくても第３ラウンドの終
了とともに、アンケート表示は終了する。
【０２０３】
　さらに、サブ制御装置２６２は、残回数記憶手段としての残変動回数記憶エリア（カウ
ンタ）及び残大当たり回数記憶エリア（カウンタ）と、これらにそれぞれ対応する残変動
フラグ及び残当選フラグとを備えており、パスワードから残情報を読み取った場合には、
残回数設定処理（ステップＳ１２１４）において、残変動回数記憶エリア及び残大当たり
回数記憶エリアに対し、残回数を設定するとともに、対応する残変動フラグ及び残当選フ
ラグをオンにする。以降、残変動フラグがオンされている場合に、変動表示が行われる毎
に残変動回数記憶エリアの値を１減算し、残当選フラグがオンされている場合に、大当た
り状態が発生する毎に残大当たり回数記憶エリアの値を１減算する。そして、対応する残
変動フラグ又は残当選フラグがオンされている状態で対応する残変動回数記憶エリア又は
残大当たり回数記憶エリアの値が「０」になると、変動ランク又は大当たりランクが１ラ
ンク更新されたものとして、対応するランク記憶エリアの値を変更（１加算）し、新たな
ランクに対応する処理が実行されるようにする。
【０２０４】
　また、本実施形態では、次の変動ランクに到達するまでの変動表示が残り１００回、５
０回、４０回、３０回、２０回、１０回、５回、３回、２回、１回となる場合に、その変
動表示（装飾図柄表示装置４２）において、あと○○回で変動ランクがアップする旨のア
ナウンス（ガイダンス）を行うように構成されている。さらに、次の大当たりランクに到
達するまでの大当たり回数が残り１０回、７回、５回、３回、２回、１回となった場合に
、大当たり終了後の最初の変動表示（装飾図柄表示装置４２）において、あと○○回で大
当たりランクがアップする旨のガイダンスを行うように構成されている。
【０２０５】
　さらに、本実施形態では、選択される演出に変化が生じるように演出状態を変化させる
因子（特定演出状態に移行させるための状態移行条件）として、変動ランク、大当たりラ
ンク、経歴ランク、及び、遊技者個人の嗜好情報の他にも、達成された項目に応じて演出
状態を変化させるミッションが設定されている。より具体的には、１回の遊技（モバイル
連動遊技）において大当たり状態を１０回、２０回、３０回、又は、４０回発生させるこ
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と、１回の遊技において通常大当たりを連続で（確変大当たりを挟まずに）３回、５回、
１０回発生させること、１回の遊技において大当たり状態終了後に変動表示を５００回～
５９９回、６００回～６９９回、７００回～７９９回、８００回～８９９回、９００回以
上実行した際に大当たり状態を発生させること、２０回転以内にリーチ状態が発生する変
動表示を３回、５回、７回、９回発生させること、特定のサブキャラクタ（タツノオトシ
ゴやマンタ等）が導出される変動表示を連続で２回、３回、４回、５回発生させること、
パチンコ機１０に搭載され、製造当初に日本標準時間に合わせられたリアルタイムクロッ
ク等を用い、かつ、遊技ホールの開店時間や閉店時間の設定が行われた構成において、遊
技ホールの開店１時間以内に大当たりさせること、遊技ホールの閉店１時間以内に大当た
りさせること等が挙げられる。
【０２０６】
　これら各ミッションの成否やカウント等は、それぞれに対応する遊技情報記憶手段とし
てのフラグや計数カウンタ等で管理され、モバイル連動遊技を終了させる場合に、各ミッ
ションに対応する成否を示すフラグを確認して、達成されたミッションがあれば、その情
報をＱＲコードに含ませる。但し、ミッション成否の判断に使用されるカウンタの値につ
いてはＱＲコードに含ませることはなく、カウントの値に関わらず（カウント数が０であ
ろうが、ミッション達成までにあと一歩であろうが）、同じ処理（対応するミッション未
達成）となる。
【０２０７】
　尚、変動ランク、大当たりランク、経歴ランクを更新させるためのカウント等について
もミッションの一種に含まれるものである。また、規定数のカウントが行われることで達
成（ランク更新）となるミッションがカウント系ミッションであり、カウントの対象とさ
れる各種情報（例えば、大当たり回数の対象である大当たり状態が発生したことや、連続
の通常大当たり回数の対象である通常大当たりが発生したことや、２０回転以内のリーチ
発生回数の対象であるリーチ状態が発生したこと等）がカウント遊技情報に相当し、それ
をカウントするカウンタが遊技情報カウント手段を構成する。さらに、対応するカウンタ
の値がモバイル連動遊技の終了に際してサーバに送信される変動表示の情報及び大当たり
の情報が第１カウント情報であり、対応するカウンタの値が送信されないその他のカウン
ト系ミッションの対象とされる情報が第２カウント情報である。
【０２０８】
　また、限定された状況において対象の演出や遊技状態が発生することで達成となるミッ
ションが限定系ミッションであり、対象の演出や遊技状態が発生したという各種情報が限
定遊技情報に相当し、その成否を記憶するフラグが限定系達成情報記憶手段を構成する。
ちなみに、詳細な説明は省略するが、各種ミッションは、対象となる事象が生じた際に、
ミッションの達成が近くなっていることを教示したり、ミッションを発生させたりするか
否かの判別が行われるようになっている。すなわち、例えば、変動表示に関するミッショ
ンであれば、変動表示を実行する際に、ミッション達成に至るまでの変動回数を確認して
、残り回数がミッションの達成が近いことを教示する回数になっている場合には、教示す
る処理を行う。また、例えば、通常大当たり連続３回発生のミッションであれば、大当た
り状態を発生させることの決定～当該大当たり状態までの間に、通常大当たりであること
と、通常大当たりの連続回数をカウントするカウンタの値とを確認して、今回のカウント
で２回目であれば、大当たり状態のエンディングや、その直後の変動表示等に際して、次
回も通常大当たりであれば、通常大当たり連続３回のミッションが達成されることを教示
する等する。
【０２０９】
　さて、本実施形態では、メニュー表示処理（図８参照）のコード発行操作が行われたか
否かの判別（ステップＳ１１０８）で肯定判別された場合には、上記コード発行処理（図
１０参照）が行われる前に、ミッション確認処理が行われるように構成されている。以下
、ミッション確認処理について、図１１を参照して説明する。ちなみに、本実施形態では
、図８のステップＳ１１０９のコード発行画面表示において、「コード発行画面」がいき
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なり表示されるのではなく、ミッションの確認を行うか否かを問う「ミッション確認要否
画面」が表示されるようになっている。
【０２１０】
　先ず、ステップＳ１６０１では、ミッション確認要否画面が表示されているか否かを判
別する。ステップＳ１６０１で肯定判別された場合には、ステップＳ１６０２において、
演出ボタン１２５の操作が行われたか否かを判別する。ステップＳ１６０２で否定判別さ
れた場合には、そのまま本処理を終了する。ちなみに、「ミッション確認要否画面」では
、画面表示の主旨と、「はい」及び「いいえ」の選択項目とが表示され、演出ボタン１２
５及び十字ボタン１２６によって、項目を選択し決定することができる。
【０２１１】
　一方、ステップＳ１６０２で肯定判別された場合には、ステップＳ１６０３において、
「はい」が選択されたか否かを判別する。ステップＳ１６０３において肯定判別された場
合には、ステップＳ１６０４において、達成が近くなっているミッションの一覧が表示さ
れるミッション一覧画面（図１２（ｃ）参照）を表示してから、本処理を終了する。例え
ば、次の変動ランクに到達するまでの変動表示が残り２００回以下（変動表示中に行われ
るガイダンスの実行基準よりも甘くなっている）となっている場合に、ミッション一覧画
面において、「変動ランク」の項目が表示され、さらに、「変動ランク」にカーソルを合
わせると、「残り１５０回以下です」等と表示される。また、例えば、遊技ホールが回転
してから１時間であれば、「開店１時間以内」の項目が表示され、そこにカーソルを合わ
せると、「今から２０分以内に大当たりさせるとミッションクリアです」等と表示される
。加えて、例えば、１５回の変動表示間で４回のリーチ状態が発生している場合に、「２
０回転以内でリーチ５回」の項目が表示され、そこにカーソルを合わせると「あと５回の
変動表示間でリーチを発生させるとミッションクリアです」等と表示される。尚、ここで
言う「達成が近くなっている」とは、カウント系ミッション達成に対応付けられている規
定数まで予め定められた許容回数以下となっている状態であること、及び、限定系ミッシ
ョンの対象である所定の演出や遊技状態を現段階で出現させることができれば、対応する
限定系ミッションの達成となる状態であることを言う。
【０２１２】
　また、ステップＳ１６０３において否定判別された場合、すなわち、ミッション一覧画
面の表示を望まない「いいえ」が選択された場合には、ステップＳ１６０５において、コ
ード発行画面（ＱＲコード）を表示してから、本処理を終了する。
【０２１３】
　また、ステップＳ１６０１で否定判別された場合には、ステップＳ１６０６において、
ミッション一覧画面が表示されているか否かを判別する。ステップＳ１６０６で否定判別
された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ１６０６で肯定判別され
た場合には、ステップＳ１６０７において、演出ボタン１２５の操作が行われたか否かを
判別する。ステップＳ１６０７で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
ちなみに、図１２（ｃ）に示すように、「ミッション一覧画面」では、その下部において
、「遊技に戻る」の項目と、「遊技を終える（ＱＲコードを発行する）」の項目とが表示
され、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６によって、項目を選択し決定することがで
きる。
【０２１４】
　一方、ステップＳ１６０７において肯定判別された場合には、ステップＳ１６０８にお
いて、「遊技に戻る」の項目が選択されたか否かを判別する。ステップＳ１６０８におい
て否定判別された場合、すなわち、遊技を終える選択がなされた場合には、上記ステップ
Ｓ１６０５において、コード発行画面を表示してから、本処理を終了する。これにより、
モバイル連動遊技が終了することが確定する（通常大当たり連続○回当たりをカウントす
るカウンタ等を続きからカウントさせることが不可能となる）。
【０２１５】
　一方、ステップＳ１６０８において肯定判別された場合、すなわち、「遊技に戻る」の
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項目が選択された場合（或いは、その他のキャンセル操作がなされた場合）には、ステッ
プＳ１６０９において、メインメニュー画面を表示してから（一切のメニュー画面を閉じ
る処理を行ってもよい）、本処理を終了する。つまり、達成が近くなっているミッション
を確認した後に、ＱＲコードを表示させることなく、モバイル連動遊技に戻ることができ
るようになっている。ちなみに、モバイル連動遊技を終了させる気はなくても、モバイル
連動遊技を終了させる操作を、ミッション一覧表示を表示させるところまで行うことで、
基本的に変動表示中や大当たり状態中以外ならいつでもミッションの一覧を確認すること
ができる。
【０２１６】
　尚、クリアされたミッション、或いは、その組み合わせに応じて、新たな演出状態（導
出される演出の種類や導出されるバランスが変化する）が付与されることとなるが、一方
的に押し付けるのではなく、遊技者がこれまでに経験したことのある演出状態の中から選
択できるように（パチンコ機１０側及びサーバ側のどちらか一方側でできるように）構成
してもよい。また、本実施形態では、モバイル連動遊技の終了時に、ミッション一覧画面
を表示させるか否かを選択可能に構成されているが、必ず表示されるように構成してもよ
い。本実施形態では、装飾図柄表示装置４２と、変動表示中に変動ランク及び大当たりラ
ンクを更新するまでの変動表示回数及び大当たり回数を表示する機能、並びに、モバイル
連動遊技を終了させる際に、ミッション一覧画面を表示する機能とが達成間近教示手段を
構成する。
【０２１７】
　尚、残変動回数記憶エリア、残大当たり回数記憶エリア、２つの残設定フラグ、及び、
各種ミッションの成否の判断に使用されるフラグやカウンタは、コード発行処理で発行さ
れたＱＲコードが消去される際に同時にリセットされる。また、例えば、ランクアップや
ミッション達成に対応して、装飾図柄表示装置４２において、複数回の変動表示にわたっ
てイベント表示が発生することとしてもよい。すなわち、例えば、残変動回数記憶エリア
や残大当たり回数記憶エリアの値を確認することで、ランクアップまでの残り回数を把握
できることから、ランクアップする変動表示が保留された時点（例えば、残変動回数記憶
エリアや残大当たり回数記憶エリアの値のカウントダウンを始動入賞ユニット３３への入
賞があった時点（始動入賞処理）で行い、かかる値が「０」になった時点）で保留されて
いる全ての、或いは、一部の（少なくとも残変動回数記憶エリアや残大当たり回数記憶エ
リアの値が「０」になる変動表示は含む）変動表示において、一連の表示（例えば、残変
動回数記憶エリアや残大当たり回数記憶エリアの値が「０」になる変動表示に向けてパー
ティーの準備をする表示を行い、残変動回数記憶エリアや残大当たり回数記憶エリアの値
が「０」になる変動表示においてパーティーの表示を行うとともに、登場キャラクタに所
定の変化が起きる（例えば、服装が変わる等）ようにし、以降の変動表示にもかかる変化
後の態様が引き続き維持されるように構成してもよい。
【０２１８】
　ステップＳ１５０３の後、ステップＳ１５０４において、かかるパスワードを表示して
から、本処理を終了する。尚、ステップＳ１５０３及びステップＳ１５０４の機能がパス
ワード発行手段を構成する。
【０２１９】
　以上詳述したように、第１実施形態によれば、パチンコ機１０の装飾図柄表示装置４２
において表示されるＱＲコードに対し、遊技情報記憶エリアに蓄積記憶されている遊技情
報（変動数カウンタ、大当たり数カウンタ、及び、経験済みフラグの値）を含ませる場合
には、選択情報記憶エリアに蓄積記憶されている選択情報（個人用及び統計用の両方の滞
在ステージカウンタ、大当たりステージ選択カウンタ、ボタンカウンタ、及び、連打カウ
ンタの値）をも含ませるように構成されている。すなわち、遊技者が自身の遊技を顧みる
場合の参考資料としたり、遊技履歴に応じたサービスを受けたりするために遊技者が知り
たい、或いは、集めている情報と、顧客ニーズを把握する上で遊技機メーカーが知りたい
情報とがセットになっている。このため、遊技者が遊技後に携帯通信端末でＱＲコードを
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読み取ってサーバと通信することにより、遊技者側及び遊技機メーカー側のどちらにとっ
ても有用な情報をサーバに送ることができる。特に、選択情報は、早く、正確であり、幅
広くもある（より多数の遊技者から反応を得られる）ため、情報が古かったり、的外れで
あったり、偏り過ぎていたりするといった事態を回避することができる。さらに、本実施
形態では、所定のステージを選択する人はボタン操作をあまり行わない等の細かなデータ
も得ることができる。結果として、新鮮で正確な情報を順次得ることができるため、かか
る良好な情報を生かし、遊技者の期待に応じた新機種の開発に取り組むことができる。つ
まり、遊技者に人気のある要素は残すことで従前の良さを継承しつつ、逆に人気のない要
素は削って簡素化を図ったり、或いは、別の要素に代替して複雑化を抑制しつつ新たな試
みを実行したりすることができる。
【０２２０】
　また、本実施形態では、遊技情報記憶エリアには、パスワードの入力操作が行われてか
ら、遊技情報及び選択情報を含むＱＲコードを表示するまでの間であるモバイル連動遊技
状態における遊技情報のみが記憶される。このため、遊技者個人の遊技情報は確実に記憶
するとともに、パチンコ機１０における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えることがで
きる。
【０２２１】
　さらに、選択情報記憶エリアには、（遊技中の）遊技者個人の選択情報を記憶する遊技
者個人用の記憶エリアと、当該パチンコ機１０を遊技した遊技者全ての選択情報を記憶す
る統計用の記憶エリアとが設けられており、統計用の記憶エリアには、モバイル連動遊技
状態における選択情報だけでなく、否モバイル連動遊技状態における選択情報についても
記憶される。従って、データを送ってくれた遊技者の分以外の選択情報もついでに送られ
るようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの選択情報を得ることができ
る。
【０２２２】
　加えて、遊技情報記憶エリアの記憶内容と、選択情報記憶エリアのうち個人用の記憶エ
リアの記憶内容とに関しては、ＱＲコードを表示して、モバイル連動遊技を終了する際に
消去されるのに対し、選択情報記憶エリアのうち統計用の記憶エリアの記憶内容に関して
は、ＱＲコードを表示して、モバイル連動遊技を終了した後も、消えずに残される。この
ため、パチンコ機１０におけるデータ記憶容量を極力抑えつつ、サーバに対してより多く
の選択情報を送る（他の遊技者分の選択情報をもまとめて送る）ことが可能となる。さら
に、例えば、ＱＲコードを表示させた場合に選択情報記憶エリアのうち統計用の記憶エリ
アの記憶内容が消去されるような構成の場合、例えば、遊技者が遊技の終了時にＱＲコー
ドを表示させたが、該ＱＲコードを読み取ってサーバに送信するといった行為を行わなか
った場合において、該遊技者の選択情報（及び、該遊技者がモバイル連動遊技をする直前
に否モバイル連動遊技での遊技が行われていた場合にはその際に蓄積記憶された分の選択
情報）はサーバに送られることなく、かつ、パチンコ機１０側にも残らなくなってしまう
。これに対し、本実施形態によれば、ＱＲコードを表示した後も選択情報記憶エリアのう
ち統計用の記憶エリアの記憶内容は残されるため、他の遊技者によってサーバに送っても
らう可能性が残される。従って、より多くの選択情報を得るといった作用効果が一層確実
に奏される。
【０２２３】
　また、サーバでは、ホスト側遊技情報記憶エリアに記憶された遊技情報と、ホスト側選
択情報記憶エリアに記憶された選択情報のうち本例では遊技者個人用の記憶エリアに記憶
された選択情報とに応じたパスワードが発行される。より具体的には、蓄積された遊技情
報に応じて付与された各ランクを示すランク情報のみならず、蓄積された選択情報から判
明した遊技者の趣味嗜好を示す情報をもパスワードに含まれるように設定される。このた
め、遊技者個人のこれまでに積み重ねてきた選択情報、すなわち、遊技者の趣味嗜好を遊
技に反映させることができ、遊技者個人の趣味嗜好の傾向に応じて、それに適った演出を
行うこと（本例では、通常の遊技状態ではパスワードを入力することで遊技者の好むステ
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ージに自動で切り替わったり、ボタン演出の頻度が増減したりする）ができる。結果とし
て、後付けで遊技性を向上させることができ、特に本実施形態では、遊技者は、遊技を繰
り返し行うにつれて遊技機が遊技者に馴染んでくるような感覚を覚え、気分よく遊技を行
うことができる。また、遊技者が選択可能な範囲でパチンコ機１０を自分好みの状態にす
る（例えば、自分の好きなステージにする）べく、毎回同じ操作を行わなければならない
といった事態を解消することもできる。さらに、選択情報の蓄積状況に応じて、随時、演
出バランスも変化していくため、マンネリ化を抑制することができる。
【０２２４】
　また、本実施形態によれば、大当たり状態中にアンケート演出が導出される場合がある
。このように、アンケートを実施することで、単に選択演出の選択をカウントするだけで
は把握しきれない情報を得ることができる。例えば、嫌いな（面白くない）演出を尋ねた
り、特定の演出が好きな理由を尋ねたりすることが可能となる。従って、より多くの情報
を集めることができ、遊技者のニーズにそぐわない遊技機を制作してしまうといった事態
をより確実に回避することができる。
【０２２５】
　さらに、本実施形態では、パチンコ機１０に入力されたパスワードに含まれる選択情報
に基づく情報（遊技者の趣味嗜好の情報）に応じてアンケート内容を変えることができる
。すなわち、例えば、遊技者本人が過去にダイビングステージを圧倒的に多く選択してい
るような場合に、装飾図柄表示装置４２において「ダイビングステージが好きな理由を教
えてください。１；遊技のテンポ（シンプルなところ）が好き。２；登場キャラクタが好
き。３；サウンドが好き。」等の表示を行うことも可能である。従って、より細かな調査
を行うことができ、より上質なアンケートデータを得ることができる。また、選択肢を減
らしたり、質問の回数を減らしたりしても細かな内容への質問に効率よく移行することが
でき、遊技者としても比較的スムースに（さほどのストレスを感じることなく）アンケー
トに答えることができる。
【０２２６】
　尚、数多くの質問事項を用意してランダムに導出した場合、質問が偏ったり、遊技者の
趣味嗜好に対して的外れな質問であったりするおそれがあるが、本実施形態では、的確な
質問事項を導出することができる。従って、アンケートを効率よく行うことができ、より
好適な答えが得られるうえ、アンケート演出の導出回数を減らすことができ、アンケート
演出が遊技中に何度も導出されることで遊技者が嫌気を感じてしまうといった事態を抑制
することができる。
【０２２７】
　また、アンケート演出は、最初にアンケートの参加への是非を問う表示がなされ、アン
ケートへの参加を示す操作が行われた場合にのみアンケート内容（質問）が表示され、ア
ンケートへの不参加を示す操作が行われたり、所定期間内に対応する操作がなかったりし
た場合はアンケート内容が表示されないように構成されている。このため、アンケートに
参加したくない遊技者の意思を尊重することができる。また、遊技者がアンケートに参加
する意思がないのにもかかわらず、アンケート内容の表示に移行してしまい、ここで操作
が行われなかったり、遊技者が質問内容を確認することなく本心とは異なる選択をしたり
する（単に演出ボタン１２５を連打する）こと等に起因して、アンケート結果の正確さが
著しく低下してしまうといった事態を抑制することができる。
【０２２８】
　また、本実施形態では、変動回数、大当たり回数、及び、プレミアムリーチの導出経験
の有無に応じてランク付けが行われ、ランクに応じて演出の内容に変化を生じさせること
ができる。すなわち、今までは導出させる可能性のなかった演出を導出させることができ
るようになったり、カスタマイズ機能を充実させたりすることができるようになっている
。さらに、ランクの更新の判定や複数回にわたる遊技の遊技情報の蓄積はサーバにおいて
行われるようになっている。従って、ランクを更新するためには、モバイル連動遊技を繰
り返し行う必要があるため、遊技者により積極的にモバイル連動遊技に参加してもらう、
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ひいては、より多くの選択情報を提供してもらうことができる。
【０２２９】
　また、サーバ側で通算の遊技情報が蓄積記憶される構成の場合、遊技に際してランク更
新の条件をクリアした場合でも、その旨を示す情報をサーバ側に送信しなければランクは
更新されない。従って、ランクの更新が反映されるのは次回の遊技からとなる。
【０２３０】
　しかしながら、変動回数や大当たり回数が、ランク更新の条件として予め定められた規
定回数に達するまでにあと少しの時点から遊技を開始し、早々に規定回数に達した場合で
も、一度遊技を終了してＱＲコードを表示させてサーバにアクセスし、発行されたパスワ
ードを入力するといったステップを踏まえなければ、新たなランクに対応する演出の変化
を堪能することができないことが懸念される。このため、ランク更新の条件を達成したの
で対応する演出を堪能したいと思った遊技者は、上記のように一旦遊技を終了させるとい
った余分な手間が生じてしまう。また、ランク更新の条件を達成した後も、サーバにアク
セスすることなく、変動回数や大当たり回数が積み重ねられることで、次に更新されたラ
ンクに対応する演出を堪能できる期間が著しく短くなってしまう、或いは、１つ上のラン
クを飛び越して２つ上のランクにまで更新する条件を達成してしまい、１つ上のランクに
対応する演出を堪能する機会が失われてしまうといった事態を招くおそれがある。
【０２３１】
　この点、本実施形態によれば、サーバにおいて、変動回数や大当たり回数の通算の実行
回数と、ランク更新の条件として予め定められた規定回数との差が許容値未満（変動回数
は１０００回未満、大当たり回数は３０回未満）であると判別された場合に、パスワード
に対して、規定回数に至るまでの変動回数や大当たり回数を示す残情報を含ませるように
構成されている。このため、一旦遊技を終了しなくても、ランクの更新に対応する演出の
変更を行うことができる。従って、遊技に際してランク更新の条件をクリアしさえすれば
、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、新たなランクに対応する演出を導出させる
ことができる。さらに、各ランクに対応する演出等を堪能する機会を十分に付与すること
ができる。
【０２３２】
　さらに、変動回数や大当たり回数の通算の実行回数と、ランク更新の条件として予め定
められた規定回数との差が許容値以上の場合には、パスワードに対して残情報を含ませな
い構成となっている。このように、パスワードに必ず残情報を含ませるわけではないので
、パスワードのパターンの総数を極力減らすことができる。一般に、パスワード入力に際
してパスワードを構成するワードの組合わせとしては、入力が許可される組合わせだけで
なく、許可されない組合わせも必要であり、パスワードのワードの組合わせパターンの総
数が多ければ、パスワードを長くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワードの種
類数を多くしたりする必要がある。このため、パスワードのパターン総数を極力減らすこ
とで、パスワードを短くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を極力少な
くしたりすることができ、遊技者がパスワードを入力する際の操作性の向上等を図ること
ができる。結果として、パスワード入力操作が大変であるために入力作業が敬遠され、携
帯通信端末及びサーバを介した遊技サイクルがそこで止まってしまう、ひいては、遊技者
に関するデータ（選択情報）を得られる機会が減ってしまうといった事態を抑制すること
ができる。
【０２３３】
　また、パチンコ機１０のサブ制御装置２６２は、変動ランクや大当たりランクが次のラ
ンクに更新されるまでに必要な残りの変動回数及び大当たり回数を記憶する残変動回数記
憶エリア及び残大当たり回数記憶エリアと、これらにそれぞれ対応する残変動フラグ及び
残当選フラグとを備えており、パスワードから残情報を読み取ると、対応する記憶エリア
に残回数を設定する等の処理が行われる。さらに、モバイル連動遊技を最初に行う場合（
或いは、最初からやり直す場合）には、サーバで発行されるパスワードには残情報が含ま
れていないものの、初回遊技である情報が含まれているため、その情報が含まれているこ
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と基づいて、対応する記憶エリアに残回数を設定する等の処理が行われる。従って、初期
ランクにおいて次のランクに更新する条件を達成した場合に関しても、遊技者に余分な手
間をかけさせることなく、ランクの更新に対応する演出の変更を好適に行うことができる
。
【０２３４】
　加えて、変動ランク及び大当たりランクは、初期ランクから次のランクに更新可能な回
数が、以降のランク更新に要する回数に比べ最も少なくなっている。すなわち、変動ラン
クは、第１ランク（初期ランク）→第２ランクまでは１０００回の変動表示を必要とし、
第２ランク→第３ランクまでは３０００回の変動表示を必要とし、それ以降はランクを１
つ更新するために５０００回の変動表示を必要とする。また、大当たりランクは、第１ラ
ンク→第２ランクまでは１０回の大当たりを必要とし、第２ランク→第３ランクまでは３
０回の大当たりを必要とし、第３ランク→第４ランクまでは５０回の大当たりを必要とし
、それ以降はランクを１つ更新するために８０回の大当たりを必要とする。このように、
初期ランクから次のランクに更新するまでの更新条件を比較的緩くすることで、更新条件
を１度も達成できないことに起因して、携帯通信端末及びサーバを介した遊技性に魅力を
感じさせられず、以後敬遠されてしまうといった事態を抑制することができる。
【０２３５】
　本実施形態では、モバイル連動遊技を行っている場合に、変動ランク更新までの残り変
動表示回数が１００回以下になったり、大当たりランク更新までの残り大当たり回数が残
り１０回以下になったりした場合、装飾図柄表示装置４２において各ランク更新までの残
り回数が表示されるようになっている。さらに、モバイル連動遊技を終了させる操作を行
う場合に、達成が近くなっているミッションを示すミッション一覧画面が表示されるよう
になっている。このため、ミッションを達成することで得ることのできる新たな演出状態
に関心のある遊技者は、達成が近くなっているミッションの情報を得て、遊技をしばし継
続してミッションを達成するといった選択を行うことができる。このため、ミッション達
成で得られる演出状態を目当てにして遊技をしている遊技者にとって、達成まであと一歩
のところまで来ていたが、そこでやめてしまって、特典である演出状態を堪能することが
次回以降に持ち越されてしまう、或いは、次回にまた一からやり直さなければならないと
いった事態になってしまうことを自身の判断で回避することができる。結果として、後に
なって、ミッション達成まであと一歩のところで遊技を止めてしまったという情報を知っ
て悔しい思いをするといった事態を回避できるとともに、遊技者自身の猶予時間（待ち合
わせ時間や帰宅時間までの時間）や遊技ホールの営業時間等を加味して、ミッション達成
を今回にするか次回にするか等の遊技に関する予定を立て易くなり、遊技経験（達成済み
ミッション）に応じて付与される演出状態を堪能してもらうための利便性の向上等を図る
ことができる。
【０２３６】
　また、モバイル連動遊技を終了させる場合に、達成が近くなっているミッションを確認
することができるため、ミッションに関して今回のモバイル連動遊技開始時当初の目標を
思わず失念し、意図せずにモバイル連動遊技を終了させてしまうといった事態を防止する
ことができる。さらに、モバイル連動遊技を終了させる気はなくても、モバイル連動遊技
を終了させる操作を、ミッション一覧表示を表示させるところまで行うことで、基本的に
変動表示中や大当たり状態中以外ならいつでもミッションの一覧を確認することができる
。このように、装飾図柄表示装置４２においてミッションの確認を行うことができるため
、落ち着いてより確実に達成が近くなったミッションを確認することができる。従って、
複数のミッションの達成が近い場合等に、混乱して把握が難くなるといった事態を防止す
ることができる。
【０２３７】
　特に、カウント系ミッションのうち、変動ランク及び大当たりランクに対応するカウン
タ（残変動回数記憶エリア及び残大当たり回数記憶エリア）のカウント情報に関しては、
モバイル連動遊技の終了時に、ＱＲコードに含められ、サーバに送信される。その一方で
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、その他のカウント系ミッションに関しては、達成されたことの情報についてはＱＲコー
ドに含められ、サーバに送信されることとなるが、対応するカウンタのカウント情報に関
しては、ＱＲコードに含められることなく、従って、サーバに送信されることもない。従
って、モバイル連動遊技を一旦止めてしまうと、１からカウントし直しとなってしまう。
このため、本実施形態のように、ミッション達成が近くなっていることの教示を行うこと
によって、ミッション達成まであと少しのところで遊技を止めてしまうことに起因して、
ミッション達成までの道のりがより遠のいてしまうことを防止するといった作用効果がよ
り顕著に奏されることとなる。
【０２３８】
　また、変動ランク及び大当たりランクに関しては、ランク更新までの残り回数がそのま
ま表示されるため、例えば、カウント系ミッション達成まで残り１０回以内になると特定
の演出が行われる等するものに比べて、ミッション達成までの回数を明確に把握すること
ができる。
【０２３９】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態について、特徴部分を中心に図１７～図２３を参照して説明する。
尚、基本構成については、上記第１実施形態と同様であるため、その説明を省略するとと
もに、同じ部材名称及び部材番号を用いて説明する。
【０２４０】
　第２実施形態では、遊技者がサーバ上（遊技機メーカーのホームページ）でパチンコ機
１０における演出の設定を行えるようになっている。すなわち、図２０に示すように、通
常遊技状態の各ステージにおける各演出の出現率等の設定を行えるようになっている。よ
り具体的な演出設定項目としては、大当たり発生への期待度を示唆する予告演出の出現率
、大当たりが教示されたり前後外れリーチが発生したりする変動表示において行われるリ
ーチ演出の出現バランス、大当たり発生への期待度を高めるためのカットイン演出の出現
率、大当たりが発生することを教示する図示しないプレミアム役物の作動タイミングの振
分けバランス、リーチ状態の発生への期待度を示唆する各種リーチ示唆キャラクタの有無
が挙げられる。尚、当然、演出設定項目の種別（対象）や数については特に限定されるも
のではなく、より細かな（多くの）設定を行えるように構成してもよい。
【０２４１】
　演出設定項目の設定に関して一般的な遊技の流れとしては、先ず、モバイル連動遊技の
初回登録時において、サーバにアクセスした際に、遊技者の個人情報に関する入力が終わ
ると、「演出の出現率を設定変更することができますがどうしますか。ちなみに、設定変
更はいつでもできます。」といった内容の選択表示が表示される。ここで、演出設定項目
の設定を行うと、サーバで発行されるパスワードに対して演出設定項目の設定内容に関す
る情報が付加されることとなり、そのパスワードをパチンコ機１０に入力することで、設
定した演出設定項目のバランスで遊技が行われることとなる。
【０２４２】
　また、サーバでは、初回登録を終えた遊技者の遊技情報や選択情報を蓄積記憶するとと
もに、演出設定項目の設定内容についても記憶することとなる。従って、次回以降のモバ
イル通連動遊技に際しても、パスワードにはサーバに記憶されている演出設定項目の設定
内容に関する情報が付加されることとなる。
【０２４３】
　さらに、パチンコ機１０で発行された最新のＱＲコードの情報に基づいて携帯通信端末
でサーバにアクセスした際に、演出設定項目の設定変更をいつでも自由に行うことができ
る。加えて、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っている（クッキー情報がサーバに
登録された）携帯通信端末でなくても、遊技者の自宅等に設置されたパソコンからサーバ
にアクセスし、予め携帯通信端末でサーバに発行させておいたパスワードをパソコンから
サーバに入力する（或いは、最新のＱＲコードを読み取った際に得られたＵＲＬ形式の文
字列情報でサーバにアクセスする）と、遊技者自身のモバイル連動遊技に対応する演出設
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定項目の設定を変更し、変更後のモバイル連動遊技用のパスワードを発行させることがで
きるようになっている。
【０２４４】
　また、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っていなくても、演出設定項目の設定を
行い、かかる設定内容に応じたパチンコ機１０での遊技を行うことができるようになって
いる。すなわち、モバイル連動遊技を行っていない遊技者であっても、パソコン等でサー
バにアクセスし、好みの演出となるように演出設定項目の設定を行うことができる。さら
に、設定された演出設定項目の演出内容、及び、対応する機種の情報を含む演出設定用の
パスワードを発行させることができる。そして、かかる演出設定用パスワードをパチンコ
機１０に入力すれば、設定された演出設定項目の設定内容に応じた遊技を堪能することが
できるようになっている。
【０２４５】
　加えて、サーバでは、他の遊技者や遊技機メーカーが設定した演出設定項目の設定内容
を閲覧し、その設定のパスワードを入手することができるようになっている。例えば、サ
ーバ上で演出設定項目の設定内容の人気投票が行われ、その上位者の設定内容及びそのパ
スワードが公開される。また、例えば、メーカーのお勧め等として、設定した場合のイメ
ージと、そのパスワードが公開される。ちなみに、当該パスワードには、演出設定項目の
設定内容及び機種情報が含まれるのみであり、遊技情報等の遊技者個人の情報は含まれて
いない。このため、演出設定用パスワードは情報量が少ない分、通常のモバイル連動遊技
用のパスワードよりもワード数が少ない。尚、モバイル連動遊技の一環として、パチンコ
機１０で発行されたＱＲコードの情報に基づいてサーバにアクセスした場合や、予め携帯
通信端末でサーバに発行させておいたパスワードをパソコンからサーバに入力することで
ログインした場合には、他の遊技者や遊技機メーカーが設定した演出設定項目の設定内容
を自身の演出設定項目に反映させ、変更後のモバイル連動遊技用のパスワードを発行させ
ることができるようになっている。
【０２４６】
　尚、本実施形態では、パチンコ機１０側の制御の簡素化や使用メモリの低減等を図るべ
く、パチンコ機１０側で演出設定項目の設定を行うことができない構成となっているが、
パチンコ機１０で演出設定項目の設定を変更可能に構成してもよい。この場合、演出設定
項目の設定変更に関する利便性がより向上する。当該構成を採用する場合、モバイル連動
遊技で演出設定項目の設定内容を継続して使用するような構成とするためには、サーバ側
に演出設定項目の設定内容を出力するべく、ＱＲコードに演出設定項目の設定内容を含ま
せる必要がある。また、かかる構成を採用する場合、モバイル連動遊技を行うべくパチン
コ機１０に対してモバイル連動遊技用のパスワードを入力した後に、演出設定用パスワー
ドを入力した場合には、演出設定用パスワードに基づいて、演出設定項目の内容が変更さ
れるように構成してもよい。
【０２４７】
　また、本実施形態では、演出設定項目の各種設定において、ランダムやオリジナルを選
択可能である。ランダムが設定された場合、サーバが選択肢のいずれかを決定することと
なるが、決定した内容については、その時点では遊技者に知らされることはなく、かかる
設定内容のモバイル連動遊技用パスワードを入力してパチンコ機１０でモバイル連動遊技
を行った後、そのＱＲコードを携帯通信端末で読み取って、サーバにアクセスした際に、
演出設定項目の設定画面を開くことで知ることができるようになっている。これにより、
答え合わせのような楽しみを付加することができ、モバイル連動遊技への意欲向上を図る
ことができる。さらに、選択項目全体を対象としたオールランダム、及び、オールオリジ
ナルの設定や、演出設定項目の設定画面上における列単位でのランダム設定、及び、列単
位でのオリジナル設定等も可能である。
【０２４８】
　また、本実施形態では、演出設定項目の設定の組合わせによって、単独では設定するこ
とのできない特殊演出を導出可能に構成されている。例えば、本実施形態では、予告演出
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として、装飾図柄表示装置４２を横切るようにして表示される「魚群演出」が行われるよ
うになっており、通常（オリジナル）では、魚群演出が行われた場合の約４割程度で大当
たり状態が発生するようになっている。そして、本実施形態では、大当たり状態が発生す
る場合に魚群演出が出現する確率と、前後外れリーチに際して魚群が出現する確率とをそ
れぞれ設定可能に構成されているが、両方の出現確率を同じとし、かつ、６０％以下にす
ると、特殊演出として、オリジナルの状態では導出されることのない比較的大型の魚で編
成される魚群（大型魚群）が出現されるように設定されている。
【０２４９】
　さらに、例えば、本実施形態では、リーチ演出である「黒潮リーチ」、「サンゴリーチ
」、及び「マリンリーチ」のうち、１つ～３つを不要とする（出現しないようにする）こ
とができる上、どれか１つがお気に入りとして設定することができるようになっている。
そして、本実施形態では、「黒潮リーチ」、「サンゴリーチ」、及び「マリンリーチ」の
うち、どれか１つが不要で、どれか１つがお気に入りとして設定を行った場合には、特殊
演出として、オリジナルの状態では導出されることのないリーチ演出である「財宝リーチ
」が導出されるように設定されている。
【０２５０】
　尚、「大型魚群」や「財宝リーチ」が導出されるように設定されたことはサーバでは明
示されず、対応するパスワードをパチンコ機１０に入力し、実際に「大型魚群」や「財宝
リーチ」が導出されるまでは、遊技者は確認を行うことはできない。また、本実施形態で
は、サーバ側で「大型魚群」や「財宝リーチ」が導出されるような設定を行って、パチン
コ機１０に対して「大型魚群」や「財宝リーチ」を出現させるようなパスワードを発行す
るが、例えば、サーバ側では純粋に演出設定項目の設定内容そのものを示すパスワードを
発行し、そのパスワードを入力したパチンコ機１０側で、特殊演出を発生させる組合わせ
があるかを判別して対応する設定を行うように構成してもよい。
【０２５１】
　また、パチンコ機１０側では、上記第１実施形態のように、パスワードが入力された場
合において、入力されたパスワードに含まれる情報をパチンコ機１０の遊技に反映させる
パスワード反映処理が行われる。パスワード反映処理では、モバイル連動遊技用パスワー
ドに含まれるパチンコ機１０と同一機種での遊技者の遊技経験を示す遊技情報や、遊技者
の好みを示す選択情報に基づいて対応する情報を対応する記憶エリアに記憶させる処理を
行う。特に、本実施形態では、サブ制御装置２６２のＲＡＭ５５３において、遊技者によ
り設定された演出設定項目の設定内容を記憶する設定記憶手段としての設定記憶エリアが
設けられており、設定記憶エリアに対して、モバイル連動遊技用パスワードに含まれる演
出設定項目の設定内容を記憶させる処理が行われる。
【０２５２】
　より具体的に、図２１に示すように、設定記憶エリアは、「魚群演出」に対応して、当
たり時の記憶エリアと、外れ時の記憶エリアとがあり、それぞれ魚群演出を１００％の確
率で行うと設定されている場合には必須フラグがオン設定され、０％の確率で行うと設定
されている場合には皆無フラグがオン設定される。また、１０％～９０％（１０％刻みで
選択可能）の確率で行うと設定されている場合には、魚群演出を行うか否かを決定する際
に使用する演出設定カウンタを示す情報が記憶される。
【０２５３】
　また、「プレミアム役物」に対応して、確変大当たり時の記憶エリアと、通常大当たり
時の記憶エリアとがあり、それぞれプレミアム役物を使用した演出（変動表示の途中で大
当たり状態が発生することを教示したり、大当たりの種別が特定されない状態で開始され
た大当たり状態中において実は確変大当たりに当選していたことを教示したりする）を１
００％の確率で行うと設定されている場合には必須フラグがオン設定され、０％の確率で
行うと設定されている場合には皆無フラグがオン設定される。また、１０％～９０％の確
率で行うと設定されている場合には、プレミアム役物演出を行うか否かを決定する際に使
用する演出設定カウンタを示す情報が記憶される。
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【０２５４】
　また、「大型魚群」を導出させる場合には、大魚群フラグをオン設定する。
【０２５５】
　また、「リーチ演出」に対応して、「リーチ演出」をオリジナルのバランスで導出させ
る場合にはオリジナルフラグがオンされ、それ以外のバランスでの設定がなされている場
合には、リーチ演出の種別を決定する際に参照される複数のリーチ演出テーブル（図２２
参照）のうち、今回参照するべきリーチ演出テーブルを示す情報が記憶される。
【０２５６】
　また、装飾図柄表示装置４２において出現すれば確変大当たり状態が発生することが確
定するキャラクタが登場する「サムリーチ」に対応して、確変大当たり時にサムリーチを
１００％の確率で行うと設定されている場合には必須フラグがオン設定され、０％の確率
で行うと設定されている場合には皆無フラグがオン設定される。さらに、５０％、１０％
、５％、１％のいずれか確率で行うと設定されている場合には、サムリーチを行うか否か
を決定する際に使用する演出設定カウンタを示す情報が記憶される。
【０２５７】
　また、「カットイン演出」に対応して、必須フラグ、皆無フラグ、或いは、演出設定カ
ウンタの設定が行われ、「プレミアム役物の作動タイミング」に対応して、参照するテー
ブルを指定する設定が行われ、「リーチ示唆キャラクタ」に関して、個別にフラグの設定
が行われる。
【０２５８】
　尚、上記の通り、本実施形態のパスワード入力には２種類あり、遊技情報を含むパスワ
ードを入力する場合には、モバイル連動遊技用のパスワード入力画面からパスワードを入
力し、遊技情報は含まず、演出設定項目の設定内容、及び、機種情報が含まれているパス
ワードを入力する場合には、演出設定用のパスワード入力画面からパスワードを入力する
。
【０２５９】
　また、上記第１実施形態と同様に、モバイル連動遊技を終了させる場合には、装飾図柄
表示装置４２において、今回の遊技内容の情報を含むＱＲコードを表示させる処理（コー
ド発行処理）が行われることとなる。特に本実施形態では、ＱＲコードに演出設定項目に
関する情報を含ませることとなる。但し、演出設定項目に関する情報とはいっても、演出
設定項目の設定そのものではなく、サーバで設定した内容で遊技を行ってみて実際どうだ
ったかの感想に関する情報が送られるようになっている。
【０２６０】
　より具体的に説明すると、本実施形態では、モバイル連動遊技が行われている状態にお
いて、実際にパチンコ機１０において演出選択項目に該当する演出が導出された場合、か
かる演出に対する感想を問うアンケート表示が装飾図柄表示装置４２において表示される
ようになっている。例えば、スーパーリーチが導出された場合、かかる変動表示の後（例
えば、次回の変動表示、大当たり状態が発生した場合には大当たり中、変動表示の保留が
なかった場合には、装飾図柄が変動表示されていない（装飾図柄を構成するキャラクタ等
は、装飾図柄の配置が変化しない範囲で動作してもよい）停止画面表示中）において、装
飾図柄表示装置４２の一部を使用して、演出内容の感想を伺う表示がなされる。
【０２６１】
　かかる表示に対し、遊技者は、演出ボタン１２５を操作して、対応する入力を行う。図
示は省略するが、本実施形態の演出ボタン１２５は、中央に位置する比較的大きなメイン
ボタンと、メインボタンの左方に配置された左ボタンと、メインボタンの右方に配置され
た右ボタンとを備えている。例えば、黒潮リーチが発生した変動表示の次の変動表示中に
、装飾図柄表示装置４２において演出ボタン１２５の絵が表示されるとともに、「黒潮リ
ーチが気に入った場合は右ボタン、気に入らなかった場合は左ボタンを押してね」、「入
力が終わったら真ん中のメインボタンを押してね」等の表示が行われる。
【０２６２】
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　さらに、サブ制御装置２６２のＲＡＭ５５３には、設定記憶エリアの各項目にそれぞれ
対応して好悪カウンタが設けられている。好悪カウンタは、０～２０の値を取り得るカウ
ンタであって、基準値（初期値）は１０である（モバイル連動遊技の毎回の開始時には１
０が設定されている）。そして、対応する演出の感想を伺っている期間中に、右ボタンが
操作された場合には、１回につき１加算され、左ボタンが操作された場合には、１回につ
き１減算される。
【０２６３】
　この好悪カウンタの値の情報は、モバイル連動遊技の終了に際して表示されるＱＲコー
ドに含まれるようになっており、サーバでは、かかる好悪カウンタの情報に基づいて、演
出設定を変更する場合がある。本実施形態では、対応する好悪カウンタの値が０になった
ことを示す情報を受けた場合には演出出現率を１段階引き下げ（例えば、魚群の出現率が
４０％だったら３０％に下げる）、対応する好悪カウンタの値が２０になったことを示す
情報を受けた場合には演出出現率を１段階引き上げるようになっている。
【０２６４】
　尚、本実施形態では、演出ボタン１２５（メインボタン、左ボタン、右ボタン）、及び
、装飾図柄表示装置４２における演出に対する好悪の選択肢の表示が好悪入力手段を構成
し、好悪カウンタが好悪情報記憶手段に相当する。
【０２６５】
　次に、サブ制御装置２６２の通常処理ついて図１７を参照しつつ説明する。先ずステッ
プＳ３９０１では、入出力ポート５５４のコマンド入力に対応するポートを確認し、主制
御装置２６１から送信されたコマンドが受信されているか否かを判別する。
【０２６６】
　コマンドが受信されている場合には、ステップＳ３９０２においてそのコマンドをＲＡ
Ｍ５５３のコマンドバッファへ記憶する。ＲＡＭ５５３のコマンドバッファは、主制御装
置２６１から送信されるコマンドを一時的に記憶するリングバッファで構成されている。
リングバッファは所定の記憶領域を有しており、その記憶領域の始端から終端に至るまで
規則性をもってコマンドが記憶され、全ての記憶領域にコマンドが記憶された場合には、
記憶領域の始端に戻りコマンドが更新されるよう構成されている。よって、コマンドが記
憶された場合及びコマンドが読み出された場合に、コマンドバッファにおける記憶ポイン
タ及び読出ポインタが更新され、その各ポインタに基づきコマンドの記憶と読み出しとが
行われる。
【０２６７】
　続くステップＳ３９０３では、主制御装置２６１から出力された先発コマンドの情報を
、ＲＡＭ５５３に設けられた保留情報記憶エリアに格納する保留情報格納処理を行う。尚
、遊技球が第１始動入賞装置３３ａ又は第２始動入賞装置３３ｂに入球した場合に送られ
てくる先発コマンドには、上記のように、第１始動入賞装置３３ａ又は第２始動入賞装置
３３ｂのどちらの入球を契機とする変動表示であるかを示す情報、大当たりに対応する変
動情報であるかを示す情報、大当たり種別を示す情報、リーチの種別を示す情報が含まれ
る。
【０２６８】
　保留情報格納エリアは、主制御装置２６１の特別変動保留エリアと同様に、それぞれ４
つの保留エリア（保留第１～保留第４エリア）を備える第１保留情報格納エリア及び第２
保留情報格納エリアと、１つの実行エリアとを備えている。第１保留情報格納エリアには
、第１始動入賞装置３３ａへの入球を契機とする第１変動表示（第１特別変動保留エリア
に記憶された情報）に基づく先発コマンドの受信履歴に合わせて、大当たりか否かの情報
、大当たり種別、及びリーチ種別等の変動情報が時系列的に格納される。また、第２保留
情報格納エリアには、第２始動入賞装置３３ｂへの入球を契機とする第２変動表示（第２
特別変動保留エリアに記憶された情報）に基づく先発コマンドの受信履歴に合わせて、変
動情報が時系列的に格納される。当該構成を採用することで、第１始動入賞装置３３ａへ
の入球を契機とする第１変動表示の情報（変動情報）、及び第２始動入賞装置３３ｂへの
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入球を契機とする第２変動表示の情報をそれぞれ４つ保留記憶することができ、結果的に
、主制御装置２６１の第１及び第２特別変動保留エリアに記憶された変動情報を、サブ制
御装置２６２においても把握することができる。尚、保留情報格納処理では、先発コマン
ドの受信（保留数が増えること）に伴う保留ランプ４６ａ、４６ｂの点灯処理についても
行う。
【０２６９】
　ステップＳ３９０３の後又はステップＳ３９０１で否定判別された場合には、ステップ
Ｓ３９０４へと移行し、第１カウンタ更新処理を行う。第１カウンタ更新処理では、演出
の決定に際して使用される演出設定カウンタの一部（詳しくは後述するサブ演出設定カウ
ンタ）の更新処理を実行する。
【０２７０】
　ステップＳ３９０４の後、ステップＳ３９０５において、次の通常処理の実行タイミン
グに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から所定時間（本例では２ｍｓｅｃ）
が経過したか否かを判別する。そして、既に所定時間が経過していればステップＳ３９０
６へ移行し、一方、前回の通常処理の開始から未だに所定時間が経過していなければ、ス
テップＳ３９１４へと移行する。
【０２７１】
　ステップＳ３９０６では、装飾図柄の表示に際して用いられる図柄カウンタや、演出の
決定に際して使用される演出設定カウンタのうちステップＳ３９０３の更新の対象外とさ
れたカウンタの更新処理を実行する。続く、ステップＳ３９０７では保留処理を行う。保
留処理では、変動パターンコマンドの受信（保留されていた変動表示が消化されること）
に伴って、保留情報格納エリアの情報をシフトしたり、保留ランプ４６ａ、４６ｂの点灯
処理を行ったりする。
【０２７２】
　ちなみに、図２３に示すように、本実施形態の演出設定カウンタとしては、９０％カウ
ンタ（値は０～９）、８０％カウンタ（値は０～１０）、７０％カウンタ（値は０～１２
）、６０％カウンタ（値は０～１４）、５０％カウンタ（値は０～１７）、４０％カウン
タ（値は０～２１）、３０％カウンタ（値は０～２９）、２０％カウンタ（値は０～４４
）、１０％カウンタ（値は０～８９）、５％カウンタ（値は０～１７９）、１％カウンタ
（値は０～８９９）、サブ９０％カウンタ（値は０～９）、サブ８０％カウンタ（値は０
～１０）、サブ７０％カウンタ（値は０～１２）、サブ６０％カウンタ（値は０～１４）
、サブ５０％カウンタ（値は０～１７）、サブ４０％カウンタ（値は０～２１）、サブ３
０％カウンタ（値は０～２９）、サブ２０％カウンタ（値は０～４４）、サブ１０％カウ
ンタ（値は０～８９）がある。上記ステップＳ３９０４では、サブ９０％カウンタ、サブ
８０％カウンタ、サブ７０％カウンタ、サブ６０％カウンタ、サブ５０％カウンタ、サブ
４０％カウンタ、サブ３０％カウンタ、サブ２０％カウンタ、サブ１０％カウンタが更新
され、残りの演出設定カウンタはステップＳ３９０６で更新される。また、更新の都度、
対応するカウンタバッファに各演出設定カウンタの値が記憶される。
【０２７３】
　保留処理の後、ステップＳ３９０８では、モバイル連動遊技用パスワード、又は、演出
設定用のパスワードを入力するパスワード入力処理を行う。パスワード入力処理では、上
記の通り、パスワードに含まれる演出設定項目の設定内容等の情報を対応する形式に変換
して対応する記憶エリアに記憶させる処理を行う。
【０２７４】
　続くステップＳ３９０９では、モバイル連動遊技の終了に際してＱＲコードを発行する
コード発行処理を行う。コード発行処理では、上記の通り、遊技情報、選択情報、及び、
演出設定項目に該当する演出への好悪の感想を示す好悪カウンタの値の情報等が含まれる
ＱＲコードを発行する。尚、本実施形態では、発行画面を消去しても設定記憶エリアの記
憶内容がそのまま残されることとなるが、発行画面を消去することを契機に、設定記憶エ
リアの記憶内容がリセットされる（オリジナルの設定が行われる）ように構成してもよい
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。また、本実施形態では、設定記憶エリアの記憶内容は、装飾図柄表示装置４２における
メニュー画面上の操作でリセット可能に構成されている上、電源のオフでもリセットされ
る。尚、リセットの可否を選択させるメニュー画面、演出ボタン１２５、十字ボタン１２
６、操作に応じて設定記憶エリアの記憶内容をリセット制御するサブ制御装置２６２の機
能によってリセット手段が構成される。
【０２７５】
　その後、ステップＳ３９１０では表示設定処理を行う。ここでは、ＲＡＭ５５３のコマ
ンドバッファに格納された情報に基づき、表示制御装置４５へ出力する表示コマンドを生
成する等の各種の演算処理及びコマンドの出力設定を行う。つまり、ここでは、装飾図柄
表示装置４２において表示する表示態様が決定されることとなる。
【０２７６】
　例えば、変動パターンコマンド及び図柄コマンドを受信した場合、サブ制御装置２６２
は、変動種別、変動時間、及び停止図柄等に基づいて、対応するテーブルを参照し、表示
パターン等を決定する。そして、決定事項を表示コマンドとして表示制御装置４５に出力
する等の制御を行う。
【０２７７】
　また、表示コマンドは、例えば変動表示の開始から終了までの一連の表示演出を指定す
るためのコマンドや、大当たり中の表示演出を指定するためのコマンドであり、コマンド
バッファに格納された情報に基づいてその都度必要な表示コマンドが生成される。通常、
サブ制御装置２６２にて生成される変動表示に関わる表示コマンドは大別して通常変動デ
ータ群やリーチ演出データ群などからなり、基本的にはこれらデータ群を構成する各デー
タが上記変動時間タイマを基に予め決められた時間順序に則して順次出力されることで、
各種変動パターンに応じた表示演出が行われる。例えば、通常変動データ群が通常変動デ
ータ１，通常変動データ２，・・・，通常変動データｍからなり、リーチ演出データ群が
リーチ演出データ１，リーチ演出データ２，・・・，リーチ演出データｎからなる場合に
は、通常変動の開始に伴い通常変動データ１→２→・・・→ｍの順でデータ出力が順次行
われ、それに引き続きリーチ演出の開始に伴いリーチ演出データ１→２→・・・→ｎの順
でデータ出力が順次行われる。
【０２７８】
　尚、表示制御装置４５は、サブ制御装置２６２からの指令に応じて描画処理を行い、装
飾図柄表示装置４２での装飾図柄の変動表示を開始する。なお、主制御装置２６１から変
動パターンコマンドが一旦受信されると、当該変動パターンに対応する変動時間が経過す
るまでの間、サブ制御装置２６２と表示制御装置４５との協働のもとに図柄の変動表示が
継続される。
【０２７９】
　ここで、当該ステップＳ３９１０の表示設定処理にて行われるリーチ演出設定処理につ
いて、図１８を参照して説明する。先ず、ステップＳ７１０１では、変動パターンコマン
ドを受信したか否かを判別する。ステップＳ７１０１で否定判別された場合にはそのまま
本処理を終了する。一方、ステップＳ７１０１で肯定判別された場合には、設定記憶エリ
ア（図２１参照）のリーチ演出に対応する記憶エリアのオリジナルフラグがオン設定され
ているか否かを判別する。
【０２８０】
　ステップＳ７１０２で肯定判別された場合には、ステップＳ７１０３において大当たり
状態が発生するか否かを判別する。ステップＳ７１０３で肯定判別された場合には、ステ
ップＳ７１０４において、複数あるリーチ演出テーブルのうち第１リーチ演出テーブル（
図２２参照）を参照して、リーチ演出を決定する。すなわち、０～３０の範囲でステップ
Ｓ３９０６のタイミングで更新されるリーチ演出選択カウンタの値を取得し、０～８であ
れば「黒潮リーチ」、９～１７であれば「サンゴリーチ」、１８～２９であれば「マリン
リーチ」、３０であれば「ノーマルリーチ」を行うように設定する。ステップＳ７１０４
の後、本処理を終了する。
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【０２８１】
　一方、ステップＳ７１０３で否定判別された場合には、ステップＳ７１０５において、
前後外れリーチであるか否かを判別する。ステップＳ７１０５で肯定判別された場合には
、ステップＳ７１０６において、第２リーチ演出テーブル（図２２参照）を参照して、リ
ーチ演出を決定する。すなわち、リーチ演出選択カウンタの値を取得し、０～１３であれ
ば「黒潮リーチ」、１４～２１であれば「サンゴリーチ」、２２～２９であれば「マリン
リーチ」、３０であれば「ノーマルリーチ」を行うように設定する。ステップＳ７１０６
の後、本処理を終了する。
【０２８２】
　一方、ステップＳ７１０５で否定判別された場合には、ステップＳ７１０７において「
ノーマルリーチ」を行うように設定してから、本処理を終了する。
【０２８３】
　また、ステップＳ７１０２において否定判別された場合、すなわち、リーチ演出に関し
て何らかの演出変更の設定がなされていた場合には、ステップＳ７１０８において、大当
たりか否かを判別する。ステップＳ７１０８で肯定判別された場合には、ステップＳ７１
０９において、設定記憶エリア（図２１参照）のリーチ演出に対応する記憶エリアにおい
て支持されているリーチ演出テーブル（第３～第１８リーチ演出テーブルのいずれか：図
２２参照）を参照して、リーチ演出を決定する。尚、図２２に示すように、第１３リーチ
演出テーブル～第１８リーチ演出テーブルが参照される場合には「財宝リーチ」が選択さ
れる場合がある。ステップＳ７１０９の後、本処理を終了する。
【０２８４】
　一方、ステップＳ７１０８で否定判別された場合には、ステップＳ７１１０において前
後外れリーチであるか否かを判別する。ステップＳ７１１０で肯定判別された場合には、
ステップＳ７１０９でリーチ演出を決定してから、本処理を終了する。一方、ステップＳ
７１１０で否定判別された場合には、ステップＳ７１１１において「ノーマルリーチ」を
設定してから、本処理を終了する。
【０２８５】
　尚、本実施形態では、リーチ演出に関してオリジナル設定の場合にのみ、大当たりする
場合と、前後外れの場合とで、選択されるリーチ演出の割合が変化するように構成されて
いるが、遊技者が演出設定項目を自身の好みに設定した場合にも、当否によって選択され
るリーチ演出の割合が変化するように構成してもよい。
【０２８６】
　尚、「サムリーチ」は、「黒潮リーチ」、「サンゴリーチ」、「マリンリーチ」、「財
宝リーチ」のいずれかが導出された場合にのみ導出される可能性があるリーチ演出である
。このため、「黒潮リーチ」、「サンゴリーチ」、「マリンリーチ」、「財宝リーチ」の
いずれか導出されることが決定された場合に、上記リーチ演出設定処理の後において、「
サムリーチ」を導出させるか否かの設定処理（オリジナルでは確変大当たりとなる場合の
約１／５００程度）を行うこととなる。また、プレミアム役物は、リーチの種別に関係な
く、大当たり状態が発生する場合に作動する可能性があり、大当たりを教示する変動表示
を行う際に、上記リーチ演出設定処理とともに、プレミアム役物を作動させるか否か、及
び、作動させる場合のタイミングを設定する処理を行うこととなる。
【０２８７】
　次に、ステップＳ３９１０の表示設定処理にてリーチ演出設定処理の後に行われる予告
演出設定処理について、図１９を参照して説明する。先ず、ステップＳ７２０１では、変
動パターンコマンドを受信したか否かを判別する。ステップＳ７２０１で否定判別された
場合にはそのまま本処理を終了する。
【０２８８】
　一方、ステップＳ７２０１で肯定判別された場合には、ステップＳ７２０２においてス
ーパーリーチであるか否かを判別する。ちなみに、スーパーリーチとは、「黒潮リーチ」
、「サンゴリーチ」、「マリンリーチ」、「財宝リーチ」のいずれかが導出されるリーチ
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状態のことであり、「ノーマルリーチ」よりも変動時間が長くなっている。
【０２８９】
　ステップＳ７２０２で肯定判別された場合、ステップＳ７２０３において大当たりであ
るか否かを判別する。ステップＳ７２０３で肯定判別された場合には、ステップＳ７２０
４において、「魚群演出」に対応する当たり時の記憶エリアの皆無フラグがオン設定され
ているか否かを判別する。ステップＳ７２０４で否定判別された場合には、ステップＳ７
２０５において、「魚群演出」に対応する当たり時の記憶エリアの必須フラグがオン設定
されているか否かを判別する。
【０２９０】
　ステップＳ７２０５で否定判別された場合、ステップＳ７２０６において、「魚群演出
」に対応する当たり時の記憶エリアにおいて、複数ある演出設定カウンタのうち使用すべ
き演出設定カウンタ（図２３参照）が指定されているので、かかる演出設定カウンタの値
を取得する。続くステップＳ７２０７では、取得した演出設定カウンタの値が０～８のい
ずれかであるか否かを判別する。本実施形態では、演出設定カウンタの値が０～８であれ
ば魚群演出が行われるが、遊技者の設定に応じて使用する演出設定カウンタを変更するこ
とによって、魚群演出の出現確率を変化させている。
【０２９１】
　また、本実施形態では、出現しただけでは大当たり状態の発生が確定しない予告演出と
して、「魚群演出」の他に、装飾図柄表示装置４２の下部から上方に向けて泡が立つ表示
がなされる「泡演出」がある。ステップＳ７２０７で否定判別された場合、又は、上記ス
テップＳ７２０４で肯定判別された場合には、ステップＳ７２０８において、泡演出を導
出させる処理を行ってから、本処理を終了する。尚、本実施形態では、スーパーリーチが
行われる場合、魚群演出又は泡演出のどちらかが必ず行われるようになっているが、スー
パーリーチが行われる場合でも予告演出が行われない場合があるように構成してもよい。
【０２９２】
　一方、ステップＳ７２０７で肯定判別された場合には、ステップＳ７２０９において、
大魚群フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ７２０９で否定判別さ
れた場合、又は、ステップＳ７２０５で肯定判別された場合には、ステップＳ７２１０に
おいて、魚群演出を導出させる処理を行ってから、本処理を終了する。
【０２９３】
　また、ステップＳ７２０９で肯定判別された場合には、ステップＳ７２１１において、
ステップＳ３９０６のタイミングで、０～１３の範囲で更新される大魚群カウンタの値が
０～５であるか否かを判別する。ステップＳ７２１１で否定判別された場合には、ステッ
プＳ７２１０に移行する。一方、ステップＳ７２１１で肯定判別された場合には、ステッ
プＳ７２１２において、大型魚群演出を導出させる処理を行ってから、本処理を終了する
。
【０２９４】
　また、ステップＳ７２０３で否定判別された場合、すなわち、スーパーリーチが発生す
る前後外れリーチの場合には、ステップＳ７２１３において、「魚群演出」に対応する外
れ時の記憶エリアの皆無フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ７２
１３で否定判別された場合には、ステップＳ７２１４において、「魚群演出」に対応する
外れ時の記憶エリアの必須フラグがオン設定されているか否かを判別する。
【０２９５】
　ステップＳ７２１４で否定判別された場合、ステップＳ７２１５において、「魚群演出
」に対応する外れ時の記憶エリアにおいて、複数ある演出設定カウンタのうち使用すべき
演出設定カウンタが指定されているので、かかる演出設定カウンタの値を取得する。続く
ステップＳ７２１６では、取得した演出設定カウンタの値が０～８のいずれかであるか否
かを判別する。
【０２９６】
　尚、演出設定カウンタは、魚群演出の設定（本例では、プレミアム役物の作動確率、サ
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ムリーチの出現率、及び、カットイン演出の出現率）以外にも使用される。そして、複数
の設定に際して同一の演出設定カウンタが同じタイミング（更新を挟まないタイミング）
で取得される場合、同じ演出設定カウンタを使用して決定した複数の演出の組合わせパタ
ーンがいつも同じになってしまうおそれがある。この点、本例では、演出設定カウンタと
は更新のタイミングが異なるサブ演出設定カウンタを設けて、複数の演出の出現率等が同
じ確率となる場合には、いずれかはサブ演出設定カウンタを使用するように設定されるこ
ととなる。
【０２９７】
　ステップＳ７２１６で否定判別された場合、又は、上記ステップＳ７２１３で肯定判別
された場合には、ステップＳ７２１７において、泡演出を導出させる処理を行ってから、
本処理を終了する。一方、ステップＳ７２１６で肯定判別された場合には、ステップＳ７
２１８において、大魚群フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ７２
１８で否定判別された場合、又は、ステップＳ７２１４で肯定判別された場合には、ステ
ップＳ７２１９において、魚群演出を導出させる処理を行ってから、本処理を終了する。
【０２９８】
　また、ステップＳ７２１８で肯定判別された場合には、ステップＳ７２２０において、
大魚群カウンタの値が０であるか否かを判別する。ステップＳ７２２０で否定判別された
場合には、ステップＳ７２１９に移行する。一方、ステップＳ７２２０で肯定判別された
場合には、ステップＳ７２２１において、大型魚群演出を導出させる処理を行ってから、
本処理を終了する。
【０２９９】
　また、ステップＳ７２０２で否定判別された場合、すなわち、スーパーリーチが導出さ
れない場合には、ステップＳ７２２２において、ステップＳ３９０６のタイミングで、０
～７の範囲で更新される泡カウンタの値が０又は１であるか否かを判別する。ステップＳ
７２２２で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ７２
２２で肯定判別された場合には、ステップＳ７２２３において、泡演出を導出させるため
の設定を行ってから、本処理を終了する。
【０３００】
　図１７の説明に戻り、ステップＳ３９１１のランプ設定処理では、装飾図柄表示装置４
２で行われる表示演出に同期させるべく、ランプ・電飾類の点灯パターンを設定する。
【０３０１】
　ステップＳ３９１２の音声設定処理では、装飾図柄表示装置４２で行われる表示演出に
同期させるべく、スピーカＳＰの出力パターンを設定する。また、エラー発生の報知等、
音声に関するコマンドが主制御装置２６１から送信されてきた場合には、これらの制御を
行うための設定もステップＳ３９１２で行われる。
【０３０２】
　ステップＳ３９１３では、上記ステップＳ３９０６～３９１２の設定内容に基づいた制
御信号を各装置に送信する外部出力処理を実行する。例えば、装飾図柄表示装置４２によ
る装飾図柄の変動表示に際して表示コマンドを表示制御装置４５に送信する。
【０３０３】
　２ｍｓｅｃ毎に行われるステップＳ３９０６～Ｓ３９１２の処理が実行された後、又は
、上記ステップＳ３９０５で否定判別された場合には、ステップＳ３９１４に移行し、Ｒ
ＡＭ５５３に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する。尚、電源断の発生情
報は、主制御装置２６１から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。
【０３０４】
　電源断の発生情報が記憶されていない場合には、ステップＳ３９１５に進み、ＲＡＭ５
５３が破壊されているか否かが判別される。ここでＲＡＭ５５３が破壊されていなければ
、ステップＳ３９０１の処理へ戻り、繰り返し通常処理が実行される。一方、ＲＡＭ５５
３が破壊されていれば、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。
【０３０５】
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　一方、ステップＳ３９１４で電源断の発生情報が記憶されると判別された場合、ステッ
プＳ３９１６において電源断処理を実行する。電源断処理では、割り込み処理の発生を禁
止すると共に、各出力ポートをオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。電
源断処理の実行後は、処理を無限ループする。
【０３０６】
　以上詳述したように、第２実施形態では、演出に関する複数の演出設定項目に関し、遊
技者による演出設定項目の設定内容を含む符号化された選択情報（モバイル連動遊技用パ
スワード又は演出設定用パスワード）をパチンコ機１０に入力することで、パチンコ機１
０の外部で行った設定や、実際に遊技したことのある設定を、今回の遊技に反映させるこ
とができる。このため、同じ設定を何度も一からやり直さなくて済み、利便性の向上等を
図ることができる。また、遊技者は、自分好みの演出にすることができ、遊技をより快適
かつより魅力的なものとすることができる。従って、例えば、スペックやモチーフ（コン
セプト）等の大部分は気に入っているが、気に入らない演出があるとか、各演出の出現バ
ランスが腑に落ちないとかの理由だけで、遊技を止めてしまう（２度とやらない等）とい
った事態を抑制することができ、遊技者にパチンコ機１０をより堪能してもらう（気に入
ってもらえる機会を増やす）ことができる。
【０３０７】
　さらに、携帯通信端末及びサーバを利用したモバイル連動遊技を行うにあたって、一度
、演出設定項目の設定を行ってしまえば、毎回の遊技に際して演出設定項目の設定を行わ
なくても、モバイル連動遊技用のパスワードをパチンコ機１０に入力するだけで、付随的
に遊技者の演出設定項目の設定を行うことができる。従って、比較的スムースにパチンコ
機１０の演出に関する設定変更を行うことができる。
【０３０８】
　また、演出設定項目の設定内容はサーバを介してパチンコ機１０に入力されることとな
る。このため、サーバにおいては、遊技者全体の演出設定項目の設定内容を把握すること
ができる。従って、設定内容を公開したり、設定内容の情報交換（人気投票等）を行った
りすることができ、情報共有等を行うことによって、パチンコ機１０を中心とする遊技体
系（モバイル連動遊技）をより堪能することができる。さらには、遊技機メーカー側で遊
技者全体の好み（動向）等を把握することができ、遊技機開発に生かすことができる。
【０３０９】
　加えて、本実施形態では、パチンコ機１０において、演出設定項目に関する演出が行わ
れた場合に、当該演出に対する好き嫌いの印象を伺い、好き嫌いに応じた演出ボタン１２
５の操作を行ってもらって、好き嫌いを好悪カウンタの数値というかたちでカウントし、
そのカウンタ値を（携帯通信端末を介して）サーバに送って、カウンタ値に基づいて演出
設定項目の設定を変更可能に構成されている。すなわち、実際に遊技を行い、演出設定項
目に関する演出を体感してみて、その演出に対する好き嫌いの印象をパチンコ機１０に入
力して反映させていくことができる。従って、遊技者の希望により近い設定を行うことが
でき、遊技者により気分良く遊技してもらうことができる。
【０３１０】
　また、本実施形態では、遊技者個人の情報が含まれるモバイル連動遊技用のパスワード
だけでなく、演出設定項目の設定内容と対応機種との情報が含まれる演出設定用のパスワ
ードを発行可能に構成され、当然、パチンコ機１０側でも、両パスワードに対応可能に構
成されている。すなわち、モバイル連動遊技を行う場合、モバイル連動遊技用パスワード
に演出設定項目の設定内容が含まれるようになっており、かかるパスワードを入力すれば
、設定された演出バランスでの遊技を楽しむことができる。他人でも、そのパスワードを
入力すれば、対応する演出バランスでの遊技を楽しむことができるのではあるが、個人情
報が含まれるモバイル連動遊技用パスワードを他人が使用するわけにはいかない。この点
、本実施形態によれば、演出設定項目の設定内容を含み、個人情報を含まない演出設定用
パスワードをサーバに発行させて、そのパスワードをパチンコ機１０に入力し、パスワー
ドに含まれる演出設定項目の設定内容を設定記憶エリアに記憶する等の対応処理を実行す
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ることができる。このため、サーバ上等で気に入った演出設定を見つけた場合に、対応す
る演出設定用パスワードをメモしておけば、誰でも簡単に（演出設定項目を１つ１つ気に
入った設定に合わせて設定していかなくても済み）その演出設定での遊技を行うことがで
きる。従って、遊技者の好みに応じて演出を変更できるといった遊技性をより気軽に堪能
することができる（モバイル連動遊技を行っていない遊技者であっても、自分好みの演出
設定での遊技を堪能することができる。）。また、他人が設定した複数の演出設定項目の
組み合わせを比較的簡単に試すことができることから、自分に合った演出設定を見つけ易
くすることができる。
【０３１１】
　さらに、本実施形態では、演出設定項目の設定でランダムを選択可能に構成されている
。このため、オリジナルからの変化は欲しいが、特に望む設定がない、或いは、設定内容
を自分では知りたくないといった遊技者の要望にも応えることができる。
【０３１２】
　加えて、本実施形態では、遊技者が選択した演出設定項目の組合わせによって、単独で
は設定することのできない特殊演出を導出可能に構成されている。すなわち、例えば、魚
群演出の当たり時の出現確率と外れ時の出現確率とを６０％以下で同じ確率とすると、通
常では導出されることのない大型の魚が群れを成す大魚群演出が導出されるようになって
いる。この場合、隠れた演出を導出させる等の宝探しに似た楽しみを付与することができ
る。従って、演出設定項目の設定により興味を抱かせることができ、遊技に対するモチベ
ーションの維持に繋げることができる。
【０３１３】
　（第３実施形態）
　以下、第３実施形態について、特徴部分を中心に図２４～図２９を参照して説明する。
尚、基本構成については、上記第１実施形態と同様であるため、その説明を省略するとと
もに、同じ部材名称及び部材番号を用いて説明する。
【０３１４】
　さて、第３実施形態では、予め定められた予定時刻になると、遊技ホールに設置された
対象となる同一機種のパチンコ機１０において同時に同じ演出（特定演出）が実行される
ようになっている。本実施形態では、毎週、土曜日及び日曜日のＡＭ１０：００に、装飾
図柄表示装置４２において特定の対象物、例えば、「プラチナ魚群」をいち早く導出させ
ることを競う特定演出が実行されるようになっている。尚、本実施形態の「特定演出」は
、「プラチナ魚群」が生息する海域を探すステップ１と、その海域を探索して「プラチナ
魚群」を発見するステップ２との２段階になっている。以下、ステップ１のことを「タイ
ムトライアル演出」と称し、ステップ２のことを「特定ミッション演出」と称する。
【０３１５】
　また、詳しくは後述するが、主制御装置２６１は、現在の時刻を計測するリアルタイム
把握手段としてのリアルタイムクロックと、電源がオンされたことを契機に計測を開始す
る計測手段としての残り時間計測タイマとを用いて、特定演出の開始時刻として設定され
た予定時刻の到来を把握し、予定時刻の到来とともに、特定演出を開始させるように構成
されている。尚、パチンコ機１０は電源がオフされた状態でもリアルタイムクロックに電
力を供給可能な蓄電手段としての待機電源を備えており、リアルタイムクロックは、パチ
ンコ機１０の製造時から計測を継続して行っている。
【０３１６】
　ところで、各パチンコ機１０に設けられたリアルタイムクロックにずれがないとすれば
、複数台の同機種のパチンコ機１０において、リアルタイムクロックを参照することで、
予定時刻となったら同時に「特定演出」を開始させることができるのではあるが、リアル
タイムクロックは時間の経過とともにずれが生じてしまうおそれがある。そこで、本実施
形態では、かかるずれを解消して、複数台の同機種のパチンコ機１０において「特定演出
」を同時に開始させるための処理（残り時間設定処理）が行われるようになっている。特
に、本実施形態では、残り時間設定処理は、パチンコ機１０の電源立上げ時に行われるメ
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イン処理のなかでも、一番最初に行われる（パチンコ機１０の状態に応じて異なる処理を
実行させるための各種判別処理が行われる前の段階で行われる）初期設定処理において行
われるようになっている。つまり、パチンコ機１０の電源がオンにされてから、残り時間
設定処理が行われるまでの時間は、同機種のパチンコ機１０であれば同じ時間となるよう
になっている。
【０３１７】
　尚、本実施形態において、遊技ホールにおいて複数台のパチンコ機１０を並べて配置す
ることのできる島設備は、島設備に搭載されている全ての電気機器の電源を一斉にオン・
オフすることのできる集中電源を備えている。また、遊技ホールは、島設備の集中電源を
オン・オフすることのできるマスター電源と、実際の時刻を計測する実測タイマ（遊技ホ
ール関係者等により調節可能）とを備えている。本実施形態の遊技ホールには、マスター
電源をオンにした場合、実測タイマの分数の１桁が「０」分であるか否かを判別し、否定
判別された場合には、集中電源をオンにすることなく、かかる判別処理を繰り返すオン時
間調節装置が設けられている。また、前記判別処理で肯定判別された場合には、集中電源
がオンにされることとなる。当該構成により、遊技ホールに設置されたパチンコ機１０等
の遊技機を、実際の時刻の分数（ミニット）で、０分、１０分、２０分、３０分、４０分
、又は、５０分となったときに、一斉に電源をオンにすることができる。
【０３１８】
　以下、残り時間設定処理について、図２４を参照して説明する。先ず、ステップＳ２１
０１では、リアルタイムクロック等を参照し、特定演出の実行日（本実施形態では、土曜
日及び日曜日に対応する日）であるか否かを判別する。ここで否定判別された場合には、
そのまま本処理を終了する。一方、肯定判別された場合には、ステップＳ２１０２におい
て、特定演出開始（予定時刻）までの残り時間の演算に使用される「現在の時刻」を設定
する現在時刻設定処理を行う。
【０３１９】
　すなわち、リアルタイムクロックの計測時刻は、時間の経過とともに、僅かに実際の時
刻からずれていってしまう。このため、本実施形態では、リアルタイムクロックの計測時
刻をそのまま使用するのではなく、かかるずれを補正して、残り時間の演算を行うことと
している。尚、本実施形態では、製造から１年～２年でリアルタイムクロックのずれ（誤
差）が最大でも±２分として説明を進める。
【０３２０】
　具体的に、ステップＳ２１０２では、先ず、リアルタイムクロックの計測時刻を確認す
る。そして、リアルタイムクロックの計測時刻の「分」の値を四捨五入した値を、予定時
刻までの残り時間の演算に使用される「現在の時刻」の「分」に設定する処理を行う。例
えば、リアルタイムクロックの「分」が０分～４分の場合、演算に使用する「現在の時刻
」の「分」を０分とする。また、リアルタイムクロックの「分」が５分～１４分の場合に
は演算に使用する「現在の時刻」の「分」を１０分とし、リアルタイムクロックの「分」
が１５分～２４分の場合には演算に使用する「現在の時刻」の「分」を２０分とし、リア
ルタイムクロックの「分」が２５分～３４分の場合には演算に使用する「現在の時刻」の
「分」を３０分とし、リアルタイムクロックの「分」が３５分～４４分の場合には演算に
使用する「現在の時刻」の「分」を４０分とし、リアルタイムクロックの「分」が４５分
～５４分の場合には演算に使用する「現在の時刻」の「分」を５０分とする。ちなみに、
これらのように、演算に使用する「現在の時刻」の設定に際し、リアルタイムクロックの
「分」を補正することで「時」が繰り上がることのない場合、「現在の時刻」の「時」に
ついては、リアルタイムクロックの「時」をそのまま設定する。
【０３２１】
　その一方で、リアルタイムクロックの「分」が５５分～５９分の場合には、演算に使用
する「現在の時刻」の「時」を１時間繰り上げるとともに、演算に使用する「現在の時刻
」の「分」を０分とする。
【０３２２】
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　つまり、複数台のパチンコ機１０が、実際の時刻で分数の１ケタの値が０になったとき
に同時に電源をオンにされることを前提とすると、リアルタイムクロックの誤差が最大で
も±２分であることから、以上のように、現在時刻の補正処理を行うことで、リアルタイ
ムクロックの計測値に基づいて、実際の時刻（遊技ホールの実測タイマの計測値）を割出
し、その時刻を「現在の時刻」として設定できるのである。尚、本例のように、リアルタ
イムクロックの誤差が最大でも±２分であるとすると、遊技ホールの実測タイマが２分間
の範囲でずれていても問題ない。本実施形態では、ステップＳ２１０２の機能が近似選定
手段を構成する。
【０３２３】
　ステップＳ２１０２の後、ステップＳ２１０３では、特定演出の開始時刻（予定時刻）
から、上記のように設定した「現在の時刻」を減算することで、予定時刻までの残り時間
を演算する。本実施形態では、ステップＳ２１０３の機能が残時間演算手段を構成する。
続くステップＳ２１０４では、演算値がプラスであるか否かを判別する。すなわち、例え
ば、遊技ホールが午後からの営業となったり、停電が発生したりする等して、予定時刻を
過ぎてからパチンコ機１０の電源がオンされた場合には、演算の結果がマイナスになる。
この場合（ステップＳ２１０４で否定判別された場合）には、そのまま本処理を終了する
。
【０３２４】
　一方、ステップＳ２１０４で肯定判別された場合には、ステップＳ２１０５において、
演算された残り時間を、計測手段としての残り時間計測タイマに設定する。上記のように
、本実施形態では、パチンコ機１０の製造時において、予定時刻が午前１０時丁度に設定
されている。ステップＳ２１０５の後、ステップＳ２１０６において、特定演出を実行す
ることを示す特定演出フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
【０３２５】
　ちなみに、残り時間計測タイマのカウントは設定からすぐに開始されることとなり、例
えば、残り時間計測タイマの値は、所定時間毎（例えば、２ｍｓｅｃ毎）に行われるタイ
マ割込み処理において、所定間隔毎に減算されるようになっている。また、残時間設定処
理の概要を具体例を挙げて説明すると、例えば、パチンコ機１０の電源が実際の時刻で午
前８時３０分にオンにされ、また、かかるパチンコ機１０のその時のリアルタイムクロッ
クが午前８時３１分であった場合、残り時間の設定に使用する「現在の時刻」を午前８時
３０分とするとともに、予定時刻である午前１０時からかかる「現在の時刻」を減算した
特定演出開始までの残り時間である１時間３０分（に相当する値）を残り時間計測タイマ
に設定する。これにより、当該遊技ホールに設置された複数台のパチンコ機１０（同時に
電源がオンされたパチンコ機１０）では、１時間３０分後の１０時となったときに、特定
演出が開始されることとなる。
【０３２６】
　さらに、別の遊技ホールでは、例えば、パチンコ機１０の電源が実際の時刻で午前８時
００分にオンにされ、また、かかるパチンコ機１０のその時のリアルタイムクロックが午
前７時５９分であった場合、残り時間の設定に使用する「現在の時刻」を午前８時００分
とするとともに、予定時刻である午前１０時からかかる「現在の時刻」を減算した特定演
出開始までの残り時間である２時間（に相当する値）を残り時間計測タイマに設定する。
これにより、当該遊技ホールに設置された複数台のパチンコ機１０（同時に電源がオンさ
れたパチンコ機１０）では、２時間後の１０時となったときに、特定演出が開始されるこ
ととなる。また、別の遊技ホールのパチンコ機１０でも、特定演出は予め予定時刻として
設定されている１０時に開始されるようになっている。つまり、同時に電源がオンにされ
たパチンコ機１０だけでなく、異なるタイミングで電源がオンにされたパチンコ機１０で
も、特定演出の開始時刻を一致させることができるのである。
【０３２７】
　尚、本実施形態では、残時間設定処理を行う機能が開始設定手段を構成する。より具体
的には、ステップＳ２１０２において、リアルタイムクロックの計測時刻に基づいて、残
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り時間の演算に使用する「現在の時刻」の設定を行う機能が近似選定手段を構成する。ま
た、ステップＳ２１０３の演算機能が残時間演算手段を構成する。
【０３２８】
　次に、特定演出を開始させる特定演出開始処理について、図２５を参照して説明する。
先ず、ステップＳ２２０１では、「特定演出（タイムトライアル演出）」をその日に実行
する予定はあるが、未だ実行されていないこと（本例では、土曜日及び日曜部の午前１０
時前であること）を示す特定演出フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステッ
プＳ２２０１で否定判別された場合、すなわち、その日にはもう「特定演出」を行うこと
がない（或いは、その日に行われる予定の最後の「特定演出」の実行中である）場合には
、そのまま本処理を終了する。
【０３２９】
　一方、ステップＳ２２０１で肯定判別された場合には、ステップＳ２２０２において、
残り時間計測タイマの値が「０」になったか否か、すなわち、「特定演出」を開始させる
タイミング（本例では午前１０時）に至ったか否かを判別する。ステップＳ２２０２で否
定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。ちなみに、残り時間計測タイマの値
は、２ｍｓｅｃ周期で行われるタイマ割込み処理において減算処理されるようになってい
る。
【０３３０】
　ステップＳ２２０２で肯定判別された場合には、ステップＳ２２０３において、大当た
り状態を教示するための変動表示中であるか否かを判別する。ステップＳ２２０３におい
て肯定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。すなわち、特定演出の開始前に
大当たり状態の権利を得ているような場合には、特定演出自体を行わないこととなる。
【０３３１】
　一方、ステップＳ２２０３で否定判別された場合には、ステップＳ２２０４において、
特定演出の期間中であることを示す特定演出開始フラグをオン設定し、ステップＳ２２０
５において、サブ制御装置２６２に対して特定演出としてのタイムトライアル演出を開始
させるための特定演出開始コマンドの設定を行う。尚、特定演出開始コマンドを受けたサ
ブ制御装置２６２では、最長で５分の特定演出のタイムトライアル演出を開始させること
となる。
【０３３２】
　続くステップＳ２２０６では、残り時間計測タイマに対し、タイムトライアル演出の残
り時間を設定する。本実施形態では、基本的に５分間のタイムトライアル演出が行われる
ため、残り時間計測タイマには、５分に対応する値が設定される。その後、ステップＳ２
２０７において、　特定演出フラグをオフ設定してから、本処理を終了する。
【０３３３】
　次に、特定演出を終了させる特定演出終了処理について、図２６を参照して説明する。
先ず、ステップＳ２３０１では、特定演出開始フラグがオン設定されているか否かを判別
する。ステップＳ２３０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方
、ステップＳ２３０１で肯定判別された場合には、ステップＳ２３０２において、大当た
り状態の発生を教示する変動表示であるか否かを判別する。尚、本実施形態のタイムトラ
イアル演出の終了条件としては、大当たり状態が発生すること、又は、開始から５分が経
過することとなっている。
【０３３４】
　ステップＳ２３０２で否定判別された場合、ステップＳ２３０３において、残り時間計
測タイマの値が「０」であるか否か、すなわち、タイムトライアル演出の設定期間（５分
間）が経過したか否かを判別する。ステップＳ２３０３で否定判別された場合には、その
まま本処理を終了する。一方、ステップＳ２３０３で肯定判別された場合、すなわち、タ
イムトライアル演出の開始から途中で大当たり状態を教示する変動表示が発生することな
く５分が経過した場合には、ステップＳ２３０４において、タイムトライアル演出の終了
を教示するタイムアップ演出を実行させるためのタイムアップ演出コマンドの設定を行う
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。その後、ステップＳ２３０５において、特定演出開始フラグをオフ設定してから、本処
理を終了する。
【０３３５】
　また、ステップＳ２３０２において肯定判別された場合、すなわち、タイムトライアル
演出中に大当たり状態を教示するための変動表示が開始された場合には、ステップＳ２３
０６において、タイムトライアル演出から特定ミッション演出に移行する準備期間である
ことを示す特定ミッション準備フラグがオンされているか否かを判別する。
【０３３６】
　より具体的に、主制御装置２６１は、当該特定演出終了処理とは別に行われ、変動表示
を開始させるための変動表示設定処理おいて、この度、設定を行う変動表示（変動表示の
設定を行うための変動情報）が大当たりに対応する変動表示であると判別された場合に、
特定演出開始フラグを確認してタイムトライアル演出中であるか否かを判別し、肯定判別
されると、当該変動表示の変動時間を１３秒に設定し、大当たりであることの情報ととも
に、かかる変動時間情報を変動パターンコマンドに載せてサブ制御装置２６２に出力する
。つまり、タイムトライアル演出中に大当たり状態に対応する変動表示が開始される場合
、当該変動表示の変動時間が１３秒に設定されることとなる。
【０３３７】
　また、上記のように、本実施形態では、タイムトライアル演出に成功した場合、特定ミ
ッション演出が行われることとしている。そこで、本実施形態では、１３秒の変動表示の
うち、最初の３秒間（準備期間）で、大当たり状態の発生を教示するとともに、特定ミッ
ション演出に移行する旨のガイダンスを行うようになっている。さらに、残りの１０秒間
で、特定ミッション演出が行われるようになっている。尚、その変動表示では、変動開始
当初に大当たり状態の発生が教示され、３秒後に特定ミッション演出に移行したとしても
、装飾図柄やこれに対応する特別図柄の変動表示が終了するわけではなく、１３秒が経過
するまでは変動表示し続ける。例えば、装飾図柄表示装置４２の装飾図柄は、装飾図柄表
示装置４２の右下領域で、ゾロ目で並んだ状態を保ちつつ変動表示（所謂全回転表示）さ
れ続け、特定ミッション演出の終了とともに変動表示が終了する（停止表示される）とい
った構成となっている。
【０３３８】
　ステップＳ２３０６以下は、特定演出を進行させるための処理であり、ステップＳ２３
０６で否定判別された場合には、ステップＳ２３０７において、特定ミッション準備フラ
グをオン設定する。続くステップＳ２３０８では、残り時間計測タイマに対し、準備期間
の３秒間に対応する値を設定する。さらに、ステップＳ２３０９において、サブ制御装置
２６２に対して準備期間の開始を指示する特定ミッション準備コマンドの設定を行ってか
ら、本処理を終了する。
【０３３９】
　また、ステップＳ２３０６で肯定判別された場合には、ステップＳ２３１０において、
残り時間計測タイマの値が「０」であるか否か、すなわち、３秒間の特定ミッション演出
の準備期間が終了したか否かを判別する。ステップＳ２３１０で否定判別された場合には
、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ２３１０で肯定判別された場合には、ス
テップＳ２３１１において特定ミッション準備フラグをオフ設定する。
【０３４０】
　続くステップＳ２３１２では、サブ制御装置２６２に対して、特定ミッション演出を開
始させる旨を指示する特定ミッション演出開始コマンドを設定する。その後、ステップＳ
２３１３において、特定演出開始フラグをオフ設定してから、本処理を終了する。
【０３４１】
　尚、本実施形態では、特定演出終了処理、つまり、主制御装置２６１としては、特定ミ
ッション演出を終了させるコマンドを送ることはない。すなわち、本実施形態では、タイ
ムトライアル演出中において大当たり状態の発生を教示することとなった変動表示（の時
間）を利用して、特定ミッション演出を行っていることから、主制御装置２６１側で、特
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定ミッション演出を開始させた以降の特定ミッションに関する制御を行わなくとも、サブ
制御装置２６２側で、変動表示の終了とともに、特定ミッション演出を終了させることが
可能である。もちろん、特定ミッション演出中は、変動表示中であるため、その途中で大
当たり状態が発生することはない。　
【０３４２】
　次に、特定演出に関するサブ制御装置２６２側での処理（トライアル演出実行処理）に
ついて、図２７を参照して説明する。
【０３４３】
　先ず、ステップＳ２４０１では、主制御装置２６１から特定演出開始コマンドを受信し
たか否かを判別する。ステップＳ２４０１で肯定判別された場合には、ステップＳ２４０
２において、タイムトライアル演出の実行中であることを示すタイムトライアルフラグを
オン設定する。続くステップＳ２４０３では、特定演出中の各種タイムを計測するクリア
タイム計測タイマによる計測をスタートさせる。さらに、ステップＳ２４０４では、タイ
ムトライアル演出のクリアタイムを記憶するためのトライアルクリアタイム記憶エリアを
リセットする。ちなみに、モバイル連動遊技を終了させるにあたってＱＲコードを表示さ
せる（作成する）際に、該トライアルクリアタイム記憶エリアが参照されるが、ステップ
Ｓ２４０４では、トライアル演出でクリアできなかった場合に、トライアルクリアタイム
記憶エリアを参照すれば、トライアル演出でクリアできなかったことが把握可能となるよ
うな設定が行われる。その後、本処理を終了する。
【０３４４】
　尚、タイムトライアルフラグがオン設定されると、タイムトライアル演出を開始させる
処理が行われる。本実施形態では、装飾図柄表示装置４２において、「プラチナ魚群が生
息するといわれる伝説の海域を発見せよ」との指示とともに、所定のキャラクタが海中を
探索するといった表示演出が開始され、スピーカＳＰや各種ランプでは対応する音声態様
や発光態様が導出される。そして、「伝説の海域」を発見することができれば、タイムト
ライアル演出が成功したものとして終了する（特定ミッションに移行する）こととなる。
また、上記のように、本実施形態では、タイムトライアル演出の成功と、大当たり状態の
発生とが対応しており、大当たり状態を教示する変動表示が開始される場合に、その冒頭
で「伝説の海域」を発見する表示演出が行われるようになっている。加えて、タイムトラ
イアル演出中の装飾図柄表示装置４２における変動表示は、装飾図柄表示装置４２の右下
領域で比較的小さく表示される。
【０３４５】
　また、ステップＳ２４０１で否定判別された場合、ステップＳ２４０５においてタイム
アップ演出コマンドを受信したか否かを判別する。ステップＳ２４０５において肯定判別
された場合、ステップＳ２４０６において、タイムトライアルフラグをオフ設定する。さ
らに、ステップＳ２４０７において、タイムトライアル演出が終了したことを示すタイム
アップ演出（例えば、装飾図柄表示装置４２において所定のキャラクタが、がっかりした
表現をする）を実行するための設定を行ってから、本処理を終了する。
【０３４６】
　また、ステップＳ２４０５で否定判別された場合には、ステップＳ２４０８において、
特定ミッション準備コマンドを受信したか否かを判別する。ステップＳ２４０８で肯定判
別された場合には、ステップＳ２４０９において、タイムトライアルフラグをオフ設定す
る。
【０３４７】
　続くステップＳ２４１０では、特定ミッション演出を開始させるまでの間に行われるミ
ッション準備演出を実行するための設定を行う。より具体的に、ミッション準備演出では
、３秒間で、タイムトライアル演出が成功したことを「伝説の海域」を発見した表示によ
って教示するとともに、特定ミッション演出が開始されること（特定ミッション演出の達
成条件）を「プラチナ魚群を発見せよ」といった新たなミッションの通知によって教示し
、それに併せて、特定ミッション演出中の遊び方（演出ボタン１２５の操作方法）等が教
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示される。
【０３４８】
　その後、ステップＳ２４１１では、クリアタイム計測タイマをストップさせ、ステップ
Ｓ２４１２では、その計測値（トライアルクリアタイム）をトライアルクリアタイム記憶
エリアに記憶する。つまり、タイムトライアル演出のクリアタイムがトライアルクリアタ
イム記憶エリアに記憶されることとなる。その後、本処理を終了する。本実施形態では、
クリアタイム計測タイマの計測値が「前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条
件を達成したのかを示す指標となる値」であって、その値を記憶可能なトライアルクリア
タイム記憶エリアがはやさ記憶手段を構成する。
【０３４９】
　また、ステップＳ２４０８で否定判別された場合、ステップＳ２４１３において、特定
ミッション演出開始コマンドを受信したか否かを判別する。ステップＳ２４１３で否定判
別された場合にはそのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ２４１３で肯定判別され
た場合には、ステップＳ２４１４以降の特定ミッション演出を開始させるための処理に移
行する。
【０３５０】
　さて、本実施形態の特定ミッション演出は、上記のように、タイムトライアル演出中に
開始された大当たり状態の発生を教示するための全１３秒間の変動表示のうち開始３秒後
から変動終了までの１０秒間を利用して行われる。特定ミッション演出は、装飾図柄表示
装置４２において「プラチナ魚群」を出現させることができれば成功となるが、「プラチ
ナ魚群」の出現条件として、確変大当たりであること、及び、詳しくは後述する条件成立
抽選としてのミッション達成抽選にて当選することが設定されており、その両方が達成さ
れた場合に、「プラチナ魚群」が出現するようになっている。すなわち、タイムトライア
ル演出中に通常大当たりに対応する変動表示が開始された場合にも特定ミッション演出に
移行するものの、該特定ミッション演出がクリアされることはない。
【０３５１】
　また、ミッション達成抽選は、特定ミッション演出中の演出ボタン１２５の操作（の検
知）を契機として行われるようになっている。但し、本実施形態では、かかるミッション
達成抽選の契機としての演出ボタン１２５の操作のボタン有効期間が、特定ミッション演
出（変動表示）の終了よりも１秒早く終了する（ボタン有効期間は最大で９秒間になる）
ようになっている。さらに、１回の特定ミッション演出において、ミッション達成抽選は
最大で４回行うことが可能となっており、４回のミッション達成抽選が行われるとボタン
有効期間が終了し、それ以降の演出ボタン１２５の操作がミッション達成抽選の契機とし
ては無効な状態となる。
【０３５２】
　加えて、特定ミッション演出中に、通常モード、時間短縮モード、及び、確変モードの
いずれの遊技モードに滞在しているかによって、ミッション達成抽選にて当選する確率が
異なるようになっている。本実施形態では、通常モードが最も当選し易く、確変モードが
最も当選し難くなっている。さらに、本実施形態では、特定ミッション演出において、ミ
ッション達成抽選の行われるタイミングが後になる程、当該ミッション達成抽選にて当選
する確率が高くなるように構成されている。
【０３５３】
　トライアル演出実行処理の説明に戻ると、ステップＳ２４１４では、クリアタイム計測
タイマによる計測をスタートさせる。続くステップＳ２４１５では、特定ミッション演出
の実行中であることを示すミッションフラグをオン設定する。さらに、ステップＳ２４１
６において、特定ミッション演出の制御に使用されるミッション制御タイマに３秒に対応
する値を設定し、ステップＳ２４１７において、プラチナ魚群を導出させるか否かのミッ
ション達成抽選（詳しくは後述する）を行うことが許可される抽選許可フラグをオン設定
する。
【０３５４】
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　続くステップＳ２４１８では、特定ミッション演出のクリアタイムを記憶するためのミ
ッションクリアタイム記憶エリアをリセットする。ちなみに、モバイル連動遊技を終了さ
せるにあたってＱＲコードを表示させる（作成する）際に、該ミッションクリアタイム記
憶エリアが参照されるが、ステップＳ２４１８では、特定ミッション演出でクリアできな
かった場合に、ミッションクリアタイム記憶エリアを参照すれば、特定ミッション演出で
クリアできなかったことが把握可能となるような設定が行われる。
【０３５５】
　さらに、ステップＳ２４１９では、特定ミッション演出においてミッション達成抽選を
行うことのできる残り回数を示す残り抽選回数カウンタ（０～４の値を取り得る）に「４
」を設定する。その後、ステップＳ２４２０において、確変モードに滞在しているか否か
を判別する。ステップＳ２４２０において肯定判別された場合、ステップＳ２４２１にお
いて、ミッション達成抽選にて参照される複数の（本例では１２個の）ミッション用当否
判定テーブルの中から該当するミッション用当否判定テーブルを選択する際に使用される
参照テーブルカウンタ（１～１２の値を取り得る）に対して「９」を設定する。その後、
本処理を終了する。
【０３５６】
　また、ステップＳ２４２０で否定判別された場合には、ステップＳ２４２２において、
通常モードに滞在しているか否かを判別する。ステップＳ２４２２で肯定判別された場合
には、ステップＳ２４２３において、参照テーブルカウンタに対して「１」を設定してか
ら、本処理を終了する。一方、ステップＳ２４２２で否定判別された場合、すなわち、時
間短縮モードである場合には、ステップＳ２４２４において、参照テーブルカウンタに対
して「５」を設定してから、本処理を終了する。
【０３５７】
　次に、特定ミッション演出を進行させるための処理（ミッション第１実行処理、ミッシ
ョン第２実行処理）のうち、先ずミッション第１実行処理について図２８を参照して説明
する。ステップＳ２５０１では、ミッションフラグがオンされているか否かを判別する。
ステップＳ２５０１で否定判別された場合には、特定ミッション演出中ではないので、そ
のまま本処理を終了する。
【０３５８】
　一方、ステップＳ２５０１で肯定判別された場合には、ステップＳ２５０２において、
特定ミッション演出に対応する全１３秒の変動表示の終了時期が到来したか否かを判別す
る。上記のように、本実施形態では、変動表示の終了とともに、特定ミッション演出も終
了する構成であることから、ステップＳ２５０２において、肯定判別された場合には、ス
テップＳ２５０３において、ミッションフラグをオフ設定し、本処理を終了する。
【０３５９】
　一方、ステップＳ２５０２で否定判別された場合には、ステップＳ２５０４において抽
選許可フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ２５０４で否定判別さ
れた場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ２５０４で肯定判別された
場合には、ステップＳ２５０５において、演出ボタン１２５の操作が行われたか否かを判
別する。ステップＳ２５０５で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０３６０】
　一方、ステップＳ２５０５で肯定判別された場合には、ステップＳ２５０６において確
変大当たりに当選したのか否かを判別する。ステップＳ２５０６で否定判別された場合に
は、後述するミッション達成抽選で外れた場合に移行することとなるステップＳ２５０９
に移行する。尚、本例では、ミッション達成抽選で外れた場合に対応する演出を行わない
構成のため、ステップＳ２５０６で否定判別された場合に、そのまま本処理を終了させて
もよい。
【０３６１】
　一方、ステップＳ２５０６で肯定判別された場合には、ステップＳ２５０７において、
ミッション達成抽選を行う。本実施形態のサブ制御装置２６２は、ミッション乱数カウン



(61) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

タと、ミッション乱数カウンタの値のうち予め設定された当選に対応する値を記憶するミ
ッション用当否判定テーブルとを備えている。ミッション乱数カウンタは、例えば０～１
９９の範囲内で順に１ずつ加算され、上限値である１９９に達した後、下限値である０に
戻るループカウンタとして構成されている。ミッション乱数カウンタは定期的に更新され
る。
【０３６２】
　また、当選となるミッション乱数カウンタの値の数は、状況によって変化する。本実施
形態では、ミッション用当否判定テーブルが、通常モード時用、時間短縮モード時用、確
変モード時用に分かれている。さらに、各モード時用として３つずつ、すなわち、特定ミ
ッション演出の開始０秒～３秒用のテーブル、３秒（３秒丁度は前者に含まる）～５秒用
のテーブル、５秒（５秒丁度は前者に含まる）～７秒用のテーブル、７秒（７秒丁度は前
者に含まる）～９秒用のテーブルがある。つまり、本実施形態では、ミッション用当否判
定テーブルが１２個存在している。
【０３６３】
　さらに、本実施形態では、これら複数のミッション用当否判定テーブルのうちのいずれ
を参照したらよいのかを示す参照テーブルカウンタが設けられている。参照テーブルカウ
ンタは１～１２のいずれかの値をとるようになっており、本実施形態では、１～４が通常
モード時用、５～８が時間短縮モード時用、９～１２が確変モード時用に対応している。
さらに、各モード時用の４つのテーブルのうち、１番小さい数字が０秒～３秒用に対応し
、２番目に小さい数字が３秒～５秒用に対応し、３番目に小さい数字が５秒～７秒用に対
応し、１番大きい数字が７秒～９秒用に対応している。
【０３６４】
　また、本実施形態では、ミッション達成抽選で当選する確率は、タイムトライアル演出
でのクリアが難しかった場合の方が特定ミッション演出にてクリアし易いようにするべく
、確変モード時用＜時間短縮モード時用＜通常モード時用の順に高くなっている。さらに
、ミッション達成抽選で当選する確率は、クリアタイムが遅くなることと引き換えに、ク
リアする可能性が高まるようにするべく、０秒～３秒用＜３秒～５秒用＜５秒～７秒用＜
７秒～９秒用の順に高くなっている。例えば、通常モード時かつ０秒～３秒用のテーブル
を参照した場合には約１／１６で当選し、通常モード時かつ３秒～５秒用のテーブルを参
照した場合には約１／８で当選し、通常モード時かつ５秒～７秒用のテーブルを参照した
場合には約１／４で当選し、通常モード時かつ７秒～９秒用のテーブルを参照した場合に
は約１／３で当選し、時間短縮モード時かつ０秒～３秒用のテーブルを参照した場合には
約１／３２で当選し、時間短縮モード時かつ３秒～５秒用のテーブルを参照した場合には
約１／１６で当選し、時間短縮モード時かつ５秒～７秒用のテーブルを参照した場合には
約１／８で当選し、時間短縮モード時かつ７秒～９秒用のテーブルを参照した場合には約
１／４で当選し、確変モード時かつ０秒～３秒用のテーブルを参照した場合には約１／１
００で当選し、確変モード時かつ３秒～５秒用のテーブルを参照した場合には約１／８０
で当選し、確変モード時かつ５秒～７秒用のテーブルを参照した場合には約１／６０で当
選し、確変モード時かつ７秒～９秒用のテーブルを参照した場合には約１／４０で当選す
る。尚、ミッション用当否判定テーブルの更新制御については後述する。
【０３６５】
　従って、当該ステップＳ２５０７では、ミッション乱数カウンタの値を取得し、参照テ
ーブルカウンタが示すミッション用当否判定テーブルを参照して、取得されたミッション
乱数カウンタの値が当選値であるか否かの判別処理を行うこととなる。
【０３６６】
　続くステップＳ２５０８では、ミッション達成抽選で当選したか否かを判別する。ステ
ップＳ２５０８で否定判別された場合には、ステップＳ２５０９において、残り抽選回数
カウンタ値を１減算する。続くステップＳ２５１０では、残り抽選回数カウンタの値が０
であるか否かを判別する。ステップＳ２５１０で否定判別された場合には、そのまま本処
理を終了する。一方、ステップＳ２５１０で肯定判別された場合、すなわち、特定ミッシ
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ョン演出にて行うことのできる全４回のミッション達成抽選を終えた場合には、ステップ
Ｓ２５１１において、抽選許可フラグをオフ設定してから、本処理を終了する。尚、装飾
図柄表示装置４２等において、ミッション達成抽選を受けることのできる残り回数を示す
ように構成してもよい。
【０３６７】
　また、ステップＳ２５０８で肯定判別された場合、すなわち、特定ミッション演出がク
リアとなる場合には、ステップＳ２５１２において、特定ミッション演出がクリアされた
ことを示すミッション達成フラグをオン設定する。続くステップＳ２５１３では、装飾図
柄表示装置４２等において、特定ミッション演出をクリアしたことを示す演出、すなわち
、「プラチナ魚群」等を導出させるための成功演出処理を実行する。尚、かかる成功演出
としては、「プラチナ魚群」が発生する１秒間のパートと、該パートの後に続いて、特定
ミッション演出の期間が終了するまで繰り返される２秒間のパートとがある。
【０３６８】
　その後、ステップＳ２５１４において、クリアタイム計測タイマをストップし、ステッ
プＳ２５１５において、そのクリアタイム計測タイマの値（ミッションクリアタイム）を
、ミッションクリアタイム記憶エリアに記憶する。さらに、ステップＳ２５１６において
、抽選許可フラグをオフ設定してから、本処理を終了する。
【０３６９】
　次に、ミッション第２実行処理について図２９を参照して説明する。先ず、ステップＳ
２６０１では、ミッションフラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ２
６０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ２６０
１で肯定判別された場合には、ステップＳ２６０２においてみミッション制御タイマの値
が０であるか否かを判別する。ステップＳ２６０２で否定判別された場合には、そのまま
本処理を終了する。尚、ミッション制御タイマは別の処理で定期的に更新されている。
【０３７０】
　ステップＳ２６０２で肯定判別された場合には、ステップＳ２６０３において、参照テ
ーブルカウンタの値が、４、８、１２のいずれかであるか否かを判別する。つまり、参照
テーブルカウンタに４、８、１２のいずれかが設定されている状態というのは、特定ミッ
ション演出が開始されてから７秒～９秒の期間にある状態であって、上記のように、ステ
ップＳ２６０２にてミッション制御タイマが０になっていると判別されることで移行する
当該ステップＳ２６０３のタイミングというのは、その７秒～９秒の期間が終わるタイミ
ング、すなわち、特定ミッション演出の開始から９秒間の間に演出ボタン１２５を４回操
作せず、かつ、ミッション達成抽選にも当選しなかった場合の、演出ボタン１２５の操作
がミッション達成抽選の契機として有効な期間が終了するタイミングとなっている。
【０３７１】
　ステップＳ２６０３で否定判別された場合には、ステップＳ２６０４において、参照テ
ーブルカウンタの値に１を加算する。さらに、ステップＳ２６０５において、ミッション
制御タイマに２秒に対応する値を設定してから、本処理を終了する。
【０３７２】
　また、ステップＳ２６０３で肯定判別された場合には、ステップＳ２６０６において、
ミッション達成フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ２６０６で否
定判別された場合には、ステップＳ２６０７において、抽選許可フラグをオフ設定する。
ちなみに、ミッション達成抽選が上限の４回を実行済みの場合には、既に抽選許可フラグ
がオフ設定されている。
【０３７３】
　続くステップＳ２６０８では、特定ミッション演出をクリアできなかったことを示す１
秒間の残念演出を行うための設定を行ってから、本処理を終了する。つまり、例えば、特
定ミッション演出をクリアできない場合には、装飾図柄表示装置４２において、特定ミッ
ション演出の開始から９秒後まで「プラチナ魚群」を探す表示演出が行われ、９秒後から
最後までの１秒間は、「プラチナ魚群」を探し出すことができなかったことを悔しがる表
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示演出が行われる。
【０３７４】
　また、ステップＳ２６０６で肯定判別された場合、すなわち、既に装飾図柄表示装置４
２等において、特定ミッション演出がクリアされたことを示す成功演出が行われている場
合には、ステップＳ２６０９において、ミッション達成フラグをオフ設定してから、本処
理を終了する。
【０３７５】
　尚、特定ミッション演出に際して、装飾図柄表示装置４２の右下領域で行われている装
飾図柄の変動表示については、特定ミッション演出の終了とともに停止表示される。特に
、特定ミッション演出が成功した場合には、装飾図柄が確変大当たりであることを示す奇
数のゾロ目で停止表示され、成功しなかった場合には、装飾図柄が通常大当たり及び確変
大当たりのどちらの可能性もある偶数のゾロ目で停止表示される。また、本実施形態では
、図２５～図２９の主制御装置２６１及びサブ制御装置２６２による一連の処理を行う機
能が特定演出実行手段を構成する。さらに、主制御装置２６１によるステップＳ２３０２
、ステップＳ２３０７、サブ制御装置２６２によるステップＳ２４０８、ステップＳ２５
０７、ステップＳ２５０８の機能が達成検知手段を構成し、ステップＳ２４１２やステッ
プＳ２５１５でクリアタイム計測タイマの値が記憶されるトライアルクリアタイム記憶エ
リア及びミッションクリアタイム記憶エリアが達成記憶手段を構成する。
【０３７６】
　尚、本実施形態では、土曜日及び日曜日の午前１０時前において、残り時間計測タイマ
の値に基づいて、「残り何分で特定演出が開始されます」等といったアナウンスが行われ
る。これにより、遊技者が、今日これから特定演出が本当に行われるのか不安になること
を回避することができる。また、土曜日及び日曜日以外の曜日でも、予め設定されている
予定時刻に基づいて、「特定演出というものが土曜日及び日曜日の午前１０時に行われま
す」等というアナウンス（宣伝）が行われる。もちろん、上記のようにパチンコ機１０毎
のリアルタイムクロックの計測時刻がずれていても、現在の時刻を正しく補正する機能を
備えていることで、特定演出の開始時刻を予定通りの予定時刻に合わせることができる。
このため、遊技者は、自身の時計（例えば電波時計）を確認しながら、間もなく予定時刻
となる頃に遊技ホールへ到着し、モバイル連動遊技の手続（パスワードの入力等）の完了
が予定時刻ギリギリになっても、特定演出に確実に間に合うこととなる。
【０３７７】
　さて、上記のように、特定演出が行われた場合の特定演出の記録、すなわち、特定ミッ
ション演出のクリアタイム、及び、タイムトライアル演出のクリアタイムを示す情報は、
モバイル連動遊技を終了させる際に、装飾図柄表示装置４２にて表示され、携帯通信端末
に読み取らせるＱＲコードに含まれるようになっている。ＱＲコードを読み取った携帯通
信端末でサーバにアクセスすると、ＱＲコードに含まれる情報がサーバ側に読み取られ、
これにより、サーバ側で、その遊技者と、特定ミッション演出のクリアタイム、及び、タ
イムトライアル演出のクリアタイムとを対応付けするとともに、サーバにアクセスした遊
技者全ての特定ミッション演出のクリアタイム、及び、タイムトライアル演出のクリアタ
イムを集計し、上位者を特定する。尚、ＱＲコードには、日にちの情報も含まれ、サーバ
側では、対象の日に行われた特定演出であるか（今週のものであって、先週以前のもので
はないか）についても確認される。本実施形態では、装飾図柄表示装置４２において、特
定ミッション演出のクリアタイム、及び、タイムトライアル演出のクリアタイムの情報を
含むＱＲコードを表示する機能が情報出力手段を構成する。
【０３７８】
　つまり、特定ミッション演出のクリアタイムが最も早かったものが１位となり、５位ま
でがランキング上位者としてウェブページにアップされる。より具体的には、本例では、
特定演出が土曜日及び日曜日に行われることから、ランキングの受付締切を月曜日の午後
１１時５０分までとしている。尚、月曜日の午後１１時５０分までは、暫定順位が発表さ
れ、１１時５０分を過ぎると順位が確定する。また、特定ミッション演出のクリアタイム
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が同じであった場合、タイムトライアル演出のクリアタイムを参照し、その早い方が１位
となる。また、特定ミッション演出をクリアした遊技者がいなかった場合には、タイムト
ライアル演出のクリアタイムのクリアタイムが最も早かった遊技者が１位となる。ちなみ
に、サーバでの特定演出のランキングの受付は、土曜日の午前１０時からとなっている。
【０３７９】
　また、本実施形態では、特定演出で１位をとった遊技者に対し、次回の特定演出に関す
る設定を行う権利が付与されることとなる。すなわち、本実施形態では、モバイル連動遊
技の初回登録を行うことで、特定演出に関する設定を行えるように構成されている。つま
り、上記した特定演出では、タイムトライアル演出において「伝説の海域」を探し、特定
ミッション演出において「プラチナ魚群」を探すようになっているが、本実施形態では、
探索を行う場所、探索の対象、探索を行うキャラクタ等が複数パターン用意されている。
そして、これらを自由に組合わせた設定を行うことができ、特定演出でトップの成績を収
めた遊技者の設定が来週の特定演出に反映されるようになっている。
【０３８０】
　また、かかる「反映」についてであるが、上記のようにランキングが確定した後は、サ
ーバで発行されるパスワードに特定演出でトップの成績を収めた遊技者の設定内容が含ま
れるようになっている。そして、特定演出が行われる当日に、かかるパスワードを入力す
ることで、特定演出の内容が前記設定を反映したものになるようになっている。尚、かか
るパスワードの発行期限は日曜日の午前１０時までとなっている。
【０３８１】
　ちなみに、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っていない場合、先週の特定演出で
トップをとった遊技者の設定が反映された特定演出が行われることはなく、オリジナル（
初期）の特定演出が行われる。但し、モバイル連動遊技ではないときに行われる特定演出
は、モバイル連動遊技での特定演出に比べ、音量が半分以下とされる制御が行われる。ま
た、特定演出を行った後にモバイル連動遊技を開始したとしても、モバイル連動遊技の開
始前に行われた特定演出の結果はＱＲコードに含まれないようになっている（トライアル
クリアタイム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリアにクリアタイムを記憶させ
る際にモバイル連動遊技中であるか否かを確認して否定された場合には記憶させないよう
にしてもよい）。
【０３８２】
　以上、詳述したように、第３実施形態によれば、同一機種の複数台のパチンコ機１０で
一斉に同じ演出（特定演出）を開始させることができる。さらに、特定演出を構成するタ
イムトライアル演出、及び、特定ミッション演出のクリアタイム、並びに、遊技者を特定
可能な遊技者情報を含む情報を、モバイル連動遊技の終了時に発行されるＱＲコードに含
めて表示されるようになっている。これにより、ＱＲコードを読み取る携帯通信端末を介
して、サーバにてクリアタイムを集計することが可能となり、「特定演出を体験した遊技
者のうち誰がいち早く特定ミッション演出をクリアしたのかを競う（特定ミッション演出
をクリアした遊技者がいない、或いは、該当者が重複する場合にはトライアルクリアタイ
ムを参照する）」といった新たな遊技性を付与することができる。従って、複数台のパチ
ンコ機１０で同時に行われる特定演出を利用して遊技性をより一層向上させることができ
る。
【０３８３】
　また、遊技者は、サーバで集計される特定演出のランキングでトップをとった場合に、
その遊技者の特定演出に関する設定を、次回の特定演出に反映させることができるように
なっている。この場合、特定演出に対してより強い興味を抱かせることができる。特に、
本実施形態では、特定演出のランキングでトップをとった遊技者の設定が、本人に発行さ
れるパスワードのみならず、他人に発行されるパスワードにも反映されるようになってい
る。つまり、次回の特定演出に関する設定の決定権が付与された場合には、自分の遊技の
みならず、他人の遊技にも影響を与えることとなる。このため、特定演出の価値を飛躍的
に高めることができ、特定演出への興味や参加意欲をより一層高めることができる。加え
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て、決定権者による設定は、特定演出に関するものだけにとどめてあることから、他の遊
技者の設定によって、自分の遊技を何もかも左右されてしまうといった事態を回避するこ
とができる。
【０３８４】
　また、前回の特定演出の結果に基づく設定を反映させていくためには、パチンコ機１０
とサーバとの間で情報交換をする遊技（モバイル連動遊技）に参加する必要があることか
ら、結果的に、モバイル連動遊技に参加してもらう機会を増やすことができる。これによ
り、サーバを管理・運営する遊技機メーカーでは、パチンコ機１０の開発資料となる遊技
情報をより多く得ることができる。
【０３８５】
　加えて、モバイル連動遊技に参加していない場合には、特定演出の実行期間における音
量が低下する。このため、モバイル連動遊技に参加している遊技者の特定演出を阻害して
しまうことを回避することができる。また、モバイル連動遊技への参加を促すことができ
る。
【０３８６】
　また、上記実施形態では、通常モード、時間短縮モード、又は、確変モードのいずれの
モードにおいてタイムトライアル演出をクリアしたかによって、特定ミッション演出の達
成確率（ミッション達成抽選の当選確率）が異なるようになっている。特に、本実施形態
では、タイムトライアル演出を最もクリアし難い通常モードをクリアした場合のミッショ
ン達成抽選の当選確率が最も高く、反対に、タイムトライアル演出を最もクリアし易い確
変モードをクリアした場合のミッション達成抽選の当選確率が最も低く構成されている。
このため、特定演出（タイムトライアル演出）開始時の状況の差異による不公平感を軽減
させることができる。
【０３８７】
　さらに、上記実施形態の特定ミッション演出は、遊技者が操作ボタン１２５を操作する
ことで、特定ミッション演出を成功させるか否かを決定するミッション達成抽選が行われ
る構成であって、特定ミッション演出の期間中において、どのタイミングでミッション達
成抽選が行われるかによって、特定ミッション演出の達成確率（ミッション達成抽選の当
選確率）が異なるようになっている。本実施形態では、特定ミッション演出の開始からの
経過時間が長いほど、ミッション達成抽選の当選確率が高くなるように構成されている。
つまり、有効期間における時間の経過と引き換えに、ミッション達成抽選での当選確率を
高めることができる。従って、特定演出で良い成績を収めるためにはできるだけ早く演出
ボタン１２５を操作してミッション達成抽選にて当選する必要があるが、演出ボタン１２
５を操作するタイミングを遅らせることでミッション達成抽選にて当選する確率が高まる
ことから、成功する確率は比較的低いがより早い当選を目指して極力早いタイミングで演
出ボタン１２５を操作するのか、或いは、確実性を求めて慎重に高い確率での当選を目指
して比較的遅いタイミングで演出ボタン１２５を操作するのか等といった駆け引きを楽し
むことができる。また、ミッション達成抽選の回数の上限が決められていることから、上
記作用効果が確実に奏されることとなる。
【０３８８】
　また、本実施形態では、パチンコ機１０の電源がオンされた場合に、リアルタイムクロ
ックで現在の時刻を確認して、予定時刻までの残り時刻を演算、及び、カウントを開始す
るようになっているが、ここの演算に使用される「現在の時刻」は、リアルタイムクロッ
クが示す計測値（時刻）そのものではなく、１時間を１０分毎に区切ったなかでの区切り
とされた時刻のうちリアルタイムクロックで計測されている現在時刻に最も近い時刻が「
現在の時刻」に当てられる。これにより、同時に電源がオンにされた複数のパチンコ機１
０のリアルタイムクロックにそれぞれずれが生じている場合であっても、予定時刻までの
残り時刻が一致するように「現在の時刻」が補正されることとなって、特定演出の開始タ
イミングを一致させることができる。さらに、電源が別のタイミングでオンにされるパチ
ンコ機１０との間でも、特定演出の開始タイミングを一致させることができる。
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【０３８９】
　以上のような構成を採用することによって、同時に電源がオンにされたパチンコ機１０
は勿論のこと、異なるタイミングで電源がオンにされたパチンコ機１０でも、特定演出の
開始時刻を一致させることができる。従って、例えば、特定演出を目当てにする遊技者が
、Ａ店で特定演出を行った後、Ｂ店に移動してＢ店で特定演出を行うといった行為を不可
能とすることができ、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにした遊
技者の流出を防止することができる。
【０３９０】
　また、本実施形態ではでは、パチンコ機１０製造時の設定に基づいて、遊技ホール関係
者以外の者でも、特定演出が行われる日時を特定することが可能となる。すなわち、例え
ば、遊技機メーカーの運営するサーバや、パチンコ機１０において、今後の予定として、
○月○日○時に（特定演出としての）○○ムービーが公開される等の告知を行うことも可
能となる。かかる告知により、以降の特定演出を堪能してもらうチャンスを広げることが
できる。特に、時間まで特定できることから、特定演出を見に指定の日に遊技ホールに行
ったが、既に特定演出が行われる時間を過ぎていたといった事態を抑制することができる
。しかも、特定演出が行われる日時として、だいたい○月○日○時頃というある程度の幅
を持たせた情報ではなく、○月○日○時として特定することが可能となる。このように、
特定演出の開始時刻を予定通りの予定時刻に合わせることができるため、遊技者は、自身
の時計（例えば電波時計）を確認しながら、間もなく予定時刻となる頃に遊技ホールへ到
着し、モバイル連動遊技の手続（パスワードの入力等）の完了が予定時刻ギリギリになっ
ても、特定演出に確実に間に合うこととなる。つまり、リアルタイムクロックが進む側に
ずれていて、遊技者が自身の時計を確認して間に合うと思っていたところ間に合わなかっ
たという事態を回避することができる。
【０３９１】
　さらに、パチンコ機１０に内蔵されるリアルタイムクロックのずれを修正可能に構成し
なくても、異なるタイミングで電源がオンにされたパチンコ機１０との間でも特定演出の
開始タイミングのずれを防止することができる。このため、複数のパチンコ機１０のリア
ルタイムクロックの状況を把握して、それを実際の時間と比較して（自動的に、又は、遊
技ホール関係者による手動によって）修正できるような構成とすることに起因して島設備
の複雑化やコストの増加を招いたり、パチンコ機１０外部からの入力経路が増えることに
起因して不正入力への耐性が弱まったりするおそれを回避することができる。加えて、リ
アルタイムクロックを省略しても、電源の立上げ時からの時間を計測するタイマを設けた
場合には、一斉に電源がオンにされたパチンコ機１０において同時に特定演出を開始させ
ることはできるが、停電が生じると、停電前に既に行われた特定演出が、停電後にも意図
することなく再度実行されてしまうこと等が懸念される。この点、本実施形態のように、
リアルタイムクロックと、残り時間計測タイマとを併用することで、特定演出に関し、停
電があった場合にも、なかった場合と変わりなく遊技を進行することができる。
【０３９２】
　また、リアルタイムクロックとして電波時計を搭載することも考えられるが、パチンコ
機１０が標準電波を上手く受信できない環境に設置されること（遊技ホールがビルの地下
にあったり、高圧電線等の近くにあったりする場合もある）も考えられ、かかる環境下で
は、電波時計を使用して特定演出を行おうとしても、特定演出の開始タイミングがばらつ
いてしまうことが懸念される。これに対し、本実施形態によれば、パチンコ機１０の設置
場所に関係なく上記作用効果を確実に発揮することができる。
【０３９３】
　さらに、特定演出に関するデータがパチンコ機１０の外部に出力可能に構成され、該デ
ータを遊技機メーカーが管理するサーバに入力することで、該データを集計したデータの
公表等の各種サービスが行われる構成において、特定演出の開始や終了のタイミングが揃
うことによって、サーバ側での特定演出に関するデータ等の集計・管理作業を比較的容易
に行うことができる。
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【０３９４】
　加えて、本実施形態では、現在の時刻の補正を行う残時間設定処理が、パチンコ機１０
の電源立上げ時の初期設定処理にて、所定の判別処理が行われる前の段階で行われ、残り
時間計測タイマに特定演出を開始させるまでの時間が設定されて、カウントダウンが開始
されるようになっている。このため、例えば、残時間設定処理の前に判別処理が介在して
しまうことに起因して、パチンコ機１０毎に残り時間計測タイマの計測値がずれてしまう
といった事態を防止することができる。
【０３９５】
　（第４実施形態）
　以下、第４実施形態について、特徴部分を中心に図３０～図３６を参照して説明する。
尚、基本構成については、上記第１実施形態や第３実施形態と同様であるため、その説明
を省略するとともに、同じ部材名称及び部材番号を用いて説明する。
【０３９６】
　さて、第４実施形態では、上記第３実施形態と同様に、「特定演出」を実行するのであ
るが、第３実施形態では、特定演出の開始タイミングに大当たりとなる変動表示中である
場合には特定演出を行わない構成となっているが、図３０に示すように、第４実施形態で
は、特定演出の開始タイミングに大当たりとなる変動表示中であっても、特定演出を行う
構成となっている。また、第４実施形態では、特定演出の開始タイミングにおいて、大当
たり状態中であった場合や、変動表示が行われていない状態であった場合にも、当該パチ
ンコ機１０を遊技する遊技者が特定演出に参加できるように構成されている。さらに、第
４実施形態では、特定演出の開始タイミングにおいて、モバイル連動遊技ではない状態（
否モバイル連動遊技状態）であった場合であっても、特定演出の記録をモバイル連動遊技
に反映させることができるように構成されている。以下、かかる構成の詳細について、説
明する。尚、特定演出終了処理、及び、ミッション第２実行処理については、上記第３実
施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０３９７】
　先ず、トライアル演出実行処理について、図３１を参照して説明する。ステップＳ６２
０１では、特定演出の開始タイミングの到来を示す特定演出開始コマンドを受信したか否
かを判別する。ステップＳ６２０１で肯定判別された場合には、ステップＳ６２０２にお
いて、タイムトライアルフラグをオン設定し、ステップＳ６２０３においてクリアタイム
計測タイマの計測をスタートさせる。
【０３９８】
　続くステップＳ６２０４では、大当たり中であるか否かを判別する。ステップＳ６２０
４で否定判別された場合には、ステップＳ６２０５において、変動表示が所定時間行われ
ない場合に移行するデモ画面表示が表示中であるか否かを判別する。デモ画面表示は、機
種毎に適宜設定されるものであり、例えば、装飾図柄の表示に代えて、表示画面全体での
デモンストレーション表示が行われる場合や、（装飾図柄が停止表示された状態のまま）
発光量を抑える等して装飾図柄表示装置４２での電力消費が図られる場合等がある。
【０３９９】
　ステップＳ６２０５で否定判別された場合には、ステップＳ６２０６において、トライ
アル表示フラグをオン設定する。本実施形態では、トライアル表示フラグがオン設定され
ている場合にのみ、特定演出（タイムトライアル演出）に対応する装飾図柄表示装置４２
における表示演出、特定演出に対応する音声出力、及び、特定演出に対応する各種ランプ
の点灯態様が導出されるようになっている。
【０４００】
　ステップＳ６２０６の後、ステップＳ６２０７において、特定演出の結果を示すための
トライアルカウンタの値を「１」に設定してから、本処理を終了する。尚、本実施形態で
は、デモ画面を表示している状態が、専用の待機状態に相当する。
【０４０１】
　また、ステップＳ６２０４、又は、ステップＳ６２０５で肯定判別された場合には、ス
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テップＳ６２０６をスキップして、ステップＳ６２０７に移行する。つまり、大当たり状
態中やデモ画面表示中である場合には、特定演出の開始タイミングが到来しても、特定演
出に対応する表示態様や音声態様等を導出しない（外見上の状態をキープする）ようにな
っている。但し、内部的には、タイムトライアルフラグがオン設定され、クリアタイム計
測タイマの計測がスタートされているため、タイムトライアル演出に途中参加することや
、タイムトライアル演出のクリアタイムを明示することができるようになっている。
【０４０２】
　また、ステップＳ６２０１で否定判別された場合には、ステップＳ６２０８において、
タイムトライアルフラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ６２０８で
肯定判別された場合には、ステップＳ６２０９において、トライアル表示フラグがオン設
定されているか否かを判別する。ステップＳ６２０９で否定判別された場合、ステップＳ
６２１０において、大当たり中であるか否かを判別する。ステップＳ６２１０で否定判別
された場合には、ステップＳ６２１１において、デモ画面表示中であるか否かを判別する
。ステップＳ６２１１で否定判別された場合には、ステップＳ６２１２において、トライ
アル表示フラグをオン設定する。すなわち、特定演出の実行期間において、大当たり中或
いはデモ画面表示中であることによって特定演出（タイムトライアル演出）に対応する表
示態様などは導出されていなかったが、大当たり状態が終了したり、当該パチンコ機１０
の遊技を遊技者が開始してデモ画面表示が終わったりした場合には、ステップＳ６２１２
でトライアル表示フラグをオン設定することで、即座に、外見上にも特定演出を開始させ
るようになっている。
【０４０３】
　ステップＳ６２１２の後、或いは、ステップＳ６２０９、ステップＳ６２１０、又は、
ステップＳ６２１１のいずれかで肯定判別された場合には、ステップＳ６２１３において
、タイムトライアル演出の時間切れであることを示すタイムアップ演出コマンドを受信し
たか否かを判別する。
【０４０４】
　ステップＳ６２１３で肯定判別された場合には、ステップＳ６２１４において、タイム
トライアルフラグをオフ設定する。続くステップＳ６２１５では、トライアル表示フラグ
がオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ６２１５で肯定判別された場合、す
なわち、タイムトライアル演出に対応する表示態様等が導出されていた場合には、ステッ
プＳ６２１６において、タイムトライアル演出が終了したことを装飾図柄表示装置４２の
表示態様等で教示するタイムアップ演出を行うための処理を行う。
【０４０５】
　ステップＳ６２１６の後、又は、ステップＳ６２１５で否定判別された場合には、ステ
ップＳ６２１７において、クリアタイム計測タイマをストップ、及び、リセットする。ス
テップＳ６２１７の後、ステップＳ６２１８において、モバイル連動遊技中であるか否か
を判別する。ステップＳ６２１８で肯定判別された場合には、ステップＳ６２１９におい
てトライアルカウンタの値を「２」に設定してから、本処理を終了する。
【０４０６】
　ちなみに、タイムトライアル演出が開始されてから、タイムトライアル演出が終了する
前までの間に、モバイル連動遊技を終了した場合には、コード発行画面において表示され
るＱＲコードに対して、トライアルカウンタの値が「１」である情報が含められ、この情
報を得たサーバ側では、当該遊技者がタイムトライアル演出を途中で止めた（途中棄権し
た）ことを把握することができる。また、サーバが、トライアルカウンタの値が「２」で
ある情報を得た場合には、当該遊技者がタイムトライアル演出をクリアできなかった（タ
イムアップした）ことを把握することができる。これらの情報は、サーバ側で蓄積記憶さ
れる。尚、コード発行画面が消去される場合に、トライアルカウンタの値もリセットされ
る（「０」が設定される）ようになっている。
【０４０７】
　一方、ステップＳ６２１８で否定判別された場合には、ステップＳ６２２０において、
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後付け確認フラグをオン設定してから、ステップＳ６２１９に移行する。すなわち、モバ
イル連動遊技を行っている場合、特定演出の結果についても蓄積、かつ、今後の遊技に際
しての演出等に反映されるようになっているが、本実施形態では、この時点でモバイル連
動遊技を行っていない遊技者であっても、今回の特定演出を行ってみてモバイル連動遊技
を行ってみたくなった場合には、今回の今回の特定演出の結果についてもモバイル連動遊
技に反映させることができるように構成されている。当該構成の詳細については後述する
。
【０４０８】
　また、ステップＳ６２１３で否定判別された場合、又は、ステップＳ６２０８で否定判
別された場合には、図３２のステップＳ６３０１に移行する。ステップＳ６３０１では、
タイムトライアル演出をクリアしたこと（タイムトライアル演出期間中に大当たりとなる
変動表示が開始されたこと）を示す特定ミッション準備コマンドを受信したか否かを判別
する。ステップＳ６３０１で肯定判別された場合には、ステップＳ６３０２において、タ
イムトライアルフラグをオフ設定し、ステップＳ６３０３において、ミッション準備演出
を行うための処理（特定ミッション演出の説明等）を行う。続くステップＳ６３０４では
、クリアタイム計測タイマをストップさせ、ステップＳ６３０５において、クリアタイム
計測タイマの計測値をトライアルクリアタイム記憶エリアに記憶する。
【０４０９】
　さらに、ステップＳ６３０６において、クリアタイム計測タイマをリセットし、ステッ
プＳ６３０７において、トライアルカウンタの値に「３」を設定する。続くステップＳ６
３０８では、モバイル連動遊技中であるか否かを判別する。ステップＳ６３０８で否定判
別された場合には、ステップＳ６３０９において、後付け確認フラグをオン設定してから
、本処理を終了する。一方、ステップＳ６３０８で肯定判別された場合には、そのまま本
処理を終了する。
【０４１０】
　また、ステップＳ６３０１で否定判別された場合には、ステップＳ６３１０において、
ミッション準備演出を終了させ、実質的な特定ミッション演出を開始させることを示す開
始特定ミッション演出開始コマンドを受信したか否かを判別する。ステップＳ６３１０で
否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０４１１】
　一方、ステップＳ６３１０で肯定判別された場合には、ステップＳ６３１１～ステップ
Ｓ６３２０の特定ミッション演出を開始させるための処理を行う。これらの処理は基本的
に上記第３実施形態と同様の内容（図２７のステップＳ２４１４～ステップＳ２４２４に
おいて、ステップＳ２４１８のミッションクリアタイム記憶エリアをリセットする処理を
省略したような内容）である。
【０４１２】
　次に、ミッション第１実行処理について、図３３を参照して説明する。先ず、ステップ
Ｓ６４０１では、ミッションフラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ
６４０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ６４
０１で肯定判別された場合には、ステップＳ６４０２において、特定ミッション演出に対
応する変動表示の終了時期が到来したか否かを判別する。ステップＳ６４０２で肯定判別
された場合には、ステップＳ６４０３において、ミッションフラグをオフ設定し、ステッ
プＳ６４０４において、抽選許可フラグをオフ設定し、ステップＳ６４０５においてトラ
イアル表示フラグをオフ設定し、ステップＳ６４０６において、クリアタイム計測タイマ
をストップさせ（既に停止している場合もある）、リセットする。その後、本処理を終了
する。
【０４１３】
　一方、ステップＳ６４０２で否定判別された場合には、ステップＳ６４０７において、
抽選許可フラグがオン設定されているか否かを判別し、肯定判別された場合には、ステッ
プＳ６４０８において、演出ボタン１２５の操作があるか否かを判別する。ステップＳ６
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４０７又はステップＳ６４０８で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０４１４】
　一方、ステップＳ６４０８で肯定判別された場合には、ステップＳ６４０９において、
確変大当たりであるか否かを判別し、肯定判別されると、ステップＳ６４１０において、
ミッション達成抽選を行う。続くステップＳ６４１１では、ミッション達成抽選にて当選
したか否かが判別され、ここで否定判別された場合、又は、上記ステップＳ６４０９で否
定判別された場合には、ステップＳ６４１２において、残り抽選回数カウンタを１減算す
る。その後、ステップＳ６４１３において、残り抽選回数カウンタの値が「０」であるか
否かを判別し、否定判別された場合にはそのまま本処理を終了する一方で、肯定判別され
た場合には、ステップＳ６４１４において、抽選許可フラグをオフ設定してから、本処理
を終了する。
【０４１５】
　また、ステップＳ６４１１で肯定判別された場合には、ステップＳ６４１５において、
ミッション達成フラグをオン設定し、ステップＳ６４１６において、特定ミッション演出
をクリアしたことを装飾図柄表示装置４２の表示態様等で教示する成功演出を行うための
処理を行う。さらに、ステップＳ６４１７において、クリアタイム計測タイマをストップ
させ、ステップＳ６４１８において、そのクリアタイム計測タイマの計測値をミッション
クリアタイム記憶エリアに記憶する。
【０４１６】
　続くステップＳ６４１９では、抽選許可フラグをオフ設定し、ステップＳ６４２０にお
いて、トライアルカウンタの値に「４」を設定する。尚、サーバは、トライアルカウンタ
の値が「３」である情報を受けた場合には、タイムトライアル演出はクリアしたものの、
特定ミッション演出はクリアできなかったこと、すなわち、タイムトライアル演出のクリ
アタイムのデータはあるが、特定ミッション演出のクリアタイムの情報はないことを把握
することができる。さらに、サーバは、トライアルカウンタの値が「４」である情報を受
けた場合には、特定ミッション演出をクリアしたこと、すなわち、タイムトライアル演出
のクリアタイムデータ、及び、特定ミッション演出のクリアタイムデータの両方があるこ
とを把握することができる。
【０４１７】
　その後、ステップＳ６４２１では、モバイル連動遊技中であるか否かを判別する。ステ
ップＳ６４２１で否定判別された場合には、ステップＳ６４２２において、後付け確認フ
ラグをオン設定してから、本処理を終了する。一方、ステップＳ６４２１で肯定判別され
た場合には、そのまま本処理を終了する。尚、本実施形態においても、上記第３実施形態
と同様に、ミッション第２実行処理が行われる。
【０４１８】
　さて、上記のように、モバイル連動遊技を行っていない状態で特定演出に参加した場合
には、後付け確認フラグがオン設定されるようになっている。次に、後付け確認フラグが
オン設定されている場合に行われる処理（アナウンス開始タイミング判別処理）について
、図３４を参照して説明する。
【０４１９】
　先ず、ステップＳ６５０１では、後付け確認フラグがオン設定されているか否かを判別
する。ステップＳ６５０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方
、ステップＳ６５０１で肯定判別された場合には、ステップＳ６５０２において、変動表
示（大当たり乱数カウンタＣ１の値等の変動情報）が保留記憶されているか否かを判別す
る。ちなみに、当該アナウンス開始タイミング判別処理はサブ制御装置２６２側の処理で
あるため、サブ制御装置２６２のＲＡＭ５５３に設けられた保留情報記憶エリア（上記第
２実施形態参照）を確認してステップＳ６５０２の判別を行う。
【０４２０】
　ステップＳ６５０２で否定判別された場合、ステップＳ６５０３において、変動表示中
であるか否かを判別する。ステップＳ６５０２、又は、ステップＳ６５０３で肯定判別さ
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れた場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ６５０３で否定判別された
場合、すなわち、変動表示が途切れた場合には、ステップＳ６５０４において、後付け確
認フラグをオフ設定する。
【０４２１】
　続くステップＳ６５０５において、アナウンスフラグをオン設定する。さらに、ステッ
プＳ６５０６では、デモ画面表示中であるか否かを判別する。ステップＳ６５０６で否定
判別された場合、ステップＳ６５０７において、装飾図柄表示装置４２においてアナウン
ス画面を表示するとともに、対応する音声出力等の制御を実行させる。本実施形態では、
モバイル連動遊技を行っていない状態で特定演出を行った場合、このタイミング、つまり
、変動表示が途切れたタイミングで、モバイル連動遊技に参加する機会が与えられ、ここ
でモバイル連動遊技に参加する場合には、今回の特定演出の結果についても、サーバ側に
送って蓄積情報に加えられ、今後の遊技の演出等に反映されるようになっている。
【０４２２】
　そこで、当該ステップＳ６５０７では、その旨をアナウンスするためのアナウンス画面
の表示（アナウンス表示）を開始させるようになっている。本実施形態では、「モバイル
連動遊技に参加することで、あなたの遊技履歴に応じた特別な演出を楽しめるようになり
ます」とか、「今、モバイル連動遊技に参加することで、今回の特定演出の結果を反映さ
せることができますよ」とか、「特定ミッション演出を一番早くクリアした遊技者には、
次回の特定演出の内容を設定することができます」等といったアナウンス表示が行われる
。
【０４２３】
　ステップＳ６５０７の後、ステップＳ６５０８においてアナウンス制御タイマに対して
アナウンスを行う時間（例えば１分）に対応する値をセットしてから、本処理を終了する
。尚、アナウンス制御タイマについては、所定時間毎に行われるタイマ割込み処理におい
て減算処理が行われるようになっている。
【０４２４】
　また、ステップＳ６５０６で肯定判別された場合には、ステップＳ６５０７をスキップ
して、ステップＳ６５０８に移行する。すなわち、本実施形態では、パチンコ機１０を遊
技していなくても、特定演出が内部的に開始され、後付け確認フラグがオン設定され、当
該ステップＳ６５０６にまで移行することとなる。但し、その場合、アナウンス画面を表
示する必要はないため、ステップＳ６５０７をスキップさせている。
【０４２５】
　尚、詳しくは後述するが、アナウンス画面を表示可能な期間（アナウンス表示期間）は
、変動表示が開始される場合にも終了することとなる。従って、表面上はデモ画面表示が
行われ、内部的にアナウンス表示期間となっている場合には、変動表示が開始されること
で、デモ画面表示が終了する（変動表示に開始はデモ画面表示の終了契機でもある）とと
もに、アナウンス表示期間も終了するため、例えば、内部的にアナウンス表示期間となっ
ている状態で遊技者が遊技を開始しても、支障なく遊技を進行させることができるように
なっている。
【０４２６】
　次に、アナウンス実行処理について、図３５を参照して説明する。先ず、ステップＳ６
６０１では、アナウンスフラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ６６
０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ６６０１
で肯定判別された場合には、ステップＳ６６０２において、変動表示が開始されたか否か
を判別する。
【０４２７】
　ステップＳ６６０２において否定判別された場合には、ステップＳ６６０３において、
アナウンス制御タイマの値が「０」になったか否かを判別する。ステップＳ６６０３で否
定判別された場合には、ステップＳ６６０４において、追記要請入力があるか否かを判別
する。すなわち、アナウンス画面（或いは、後述のガイダンス画面）においては、「モバ
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イル連動遊技に参加する」という選択肢が表示されており、十字ボタン１２６でそこにカ
ーソルを合わせて演出ボタン１２５を操作することで、前記追記要請入力となる。
【０４２８】
　ステップＳ６６０４で否定判別された場合、ステップＳ６６０５において、ガイダンス
要請入力があるか否かを判別する。本実施形態では、アナウンス画面において、「より詳
しく」という選択肢が表示されており、十字ボタン１２６でそこにカーソルを合わせて演
出ボタン１２５を操作することで、前記ガイダンス要請入力となる。ステップＳ６６０５
で肯定判別され、ガイダンス要請入力が行われると、ステップＳ６６０６においてガイダ
ンス画面が表示される。本実施形態では、「あなたの特定ミッション演出のクリアタイム
は・・・秒です」とか、「前回の特定ミッション演出のクリアタイムトップ３は・・・秒
、・・・秒、・・・秒です」等といったガイダンス表示が行われる。ステップＳ６６０６
の後、本処理を終了する。
【０４２９】
　また、ステップＳ６６０５で否定判別された場合には、ステップＳ６６０７において、
アナウンス要請入力があるか否かを判別する。本実施形態では、ガイダンス画面において
、「戻る」、「モバイル連動遊技に参加する」という選択肢が表示されており、十字ボタ
ン１２６で「戻る」にカーソルを合わせて演出ボタン１２５を操作することで、前記アナ
ウンス要請入力となる。ステップＳ６６０７で肯定判別された場合、ステップＳ６６０８
において、アナウンス画面を表示してから、本処理を終了する。一方、ステップＳ６６０
７で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０４３０】
　また、ステップＳ６６０４で肯定判別された場合、すなわち、追記要請入力があった場
合には、ステップＳ６６０９において、追記フラグをオン設定するとともに、ステップＳ
６６１０において、追記画面を表示する。本実施形態では、追記画面において、「モバイ
ル連動遊技に参加する手続きを行います」といった案内が表示されるとともに、「モバイ
ル連動遊技は初めての方」、及び、「モバイル連動遊技のパスワードを所有している方」
といった選択肢が表示されるようになっている。
【０４３１】
　続くステップＳ６６１１では、アナウンス制御タイマに対して、追記画面を表示する期
間に相当する時間（例えば３０秒）に対応する値をセットする。その後、ステップＳ６６
１３において、アナウンスフラグをオフ設定してから、本処理を終了する。尚、アナウン
スフラグがオフ設定されることにより、アナウンス画面やガイダンス画面の表示が終了す
る。
【０４３２】
　また、ステップＳ６６０３で肯定判別された場合、すなわち、アナウンスを行う期間の
終了時期が到来した場合には、ステップＳ６６１２において、トライアルクリアタイム記
憶エリア及びミッションクリアタイム記憶エリアの記憶内容を消去するとともに、トライ
アルカウンタをリセットする。つまり、例えば、アナウンス画面は表示されたものの、モ
バイル連動遊技を行う気がなく、そのまま放置された場合や、遊技が行われておらず、内
部的にアナウンス期間となっていたが、その期間が過ぎた場合等には、特定演出に関する
情報をコード発行画面のコード情報に含める（該情報を外部に出力する）必要がなく、記
憶しておく必要がないことから、ここで消去するようになっている。そして、ステップＳ
６６１２の後、ステップＳ６６１３でアナウンスフラグをオフしてから、本処理を終了す
る。
【０４３３】
　さらに、ステップＳ６６０２で肯定判別された場合、すなわち、アナウンス画面やガイ
ダンス画面の表示中に変動表示が開始される（始動入賞ユニット３３に遊技球が入球した
）場合にも、ステップＳ６６１２に移行するようになっている。つまり、モバイル連動遊
技を行うつもりのない遊技者としては、変動表示が一旦途切れ、アナウンス表示が行われ
たとしても、そのまま遊技球を発射させ続けることで、アナウンス表示が行われることに
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起因して遊技の進行が遅滞するといった事態を招くことなく、そのまま遊技を続行させる
ことができる。
【０４３４】
　尚、アナウンス画面を終了させる気はなかったが、知らずに遊技球を発射させて始動入
賞ユニット３３に入球させてしまい、アナウンス画面が意図することなく消去されてしま
うといった事態を回避するべく、例えば、ステップＳ６６０３で肯定判別された場合に、
アナウンス画面表示中であるか否かを判別し、ここで肯定判別された場合に、アナウンス
画面表示を終了しますか否かを遊技者に問うような入力画面を表示したり、アナウンス表
示が当該変動表示の後に行われるように、アナウンス表示の再セット、すなわち、後付け
確認フラグを再度オン設定するように構成したりしてもよい。後者の構成を採用する場合
には、再セットの時点では、トライアルクリアタイム記憶エリア、ミッションクリアタイ
ム記憶エリア、トライアルカウンタの記憶情報をそのまま維持することとする。
【０４３５】
　次に、追記処理について、図３６を参照して説明する。先ず、ステップＳ６７０１では
、追記画面が表示されているか否かを判別する。ステップＳ６７０１で否定判別された場
合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ６７０１で肯定判別された場合に
は、ステップＳ６７０２において、アナウンス制御タイマの値が「０」であるか否かを判
別する。
【０４３６】
　ステップＳ６７０２で肯定判別された場合には、追記画面の表示期間の終了時期が到来
しているため、ステップＳ６７０３において、追記フラグをオフ設定し、ステップＳ６７
０４において、トライアルクリアタイム記憶エリア、及び、ミッションクリアタイム記憶
エリアの記憶内容をクリアするとともに、トライアルカウンタをリセットしてから、本処
理を終了する。尚、追記フラグがオフ設定されることで、追記画面の表示が終了すること
となる。
【０４３７】
　また、ステップＳ６７０２で否定判別された場合には、ステップＳ６７０５において、
変動表示が開始されるか否かを判別する。ステップＳ６７０５において肯定判別された場
合にも、追記画面を終了して、変動表示を開始するべく、ステップＳ６７０３に移行する
。
【０４３８】
　一方、ステップＳ６７０５で否定判別された場合には、ステップＳ６７０６において、
初回登録の入力があるか否か、すなわち、追記画面に表示されている「モバイル連動遊技
は初めての方」の選択項目に十字ボタン１２６でカーソルを合わせて演出ボタン１２５が
押圧操作されたか否かを判別する。ステップＳ６７０６で肯定判別された場合には、ステ
ップＳ６７０７において、コード発行画面を表示する。ここでは、初回登録用のＱＲコー
ドを発行するのであるが、かかるＱＲコードには、今回の特定演出に関わる情報（トライ
アルカウンタの値、トライアルクリアタイム記憶エリアに記憶されているタイムトライア
ル演出のクリアタイム、及び、ミッションクリアタイム記憶エリアに記憶されている特定
ミッション演出のクリアタイム）が含まれるようになっている。
【０４３９】
　ステップＳ６７０７の後、ステップＳ６７０８において、追記フラグをオフしてから、
本処理を終了する。尚、この後のモバイル連動遊技の運びとしては、発行されたＱＲコー
ドを通信携帯端末で読み取ってサーバにアクセスし、初回登録を行う。さらに、サーバで
発行されたパスワードをパチンコ機１０に入力して、先ほどの特定演出の結果をサーバに
記憶させた上での遊技の再開（モバイル連動遊技の開始）となる。加えて、コード発行画
面が消去された時点で、トライアルカウンタがリセットされ、トライアルクリアタイム記
憶エリア、及び、ミッションクリアタイム記憶エリアの記憶内容が消去されることとなる
。
【０４４０】
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　また、ステップＳ６７０６で否定判別された場合には、ステップＳ６７０９において、
パスワードを既に保有している旨の入力があるか否か、すなわち、追記画面に表示されて
いる「モバイル連動遊技のパスワードを所有している方」の選択項目に十字ボタン１２６
でカーソルを合わせて演出ボタン１２５が押圧操作されたか否かを判別する。ステップＳ
６７０９で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０４４１】
　一方、ステップＳ６７０９で肯定判別された場合には、ステップＳ６７１０において、
パスワード入力画面を表示する。尚、かかるパスワード入力画面でパスワードが入力され
た場合でも、トライアルカウンタ、トライアルクリアタイム記憶エリア、及び、ミッショ
ンクリアタイム記憶エリアの記憶内容はそのまま保持されることとなり、モバイル連動遊
技の終了時に、その他の遊技情報等と併せて、ＱＲコードにそれらの情報が含まれるよう
になっている。
【０４４２】
　尚、本実施形態では、サーバで発行されたパスワードをパチンコ機１０に入力した場合
に、入力されたパスワードに含まれる情報を記憶するための記憶エリアが遊技者特定情報
記憶手段を構成する。ちなみに、本実施形態では、遊技者の遊技の履歴等を特定する情報
についてはパチンコ機１０に記憶される一方で、遊技者が誰であるかを特定する情報がパ
チンコ機１０に記憶されることのない構成となっているが、特定される情報をパチンコ機
１０に記憶されるように構成してもよい。
【０４４３】
　以上詳述したように、第４実施形態によれば、上記第３実施形態と同様に、同一機種の
複数台のパチンコ機１０で一斉に特定演出を開始させることができ、さらに、携帯通信端
末を介して、クリアタイム等の特定演出情報をサーバに送り、それを集計した結果等に応
じて、次回以降のモバイル連動遊技中に導出される演出等を変化させることができる。従
って、複数台のパチンコ機１０で同時に行われる特定演出を利用して遊技性をより一層向
上させることができる。
【０４４４】
　また、第４実施形態によれば、モバイル連動遊技ではない状態で特定演出を行った場合
であっても、当該特定演出の情報、すなわち、タイムトライアル演出や特定ミッション演
出のクリアタイム等が記憶され、特定演出の終了後に、遊技者が望めば、特定演出の情報
をモバイル連動遊技に反映させることができるようになっている。すなわち、例えば、モ
バイル連動遊技を開始するためのパスワード入力をうっかり忘れていた、或いは、今日は
少しの時間だけにしよう等と、軽い気持ちでパスワード入力をせずに遊技を始めたところ
、特定演出で思いがけず良い結果が出たような場合に、後からその結果を示す情報を、モ
バイル連動遊技に反映されるように取り込むことが可能になる。従って、特定演出におい
て折角良い結果が出て、本来ならば嬉しい感情となるはずが、モバイル連動遊技を行って
おらず、その情報を取り込めないことに起因して、落胆・後悔等の感情になってしまうと
いった事態を回避することができる。従って、モバイル連動遊技の利便性を向上させ、モ
バイル連動遊技を気分よく行ってもらうことができる。
【０４４５】
　さらに、モバイル連動遊技について面倒等といった抵抗感を抱いていた遊技者に対して
も、「特定演出でせっかく良い結果が出たのだから、この機会に、モバイル連動遊技を始
めてみようか」といった、モバイル連動遊技の参加への比較的強い動機付けを行うことが
できる。従って、モバイル連動遊技に参加する機会が絶好のタイミングで与えられること
によって、遊技者にモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を飛躍的に高めることがで
きる。
【０４４６】
　加えて、例えば、遊技ホールへの到着が特定演出の開始直前、或いは、既に特定演出が
開始されており、モバイル連動遊技のパスワード入力をすると、特定演出の残り期間が減
ってしまうというような場合でも、とりあえず特定演出を行ってから、後でパスワードを
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入力すれば、今回の特定演出の結果を確実に記憶させることができる。従って、特定演出
の開始直前或いは開始後にパスワードを入力しなければならないことに起因して、特定演
出の残り時間が減ってしまう、或いは、パスワードを焦りながら入力したことで徒労感を
与えてしまうことを防止することができ、特定演出を存分に堪能してもらうことができる
。
【０４４７】
　また、第４実施形態によれば、遊技者による遊技が行われていなくても（省エネモード
、所謂、デモ画面表示中であっても）、特定演出を開始するタイミングが到来した場合に
、特定演出の開始からどれだけはやく特定条件を達成したのかを判断するための計測（ク
リアタイム計測タイマの計測）が開始されることとなる。このため、特定演出への途中参
加が可能になり、特定演出の開始時には間に合わなかったとしても、特定演出の期間中に
遊技を開始すれば、特定演出を堪能することができる。特に、例えば、特定演出が、複数
台のパチンコ機１０で一斉に開始される演出である場合には、特定演出に参加したかった
が、特定演出の開始時に間に合わなかったことで特定演出に参加することができず、周り
のパチンコ機１０の特定演出をただ見ているだけになってしまうといった悔しい状況にな
ってしまうことを回避することができる。
【０４４８】
　加えて、例えば、たまたま特定演出の開始タイミングで、トイレや通話やドリンクの購
入などで席を外していただけであったり、遊技機が所定のエラー状態又は扉体の開放状態
であったり、遊技媒体を借りることに手間取ってしまっていたりする場合にも、特定演出
の期間中に遊技を再開すれば、確実に特定演出を導出させることができる。従って、例え
ば、特定演出の開始タイミングで遊技中でなければ特定演出が行われなくなってしまうと
いった構成を採用する場合のように、かかるタイミングが近付いてきた場合には席を外し
難くなってしまったり、遊技を行いに席に戻ってみると周りは特定演出を行っているのに
もかかわらず、自分だけ特定演出に参加できなかったりする等の事態を回避することがで
きる。
【０４４９】
　尚、ここで言う遊技の再開とは、デモ画面表示から通常の遊技画面に切り替えることで
もあり、本例では、デモ画面表示中に始動入賞装置３３ａ、３３ｂへの入球があった場合
に、デモ画面表示から通常の遊技画面（変動表示等）に切替わるようになっている。但し
、これに限定されず、例えば、ハンドル１８の回動操作や演出ボタン１２５の操作が検知
された場合に、デモ画面表示から切替わるように構成してもよい。また、遊技中であると
見なされる基準について別の基準を設けてもよいし、デモ画面表示が行われない遊技機（
例えば、遊技が行われたときに最終的に表示された画面や電源の立上げ時の画面のままに
なったり、消灯して表示しなくなったり）に適用してもよい。
【０４５０】
　また、一般に消費電力の抑制のために設けられている待機状態としての省エネモード（
デモ画面表示期間）で特定演出を開始するタイミングとなった場合には、クリアタイム計
測タイマの計測は開始される一方で、装飾図柄表示装置４２等による特定演出に対応する
演出態様は導出されない、すなわち、デモ画面表示（装飾図柄表示装置４２の照明が暗く
なる、各種ランプが暗くなる或いは点灯するランプの数が減る、音声出力が中止される等
）が維持されるようになっている。従って、省エネモードを極力維持することができ、消
費電力の抑制により貢献することができる。もちろん、省エネモード中に特定演出の開始
タイミングが到来し、表面上には変化がないものの、内部的には特定演出となっている（
特定演出をいつでも開始できる状態となっている）ため、省エネモードを解除することで
、即座に特定演出に参加することができる。
【０４５１】
　さらに、第４実施形態では、否モバイル連動遊技中に行われた特定演出の終了後、変動
表示が途切れた際に、モバイル連動遊技に参加する意思があるか否かを問うアナウンス表
示が行われるようになっている。すなわち、ここでは、各クリアタイム記憶エリア等に記
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憶されている特定演出に関する情報をモバイル連動遊技に反映させるか否かが問われるこ
ととなり、このようなアナウンスが行われることによって、特定演出に関する情報をモバ
イル連動遊技に反映させることを忘れてしまうといった事態を抑制することができる。特
に、変動表示が途切れたタイミング、すなわち、遊技者が遊技を終了するかもしれないタ
イミングにアナウンスが行われるため、特定演出に関する情報をモバイル連動遊技に反映
させることを忘れてしまうといった事態をより一層抑制することができる。
【０４５２】
　また、否モバイル連動遊技中に実行された特定演出に関する情報は、アナウンス表示に
おいて、遊技者によって必要がないと判断された場合（モバイル連動遊技に反映させない
旨を示す入力が行われた場合）、或いは、遊技者が遊技を終了して、次の遊技者が遊技を
始めるかもしれないという状況になった場合（アナウンス表示の表示期間が終了した場合
）にも消去される（トライアルクリアタイム記憶エリア、ミッションクリアタイム記憶エ
リアの記憶をクリアし、トライアルカウンタをリセットする）ようになっている。これに
より、遊技者が遊技を終了し、次の遊技者がモバイル連動遊技を行った場合に、前の遊技
者の遊技情報（特定演出に関する情報）が混在してしまうことを防止することができる。
ちなみに、アナウンス期間が終了した場合にも、特定演出に関する情報が消去される構成
とすることで、アナウンス期間に、対応する入力を行うことなく、遊技者が遊技を終了し
て帰ってしまった場合であっても、特定演出に関する情報が残って、別の遊技者に反映さ
れてしまうことを回避することができる。
【０４５３】
　加えて、本実施形態では、アナウンス表示の際に、モバイル連動遊技に参加することで
、遊技者に付与される可能性のある特典を教示するガイダンス画面を表示できるように構
成されている。このため、モバイル連動遊技に参加するとどのようなメリットがあるのか
を絶好のタイミングでアピールすることができる。従って、モバイル連動遊技への参加を
一層促すことができる。また、モバイル連動遊技のことなど全く気に掛けず（或いは、モ
バイル連動遊技についての知識がなく）、なんとなく遊技を開始したパチンコ機１０の特
定演出で思わず良い結果が得られた場合に、後になって特定演出で良い結果が得られた場
合の特典（本例では、次回の特定演出に際して行われる演出内容の設定権が付与される）
などを知り、モバイル連動遊技に参加しなかったことを後悔するといった事態を抑制する
ことができる。
【０４５４】
　特に、本実施形態では、モバイル連動遊技に参加した場合の特典だけでなく、特定ミッ
ション演出の過去のクリアタイムデータ等が表示される。このため、遊技者は自分のクリ
アタイムと比較して、「特定演出にて良い結果が得られたらしい」→「この結果を反映さ
せると面白い演出が見られる等するらしい」→「せっかくなので、モバイル連動遊技に参
加してみようか」という流れになりやすい。従って、今のタイミングでモバイル連動遊技
に参加することをより積極的に促すことができる。
【０４５５】
　また、本実施形態では、モバイル連動遊技中に特定演出が開始され、その特定演出期間
中にモバイル連動遊技を止めた（装飾図柄表示装置４２において各種遊技情報を含むＱＲ
コードを表示させ、その画面を消去した）場合であっても、特定演出の期間中は、クリア
タイム計測タイマの計測が継続して行われるようになっている。これにより、例えば、特
定演出期間中に遊技者が遊技を終了し、その直後にかかるパチンコ機１０を別の遊技者が
遊技する場合においても、特定演出を確実に堪能することができる。従って、特定演出に
参加する機会を増やすことができ、例えば、特定演出に参加したかったが、対象のパチン
コ機１０が満席で遊技することができず、また、次の特定演出の開始までには比較的長期
間要してしまうような場合の利便性を向上させることができる。
【０４５６】
　加えて、特定演出の開始前に大当たり状態が発生し、当該大当たり状態中に特定演出の
開始タイミングが到来した場合であっても、クリアタイム計測タイマの計測が開始される
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ようになっている。従って、特定演出期間中に大当たり状態が終了した場合には、大当た
り状態の終了後から特定演出を堪能することができる
　（第５実施形態）
　上記第１実施形態等においては、装飾図柄表示装置４２において遊技情報及び選択情報
等を含む２次元コードを表示させて、パチンコ機１０から携帯通信端末を介してサーバに
遊技情報及び選択情報等を送信可能に構成されているが、パチンコ機１０から携帯通信端
末を介してサーバに送信する情報については特に限定されるものではなく、例えば、選択
情報に代えて、又は、加えて、遊技情報とともに、特定期間における特定事象の発生回数
、又は、特定期間が終了するまでの時間を示す特定計測情報を送信するように構成しても
よい。
【０４５７】
　以下、第５実施形態について、特定期間や特定事象の具体例を挙げつつ、図３７、図３
８を参照して説明する。尚、基本構成については、上記第１実施形態等と同様であるため
、その説明を省略するとともに、同じ部材名称及び部材番号を用いて説明する。
【０４５８】
　図３７に示すように、本実施形態の遊技盤３０には、可変入賞装置３２が２つ（第１可
変入賞装置３２ａ、第２可変入賞装置３２ｂ）設けられ、始動入賞ユニット３３が２つ（
第１始動入賞装置３３ａ、第２始動入賞装置３３ｂ）設けられている。また、第１可変入
賞装置３２ａへの入球があった場合には１４個、第２可変入賞装置３２ｂへの入球があっ
た場合には１３個、第１始動入賞装置３３ａへの入球があった場合には２個、第２始動入
賞装置３３ｂへの入球があった場合には１個の遊技球が払出されるように構成されている
。
【０４５９】
　第１始動入賞装置３３ａは、可変表示装置ユニット３５の下方位置に設けられ、第１可
変入賞装置３２ａは、第１始動入賞装置３３ａの下方位置に設けられている。以下、便宜
上、遊技領域のうち、可変表示装置ユニット３５の左側方に位置する領域を「左側方領域
」といい、可変表示装置ユニット３５の右側方に位置する領域を「右側方領域」という。
また、左側方領域の下流側にあたり、第１始動入賞装置３３ａや第１可変入賞装置３２ａ
が配置される遊技盤３０の左右方向略中央部よりも左側に位置する領域を「左下部領域」
といい、右側方領域の下流側にあたり、遊技盤３０の左右方向略中央部よりも右側に位置
する領域を「右下部領域」という。
【０４６０】
　第２始動入賞装置３３ｂは、右側方領域と右下部領域との境界付近に設けられている。
【０４６１】
　第２始動入賞装置３３ｂは、第１実施形態等の始動入賞ユニット３３と同様に、一般的
な電子チューリップと称される形状となっている。すなわち、遊技球が入球可能な始動入
賞口の左右両側に隣接して一対の羽根部材３７を備えたものである。本実施形態では、第
２始動入賞装置３３ｂの始動入賞口の直上方位置に遊技釘が配設されており、羽根部材３
７が上下に延びる閉状態とされている場合には、（前記遊技釘と羽根部材３７との間に遊
技球が通過する余地はなく）始動入賞口に入球不可能となっている。一方、羽根部材３７
が外側に開く開状態に状態変化することで、遊技球が始動入賞口に入球できるようになっ
ている。
【０４６２】
　その一方で、前記第１始動入賞装置３３ａには、羽根部材３７のようなものが存在せず
、遊技球の入球し易さは一定である。
【０４６３】
　第２可変入賞装置３２ｂは、第２始動入賞装置３３ｂの下流側の右下部領域に設けられ
ている。本実施形態の第１及び第２可変入賞装置３２ａ、３２ｂは、大入賞シャッタの下
縁部が、大入賞口の下縁部に沿って回動可能に軸支される形態のものとなっている。また
、大入賞口に入球した遊技球を検出する第１カウントスイッチ２２３ａ、第２カウントス
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イッチ２２３ｂを備え、当該カウントスイッチ２２３ａ、２２３ｂにて遊技球が検知され
た場合には、上記のようにそれぞれ１４個、１３個の賞球が付与される（遊技球が払出さ
れる）ようになっている。
【０４６４】
　また、第１始動入賞装置３３ａ、第２始動入賞装置３３ｂにも、それぞれ入賞した遊技
球を検知する第１始動入賞スイッチ２２４ａ、第２始動入賞スイッチ２２４ｂが設けられ
ている。当該始動入賞スイッチ２２４ａ、２２４ｂにて遊技球が検知された場合には、上
記のようにそれぞれ２個、１個の賞球が付与され、さらには、大当たり状態等を発生させ
るか否かの当否抽選が行われるとともに、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒ（及び装飾図柄表
示装置４２）にて変動表示が行われる構成となっている。
【０４６５】
　本実施形態では、第１始動入賞装置３３ａへの遊技球の入賞（第１始動入賞スイッチ２
２４ａの検知）を契機とする当否抽選にて大当たりに当選した場合には、第１可変入賞装
置３２ａが開状態とされる大当たり状態が発生し、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の
入賞（第２始動入賞スイッチ２２４ｂの検知）を契機とする当否抽選にて大当たりに当選
した場合には、第２可変入賞装置３２ｂが開状態とされる大当たり状態が発生するように
なっている。
【０４６６】
　また、第１始動入賞装置３３ａへの入賞を契機とする当否抽選で、大当たり終了後に高
入球状態（確変モードや時間短縮モード）が付与される大当たりに当選した場合には、大
当たり状態終了後に、右側方領域に向けて遊技球を発射させる（所謂、右打ちする）よう
になっている。
【０４６７】
　尚、スルーゲート３４は、第２始動入賞装置３３ｂの上流側において１つだけ設けられ
ている。すなわち、右打ちを行わなければ、第２始動入賞装置３３ｂ（羽根部材３７）を
開状態とするか否かの入球サポート抽選を受けられないようになっている。但し、低入球
状態（通常モードや、高確率状態かつ低入球状態となる潜確モード）では、入球サポート
抽選にて当選する確率が低く、また、上記のように、閉状態にある第２始動入賞装置３３
ｂへの入球が不可能に構成されていることから、低入球状態では、左側方領域に向けて遊
技球を発射させる（左打ちする）こととなる。
【０４６８】
　加えて、本実施形態の第２始動入賞装置３３ｂには、大入賞シャッタの左右方向中央部
直上方において、遊技領域を移動する遊技球が入球可能なアシスト入賞口４０が設けられ
ている。アシスト入賞口４０に入球した遊技球をカウントする図示しない検知スイッチに
よって遊技球が検知されると、上皿１９若しくは下皿１５に遊技球が３個払い出されるよ
うになっている。当該アシスト入賞口４０の存在により、遊技球を右側方領域に向けて発
射させる（所謂、右打ちする）場合に入球する入賞口が増え、第２始動入賞装置３３ｂに
入球しなかった遊技球がアシスト入賞口４０に入球したり、第２可変入賞装置３２ｂが開
放される大当たり状態中（本実施形態の配置では、ラウンド期間中及びインターバル期間
中の両方）に遊技球がアシスト入賞口４０に入球したりする。このため、時間短縮モード
においては、（第２始動入賞装置３２ｂに遊技球が入球した場合の賞球が第１始動入賞装
置３２ａよりも少ない１つであっても）遊技球をほぼ減らすことなく遊技を行うことがで
きる。さらに、第２可変入賞装置３２ｂが開放される大当たり状態においては、アシスト
入賞口４０がない場合に比べ、より多くの遊技球を獲得する（或いは、入球した場合の賞
球が第１可変入賞装置３２ａよりも少ないが、その分を補う、さらには、補って余り得る
ようにする）ことが可能となる。
【０４６９】
　さて、本実施形態では、発射装置６０により発射された遊技球の数を計測するように構
成されている。より具体的には、発射装置６０により発射された遊技球を案内する発射レ
ール６１上を移動する遊技球を検知する発射検知手段としての発射検知スイッチ４０１が
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設けられている。当該発射検知スイッチ４０１は、発射レール６１のうち発射装置６０に
よって遊技球が打撃される発射位置よりも発射レール６１の先端部側に設けられ、発射位
置にある遊技球を検知しないようになっているが、極力、発射装置６０で発射された遊技
球のブレが少ない発射位置の近傍に設けられている。
【０４７０】
　さらに、図示は省略するが、発射装置６０によって発射され、レール５０に案内されつ
つ遊技領域に向かったものの、案内領域に達せず、レール５０を逆流した遊技球を検知す
る戻し球検知手段としてのファール球検知スイッチが設けられている。本実施形態では、
発射レール６１とレール５０（外レール構成部５２）との間の隙間と連通するミス球戻し
通路としてのファール球通路７２（図３参照）において設けられている。尚、本実施形態
では、発射レール６１及びレール５０によって案内通路が構成される。
【０４７１】
　また、主制御装置２６１のＲＡＭ５０３には、遊技領域に発射された遊技球の数を計数
する特定計測手段としての発射数カウンタが設けられている。さらに、発射検知スイッチ
４０１及びファール球検知スイッチは、主制御装置２６１の入出力ポート５０５と電気的
に接続されている。そして、発射検知スイッチ４０１による検知があった場合に、発射数
カウンタがカウントアップされ、ファール球検知スイッチによる検知があった場合に、発
射数カウンタがカウントダウンされるように構成されている。
【０４７２】
　さらに、本実施形態では、状況別に遊技球の発射数を把握できるようにも構成されてい
る。すなわち、本実施形態の発射数カウンタは、全状態の発射数を計数する第１発射数カ
ウンタ、第１可変入賞装置３２ａが開状態とされる大当たり状態における発射数を計数す
る第２発射数カウンタ、第２可変入賞装置３２ｂが開状態とされる大当たり状態における
発射数を計数する第３発射数カウンタ、及び、高入球状態における発射数を計数する第４
発射数カウンタを備えている。
【０４７３】
　ここで、遊技球の発射数をカウントする発射球カウント処理について、図３８を参照し
て説明する。先ず、ステップＳ８１０１では、発射検知スイッチ４０１の検知情報がある
か否かを判別する。ステップＳ８１０１で肯定判別された場合、ステップＳ８１０２にお
いて、低入球状態において発生する大当たりであって、第１可変入賞装置３２ａが開状態
とされる大当たり状態（以下、「第１大当たり状態」とも称する）中であるか否かを判別
する。ステップＳ８１０２で肯定判別された場合には、ステップＳ８１０３において、第
１発射数カウンタ及び第２発射数カウンタの値を１加算してから、本処理を終了する。
【０４７４】
　また、ステップＳ８１０２で否定判別された場合には、ステップＳ８１０４において、
高入球状態において発生する大当たりであって、第２可変入賞装置３２ｂが開状態とされ
る大当たり状態（以下、「第２大当たり状態」とも称する）中であるか否かを判別する。
ステップＳ８１０４で肯定判別された場合には、ステップＳ８１０５において、第１発射
数カウンタ及び第３発射数カウンタの値を１加算してから、本処理を終了する。
【０４７５】
　さらに、ステップＳ８１０４で否定判別された場合には、ステップＳ８１０６において
、高入球状態であるか否か（確変モード又は時間短縮モード）であるか否かを判別する。
ステップＳ８１０６で肯定判別された場合には、ステップＳ８１０７において、第１発射
数カウンタ及び第４発射数カウンタの値を１加算してから、本処理を終了する。一方、ス
テップＳ８１０６で否定判別された場合には、ステップＳ８１０８において、第１発射数
カウンタの値を１加算してから、本処理を終了する。
【０４７６】
　また、ステップＳ８１０１で否定判別された場合には、ステップＳ８１０９において、
ファール球検知スイッチの検知情報があるか否かを判別する。ステップＳ８１０９で否定
判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
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【０４７７】
　一方、ステップＳ８１０９で肯定判別された場合には、ステップＳ８１１０において、
第１大当たり状態中であるか否かを判別する。ステップＳ８１１０で肯定判別された場合
には、ステップＳ８１１１において、第１及び第２発射数カウンタの値を１減算してから
、本処理を終了する。
【０４７８】
　また、ステップＳ８１１０で否定判別された場合には、ステップＳ８１１２において、
第２大当たり状態中であるか否かを判別する。ステップＳ８１１２で肯定判別された場合
には、ステップＳ８１１３において、第１及び第３発射数カウンタの値を１減算してから
、本処理を終了する。
【０４７９】
　さらに、ステップＳ８１１２で否定判別された場合には、ステップＳ８１１４において
、高入球状態であるか否かを判別する。ステップＳ８１１４で肯定判別された場合には、
ステップＳ８１１５において、第１及び第４発射数カウンタの値を１減算してから、本処
理を終了する。一方、ステップＳ８１１４で否定判別された場合には、ステップＳ８１１
６において、第１発射数カウンタの値を１減算してから、本処理を終了する。
【０４８０】
　尚、個別の詳細な説明は省略するが、本実施形態では、遊技球の発射数の他にも、第１
大当たり状態の発生回数、第２大当たり状態の発生回数、高入球状態におけるスルーゲー
ト３４への遊技球の通過回数、高入球状態における第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の
入球数をそれぞれ計測する特定計測カウンタを備えるとともに、計測するための処理が行
われるようになっている。
【０４８１】
　また、本実施形態では、上記した発射数や、第１大当たり状態の発生回数、第２大当た
り状態の発生回数、高入球状態におけるスルーゲート３４への遊技球の通過回数、高入球
状態における第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球数等の計測する特定計測手段及び
特定記憶手段としての各特定計測カウンタは、モバイル連動遊技を開始してからモバイル
連動遊技を終了するまでの対応する値を計測する個人用特定計測カウンタと、モバイル連
動遊技に関係なく、所定期間（例えば、３日間）の対応する値を計測する統計用特定計測
カウンタとが設けられている。尚、統計用特定計測カウンタは、所定期間の通算の値が計
測されるのではなく、日毎に分けられている。例えば、３日分の特定計測カウンタの特定
計測値を記憶する構成であれば、１日前の各種特定計測カウンタの値を記憶する１日前記
憶エリアと、２日前の各種特定計測カウンタの値を記憶する２日前記憶エリアとを備える
とともに、電源オフに際して、２日前記憶エリアの値を消去し、１日前記憶エリアの値を
２日前記憶エリアにシフトするとともに、その日１日の最終的な特定計測値を１日前記憶
エリアに記憶させるように構成してもよい。本実施形態では、第１及び第２可変入賞装置
３２ａ、３２ｂが可変入球手段を構成し、第２始動入賞装置３３ｂが開閉入球手段、始動
入球手段を構成し、スルーゲート３４がサポート入球手段を構成する。また、第１～第４
発射数カウンタ、第１大当たり状態の発生回数、第２大当たり状態の発生回数、高入球状
態におけるスルーゲート３４への遊技球の通過回数、高入球状態における第２始動入賞装
置３３ｂへの遊技球の入球数を計測する特定計測カウンタの計測値が特定測定情報に相当
する。
【０４８２】
　そして、モバイル連動遊技を行った遊技者が、モバイル連動遊技を終了させるべく、装
飾図柄表示装置４２（表示手段）においてＱＲコードを発行させるコード発行処理を行っ
た場合、モバイル連動遊技中の大当たり状態の総発生回数や総変動回数等の遊技情報とと
もに、第１～第４発射数カウンタ及びその他の特定計測カウンタの計測情報が含まれたＱ
Ｒコードが発行される。尚、ＱＲコードの表示画面を閉じた場合、遊技者個人の上記各種
特定計測カウンタの値は消去される一方で、統計用の特定計測カウンタについては、その
時点では消去されない（例えば、３日が経過した時点で消去される）。
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【０４８３】
　また、サーバを運営する遊技機メーカー側では、第１発射数カウンタの値に基づいて、
そのパチンコ機１０の稼働状況等を把握することができる。さらに、第１可変入賞装置３
２ａが開状態とされる大当たり状態の回数と、第２発射数カウンタの値とに基づいて、第
１可変入賞装置３２ａ周りの遊技釘の状況等を把握することができ、第２可変入賞装置３
２ｂが開状態とされる大当たり状態の回数と、第３発射数カウンタの値とに基づいて、第
２可変入賞装置３２ｂ周りの遊技釘の状況等を把握することができる。加えて、高入球状
態における第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球数と、第４発射数カウンタの値とに
基づいて、第２始動入賞装置３３ｂ周りの遊技釘の状況等を把握することができ、高入球
状態におけるスルーゲート３４の通過回数と、第４発射数カウンタの値とに基づいて、ス
ルーゲート３４周りの遊技釘の状況等を把握することができる。
【０４８４】
　また、本実施形態では、その遊技者のモバイル連動遊技における遊技球の発射回数に応
じて、モバイル連動遊技のランク付けが行われ、ランクに応じて演出の内容に変化を生じ
させることができる（今までは導出させる可能性のなかった演出を導出させたり、カスタ
マイズ機能を充実させたりする）ようになっている。
【０４８５】
　以上詳述したように、第５実施形態では、携帯通信端末を介して、パチンコ機１０とサ
ーバとの間で情報のやりとりを行うモバイル連動遊技を行うにあたって、装飾図柄表示装
置４２において表示するＱＲコードに対し、遊技者の遊技履歴（経歴・経験）等を把握可
能な遊技情報を含ませる場合には、特定期間における特定事象の回数を計測する第１～第
４発射数カウンタやその他の特定計測カウンタの特定計測情報（第１大当たり状態中の総
発射数、高入球状態中の総発射数、高入球状態における第２始動入賞装置３３ｂへの入賞
数等）をも含ませるように構成されている。このため、サーバを運営する遊技機メーカー
側では、遊技情報だけでなく、特定計測情報を集計・解析等して、パチンコ機１０が実際
に設置されて遊技されている現場（遊技ホール等）での使用状況等を、いち早く、正確に
、幅広く把握することができる。従って、かかる情報等を参考にして、より良いパチンコ
機１０の開発を進めることができる。
【０４８６】
　より具体的に、第１可変入賞装置３２ａや、第２可変入賞装置３２ｂを狙って遊技球を
打ち出す状態である第１大当たり状態や第２大当たり状態において、第１大当たり状態や
第２大当たり状態が終了するまでに遊技球を何個発射させたのかを把握することができる
。すなわち、大当たり状態は、第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂに上限
数の遊技球を入球させれば終了することとなるため、第１大当たり状態や第２大当たり状
態中の遊技球の発射総数（大当たり状態を終了させるまでに要した遊技球の発射総数）を
計数することで、第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂへの遊技球の入球し
易さ（可変入賞装置３２ａ、３２ｂの周りの遊技釘等の状況）を把握することができる。
【０４８７】
　尚、例えば、第１大当たり状態や第２大当たり状態が終了するまでの時間を計測し、こ
れに基づいて、第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂへの遊技球の入球し易
さを推測可能に構成することも考えられる。但し、大当たり状態においてエラー状態が発
生した場合に対処できなかったりするおそれがある。このため、本実施形態のように、遊
技球の発射数で遊技球の第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂへの至り易さ
を推測する（把握する）ことが望ましい。
【０４８８】
　さらに、本実施形態では、高入球状態において発射された遊技球の数と、高入球状態（
確変モードや時間短縮モード）において第２始動入賞装置３３ｂに入球した遊技球の数と
、高入球状態においてスルーゲート３４を通過した遊技球の数とについても計数し、当該
特定計数情報を、携帯通信端末を介して、サーバに送信するように構成されている。この
ため、高入球状態において発射された遊技球の数と、高入球状態において第２始動入賞装
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置３３ｂに入球した遊技球の数とに基づいて、高入球状態において発射した遊技球の総数
に占める第２始動入賞装置３３ｂに入球した遊技球の数の割合、すなわち、高入球状態に
おける第２始動入賞装置３３ｂへの入球させ易さを把握することができる。より具体的に
は、本実施形態の高入球状態とは、開状態とされている第２始動入賞装置３３ｂを狙って
遊技球を右側方領域に発射させる（所謂、右打ちする）期間であり、その高入球状態にお
ける遊技球の発射総数、及び、第２始動入賞装置３３ｂへの入球総数を計ることで、パチ
ンコ機１０が実際に設置されて遊技される現場（遊技ホール等）での、遊技球の第２始動
入賞装置３３ｂへの至り易さの状況、例えば、第２始動入賞装置３３ｂの周りの遊技釘等
の状況を把握することができる。
【０４８９】
　尚、例えば、高入球状態となっている期間の長さ（時間）と、第２始動入賞装置３３ｂ
への遊技球の入球数とを計測し、これらに基づいて、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球
の入球し易さを推測可能に構成することも考えられる。但し、高入球状態において遊技球
を発射させ続けた場合と、高入球状態において遊技球を発射させない期間（例えば、休憩
をはさんだ等）が存在した場合とを比較すると、同じ時間だけ遊技球を打ち出しているの
に後者の方が、遊技球が第２始動入賞装置３３ｂに入球する割合が比較的大きく低下して
しまい、遊技球の第２始動入賞装置３３ｂへの至り易さを判断する材料にならなくなって
しまうおそれがある。このため、本実施形態のように、遊技球の発射数で遊技球の第２始
動入賞装置３３ｂへの至り易さを推測する（把握する）ことが望ましい。
【０４９０】
　加えて、高入球状態において発射された遊技球の数と、高入球状態においてスルーゲー
ト３４を通過した遊技球の数とに基づいて、高入球状態において発射した遊技球の総数に
占めるスルーゲート３４を通過した遊技球の数の割合、すなわち、高入球状態におけるス
ルーゲート３４への通過させ易さを把握することができるようになる。より具体的には、
右打ちを行う期間における遊技球の発射総数、及び、スルーゲート３４への入球総数を計
ることで、パチンコ機１０が実際に設置されて遊技される現場（遊技ホール等）での、遊
技球のスルーゲート３４への至り易さの状況、例えば、スルーゲート３４の周りの遊技釘
等の状況を把握することができる。
【０４９１】
　また、第５実施形態では、その遊技者のモバイル連動遊技における遊技球の発射回数に
応じて、モバイル連動遊技のランク付けが行われ、ランクに応じて演出の内容に変化を生
じさせることができるようになっている。つまり、上記第１実施形態では、所定の遊技者
がこれまでに所定のパチンコ機１０をどれだけ遊技したかを計る物差し（目安）としては
、例えば、遊技者にとって有利な大当たり状態の発生回数、当否抽選を行った回数、或い
は、始動入賞ユニット３３への入球数等が挙げられるが、これらは、遊技者毎の遊技の展
開（運）や、遊技者が遊技しているパチンコ機１０の遊技釘等の状況等によって大きく変
わり得るものである。これに対し、第５実施形態のように、遊技領域に発射された遊技球
の数を計数し、それを、これまでに所定のパチンコ機１０をどれだけ遊技したかを計る物
差しとして利用することで、より公平な評価がおこなわれることとなる。このため、例え
ば、遊技時間は同じでも大当たり状態の発生回数が多い遊技者に比べ、評価されないので
面白くなく、これに起因して遊技自体から遠ざかってしまう等といった事態を抑制するこ
とができる。
【０４９２】
　加えて、本実施形態では、発射レール６１上を移動する遊技球を検知する発射検知スイ
ッチ４０１が設けられ、当該発射検知スイッチ４０１の検知情報に基づいて、遊技球の発
射数を計測するように構成されている。このため、例えば、発射装置６０の動作に基づい
て発射数の計数を行うような場合に比べて、より正確に計数を行うことができる。また、
発射検知スイッチ４０１を遊技領域に設けることで、当該発射検知スイッチ４０１によっ
て遊技球の動作が阻害されたり、発射検知スイッチ４０１が遊技領域において視認される
ことで意匠性の低下を招いたりすること等を防止することができる。
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【０４９３】
　さらに、案内レール５０を逆流し、案内レール５０と発射レール６１との間の隙間から
ファール球通路７２（図３参照）へと排出された遊技球を検知するファール球検知スイッ
チが設けられている。これにより、発射装置６０によって発射されたものの、遊技領域に
まで至らなかった遊技球を遊技領域に発射された遊技球の計数に含ませないようにするこ
とができる。また、上記発射検知スイッチ４０１は、発射レール６１側に設けられている
ため、案内レール５０を逆流してきた遊技球を検知することはない。さらに、ファール球
検知スイッチについても、案内レール５０を移動する遊技球を検知することはない。従っ
て、遊技領域に発射された遊技球の数をより確実に把握することができる。加えて、発射
装置６０の極力近くに発射検知スイッチ４０１を設けることで、発射検知スイッチ４０１
と遊技球との衝突を避けつつ、確実に検知が行われるようにするための構成の簡素化等を
図ることができる。
【０４９４】
　また、本実施形態では、遊技球の発射数等の特定計数情報を計測する特定計数カウンタ
は、モバイル連動遊技を行う遊技者個人用のものだけでなく、日の途中で遊技者が交代し
たとしてもその日にパチンコ機１０の電源が入れられてから通算の特定計数情報を計測す
る統計用のものも設けられている。そして、遊技者が、モバイル連動遊技を終了させる場
合に、携帯通信端末でＱＲコードを読取り、サーバにアクセスすると、各種遊技情報とと
もに、遊技者個人用の特定計数情報だけでなく、統計用の定計数情報についても、サーバ
側に送られるようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの特定計測情報を
得ることができる。
【０４９５】
　（第６実施形態）
　上記第１実施形態等においては、モバイル連動遊技を終了させる際に、装飾図柄表示装
置４２において表示された遊技情報及び選択情報等を含む２次元コードを遊技者が携帯通
信端末を手で持って読取り作業を行い、モバイル連動遊技を開始させる際に、サーバにア
クセスした携帯通信端末の表示部に表示されたパスワードを遊技者がパチンコ機１０に手
入力するように構成されているが、特にかかる構成に限定されるものではない。
【０４９６】
　以下、第６実施形態について、特定期間や特定事象の具体例を挙げつつ、図３９～図４
４等を参照して説明する。尚、基本構成については、上記第１実施形態等と同様であるた
め、その説明を省略するとともに、同じ部材名称及び部材番号を用いて説明する。
【０４９７】
　図４０に示すように、内枠１２の樹脂ベース３８には、遊技盤３０の右下部に対応する
位置において、液晶表示装置によって構成される表示手段としてのサブ表示装置４１１が
設けられている。つまり、上記第１実施形態等では、遊技情報及び選択情報等を含む符号
情報としてのＱＲコードが装飾図柄表示装置４２に表示されるようになっていたが、本実
施形態では、符号情報としてのＱＲコードが装飾図柄表示装置４２に表示されるのは初回
登録に際しての１回のみとなっており、あとは、サブ表示装置４１１において表示される
ようになっている。
【０４９８】
　さらに、サブ表示装置４１１の中央部直上方位置には、撮影位置検知手段としてのモバ
イル用カメラ４１２が設けられている。モバイル用カメラ４１２はサブ制御装置２６２と
電気的に接続されており、サブ表示装置４１１はサブ制御装置２６２からの信号に基づい
て駆動制御される図示しない専用の表示制御装置と電気的に接続されている。加えて、図
４０に示すように、内枠１２の樹脂ベース３８のうち、サブ表示装置４１１の直下方位置
には、遊技盤３０の前面に貼着されるパチンコ機１０の登録番号等を示す証紙（図示略）
を前方から視認可能とするための覗き窓４１３が形成されている。
【０４９９】
　また、図３９、図４１等に示すように、前面枠セット１４には、サブ表示装置４１１、
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モバイル用カメラ４１２、及び、覗き窓４１３の前方に対応する位置において、携帯通信
端末４３１を設置可能な設置部４１４が設けられている。設置部４１４は、上方及び左方
に開口した略ポケット状をなしており、基本的に透明な樹脂材料（例えば、ポリプロピレ
ン等）によって構成されている。但し、本実施形態の設置部４１４の後壁部は、透明なガ
ラスユニット１３７によって構成されている。
【０５００】
　図４１等に示すように、本実施形態で対象とされる携帯通信端末４３１としては、１枚
の板状体をなし、少なくとも表面側に表示部４３２（液晶表示部）があり、裏面側に撮影
部としてのカメラ（以下、携帯カメラ４３３と称する）が設けられているスマートフォン
を意図している。尚、本実施形態の携帯通信端末４３１は、ＱＲコードを読取り可能な機
能を有していることとし、携帯カメラ４３３を含めたＱＲコードを読取るための機能を有
する装置が読取装置を構成する。但し、スマートフォンに限らず、その他の形式の携帯通
信端末を利用することも可能なように構成してもよい。
【０５０１】
　加えて、図４１、図４３（ａ）、図４４等に示すように、設置部４１４は、表示部４３
２が前方又は後方を向いて起立した姿勢の携帯通信端末４３１を設置可能に構成されてい
る。すなわち、携帯通信端末４３１を横向きにしたり、寝かせたりした状態では設置不可
能（左方にはみ出させるようにして載せることはできるかもしれないが、サブ表示装置４
１１に表示された符号情報を携帯通信端末４３１に読取らせる等の詳しくは上述する機能
が全く機能しない）となっている。尚、図４３に示すように、設置部４１４は、当該設置
部４１４を前面枠セット１４の本体に取付けるためのねじ孔４１６が形成された取付片４
１５を備えている。当該取付片４１５は、設置部４１４の取付後において、前面枠セット
１４の前面側に取付けられる装飾のカバーにより前方が覆われる（ほぼ視認不可能に隠さ
れる）ようになっている（図３９参照）。
【０５０２】
　また、図４３、図４４等に示すように、本実施形態では、設置部４１４に設置された携
帯通信端末４３１を上下に変位させることのできる駆動手段としてのリフト装置４２１が
設けられている。リフト装置４２１は、設置部４１４の底壁部４１７の上方に重なるよう
にして配置される土台４２２を備えており、当該土台４２２を、前面枠セット１４の裏面
側に設けられた図示しないモータ等で、図４４（ａ）に示す下方の「コード読取らせ位置
」と、図４４（ｂ）に示す上方の「コード読取り位置」との間を上下に変位させるように
なっている。尚、詳しくは後述するが、「コード読取り位置」というのは、ピンポイント
の位置ではなく、ある程度の範囲を持ったものである。
【０５０３】
　本実施形態では、図４４（ａ）に示すように、基本的に、土台４２２が下方の「コード
読取らせ位置」にある状態で、携帯通信端末４３１を表示部４３２が前方を向く姿勢（以
下、「前向き」とも称する）で設置することで、携帯通信端末４３１の裏面側にある携帯
カメラ４３３が、サブ表示装置４１１の表示領域の範囲内に収まるようになっている。つ
まり、携帯カメラ４３３がサブ表示装置４１１に表示される符号情報等を読取り可能な相
対位置関係となる。
【０５０４】
　一方、図４４（ｂ）に示すように、土台４２２が上方の「コード読取り位置」にある状
態で、携帯通信端末４３１を表示部４３２が後方を向く姿勢（以下、「後向き」とも称す
る）で設置することで、パチンコ機１０側のモバイル用カメラ４１２が、携帯通信端末４
３１を表示部４３２の範囲内に収まるようになっている。つまり、モバイル用カメラ４１
２が携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示される符号情報等を読取り可能な相対位置
関係となる。ちなみに、土台４２２は、左端部から上方に突出するストッパ突部４２３を
備えており、土台４２２の載置された携帯通信端末４３１が土台４２２ひいては設置部４
１４から左方に脱落し難いように構成されている。
【０５０５】
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　但し、図４３（ａ）に示すように、設置部４１４の右側壁部４１８の上縁部は、前壁部
４１９の上縁部よりも下方に位置するとともに、右側壁部４１８の下縁部は、底壁部４１
７よりも上方に位置し、さらに、ストッパ突部４２３の上縁部は、設置部４１４の右側壁
部４１８の上縁部よりもかなり下方に位置している。当該構成によって、設置部４１４に
設置された携帯通信端末４３１の右上部を左側に押し、携帯通信端末４３１を傾けて、携
帯通信端末４３１の左上部を設置部４１４よりも左方に突出させ、設置部４１４から取出
し易いようになっている。
【０５０６】
　また、図４４（ａ）に示すように、覗き窓４１３は、設置部４１４の底壁部４１７やコ
ード読取らせ位置（下方位置）にある土台４２２よりも上方に位置しており、設置部４１
４に携帯通信端末４３１が設置されていない状態では、透明な設置部４１４の前壁部４１
９や、ガラスユニット１３７のうち設置部４１４の後壁部に相当する部位を介して、覗き
窓４１３の奥側に証紙が見えるようになっている。さらに、サブ表示装置４１１は、設置
部４１４の前壁部４１９の上縁部よりも下方に位置しており、本実施形態のサブ表示装置
４１１の上下幅は、設置部４１４の前壁部４１９の上下幅の半分よりも若干短くなってい
る。つまり、サブ表示装置４１１の表示領域の面積や配置は、携帯通信端末４３１の携帯
カメラ４３３と対向し得る範囲を想定して設定されているが、必要以上に大きくなること
を避けており、携帯通信端末４３１の表示部４３２の面積よりは小さくなっている。加え
て、本実施形態では、モバイル用カメラ４１２についても、設置部４１４の前壁部４１９
の上縁部よりも下方に位置している。これにより、遊技者にモバイル用カメラ４１２が向
けられているのではないかという嫌悪感を遊技者が抱いてしまうおそれを抑制することが
できる。
【０５０７】
　尚、設置部４１４は、極力多くの機種のスマートフォンやスマートフォンケースの形状
（大きさ）に対応できるように若干大きめに形成されている。さらに、前面枠セット１４
のうち設置部４１４の直上には、凹凸のデザインがなく、携帯通信端末４３１の設置部４
１４に対する出し入れ動作を妨げないようになっている。また、携帯通信端末４３１には
、表示部４３２のある表面側にもカメラが付いているものもあるが、本実施形態では使用
しないようになっている。尚、本実施形態では、スマートフォンよりも大型のタブレット
型端末には対応していないが、対応させてもよい。
【０５０８】
　加えて、図４１に示すように、設置部４１４の前壁部４１９の上面には、目印としての
前後に延びる中央合わせライン４２０が形成されている。本実施形態では、左右方向にお
いて、当該中央合わせライン４２０と、モバイル用カメラ４１２の横幅方向の中心との位
置が一致するように構成されている。このため、中央合わせライン４２０と、携帯通信端
末４３１の横幅方向の中心とを合わせることで、左右方向において、携帯通信端末４３１
の横幅方向の中心と、モバイル用カメラ４１２の横幅方向の中心とが一致するようになっ
ている。
【０５０９】
　次に、本実施形態におけるモバイル連動遊技の流れについて説明する。先ず、モバイル
連動遊技の初回登録（上記第１実施形態参照）に際して、装飾図柄表示装置４２に表示さ
れた初回登録専用のＱＲコードを携帯通信端末４３１で読取り、そのまま携帯通信端末４
３１でサーバにアクセスした場合に、「専用のアプリケーションのダウンロードを開始し
ます」という項目で同意すると、モバイル連動遊技用のアプリケーション（以下、「連動
アプリ」とも称する）が携帯通信端末４３１にダウンロードされることとなる。かかる連
動アプリが携帯通信端末４３１にダウンロードされることで、携帯通信端末４３１が、詳
しくは後述するモバイル連動遊技に関する動作を実行可能となる
　また、初回登録を行うことで、サーバからパスワードが発行されるようになる。図４１
等に示すように、本実施形態のパスワード４３４は、記号（文字、数字等）の羅列（組合
わせ）によって構成されるのではなく、２次元コード（本例ではＱＲコード）というかた
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ちで発行される。尚、本例のパスワード４３４はＱＲコードの態様となっているが、以下
の説明においても、便宜上、「パスワード４３４」として記載する。また、本実施形態で
は、携帯通信端末４３１の表示部４３２においてＱＲコードというかたちで表示されるパ
スワード４３４が「媒介情報」に相当する。
【０５１０】
　さらに、本実施形態のパスワード４３４には、例えば、遊技者のこれまでの遊技情報に
基づくモバイル連動遊技のランク等の情報や、遊技者の遊技に関する好みに関する情報（
選択情報に基づく情報）や、遊技者（携帯通信端末４３１）を特定する情報や、遊技者が
サーバのウェブページで設定した各種設定（例えば、キャラクタのコスチュームを選択す
る等の演出のカスタマイズ等）を示す情報や、前回のモバイル連動遊技に関する情報（何
日ぶりだとか、前回の遊技では大当たりに何回当選したとか等）や、遊技機メーカーから
の各種お知らせをするための情報等が含まれるようになっている。これに対応して、パチ
ンコ機１０側においても、パスワードに含まれる情報を記憶し、その情報をモバイル連動
遊技に反映させる（その情報に基づくモバイル連動遊技を実行する）際に参照される反映
情報記憶手段としても、ランク記憶エリア、嗜好情報記憶エリアだけでなく、遊技者がサ
ーバのウェブページで設定した各種設定を記憶するエリアや、前回のモバイル連動遊技に
関する情報に対応する情報を記憶するエリアや、遊技機メーカーからの各種お知らせを記
憶するエリア等が設けられている。
【０５１１】
　尚、２回目以降のモバイル連動遊技を開始する場合には、携帯通信端末４３１の表示部
４３２に表示される連動アプリのアイコンをタッチ操作して連動アプリを起動させると、
モバイル連動遊技を開始しますか（パスワードを発行しますか）という選択肢が表示され
るので、それをタッチ操作することで、サーバへのアクセスが行われるとともに、表示部
４３２にパスワード４３４が表示されるようになっている。また、上記のように、携帯通
信端末４３１のパスワード４３４は、図４１等に示すように、表示部４３２の上部中央に
表示される。
【０５１２】
　そして、携帯通信端末４３１を、表示部４３２にパスワード４３４が表示された状態と
し、その一方で、パチンコ機１０側では、演出ボタン１２５や十字ボタン１２６を操作し
て、装飾図柄表示装置４２において、メニュー画面からパスワード入力画面を開く。パス
ワード入力画面を開くことで、同画面に、携帯通信端末４３１を後向き（図４１参照）で
設置部４１４に設置して下さい、という旨のアナウンス表示が行われるとともに、サブ表
示装置４１１においても、例えば、背景色を変化させながら、ここに置いて下さいという
旨のアナウンス表示（例えば、設置場所がここであることをアピールするために点滅等し
ながら、ここに置いて下さいという文字が出る）が行われる。さらには、図４４（ｂ）に
示すように、リフト装置４２１の土台４２２が、上方の「コード読取り位置」に変位する
ように構成されている。
【０５１３】
　以上のように状態を整えた後、携帯通信端末４３１を後向きで設置部４１４に設置する
。このとき、設置部４１４の前壁部４１９の上面に形成された中央合わせライン４２０を
目安に、携帯通信端末４３１の中心線と、モバイル用カメラ４１２との左右位置を合わせ
るようにして設置する（この旨もパスワード入力画面でアナウンスする）。携帯通信端末
４３１が設置部４１４に設置されたことについては、モバイル用カメラ４１２によって把
握可能である。例えば、携帯通信端末４３１等の前方の通過が確認され、その後、所定時
間動作が検知されないことで、携帯通信端末４３１が設置されたこと等を把握することが
できる。
【０５１４】
　また、モバイル用カメラ４１２によって、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３
１の表示部４３２に表示されたパスワード４３４を読取ることができる状態となった場合
には、そのままパスワード４３４の読取り及び反映を行う。尚、本実施形態では、撮影位
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置検知手段（これに対応する機能は後述する）としてのモバイル用カメラ４１２が読取手
段を兼ねている。
【０５１５】
　そして、パスワード４３４の読取り及び反映が完了した時点で、パスワード入力画面に
おいて、パスワード入力が完了したことを伝える表示、及び、詳しくは後述するスマホリ
ンク機能を利用するか否かを尋ねる選択肢を表示し、当該選択肢で利用しないを選択した
場合、又は、後述するスマホリンク機能の利用設定を完了した場合には、パスワード入力
画面を閉じ（演出ボタン１２５の操作等で消えるようにしてもよいし、ハンドル１８の操
作があったことに起因して消えるようにしてもよい）、モバイル連動遊技が開始できる状
態（例えば、遊技情報の蓄積記憶が行われる状態）とされる。さらに、図４４（ａ）に示
すように、リフト装置４２１の土台４２２が、下方の「コード読取らせ位置」に変位する
ように構成されている。
【０５１６】
　一方、モバイル用カメラ４１２によって、携帯通信端末４３１が設置部４１４に設置さ
れていることは確認されているものの、モバイル用カメラ４１２によって、携帯通信端末
４３１の表示部４３２に表示されたパスワード４３４を読取ることができない状態である
場合には、装飾図柄表示装置４２において、パスワード４３４が読み取れないので、携帯
通信端末４３１の左右方向中央部が中央合わせライン４２０に一致していることを確認し
つつ、十字ボタン１２６を操作して、携帯通信端末４３１の位置をずらしてください、等
といったアナウンス表示が行われる。
【０５１７】
　また、パスワード入力後、パスワード入力画面でスマホリンク機能を利用することに対
応する入力が行われた場合には、携帯通信端末４３１を一旦設置部４１４から取出し、裏
返してから（前向きで）、設置部４１４に再度設置する旨のアナウンス表示が行われる。
さらに、携帯通信端末４３１側でも、表示部４３２において、パスワードの入力が完了し
たかの項目（パスワード４３４の表示に利用される領域ではない領域、本例では下側半分
の領域で表示される）で「はい」を選択すると、スマホリンク機能を利用するか否かの選
択肢が表示されるので、利用するという選択肢を選択する（この操作についても装飾図柄
表示装置４２でアナウンス表示する）。
【０５１８】
　また、上記スマホリンク機能を利用する入力操作がなされることによって、モバイル用
カメラ４１２が撮影状態とされ、携帯通信端末４３１が前向きで設置部４１４に設置され
る際に、モバイル用カメラ４１２によって、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位
置が特定されるようになっている。モバイル用カメラ４１２で携帯カメラ４３３の位置を
特定できた場合、或いは、概ね特定できた場合には、サブ表示装置４１１において、携帯
カメラ４３３と対向する位置に符号情報（演出用符号情報）としてのＱＲコード（以下、
「演出用コード４２４」とも称する）を表示する。携帯カメラ４３３でかかる演出用コー
ド４２４の読取りが開始された場合には、連動アプリの機能により、携帯通信端末４３１
の裏面の携帯カメラ４３３に隣接して設けられた発光部４３５（図４１参照）が発光する
ようになっている。当該発光をモバイル用カメラ４１２で検知すると、演出用コード４２
４をその位置で表示した状態が維持される。
【０５１９】
　一方、携帯通信端末４３１からの確認の発光を検知できない場合には、携帯カメラ４３
３が存在する位置として概ね特定した位置の周りに、演出用コード４２４を変位させなが
ら表示する。また、場合によっては、演出用コード４２４を拡大、又は、縮小する等して
もよい。尚、本実施形態では、撮影位置検知手段及び読取手段としてのモバイル用カメラ
４１２が読取合図検知手段を兼ねている。また、本実施形態では、サブ表示装置４１１に
ＱＲコード（演出用コード４２４等）を表示させるサブ制御装置２６２や対応する表示制
御装置の機能が情報出力手段を構成する。
【０５２０】
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　さらに、携帯カメラ４３３による演出コードの読取りが完了した場合には、連動アプリ
の機能により、携帯通信端末４３１の裏面の携帯カメラ４３３に隣接して設けられた発光
部４３５が再度発光するようになっている。当該発光をモバイル用カメラ４１２で検知す
ると、パスワード入力画面を消去し、モバイル連動遊技を開始してもらう（遊技球の発射
を開始してもらう）ためのアナウンス等を行うようになっている。
【０５２１】
　また、モバイル用カメラ４１２による携帯カメラ４３３の位置の特定ができなかった場
合には、サブ表示装置４１１において演出用コード４２４を表示する位置を規則的に順次
変位させるようになっている。本実施形態では、先ず、図４２（ａ）に示すように、サブ
表示装置４１１の表示領域の左上隅に演出用コード４２４を表示してから、当該演出用コ
ード４２４を右方にスライドさせていき、右端に達すると、演出用コード４２４の上下幅
の半ピッチ程下方にずれた位置にまでスライドさせてから、折返して右方にスライドさせ
ていく。以下、携帯通信端末４３１側からの読取り開始の合図が確認される、或いは、演
出用コード４２４がサブ表示装置４１１の表示領域を踏破するまでジグザグにスライド変
位させる。
【０５２２】
　演出用コード４２４が図４２（ａ）のルートで移動しても携帯通信端末４３１側からの
読取り開始の合図が確認されなかった場合には、図４２（ｂ）のルートで演出用コード４
２４を移動させる。それでも携帯通信端末４３１側からの読取り開始の合図が確認されな
かった場合には、装飾図柄表示装置４２において、携帯通信端末４３１の位置をずらして
ください、等といったアナウンス表示を行う。
【０５２３】
　尚、演出用コード４２４を読取った携帯通信端末４３１では、連動アプリの機能により
、当該演出用コード４２４に含まれる情報を解析し、対応する演出（連動演出）を行うよ
うになっている。演出用コード４２４は１種類ではなく、多数用意されており、装飾図柄
表示装置４２における演出等と連動して表示切替されるように構成されている。また、連
動演出としては、パチンコ機１０側で行われる演出をさらに盛り上げるための演出といっ
たものだけでなく、パチンコ機１０側で行われる演出の補足説明等も含まれる。ちなみに
、連動演出は、携帯通信端末４３１が有する機能、例えば、表示部４３２や、スピーカや
、振動装置を利用して行われる。
【０５２４】
　例えば、リーチ状態の発生とともに大当たり状態への発生期待度が約４０％の魚群予告
演出が発生した場合に、さらに、携帯通信端末４３１の表示部４３２でイルカ群予告演出
が発生した場合には大当たり状態への発生期待度が約８０％にまで向上し、クジラ予告演
出が発生した場合には大当たり状態の発生が確定するように構成してもよい。また、例え
ば、上記第３実施形態等の「特定演出」の遊技説明（規定時間内にプラチナ魚群を探し出
すこと等）を携帯通信端末４３１の表示部４３２で行うように構成してもよい。さらに、
例えば、装飾図柄表示装置４２の演出と連動させて、携帯通信端末４３１の表示部４３２
、スピーカ、及び、振動装置を利用して（バイブ機能を起動させ）、遊技者に着信があっ
たような演出を導出し、遊技者が携帯通信端末４３１を手に取った（設置部４１４から離
された）場合に携帯通信端末４３１の表示部４３２等で導出される（例えば、手に取った
瞬間や所定時間後に表示態様が変化する）こととなる連動演出を視認させるといった構成
をしてもよい。また、携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示された文字等が読み難い
場合には、携帯通信端末４３１そのものの機能である表示部４３２の表示を拡大させる機
能を使用して拡大して見ることもできる。
【０５２５】
　尚、携帯通信端末４３１が設置部４１４に設置され、モバイル連動遊技（スマホリンク
）が行われている場合に、上記のような補足説明は、携帯通信端末４３１の表示部４３２
に表示され、モバイル連動遊技が行われていない場合や、モバイル連動遊技中でも携帯通
信端末４３１が設置部４１４に設置されていない場合には、パチンコ機１０のサブ表示装
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置４１１そのものでかかる補足説明が行われるように構成してもよい。
【０５２６】
　モバイル連動遊技を終了させる場合には、メニュー画面からコード発行画面を表示する
。本実施形態では、本日の遊技情報等を含む符号情報としてのＱＲコードについても、サ
ブ表示装置４１１において表示される。ここで、上記のように、携帯通信端末４３１にお
いてパチンコ機１０の演出に連動した連動演出を行わせていた（スマホリンク機能を利用
していた）場合には、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置特定が既に完了して
いるため、かかる位置に、モバイル連動遊技を終了させるためのＱＲコードを表示する。
【０５２７】
　そして、携帯通信端末４３１から、ＱＲコードの読取りを開始したことを示す合図（発
光部４３５のフラッシュ）、及び、ＱＲコードの読取りを完了したことを示す合図（発光
部４３５の２度目のフラッシュ）をモバイル用カメラ４１２によって検知することで、コ
ード発行画面の表示を終了させるとともに、装飾図柄表示装置４２において、情報の送信
が完了しましたので携帯通信端末４３１を忘れずにお持ち帰りください、といった置き忘
れ防止のアナウンス表示を行う。
【０５２８】
　尚、置き忘れ防止のアナウンス表示は、モバイル用カメラ４１２によって、携帯通信端
末４３１の取出し動作（携帯通信端末４３１又は遊技者の手の動作）が確認された場合に
終了するように構成されている。本実施形態では、撮影位置検知手段、読取手段、及び読
取合図検知手段としてのモバイル用カメラ４１２が設置検知手段を兼ねている。加えて、
携帯通信端末４３１からＱＲコードの読取りを完了したことの合図を検知した場合に、携
帯通信端末４３１を設置部４１４から取出し易くするように、土台４２２が上方のコード
読取り位置へと変位し、携帯通信端末４３１が設置部４１４から取出された場合に、土台
４２２が下方のコード読取らせ位置に戻るように構成してもよい。
【０５２９】
　また、スマホリンク機能を利用していなかった場合には、スマホリンク機能の利用を開
始する際に行った作業と同等の作業を行うようになっている。つまり、メニュー画面から
コード発行画面を表示した場合に、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置が特定
されているか否か（例えば、スマホリンク機能の実行中であるか否か）を判別して、否定
判別されると、携帯通信端末４３１を前向きで設置部４１４に設置する旨のアナウンス表
示が行われるとともに、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３
３の位置を特定して、携帯カメラ４３３での読取りが行われるようにＱＲコードを表示す
るための各種制御が行われることとなる。
【０５３０】
　但し、上記のようにスマホリンク機能を利用している場合には、連動アプリの機能によ
り、携帯通信端末４３１は起動した状態がキープされるものの、スマホリンク機能を利用
しない場合には、携帯通信端末４３１がスリープ状態（休止状態）となるため、ＱＲコー
ドの読取りを行う場合には、連動アプリを起動させ、モバイル連動遊技を終了する（ＱＲ
コードの読取りを行う）という項目を選択してから、携帯通信端末４３１を設置部４１４
に設置することとなる。
【０５３１】
　以上詳述したように、第６実施形態によれば、モバイル連動遊技を開始する際に、パチ
ンコ機１０側では、パスワード入力画面を開き、携帯通信端末４３１側では、サーバにア
クセスしてＱＲコードの態様をなすパスワード４３４を発行させ、携帯通信端末４３１を
後向きで設置部４１４に設置するだけで、携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示され
たパスワード４３４がモバイル用カメラ４１２で読取られ、パスワード入力作業が完了す
る。このため、手入力作業等を行わずとも、比較的簡単かつ迅速にパスワード入力を行う
ことが可能となり、モバイル連動遊技をスムースに開始させることができる。従って、パ
スワードの入力が面倒なのでモバイル連動遊技を敬遠してきた遊技者にもモバイル連動遊
技に参加してもらう可能性を高めることができるとともに、パスワード入力にかかる労力
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や時間が縮小され、パスワード入力に関するストレスを抑制しつつ、いち早く遊技に取り
掛かることができる。結果として、遊技者に気分よくモバイル連動遊技を行ってもらうこ
とができる。
【０５３２】
　さらに、モバイル連動遊技を開始させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（例えば、隣のパチンコ機１０に移動した方が、状況が好転す
るかもしれない）と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続
けてしまうといったことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル
連動遊技を行うことができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてし
まう→損をする→遊技が嫌いになるという悪い流れになってしまうことを防止することが
できる。
【０５３３】
　また、遊技者の手入力でパスワードを入力するわけではないため、手入力で苦労して入
力していたパスワード（例えば、英数字を１０字程度組み合わせたもの等）よりも複雑な
パスワード（本例では、ＱＲコード）の入力を簡単に入力することができる。これにより
、遊技者の手間を増やすことなく（逆に減らしつつ）、サーバから、携帯通信端末４３１
を介して、パチンコ機１０に一度に送ることのできる情報量を増やすことができる。従っ
て、より多様で、より面白味のあるモバイル連動遊技を実現させることができる。
【０５３４】
　さらに、第６実施形態によれば、モバイル連動遊技を終了する際に、パチンコ機１０側
では、コード発行画面を開き、携帯通信端末４３１側では、連動アプリが起動した状態で
、携帯通信端末４３１を前向きで設置部４１４に設置するだけで、サブ表示装置４１１に
表示されたＱＲコードが携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３で読取られ、遊技情報等
の出力作業が完了することとなる。このため、遊技者が携帯通信端末４３１に直接触れて
位置合わせを行わずとも、比較的簡単かつ迅速にＱＲコードの読取り作業を行うことが可
能となり、モバイル連動遊技をスムースに終了させることができる。従って、遊技情報等
を含むＱＲコードを読み取る等の作業が面倒なのでモバイル連動遊技を敬遠してきた遊技
者にもモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を高めることができ、ＱＲコードの読取
りに関するストレスを抑制しつつ、いち早く当該パチンコ機１０の遊技を終えることがで
きる。結果として、遊技者に気分よくモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【０５３５】
　また、モバイル連動遊技を終了させる作業が大変であることが足かせとなって、現在の
自身の状況が芳しくない（例えば、隣の台（例えば、同じ機種のパチンコ機１０）に移動
した方が、状況が好転するかもしれない）と思っても、台移動することなく、そのまま不
利な遊技を必要以上に続けてしまうといったことを抑制することができる。従って、フッ
トワークを軽くモバイル連動遊技を行うことができ、自身に有利な状況ではないと思いな
がら無駄に遊技をしてしまう→損をする→遊技が嫌いになるという悪い流れになってしま
うことを防止することができる。
【０５３６】
　また、本実施形態では、携帯通信端末４３１を前向きで設置部４１４に設置する際に、
先ずモバイル用カメラ４１２で携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置を特定する
ようになっており、さらに、モバイル用カメラ４１２での特定ができなかった場合には、
携帯カメラ４３３の位置を虱潰しに探すようにして、サブ表示装置４１１で表示されるＱ
Ｒコードの位置を規則的に順次変位させている。このため、携帯通信端末４３１の形状や
、携帯通信端末４３１のカバー形状や、設置位置のばらつき等に起因して、設置部４１４
に設置される携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置が統一されていなくても、サ
ブ表示装置４１１で表示されるＱＲコードを確実に携帯カメラ４３３に読取らせることが
できる。
【０５３７】
　加えて、本実施形態では、携帯通信端末４３１が、サブ表示装置４１１に表示されるＱ
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Ｒコードの読取りを開始した場合に携帯通信端末４３１が導出する合図（発光部４３５の
発光）をモバイル用カメラ４１２で検知可能に構成されている。このため、サブ表示装置
４１１のＱＲコードを携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３によって読取ることができ
る位置に表示できたことを、携帯通信端末４３１からの反応で確認することができる。こ
のため、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置の特定が行われたことを、パチン
コ機１０側での判断だけで済ませるような場合に比べ、正確に行うことができる。
【０５３８】
　さらに、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置の特定ができたことをパチンコ
機１０側で遅滞なく把握することができることから、その位置でＱＲコードを表示した状
態をキープして、携帯通信端末４３１によるＱＲコードの読取りを確実かつスムースに実
行させることができる。また、携帯カメラ４３３の位置を特定できないことも確実に把握
できることから、それの対処（本例では、モバイル用カメラ４１２での特定に失敗した場
合には、ＱＲコードの表示位置を変位させる処理に移行し、ＱＲコードを変位させても特
定ができない場合には、携帯通信端末４３１の位置をずらしてもらうアナウンスを行う）
も比較的迅速に行うことができる。
【０５３９】
　また、携帯通信端末４３１が、サブ表示装置４１１に表示されるＱＲコードの読取りを
完了した場合に携帯通信端末４３１が導出する合図（発光部４３５の２度目の発光）をモ
バイル用カメラ４１２で検知可能に構成されている。このため、携帯通信端末４３１の携
帯カメラ４３３によって、サブ表示装置４１１のＱＲコードの読取りが完了したことを、
携帯通信端末４３１からの反応で確認することができる。このため、携帯通信端末４３１
によるＱＲコードの読取りが完了したことを、パチンコ機１０側での判断だけで済ませる
ような場合に比べ、正確に行うことができる。
【０５４０】
　さらに、携帯通信端末４３１によるＱＲコードの読取りが完了したことをパチンコ機１
０側で遅滞なく把握することができることから、現在のＱＲコードを表示する処理を直ち
に終了して、次の処理（例えば、携帯通信端末４３１の持ち忘れの注意を促す表示を行う
等）にスムースに移行させることができる。また、ＱＲコードの読取が完了できないこと
も確実に把握できることから、それの対処（ＱＲコードの読取りが上手く行われないので
携帯通信端末４３１の向きや撮影モード等をご確認ください、まだ携帯通信端末４３１を
設置部４１４から取出さないでください等といったアナウンスを行う等）も比較的迅速に
行うことができる。
【０５４１】
　さらに、モバイル用カメラ４１２によって、設置部４１４に携帯通信端末４３１が設置
されたことや、設置部４１４から携帯通信端末４３１が取出されたことを把握することが
できる。このため、モバイル連動遊技、特に、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３に
ＱＲコードを読取らせるための準備や、モバイル用カメラ４１２に携帯通信端末４３１の
表示部４３２に表示されたＱＲコード（パスワード４３４）を読取らせるための準備等を
スムースに遅滞なく行うことができる。また、モバイル連動遊技を終了した際に、携帯通
信端末４３１が取出されたことが確認されるまで装飾図柄表示装置４２等において携帯通
信端末４３１を忘れずにお持ちくださいといったアナウンスを行う等、携帯通信端末４３
１を設置部４１４に置き忘れるといった事態を防止する対策を講ずることができる。
【０５４２】
　また、本実施形態では、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１を変位させるリ
フト装置４２１を備えている。このため、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３と、サ
ブ表示装置４１１にて表示するＱＲコードとの位置がどうしても合致しない場合、或いは
、携帯通信端末４３１の表示部４３２で表示されるパスワード４３４と、モバイル用カメ
ラ４１２との位置がどうしても合致しない場合等において、十字ボタン１２６等への操作
で（遊技者が携帯通信端末４３１を触ることなく）設置部４１４に設置された携帯通信端
末４３１の位置をずらして読取りを再度試みることができる。従って、携帯通信端末４３
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１やそのカバーの形状等が多種多様であっても、大概のものを対応可能とすることができ
る。
【０５４３】
　より具体的に、本実施形態では、リフト装置４２１の土台４２２が下方の「コード読取
らせ位置」にある場合、前向きの携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３で、サブ表示装
置４１１のＱＲコードを読取ることは可能であるが、モバイル用カメラ４１２で後向きの
携帯通信端末４３１の表示部４３２のパスワード４３４を読取ることは不可能な高さ位置
関係となる。一方、リフト装置４２１の土台４２２が上方の「コード読取り位置」にある
場合、モバイル用カメラ４１２で後向きの携帯通信端末４３１の表示部４３２のパスワー
ド４３４を読取ることは可能であるが、前向きの携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３
で、サブ表示装置４１１のＱＲコードを読取ることは不可能な高さ位置関係となる。この
点、本実施形態では、状況に応じてリフト装置４２１の土台４２２が上下に変位する上、
携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示されたパスワード４３４をモバイル用カメラ４
１２で読取る際には、十字ボタン１２６の操作で携帯通信端末４３１（携帯カメラ４３３
）の上下位置の微調整ができることから、パチンコ機１０と携帯通信端末４３１との間の
双方向の情報のやりとりを確実に行うことができる。
【０５４４】
　尚、本実施形態では、設置部４１４の前壁部４１９の上面に目印として中央合わせライ
ン４２０が形成されている。さらに、携帯通信端末４３１においてパスワード４３４は表
示部４３２（携帯通信端末本体）の横幅方向中央部に表示される。このため、携帯通信端
末４３１の表示部４３２に表示されたパスワード４３４を読取る際に、左右方向において
、かかる中央合わせライン４２０と、携帯通信端末４３１の横幅方向中央部とを位置合わ
せしてもらうことができれば、携帯通信端末４３１のパスワード４３４と、モバイル用カ
メラ４１２との左右方向における位置合わせはできる。あとは、リフト装置４２１を十字
ボタン１２６で操作しながら、モバイル用カメラ４１２と携帯通信端末４３１の表示部４
３２のパスワードとの上下方向における位置合わせを必要に応じて行うだけで済み、位置
合わせを行うための構成の簡素化等を図ることができる。尚、リフト装置４２１が自動で
動くように構成してもよい。
【０５４５】
　加えて、設置部４１４は、縦向きとした携帯通信端末４３１を設置可能に構成されてい
る。このため、携帯通信端末４３１が縦向きにも横向きにも設置できる場合に比べ、携帯
通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置をある程度限定することができ、結果として、
サブ表示装置４１１の表示面積を最小限で済ませることができる。さらに、サブ表示装置
４１１の表示面積は、携帯通信端末４３１の表示部４３２の面積よりも小さく、パチンコ
機１０側のサブ表示装置４１１に関するコストの削減、制御の簡素化等を図りつつ、より
大画面の携帯通信端末４３１の表示部４３２を利用した演出等を行うことができる。加え
て、本実施形態では、サブ表示装置４１１の上下幅を極力短くしたことにより、サブ表示
装置４１１の直下方において、設置部４１４を介して前方から視認可能な位置に、遊技盤
３０に貼着された証紙を前方から覗かせるための覗き窓４１３の形成スペースを確保でき
ている。
【０５４６】
　また、第６実施形態では、パスワード入力完了後、モバイル連動遊技中において、携帯
通信端末４３１の表示部４３２を利用した連動演出が導出されるスマホリンク機能を利用
可能に構成されている。つまり、携帯通信端末４３１を前向きで設置部４１４に設置する
とともに、携帯カメラ４３３でサブ表示装置４１１に表示される演出用のＱＲコード（演
出用コード４２４）を読取らせることで、携帯通信端末４３１にダウンロードされた連動
アプリの機能により、読取った演出用コード４２４に対応する演出や、補足説明等のアナ
ウンスが携帯通信端末４３１の表示部４３２やスピーカ等によって行われるようになって
いる。
【０５４７】
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　このように、本実施形態では、遊技者のものである携帯通信端末４３１を借りて、演出
やアナウンス等を実行することができる。このため、単純に演出を行うことのできる箇所
が増えるとともに、携帯通信端末４３１の機能を利用する（パチンコ機１０には備わって
いない振動装置の振動等を演出に利用したり、携帯通信端末４３１にダウンロードされて
いる連動アプリによって、パチンコ機１０から少しの情報を入れただけでより多くの演出
を行うようにしたりする）ことができ、より多様でより複雑な演出を導出することができ
る。また、設置部４１４に設置したままの携帯通信端末４３１の表示態様や音声態様等を
見聞きする等して楽しむのは勿論のこと、例えば、携帯通信端末４３１を手に取って携帯
通信端末４３１の表示部４３２等に導出された演出を見る等することもでき、従来にはな
い格好で演出を堪能することができる。特に、各遊技状態や演出等の補足説明を行う場合
に、演出のメインとなる装飾図柄表示装置４２等でかかる補足説明を行ってしまうと、演
出性が低下してしまう（感情移入し難くなったり、意匠性の低下等を招いたりする）こと
が懸念されるが、携帯通信端末４３１の表示部４３２で行うことによって、かかる懸念を
払拭することができる。
【０５４８】
　また、第６実施形態のスマホリンク機能では、サブ表示装置４１１に表示されたＱＲコ
ードを携帯通信端末４３１に読取らせ、携帯通信端末４３１にて対応する連動演出を導出
させる構成となっている。このため、パチンコ機１０本体側の制御装置で直接的に携帯通
信端末４３１を表示制御すること、ひいては、パチンコ機１０と携帯通信端末４３１とを
制御用の配線で電気的に接続することを不要なものとすることができる。従って、携帯通
信端末４３１を使用しての演出を比較的簡単に行うことができる。
【０５４９】
　さらに、モバイル連動遊技中において、パチンコ機１０と携帯通信端末４３１との情報
のやりとりを通じて、携帯通信端末４３１においてパチンコ機１０側の演出と絡めた連動
演出を導出することが可能となる。従って、携帯通信端末４３１を、パチンコ機１０とサ
ーバとの間の情報のやりとりのつなぎ役だけでなく、演出媒体として利用することができ
、モバイル連動遊技のポテンシャルを十分に発揮することができる。
【０５５０】
　（第７実施形態）
　上記第６実施形態では、設置部４１４自体が変位することはないが、スマホリンク機能
の利用に際し、設置部４１４自体が変位するように構成してもよい。さらに、設置部４１
４、ひいては、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１の動作と、携帯通信端末４
３１の携帯カメラ４３３で読取られるＱＲコードの動作（位置変化）とを一致させるよう
に構成してもよい。また、携帯通信端末４３１を動作させるのではなく、所定の表示手段
に表示された符号情報としての２次元コード（ＱＲコード等）を読取るカメラ等を有する
読取装置と、表示部とを備える可動表示装置を遊技機の本体に対して相対変位可能となる
ように遊技機に備え付け、当該可動表示装置を動作させつつ、可動表示装置において演出
を行うように構成してもよい。以下、第７実施形態について、図４６等に示す態様例につ
いて説明する。
【０５５１】
　図４６に示すように、本実施形態では、それぞれ複数種類の識別情報の付された３つの
リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒを具備する可変表示装置８４２と、可変表示装置８
４２の上方に設けられ、液晶表示装置によって構成される装飾図柄表示装置８１５とを具
備するスロットマシン８１０に具体化される。また、本実施形態では、遊技者に携帯通信
端末４３１を設置できる設置部４１４は設けられておらず、上記第１実施形態等のように
、遊技者は、演出ボタン８７８や十字ボタン８７９の操作でパスワードを手入力してモバ
イル連動遊技を開始し、装飾図柄表示装置８１５に表示されたＱＲコードを読取ることで
モバイル連動遊技を終了するようになっている。
【０５５２】
　さて、本実施形態では、表（前）面側において液晶表示装置により構成される表示部８
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５２と、裏（後）面側においてＱＲコードを読取るカメラを有する読取装置と、読取装置
によって読取られたＱＲコードに応じた演出を表示部等で実行させる制御装置とを具備す
る可動表示手段としての可動表示装置８５１と、可動表示装置８５１を変位させる駆動手
段としての駆動機構８６１とを備えている。
【０５５３】
　装飾図柄表示装置８１５、及び、可変表示装置８４２は、透明な強化ガラスなどの板状
体によって遊技者が触れない領域に配置されている。また、本実施形態では、スロットマ
シン８１０ほぼ中央の可変表示装置８４２の前方空間と、その上方の装飾図柄表示装置８
１５の前方空間とが繋がっており、本例では、可動表示装置８５１がかかる領域に設置さ
れている。より具体的に、本実施形態の可動表示装置８５１は、装飾図柄表示装置８１５
の右下部前方に位置する基準位置と、装飾図柄表示装置８１５の前方の範囲内で前記基準
位置から外れた位置にあるメイン演出位置と、可変表示装置８４２のリール８４２Ｌ、８
４２Ｍ、８４２Ｒ前方の特殊演出位置との間を変位可能に構成されている。
【０５５４】
　本実施形態の可動表示装置８５１のカメラは、可動表示装置８５１の左側（仮に可動表
示装置８５１の裏面側を正面視したとすると右側）で、かつ、上下方向中央よりもやや下
の部位に配置されている。基準位置においては、可動表示装置８５１の下部や右側部が装
飾図柄表示装置８１５から外周側にはみ出しているが、カメラは装飾図柄表示装置８１５
の表示部の範囲内に収まるようになっている。このため、装飾図柄表示装置８１５の右下
部にＱＲコードを表示すると、基準位置にある可動表示装置８５１は、かかるＱＲコード
を読取り、表示部８５２にて対応する演出表示を行うこととなる。加えて、可動表示装置
８５１は、表示部８５２における表示演出を実行するためのプログラムや画像データ等を
有しており、ＱＲコードを参照して、いずれの表示演出を実行するのかを選択し、実行す
ることとなる。
【０５５５】
　また、可動表示装置８５１のカメラはスロットマシン８１０の電源オンの状態であれば
基本的に常に読取り状態となっている。より具体的に、装飾図柄表示装置８１５において
表示されるＱＲコードには、所定の演出を開始する情報を含むもの（以下、「開始コード
」とも称する）、及び、所定の演出を終了する情報（以下、「終了コード」とも称する）
を含むものが存在する。これに対応して、可動表示装置８５１は、終了コードを読取ると
、開始コードだけ（開始コードの開始情報だけ）を読取り対象とする第１読取りモードと
なり、開始コードを読取ると、その他のＱＲコードも読取り対象となる第２読取りモード
となる。
【０５５６】
　ここで、可動表示装置８５１において所定間隔毎に行われる読取り処理について、図４
８を参照して説明する。先ず、ステップＳ８３０１では、第１読取りモードである場合に
オン設定され、第２読取りモードである場合にオフ設定される読取りモードフラグがオン
設定されているか否かを判別する。ステップＳ８３０１で肯定判別された場合には、ステ
ップＳ８３０２において、開始コードを読取ったか否か（より具体的には開始コードを示
す情報があるか否か）の判別を行う。ステップＳ８３０２で否定判別された場合、すなわ
ち、開始コードが読み取られていなかった場合には、そのまま本処理を終了する。
【０５５７】
　一方、ステップＳ８３０２で肯定判別された場合には、ステップＳ８３０３において、
開始コードに含まれる演出情報を解析して、表示部８５２に表示させるための表示設定処
理を行う。続くステップＳ８３０４では、読取りモードフラグをオフ設定する。その後、
本処理を終了する。
【０５５８】
　また、ステップＳ８３０１で否定判別された場合には、ステップＳ８３０５において、
読取られたＱＲコードに含まれる演出情報を解析して、表示部８５２に表示させるための
表示設定処理を行う。尚、読取りモードフラグがオフの状態で、前回と同じＱＲコードが
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読み取られた場合や、ＱＲコードが読み取られなかった場合には、前回の表示態様を引き
継いだ表示（例えば、静止画であれば同じ画像を表示し、一連の流れのある動画であれば
続きの画像を表示する）ようになっている。
【０５５９】
　ステップＳ８３０５の後、ステップＳ８３０６では、読取られたＱＲコードは終了コー
ドであるか否か（終了コードである情報があるか否か）の判別を行う。ステップＳ８３０
６で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ８３０６で
肯定判別された場合には、ステップＳ８３０７において、読取りモードフラグをオン設定
してから、本処理を終了する。尚、終了コードに含まれる演出情報は、所定の結果を表示
するための演出を実行するためのものであり、可動表示装置８５１は、終了コードを読取
ってしまえば、当該演出を最後まで行うことができるようになっている。ちなみに、終了
コードに含まれる演出情報が行われる期間は、スロットマシン８１０本体側（サブ制御装
置）の制御によって、可動表示装置８５１によるＱＲコードが物理的に読取られないよう
にする（装飾図柄表示装置８１５でＱＲコードを表示しない、ＱＲコードが表示されてい
る位置から可動表示装置８５１のカメラの位置をずらす）こととしてもよい。
【０５６０】
　また、駆動機構８６１は、可動表示装置８５１を左右にスライドさせるための第１スラ
イド部材８６２と、可動表示装置８５１を上下にスライドさせるための第２スライド部材
８６６とを備えている。第１スライド部材８６２は、装飾図柄表示装置８１５の上方にお
いて左右に延びる第１レール８６３と、筒状体を入れ子状にして上下に伸縮可能に構成さ
れ、下端が可動表示装置８５１に取付けられるとともに、上端が第１レール８６３に対し
て左右にスライド変位可能に取付けられる縦伸縮バー８６４と、縦伸縮バー８６４を左右
に変位させる第１モータ８６５とを備えている。
【０５６１】
　第２スライド部材８６６は、装飾図柄表示装置８１５及び可変表示装置８４２の右方に
おいて上下に延びる第２レール８６７と、筒状体を入れ子状にして左右に伸縮可能に構成
され、左端が可動表示装置８５１に取付けられるとともに、右端が第２レール８６７に対
して上下にスライド変位可能に取付けられる横伸縮バー８６８と、横伸縮バー８６８を上
下に変位させる第２モータ８６９とを備えている。当該第１モータ８６５及び第２モータ
８６９については、スロットマシン８１０本体のサブ制御装置が駆動制御を行う。
【０５６２】
　尚、基本的に、可動表示装置８５１には、電源を供給する配線（及びアース線）のみが
電気的に接続されており、制御用の配線は接続されていない。また、電源（電力）を供給
する配線については、基本的に遊技者からは見えないように、第１スライド部材及び第２
スライド部材のレールの内側を通して遊技盤の背面側に繋げている。
【０５６３】
　本実施形態では、可動表示装置８５１が、装飾図柄表示装置８１５の前方を移動しなが
ら演出を行うといったメイン演出状態が発生する場合がある。すなわち、メイン演出状態
の発生が決定された場合、スロットマシン８１０のサブ制御装置は、先ず、装飾図柄表示
装置８１５の右下部において、メイン演出状態の開始を知らせる特定のＱＲコード（開始
コード）を表示させるとともに、可動表示装置８５１の読取りが完了した頃に、装飾図柄
表示装置８１５の表示制御と、駆動機構８６１の駆動制御とを行う。より具体的に、装飾
図柄表示装置８１５の表示領域をＱＲコードが移動するとともに、可動表示装置８５１に
ついても、基本的にかかるＱＲコードをカメラで捉え続けるようにして（演出中によって
はときどき振動させたり、装飾図柄表示装置８１５の前方位置から外周位置側にはみ出さ
せたりするため、必ずしも常時捉えているわけでもない）移動するようになっている。
【０５６４】
　また、図４７に示すように、可変表示装置８４２のリール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２
Ｒに付された識別情報８９１には、その一部を構成するようにしてＱＲコード８９２が紛
れている。本実施形態では、リールアクションと、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒ



(96) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

前方の特殊演出位置まで変位した可動表示装置８５１の動作とが連動しながら演出を行う
といった特殊演出状態が発生する場合がある。すなわち、特殊演出状態の発生が決定され
た場合、スロットマシン８１０のサブ制御装置は、先ず、装飾図柄表示装置８１５の右下
部において、特殊演出状態の開始を知らせる特定のＱＲコード（開始コード）を表示させ
るとともに、可動表示装置８５１の読取りが完了した頃に、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、
８４２Ｒの駆動制御と、駆動機構８６１の駆動制御とを行い、特殊演出位置まで移動させ
た可動表示装置８５１にリール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２ＲのＱＲコードを読取らせる
。可動表示装置８５１側では、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２ＲのＱＲコードを読取
ることで、対応する演出を表示部８５２で実行することとなる。
【０５６５】
　次に、演出例について説明する。通常、装飾図柄表示装置８１５では、主人公のキャラ
クタが宝探しをしている表示が行われる。また、可動表示装置８５１は、通常、基準位置
にあり、装飾図柄表示装置８１５の表示に対応する表示や、遊技に関するアドバイスや説
明等が表示される。
【０５６６】
　また、遊技者にとって有利な特別遊技状態の発生を示唆する演出、或いは、そのフェイ
ク演出として、主人公がトロッコに乗って、落石やライバルから逃れつつ、宝物に向かう
といった演出が行われる。先ず、可動表示装置８５１の表示部８５２においてトロッコと
主人公とが表示されるとともに、可動表示装置８５１が装飾図柄表示装置８１５の中央部
に移動する。一方、装飾図柄表示装置８１５では、レール、背景、及び、迫る落石やライ
バル等が表示される。この演出では、主人公がトロッコに乗り込む動作が後からのアング
ル又は前からのアングル（前からはチャンスアップパターン）で表示され、横向きのアン
グルや前からのアングルが順次切り替えられながら、ときには、可動表示装置８５１の一
部が装飾図柄表示装置８１５の外周側にはみ出しながら進行する。
【０５６７】
　さらに、チャンスアップパターンとして、可動表示装置８５１が可変表示装置８４２の
前方位置まで移動する場合があり、この場合、遊技者によるリール８４２Ｌ、８４２Ｍ、
８４２Ｒの停止操作（ストップボタン１７２、１７３、１７４の操作）がしばらく利かな
い状態となり、可動表示装置８５１の動作、装飾図柄表示装置８１５における表示、及び
、音声等と同調して、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒが逆回転したり、各リール８
４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒがそれぞれ別の動きをしたり、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、
８４２Ｒを内側から照らすバックライトがフラッシュしたりする。このとき、サブ制御装
置は、当該演出用のプログラムに準じて、所定のリール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒを
適宜所定の回転位相で停止させ、当該停止タイミングに合わせて、可動表示装置８５１を
リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒの所定の識別情報８９１のＱＲコード８９２を読取
り可能な位置まで移動させるとともに、その一方で、可動表示装置８５１側では、順次読
取ったＱＲコードに対応する表示演出を表示部８５２で行うこととなる。
【０５６８】
　以上のように、第７実施形態では、可動表示装置８５１は、装飾図柄表示装置８１５、
及び、可変表示装置８４２のリール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒに表示されるＱＲコー
ドを読取り、当該ＱＲコードに応じて対応する演出表示を表示部８５２にて導出するよう
に構成されている。このため、スロットマシン８１０本体側の制御装置で直接的に可動表
示装置８５１を表示制御すること、ひいては、制御用の配線を繋ぐことを不要なものとす
ることができる。従って、可動表示装置８５１を比較的自由自在に動かすことができる。
さらに、装飾図柄表示装置８１５に表示されるＱＲコードは、可動表示装置８５１の動作
に伴って移動する。このため、可動表示装置８５１を変位させながら、可動表示装置８５
１の表示部８５２における演出表示についても柔軟に変化させる（複数の演出パターンに
分岐するタイミングを可動表示装置８５１の変位している最中にも設定可能）ことができ
る。従って、可変表示装置８５１を動作させながらも、演出の途中でストーリーをいくつ
かに分岐させる等の演出の多様化、及び、演出内容の充実を図ることができる。
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【０５６９】
　また、ＱＲコードは、装飾図柄表示装置８１５のみならず、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ
、８４２Ｒにおいても識別情報８９１の一部を構成するようにしてプリントされ、当該識
別情報８９１についても、可動表示装置８５１で読取り可能に構成されている。このため
、可動表示装置８５１の可動範囲が大幅に増えるとともに、可動表示装置８５１の表示部
８５２における演出についても多様化等を図ることができる。従って、可動表示装置８５
１を変位させつつ、その表示部８５２における演出表示についても変化させるといった作
用効果が要り一層奏される。結果として、ダイナミックに動作可能な可動表示装置８５１
を備えることで、斬新なスロットマシン８１０を提案することができる。
【０５７０】
　また、装飾図柄表示装置８１５等で表示されるＱＲコードには、所定の一連の演出を開
始させる情報を含む開始コードと、所定の一連の演出を終了させる情報を含む終了コード
とが設けられている。これにより、可動表示装置８５１の表示部８５２の表示制御を、ス
ロットマシン８１０本体ではなく、可動表示装置８５１側で行うものの、毎回の演出のス
トーリーはスロットマシン８１０本体側で組み立てられ、それを可動表示装置８５１で実
行する構成において、スロットマシン８１０本体側の主導で、可動表示装置８５１におけ
る演出を正確かつスムースに進行させることができる。
【０５７１】
　（第８実施形態）
　上記第１実施形態等において、遊技情報記憶手段としての遊技情報記憶エリアに記憶さ
れ、モバイル連動遊技で使用される遊技情報の取り忘れや、遊技ホールにおいてパチンコ
機１０に併設されるカードユニット（球貸しユニット）に挿入されている遊技カードの取
り忘れを抑止するための構成を設けることとしてもよい。
【０５７２】
　以下、かかる構成を具体化する第８実施形態について説明する。尚、基本構成について
は、上記第１実施形態等と同様であるため、その説明を省略するとともに、同じ部材名称
及び部材番号を用いて説明する。
【０５７３】
　第１球受皿としての上皿１９に設けられた球抜き操作部としての球抜きボタン１２３（
図２等参照）は、上皿１９の球案内路の下流側に形成され、第２球受皿としての下皿１５
に連通する連通孔を開閉させるシャッタと機械的に連動する（一体的に形成されていても
よい）よう構成されている。そして、球抜きボタン１２３が押圧操作されることで、シャ
ッタが開状態とされ、連通孔が開口されるように構成されている。つまり、球抜きボタン
１２３は、上皿１９に貯留されている遊技球を下皿１９に移す（流す）際に操作されるボ
タンであり、遊技を終了するとき以外には、基本的に操作されることはない。
【０５７４】
　さらに、本実施形態では、球抜きボタン１２３が押圧操作されたことを検知する球抜き
操作検知手段としての図示しない球抜き操作検知スイッチ（接触式のスイッチやセンサ等
）が設けられている。球抜き操作検知スイッチは、サブ制御装置２６２に対して電気的に
接続されており、サブ制御装置２６２において、球抜きボタン１２３が操作されたことを
把握可能となっている。
【０５７５】
　加えて、上皿１９に設けられた球貸し操作手段としての球貸しボタン１２１、及び、返
却操作手段としての返却ボタン１２２は、上記のように、パチンコ機１０のカードユニッ
ト接続基板３１４を介して、パチンコ機１０に併設された球貸し装置としてのカードユニ
ットと電気的に接続されている。また、カードユニット接続基板３１４及びカードユニッ
トは、防犯上等の理由から、サブ制御装置２６２等のパチンコ機１０側とは電気的に接続
されておらず、カードユニット接続基板３１４には電気的に接続されているカードユニッ
トから電源が供給されるようになっている。
【０５７６】
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　本実施形態のカードユニットは、紙幣（及び硬貨）を投入可能な紙幣投入口（及び硬貨
投入口）と、紙幣投入口より投入された紙幣の金額を記憶する遊技価値記憶媒体としての
遊技カードを挿入可能なカード挿入口とを備えており、紙幣が紙幣投入口に投入されると
、カードユニットに挿入されていた遊技カードにその金額が記憶されるようになっている
。
【０５７７】
　そして、球貸しボタン１２１が操作された場合には、カードユニットに挿入されている
遊技カードに記憶されている残高の範囲内で所定数の遊技球が遊技者（例えば、上皿１９
）に払い出される（貸し出される）ように構成されている。また、返却ボタン１２２が操
作された場合には、カードユニットにおいて、残高のある遊技カードが挿入されている場
合には、かかる遊技カードがカードユニットから遊技者が手に取れる格好で排出されるよ
うになっている。さらに、遊技者の手元にある残高のある遊技カードをカードユニットに
挿入して、所定数の遊技球を借りることも可能である。
【０５７８】
　尚、パチンコ機１０が設置される遊技ホール等によっては、遊技者が球貸しユニットに
挿入した現金の残高を記憶する遊技価値記憶媒体として、カード状のものではなく、メダ
ル状等のその他の形態のものを利用する球貸しユニットが設置されている場合もあり、そ
の場合には、かかる球貸しユニットを含む遊技システムに具体化することも可能である。
【０５７９】
　また、本実施形態では、残高把握手段としてのカードユニット接続基板３１４が、パチ
ンコ機１０に併設されているカードユニットに挿入されている遊技カードの残高を把握可
能に構成されている。さらに、上皿１９には、球貸しボタン１２１や返却ボタン１２２の
近傍位置において、カードユニット接続基板３１４と電気的に接続され、パチンコ機１０
に併設されているカードユニットに挿入されている遊技カードの残高を表示する図示しな
い残高表示装置が設けられている。これにより、遊技者は、残高表示装置を確認しながら
、球貸しボタン１２１や返却ボタン１２２の操作を行うことができる。
【０５８０】
　さらに、本実施形態では、サブ制御装置２６２においても、カードユニットに残高のあ
る遊技カードが挿入されているか否かを把握することが可能となっている。つまり、サブ
制御装置２６２とカードユニット接続基板３１４とは電気的に接続されていないものの、
電気信号を光信号に変換し、再び電気信号に戻すことによって、電気的に絶縁しながら信
号を伝達するフォトカプラを介して（カードユニット接続基板３１４側に発光素子、サブ
制御装置２６２側に受光素子）、カードユニット接続基板３１４からサブ制御装置２６２
への信号の伝達を可能に構成されている。
【０５８１】
　尚、（防犯性能が確保できるようであれば）カードユニット接続基板３１４とサブ制御
装置２６２とを電気的に接続することも可能である。また、カードユニットにおいて残高
のある遊技カードが挿入されていることをパチンコ機１０側で把握するための構成につい
ては、特に、カードユニットから情報を受け取る構成に限定されるものではなく、例えば
、残高表示装置を撮影するカメラを設けて、かかる撮像情報に基づいて、遊技カードの有
無を把握することも可能である。
【０５８２】
　また、本実施形態では、発射装置６０によって遊技球が発射されていることを直接的に
把握するべく、上記第５実施形態と同様に、発射装置６０によって発射された直後の遊技
球を検知可能な発射検知手段としての発射検知スイッチ４０１が設けられている（図３７
参照）。つまり、発射装置６０が駆動している（駆動させている）か否かや、ハンドル１
８が操作されている（遊技者がハンドル１８に触れていることがタッチセンサにより検知
されている）か否かを確認するだけでは、遊技球が発射装置６０の発射位置にセットされ
ていない状態で発射装置６０が駆動していること（「空打ち」していること）を把握する
ことができないため、本実施形態では、発射検知スイッチ４０１を設置することとしてい
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る。
【０５８３】
　また、本実施形態では、上記第５実施形態と同様に、第２始動入賞装置３３ｂが遊技領
域の右下方位置に設けられるとともに、可変入賞装置３２として、第１始動入賞装置３３
ａの下方位置に設けられる第１可変入賞装置３２ａと、遊技領域の右下方位置に設けられ
る第２可変入賞装置３２ｂとが設けられている。
【０５８４】
　さらに、第１始動入賞装置３３ａへの入球に基づいて大当たり状態に当選した場合の大
当たり種別としては、１６ラウンド確変大当たり（以下「１６ＲＳ」と言う）と、８ラウ
ンド確変大当たり（以下「８ＲＳ」と言う）と、８ラウンド通常大当たり（以下「８ＲＮ
」）と、２ラウンド確変大当たり（以下「２ＲＳ」と言う）とがある。「１６ＲＳ」、「
８ＲＳ」、「８ＲＮ」に関しては、第１可変入賞装置３２ａが３０秒間開放されること、
又は、第１可変入賞装置３２ａが開放されてから第１可変入賞装置３２ａに８個の遊技球
が入球することを１ラウンドとして、「１６ＲＳ」に関しては、それが１６回繰り返され
、「８ＲＳ」、「８ＲＮ」に関しては、それが８回繰り返されてから、大当たり状態が終
了する。
【０５８５】
　一方、「２ＲＳ」に関しては、第１可変入賞装置３２ａが０．４秒間開放されることを
１ラウンドとして、それが２回繰り返されてから、大当たり状態が終了する。すなわち、
「１６ＲＳ」、「８ＲＳ」、「８ＲＮ」に関しては、大当たり状態中に大幅な遊技球の増
加が見込める大当たり（所謂、「出玉有り大当たり」）であるものの、「２ＲＳ」は、遊
技球の大幅な増加が見込めない大当たり（所謂、「出玉無し大当たり」）となっている。
【０５８６】
　また、「１６ＲＳ」、「８ＲＳ」の大当たり状態終了後には、高確率状態かつ高入球状
態である「確変モード」が付与され、「２ＲＳ」の大当たり状態終了後には、高確率状態
かつ低入球状態である「潜確モード」が付与され、「８ＲＮ」の大当たり状態終了後には
、低確率状態かつ高入球状態である「時間短縮モード」（本例では、変動表示９０回分）
が付与される。つまり、「１６ＲＳ」、「８ＲＳ」、「８ＲＮ」の大当たり状態終了後は
、第２始動入賞装置３３ｂが開状態とされ易い高入球状態となるため、遊技者は遊技領域
のうち第２始動入賞装置３３ｂが配置されている右側の領域（右側方領域）に向けて遊技
球を発射させることとなる。本実施形態では、第１始動入賞装置３３ａへの入球に基づく
当否抽選において大当たりに当選した場合、５％の割合で「１６ＲＳ」となり、５５％の
割合で「８ＲＳ」となり、３０％の割合で「８ＲＮ」となり、１０％の割合で「２ＲＳ」
となる。
【０５８７】
　さらに、本実施形態では、第１始動入賞装置３３ａへの入球に基づく当否抽選において
、「小当たり」に当選する場合がある。第１始動入賞装置３３ａへの入球に基づく当否抽
選において、小当たりした場合には、第１可変入賞装置３２ａが０．４秒間開放されるこ
とを１ラウンドとして、それが２回繰り返されてから、小当たり状態が終了する。つまり
、第１可変入賞装置３２ａに関し、外見上は、「２ＲＳ」と同じである。但し、小当たり
状態が発生する前と、発生した後とで遊技モードが変化することはない。すなわち、例え
ば、通常モードにおいて「２ＲＳ」に当選すると、潜確モードに移行するのであるが、通
常モードにおいて小当たりに当選しても、通常モードが継続される。これにより、第１始
動入賞装置３３ａへの入球に基づく当否抽選において、高確率状態が付与されない２ラウ
ンド大当たり（２ラウンド通常大当たり）に当選するような振分けを行わなくても、第１
可変入賞装置３２ａが短く２回開放されることで必ず高確率状態に移行してしまったこと
が分かってしまうといった事態を回避することができる。
【０５８８】
　その一方で、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づいて大当たり状態に当選した場合
の大当たり種別としては、１６ラウンド確変大当たりと、８ラウンド確変大当たりと、２
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ラウンド通常大当たり（以下「２ＲＮ」と言う）とがある。尚、第２始動入賞装置３３ｂ
への入球に基づく当否抽選にて当選した場合には、第１可変入賞装置３２ａではなく、第
２可変入賞装置３２ｂが開放される（本例では、ラウンド終了条件は同じであるが、可変
入賞装置３２ａ、３２ｂにそれぞれ遊技球が入球した場合の払出個数（１４個と１３個）
が異なる）こととなるものの、説明の便宜上、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づく
当否抽選にて当選した場合の大当たりの種別についても、便宜上、同じ名称（「１６ＲＳ
」、「８ＲＳ」）を使用することとする。加えて、本実施形態では、第１可変入賞装置３
２ａが開状態とされる大当たり状態のラウンド終了条件と、第２可変入賞装置３２ｂが開
状態とされる大当たり状態のラウンド終了条件とが同じである（８個の入賞、或いは、３
０秒の経過で１ラウンドとなる）が、異ならせること（例えば、ラウンド中の遊技球の入
賞上限が８個と９個）としてもよい。
【０５８９】
　また、「２ＲＮ」に関しては、第２可変入賞装置３２ｂが０．４秒間開放されることを
１ラウンドとして、それが２回繰り返されてから、大当たり状態が終了する。すなわち、
「１６ＲＳ」、「８ＲＳ」に関しては、大当たり状態中に大幅な遊技球の増加が見込める
ものの、「２ＲＮ」は、遊技球の大幅な増加が見込めない大当たりとなっている。
【０５９０】
　また、「２ＲＮ」の大当たり状態終了後には「時間短縮モード」が付与される。本例で
は、「２ＲＮ」でも３つに分かれており、変動表示３０回分の時間短縮モードが付与され
る「２ＲＮ３０」と、変動表示６０回分の時間短縮モードが付与される「２ＲＮ６０」と
、変動表示９０回分の時間短縮モードが付与される「２ＲＮ９０」とがある。本実施形態
では、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づく当否抽選において大当たりに当選した場
合、３５％の割合で「１６ＲＳ」となり、３５％の割合で「８ＲＳ」となり、２０％の割
合で「２ＲＮ３０」となり、５％の割合で「２ＲＮ６０」となり、５％の割合で「２ＲＮ
９０」となる。
【０５９１】
　さらに、本実施形態では、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づく当否抽選において
、小当たりに当選する場合がある。第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づく当否抽選に
おいて、小当たりした場合には、第２可変入賞装置３２ｂが０．４秒間開放されることを
１ラウンドとして、それが２回繰り返されてから、小当たり状態が終了する。つまり、第
２可変入賞装置３２ｂに関し、外見上は、「２ＲＮ」と同じである。但し、小当たり状態
が発生する前と、発生した後とで遊技モードが変化することはない。すなわち、確変モー
ド等の高確率状態は、基本的に「２ＲＮ」等の通常大当たりに当選することで低確率状態
（時間短縮モード等）に移行するのであるが、確変モードで小当たりに当選しても、確変
モードが継続される。これにより、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づく当否抽選に
おいて２ラウンド確変大当たり「２ＲＳ」に当選するような振分けを行わなくても、第２
可変入賞装置３２ｂが短く２回開放されることで必ず低確率状態に移行してしまったこと
が分かってしまうといった事態を回避することができる。
【０５９２】
　尚、ゾロ目以外の装飾図柄の組合わせは基本的に「外れ」を教示するものであるが、本
実施形態では、大当たりであっても「２ＲＳ」、「２ＲＮ」については、装飾図柄がゾロ
目の組合わせで停止表示されるのではなく、リーチ図柄となったものの外れとなる組合わ
せで停止表示される。加えて、「小当たり」についても、リーチ図柄となったものの外れ
となる組合わせで停止表示される。
【０５９３】
　また、本実施形態では、滞在している遊技モードを教示又は示唆する演出として、装飾
図柄表示装置４２において複数の演出ステージが用意されている。より具体的には、確変
モードに滞在していることが確定する「確変ステージ」と、通常モードに滞在しているこ
とが確定する「通常ステージ」と、確変モード及び時間短縮モードのどちらかに滞在して
いる「引き戻しステージ」と、通常モード及び潜確モードのどちらかに滞在している「前
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兆ステージ」とがある。
【０５９４】
　例えば、確変ステージにおいて「２ＲＮ」に当選し、確変モードが終了した場合、或い
は、「小当たり」に当選した場合には、確変ステージが終了し、引き戻しステージが表示
される。そして、「２ＲＮ」に当選していて、付与された時間短縮モードの期間も終了し
た場合には、かかる引き戻しステージが終了し、通常ステージが表示される。一方、「小
当たり」に当選していた場合には、「小当たり」の前後で遊技モードの変化がないことか
ら、確変モードのままである。従って、引き戻しステージに移行するものの、大当たりし
易く、さらには、時間短縮モードの最大限に相当する期間（特別図柄の変動表示３０回分
、６０回分、又は、９０回分）を超えた場合には、確変モードであることを把握すること
ができる（装飾図柄表示装置４２では、引き戻しステージのままにしてもよいし、確変ス
テージに変化させてもよい）。
【０５９５】
　尚、第２始動入賞装置３３ｂへの入球に基づいて行われる当否抽選で大当たりに当選し
た場合で、装飾図柄表示装置４２においてゾロ目を表示する大当たり種別としては「１６
ＲＳ」と「８ＲＳ」しかない。このため、基本的に（保留されていた第１始動入賞装置３
３ａへの入球に対応する変動表示が消化される場合を除く）、確変ステージや引き戻しス
テージ、すなわち、確変モードや時間短縮モードにおいて、装飾図柄表示装置４２におい
てゾロ目で大当たりの教示が行われた場合には、確変モードの付与が確定し、大当たり状
態後は、確変ステージに移行することとなる。
【０５９６】
　また、例えば、通常ステージにおいて「２ＲＳ」に当選し、潜確モードに移行した場合
、或いは、「小当たり」に当選した場合には、通常ステージが終了し、前兆ステージが表
示される。本実施形態では、この前兆ステージは、「小当たり」が移行契機であった場合
、すなわち、通常モードに滞在している場合には、特別図柄の変動表示で、１０回～５０
回程度の期間で導出された後、通常ステージに戻るようになっている。その一方で、「２
ＲＳ」が移行契機であった場合、すなわち、潜確モードに滞在している場合には、基本的
に大当たりするまで前兆ステージとなっている。尚、前兆ステージから通常ステージに戻
るか否かの抽選を行うこととしてもよいし、前兆ステージから通常ステージに戻った後、
再び前兆ステージに移行するか否かの抽選（潜確モードの場合に前兆ステージに戻る確率
を高くする、或いは、潜確モードの場合にだけ当選することが望ましい）を行うこととし
てもよいし、通常モードの前兆ステージの場合、前兆ステージに移行する際に滞在期間（
変動回数）を決定すること（潜確モードの場合は前兆モードのまま）としてもよい。加え
て、第１始動入賞装置３３ａへの入球に基づく当否抽選において「８ＲＮ」に当選した場
合、及び、「８ＲＳ」に当選したものの、その大当たり状態の終了までの間に確変モード
が付与されることが教示されなかった場合には、大当たり状態終了後、引き戻しステージ
に移行する。
【０５９７】
　尚、上記のように、特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒにおける特別図柄の停止態様と、大当
たり種別との対応関係を把握している場合には、特別図柄変動表示の停止態様を確認して
いれば、どの種別の大当たりに当選したのかを判別することが可能である。また、上記し
た第１実施形態等に記載されている「ダイビングステージ」、「クルージングステージ」
、及び、「深海探索ステージ」については、各「通常ステージ」、「確変ステージ」、及
び、「引き戻しステージ」でそれぞれ選択可能（例えば、「通常ステージのクルージング
ステージ」といった具合に選択可能）となっている。ちなみに、「前兆ステージ」の態様
は１種類であり、「前兆ステージ」における「ダイビングステージ」、「クルージングス
テージ」、及び、「深海探索ステージ」の選択は不可能である。
【０５９８】
　さて、本実施形態では、装飾図柄表示装置４２等において、遊技カードや遊技情報の取
り忘れに対する注意喚起を促すための案内態様が導出されるようになっている。より具体
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的に、装飾図柄表示装置４２における装飾図柄の変動表示が行われていない場合には、例
えば、図５１（ａ）に示すような、案内態様としての取り忘れ案内表示９０１が導出され
る。かかる取り忘れ案内表示９０１は、「『遊技カード・本日の遊技データ』が残されて
います。取り忘れにご注意ください」、「再遊技される場合でも、席を離れる場合には、
『遊技カード・遊技データ』を取出すことをお勧めします」といった文字情報９０２と、
キャラクタ情報９０３とによって構成されている。
【０５９９】
　また、当該パチンコ機１０に併設される（電気的に接続されている）カードユニットに
おいて残高のある遊技カードが挿入されていない場合であって、サブ制御装置２６２の遊
技情報記憶エリアにおいて遊技情報が記憶されている（残されている）場合には、「『本
日の遊技データ』が・・・」といった文字情報９０２となる。その一方で、カードユニッ
トにおいて残高のある遊技カードが挿入されている場合であって、サブ制御装置２６２の
遊技情報記憶エリアにおいて遊技情報が記憶されていない（残されていない）場合には、
「『遊技カード』が・・・」といった文字情報９０２となる。さらに、残高のある遊技カ
ードが挿入されておらず、遊技情報も記憶されていない場合には、取り忘れ案内表示９０
１は表示されない。本実施形態では、『本日の遊技データ』という文字を含む文字情報９
０２を有する取り忘れ案内表示９０１が、「遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶されてい
ることに対応する案内態様」に相当し、『遊技カード』という文字を含む文字情報９０２
を有する取り忘れ案内表示９０１が、「遊技機に併設されている球貸し装置において、規
定数以上の遊技球の数に対応する値が記憶されている遊技価値記憶媒体が挿入されている
ことに対応する案内態様」に相当する。
【０６００】
　尚、本実施形態では、取り忘れ案内表示９０１とともに、遊技カードや遊技情報の取り
忘れに対する注意喚起を促すための「音声案内」が導出されるようになっており、取り忘
れ案内表示９０１と音声案内とによって、「案内態様」が構成されている。勿論、その他
、電飾等の発光態様を案内態様として加えることとしてもよい。さらに、本実施形態では
、装飾図柄表示装置４２の左下領域において、始動入賞装置３３ａ、３３ｂへの遊技球の
入球に基づく変動表示が保留記憶されていることを示す保留アイコン９０７が表示される
ようになっている。
【０６０１】
　また、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っている場合、取り忘れ案内表示９０１
等で表示されるキャラクタ情報９０３のパターンを遊技者が複数パターンの中から選択可
能に構成されている。さらに、各キャラクタ情報９０３にはそれぞれに対応する音声（ボ
イス）が設定されており、装飾図柄の変動表示が行われていない状態で導出される取り忘
れ案内表示９０１が導出された場合には、かかる取り忘れ案内表示９０１で表示されてい
るキャラクタ情報９０３に対応する音声で、取り忘れの注意喚起を行うアナウンスが行わ
れる（例えば、文字情報９０２の内容が読み上げられる）ようになっている。尚、サーバ
にアクセスした場合にかかるキャラクタ情報９０３の変更の設定ができるように構成して
もよいし、パチンコ機１０においてメニュー画面からかかるキャラクタ情報９０３の変更
の設定ができるように構成してもよい。
【０６０２】
　次に、サブ制御装置２６２によって行われ、遊技情報の取り忘れを防止するための取り
忘れ案内表示９０１を導出するための処理（遊技情報取り忘れ防止処理）について、図４
９を参照して説明する。
【０６０３】
　先ず、ステップＳ８５０１では、装飾図柄表示装置４２においてデモ画面表示が導出さ
れているか否かを判別する。本実施形態では、装飾図柄の変動表示の終了後（停止表示後
）、次の装飾図柄の変動表示が行われることなく、規定時間（例えば、３０秒）が経過し
た場合に、デモ画面表示が導出されるように構成されている。尚、本実施形態では、装飾
図柄の表示に代えて、パチンコ機１０のモチーフとなった世界観を表現する所定時間の動
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画を装飾図柄表示装置４２の画面全体で行うように構成されている。また、デモ画面表示
（動画）が行われた後に、一旦、装飾図柄の表示に戻し、さらに、所定時間後（例えば、
上記規定時間よりも短いインターバル用の規定時間経過後）、再度、デモ画面表示が行わ
れるように構成してもよいし、デモ画面表示として、動画と（ほぼ）静止画とが繰り返し
導出されるように構成してもよい。加えて、装飾図柄が表示された状態のまま、輝度を低
下させたり、装飾図柄の前方に別の表示が追加させたりするような態様をデモ画面表示と
して設定することも可能である。
【０６０４】
　ステップＳ８５０１で否定判別された場合には、ステップＳ８５０２において、モバイ
ル連動遊技中であるか否かを判別する。より具体的に、本実施形態では、モバイル連動遊
技において、サーバで発行されるパスワードの中には、遊技者を特定するために使用され
る遊技者特定情報が含まれており、かかるパスワードをパチンコ機１０に入力すると、サ
ブ制御装置２６２に設けられ、遊技者特定情報を記憶する遊技者特定情報記憶エリア（遊
技者特定情報記憶手段）に対し、かかる遊技者特定情報が記憶されるようになっている。
そして、当該ステップＳ８５０１では、遊技者特定情報記憶エリアに対して遊技者特定情
報が記憶されているか否かを判別するように構成されている。
【０６０５】
　尚、本実施形態では、遊技者特定情報記憶エリアに遊技者特定情報が記憶されている場
合に、遊技情報記憶エリア（遊技情報記憶手段）に対して遊技情報等が記憶され、遊技者
特定情報記憶エリアに遊技者特定情報が記憶されている場合に、遊技情報記憶エリアに蓄
積記憶されている遊技情報等が、装飾図柄表示装置４２において、ＱＲコードの形態で出
力されるように構成されている。また、かかるＱＲコードを発行する機能が情報出力手段
を構成する。尚、遊技情報記憶エリアに遊技情報が記憶されているか否かを判別すること
によって、モバイル連動遊技中であるか否かを判別することとしてもよい。
【０６０６】
　ステップＳ８５０２で否定判別された場合、すなわち、モバイル連動遊技が行われてい
ない場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ８５０２で肯定判別された
場合には、ステップＳ８５０３において、球抜き操作検知スイッチの検知情報に基づいて
、球抜きボタン１２３が操作されたか否かを判別する。
【０６０７】
　ステップＳ８５０３で肯定判別された場合、すなわち、上皿１９の遊技球が下皿１５へ
と排出されている可能性が高い場合には、ステップＳ８５０４において、装飾図柄表示装
置４２における装飾図柄の変動表示中であるかを判別する。ステップＳ８５０４で否定判
別された場合、ステップＳ８５０５において、情報用案内記憶手段としてのデータ用取り
忘れ案内表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。尚、ステップＳ８５０４で
は、装飾図柄の変動表示が丁度終了したところであるが、次の変動表示が保留記憶されて
いる場合にも肯定判別されることとする。
【０６０８】
　データ用取り忘れ案内表示フラグがオン設定されている場合には、図５１（ａ）に示す
ように、装飾図柄表示装置４２において、停止表示されている装飾図柄の前方に、取り忘
れ案内表示９０１が導出されるようになっている（装飾図柄は取り忘れ案内表示９０１よ
りも薄く表示される）。但し、ステップＳ８５０５では、データ用取り忘れ案内表示フラ
グをオン設定するだけであって、取り忘れ案内表示９０１（描画等）を実行するための処
理は別途行われる。
【０６０９】
　また、ステップＳ８５０４で肯定判別された場合には、ステップＳ８５０６において、
特定変動表示としてのリーチ演出中（本例では、スーパーリーチ、プレミアムリーチ、ノ
ーマルリーチ等のリーチ演出全てが対象となる）であるか否かを判別する。ステップＳ８
５０７で否定判別された場合、すなわち、リーチ状態が発生していない変動表示中である
場合には、ステップＳ８５０７において、情報用案内記憶手段としてのデータ用プレ案内
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表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
【０６１０】
　つまり、本実施形態では、装飾図柄の変動表示中であっても、取り忘れ案内表示９０１
が導出されるように構成されている。図５１（ｂ）に示すように、装飾図柄の変動表示中
に導出される取り忘れ案内表示９０１（以下、「プレ取り忘れ案内表示９０５」とも称す
る）は、装飾図柄表示装置４２の右下領域において、識別情報の変動表示や保留アイコン
９０７の視認を妨げない程度に導出される。
【０６１１】
　また、プレ取り忘れ案内表示９０５についても、「遊技データの取り忘れに注意してね
」といった文字情報９０２と、キャラクタ情報９０３とによって構成されている。さらに
、プレ取り忘れ案内表示９０５の態様は複数パターン用意されており、例えば、図５１（
ｃ）に示すように、「今日の成果だよ！」、「大当たり・○回：ランクアップ！」、「変
動回数・○回」といった具合に遊技情報の内容を教示・示唆する文字情報９０２と、キャ
ラクタ情報９０３とによって構成されるものも導出される。
【０６１２】
　そして、データ用プレ案内表示フラグがオン設定されている場合には、かかるプレ取り
忘れ案内表示９０５が導出されるようになっている。但し、ステップＳ８５０７では、デ
ータ用プレ案内表示フラグをオン設定するだけであって、プレ取り忘れ案内表示９０５（
描画等）を実行するための処理は別途行われる。尚、本実施形態では、プレ取り忘れ案内
表示９０５は、当該プレ取り忘れ案内表示９０５が導出された装飾図柄の変動表示が終了
するまで、或いは、かかる変動表示においてリーチ演出が導出される場合には、かかるリ
ーチ演出が導出されるまで表示され続け、その後、消去される（データ用プレ案内表示フ
ラグがオフされる）ようになっている。
【０６１３】
　また、ステップＳ８５０６で肯定判別された場合、すなわち、上皿１９の球抜き操作が
行われるという遊技者が遊技を終了しそうな状況ではあるが、リーチ演出中である場合に
は、プレ取り忘れ案内表示９０５によって視認性を阻害されることなく、リーチ演出を堪
能してもらうべく、データ用プレ案内表示フラグをオンすることなく、そのまま本処理を
終了する。
【０６１４】
　また、ステップＳ８５０３で否定判別された場合には、ステップＳ８５０８において、
返却ボタン１２２の有効操作が行われたか否か、すなわち、パチンコ機１０に併設されて
いるカードユニットに対し残高のある遊技カードが挿入されている状態において、返却ボ
タン１２２の操作が検知されたか否かを判別する（例えば、返却ボタン１２２の操作の有
無を確認し、操作が確認された場合には、さらに、遊技カードの確認を行う）。
【０６１５】
　ステップＳ８５０８で肯定判別された場合には、ステップＳ８５０９において、遊技球
が発射されているか否かを判別する。ここでは、発射検知スイッチ４０１による遊技球の
検知があるか否かを判別しており、発射装置６０は駆動しているものの遊技球は発射され
ていないといった「空打ち」が行われている場合や、遊技者がハンドル１８に触れている
が、遊技球の発射に対応する操作状態ではない（発射禁止ボタン１８ａが操作されていた
り、ハンドル１８が基準位置で保持されていたりする）場合には、否定判別される。
【０６１６】
　ステップＳ８５０９で否定判別された場合には、ステップＳ８５１０において、装飾図
柄表示装置４２において、通常モードに滞在していることが確定する「通常ステージ」が
表示されている状態であるか否かを判別する。ステップＳ８５１０で否定判別された場合
、すなわち、「確変ステージ」、「引き戻しステージ」、「前兆ステージ」が表示されて
いたり、大当たり状態中であったりする場合には、そのまま本処理を終了する。
【０６１７】
　一方、ステップＳ８５１０で肯定判別された場合、すなわち、カードユニットから残高
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のある遊技カードが取出され、遊技球も発射されておらず、通常ステージに滞在している
といった遊技者が遊技を止める可能性が高い状態である場合には、上記ステップＳ８５０
４に移行して、球抜きボタン１２３が操作されたと判別された場合と同様の処理を実行す
る。
【０６１８】
　また、ステップＳ８５０８で否定判別された場合、すなわち、返却ボタン１２２の有効
操作が検知されなかった場合には、ステップＳ８５１１において、装飾図柄の変動表示中
であるか否かを判別する。ステップＳ８５１１で否定判別された場合には、さらに、ステ
ップＳ８５１２で、ハンドル１８の操作中であるか否か（ハンドル１８のタッチセンサの
検知があるか否か）を判別する。ステップＳ８５１２でも否定判別された（遊技者がハン
ドル１８に触れてもいない）場合には、さらに、ステップＳ８５１３において、通常モー
ドであるか否かを判別する。
【０６１９】
　ステップＳ８５１３で肯定判別された場合には、ステップＳ８５１４において、データ
用取り忘れ案内表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。一方、ステップＳ８
５１２で肯定判別された（ハンドル１８の操作（ハンドル１８に遊技者が触れていること
）が検知された）場合、又は、ステップＳ８５１３で否定判別された場合には、そのまま
本処理を終了する。
【０６２０】
　また、ステップＳ８５０９で肯定判別された（返却ボタン１２２の有効操作は検知され
たが遊技球の発射が検知されている）場合、又は、ステップＳ８５１１で肯定判別された
（変動表示中である）場合には、ステップＳ８５１５において、データ用取り忘れ案内表
示フラグをオフしてから、本処理を終了する。
【０６２１】
　加えて、ステップＳ８５０１で肯定判別された場合（デモ画面表示中である場合）には
、ステップＳ８５１６において、データ用取り忘れ案内表示フラグをオフしてから、本処
理を終了する。つまり、取り忘れ案内表示９０１は、返却ボタン１２２の操作が行われた
ものの遊技球の発射が確認された場合、球抜きボタン１２３及び返却ボタン１２２の操作
が確認されず、かつ、変動表示が確認された場合、及び、デモ画面表示が導出された場合
に、取り忘れ案内表示９０１が導出されているのであれば、取り忘れ案内表示９０１を消
去する（別の表示に変更する）ようになっている。
【０６２２】
　次に、サブ制御装置２６２によって行われ、遊技カードの取り忘れを防止するための取
り忘れ案内表示９０１を導出するための処理（カード取り忘れ防止処理）について、図５
０を参照して説明する。
【０６２３】
　先ず、ステップＳ８６０１では、装飾図柄表示装置４２においてデモ画面表示が導出さ
れているか否かを判別する。ステップＳ８６０１で否定判別された場合、ステップＳ８６
０２において、カードユニット接続基板３１４を確認し、パチンコ機１０に併設されてい
るカードユニットに対し残高のある遊技カードが挿入されているか否かを判別する。ステ
ップＳ８６０２で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０６２４】
　一方、ステップＳ８６０２で肯定判別された場合には、ステップＳ８６０３において、
球抜き操作検知スイッチの検知情報に基づいて、球抜きボタン１２３が操作されたか否か
を判別する。ステップＳ８６０３で否定判別された場合には、ステップＳ８６０４におい
て、装飾図柄の変動表示中であるか否かを判別する。ステップＳ８６０４で否定判別され
た場合には、ステップＳ８６０５において、記憶媒体用案内記憶手段としてのカード用取
り忘れ案内表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
【０６２５】
　尚、カード用取り忘れ案内表示フラグがオン設定されている場合には、図５１（ａ）に
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示すような取り忘れ案内表示９０１が導出されるようになっている。但し、ステップＳ８
６０５では、カード用取り忘れ案内表示フラグをオン設定するだけであって、取り忘れ案
内表示９０１（描画等）を実行するための処理は別途行われる。
【０６２６】
　つまり、サブ制御装置２６２は、表示設定処理（図１７のステップＳ３９１０参照）に
おいて、カード用取り忘れ案内表示フラグがオンされているか、及び、データ用取り忘れ
案内表示フラグがオンされているか否かを判別し、両フラグがオンされている場合には、
図５１（ａ）と同じ取り忘れ案内表示９０１が導出され、カード用取り忘れ案内表示フラ
グのみがオンされている場合には、「『遊技カード』が残されています・・・」といった
文字情報９０２を含む取り忘れ案内表示９０１となり、データ用取り忘れ案内表示フラグ
のみがオンされている場合には、「『本日の遊技データ』が残されています・・・」とい
った文字情報９０２を含む取り忘れ案内表示９０１となり、両フラグがオフされている場
合には、取り忘れ案内表示９０１は導出されない。
【０６２７】
　また、ステップＳ８６０４で肯定判別された場合には、ステップＳ８６０６において、
リーチ演出中であるか否かを判別する。ステップＳ８６０６で肯定判別された場合には、
そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ８６０６で否定判別された場合には、ステ
ップＳ８６０７において、記憶媒体用案内記憶手段としてのカード用プレ案内表示フラグ
をオン設定してから、本処理を終了する。
【０６２８】
　そして、カード用プレ案内表示フラグがオン設定されている場合には、「遊技カードの
取り忘れに注意してね」等といった文字情報９０２を含むプレ取り忘れ案内表示９０５が
、装飾図柄の変動表示や保留アイコン９０７の視認を妨げないよう装飾図柄表示装置４２
の右下領域に導出されるようになっている。但し、ステップＳ８６０７では、カード用プ
レ案内表示フラグをオン設定するだけであって、プレ取り忘れ案内表示９０５（描画等）
を実行するための処理は別途行われる。
【０６２９】
　つまり、サブ制御装置２６２は、表示設定処理（図１７のステップＳ３９１０参照）に
おいて、カード用プレ案内表示フラグがオンされているか、及び、データ用プレ案内表示
フラグがオンされているか否かを判別し、データ用プレ案内表示フラグのみがオンされて
いる場合には、例えば、図５１（ｂ）と同じプレ取り忘れ案内表示９０５が導出され、カ
ード用プレ案内表示フラグのみがオンされている場合には、「遊技カードの取り忘れに注
意してね！」といった文字情報９０２を含むプレ取り忘れ案内表示９０５となり、両フラ
グがオンされている場合には、「遊技カード・遊技データの取り忘れに注意してね！」と
いった文字情報９０２を含むプレ取り忘れ案内表示９０５となり、両フラグがオフされて
いる場合には、プレ取り忘れ案内表示９０５は導出されない。
【０６３０】
　また、ステップＳ８６０３で否定判別された場合には、ステップＳ８６０８において、
遊技情報等を含むＱＲコードの表示中であるか否かを判別する。ステップＳ８６０８で肯
定判別された場合、ステップＳ８６０９において、表示中のＱＲコードの発行画面を閉じ
る操作が行われたか否かを判別する。ステップＳ８６０９で否定判別された場合には、そ
のまま本処理を終了する。一方、ステップＳ８６０９で肯定判別された場合、すなわち、
装飾図柄表示装置４２に表示させたＱＲコードを読取り、かかるＱＲコードの表示画面を
消去するといったモバイル連動遊技を行っている遊技者が遊技を終了する可能性が高い場
合には、上記ステップＳ８６０５に移行して、カード用取り忘れ案内表示フラグをオン設
定してから、本処理を終了する。
【０６３１】
　また、ステップＳ８６０８で否定判別された場合には、ステップＳ８６１０において、
装飾図柄の変動表示中であるか否かを判別する。ステップＳ８６１０で否定判別された場
合には、ステップＳ８６１１において、ハンドル１８の操作（本例では、ハンドル１８の
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タッチセンサによってハンドル１８に遊技者が触れていること）が検知されたか否かを判
別する。ステップＳ８６１１で肯定判別された場合、すなわち、遊技者の存在が確認でき
た場合には、そのまま本処理を終了する。
【０６３２】
　一方、ステップＳ８６１１で否定判別された場合には、ステップＳ８６１２において、
通常ステージに滞在しているか否かを判別する。ステップＳ８６１２で否定判別された場
合、すなわち、確変ステージや大当たり状態等の遊技者にとって有利な状態であること、
或いは、そのような有利な状態かもしれないことが教示・示唆されてる状態にあるには、
そのまま本処理を終了する。
【０６３３】
　一方、ステップＳ８６１２で肯定判別された場合、すなわち、球抜きボタン１２３が操
作されたり、ＱＲコードが発行されたりしているわけではないが、装飾図柄の変動表示は
行われておらず、ハンドル１８への接触も確認できず、通常ステージに滞在しているとい
った遊技者が遊技を終了する可能性が比較的高い状態である場合には、ステップＳ８６１
３において、カード用取り忘れ案内表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
【０６３４】
　また、ステップＳ８６１０で肯定判別された場合には、ステップＳ８６１４において、
カード用取り忘れ案内表示フラグをオフしてから、本処理を終了する。
【０６３５】
　さらに、ステップＳ８６０１で肯定判別された場合には、ステップＳ８６１５において
、カード用取り忘れ案内表示フラグをオフしてから、本処理を終了する。すなわち、カー
ド用の取り忘れ案内表示９０１が表示されている状態において、装飾図柄の変動表示が開
始されたり、デモ画面表示が導出されたりした場合には、取り忘れ案内表示９０１が消去
される（別の表示が導出される）ようになっている。
【０６３６】
　尚、本実施形態では、取り忘れ案内表示９０１やそれに対応する音声態様を導出する機
能が取り忘れ防止手段を構成する。
【０６３７】
　以上詳述したように、第８実施形態によれば、遊技者は、装飾図柄表示装置４２に表示
される取り忘れ案内表示９０１を視認することで、遊技情報記憶エリアにモバイル連動遊
技で利用される遊技情報等が記憶されていること、及び、パチンコ機１０に併設されてい
るカードユニットに対し残高のある遊技カードが挿入されていることを把握することがで
きる。従って、遊技情報をパチンコ機１０から取り忘れたり、遊技カードをカードユニッ
トから取り忘れたりしてしまうといった事態を抑制することができる。
【０６３８】
　また、取り忘れ案内表示９０１は、装飾図柄の変動表示が行われていない状態において
導出可能に構成されるだけでなく、装飾図柄の変動表示中においても、プレ取り忘れ案内
表示９０５として導出可能に構成されている。このため、遊技者が遊技を終えてパチンコ
機１０から完全に立ち去る（視線を外す）前に、取り忘れ案内表示９０１（プレ取り忘れ
案内表示９０５）を認識してもらうことができる。従って、遊技者に対してより確実に注
意喚起を行うことができる。
【０６３９】
　さらに、取り忘れ案内表示９０１は、常時表示されるものではなく、特定の遊技状況と
なった場合にのみ表示される。すなわち、先ず、表示する必要のない状態、例えば、モバ
イル連動遊技中（遊技者特定情報記憶エリアに遊技者特定情報が記憶されている）でなけ
れば、遊技情報の取り忘れに関する取り忘れ案内表示９０１は表示されず、カードユニッ
トに残高のある遊技カードが挿入されていなければ、遊技カードの取り忘れに関する取り
忘れ案内表示９０１は表示されない。
【０６４０】
　その一方で、球抜きボタン１２３の操作が確認された（球抜き検知スイッチの検知が行
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われた）場合には、装飾図柄の変動停止状態、及び、変動中を問わず、遊技情報用の取り
忘れ案内表示９０１が導出されるようになっている。つまり、球抜きボタン１２３を操作
することで上皿１９から下皿１５へ遊技球を移す場合のように、その後、さらに、球抜き
レバー２５を操作することで下皿１５の排出孔を開放して、下皿１５の下方に設置される
持ち運び可能な遊技箱（所謂ドル箱）に遊技球を移して、遊技者が遊技を終了する可能性
が高い状況となった場合には、直ちに取り忘れ案内表示９０１を導出することで、上皿１
９の遊技球が排出されるまでの間に、取り忘れ案内表示９０１を遊技者に認識してもらう
ことが可能となる。
【０６４１】
　また、球抜きボタン１２３の操作が行われていなくても、返却ボタン１２２が操作され
、かつ、発射装置６０により遊技球が発射され、かつ、通常ステージである場合にも、装
飾図柄の変動停止状態、及び、変動中を問わず、遊技情報用の取り忘れ案内表示９０１が
導出されるようになっている。つまり、遊技カードが返却され、遊技球も発射されておら
ず、通常モードであるといった遊技者が遊技を終了する可能性が高い状況となった場合に
は、直ちに取り忘れ案内表示９０１を導出することで、取り忘れ案内表示９０１を遊技者
に認識してもらうことが可能となる。
【０６４２】
　特に、発射装置６０により遊技球が発射されているか否かの判別は、発射装置６０が駆
動しているか否かやハンドル１８の操作が行われているか否かではなく、発射装置６０に
よって発射された直後の遊技球を検知可能な発射検知スイッチ４０１による検知があるか
否かの判別により行われる。このため、発射装置６０が駆動していても実際には遊技球が
発射されていない状態（所謂、「空打ち」をしている状態）であることを確実に把握する
ことができる。つまり、「空打ち」は、遊技を開始する際や、遊技を終える際に発生し易
い現象であり、特に、既に返却ボタン１２２の操作が行われ、遊技カードがカードユニッ
トから返却されていることを加味すると、遊技を終える状況である可能性が非常に高くな
る。従って、「空打ち」が行われている状態を、遊技球が発射されている状態であると判
断してしまい、取り忘れ案内表示９０１を導出するタイミングを逃してしまうといった事
態をより確実に防止することができる。特に、遊技を終了しようとして、返却ボタン１２
２の操作を行った上に、遊技球の残りがなくなるまで遊技球を発射させ続けたことで、そ
のまま空打ち状態に移行した場合のように、パチンコ機１０の前に遊技者は存在するもの
の遊技を終了する直前であるといった絶好のタイミングで取り忘れ案内表示９０１を導出
することが可能となる。
【０６４３】
　その一方で、返却ボタン１２２の操作が行われたというだけでは、遊技情報用の取り忘
れ案内表示９０１は導出されない。つまり、取り忘れ案内表示９０１を導出させる必要性
が高い状況を特定の遊技状況として設定することにより、取り忘れ案内表示９０１が導出
され過ぎる（導出され続ける）といった事態を回避することができる。従って、取り忘れ
案内表示９０１が導出され過ぎることに起因する演出性、意匠性、及び、遊技性の低下等
を抑止することができる。
【０６４４】
　尚、返却ボタン１２２の操作が行われていない場合でも、装飾図柄の変動表示が行われ
ておらず、かつ、ハンドル１８への遊技者の接触も検知されておらず、かつ、通常ステー
ジである場合には、遊技情報用の取り忘れ案内表示９０１が導出されるようになっている
。これにより、上皿１９の遊技球が丁度なくなり（打ち切り）、遊技カードの残高も既に
０になっており、通常モードに滞在しているような状況（切りのよいところ）で遊技を終
了する遊技者に対しても、取り忘れ案内表示９０１を認識してもらうことが可能となる。
従って、例えば、装飾図柄の変動表示が終了してから規定時間経過後に取り忘れ案内表示
９０１を導出しても、既に遊技者がパチンコ機１０の前から立ち去った後で意味をなさな
くなってしまうといった事態を抑制することができる。
【０６４５】
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　その一方で、装飾図柄の変動表示が停止表示されるだけでは、取り忘れ案内表示９０１
は導出されない。このため、装飾図柄の変動表示が終了する度に（変動表示を保留可能な
構成であれば、変動表示が途切れる度に）、遊技者としては、遊技球を発射させ続けて遊
技を進行させようとしているにもかかわらず、逐一、取り忘れ案内表示９０１が導出され
てしまうといった事態を回避することができる。
【０６４６】
　但し、装飾図柄の変動表示中にプレ取り忘れ案内表示９０５を導出可能であるとはいっ
ても、大当たりの発生の期待度が高いことを示唆し、遊技者が特に興味を持って視認する
こととなるリーチ演出が導出されている場合には、プレ取り忘れ案内表示９０５を導出し
ないように構成されている。このため、例えば、リーチ演出に際してプレ取り忘れ案内表
示９０５が導出されてしまうことに起因して、興趣の低下等を招いてしまう（リーチ演出
の意匠性が悪化する、演出が導出されたかと思ったら単なるプレ取り忘れ案内表示９０５
であったというような期待感の喪失を与える等）といった事態を回避することができる。
【０６４７】
　加えて、装飾図柄の変動停止状態において表示される取り忘れ案内表示９０１は、装飾
図柄表示装置４２の表示画面一杯に表示されるのに対し、装飾図柄の変動中において表示
されるプレ取り忘れ案内表示９０５は、装飾図柄の変動表示や保留アイコン９０７の視認
を妨げないように、装飾図柄表示装置４２の右下領域において表示されるようになってい
る。このため、変動表示に関する情報を得ることが不可能又は困難となることによる不具
合を回避することができる。
【０６４８】
　さらに、プレ取り忘れ案内表示９０５では、この度のモバイル連動遊技の内容（大当た
り回数、変動回数、達成項目など）、すなわち、遊技情報記憶エリアに記憶されている内
容を教示するパターンの態様が導出される場合もある。このように、今回の遊技内容を適
宜遊技者に知らせることで、パチンコ機１０において蓄積記憶されている遊技情報がある
ことを遊技者により強く印象付けることができる。
【０６４９】
　また、遊技カード用の取り忘れ案内表示９０１としては、球抜きボタン１２３の操作が
行われた場合に導出される（本例では、同条件で遊技情報用の取り忘れ案内表示９０１も
導出される）ようになっている。つまり、上皿１９にある遊技球を排出する場合のように
遊技者が遊技を終了する可能性が高い状況となった場合には、直ちに取り忘れ案内表示９
０１を導出することで、上皿１９の遊技球が排出されるまでの間に、取り忘れ案内表示９
０１を遊技者に認識してもらうことが可能となる。
【０６５０】
　さらに、遊技カード用の取り忘れ案内表示９０１についても、装飾図柄の変動表示中で
あるか否かに関わらず導出可能に構成されているが、リーチ演出中である場合には、かか
る取り忘れ案内表示９０１は導出されないように構成されている。このため、リーチ演出
に際して取り忘れ案内表示９０１が導出されてしまうことに起因して、興趣の低下等を招
いてしまうといった事態を回避することができる。
【０６５１】
　加えて、遊技カード用の取り忘れ案内表示９０１は、モバイル連動遊技を終了する際に
遊技者が装飾図柄表示装置４２において表示させる遊技情報を含むＱＲコードが消去され
るタイミングでも導出されるように構成されている。これにより、モバイル連動遊技を行
っている遊技者が、遊技を終了する可能性が高い状況となった場合に、遊技カード用の取
り忘れ案内表示９０１を導出することで、取り忘れ案内表示９０１をより確実に遊技者に
認識してもらうことが可能となる。
【０６５２】
　また、返却ボタン１２２の操作が行われてなく、かつ、ＱＲコードも表示されていない
場合でも、装飾図柄の変動表示が行われておらず、かつ、ハンドル１８への遊技者の接触
も検知されておらず、かつ、通常ステージである場合には、遊技情報用の取り忘れ案内表
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示９０１が導出される（本例では、同条件で遊技情報用の取り忘れ案内表示９０１も導出
される）ようになっている。これにより、上皿１９の遊技球が丁度なくなり（打ち切り）
、遊技カードの残高も既に０になっており、通常モードに滞在しているような状況（切り
のよいところ）で遊技を終了する遊技者に対しても、取り忘れ案内表示９０１を認識して
もらうことが可能となる。従って、例えば、装飾図柄の変動表示が終了してから規定時間
経過後に取り忘れ案内表示９０１を導出しても、既に遊技者がパチンコ機１０の前から立
ち去った後で意味をなさなくなってしまうといった事態を抑制することができる。
【０６５３】
　その一方で、装飾図柄の変動表示が停止表示されるだけでは、取り忘れ案内表示９０１
は導出されない。このため、装飾図柄の変動表示が終了する度に（変動表示を保留可能な
構成であれば、変動表示が途切れる度に）、遊技者としては、遊技球を発射させ続けて遊
技を進行させようとしているにもかかわらず、逐一、取り忘れ案内表示９０１が導出され
てしまうといった事態を回避することができる。
【０６５４】
　また、装飾図柄表示装置４２においてデモ表示画面が表示された場合には、取り忘れ案
内表示９０１を消去するように構成されている。このため、遊技者が遊技を開始する際に
、未だモバイル連動遊技のパスワードの入力等を行っていない（遊技情報記憶エリアに当
該遊技者に対応する遊技情報が何も記憶されていない）のにもかかわらず、遊技情報の取
り忘れの注意喚起を行う取り忘れ案内表示９０１を導出するための処理が行われてしまう
といった事態を回避することができる。さらに、前の遊技者の遊技終了からいつまでたっ
ても取り忘れ案内表示９０１が無駄に導出され続けるといった事態を回避することができ
る。
【０６５５】
　また、本実施形態では、図４９の遊技情報取り忘れ防止処理や図５０のカード取り忘れ
防止処理で、取り忘れ案内表示９０１を導出する状況であると判別された場合に、かかる
処理でいきなり取り忘れ案内表示９０１の作成を指示するのではなく、そこでは、一旦、
データ用取り忘れ案内表示フラグ、データ用プレ案内表示フラグ、カード用取り忘れ案内
表示フラグ、カード用プレ案内表示フラグをオン設定しておき、別の処理でかかるフラグ
の設定状況を参照して、遊技情報用の取り忘れ案内表示９０１、及び、遊技情報用の取り
忘れ案内表示９０１の作成をまとめて指示するように構成されている。このため、遊技情
報に関する取り忘れ案内表示９０１と、遊技カードに関する取り忘れ案内表示９０１とを
まとめた内容の取り忘れ案内表示９０１を導出することが可能になるとともに、かかる取
り忘れ案内表示９０１の生成に関する制御の簡素化等を図ることができる。
【０６５６】
　加えて、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っている場合、取り忘れ案内表示９０
１等で表示されるキャラクタ情報９０３のパターンを遊技者が選択可能に構成されており
、装飾図柄の変動停止時における遊技情報用の（或いは、遊技情報用及び遊技カード用の
）取り忘れ案内表示９０１が導出される場合、遊技者が選択したキャラクタ情報９０３に
対応する音声で、取り忘れの注意喚起を行うアナウンスが行われるようになっている。こ
のため、例えば、変動表示の終了と同時、或いは、終了の直前において、遊技情報を取り
忘れた状態で、遊技者がその場から立ち去ろうとしてパチンコ機１０から視線を外した状
態となっても、音声アナウンスによって遊技者を引き止めることができる。特に、かかる
音声アナウンスは、遊技者自身が選択したキャラクタ情報９０３のパターンに対応するも
のであるため、自分への呼び掛けであることにより気付き易くすることができる。
【０６５７】
　（第９実施形態）
　上記第３実施形態等に記載のリアルタイムクロックに関して、パチンコ機１０が設置さ
れている遊技ホールや、遊技機メーカーの関係者が、時刻設定を行えるように構成しても
よい。以下、かかる構成を具体化する第９実施形態について説明する。尚、基本構成につ
いては、上記第１実施形態等と同様であるため、その説明を省略するとともに、同じ部材
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名称及び部材番号を用いて説明する。尚、上記第３実施形態のようなリアルタイムクロッ
クのずれを把握して、特定演出の導出タイミングを自動で調節する機能の有無は機種毎に
適宜選択可能である。
【０６５８】
　本実施形態のリアルタイム把握手段、経時カウント手段としてのリアルタイムクロック
は、サブ制御装置２６２と電気的に接続されている。本実施形態のリアルタイムクロック
は、年・月・日・時・分・秒（秒以下）のそれぞれに対応するカウンタを備えており、月
・日・時・分・秒（秒以下）に対応する各カウンタは、それぞれの上限値（「日」につい
ては、対応カウンタが、３０日間用、３１日間用、２８日間用、２９日間用の４つ存在す
る）に達した場合に、その上位のカウンタに「１」を繰り上げるとともに、自身のカウン
タについては初期値（０）に戻るようになっている。
【０６５９】
　また、本実施形態では、大当たり状態への発生期待度の教示・示唆の見せ方（演出）が
変更される期間（かかる期間（以下、「特定演出期間」とも称する）内に導出される演出
態様が特定演出に相当する）が設定されている。かかる特定演出期間は、予め規定時刻に
なると開始されるようになっており、同一のパチンコ機１０が複数台並べて設置される場
合には、かかる特定演出期間が一斉に開始されるようになっている。
【０６６０】
　尚、サブ制御装置２６２及び表示制御装置４５の特定演出を実行する機能が特定演出実
行手段を構成し、リアルタイムクロックの時間に基づいて特定演出を開始するタイミング
を設定する機能が開始設定手段を構成する。
【０６６１】
　さて、本実施形態では、第１操作手段としての演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６
（図２等参照）を操作して、リアルタイムクロックの時刻設定が行えるように構成されて
いる。但し、いつでも時刻設定が行えるというわけではなく、本実施形態では、電源装置
３１３に設けられた第２操作手段としてのＲＡＭ消去スイッチ３２３（図５参照）を押圧
操作しながら、パチンコ機１０の電源をオンにした場合に、リアルタイムクロックの時刻
設定が許可される時刻設定有効状態（カウント有効状態）となるように構成されている。
本実施形態では、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を操作したままパチンコ機１０の電源をオン
することが事前設定に相当する。
【０６６２】
　当然、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が操作された状態で、パチンコ機１０の電源がオンさ
れた場合には、電源がオフされたときの状態の記憶（バックアップ）が消去され、遊技モ
ード、遊技状態、装飾図柄表示装置４２（液晶表示装置）の表示態様等が初期状態に戻さ
れる。つまり、遊技モードは通常モードとされ、保留記憶は消去され、装飾図柄表示装置
４２ではデモ画面表示が表示され、その後、遊技球が始動入賞装置３３ａ、３３ｂに入球
した場合には、通常ステージでの装飾図柄の変動表示が開始されるように設定される。
【０６６３】
　本実施形態では、ＲＡＭ５０３のバックアップエリア５０３ａが遊技状況記憶手段を構
成する。また、パチンコ機１０の電源のオフ後においてもＲＡＭ５０３に対して電源を供
給する電源装置３１３がバックアップ用電力供給手段を構成する。また、上記の通り、演
出ボタン１２５及び十字ボタン１２６は、モバイル連動遊技のパスワード入力等のメニュ
ー画面の操作や、装飾図柄表示装置４２において遊技者の選択を伴う演出（例えば、右・
左のうち一方を選択させる）等に使用される。
【０６６４】
　次に、主制御装置２６１内のＣＰＵ５０１により実行されるメイン処理の流れについて
、図５２のフローチャートを参照しながら説明する。このメイン処理は電源投入時のリセ
ットに伴い起動される。
【０６６５】
　先ず、ステップＳ１０１では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、
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スタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（サブ制
御装置２６２，払出制御装置３１１等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば１
秒程度、ウェイト処理を実行する。続くステップＳ１０２では、ＲＡＭアクセスを許可す
る。
【０６６６】
　ステップＳ１０２の後、ステップＳ１０３において、ＲＡＭ５０３のバックアップエリ
ア５０３ａに電源断の発生情報が設定されているか否かを判別する。ステップＳ１０３で
否定判別された場合、つまり、バックアップデータが記憶されておらず、前回の電源断時
の処理が正常に終了していない可能性がある場合には、バックアップデータをクリア（消
去）するための処理であるステップＳ１１３へ移行する。
【０６６７】
　一方、ステップＳ１０３で肯定判別された場合、つまり、バックアップエリア５０３ａ
に電源断の発生情報が設定されている場合には、ステップＳ１０４でＲＡＭ判定値を算出
し、続くステップＳ１０５では、そのＲＡＭ判定値が電源断時に保存したＲＡＭ判定値と
一致するか否か、すなわちバックアップの有効性を判別する。ステップＳ１０５で否定判
別された場合、つまり、ステップＳ１０４で算出したＲＡＭ判定値が、電源断時に保存し
たＲＡＭ判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、こ
の場合もステップＳ１１３へ移行する。
【０６６８】
　また、ステップＳ１０５で肯定判別された場合には、ステップＳ１０６において、電源
装置３１３に設けたＲＡＭ消去スイッチ３２３が押圧操作（ＯＮ）されているか否かを判
別する。ステップＳ１０６で肯定判別された場合、つまり、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が
押圧操作されていれば、バックアップデータをクリアするための処理へと移行する。
【０６６９】
　但し、本実施形態では、ステップＳ１０６で肯定判別された場合、バックアップデータ
をクリア（消去）するための処理であるステップＳ１１３へと移行する前に、ステップＳ
１１２において、サブ制御装置２６２に対し、リアルタイムクロックの時刻設定を許可す
るために、時刻設定有効コマンドを送信する処理を行う。ステップＳ１１２の後、ステッ
プＳ１１３に移行する。
【０６７０】
　ステップＳ１１３の処理では、サブ制御装置２６２及び払出制御装置３１１等を初期化
するために、初期化コマンドを送信する。その後、ＲＡＭの初期化処理（ステップＳ１１
４等）に移行する。なお、ＲＡＭ判定値は、例えばＲＡＭ５０３の作業領域アドレスにお
けるチェックサム値である。このＲＡＭ判定値に代えて、ＲＡＭ５０３の所定のエリアに
書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判
断することも可能である。
【０６７１】
　上述したように、本パチンコ機１０では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時
に初期状態に戻したい場合にはＲＡＭ消去スイッチ３２３を押しながら電源が投入される
。従って、ＲＡＭ消去スイッチ３２３がＯＮされていれば、ＲＡＭの初期化処理（ステッ
プＳ１１４等）に移行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、ＲＡＭ
判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様にＲＡＭ
５０３の初期化処理（ステップＳ１１４等）に移行する。つまり、ステップＳ１１４では
ＲＡＭ５０３の使用領域を０にクリアし、続くステップＳ１１５ではＲＡＭ５０３の初期
値を設定する。その後、ステップＳ１１１で割込み許可を設定し、後述する通常処理に移
行する。
【０６７２】
　一方、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押されていない場合（ステップＳ１０３：ＮＯ）に
は、電源断の発生情報が設定されていること、及びＲＡＭ判定値（チェックサム値等）が
正常であることを条件に、復電時の処理（電源断復旧時の処理）を実行する。つまり、ス
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テップＳ１０７では、電源断前のスタックポインタを復帰させ、ステップＳ１０８では、
電源断の発生情報をクリアする。
【０６７３】
　ステップＳ１０９では、サブ側の制御装置を電源断時の遊技状態に復帰させるコマンド
を送信する。ステップＳ１１０では、使用レジスタをＲＡＭ５０３のバックアップエリア
５０３ａから復帰させる。その後、ステップＳ１１１で割込み許可を設定し、後述する通
常処理に移行する。
【０６７４】
　次に、サブ制御装置２６２において所定時間毎に行われる時刻設定処理について、図５
３を参照して説明する。
【０６７５】
　先ず、ステップＳ８８０１では、時刻設定が可能な時刻設定有効状態であることを示す
時刻設定有効フラグがオンされているか否かを判別する。ステップＳ８８０１で否定判別
された場合、ステップＳ８８０２において、主制御装置２６１からの時刻設定有効コマン
ドを受信したか否かを判別する。ステップＳ８８０２で否定判別された場合には、そのま
ま本処理を終了する。
【０６７６】
　一方、ステップＳ８８０２で肯定判別された場合、すなわち、パチンコ機１０の電源オ
ン時にＲＡＭ消去スイッチ３２３が操作されていた場合には、ステップＳ８８０３におい
て、時刻設定有効フラグをオン設定する。
【０６７７】
　さらに、ステップＳ８８０４において、時刻設定有効タイマに対し、時刻設定有効状態
としておく予め定められた制限時間（例えば、１０分）に対応する値を設定する。続くス
テップＳ８８０５において、装飾図柄表示装置４２において時刻設定画面を表示させるた
めの時刻設定画面表示フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
【０６７８】
　図５５に示すように、時刻設定画面では、現在のリアルタイムクロックの情報に基づい
て、年月日、及び、時刻の各項目が表示され、十字ボタン１２６の操作によって対応する
数字を入力（変更）可能に構成されている。また、時刻設定画面では、「年月日、時刻を
１０分以内に入力してください」といった時刻設定画面の趣旨説明表示、「残り○分○秒
」といった制限時間表示、及び、十字ボタン１２５の操作説明表示が行われる。さらに、
時刻設定画面の右下部には、「入力完了」、「キャンセル」の選択項目が表示される。
【０６７９】
　本実施形態では、時刻設定画面において、時間の経過に伴い、制限時間表示が変化する
（減少していく残り時間を教示する）だけでなく、「時刻」を示す表示についても変化す
る（日付を跨ぐようであれば日付も変化する）ように構成されている。尚、時刻設定画面
の年・月・日・時・分の表示は、時刻設定画面が表示されてから、消去されるまでの間、
遊技者の十字ボタン１２６の操作による変更以外では、変化しない（経時に伴う変化はし
ない）ように構成することとしてもよい。
【０６８０】
　また、ステップＳ８８０１で肯定判別された場合には、ステップＳ８８０６において、
時刻設定完了入力が行われたか否か、すなわち、時刻設定画面に表示された「入力完了」
の選択項目にカーソルを合わせて演出ボタン１２５が操作されたか否かを判別する。
【０６８１】
　ステップＳ８８０６で肯定判別された場合には、ステップＳ８８０７において時刻設定
画面で設定された情報（年月日、時刻）をリアルタイムクロックに反映させる設定登録処
理を行う。詳しくは後述するが、サブ制御装置２６２のＲＡＭ５０３には、年・月・日・
時・分に関する各設定を記憶する仮時刻設定記憶エリアが設けられており、当該ステップ
Ｓ８８０８では、かかる仮時刻設定記憶エリアの記憶内容（年・月・日・時・分）が、リ
アルタイムクロックに反映されるようになっている。また、リアルタイムクロックの秒（



(114) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

秒以下）に対応するカウンタについては、初期値（０）が設定されるようになっている。
【０６８２】
　続くステップＳ８８０８では、時刻設定有効フラグをオフする。これにより、リアルタ
イムクロックの時刻設定を行うことのできない時刻設定無効状態となる。ステップＳ８８
０８の後、ステップＳ８８０９において、時刻設定画面を消去する旨を示す時刻設定画面
消去フラグをオン設定してから、本処理を終了する。尚、本実施形態では、十字ボタン１
２６の操作でカーソルを「入力完了」の選択項目に合わせた状態で演出ボタン１２５が操
作されることによる入力が事後設定に相当する。
【０６８３】
　また、ステップＳ８８０６で否定判別された場合、すなわち、時刻設定を終了する操作
が未だ行われていない場合には、ステップＳ８８１０において、キャンセル入力が行われ
たか否か、すなわち、時刻設定画面に表示された「キャンセル」の選択項目にカーソルを
合わせて演出ボタン１２５が操作されたか否かを判別する。ステップＳ８８１０で肯定判
別された場合には、ステップＳ８８０８に移行して、時間設定有効フラグをオフし、ステ
ップＳ８８０９にて、時刻設定画面消去フラグをオン設定してから、本処理を終了する。
つまり、キャンセル入力が行われた場合、リアルタイムクロック（のカウンタ値）の変更
は行われないようになっている。
【０６８４】
　一方、ステップＳ８８１０で否定判別された場合には、ステップＳ８８１１において、
時刻設定有効タイマの値を減算する処理を行う。ちなみに、本実施形態では、電源立上げ
時から１０分が経過すると、時刻設定有効タイマの値が０になるようになっている。
【０６８５】
　続くステップＳ８８１２では、時刻設定有効タイマの値が０であるか否かを判別する。
ステップＳ８８１２で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ステ
ップＳ８８１２で肯定判別された場合、すなわち、時刻設定有効状態の制限時間が到来し
た場合には、キャンセル入力が行われた場合と同様に、時刻設定を終了させるべく、上記
したステップＳ８８０８に移行する。
【０６８６】
　尚、本実施形態では、時刻設定有効状態とされている期間と、装飾図柄表示装置４２で
時刻設定画面が表示されている期間とが一致していることから、時刻設定画面が時刻設定
有効状態であることを教示しており、かかる時刻設定表示を導出する機能（サブ制御装置
２６２及び表示制御装置４５の制御及び装飾図柄表示装置４２）が有効状態教示手段を構
成する。さらに、ステップＳ８８０３の時刻設定有効フラグをオン設定する処理が時刻設
定許可処理を構成する。
【０６８７】
　また、本実施形態では、サブ制御装置２６２において所定時間毎に行われる表示制御処
理において、時刻設定有効フラグがオンされている場合に、時刻設定画面を表示するため
の処理（時刻設定表示処理）が行われることとなる。以下、時刻設定表示処理について、
図５４を参照して説明する。
【０６８８】
　先ず、ステップＳ８９０１では、時刻設定画面消去フラグがオン設定されているか否か
を判別する。ステップＳ８９０１で否定判別された場合には、ステップＳ８９０２におい
て、時刻設定有効フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ８９０２で
否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。
【０６８９】
　一方、ステップＳ８９０２で肯定判別された場合には、ステップＳ８９０３において、
時刻設定画面表示フラグがオン設定されているか否かを判別する。ステップＳ８９０３で
肯定判別された場合には、ステップＳ８９０４において、装飾図柄表示装置４２において
時刻設定画面（初期画面）を表示するための時刻設定画面表示処理を行う。当該処理が行
われることにより、時刻設定画面の作成、及び、装飾図柄表示装置４２での時刻設定画面



(115) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

の表示が行われることとなる。その後、ステップＳ８９０５において、時刻設定画面表示
フラグをオフしてから、本処理を終了する。
【０６９０】
　また、ステップＳ８９０３で否定判別された場合には、ステップＳ８９０６において、
時刻設定有効タイマの値に基づいて、時刻設定が可能な時刻設定有効状態の制限時間とな
るまでの残り時間を演算し、時刻設定画面にて表示する処理を行う。
【０６９１】
　続くステップＳ８９０７では、十字ボタン１２６の操作があるか否かを判別する。ステ
ップＳ８９０７で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。ステップＳ８９
０７で肯定判別された場合には、ステップＳ８９０８において、十字ボタン１２６の操作
を仮時刻設定記憶エリアに記憶するとともに、かかる操作に基づく変更を時刻設定画面に
反映させるための操作記憶・反映表示処理を行う。
【０６９２】
　より具体的に、仮時刻設定記憶エリアには、年・月・日・時・分のそれぞれに対応して
記憶エリアが設けられている。さらに、仮時刻設定記憶エリアに対応して、年・月・日・
時・分のいずれを設定中であるかを示す設定中ポインタが設けられている。そして、「十
字ボタン１２６の右キー」が操作されたと判別された場合には、設定中ポインタを１つ先
に進めるとともに、装飾図柄表示装置４２の時刻設定画面における年・月・日・時・分の
いずれを設定中であるかを示すカーソルを１つ先に進める。また、「十字ボタン１２６の
左キー」が操作されたと判別された場合には、仮時刻設定記憶エリアの設定中ポインタを
１つ前に戻すとともに、時刻設定画面のカーソルを１つ前に戻す。
【０６９３】
　さらに、本実施形態では、仮時刻設定記憶エリアの年・月・日・時・分のそれぞれに対
応して設けられる記憶エリアは、それぞれに上限値が設定されたカウンタ（例えば、「月
」に対応する記憶エリアは、０～１１の値を取り得るカウンタ）として構成されている。
そして、「十字ボタン１２６の上キー」が操作されたと判別された場合には、仮時刻設定
記憶エリアのうち、設定中ポインタで示される記憶エリアの値を１加算し、「十字ボタン
１２６の下キー」が操作されたと判別された場合には、仮時刻設定記憶エリアのうち、設
定中ポインタで示される記憶エリアの値を１減算する。ステップＳ８９０８の後、本処理
を終了する。
【０６９４】
　また、ステップＳ８９０１で肯定判別された場合には、ステップＳ８９０９において、
時刻設定画面を消去してから、本処理を終了する。
【０６９５】
　尚、本実施形態の表示制御装置４５は、キャラクタＲＯＭ５２５のデータを直接読み出
して描画するのではなく、描画に必要なデータを別途設けられた揮発性メモリに溜め込み
、必要なデータが揃ってから当該揮発性メモリのデータを読み出して描画処理する構成と
なっている。このため、データを揮発性メモリに溜め込んでいる間は、装飾図柄表示装置
４５において変動表示が行なわれることはなく、描画処理中専用の表示が行われるように
なっている。
【０６９６】
　但し、本実施形態では、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が操作された状態でパチンコ機１０
の電源がオンされた場合には、装飾図柄表示装置４２において、前記描画処理中専用の表
示ではなく、時刻設定画面が表示されるようになっている（キャラクタＲＯＭ５２５から
のデータの読み込みは、時刻設定画面の表示と並行して行われ続ける）。さらに、本実施
形態では、キャラクタＲＯＭ５２５からのデータの読み込みが完了し、デモ表示画面（又
は、通常モードの変動待機画面；装飾図柄は表示されているが変動していない態様の画面
）を表示可能な状態となっていても、時刻設定有効フラグがオン設定されている場合には
、時刻設定画面の表示を優先し、時刻設定画面が消去された場合に、デモ表示画面等が導
出されるように構成されている。
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【０６９７】
　尚、本実施形態では、デモ表示画面や通常モードの変動待機画面のような装飾図柄表示
装置４２において遊技に際して導出するための画像を作成する処理が画像作成処理を構成
する。また、本実施形態においても、モバイル連動遊技を可能に構成されているが、モバ
イル連動遊技を行うことのできないパチンコ機１０に具体化することも可能である。
【０６９８】
　以上詳述したように、第９実施形態によれば、リアルタイムクロックの時刻設定を行う
ことができ、リアルタイムクロックの時刻にずれが生じた場合には修正することができる
。また、遊技者が操作不可能（な位置）に設けられたＲＡＭ消去スイッチ３２３を操作し
ながら遊技機の電源をオンにすること（事前設定を行うこと）で、演出ボタン１２５及び
十字ボタン１２６を利用してのリアルタイムクロックの時刻設定が可能な時刻設定有効状
態とすることができる。従って、遊技者は、物理的に事前設定を行うこと（時刻設定有効
状態とすること）が不可能となり、例えば、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６を用
いてパスワードを入力することで、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６を利用しての
リアルタイムクロックの時刻設定が許可されるような構成に比べ、遊技者が演出ボタン１
２５及び十字ボタン１２６を操作してリアルタイムクロックの時刻設定を行ってしまうと
いった事態をより確実に防止することができる。結果として、遊技者が、自分好みの演出
が導出される時間帯となるように、勝手にリアルタイムクロックの時刻設定を行ってしま
うことに起因して、例えば、複数台並べて設置されたパチンコ機１０で同一の特定演出が
一斉に開始される等といった複数のパチンコ機１０全体でのダイナミックな演出が導出さ
れなくなってしまったり、リアルタイムクロックの（非公開である）時刻設定の方法を知
っている遊技者が特定演出を即座に導出させることで、知らない遊技者が不快感等を受け
たりすること等を防止することができる。
【０６９９】
　さらに、遊技者が操作可能な位置に設けられた演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６
を利用して、リアルタイムクロックの実質的な時刻設定を行うことができる。つまり、リ
アルタイムクロックの時刻設定に際し、メニュー画面の各種操作や、モバイル連動遊技の
開始に際してのパスワード入力操作等の比較的細かい入力操作にも適した演出ボタン１２
５及び十字ボタン１２６を有効利用することで、入力作業性の向上を図ることができる。
さらに、パチンコ機１０の後面側において、リアルタイムクロックの時刻設定を行うため
の操作手段や表示手段を設ける場合に比べ、構成の簡素化等を図ることができる。
【０７００】
　加えて、例えば、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６を用いてリアルタイムクロッ
クの時刻設定を許可する（時刻設定有効状態とする）ためのパスワードを入力するような
構成の場合、例えば、メニュー画面において、時刻設定を開始する際のパスワード入力に
対応する選択項目を設ける必要がある。この点、本実施形態では、そのような選択項目を
設ける必要がないため、例えば、かかる選択項目に気付いた遊技者が、遊技者ではできな
い（実際に何が行われているのかを知り得ない）設定が行われるであろう選択項目に対し
、違和感や不信感を抱いてしまうといった事態を回避することができる。
【０７０１】
　また、時刻設定有効状態とされた場合に装飾図柄表示装置４２において表示される時刻
設定画面で、「入力完了」の選択項目にカーソルを合わせて演出ボタン１２５を操作する
（事後設定）ことで、時刻設定画面が消去されるとともに、時刻設定無効状態に移行する
ように構成されている。これにより、時刻設定有効状態がいつまでも継続されてしまい、
遊技者によるリアルタイムクロックの時刻設定が行われてしまうといった事態を防止する
ことができる。さらに、時刻設定無効状態とする事後設定のために、例えば、再び鍵を取
出してパチンコ機１０を解錠し、内枠１２を開放して、パチンコ機１０の後面側での所定
の操作を強いられるといった構成に比べ、作業性の向上等を図ることができる。
【０７０２】
　加えて、時刻設定有効状態とするための操作は、バックアップエリア５０３ａの記憶を
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消去する（パチンコ機１０を初期化する）処理と共通であるため、ＲＡＭ消去スイッチ３
２３の共通化等を図り、構成の簡素化等を図ることができる。
【０７０３】
　さらに、本実施形態では、時刻設定有効状態である場合には、装飾図柄表示装置４２に
おいて時刻設定画面が表示されることから、時刻設定有効状態であることは装飾図柄表示
装置４２を視認することで明確に認識することができる。また、パチンコ機１０の正面側
の装飾図柄表示装置４２で時刻設定画面が表示されるため、内枠１２を閉じた後でも、時
刻設定有効状態になっていることに気付き易くなっている。従って、例えば、遊技ホール
等の関係者がＲＡＭ消去スイッチ３２３を操作しながら遊技機の電源をオンにしたが、か
かる操作で時刻設定有効状態に移行することを失念し、そのまま内枠１２を閉めて他の作
業を行いにその場を離れてしまい、時刻設定有効状態で遊技者が遊技を行ってしまうとい
った事態を抑止することができる。
【０７０４】
　また、時刻設定有効状態とされる期間には制限時間が設定されており、かかる制限時間
を過ぎた場合、時刻設定無効状態に移行するとともに、時刻設定画面が消去されるように
なっている。このため、時刻設定画面が表示された状態で作業者がどこかへ行ってしまい
、そのまま時刻設定有効状態で、遊技者が遊技を行ってしまう（遊技ホール等の営業が開
始されてしまう）といった事態をより確実に防止することができる。
【０７０５】
　また、一般に、遊技ホール等の営業開始に際してパチンコ機１０の電源がオンにされた
場合等において、液晶表示装置である装飾図柄表示装置４２における遊技用の画像を最初
から作成する場合には、装飾図柄表示装置４２の表示画面全体の画像が完成するまでに比
較的長い時間を必要とする（例えば、３０秒程度）。従って、かかる画像を完成させてか
ら、時刻設定画面を作成・表示したのでは、作業性の低下を招くことが懸念される。
【０７０６】
　この点、本実施形態によれば、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を操作しながらパチンコ機１
０の電源がオンにされた場合には、時刻設定画面を先に作成・導出することとしている。
このため、電源がオンされた直後に時刻設定有効状態とされ、さらに、装飾図柄表示装置
４２に時刻設定画面が表示されて、直に時刻設定を行うことができ、作業効率の向上等を
図ることができる。
【０７０７】
　（第１０実施形態）
　上記第３実施形態等に記載のリアルタイムクロックを省略しても、日時や時刻の時間情
報に基づいた演出を堪能することができるように構成してもよい。以下、かかる構成を具
体化する第１０実施形態について説明する。尚、基本構成については、上記第１実施形態
等と同様であるため、その説明を省略するとともに、同じ部材名称及び部材番号を用いて
説明する。
【０７０８】
　本実施形態のパチンコ機１０では、リアルタイムクロックが設けられていないものの、
サブ制御装置２６２のＲＡＭ５５３には、日時及び時刻の時間情報（時情報）を記憶する
時情報記憶手段としての時間情報記憶エリアが設けられている。時間情報記憶エリアには
、月・日・時・分のそれぞれに対応して記憶エリアが設けられている。
【０７０９】
　また、本実施形態では、モバイル連動遊技を開始する際にパチンコ機１０に入力される
連動遊技情報としてのパスワードには、サーバに蓄積記憶されている遊技者個人の遊技情
報に基づく情報（ランク、称号等）、モバイル連動遊技に関する遊技者の設定に基づく情
報（カスタマイズ等）、遊技者を特定するための遊技者特定情報（モバイル登録番号等）
だけでなく、日時及び時刻の時間情報が含まれるようになっている。
【０７１０】
　そして、パチンコ機１０にパスワードが入力された場合には、かかるパスワードに含ま
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れる情報が記憶されるとともに、かかる情報を遊技（演出）に反映させる処理を行う。
【０７１１】
　ここで、第９実施形態のパスワード入力処理について、図５７を参照して説明する。先
ステップＳ９１０１において、装飾図柄表示装置４２にパスワード入力画面が表示されて
いる状態が否かを判別する。
【０７１２】
　図５８に示すように、本実施形態のパスワード入力画面では、パスワードに使用される
「Ａ～Ｚ」及び「１～９」の英数字、「入力完成」、「一文字戻る」、「トップメニュー
に戻る」の選択項目が表示されるとともに、パスワードとして入力される１２文字のワー
ドを１字ずつに分けて表示するために、１２個横並びで存在するコマ（マス目）によって
構成されるワード表示部が表示される。さらに、パスワード入力画面には、パスワードに
使用される「英数字」、「入力完成」、「一文字戻る」、「トップメニューに戻る」のい
ずれを選択しているかを示す入力カーソルと、１２コマで構成されるワード表示部のうち
入力カーソルで英数字を選んで入力操作した場合にいずれのコマに英数字が入力されるの
かを示すメインカーソルとが表示される。
【０７１３】
　本実施形態では、パスワードのうち下位４ケタ（左側の４つの文字）で時間情報が示さ
れるように構成されている。特に、「時」、「分」の情報に関しては、下位３ケタに含ま
れるように構成されている。
【０７１４】
　また、モバイル連動遊技を開始させるには、パチンコ機１０のパスワード入力画面を開
くとともに、携帯通信端末でサーバにアクセスしてパスワードを発行させ、携帯通信端末
の表示部に表示されたパスワードを確認しながら、パチンコ１０にパスワードを入力する
といった作業を行う。本実施形態では、携帯通信端末の表示部に表示されたパスワードの
うち、時間情報に対応するワードに関しては、パスワードとして発行された（携帯通信端
末の表示部に表示された）後であっても、時間の経過とともに（１分ごとに）、時間の経
過に対応して変化するように構成されている。
【０７１５】
　ステップＳ９１０１で否定判別された場合には、そのまま本処理を終了する。一方、ス
テップＳ９１０１で肯定判別された場合には、ステップＳ９１０２において、装飾図柄表
示装置４２の変動開始の契機が訪れたか否か（変動パターンコマンドを受信したか否か）
を判別する。ステップＳ９１０２で肯定判別された場合には、ステップＳ９１０３におい
て、パスワード入力画面を閉じる（装飾図柄が表示される状態にする）処理を行う。つま
り、装飾図柄の変動表示が行われる場合には、パスワード入力画面等のメニュー画面は閉
じられることとなる。
【０７１６】
　続くステップＳ９１０４では、メインカーソルがワード表示部のどのコマを指し示すの
かを示す場所カウンタに「１」を設定する。ちなみに、場所カウンタの値が１である場合
には、メインカーソルはワード表示部の先頭のコマ（左端のコマ）に対応して表示される
。尚、本実施形態の場所カウンタは、ワード表示部のコマ数（１２）に「１」を加算した
１３個の値（１～１３）を取り得るように構成されている。ステップＳ９１０４の後、本
処理を終了する。
【０７１７】
　また、ステップＳ９１０２で否定判別された場合には、ステップＳ９１０５において、
演出ボタン１２５の操作が行われたか否かを判別する。ステップＳ９１０５で否定判別さ
れた場合には、そのまま本処理を終了する。
【０７１８】
　一方、ステップＳ９１０５で肯定判別された場合には、ステップＳ９１０６において、
パスワードが違っていることを示す入力エラー表示（例えば、「パスワードが違います。
もう一度入力してください」といった表示）が導出されている状態か否かを判別する。ス
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テップＳ９１０６で肯定判別された場合には、ステップＳ９１０７において、入力エラー
表示を消去する処理を行ってから、ステップＳ９１０８に移行する。一方、ステップＳ９
１０６で否定判別された場合には、直接ステップＳ９１０８に移行する。
【０７１９】
　ステップＳ９１０８では、パスワード入力画面の「トップメニューに戻る」という選択
項目に入力カーソルを合わせて演出ボタン１２５が操作されたか否かを判別する。ステッ
プＳ９１０８で肯定判別された場合には、ステップＳ９１０９において、パスワード入力
画面からトップメニュー画面に戻す処理を行い、その後、上記したステップＳ９１０４に
おいて場所カウンタに「１」を設定してから、本処理を終了する。
【０７２０】
　一方、ステップＳ９１０８で否定判別された場合には、ステップＳ９１１０において、
モバイル連動遊技中であるか否かを判別する。ステップＳ９１１０で肯定判別された場合
には、ステップＳ９１１１において、「パスワード入力済みです。新たなパスワードを入
力するには、一度、ＱＲコードを発行して、モバイル連動遊技を終了させてください。」
といった案内表示を導出させる処理を行ってから、本処理を終了する。
【０７２１】
　また、ステップＳ９１１０で否定判別された場合には、ステップＳ９１１２において、
ワード入力操作が行われたか否か、すなわち、「Ａ～Ｚ」及び「１～９」の英数字のいず
れかに入力カーソルが合わされた状態で演出ボタン１２５が操作されたか否かを判別する
。ステップＳ９１１２で肯定判別された場合、ステップＳ９１１３において、場所カウン
タの値が「１３」であるか否かを判別する。ステップＳ９１１３で否定判別された場合、
すなわち、ワード表示部のいずれかのコマにメインカーソルが合わされている状態である
場合には、ステップＳ９１１４において、対応する（入力カーソルでマークされている）
ワードを、対応する（メインカーソルでマークされている）コマに入力する処理を行う。
尚、ステップＳ９１１４では、ワード表示部の各コマの設定内容を記憶するコマ情報記憶
エリアのうち対応するものに対してワード情報を記憶させるとともに、ワード表示部の対
応するコマに、入力したワードを表示する処理が行われる。
【０７２２】
　ステップＳ９１１４の後、ステップＳ９１１５において、場所カウンタの値に「１」加
算する処理を行う。続くステップＳ９１１６では、場所カウンタの値が「１３」となった
か否かを判別する。ステップＳ９１１６で否定判別された場合には、ステップＳ９１１７
において、場所カウンタの値に基づいてメインカーソルの表示位置を移動させる、すなわ
ち、ここでは、メインカーソルを１コマ先に（右に）進める処理を行う。ステップＳ９１
１７の後、本処理を終了する。本実施形態では、メインカーソルでマークされたコマのワ
ード入力を行うことでのみ、メインカーソルを１コマ先に進めることができるようになっ
ている。このため、先頭（左側）のワードから順番に入力することとなり、例えば、先に
後ろ（右側）のワードから入力していくといった作業が行えない構成となっている。
【０７２３】
　一方、ステップＳ９１１７で肯定判別された場合、すなわち、既にワード表示部の全て
のコマにワードが入力された状態となった場合には、ステップＳ９１１８において、メイ
ンカーソルを消去し、ステップＳ９１１９において、入力カーソルを入力完了の選択項目
へ移動させる処理を行う。ステップＳ９１１９の後、本処理を終了する。
【０７２４】
　また、ステップＳ９１１３で肯定判別された場合、すなわち、ワード表示部の全てのコ
マにワードが入力された状態であるにもかかわらず、ワードを入力するような操作が行わ
れた場合には、ステップＳ９１２０において、「全てのワードが入力されています。『入
力完了』にカーソルを合わせて演出ボタンを押してください」といった案内表示を導出す
る処理を行う。ステップＳ９１２０の後、本処理を終了する。
【０７２５】
　また、ステップＳ９１１２で否定判別された場合には、ステップＳ９１２１において、
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「一文字前に戻る」といった選択項目に入力カーソルが合わされた状態で演出ボタン１２
５が操作されたか否かを判別する。ステップＳ９１２１で肯定判別された場合には、ステ
ップＳ９１２２において、場所カウンタの値が「１３」であるか否かを判別する。ステッ
プＳ９１２２で否定判別された場合には、ステップＳ９１２３において、場所カウンタの
値を「１」減算する。さらに、ステップＳ９１２４において、場所カウンタの値に基づい
てメインカーソルの表示位置を移動させる、すなわち、ここでは、メインカーソルを１コ
マ前に（左に）戻す処理を行う。
【０７２６】
　続くステップＳ９１２５では、ワード表示部に入力されたワードのうち、対応する（メ
インカーソルでマークされている）ワードを消去する処理を行う。つまり、本実施形態で
は、ワード表示部において既に入力されたワードを訂正しようとした場合には、それより
も後に入力されたワードを全て消去していかなければ、かかるワードの訂正を行うことが
できないようになっている。ステップＳ９１２５の後、本処理を終了する。
【０７２７】
　また、ステップＳ９１２２で肯定判別された場合、すなわち、例えば、パスワードの全
てのワードを入力したが、どこかのワードが間違っていて、訂正を行いたいといった際等
に、「一文字前に戻る」の入力操作が行われた場合には、ステップＳ９１２６において、
場所カウンタの値を「１」減算する処理を行う。さらに、ステップＳ９１２７において、
消えていたメインカーソルを、ワード表示部の最終コマに対応して表示する処理を行う。
ステップＳ９１２７の後、本処理を終了する。
【０７２８】
　また、ステップＳ９１２１で否定判別された場合、すなわち、「入力完了」の選択項目
に入力カーソルが合わされた状態で演出ボタン１２５の操作が行われた場合には、ステッ
プＳ９１２８において、パスワード認証処理を行う。続くステップＳ９１２９では、入力
されたワードの組合わせが、パスワードの組合わせとして登録されたものであるか否かを
判別する。
【０７２９】
　ステップＳ９１２９で肯定判別された場合には、ステップＳ９１３０において、入球エ
ラー表示を導出する処理を行ってから、本処理を終了する。一方、ステップＳ９１２９で
否定判別された場合には、ステップＳ９１３１において、入力されたパスワードに含まれ
る各種情報を記憶するとともに、かかる各種情報を演出等に反映させるための処理を行う
。
【０７３０】
　例えば、大当たり回数や変動回数を積み重ねること等によって、モバイル連動遊技で設
定されたランクがアップしていくような構成において、かかるランクを教示する表示が装
飾図柄表示装置４２で表示されるようにしたり、所定の演出が導出される場合に、遊技に
際して登場するキャラクタの中から遊技者の選択したキャラクタが選択されて導出される
ように構成したりすることが考えられる。
【０７３１】
　さらに、本実施形態では、パスワードにおいて、日時の時間情報が含まれており、当該
ステップＳ９１３１では、月・日・時・分の情報をそれぞれ時間情報記憶エリアの各記憶
エリアに記憶する処理を行う。さらに、本実施形態のサブ制御装置２６２には、時間を計
測するための時間計測タイマが設けられており、当該ステップＳ９１３１では、かかる時
間計測タイマをリセットする処理についても行われる。時間計測タイマは、所定時間毎に
更新されるとともに、時間計測タイマにおいて「１分」に相当するカウントが行われたか
の監視が行われている。そして、時間計測タイマによって「１分」に相当するカウントが
行われたと判断された場合には、時間情報記憶エリアの「分」に対応する記憶エリアに対
して「１」を加算するとともに、時間計測タイマをリセットする処理が行われるようにな
っている。尚、本実施形態では、時間情報記憶エリア（特に、「時」、「分」を記憶する
エリア）、及び、時間計測タイマが時間計測手段を構成する。ちなみに、モバイル連動遊
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技が行われていない場合には、時間計測タイマの更新や監視についても行われないように
なっている。
【０７３２】
　また、本実施形態では、月日の情報（例えば、どの季節であるか、及び、クリスマス等
のイベントが行われるような日であるか等）に基づいて、登場キャラクタの衣装や背景が
変更されるようになっている。さらに、遊技者の誕生日等を登録できるようにしたり、そ
のパチンコ機１０の世界での記念日等（例えば、所定のキャラクタの誕生日等）を設定し
たりするとともに、それに応じたイベント演出が発生するように構成してもよい。
【０７３３】
　さらに、時刻の情報に基づいて、予め定められた時刻（例えば、１０時、１４時、１８
時）となった場合に、大当たり状態への発生期待度の教示・示唆の見せ方（演出）が変更
される期間が開始されるように構成されている。尚、本実施形態では、時間情報を利用し
た演出が特定演出に相当し、当該特定演出を導出させる機能が特定演出実行手段特定演出
を構成する。また、本実施形態では、モバイル連動遊技が行われていない状態では、月日
の情報に基づいて導出され得る演出が導出されないように構成されているが、チャンスア
ップの演出として導出させる場合もあるように構成してもよい。
【０７３４】
　ステップＳ９１３１の後、ステップＳ９１３２において、入力完了を教示する入力完了
表示を行う処理を行う。本実施形態では、当該ステップＳ９１３２において、パスワード
入力画面を閉じるとともに、「パスワードの入力が完了しました。引き続きモバイル連動
遊技をお楽しみください」等といった表示を導出する処理が行われるようになっている。
【０７３５】
　ステップＳ９１３２の後、ステップＳ９１３３において、場所カウンタに「１」を設定
してから、本処理を終了する。尚、本実施形態では、サブ制御装置２６２及び表示制御装
置４５によるパスワード入力画面を表示してパスワードを入力させる機能が入力手段を構
成する。
【０７３６】
　また、上記のように、モバイル連動遊技を終了する場合には、装飾図柄表示装置４２に
て、本日の遊技情報等を含むＱＲコードが表示されるコード発行画面を開き、表示された
ＱＲコードを携帯通信端末で読取ってサーバにアクセスすることで、ＱＲコードに含まれ
る遊技情報等がサーバに送信されるとともに、コード発行画面を閉じることで、パチンコ
機１０に蓄積記憶されていた遊技者の本日の遊技情報等の記憶が消去されるように構成さ
れている。
【０７３７】
　これに対し、モバイル連動遊技の開始時にパチンコ機１０にパスワードを入力すること
で時間情報記憶エリアに記憶された時間情報であるが、コード発行画面が消去され、遊技
情報記憶エリアの記憶情報が消去されたとしても、（電源がオフされるまで）消去されず
に残されるように構成されている。また、コード発行画面で表示されるＱＲコードには、
時間情報記憶エリアに記憶された時間情報が含まれていない。
【０７３８】
　その一方で、本実施形態では、遊技情報記憶エリアにおいて、大当たり状態が発生した
回数を単純に記憶するだけでなく、発生した大当たり状態の種別と、大当たり状態が発生
した時間とが対応付けられて記憶されるように構成されている。かかる記憶内容について
は、ＱＲコードに含まれて、携帯通信端末を介して、サーバに送信されるようになってい
る。
【０７３９】
　ちなみに、サーバのウェブページ上では、該当するパチンコ機１０のこれまでの遊技の
記録が閲覧できるように構成されている。すなわち、何月何日に何時から何時まで遊技を
行ったか、その日の大当たりの履歴、大当たりの回数、達成したミッション、発射した遊
技球の数、払い出された遊技球の数等がまとめられている。また、かかる記録には、遊技



(122) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

者が追記する（例えば、別の遊技機での遊技結果等をメモしておく）ことができるように
なっており、さらには、過去の日にちだけでなくこれからの日にちの予定まで書きこめる
（当然、遊技機メーカー側からのイベントなどの予定も案内できる）ようになっている。
従って、遊技者は、かかる機能をスケジュール帳のように利用することも可能である。
【０７４０】
　以上詳述したように、第１０実施形態によれば、パチンコ機１０において２４時間一年
中計測をし続ける時計機能（リアルタイムクロック）を設けなくても、モバイル連動遊技
を開始する際に、時間情報が含まれるパスワードをパチンコ機１０に入力することで、時
間情報を利用した特定演出を提供することができる。従って、パチンコ機１０の電源断時
も休みなく計測を続ける時計機能を管理するために、電源断時にも電力を供給し続けたり
、長期使用等に起因する時間のずれに対応するための処理を行ったり、時計機能の設置そ
のもの（例えば、リアルタイムクロック、蓄電手段、これらを制御する集積回路や配線等
）に比較的多くのコストがかかったりするといった事態を回避することができる。
【０７４１】
　また、例えば、効率化等を図るべく、複数機種に対応できる制御基板を製造することが
考えられるが、かかる基板にリアルタイムクロックが搭載される場合であって、制御基板
は搭載する機種のなかに、リアルタイムクロックの機能を使用しないものが存在するよう
な場合、大きな無駄が生じてしまうことが懸念される。この点、本実施形態のように、モ
バイル連動遊技を行う場合にだけ、外部からの時間情報に基づいて時計機能を発動させる
ことは可能であるが、リアルタイムクロック等の時間を２４時間計測し続ける構成までは
備わっていないといった構成を採用することで、上記懸念（搭載された時計機能を使わな
い場合の無駄の大きさ）を抑制することができる。
【０７４２】
　さらに、遊技者の中でも、演出等に対し比較的強い興味やこだわりを持っているモバイ
ル連動遊技を行っている遊技者に対して、時間情報を利用した特定演出が提供されること
から、他のパチンコ機１０と比べて物足りなさを感じさせてしまうといった事態を回避す
ることができ、該パチンコ機１０への遊技意欲の向上を図ることができる。加えて、モバ
イル連動遊技を行わなければ、かかる時間情報を利用した特定演出を堪能することができ
ないため、モバイル連動遊技への参加意欲の向上を図ることができる。
【０７４３】
　また、本実施形態では、サーバにアクセスしている携帯通信端末の表示部においてパス
ワードが発行された後であっても、かかる表示中のパスワードのうち、時間情報に対応す
るワードが、時間の経過に合わせて変化するように構成されている。つまり、サーバでパ
スワードが発行されてから、かかるパスワードがパチンコ機１０に入力されるまでの間に
比較的長いタイムラグが生じた場合、パスワードに含まれる時間情報の時刻情報が正確さ
に欠けるものとなってしまうことが懸念される。この点、本実施形態によれば、パスワー
ドのうち時間情報に対応するワードが、遊技者がパスワードを視認している間にも、リア
ルタイムで更新されることから、パスワードに含まれる時間情報（時刻情報）と、実際の
時刻とが比較的大きく食い違ってしまうといった事態を防止することができる。
【０７４４】
　加えて、パスワードのうち時間情報に対応するワードは、下位４ケタ（右から４つまで
）のワードによって構成されており、特に、時刻（時・分）の情報は下位３ケタのワード
にのみ含まれるようになっている。さらに、装飾図柄表示装置４２において表示されるパ
スワード入力画面では、パスワードを構成するワードを入力する順番が規定されており、
先頭（左側）のワードから１つずつ順番にワードを入力していかなければ、次のワードを
入力することができない（例えば、１つ飛ばして入力することや、最後尾のワードから入
力することができない）構成となっている。換言すれば、最後尾（右側）のワードは、最
後に入力される構成となっている。
【０７４５】
　つまり、遊技者がパスワードをパチンコ機１０に入力する際に、パスワードのうち時間
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情報に対応するワードから先に入力してしまう場合、パスワードの発行からパスワードの
入力完成までの間に比較的長いタイムラグがあっても、時刻がずれないといった上記作用
効果が奏されなくなってしまう。このため、パスワードの入力順を、時間情報に対応する
ワードが最後となるように規定する（例えば、先のワードを入力した状態でないと後のワ
ードを入力不可能）ことによって、かかる懸念を払拭することができる。
【０７４６】
　加えて、例えば、パスワードに含まれる時間情報の時刻情報と、実際の時刻との間に大
きな開きが生じないように、パスワードを発行した後、規定時間が経過した段階で、かか
るパスワードが強制的に消去されるようにする（実際の時間とかけ離れた時間情報が遊技
機に入力されないようにする）ことも考えられる。しかしながら、この場合、せっかく途
中までパスワードを入力した手間が無駄になったり、又は、手入力の作業が苦手な遊技者
は、いつまでたってもパスワードを最後まで入力することができなくなったり、或いは、
いつもパスワードが途中で消えてしまうので、パスワードをメモしておいて、後で入力す
ることで、結局時刻に大きなずれが生じたりすること等が懸念される。この点、時間情報
を示すワードを変化させつつ、かかるワードの入力順を最後にするといった上記構成を採
用することによって、かかる懸念を払拭することができる。
【０７４７】
　尚、パスワードのうち時間情報を示すワードは、日時をそのまま数字で表したものでは
なく、英数字を所定のアルゴリズムで組合わせて日時を示すようになっている。このため
、パスワードのうち時間情報を示すワードの構成数（本例では４つ）を、月・日・時・分
をそのままデジタル数字で入力する場合のワード数（本例では８つ）に比べて、少なくす
ることができる。このため、時間情報に対応するワードの入力時間を極力短くすることが
できる。
【０７４８】
　また、本実施形態では、モバイル連動遊技を行っていた遊技者が遊技を止めた場合でも
、かかるパチンコ機１０には、時間情報記憶エリアに時間情報が記憶されたままとされる
。このため、その次にかかるパチンコ機１０を遊技する遊技者がモバイル連動遊技を行わ
なくても、時間情報に対応した特定演出を堪能することができるようになる。このように
、時間情報に対応した特定演出を試してもらう機会を増やすことで、かかる特定演出、ひ
いては、モバイル連動遊技への関心を高めることができ、結果として、モバイル連動遊技
への参加意欲の向上を図ることができる。
【０７４９】
　また、パチンコ機１０の電源がオフされた場合には、時間情報が消去されることとして
いる。つまり、パチンコ機１０の電源がオフされることで、パチンコ機１０での時刻の計
測も止まることから、時間情報記憶エリアで時刻を記憶していたとしても、電源がオンさ
れた後の時間情報記憶エリアの時間情報の正確さが不十分になる。このため、電源がオフ
された場合には、時間情報を消去することで、不正確な時間情報を使用することを回避す
ることができる。従って、誤った時間情報に基づいた特定演出が導出されることで、遊技
者が混乱したり、勘違いを招いたりしてしまうといった事態を防止することができる。
【０７５０】
　尚、電源のオン時に、停電情報がある場合には、「時間情報が失われたので、時間情報
に対応する特定演出を導出させる場合には、一度、モバイル連動遊技を終了し、もう一度
、パスワードを入力してください」、等といった案内を導出するように構成してもよい。
【０７５１】
　加えて、本実施形態では、モバイル連動遊技中に大当たり状態が発生したことと、大当
たり状態の種別と、大当たり状態の発生時刻とを対応付けて記憶するとともに、モバイル
連動遊技を終了させる際に、かかる情報をＱＲコードに含ませて、携帯通信端末を介して
サーバに送信するように構成されている。従って、モバイル連動遊技を行うことで、より
細かな遊技の記録を付けていくことができる。特に、本実施形態では、サーバにおいて、
遊技者のモバイル連動遊技の記録、つまり、遊技開始時刻、遊技終了時刻、大当たりの履
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歴や変動回数、達成したミッション、遊技球のペイアウト率等が自動的に追加されていく
スケジュール機能があり、遊技者はかかる機能を活用して、より遊技を堪能することがで
きる。
【０７５２】
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０７５３】
　（ａ）遊技情報及び選択情報の内容や数に関しては特に限定されるものではなく、適宜
変更可能である。例えば、遊技機としてのスロットマシンに対応しては、各種ボーナスや
ＡＲＴ（アシストリプレイタイム）等の当選確率が複数段階で設定可能であって、かつ、
設定に応じて、子役の当選確率についても差異が存在するものにおいて、設定に応じて当
選確率に差異のある子役の当選回数を遊技情報記憶エリアに累積記憶し、それをサーバに
送ることで、サーバが該子役の当選確率を演算し、その結果を携帯通信端末のディスプレ
イにて表示可能に構成してもよい。
【０７５４】
　さらに、遊技者が選択可能な選択演出としても、特に通常時及び大当たり状態時のステ
ージ選択や、ボタン演出に限定されるものではなく、これらに代えて又は加えて適宜変更
可能である。例えば、リーチ状態が発生した後、スーパーリーチが発生するタイミングで
、複数種類あるスーパーリーチの中からいずれかを遊技者が演出ボタン１２５及び十字ボ
タン１２６の操作で選択可能に構成され、その選択結果が選択情報として蓄積記憶される
とともに、モバイル連動遊技に際してのアンケートにおいて、どうしてそのスーパーリー
チを選択するのかの質問を導出するように構成してもよい。また、例えば、遊技機として
のスロットマシンに対応しては、複数あるリールをそれぞれ停止させるための複数のスト
ップボタンの押した順番を滞在するステージやそのときに導出された演出と対応付けて累
積記憶するように構成してもよい。
【０７５５】
　加えて、カスタマイズの機能としても特に限定されるものではなく、例えば、登場キャ
ラクタのデザイン（衣装等）や、演出に際して出力される音声をアレンジする他、大当た
り状態発生に関する示唆の法則を変更する（例えば、装飾図柄表示装置４２においてキャ
ラクタのセリフを吹き出しで表示するとともに、大当たりへの期待度が高くなるほど文字
の色が白色→赤色→金色となるような構成において、金色が導出された場合には当選する
可能性が高いのではなく必ず当選するようにしたり、赤色及び金色の導出を止めたりする
等）等してもよい。尚、カスタマイズ機能は、ランクが高くなるほど、カスタマイズでき
るパターンが増えるように構成する。
【０７５６】
　また、演出設定項目の決定の方法についても特に限定されるものではなく、機種毎に適
宜ルールを設定可能に構成してもよい。例えば、リーチ演出のように、設定項目が複数あ
る場合において、「黒潮リーチ」に関して「好き」であることを示す設定は行ったが、「
サンゴリーチ」や「マリンリーチ」に関する設定は一切行わなかった場合において、スー
パーリーチの発生時に選択される（サムリーチが発生しないことが決定された場合に選択
される）リーチ演出として、「黒潮リーチ」を６０％とし、「サンゴリーチ」及び「マリ
ンリーチ」をそれぞれ残り割合（４０％）を均等に割った割合（各２０％）となるように
構成することとしてもよい。この場合、演出設定項目の設定制御の簡素化等を図ることが
できる。さらに、例えば、設定の行われなかった演出に関しては一切導出されないように
構成してもよい。加えて、予め定められた主要な設定、或いは、全ての設定を行わなけれ
ば、演出設定項目の設定画面を終了させることができない（設定を完了させることができ
ない）ように構成してもよい。
【０７５７】
　（ｂ）また、上記実施形態では、モバイル連動遊技及び否モバイル連動遊技のどちらで
もアンケートが導出される場合があるが、モバイル連動遊技でのみ導出されるように構成
してもよいし、モバイル連動遊技に際して比較的アンケートが導出され易くなるように構
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成してもよい。加えて、アンケートを全く実施しないように構成してもよい。
【０７５８】
　さらに、アンケートに協力してもらった場合、その後の大当たりラウンドにおいて専用
のアニメーション等が導出されたり、実際には確変大当たりであるのに確変大当たりか否
か判別できない状態である場合に確変大当たりであることを教示する演出が必ず行われる
、或いは、行われる可能性が高まるように構成したりしてもよい。
【０７５９】
　加えて、サーバでアンケート情報と遊技情報とを対比させて、アンケート情報と遊技情
報とが一致するか否かを判別し、その結果をパスワード、ひいては、パチンコ機１０にお
ける演出等に反映させてもよい。例えば、「本機種の遊技は初めてですか。」のアンケー
トの問いに「はい」と答えた遊技者が遊技情報を確認すると遊技回数が１０回程度あった
場合のようにアンケートに正しく答えない遊技者には、確変大当たりであることや確変モ
ードであることを早い段階で教示するのではなく比較的遅くに教示する割合が多くなる（
大当たり状態の発生時に特別表示装置４３Ｌ、４３Ｒを確認するとともに、その表示内容
と大当たり種別との対応関係を把握していなければ、大当たり状態の終了時点でも、確変
モードなのか時間短縮モードなのかの区別がつかないパターンに比較的振り分けられやす
くなる）。逆に、アンケートに正しく答える遊技者には、確変大当たりであることや確変
モードであることが比較的早い段階で教示されやすくなる等といった具合に適宜反映させ
ることができる。
【０７６０】
　（ｃ）上記実施形態では、サーバのアドレス情報、遊技情報、及び、選択情報を含む符
号情報として、装飾図柄表示装置４２においてＱＲコードが表示されるようになっている
が、例えば、その他の二次元コードでもよいし、一次元コードでもよいし、ＵＲＩ（Ｕｎ
ｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｒｅ）等のような記号の組合わせによ
る形式のもの（例えば、サーバの住所を示すＵＲＬの後に、遊技情報及び選択情報を示す
文字列を付加する）でもよい。また、上記実施形態では「ＨＴＴＰ　Ｃｏｏｋｉｅ」を使
用して遊技者（の携帯通信端末）を特定しているが、その他の方法（例えば、遊技者がメ
ールアドレスを登録）で遊技者を特定してもよい。加えて、サーバから専用のアプリケー
ションをダウンロードできるようにして、上記実施形態とは異なる通信方法でパチンコ機
１０から遊技情報や選択情報を携帯通信端末で読み取ってサーバに送信できるように構成
してもよい。
【０７６１】
　（ｄ）携帯通信端末としては、携帯電話やスマートフォンに限定されるものではなく、
コード情報の読み取り機能のあるモバイルＰＣ等でもよい。また、上記実施形態では、パ
チンコ機１０と、携帯通信端末との間のデータのやりとりは、パチンコ機１０で表示され
たＱＲコードを携帯通信端末で読み取り、携帯通信端末の要求に応じてサーバで発行され
たパスワードをパチンコ機１０に入力する形式となっているが、例えば、赤外線等の無線
通信を利用してもよい。
【０７６２】
　また、上記実施形態では、パチンコ機１０にパスワードを入力して、サーバに蓄積され
た遊技情報及び選択情報を反映させることができるように構成されているが、反映させる
ことのできない構成（パチンコ機１０へのパスワードの入力が行われない構成）としても
よい。
【０７６３】
　さらに、携帯通信端末を介して、パチンコ機１０と、サーバとの間でデータのやりとり
が行われるように構成されているが、その他の方法でパチンコ機１０とサーバとの間でや
りとりが行われるように構成してもよい。例えば、遊技ホールのホールコンピュータを介
してパチンコ機１０とサーバとを通信可能に構成する。さらに、遊技ホールにおいてパチ
ンコ機１０の側方に設置され、遊技媒体（パチンコ機であれば遊技球、スロットマシンで
あればメダル）の貸与に関する機能を有する台間装置に対して、遊技者が保持している遊
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技媒体の数を記憶可能な不揮発性の携帯記憶手段（カード等）に対して情報を読み書きす
る機能を設ける。そして、遊技者が遊技を行うことで、遊技情報及び選択情報がホールコ
ンピュータを介してサーバに送られるとともに、サーバ側からホールコンピュータを介し
て前記遊技情報及び選択情報に対応する情報が台間装置に送られ、台間装置がその情報を
携帯記憶手段に書き込むように構成してもよい。また、遊技者が次回の遊技に際して携帯
記憶手段を台間装置に挿入し、情報を読み取らせることで、上記実施形態のように、ラン
ク情報や遊技者の趣味嗜好に応じた遊技が行われるように構成してもよい。
【０７６４】
　（ｅ）上記実施形態では、遊技者個人の選択情報、及び、各パチンコ機１０を遊技した
遊技者全体の選択情報の両方が蓄積記憶されるように構成されているが、どちらか一方、
或いは、両方を省略してもよい。その場合、パチンコ機１０、サーバの記憶容量の低減を
図ることができる。さらに、遊技者個人の選択情報を記憶しない構成とする場合、特定の
遊技者の選択情報をぼかすことができ、個人の趣味・嗜好が知らない間に浮き彫りにされ
てしまう（遊技者にそのことが知れて気分を害されてしまう）といった事態を抑制するこ
とができる。また、上記実施形態において、遊技者が個人の選択情報を蓄積することに同
意した場合（例えば、モバイル連動遊技の開始時（パスワード入力操作の前後）に装飾図
柄表示装置４２に質問と操作項目（イエス・ノー）とを表示したり、サーバのウェブペー
ジ上で初回登録時に質問と操作項目とを表示したりして個人の選択情報の蓄積に賛同を得
た場合）にのみ、個人の選択情報が蓄積されるように構成してもよい。
【０７６５】
　尚、上記実施形態では、選択情報記憶エリアのうち統計用の記憶エリアの記憶内容は１
週間が経過したものから順次消去されるように構成されているが、この期間は特に限定さ
れるものではなく、例えば、所定日数（例えば、１日～１４日）や所定時間の経過後とし
てもよいし、所定変動回数（例えば、３０００回転～６００００回転）の実行後としても
よいし、消去することがない（消去するプログラムがなく、そのパチンコ機１０のこれま
での選択情報の全てが蓄積され、基板を回収して解析するとかかる蓄積された選択情報が
分かる）ように構成してもよい。
【０７６６】
　また、パチンコ機１０において、コード発行画面を表示してから閉じると、蓄積されて
いた遊技情報が消去されるとともに、選択情報は消去されないように構成されているが、
遊技情報が消去されずに別のタイミングで消去されるように構成してもよいし、選択情報
がコード発行画面を閉じるタイミングで消去されるように構成してもよい。選択情報がコ
ード発行画面を閉じるタイミングで消去されるように構成した場合（サーバ側では随時選
択情報を加算することとなる）、選択情報記憶エリアにおいて記憶容量の低減などを図る
ことができる。
【０７６７】
　（ｆ）上記実施形態では、選択情報記憶エリアのうち個人用の記憶エリアの記憶内容に
基づく情報がパスワードに含まれ、遊技者個人の趣味嗜好が遊技に反映される構成となっ
ているが、選択情報記憶エリアのうち統計用の記憶エリアの記憶内容に基づく情報がパス
ワードに含まれ、遊技者全体の趣味嗜好（人気投票的なもの）が遊技に反映される構成と
してもよい。
【０７６８】
　この場合、例えば、初めて遊技する遊技者に対して先ず人気の高い演出等を勧めて堪能
してもらい、極力早い段階で遊技者の興味を引ける可能性を高める、また、例えば、以前
は別の演出ばかりを選択していた遊技者に対して試しに人気の高い演出も選択してもらい
、新たな良さを発見してもらうといった具合に、該パチンコ機１０の良さを積極的にアピ
ールすることができる。従って、遊技の展開等によっては、パチンコ機１０のポテンシャ
ルを上手く引き出すことができず、それきり遊技を行ってもらえなくなるといった事態を
低減させることができる。
【０７６９】
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　尚、当該パチンコ機１０の遊技経験が少ない場合には、遊技者全体の趣味嗜好を反映さ
せ、ある程度遊技経験が積まれた場合には、趣味嗜好を反映させないように構成してもよ
い。また、遊技者が個人の趣味嗜好を反映させるのか、遊技者全体の趣味嗜好を反映させ
るのかを選択可能に構成してもよい。さらに、かかる選択は、パスワードの入力時又はウ
ェブページ上でのパスワード発行時等に行われることが考えられるが、ウェブページ上（
サーバ側）で設定されるようにすることで、パスワードに使用される総ワード数の低減を
図ることができ、パスワードの発行に関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に
関する手間の軽減等を図ることができる。
【０７７０】
　（ｇ）さらに、パチンコ機１０の遊技経験が少ない場合には、遊技者全体の趣味嗜好を
反映させ、ある程度遊技経験が積まれた場合には、遊技者個人の趣味嗜好を反映させるよ
うに構成してもよい。より具体的には、パスワード発行に際し、例えば、変動ランク及び
大当たりランクがともに「２」以上であるか否かを判別し、否定判別された場合には、ホ
スト側遊技情報記憶エリア及びホスト側全体選択情報記憶エリア（選択情報記憶エリアの
うち統計用の記憶エリア）の記憶内容に応じたパスワードを発行し、一方、肯定判別され
た場合には、ホスト側遊技情報記憶エリア及びホスト側個人選択情報記憶エリア（選択情
報記憶エリアのうち個人用の記憶エリア）の記憶内容に応じたパスワードを発行すること
としてもよい。この場合、該当するパチンコ機１０に関して遊技経験が浅く、また、遊技
者個人の趣味嗜好のデータ量もそれほど取得できていない状態では、遊技者全体の趣味嗜
好を遊技に反映させ、パチンコ機１０の良さを積極的にアピールすることができる。さら
に、遊技者が該当するパチンコ機１０の遊技経験をある程度積んでいる場合には、遊技者
個人の趣味嗜好を遊技に反映させて、その遊技者にとって遊技をより快適に行えるように
なる。従って、状況に応じた好適な遊技性を提供することができる。
【０７７１】
　また、サーバ側で、個人選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアのうちどちら
の記憶内容を遊技に反映させるのか（パスワードに含ませるのか）を決定するため、個人
選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアの両方の記憶内容をパスワードに含ませ
る場合に比べて、パスワードから識別される情報の数、ひいては、パスワードの全パター
ン数を低減させることができる。このため、パスワードを極力短くしたり、パスワードに
使用されるワードの種類数の低減を図ったりすることができる。従って、パスワードの発
行に関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることが
できる。
【０７７２】
　（ｈ）さらに、選択情報記憶エリアの記憶内容（選択情報）を遊技に反映させるのか否
かを遊技者が選択可能に構成されていることとしてもよい。この場合、現状のままのバラ
ンスがよい遊技者についても、快適に携帯通信端末及びサーバを利用したモバイル連動遊
技を快適に行うことができる。
【０７７３】
　尚、モバイル連動遊技状態においてのみ選択情報を蓄積記憶するような遊技者個人用の
選択情報記憶エリアやホスト側選択情報記憶エリア（個人選択情報記憶エリア）を設け、
遊技者が反映させない意志を示した（対応する操作・設定がなされた）場合には選択情報
を遊技者個人用の選択情報を記憶する手段には蓄積記憶させない構成（毎回参加の是非を
問う構成でもよいし、初回のみ参加の是非を問うて、以下その結果を反映させる構成であ
ってもよい）としてもよいし、蓄積はするが反映させないこともできる構成としてもよい
。
【０７７４】
　（ｉ）上記実施形態では、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６により、選択演出時
の決定操作と、パスワードの入力操作とが行えるように構成されているが、選択演出の決
定操作を行うボタンと、パスワードの入力操作を行うボタンとを別々に設けてもよい（演
出ボタン１２５の他にメニュー画面を開いて操作するボタンを設けてもよい）。さらに、
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操作手段や入力手段はボタンでなくてもよい。例えば、装飾図柄表示装置４２をタッチパ
ネルにして、該表示部に表示されたキーに触れてパスワードの入力操作を行うことができ
るように構成してもよい。
【０７７５】
　また、上記実施形態では、表示手段として、液晶ディスプレイである装飾図柄表示装置
４２が設けられているが、ＬＥＤディスプレイ、セグメント表示装置等のその他の表示装
置によって表示手段を構成してもよい。さらに、識別情報等の図柄を表示可能な表示装置
とは別にＱＲコードやパスワード入力画面等を表示可能な表示手段を設けることも可能で
ある。加えて、パスワードに使用される文字の種別や文字数等は特に限定されるものでは
なく、ひらがな、カタカナ、漢字、英字、数字、記号、マーク等を適宜使用可能である。
【０７７６】
　（ｊ）ランク付けの対象とされる遊技情報は特に限定されるものではなく、機種毎に適
宜変更可能である。そもそも、遊技情報や選択情報の対象とされる情報は特に限定される
ものではなく、機種毎に適宜変更可能である。さらに、変動ランクや大当たりランクの更
新条件は特に限定されるものではなく、機種毎に適宜変更可能である。例えば、大当たり
ランクの更新に関し、第１ランク→第２ランク、及び、第２ランク→第３ランクまでは各
２０回の大当たりを必要とし、それ以降は４０回の大当たりを必要とすることとしてもよ
い。
【０７７７】
　また、上記実施形態では、サーバに蓄積された変動回数情報及び大当たり回数情報が１
０００回（半日も遊技すれば達成できそうな回数）未満、及び、３０回（運が良ければ１
日で達成できそうな回数）未満の場合に、パスワードに残情報を含ませるように構成され
ているが、特にこのような構成に限定されるものではない。例えば、遊技ホールの営業終
了時間などを把握可能な構成であれば、遊技を開始する時点の残りの遊技可能時間で達成
できそうな数値を算出して、その値との比較で残情報をパスワードに含ませるか否かを決
定してもよい。加えて、閉店までの時間があまりない場合（例えば、残り２，３時間）に
は、比較的時間効率の良いステージを勧めるアナウンス（表示）等を行うこととしてもよ
い。
【０７７８】
　（ｋ）上記実施形態において大当たり確率や、大当たり種別の数や、各種大当たり種別
の可変入賞装置３２の開閉パターン等は特に限定されるものではなく、機種ごとに適宜設
定可能である。さらに、上記実施形態では、確変モードとそれ以外のモードとで当否抽選
での当選確率が変動する構成となっているが、当選確率が変動せず（一定であり）、大当
たり状態終了後に付与される時間短縮モードの期間（変動回数）が複数パターン用意され
ているパチンコ機に上記構成を適用してもよい。
【０７７９】
　また、上記実施形態において、第１始動入賞装置３３ａへの遊技球の入球に基づいて大
当たりに当選した場合と、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球に基づいて大当たり
に当選した場合とで、付与される大当たり種別の割合が異なるように構成してもよい。例
えば、第１始動入賞装置３３ａへの遊技球の入球に基づいて大当たりに当選した場合と、
第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の入球に基づいて大当たりに当選した場合とで、「７
ＲＮ」となる割合は同じであるが、「１６ＲＳ」となる割合（換言すれば「７ＲＳ」とな
る割合）が異なるように構成してもよい。
【０７８０】
　（ｌ）上記実施形態では、変動表示の保留を保留ランプ４６ａ、４６ｂによって遊技者
に教示しているが、その他の表示手段で保留を教示してもよい。例えば、装飾図柄表示装
置４２において、保留を意味する画像オブジェクトを、保留された変動表示と１対１で対
応して、第１変動表示の保留か第２変動表示の保留かが分かるように表示してもよい。
【０７８１】
　また、上記実施形態では、既に保留されている第１始動入賞装置３３ａへの遊技球の入
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球に基づく変動表示（第１変動表示）よりも後に保留された第２始動入賞装置３３ｂへの
遊技球の入球に基づく変動表示（第２変動表示）が、前記第１変動表示よりも先に消化さ
れるといった具合に、保留された順番を前後するようにして、第２変動表示が優先的に消
化されるよう構成されているが、第１変動表示であるか、第２変動表示であるかに関係な
く、保留された順番通りに消化されるように構成してもよい。
【０７８２】
　（ｍ）上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機として実施してもよい。例えば、遊
技領域を移動する遊技球が入球可能な特定領域と、特定領域への入球を許容する開状態と
、特定領域への入球を禁止する閉状態とに変化可能な可動手段（羽部材）とを具備する可
変入球手段と、特定領域に入球した遊技球が入球可能な特定入球手段及び非特定入球手段
と、特定入球手段に入球した遊技球を検知する特定入球検知手段（条件成立検出手段）と
、特定領域の外部に設けられ、遊技領域を移動する遊技球が入球可能な始動入球手段と、
始動入球手段に入球した遊技球を検知する始動入球検知手段と、可変入球手段の開閉制御
を行う主制御手段とを備え、特定領域に遊技球が入球した場合には、当該遊技球が特定入
球手段及び非特定入球手段のどちらに入球する場合であっても遊技者に所定数の遊技価値
（遊技球）が付与され、主制御手段は、始動入球検知手段の検知に基づいて、可変入球手
段を第１時間だけ１回又は複数回開状態とさせる小当たり状態、又は、可変入球手段を前
記第１時間よりも長い第２時間開状態とさせる、又は、開状態とされた可変入球手段に規
定個数の遊技球が入球するまでを１ラウンドとして、これを規定回数繰り返す大当たり状
態を発生させるか否かの当否抽選を行い、当否抽選にて小当たりに当選した場合には小当
たり状態を発生させ、当否抽選にて大当たりに当選した場合、及び、特定入球検知手段の
検知があった場合には大当たり状態を発生させるといった遊技機に適用してもよい。この
場合、可変入球手段が可変入賞装置に相当する。加えて、パチンコ機以外にも、アレンジ
ボール機、それに類する雀球等の各種遊技機、回胴式遊技機としてのスロットマシンや、
スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊技機などとして実施してもよい。
【０７８３】
　（ｎ）上記実施形態において、パチンコ機１０から携帯通信端末を介してサーバに一度
に送ることのできるデータ量の上限を定めることとしてもよい。さらに、サーバに送信す
るべき遊技情報及び選択情報のデータ量が予め定められた上限よりも多く、１度の機会で
送りきれなかった場合には、コード発行画面を閉じた後も、未送信分の情報は消去されず
に残される、ひいては、未送信であることがわかるように残されるように構成されている
こととしてもよい。
【０７８４】
　さらに、上記実施形態において、パチンコ機１０において蓄積され、サーバに送信する
べき遊技情報及び選択情報のデータ量が多い場合（例えば、数日分の選択情報が貯まって
いる場合）、遊技に際して蓄積記憶された遊技情報や選択情報をＱＲコードにする際に、
遊技情報や選択情報の種別の中で、今回の遊技に際しての蓄積記憶がなかったもの、すな
わち、例えば、大当たり回数が０回であったり、プレミアムリーチが全く導出されなかっ
たりするようなものがあるか否かを確認し、あると判別された場合には、かかる情報に使
用されるはずであった情報表示領域を縮小して別の情報を入れ込む情報表示領域とする、
或いは、かかる情報に使用されるはずであった情報表示領域を別の情報のために使用する
ように構成してもよい。
【０７８５】
　すなわち、サーバに送信するべき情報量が多い場合、例えば、蓄積されている選択情報
の情報量が多い場合、これを一度に送ろうとすると、比較的時間がかかる上、情報を送る
遊技者に対して通信料が余剰に付加されてしまうことが懸念される。このため、一度に送
る情報量の上限を定めることが望ましいのであるが、当該（ｎ）の構成では、かかる条件
下でも、パチンコ機１０側に溜まっている情報を極力多くサーバ側に送れるように、上記
のように、対応する情報がないことから使用されない（空いている）領域を探し、見つか
った場合には、そこを利用して別の情報を載せて送るようになっている。
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【０７８６】
　また、ＱＲコードは、携帯通信端末で読み取られると、ＵＲＬ形式の文字列情報に変換
され、各遊技情報、及び、アンケート情報以外の各選択情報を示す文字列の間には並ぶ順
番が定められているとともに、各遊技情報及び選択情報を示す文字列の冒頭には、遊技情
報及び選択情報の冒頭であることを示す冒頭文字が介在し、対応する前記遊技情報及び選
択情報の蓄積記憶がなかった場合には、対応する冒頭文字のみが残されるように設定され
ることとしてもよい。この場合、冒頭文字は結果的に各遊技情報及び選択情報をそれぞれ
示す文字列の間に存在することとなるから、各情報間の区切りの文字になり、各情報のそ
の時々の情報量に応じて文字列を構成する文字数を変更することが可能となる。また、対
応する遊技情報及び選択情報の蓄積記憶がなかった場合、すなわち、例えば、所定条件の
成立をカウントした値が遊技情報である場合において前記所定条件が一度も成立しなかっ
た場合には、冒頭文字のみが残される、つまり、その後の順番の遊技情報または選択情報
に対応する冒頭文字と連続することとなり、これによって、対応する遊技情報及び選択情
報の蓄積記憶がないことをサーバ側で把握することが可能となる。従って、冒頭文字以外
の文字列で、対応する遊技情報及び選択情報の蓄積記憶がないことを示す場合に比べ、文
字数をより一層切り詰めることができる。
【０７８７】
　尚、サーバへ送るべき遊技情報及び選択情報が多く、情報の種別が多岐にわたる場合で
も、相関性の高い情報同士は一度に送られるように構成することが望ましい。例えば、通
常時において、「ダイビングステージ」が選択された回数を示す情報と、「クルージング
ステージ」が選択された回数を示す情報と、「深海探索ステージ」が選択された回数を示
す情報とは同時に送られるように構成することが望ましい。すなわち、同時に送られない
場合には、ステージ変更が何回あったうちの各ステージが選択された回数という値を正確
に把握することができなくなってしまう。また、演出ボタン１２５が総変動回数に対して
どのような割合で操作されたのかを把握できるように、演出ボタン１２５が操作されたか
否かの情報は、送信の都度送られるように構成してもよい。加えて、短縮ＵＲＬサービス
を利用してもよい。
【０７８８】
　（ｏ）上記実施形態において、例えば、遊技開始時にパスワードを発行するべく携帯通
信端末がサーバにアクセスする際に、サーバに対して携帯通信端末の位置情報が送信され
た場合には、サーバにおいて遊技情報や選択情報だけでなく位置情報も対応して記憶され
るように構成したり、遊技情報や選択情報だけでなく、当該位置情報に応じたパスワード
が発行されたりするように構成してもよい。さらに、位置情報を含むパスワードをパチン
コ機１０に入力すると、位置情報を反映した演出（ご当地演出）等が行われることとして
もよい。加えて、ご当地演出が行われるのは位置情報を送信した遊技者のモバイル連動遊
技状態だけの間としてもよいし、当該遊技者がモバイル連動遊技を終了した後も、例えば
、電源オフまで継続されるようにしてもよい。
【０７８９】
　以下、パチンコ機１０、携帯通信端末、及びサーバの間で位置情報のやりとりを行う場
合の態様例について説明する。本例の携帯通信端末は、ＧＰＳを内蔵している。例えば、
ＱＲコードを読み取って遊技情報等を初めてサーバに送信する際に、位置情報を送っても
よいか伺う表示が出る。尚、サーバのウェブページやパチンコ機１０のメニューで位置情
報を使うことで利用できるサービスの説明を参照することができる。
【０７９０】
　位置情報のやりとりを行う第１の目的としては、サーバを運営する遊技機メーカー側で
、各地域でのパチンコ機１０の稼働状況や、遊技者の好みを把握することである。これに
より、顧客満足度を推し量り、遊技機の開発に役立てることができる。尚、携帯通信端末
から遊技情報等が送られてくる際に位置情報が付加されている場合、都道府県別に遊技情
報等が、遊技者個人のものや全国の遊技者の統計のものとは別に蓄積される。但し、必ず
しも全情報が都道府県別に蓄積されるように構成されていなくてもよく、一部の情報だけ
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でもよいし、複数の都道府県をまとめて（関東地方・東海地方等）蓄積されるように構成
してもよい。
【０７９１】
　第２の目的としては、位置情報を利用した演出を遊技者に堪能してもらい、興趣の向上
を図ることである。以下、位置情報を利用した「ご当地演出」の一例について図１６を参
照して説明する。
【０７９２】
　本例では、全国の各都道府県にそれぞれ対応して「ご当地」に対応した絵柄付きの装飾
図柄が設定記憶されており、遊技者が、モバイル連動遊技を行うことで獲得できるポイン
ト等に応じて、前記「ご当地図柄」を装飾図柄表示装置４２における変動表示の装飾図柄
として使用可能な状態とする（ロックを解除する）ことができるようになっている。尚、
図１６（ａ）の上段及び中段に示される「１～９」の数字柄が付された図柄が、通常、装
飾図柄表示装置４２の装飾図柄として使用されるものであり、図１６（ａ）の下段に示さ
れる図柄が、これまでに当該遊技者が獲得した「ご当地図柄」である。
【０７９３】
　先ず、遊技者が、初回のモバイル連動遊技を行うべく携帯通信端末でサーバにアクセス
する際に位置情報を送った場合、サーバでは、位置情報に基づいて、かかる遊技者のいる
都道府県を判別するとともに、遊技者の要求に応じて発行するパスワードに位置情報に関
する情報を含ませる。
【０７９４】
　より具体的には、パチンコ機１０側では、サブ制御装置２６２において、各都道府県に
個別対応してご当地情報記憶エリア（合計４７個）が設けられており、各ご当地情報記憶
エリアには、踏破フラグと、初回のモバイル連動遊技がどの都道府県で行われたのかを示
す地元フラグと、今回のモバイル連動遊技がどの都道府県で行われるのかを示すご当地フ
ラグとが設けられている。さらに、表示制御装置４５のキャラクタＲＯＭ５２５に記憶さ
れている「ご当地図柄」との対応関係を示すご当地図柄対応テーブルを備えている。また
、図１６（ｂ）に示すように、オン設定された踏破フラグに対応する都道府県には、踏破
したことが分かるように異なる着色が施されるとともに、踏破フラグがオン設定されてい
る都道府県に対応する「ご当地図柄」を演出に使用することが可能となる。
【０７９５】
　初回のモバイル連動遊技では、パスワードに含まれる位置情報によって、地元フラグ及
びご当地フラグがオンされるとともに、地元フラグ（ご当地フラグも同じ都道府県を示す
）がオンされた都道府県の踏破フラグをオンにする。装飾図柄表示装置４２のメニュー画
面では、「全国横断ラリー」を選択することが可能になる。また、「全国横断ラリー」を
選択すると、踏破フラグがオン設定されている都道府県と、これに対応する「ご当地図柄
」（ご当地に由来するものや名物、名所などをモチーフにした絵柄と数字柄との組合わせ
）と、現在の変動表示で使用されている装飾図柄（図１６の上段及び中段）とを表示する
ことができ、使用する装飾図柄を「ご当地図柄」に変える、或いは、初期の装飾図柄に戻
す等の操作が行えるようになっている。
【０７９６】
　「全国横断ラリー」では、モバイル連動遊技において規定数のポイントを貯めるごとに
（例えば、変動回数１回につき１ポイント、大当たり１回につき３００ポイント、プレミ
アムリーチ１回につき１０００ポイントが溜まり、１０００ポイントを貯めるごとに）、
踏破フラグがオンされていない別の都道府県の踏破フラグを１つずつオン設定することが
できる。ちなみに、本例では、踏破フラグをオンしていく都道府県の順番が決まっている
が、遊技者が選択可能としてもよい。尚、踏破フラグをオン設定することのできる条件は
特に限定されるものではなく、例えば、変動表示５００回毎、又は／及び、大当たり５回
ごと等としてもよい。さらに、踏破フラグをオン設定することのできる条件が成立したか
否かの判別（ポイント換算）は、サーバ側だけでなくパチンコ機１０側でも行えるように
構成し、上記実施形態のように、残情報というかたちで、踏破フラグをオン設定するため
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に必要な残りポイント数をパチンコ機１０側に送ることで、条件達成時に即座に新しいご
当地図柄を使用可能となるように構成してもよい。
【０７９７】
　また、本例では、遊技者が「地元」以外の都道府県で同一機種のパチンコ機１０をモバ
イル連動遊技する（サーバに位置情報を送る）ことで、踏破フラグがオンされていない都
道府県のご当地フラグがオンされると、ポイントに関係なく、当該ご当地フラグがオンさ
れた都道府県の踏破フラグがオン設定される。さらに、踏破フラグ、地元フラグ、及びご
当地フラグは、モバイル連動遊技が終了した（ＱＲコード発行画面がクローズされた）場
合、パチンコ機１０の電源が落とされた場合にリセットされるようになっている。また、
どの都道府県の踏破フラグがオンされているかの情報や上記ポイントに関する情報等は、
二次元コードにも含まれ、サーバに出力されて管理されることとなる。そして、次回のパ
スワードにかかるご当地関連の情報に基づく情報を含ませて、ご当地演出（「全国横断ラ
リー」）の続きを行えるようにしている。加えて、全国の踏破フラグがオン設定された状
態では、専用の演出が導出可能となる（例えば、大当たりの発生が確定した場合にそのこ
とを教示可能なプレミアム予告が導出され得るようにしたり、大当たり状態中に専用の画
像が導出され得るようにしたりする。「全国横断ラリー」の二週目に入るようにしてもよ
い。二週目の特典は色違いのご当地図柄等が挙げられる。）。また、「ご当地図柄」に使
用された絵柄のモチーフが予告演出等（例えば、小さくして群表示する等）にも使用され
るように（ご当地図柄を装飾図柄では使用しないが、所定の演出に際して導出され得るよ
うに設定することも可能）構成してもよい。
【０７９８】
　尚、「ご当地図柄」が増えることで、同じ数字を示す装飾図柄が増えることとなるが、
画像データの記憶容量を抑制するべく、装飾図柄のうち絵柄を除く数字柄の部分は共通（
同一のデザイン）である。また、「全国横断ラリー」で使用されるポイントは、日や時間
帯によって遊技に対するポイントの掛け率が変化するように（例えば、平日は休日及び祝
日の２倍、さらに、朝であれば２倍等）構成してもよい。さらに、ご当地以外の都道府県
で遊技を行うと、遊技に対するポイントの掛け率が変化するように（例えば、ご当地から
離れるほど掛け率が高くなる等）構成してもよい。
【０７９９】
　加えて、上記例では、ご当地の区割りが各都道府県単位で行われて、個別のご当地画像
（全部合わせると最低でも４７個）が対応付けられているが、ご当地の区割りについては
特に限定されるものではなく、適宜設定することができる。例えば、戦国時代の国単位で
区割りを行うようにしてもよい。
【０８００】
　また、前回遊技を行った「ご当地」と、今回遊技を行う「ご当地」とが同じ場合と、異
なる場合とで、異なる演出表示が行われるように構成してもよい。例えば、「同じ場合」
には、遊技開始時に「また来たね」、「（時間情報、来店時間情報を参照して）いつもよ
り早いね」等と表示し、「異なる場合」には、「出張ですか」等と表示してもよい。さら
には、その後に続いて質問形式の表示が導出され、その選択結果が選択情報として記憶さ
れるように構成してもよい。加えて、遊技回数の多いご当地（地元）で遊技する場合にお
いて、前回が別のご当地での遊技だった場合には「おかえりなさい」、「どちらか別のと
ころに行っていたのですか」等と表示してもよい。
【０８０１】
　尚、遊技者の来店時間（遊技開始時刻）や、遊技時間や、退店時間（遊技終了時刻）を
蓄積し、かかるデータを基に、来店時間の平均や、遊技時間の平均や、退店時間の平均等
を割出し、これをパチンコ機１０の演出に反映させるように構成してもよい。つまり、「
そろそろ来る時間だと思っていた」とか、「そろそろ帰る時間だね」とか、「いつもより
長く遊技しているね」とか等の遊技者のプライベートに一歩踏み込んだ演出をランダムに
導出するのではなく、事実に即して導出することができる。このため、当たり障りのない
万人に共通の演出だけを行うような場合に比べて遊技意欲を向上させることができる上、
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遊技者のプライベートに一歩踏み込んだつもりが的外れな演出になってしまうといった事
態を回避することができる。さらには、大当たり回数や変動回数、所定のご当地での遊技
回数等の情報も含めて、「今日はついているね」とか、「プレミアムリーチが見れたね」
とか、「今日は来店１０回記念だね」とかの遊技者特定の演出を行うことにより、モバイ
ル連動遊技における遊技性の向上を図ることができる。
【０８０２】
　また、「ご当地演出」は上記例示に限定されるものではなく、例えば、登場キャラクタ
のコスチュームがご当地由来のものに変化したり、背景がご当地の名所に変化したり、音
楽や吹き出し（テロップ）の文字がご当地由来の音楽や方言に変化したりするように構成
してもよい。さらに、「ご当地演出」は強制されてしまうものではなく、遊技者の意思で
する・しないを選択可能に構成されることが望ましい。
【０８０３】
　尚、ご当地演出用の画像データなどは、モバイル連動遊技に際してだけではなく、否モ
バイル連動遊技に際しても、（確率は低いが）（遊技者の意思には関係なくランダムで）
導出され得るように構成してもよい。この場合、ご当地演出を楽しんでもらう機会を増や
すことができる上、モバイル連動遊技への参加を促す（否モバイル連動遊技でのご当地演
出の発生をモバイル連動遊技参加への呼び水とする）ことができる。但し、ご当地演出や
ご当地画像を遊技者好みに設定できる（好みのタイミングで導出されたり、数あるご当地
画像の中から所定のものを選択したりする等）ようにするためには、モバイル連動遊技を
行う必要がある。
【０８０４】
　（ｐ）また、サーバにユーザ登録する際に性別や年齢等の個人情報を入力した場合、当
該個人情報に応じたパスワードが発行され、該パスワードをパチンコ機１０に入力すると
、個人情報を反映した演出等が行われることとしてもよい。例えば、誕生日を入力した場
合、装飾図柄表示装置４２において通常演出にも使用される比較的きれいなエフェクト画
像（装飾図柄の変動表示の視認の妨げにならない）がその日の遊技に際してのみ常時表示
されたり、プレミアムリーチの導出確率が高くなったりするように構成してもよい。さら
に、誕生日専用の演出、正月やクリスマスなどの世間的にイベントが催される日専用の演
出、遊技ホールのイベントの日専用の演出等を導出可能に構成してもよい。また、例えば
、装飾図柄表示装置４２が左右方向を軸線方向として傾動可能に構成されるとともに、パ
スワードに含まれる遊技者の身長データに応じて、装飾図柄表示装置４２が傾くように構
成してもよい。尚、遊技機メーカー側では、遊技者の性別や年齢の情報を得ることで、ど
の年齢層、どの性別にどの演出が好まれているか等の情報を得ることができる。
【０８０５】
　さらに、遊技を開始する際の時間や曜日に応じたパスワードが発行され、該パスワード
をパチンコ機１０に入力するとそれを反映した演出等が行われることとしてもよい。
【０８０６】
　例えば、遊技ホールの閉店までの残り時間（この場合閉店時間が予め設定されている）
と、選択されるステージとの関係性について調査してもよい。すなわち、残り時間が少な
いときはどのステージが選ばれるのか、時間効率が良いものが選ばれるのか、或いは、関
係ないのか等を調べてもよい。また、例えば、季節に応じて選択され易いステージはある
のか、設置開始直後に選択され易かったステージはどれで、設置開始からある程度経過し
た後で選択され易いステージはどれなのか等を調べてもよい。さらに、例えば、気温や天
気によって選択され易いステージはあるのか等を調べてもよい。尚、残り時間が少ない場
合には時間効率の良いステージをお勧めするアナウンスを装飾図柄表示装置４２や音声出
力で行う等してもよい。
【０８０７】
　また、遊技機ＩＤ情報を利用して、同一機種のパチンコ機１０でも、前回遊技した台と
は別の台を遊技した場合は、同じ台を遊技した場合とは異なる（反応）演出が行われるよ
うに構成してもよい。さらには、機種が異なる場合でも、サーバが共通或いは互換性があ
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れば、遊技者の選択情報等を共有可能に構成し、適宜反映させることができるように構成
してもよい。
【０８０８】
　（ｑ）上記実施形態において、ボタン演出に関する選択情報として、ボタン演出発生時
に演出ボタン１２５を操作したか否かの情報と、演出ボタン１２５を何回操作したのかの
情報とが蓄積記憶されるように構成されているが、特にこのような構成に限定されるもの
ではない。例えば、演出ボタン１２５の有効期間における演出ボタン１２５の操作回数の
最大数を所定回数と予想していたが、それでは足りない、或いは、逆に誰もそこまで到達
しない等の情報や、ボタン演出がパターンＡとパターンＢとがあって、パターンＡの際は
操作があるがパターンＢの際の操作はあまり操作されなかった等の情報が得られるように
構成してもよい。
【０８０９】
　また、例えば、上記実施形態のように、通常の遊技状態において、演出ボタン１２５を
操作する毎にステージ（「ダイビングステージ」、「クルージングステージ」、「深海探
索ステージ」）が切替わるような構成において、どのようなタイミングでステージが変更
されるのかを選択情報として蓄積記憶してもよい。
【０８１０】
　例えば、遊技者がその日の遊技を開始してから（打ち始めから）、又は、大当たり状態
の終了時から変動表示が何回行われるとステージ変更され易いのか（所謂、「ハマり」と
ステージ変更との関係）、スーパーリーチが外れてから、又は／及び、比較的期待度の高
い予告演出が行われてから変動表示が何回行われるとステージ変更され易いのか（落胆、
裏を返せば、該当演出に対する期待度の高さとステージ変更との関係）、その日の遊技を
開始してから通算大当たり回数が何回となったところでステージ変更され易いのか（演出
に対する飽きとステージ変更との関係）等の情報をサーバ側で得ることができるように構
成してもよい。
【０８１１】
　しかしながら、これらの回数を全て記憶するのでは記憶量が膨大になってしまうため、
所定回数ごとに区切って対応する範囲毎の回数を記憶させることとしてもよい。例えば、
遊技開始又は大当たり終了後から、１０回以内、５０回以内、１００回以内、２００回以
内、・・・８００回以内、９００回以内、１０００回以上の時点でステージ変更があった
、スーパーリーチが外れてから、５回以内、１５回以内、３０回以内、それ以上の回数で
ステージ変更があった、遊技開始から大当たり１回目、大当たり５回目、大当たり１０回
目、大当たり１５回目、大当たり２０回目、大当たり２５回目までに何回のステージ変更
があったか等のように構成してもよい。尚、回数情報を記憶することに代えて又は加えて
時間情報を記憶するように構成してもよい。例えば、大当たり状態終了後から１分以内、
５分以内、１０分以内、２０分以内、３０分以内、それ以上の間にステージ変更があった
ことを蓄積記憶して携帯通信端末を介してサーバに送信可能に構成してもよい。
【０８１２】
　また、演出ボタン１２５の機能として、所定の演出が行われている場合、或いは、所定
の演出が行われることが決まっている場合において、演出ボタン１２５に対して所定の操
作を行うことで、所定の演出がスキップされる（所定の操作が行われることに基づいて所
定の演出が飛ばされる）、或いは、異なる演出に変化する（行われる予定だった延出の残
り時間の埋め合わせに所定の画像（工事中の絵等）及び音を出力する）ように構成しても
よい。この場合、例えば、装飾図柄表示装置４２において表示等される演出が、遊技者に
とって好ましい印象を受けないような場合（例えば、見ていて恥ずかしくなってしまう、
ボリュームが大きすぎて気分が悪くなってしまう等）や、期待を大きくかけすぎてドキド
キして見ていられない場合等において、遊技者がストレスを受けるといった事態を防止し
たり、かかるキャンセル機能を使用して新たな楽しみを見出したりすることができる。尚
、かかる構成においては、演出ボタン１２５が演出キャンセル操作手段に相当する。
【０８１３】
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　また、当該演出ボタン１２５による演出キャンセル機能を使用した場合の情報が蓄積さ
れ、携帯通信端末を介して、サーバに送信されるように構成してもよい。さらに、かかる
蓄積情報がパチンコ機１０の次回以降のモバイル連動遊技に反映される（パスワードに演
出キャンセル情報に対応する情報が含まれる）ように構成してもよい。尚、この設定は遊
技者の意思で元に戻せるように構成することが好ましい。
【０８１４】
　さらに、演出ボタン１２５に圧力計や速度計測器等を設け、これらの計測値を選択情報
として蓄積記憶し、演出ボタン１２５がどのような強さ或いは速さで操作されたのかの情
報をサーバ側で得られるように構成してもよい。
【０８１５】
　（ｒ）上記実施形態において、装飾図柄表示装置４２に二次元コードを表示させるため
には、本人確認として、モバイル連動遊技の開始時に入力したパスワードと同一のパスワ
ードの再入力が必要であることとしてもよい。つまり、せっかく貯めた遊技情報を別の遊
技者によって不正に受信されて持ち去られてしまう（特に、上記実施形態では、蓄積され
た遊技情報等が消去されてしまう）といった事態を抑止することができる。尚、パチンコ
機１０と携帯通信端末との間で赤外線等の無線通信ができる構成の場合、モバイル連動遊
技の開始時にパスワードの入力が不要になることが考えられるが、この場合、携帯通信端
末からパチンコ機１０へと通信する場合には、遊技者を特定する遊技者特定情報が含まれ
るように構成し、モバイル連動遊技の開始時に携帯通信端末から受信した遊技者特定情報
をパチンコ機１０側で記憶するとともに、二次元コードを発行させる際に携帯通信端末か
ら受信した遊技者特定情報が、パチンコ機１０側に記憶されている遊技者特定情報と一致
するか否かを判別し、一致する場合に、蓄積された遊技情報や選択情報を出力し、一致し
ない場合には情報を出力しないように構成してもよい。さらには、モバイル連動遊技の初
回登録時に個別に暗証番号が付与され、二次元コード発行の際にかかる暗証番号の入力が
必要となるように構成してもよい。尚、かかる暗証番号は、サーバにクッキー情報ととも
にアクセスすることで、確認可能とすることが望ましい。
【０８１６】
　また、遊技者のハンドル１８への接触が検知されなくなった時点から予め定められた規
定時間が経過するまでを計測する離間タイマと、モバイル連動遊技が開始された場合にオ
ンされ、離間タイマの計測開始から規定時間が経過した場合、及び、モバイル連動遊技が
終了した場合にオフされる遊技者特定中フラグとを備え、モバイル連動遊技中ではあるも
のの遊技者特定中フラグがオフである場合には二次元コードを発行できないように構成し
てもよい。すなわち、モバイル連動遊技中ではあるものの遊技者特定中フラグがオフであ
る場合、本人確認（例えば、パスワードの再入力）を行うことで遊技者特定中フラグをオ
ンとすることができ、遊技者特定中フラグがオンの状態であれば、二次元コードを発行で
きる構成とする。これにより、遊技者がトイレ等の所用のために席を外した隙に、遊技情
報等が持ち去られてしまうといった事態をより確実に防止することができる。加えて、遊
技者特定中フラグのオフ設定は、遊技者が席を外す際に自らの入力操作で即座に行えるよ
うに構成してもよい。この場合、上記作用効果が一層確実なものとなる。
【０８１７】
　（ｓ）上記第２実施形態において遊技者が設定変更可能な演出設定項目の内容や数につ
いては特に限定されるものではなく、機種毎に適宜設定可能である。例えば、変動表示に
際しての音楽や背景画像等（例えば、歴代の遊技機で使用された音楽や背景等）を選択可
能に構成してもよい。また、パチンコ機１０に設けられている各種電飾に関する設定を行
えるように構成してもよい。例えば、プレミアム役物が作動する場合の前面枠セット１４
や遊技盤３０の電飾の明るさ（通常、明るい、暗い、消灯）を設定可能に構成してもよい
。
【０８１８】
　さらに、１回の変動表示において行われる演出の組合わせや、１回の大当たり状態にお
いて行われる演出の組合わせの設定を行えることとしてもよい。例えば、Ａ予告演出と、
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Ｃリーチ演出とは複合しないようにする等の設定を行えるように構成してもよい。つまり
、近年の変動表示の演出は、複数の演出が組み合わさって（連なって）導出されるように
なっているが、演出がどんどん複合していくことで、１回の変動表示が長時間化する場合
があり、これに辟易する遊技者も少なくない。また、ほぼ同じ意義を有する演出が重複出
現する場合もある。これに対し、遊技者が複合する組合わせを限定できることにより、か
かる懸念を払拭することができる。尚、所定時間の演出を短縮したバージョンの演出を導
出可能に構成し、遊技者が選択可能に構成してもよい。
【０８１９】
　（ｔ）また、上記第２実施形態において、演出設定項目の設定は、サーバ及びパチンコ
機１０のうち一方で行われることとしてもよいし、両方で実行可能としてもよい。尚、サ
ーバのみで設定可能とする場合には、パチンコ機１０側の制御負担や使用メモリの低減を
図ることができる上、サーバ側での設定内容の把握を確実に行うことができる。一方、パ
チンコ機１０側で設定変更可能とする場合、遊技者の演出に対する好悪情報をパチンコ機
１０内で即座に反映させることができ、遊技者にその日のその後の遊技をより気分よく行
ってもらうことができる。
【０８２０】
　さらに、上記第２実施形態では、演出設定項目でランダムが設定された場合にランダム
に（抽選で）設定された設定内容が、以降のモバイル連動遊技にも反映されるように構成
されているが、ランダムに設定された項目についてはモバイル連動遊技に際して毎回ラン
ダムに決定されるように構成してもよい。
【０８２１】
　加えて、上記第２実施形態において、演出設定項目の設定をランダムで行う場合の選択
範囲を指定可能に構成してもよい。すなわち、第２実施形態では、各演出設定項目で選択
可能な範囲の中から選んで設定するようになっているが、その選択範囲を限定することが
できるように（例えば、４０％～７０％の範囲でランダム等と設定できるように）構成し
てもよい。この場合、例えば、所定の演出の出現率等に関し、自分の好みの演出設定とな
るようにある程度の限定を行いたいが、設定値そのものは知りたくないといった遊技者の
要望にも応えることができる。　
【０８２２】
　（ｕ）上記第２実施形態のパチンコ機１０（サブ制御装置２６２）において、現実の日
時を計測可能な日時計測手段としてのリアルタイムクロックを設けることとしてもよい。
さらに、サーバでは、期間情報を含むモバイル連動遊技用又は演出設定用パスワードを発
行可能に構成され、かかるパスワードがパチンコ機１０に入力された場合、前記リアルタ
イムクロックを参酌して対応する処理が行われることとしてもよい。例えば、７月及び８
月の夏期限定として、通常とは異なる衣装のキャラクタが登場するように設定することが
できるが、９月に入ると、前記「通常とは異なる衣装のキャラクタが登場する設定内容を
含むパスワード」を入力しても、通常とは異なる衣装のキャラクタが登場し得ないように
構成することができる。すなわち、サーバ側だけで期間を限定するとした場合、パスワー
ドの配信期間は限定されるものの、パチンコ機１０で対応演出を出現させる期間を限定す
ることはできない。このため、パスワードを入手しておけば、以降、パチンコ機１０にお
いていつでも対応する演出を導出させることができてしまう。これに対し、リアルタイム
クロックを備えることで、対応する演出を導出可能な期間を限定することができる。従っ
て、限定された期間に遊技を行っておこうという意欲を向上させることができる。
【０８２３】
　（ｖ）上記第２実施形態において、パチンコ機１０側での遊技者の各演出に対する感想
（印象）を数値化し、設定内容に反映させる方法は特に限定されるものではなく、例えば
、演出ボタン１２５を使用した演出に関し、演出ボタン１２５の操作がなかった場合には
マイナス評価をし、逆にたくさんの演出ボタン１２５の操作があった場合にはプラス評価
をして、その情報をサーバ向けに出力するように構成してもよい。また、モバイル連動遊
技の終了時に、演出設定項目全体の印象として、演出全体のバランス等の好悪を問い、遊
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技者は１０点満点の評価をして、そのポイントが演出設定項目の人気ランキングに反映さ
れるように構成してもよい。尚、サーバにアクセスした場合に（１回につき）人気ランキ
ングに投票できるポイントは、モバイル連動遊技の終了時に付加可能な最大ポイント数よ
りも少ない（例えば最大で１ポイント）こととしてもよい。この場合、少数意見でランキ
ングが決定されてしまうことを抑制することができる。
【０８２４】
　（ｗ）上記第２実施形態において、装飾図柄表示装置４２（識別情報表示手段）とは別
に、演出設定項目に該当する演出が行われた場合に、その演出の好き嫌いを問う表示を導
出可能なサブ表示手段（例えば、液晶表示装置等）を設けることとしてもよい。この場合
、装飾図柄表示装置４２において、演出の好き嫌いを問うガイダンス表示が行われること
で、装飾図柄の変動表示が視認し難くなってしまうといった事態を回避することができる
。
【０８２５】
　（ｘ）上記第２実施形態において、パチンコ機１０側で演出設定項目の設定が行えるよ
うに構成してもよい。また、パチンコ機１０において、当該パチンコ機１０にこれまでに
設定された演出設定項目の設定内容（履歴）を見ることができるように構成してもよい。
さらに、パチンコ機１０で閲覧した演出設定項目の設定内容のパターンの中から気に入っ
たものを選択し、遊技に反映させる（設定記憶エリアの記憶内容を選択した内容に変える
）ことができるように構成してもよい。
【０８２６】
　（ｙ）上記第２実施形態において、パスワードを構成するワードの桁と、対象とされる
内容との対応関係が定められているように構成してもよい。例えば、パスワードが複数ケ
タのワードで構成される場合であって、１桁目が魚群演出に対応し、２桁目が黒潮リーチ
に対応する等し、１桁目に０～９の数字を入れることで魚群演出の出現確率が変化し、２
桁目にＨ、Ｍ、Ｌのいずれかの文字を入れることで黒潮リーチの出現率が変化する等とい
った具合に構成してもよい。この場合、遊技者は、直接パスワード入力することで好みの
演出バランスとすることができる。従って、設定変更のためにサーバを介す必要がないこ
とから利便性の向上を図ることができ、また、遊技者が直感的にワード入力を行うことが
できるため、遊技者の思い描いた通りの演出バランスとなるような設定入力を行い易い。
【０８２７】
　（ｚ）上記実施形態において、気に入った演出を遊技者が指定する変動表示において導
出させることができるように構成してもよい。例えば、各リーチ演出に対応するリーチラ
ンプ及びリーチボタンが設けられ、前回該当するリーチ演出が導出されてから変動表示が
１００回行われる毎に、いずれかのリーチランプが点灯し、点灯したランプに対応するリ
ーチボタンを押すと、現在行われている変動表示の次の変動表示において、該当するリー
チ演出が導出されるように構成してもよい。この場合、変動表示の結果がどうであれとに
かく所望とするリーチ演出を導出させることができ、所望とするリーチ演出がいつまでた
っても見られないといった事態を回避することができる。
【０８２８】
　尚、変動開始から所定時間以内であれば、今回の変動表示で対応するリーチ演出が行わ
れるように（演出の書き換えが行われるように）構成してもよい。また、保留されている
変動表示の中から遊技者の指定した変動表示に対応するリーチ演出を導出させることがで
きるように構成してもよい。さらに、保留されている変動表示によって一連の演出を行う
（所謂連続予告等）構成において、保留されている変動表示の中に大当たりに対応するも
のがある場合、連続予告が発動し、大当たりになる変動表示に該当するリーチ演出を導出
させることとしてもよい（当該連続予告演出のフェイク演出も設定する）。加えて、リー
チ演出であっても、出現確率が異なる場合には、対応するリーチランプが点灯するまでに
必要な変動回数が異なることとしてもよい。すなわち、リーチ演出Ａの出現確率が１／２
００で、リーチ演出Ｂの出現確率が１／５０００である場合に、リーチ演出Ａが導出され
ると対応するリーチカウンタＡに２００がセットされ、リーチ演出Ｂが導出されるとリー
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チカウンタＢに５０００がセットされ、各リーチカウンタが０になった場合に、対応する
リーチランプが点灯するように構成してもよい。
【０８２９】
　（ａａ）上記第１実施形態において、変動ランクや大当たりランクがアップすることも
含め、ミッションの達成が近くなっていることを装飾図柄表示装置４２で教示するように
構成されているが、例えば、装飾図柄表示装置４２とは別に、液晶表示装置やドット表示
装置等の達成間近教示手段としてのサブ表示装置を設け、かかるサブ表示装置によって、
ミッション達成が近くなっていることを教示するように構成してもよい。この場合、装飾
図柄表示装置４２では変動表示を集中して視認したいといった遊技者も満足することがで
きる。さらに、例えば、ミッション用の表示を装飾図柄表示装置４２に表示することで、
当否抽選の結果に関するものであると勘違いされてしまう（変動ランクの更新を示すカウ
ントダウンが、時間短縮モードの残り回数を示す数字だと勘違いされてしまう等）といっ
た事態を抑止することができる。
【０８３０】
　また、サーバにアクセスした携帯通信端末でミッション一覧表示を確認できるように構
成してもよいし、モバイル連動遊技のサイクルには登場しないパソコンからサーバにアク
セスして、遊技者のパスワード等を入力することで、該パソコンでミッション一覧表示を
確認できるように構成してもよい。
【０８３１】
　上記第１実施形態では、変動ランクや大当たりランクの更新が近付くと、装飾図柄表示
装置４２の変動表示において更新までの残りの回数表示が行われ、その他のカウント系ミ
ッションの達成が近付くと、モバイル連動遊技を終了する操作を行った場合に、かかるカ
ウント系ミッションが、達成が近くなっているミッションの一覧表示に載るようになって
いるが、達成が近くなっていることの教示方法は特に限定されるものでははい。例えば、
達成間近教示手段として三色ＬＥＤ内蔵の発光手段を設け、大当たりランク更新まで残り
大当たり回数が１０回以下なら緑点灯、５回以下なら赤点灯、３回以下なら赤点滅等とし
てもよい。さらに、発光色を異ならせる等の発光態様を変化可能な発光手段を利用して、
達成間近なミッション（何らかしらのミッション、或いは、対象とされたミッションのう
ちの何らかしらのミッション）が存在することを報知するように構成してもよい。
【０８３２】
　加えて、ミッション達成が近くなっていることの教示のタイミングは特に限定されるも
のではなく、近くなったと判断された場合に、その直後或いはその近くのタイミングで自
動的に行われるだけとしてもよいし、遊技者の所定の操作に応じて、達成が近くなってい
るミッションがあればそれを表示するだけとしてもよい。
【０８３３】
　また、モバイル連動遊技の終了時に表示される場合があるミッション一覧画面において
、達成が近くなっているミッション以外のミッション、例えば、いつでも達成可能なミッ
ション（経歴ランクを更新させるためのプレミアムリーチを導出させる等のミッション）
や、達成までにまだしばらくかかるミッション等の確認も行えるように構成してもよい。
さらに、ミッション一覧表示では、より急を要するミッションが先に表示されることが望
ましい。例えば、限定系ミッションが先で、カウント系ミッションは、それと同時か、そ
れよりも後（下、或いは、次のページ）で表示され、いつでもいいので１回でも表示させ
ればＯＫのミッションについてはさらに後に表示されるように構成することが望ましい。
さらに、ミッションの表示方法についても一覧表示に限定されるものではなく、例えば、
スクロール表示で教示してもよい。
【０８３４】
　また、上記実施形態では、モバイル連動遊技を終了させるべく、ＱＲコードを表示する
場合に、ＱＲコードが表示される「コード発行画面」がいきなり表示されるのではなく、
ミッションの確認を行うか否かを問う「ミッション確認要否画面」が表示されるようにな
っているが、特にかかる構成に限定されるものではない。例えば、図１２のトップメニュ
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ーでコード発行の項目にカーソルを合わせてボタン操作することで、「ミッション確認要
否画面」ではなく、「ミッション一覧画面」が表示されるように構成してもよい。この場
合、モバイル連動遊技の終了時には必ずミッション一覧画面が表示されることとなり、う
っかり確認し忘れてしまったというような事態を抑制することができる。
【０８３５】
　尚、当該構成を採用する場合、ミッション一覧画面移行時に、カーソルを移動させてい
ない状態では、「コード発行画面に移行する」という項目にカーソルが合わせられており
、そのまま演出ボタン１２５を操作することで、「ミッション一覧画面を終了してコード
発行画面に移行してよいですか」の表示と、「はい」及び「いいえ」の表示とがなされ、
さらに、初期状態でカーソルが「はい」に合わせてあるので、そのまま演出ボタン１２５
を操作することで、コード発行画面に移行するように構成してもよい。つまり、ミッショ
ン一覧画面に興味がなく、早く先に進めてモバイル連動遊技を終了させたい遊技者にとっ
ての操作性の向上を図ることができる。但し、いきなりミッション一覧画面が終了するの
ではなく、終了の確認画面といったワンステップがあるため、終了させる気はなかったが
思わずミッション画面を終了させてしまったといった事態を抑制することができる。加え
て、コード発行画面に移行した後は、初期状態では、カーソルが「コード発行画面を終了
する・しない」の「する」の方には合わせられておらず、演出ボタン１２５を連打してい
ても、意図せずにコード発行画面を終了させてしまうといった事態を回避することができ
る。
【０８３６】
　また、上記実施形態において、トップメニューにミッション一覧表示を表示させる項目
が表示されるように構成してもよい。この場合、ミッション一覧表示を、モバイル連動遊
技の終了から切り離して表示させることができ、ミッション一覧表示を見たいだけなのに
、コード発行画面を表示させるか否かの操作まで行わなければならないといった事態を回
避することができる。
【０８３７】
　さらに、上記実施形態では、コード発行画面が表示された時点で、パチンコ機１０側で
カウントされていた遊技者個人の遊技情報等が消去されるように構成されているが、コー
ド発行画面を終了させた時点で、該遊技情報等が消去されるように構成してもよい。加え
て、かかる構成を採用する場合、ＱＲコードと、達成の近いミッションの一覧とを同時に
表示可能（コード発行画面とミッション一覧画面とが合わさったような画面）に構成して
もよく、この場合、例えば、ＱＲコードを読み取っている作業中に、所望とするミッショ
ンの達成が近いことを知り、モバイル連動遊技に戻るといったことも実行可能となる。
【０８３８】
　（ｂｂ）また、ミッションの内容や数、達成が近くなったかどうかの閾値については特
に限定されるものではなく、機種毎に適宜設定可能である。さらに、カウント系ミッショ
ンに関し、ランクアップに必要な規定回数は一定でなくてもよく、抽選によってある程度
の範囲の中からランダムに選択されるように構成してもよい。すなわち、ランク１→ラン
ク２になるまでに、ある遊技者は５回でよかったものが、別の遊技者は６回必要になると
いった具合である。当該構成を採用する場合には、ミッションに関する演出性の向上（果
たして今回ミッションが達成されるのか否かの演出）を図ることができる。
【０８３９】
　さらに、ミッション達成条件が成立した場合であっても、かかる規定回数の選択可能範
囲内において、ミッション達成（ミッション達成を教示する演出）を先延ばしにしてもよ
い。例えば、大当たり状態の発生回数が１００回（また、例えば、９９回～１０１回のい
ずれかの概ね１００回としてもよい）達成された時点でランクが更新される構成であって
、当初、１００回目の発生でランク更新が予定されていたが、当選したのが「通常大当た
り」であったため、大当たり回数のカウントは行うが、ランクの更新は「確変大当たり」
に当選するまで先延ばしにするように構成してもよい。そして、１０１回目の大当たりが
確変大当たりであった場合には、大当たり状態中やその前後で、ランク更新を教示する演
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出を大々的に行う等してもよい。この場合、ミッションの達成感を増幅させることができ
る。その一方で、大当たり回数が１００回目を規定回数超えても（例えば、１０５回にな
っても）「確変大当たり」に当選しない場合には、次回の大当たり時に大当たりの種別を
問わず、ランクを更新させる（ランク更新を教示する演出を行う）ように構成してもよい
。さらには、大当たりの種別を問わずにランクを更新させる状況において、「確変大当た
り」となった場合には、通常通りに大々的な演出を行い、一方、「通常大当たり」でラン
ク更新を教示する演出を行うことになった場合には、かかるランク更新を教示する演出を
多少控えめに行うこととしてもよい。
【０８４０】
　加えて、上記実施形態では、ミッションの達成条件が途中で変更されない構成となって
いるが、ミッションの達成条件を、該ミッションの発生から達成までの間において変更可
能に構成してもよい。例えば、モバイル連動遊技を連日行ったり、一週間の間に規定回数
以上行ったりすることで、カウントの加算率が増加するように（例えば、変動回数のカウ
ントが、５回毎にもう１つ余分にカウントされて５回分で６カウントとなるように）構成
してもよい。また、特定の日や特定の時間にモバイル連動遊技を行った場合に、その間の
カウントの加算率が増加したり、特定のミッションが特定の日に開始された場合に、該ミ
ッションの達成条件が、特定以外の日に開始される場合よりも易しくなったりするように
構成してもよい。
【０８４１】
　（ｃｃ）上記第１実施形態において、ミッション（主に、限定系ミッションや、カウン
ト系ミッションの中でもカウントの計上対象が抽選によって実行するか否かを決定される
もの）が達成されるか否かに関する演出、すなわち、対象のミッションがどれかを示すと
ともに、当該ミッションの達成期待度を示唆する演出を行うこととしてもよい。この場合
、何のミッション達成がかかっているかを把握するとともに、そのミッション達成期待度
がどれ程かを示唆するといった新たな演出を堪能することができる。
【０８４２】
　（ｄｄ）また、限定系ミッションに関し、開始までの時間が予め定められた許容時間を
切った場合、「あと○○時間で、○○ミッションが始まるよ」といったアナウンスを行う
こととしてもよい。この場合、限定系ミッションを達成するチャンスがあと少し待てば訪
れることを把握することができる。
【０８４３】
　（ｅｅ）上記第１実施形態では特に言及していないが、変動ランク及び大当たりランク
に関するミッション以外の（第２カウント情報の）カウント系ミッションについては、モ
バイル連動遊技を終了させると、今回の遊技のカウント分が消えてしまうといったことを
説明可能に構成してもよい。つまり、ミッション達成を目標とする遊技者が遊技を止める
か否かの判断が付き易くなり、利便性を向上させることができる。
【０８４４】
　（ｆｆ）上記実施形態では、モバイル連動遊技を実行可能なパチンコ機１０に具体化さ
れているが、モバイル連動遊技を行うことができないパチンコ機に適用することも可能で
ある。また、上記第１実施形態では、モバイル連動遊技を行った場合にだけ、各種ミッシ
ョンが導出されるとともに、達成されたミッションに応じて、新たな演出状態が付与され
るように構成されているが、否モバイル連動遊技でも、各種ミッションが導出されるよう
に構成してもよい。この場合、サーバで個人の遊技情報等を記録・管理できないため、パ
チンコ機１０側で、電源オンからオフの間までの遊技情報の記録を行い、ミッション達成
条件が成立した場合には、電源オフになるまでの間、或いは、その日の遊技情報を消去可
能に構成される場合には、遊技情報の消去操作が行われるまでの間において、対応する新
たな演出状態が付与されるように構成してもよい。
【０８４５】
　これらのように、モバイル連動遊技を行わない、或いは、モバイル連動遊技を行えない
パチンコ機である場合には、遊技を止めてしまうと、今回の遊技で貯められたミッション
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に関するカウント値や、所定の演出等を出現させれば所定のミッション達成となる状態に
あること等が次回に生かされず、また最初からやり直しとなって、ミッション達成までの
道のりがより遠くなってしまうことが懸念されるが、上記第１実施形態のように、ミッシ
ョン達成が近くなっていることを遊技者に教示可能に構成することによって、かかる懸念
を払拭することができる。
【０８４６】
　（ｇｇ）上記第３実施形態では、複数台のパチンコ機１０において同時に行われる同一
の演出である特定演出として、予め定められた期間内に大当たり状態の教示を行う変動表
示を発生させるトライアル演出と、トライアル演出で大当たり状態の教示を行う変動表示
を発生させた場合に移行し、演出ボタン１２５の操作を契機にミッション達成抽選を行う
特定ミッション演出とが行われるようになっているが、特にこのような構成に限定される
ものではなく、機種毎に適宜設定可能である。例えば、大当たり状態を教示する変動表示
に際して特定のキャラクタが表示される可能性のある期間を特定演出として設定し、その
期間内に前記特定のキャラクタが表示されることで、特定演出が成功（クリア）となり、
そのクリアタイムでランキングが競われるように構成してもよい。また、上記第３実施形
態では、「プラチナ魚群」を発生させることを特定演出のクリア条件としているが、特定
演出の具体的な内容についても特に限定されるものではなく、例えば、機種毎のモチーフ
などに合わせて適宜設定可能である。さらに、例えば、タイムトライアル演出の期間中に
演出ボタン１２５をタイミング良く操作することのできた回数を競ったり、タイムトライ
アル期間中に対象の画像オブジェクトが表示される変動表示を（連続で）何回導出させる
ことができたかを競ったりしてもよい。
【０８４７】
　（ｈｈ）また、上記第３実施形態では、特定演出は、土曜日及び日曜日のＡＭ１０：０
０に実行されるように構成されているが、実行される日時や回数は特に限定されるもので
はなく、機種毎に適宜設定可能である。例えば、毎日ＡＭ１１：００と、ＰＭ１５：００
と、ＰＭ１９：００とに実行されるように構成してもよい。
【０８４８】
　（ｉｉ）上記第３実施形態では、同時に電源オンされたパチンコ機１０だけでなく、異
なるタイミングで電源オンされたパチンコ機１０についても、特定演出が同時に開始され
るように構成されているが、完全一致ではなく、概ね一致するように構成してもよい。例
えば、電源がオンされた時点から１０分毎に、設定時間である１０時を過ぎたか否かを判
別し（予定時刻超過判別手段）、肯定判別された場合に、タイムトライアル演出を実行す
るように構成してもよい。
【０８４９】
　より具体的に、例えば、リアルタイムクロックの誤差が最大で±２分と仮定する。また
、特定演出を実行する予定時刻の何分の部分を０分、１０分、２０分、３０分、４０分、
５０分のいずれかで設定する。さらに、電源をオンにする時刻の分数を実際の時刻で（概
ね）０分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０分のいずれかにしてもらう。そして、
電源オンの５分後から予定時刻を過ぎたか否かの判別を１０分毎に行うように設定する。
この場合、予定時刻を過ぎたか否かの判別は、実際の時刻の５分、１５分、２５分、３５
分、４５分、５５分に実行されることとなる。特定演出を実行する予定時刻を１０時とし
た場合、リアルタイムクロックの誤差が±２分であることを鑑みると、９時５５分の判別
では、いずれの遊技機も予定時刻の１０時を超過せず（リアルタイムクロックは９時５３
分～９時５７分の範囲内に分布）、否定判別される。一方、１０時５分の判別では、いず
れのパチンコ機１０も予定時刻の１０時を超過することとなり（リアルタイムクロックは
１０時３分～１０時７分の範囲内に分布）、１０時５分に特定演出が開始される。
【０８５０】
　以上のような構成を採用する場合、同時に電源オンされたパチンコ機１０に関しては特
定演出を同時に開始させることができ、複数台のパチンコ機１０において特定演出を同時
に開始させるといった迫力ある演出を確実に行うことができる。さらに、異なるタイミン
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グで電源オンされたパチンコ機１０に関しても特定演出の開始時刻を概ね揃えることがで
きる（１０分を超えるようなずれはない）。従って、特定演出の開始時間の時間差に起因
する特定演出を目当てにした遊技者の流出を防止する等といった上記作用効果が確実に奏
されることとなる。また、この場合、電源立上げ時において、同時に電源オンされたパチ
ンコ機１０で計測される現在の時刻を揃える処理を行わなくても済む。
【０８５１】
　（ｊｊ）上記第３実施形態において、電源が同時にオンされた複数台のパチンコ機１０
であっても、特定演出が異なるタイミングで開始されるような構成としてもよい。この場
合、例えば、当否抽選が行われる通常遊技状態に限定されず、大当たり状態中でも特定演
出を行うことが可能となり、該特定演出の開始から特定演出に掛かるミッションの達成ま
でのクリアタイムを計測記憶して、かかるクリアタイムを競うように構成してもよい。但
し、この場合には、特定演出を複数台のパチンコ機１０で一斉に行うことの迫力等はなく
なってしまう。
【０８５２】
　（ｋｋ）上記第３実施形態の遊技ホールには、マスター電源をオンにした場合、遊技ホ
ール関係者等により調節可能な実測タイマの分数の１桁が「０」分であるか否かを判別し
、否定判別された場合には、集中電源をオンにすることなく、かかる判別処理を繰り返す
オン時間調節装置が設けられる構成となっているが、かかる構成に限定されるものではな
い。例えば、実測タイマ及びオン時間調節装置を省略し、電源オンの時間を規定するとい
う点に関しては、ホール関係者に対し、実際の時刻の分数が０分、１０分、２０分、３０
分、４０分、５０分のいずれかの前後２分程度の範囲内に集中電源をオンにしてもらうこ
とで対処するように構成してもよい。
【０８５３】
　尚、上記第３実施形態における「遊技ホール」とは、基本的にパチンコ機やスロットマ
シンのみを扱う所謂「パチンコ店」だけに限定されず、同一機種の複数台のパチンコ機１
０が設置される場所であれば、例えば、ゲームセンター等でも実施可能である。但し、上
記第３実施形態の遊技ホールにおいては、同一機種の複数台のパチンコ機１０の電源を一
斉にオンすることのできる機構を備えるものとする。
【０８５４】
　（ｌｌ）上記第３実施形態では、特定演出中もそれ以外のときと変動表示の変動時間が
同じように決定されるように構成されているが、例えば、トライアル演出期間中において
は、通常モードであっても、時間短縮モードや確変モードと同様に変動表示の変動時間が
比較的短くなるように設定してもよい（変動表示の開始時がタイムトライアル演出期間の
開始前であるものを除く）。この場合、通常モードにおいて当否抽選の機会を増やすこと
ができ、タイムトライアル演出をクリアする可能性を高めることができる。さらに、変動
表示の長短に起因するタイムトライアル演出のクリアに関する不公平感を是正することが
できる。尚、変動時間に起因する特定演出の達成確率の差をなくすという観点からすれば
、例えば、時間短縮モードや確変モードであっても通常モードと同じような（比較的長い
）変動時間が選択されるように構成してもよい。
【０８５５】
　さらに、遊技モードに関係なく、特定演出期間中の「外れ」に対応する変動表示の変動
時間は、特定演出期間以外のときに行われる変動表示の変動時間よりも短い、或いは、短
い変動時間が選択され易いように構成してもよい。
【０８５６】
　また、上記第３実施形態では、タイムトライアル演出時の遊技モードや、特定ミッショ
ン期間におけるミッション達成抽選の実行タイミングに応じてミッション達成抽選にて当
選する確率が異なるように構成されているが、これらも機種毎に適宜設定可能である。但
し、上記第３実施形態のように、トライアル演出をクリアし難い状況でクリアした場合に
は特定ミッション演出をクリアし易くすることで、滞在する遊技モードによる特定演出の
各ミッションに関する不公平感を抑制することができ、ミッション達成抽選のタイミング
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を後回しにするほど当選の確率が高まる構成を採用することで、遊技者自身が特定ミッシ
ョン演出でよい成績をとるための作戦を考えて実行することができ、駆け引きの要素が加
わることから、興趣の向上が図られる。
【０８５７】
　（ｍｍ）上記第３実施形態では、特定演出のランキングでトップをとった遊技者の設定
内容を、次回の特定演出に反映可能に構成されているが、設定できる内容等は特に限定さ
れるものではない。例えば、クリア条件の設定（対象や当選確率の高低）を行ったり、バ
ックミュージックや効果音を設定したり、また、例えば、トップをとった遊技者の遊技ネ
ーム「○○」が、来週の特定演出のトライアル演出において今回のタイムトライアル演出
の呼称として（「○○杯」等）反映されるようにしてもよい。但し、公序良俗に反するよ
うなネームは、遊技ネームとしてサーバに登録されないようにして、その他の遊技者の気
分を害するような呼称は表示されないようにすることが望ましい。さらに、次回の特定演
出の設定権利が得られない構成でもよい。
【０８５８】
　また、上記第３実施形態では、特定演出のランキングでトップをとった一人の遊技者だ
けが、次回の特定演出に関する設定を行う権利を得るように構成されているが、例えば、
タイムトライアルで１位になった遊技者と、２位になった遊技者とで設定が行えるもの（
例えば、１位と２位とで設定可能な項目が異なる）としてもよいし、複数種類の特定演出
が行われるように構成し、各１位の遊技者の設定が反映されるようにしてもよい。加えて
、遊技者（の意思）による設定が反映されるような構成に限定されるものではなく、例え
ば、前回の特定演出に際して特定ミッション演出を一番に達成した遊技者のこれまでの遊
技記録等（例えば、蓄積された遊技情報や選択情報）に応じてサーバが次回の特定演出に
関する設定を行い、かかる設定を示す情報が、サーバから提供する情報に含まれるように
構成してもよい。
【０８５９】
　また、上記実施形態では、ランキングのトップが確定した時点で、該当する遊技者が予
め設定していた特定演出に関する設定が次回の特定演出に反映されるように構成されてい
るが、ランキングのトップが確定した後、所定期間だけ、ランキングトップの遊技者が特
定演出の設定を行うことのできる設定期間を設けることとしてもよい。ちなみに、ランキ
ングトップの遊技者の設定が反映されたパスワードは、かかる設定期間の終了後から発行
される。
【０８６０】
　さらに、所定の遊技者の設定が、別の遊技者の遊技に反映されるように構成されていな
くてもよく、例えば、予め設定したタイムよりも速いタイムで遊技者が特定ミッション演
出等をクリアした場合に、当該遊技者の次回の遊技に際して、当該遊技者の設定が反映さ
れる（タイムに応じて反映される項目の対象や数が変化するものでもよい）ような構成と
してもよい。
【０８６１】
　尚、モバイル連動遊技の登録を行った場合に、遊技者が、顔、伸長、体型等を設定可能
なキャラクタの登録を行うことができるように構成し、サーバから発行されるパスワード
に前記キャラクタ情報が含まれ、モバイル連動遊技を行う場合に、該パスワードをパチン
コ機１０に入力することで、装飾図柄表示装置４２において前記キャラクタが登場する（
例えば、タイムトライアル演出に出場する）ように構成してもよい。この場合、遊技者は
キャラクタ（例えば、自分を模したキャラクタ）が登場した演出により感情移入すること
ができ、興趣の向上を図ることができる。
【０８６２】
　（ｎｎ）上記第３実施形態では、モバイル連動遊技状態ではないときの特定演出の音量
が半分以下にすることとしているが、それには全体的な音量を画一的に低下させる構成で
もよいし、効果音だけを残した上で、その効果音も小さくしてもよいし、無音にしてもよ
い。また、モバイル連動遊技ではないときの特定演出に際しては、ランプ等の電飾の発光
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割合も低下する（比較的暗くなる）ように構成してもよい。
【０８６３】
　さらに、上記第３実施形態では、モバイル連動遊技を行っていない場合でも、特定演出
が行われるようになっているが、モバイル連動遊技を行っていない場合には、特定演出は
実行されないように構成してもよい。例えば、特定演出開始処理（図２５参照）のステッ
プＳ２２０２で肯定判別された後、モバイル連動遊技中であるか否かを判別し（入力有無
判別手段）、否定判別された場合にはそのまま本処理を終了し、肯定判別された場合にス
テップＳ２２０３に移行するように構成してもよい。この場合、島設備に配置された複数
台のパチンコ機１０においてばらばらの特定演出が導出されてしまうことを回避すること
ができる。従って、複数台のパチンコ機１０で一斉に特定演出を行うことによる一体感が
消失してしまうといった事態を防止することができる。また、モバイル連動遊技への参加
を促すことができる。
【０８６４】
　但し、上記第３実施形態では、特定ミッション演出と、大当たりを教示するための変動
表示とが対応していて、主制御装置２６１側で変動表示の時間、ひいては、特定ミッショ
ン演出の時間が決定しまう構成であるため、モバイル連動遊技を行っていない（サブ制御
装置２６２側の判断が必要）からといって、特定演出を中止させることは困難である（サ
ブ制御装置２６２側から主制御装置２６１側に情報を入力するような構成が必要になって
しまう）。従って、特定演出はサブ制御装置２６２が決定できる範囲のものとすることが
望ましい（例えば、サブ制御装置２６２が設定した期間内に、サブ制御装置２６２が導出
を決定する対象キャラクタを装飾図柄表示装置４２に登場させた場合に特定演出での成功
となるように構成してもよい）。
【０８６５】
　また、否モバイル連動遊技状態では特定演出を行わないとする場合、特定演出の開始時
間のアナウンスを行う際に、モバイル連動遊技状態になっていないので、モバイル連動遊
技の設定をしないと特定演出が行われない旨のガイダンスを行うようにしてもよい。さら
に、特定演出が行われている筈の期間中、音量が小さくなるように構成してもよい。
【０８６６】
　（ｏｏ）上記第３実施形態において、特定演出でトップをとれなかった回数（次回の特
定演出に関する設定の決定権を得られなかった特定演出の回数）を記憶する残念回数記憶
手段を設け、残念回数記憶手段に記憶されている回数が規定回数以上となった場合には、
規定回数未満の場合に比べ、特定演出（特定ミッション演出やタイムトライアル演出）の
達成条件が容易になる（例えば、ミッション達成抽選の確率が高く設定される）ように構
成してもよい。この場合、遊技をより多く行うことで特定条件を達成し易くなることから
、特定条件の達成を最初から諦めてしまうといったことを抑制することができ、特定演出
に対して前向きに取り組んでもらうことができる。また、遊技をたくさん行っている遊技
者の方が特定条件の達成に関して有利になるため、遊技をたくさんやっていてよかったと
いう気持ちになってもらうことができ、ひいては、パチンコ機１０に愛着を感じてもらう
ことができる。
【０８６７】
　尚、残念回数記憶手段としては、サーバでカウントされた特定演出でトップをとれなか
った回数をパスワード入力に際して記憶可能な記憶エリア、或いは、サーバでカウントさ
れた特定演出でトップをとれなかった回数が規定回数以上になったと判別された情報をパ
スワード入力に関して記憶可能な記憶エリア等が挙げられる。また、例えば、達成条件が
容易になる（達成確率が向上する）とは、ミッション達成抽選のような抽選の確率が高く
なるようなパターンに限定されるものではなく、例えば、タイムトライアル演出において
、初期段階では、キャラクタａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅが登場する変動表示を発生させるという
達成条件だったところ、残念回数記憶手段の記憶回数が規定回数以上となった場合に、キ
ャラクタａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅのいずれかが登場する変動表示を３回発生させるという達成
条件に変更されるような構成としてもよい。尚、「次回の特定演出に関する設定の決定権
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を得られた場合には、残念回数記憶手段の記憶がリセットされること」とする。
【０８６８】
　（ｐｐ）上記第３実施形態では、特定演出では、遊技者同士で、特定ミッション演出や
タイムトライアル演出のクリアタイムを競うように構成されているが、特に時間的な早さ
を競う構成に限定されるものではない。例えば、タイムトライアル演出のように、変動表
示における所定条件の成立（上記例では大当たり状態に当選）がクリア条件となっている
場合には、タイムトライアル演出の開始から条件のクリアまでに要した変動表示の回数を
競う（時間は関係なく、変動回数の少ない方が優れる）ように構成してもよい。また、例
えば、特定ミッション演出のように、演出ボタン１２５を使用する場合には、条件のクリ
アまでに要した演出ボタン１２５の操作回数を競うように構成してもよい。尚、これらの
構成を採用する場合には、「変動表示の回数」や「演出ボタン１２５の操作回数」が、「
特定演出の開始からどれだけはやく特定条件を達成したのかを示す指標となる値」に相当
する。
【０８６９】
　（ｑｑ）上記第３実施形態では、特定演出のランキングでトップになった遊技者（次回
の特定演出の設定権利を得た遊技者）は、その他の遊技者とは異なる特別なパスワードが
発行され、特定演出に際し、その他の遊技者とは異なる演出（例えば、トップ専用の演出
）が導出されることとしてもよい。例えば、装飾図柄表示装置４２において前回トップで
あることの情報が表示されたり、装飾図柄表示装置４２の背景等が豪華な表示（例えば、
金枠が表示されたり、取り巻きが表示されたりする等）になったり、選択され難い演出パ
ターンが選択され易くなったり、ＢＧＭが変更されたりするように構成してもよい。この
場合、ランキングでトップをとったことの価値をより高めることができ、対象の遊技者に
気分よく遊技を行ってもらうことができる。尚、特別なパスワードが発行され得る遊技者
は必ずしも次回の特定演出の設定権利を得た遊技者と一致していなくてもよく、例えば、
１位用、２位から１０位用のパスワードが発行されたり、サーバ側でランダムに選択され
た遊技者に特別なパスワードが発行されたりするように構成し、パチンコ機１０側でかか
るパスワードに対応する処理が行われるように構成してもよい。
【０８７０】
　また、前回の特定演出のランキングでトップになった遊技者（次回の特定演出の設定権
利を得た遊技者）が、特定演出が行われる日にモバイル連動遊技を開始させることで、特
定演出以外の状態においても、特定演出のランキングでトップになった遊技者（次回の特
定演出の設定権利を得た遊技者）が遊技を行っていることが分かるような演出態様となる
ように構成してもよい。この場合、ランキングでトップをとった遊技者により気分よく遊
技を行ってもらうことができる。
【０８７１】
　さらに、特定演出のランキングでトップになった遊技者（次回の特定演出の設定権利を
得た遊技者）が遊技を行っていたパチンコ機１０に関しては、かかる遊技者がモバイル連
動遊技を終了した後も、所定の契機が訪れるまで（例えば、電源がオフされるまで）は、
特定演出のランキングでトップになった遊技者（次回の特定演出の設定権利を得た遊技者
）が遊技を行っていたことが分かるような演出態様となる（ランキングトップの遊技者の
パスワードが入力された情報の記憶がＱＲコード発行後にも残り、かかる情報に応じた演
出が行われる）ように構成してもよい。この場合、ランキングでトップをとったことのな
い遊技者も、ランキングでトップをとった場合の演出を堪能することができ、自分でもラ
ンキングのトップをとってみようというように遊技意欲の向上を図ることができる。
【０８７２】
　（ｒｒ）上記第３実施形態では、モバイル連動遊技を行っていない状態で特定演出を行
った場合でも、トライアルクリアタイム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリア
に各クリアタイムが記憶されるように構成されているが、モバイル連動遊技を行っていな
い状態では記憶されないように構成してもよい。また、上記第３実施形態では特に言及し
ていないが、モバイル連動遊技を終了させる処理が行われた場合（ＱＲコードを表示させ
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た場合）に、トライアルクリアタイム記憶エリア及びミッションクリアタイム記憶エリア
の記憶を消去することとしてもよい。
【０８７３】
　さらに、モバイル連動遊技が行われていない場合であっても、タイムトライアル演出や
特定ミッション演出がクリアされた場合には、そのクリアタイムをとりあえず、トライア
ルクリアタイム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリアに記憶しておき、特定演
出の終了後（例えば、変動表示が途切れた際や大当たり状態中等）に、モバイル連動遊技
を始めるか否かを装飾図柄表示装置４２等で遊技者に尋ねて、演出ボタン１２５の操作等
で、否定の意思が確認された場合には、トライアルクリアタイム記憶エリアやミッション
クリアタイム記憶エリアの記憶を消去し、肯定の意思が確認された場合には、トライアル
クリアタイム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリアの記憶をそのままにする（
さらには、コード発行画面に移行する）ように構成してもよい。
【０８７４】
　また、モバイル連動遊技が行われていない状態で特定演出の開始タイミングに至った場
合には、特定演出の開始時に、特定演出に参加するか否かを尋ね、参加しない意志が確認
された場合には、特定演出を行わず、否定の意思が確認されなかった場合には、特定演出
を行うように構成してもよい。
【０８７５】
　加えて、１日に特定演出を複数回行う場合、全ての特定演出の結果を記憶しておいて、
その情報をＱＲコードに含めるべく、トライアルクリアタイム記憶エリアやミッションク
リアタイム記憶エリアを実行され得る回数分だけ複数設けることとしてもよい。また、１
日に複数回行われる特定演出のうち、最も良い結果だけが残るように、特定演出の結果を
トライアルクリアタイム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリアに記憶する際に
、記憶された情報があるか判別し、肯定判別された場合に、今回の特定演出の結果（記録
）と、記憶された情報（特定演出の結果）とを比較して、優れる方をトライアルクリアタ
イム記憶エリアやミッションクリアタイム記憶エリアに記憶しておくように構成してもよ
い。
【０８７６】
　（ｓｓ）上記第４実施形態においても、上記第３実施形態にかかる（ｇｇ）～（ｒｒ）
等に記載の別の態様例を採用することができる。
【０８７７】
　（ｔｔ）上記第４実施形態では、省エネモード中（デモ画面表示中）に特定演出を開始
するタイミングが到来した場合、クリアタイム計測タイマの計測は開始される一方で、装
飾図柄表示装置４２等による特定演出に対応する演出態様は導出されない、すなわち、デ
モ画面表示が維持されるようになっているが、装飾図柄表示装置４２等による特定演出に
対応する演出態様を導出するように構成してもよい。この場合、遊技者による遊技が行わ
れていない（空席の）パチンコ機１０であっても、特定演出を開始するタイミングとなれ
ば、自動的に所定の装飾図柄表示装置４２等による特定演出に対応する演出態様が導出さ
れる。従って、同一機種の複数のパチンコ機１０が横並び等で設けられ、そのパチンコ機
１０の中に空席があった場合でも、全ての同一機種の同時に電源オンされたパチンコ機１
０で一斉に特定演出が開始されることとなる。従って、複数台のパチンコ機１０で同じ演
出が一斉に行われるといった迫力のある演出を確実に堪能することができる。
【０８７８】
　尚、遊技者不在のまま特定演出が開始される場合には、特定演出の態様が、遊技者が遊
技している場合とは異なるデモンストレーション用の態様となるように構成してもよい。
つまり、遊技者は参加していないが、パチンコ機１０のコンピュータがあたかも参加して
いるような態様を導出してもよい。
【０８７９】
　（ｕｕ）第４実施形態では、否モバイル連動遊技中に行われた特定演出に関する情報を
モバイル連動遊技に反映させるか否かを問うアナウンスは、特定演出の終了後、変動表示
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及び大当たり状態の両方が途切れた場合に行われるようになっているが、かかるアナウン
スを別のタイミングで行ったり、或いは、アナウンスを複数のタイミングで行ったりして
もよい。別のタイミングとしては、例えば、大当たり状態の最中や大当たり状態の終了後
の変動表示中等にアナウンスを行うこととしてもよい。つまり、遊技者が遊技機の前にい
る筈である時期にアナウンスを行うことが望ましい。
【０８８０】
　また、上記実施形態では、否モバイル連動遊技中に特定演出が行われた場合には、特定
演出の結果に関わらず、アナウンス表示を行うように構成されているが、特定演出の結果
に応じて、アナウンス表示を行う場合と、行わない場合とがあるように構成してもよい。
例えば、タイムトライアル演出及び特定ミッション演出のうち少なくとも一方をクリアし
た場合にのみ、或いは、特定ミッション演出をクリアした場合にのみ、アナウンス表示（
ガイダンス表示）を行うように構成してもよい。すなわち、特定演出で上手くいかず、モ
バイル連動遊技に参加した場合の見返りも少ないような場合に、表示されたアナウンス表
示を見て、モバイル連動遊技に参加するかを判断して、アナウンス表示を消す等といった
行為を行わせること（乗り気になる可能性が薄いのに誘うこと）を回避することができる
。加えて、上記実施形態では特に言及していないが、特定演出の結果に応じて、対応する
ガイダンス表示やアナウンス表示（特にガイダンス表示）を行うように構成してもよい。
【０８８１】
　（ｖｖ）上記第４（及び第３）実施形態では、遊技モードによって特定ミッション演出
のクリア確率を変えているが、変えなくてもよい。また、上記実施形態では詳しくは言及
していないが、どの遊技モードにおいて特定演出が行われたのかの情報を出力可能に構成
してもよい。さらに、かかる情報の利用方法としてもよくに限定されるものではなく、例
えば、通常モード、時間短縮モード、確変モードでそれぞれ一番早くに特定ミッションを
クリアした遊技者の情報をサーバにアクセスした遊技者が閲覧可能となるように構成して
もよい。ちなみに、上記実施形態では、参加した遊技者の中で最も早くに特定ミッション
演出にクリアした遊技者等を発表し、次回の特定演出に関する設定権を付与している。
【０８８２】
　（ｗｗ）上記第４実施形態において、特定演出の開始のタイミングを後回しにできるよ
うに構成してもよい。以下、かかる態様例について説明する。
【０８８３】
　本態様例では、残り時間計測タイマが０になると、特定演出のタイムトライアル演出を
実際に開始する前に、準備期間を設定する。さらに、その準備期間中にモバイル連動遊技
中であるか否かを判別し、肯定判別された場合には、装飾図柄表示装置４２において準備
がいいかを遊技者に尋ねる表示を行う。かかる表示では、「準備ＯＫ」と、「ちょっと待
って」との選択肢も表示され、遊技者は、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６で選択
決定可能になっている。つまり、「準備ＯＫ」が選択された場合、準備期間の終了ととも
に、タイムトライアル演出が開始される。
【０８８４】
　一方、「ちょっと待って」が選択された場合（さらに、タイムトライアル演出の開始を
後回しにしますかといった具合にもう一段階の選択を行ってもよい）、タイムトライアル
演出の開始を後回しにするように、特定演出の制御に使用する制御カウンタに対して、規
定時間（例えば、１０分後）に対応する値をセットする。そして、規定時間の経過後、再
度、準備期間に突入し、再度、上記選択が行われるように構成することとしてもよい。
【０８８５】
　また、タイムトライアル演出のクリアタイムに係る計測は、タイムトライアル演出の開
始時から計測されるものであり、タイムトライアルの開始を後回しにした場合には、その
後回しにして開始した時点からの計測となる。尚、モバイル連動遊技を行っていない遊技
者については、タイムトライアル演出を後回しにするといった機能を使用することができ
ないようになっている。加えて、タイムトライアル演出を後回しにしている状態において
、モバイル連動遊技を終了させた場合、タイムトライアル演出を後回しにしているという
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記憶が消去されるようになっている。但し、モバイル連動遊技を終了しなければ、たとえ
、変動表示が途切れたとしても、タイムトライアル演出を実行する権利は失われず、遊技
の再開時以降にタイムトライアル演出を実行させることができる。
【０８８６】
　さらに、タイムトライアル演出をクリアした時点で、特定ミッション演出の発生が確定
するが、その開始タイミングを遊技者が選択可能に構成してもよい。つまり、特定ミッシ
ョン演出の達成条件には、大当たり状態の発生などの遊技状態を左右するようなものは含
まれておらず、その発生タイミングを比較的大きくずらすことも可能である。従って、例
えば、先ず、上記第４実施形態のように、タイムトライアル演出をクリアした時点で、モ
バイル連動遊技中である場合には、装飾図柄表示装置４２において、特定ミッション演出
を開始する準備はいいか否かを問う表示を導出し、肯定の反応（例えば、操作手段として
の演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６への操作）があれば、すぐに特定ミッション演
出を開始させ、後回しにするといった反応があった場合には、特定ミッション演出を先回
しにしていることが分かる情報を装飾図柄表示装置４２の一部などで示し（例えば、特定
ミッション演出を行う権利があります、ストックされていますといった表示をしておく）
、遊技者の都合の良いタイミングで、例えば、メニュー画面を開き、特定ミッション演出
の開始の項目にカーソルを合わせて決定することで、特定ミッション演出が開始されるよ
うに構成してもよい。この場合の特定ミッション演出の計測（クリアタイム計測タイマの
計測）についても、特定ミッション演出の開始と同時に計測が開始される。
【０８８７】
　尚、モバイル連動遊技を行っていない状態では、特定ミッション演出を後回しにすると
いった機能を使用することができない。加えて、特定ミッション演出を後回しにしている
状態において、モバイル連動遊技を終了させた場合、特定ミッション演出を後回しにして
いるという記憶が消去されるようになっている。但し、モバイル連動遊技を終了しなけれ
ば、たとえ、変動表示が途切れたとしても、特定ミッション演出を実行する権利は失われ
ず、遊技の再開時以降に特定ミッション演出を実行させることができる。尚、本態様例で
は、残り時間計測タイマ及び当該残り時間計測タイマが０になったことを判別する機能が
条件成立検知手段を構成する。また、タイムトライアル演出や特定ミッション演出を後回
しにしていることを記憶しておく記憶エリアが条件成立記憶手段を構成する。
【０８８８】
　以上のような構成とすることで、遊技者による演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６
の操作によって優先状態を発生させ、特定演出の発生タイミングを変更することができる
。このため、特定演出が開始されるけれども、少し席を外さないといけない（トイレに行
きたい、電話がかかってきた等）ので、特定演出を後回しにするといったことができるよ
うになる。従って、せっかく特定演出が開始されるのに、特定演出を堪能することができ
ないといったストレスの発生を回避することができ、快適に遊技を行うことができる。ま
た、遊技者が特定演出の開始のタイミングを変更できるため、特定演出に向けて気分を高
めるといったこともできるようになり、特定演出をより一層堪能することができる。
【０８８９】
　また、特定演出（タイムトライアル演出）を通常のタイミングよりも少し後のタイミン
グで開始させた場合において、開始を遅らせた分がクリアタイムにきっちりと組み込まれ
てしまうのではなく、遊技者が自分のタイミングで特定演出を開始させたときからの計測
となる。従って、変更を行った遊技者へのハンディキャップをなくすことができる。
【０８９０】
　さらに、モバイル連動遊技を行うことで、特定演出のタイミングを変更可能といった特
典が得られることから、モバイル連動遊技への参加意欲を向上させることができる。
【０８９１】
　加えて、モバイル連動遊技が終了すると、特定演出が後回しにされていること（特定演
出を実行させる権利を得ていること）の記憶が消去されるようになっている。このため、
別の遊技者が得た特定演出を行う権利を使用して特定演出を行うといった行為が防止され
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る。これにより、特定演出の価値を高め、特定演出への参加意欲を向上させ、特定演出の
開始の時間に遊技ホールに足を運んでもらえるようにすることができる。
【０８９２】
　また、変動表示が途切れたとしても、モバイル連動遊技を終了しなければ、特定演出を
実行する権利は失われず、遊技の再開時に特定演出を実行させることができる。従って、
利便性を向上させて、快適に遊技を行うことができるといった上記作用効果が一層確実に
奏される。
【０８９３】
　尚、本態様例では、特定演出の最初の開始タイミングについては主制御装置２６１側で
判断するものの、特定演出の終了についてはサブ制御装置２６２側で判断するように構成
する。つまり、特定演出の制御に使用する制御タイマを設け、特定演出の終了タイミング
を計測する。また、主制御装置２６１から大当たりした旨の情報等に基づいて特定ミッシ
ョン演出に移行するように構成する。尚、主制御装置２６１では特定演出が開始された後
の特定演出に関する制御に関与しなくなるため、サブ制御装置２６２では、主制御装置２
６１で設定されたものの範囲内で特定演出を設定する（主制御装置２６１にて設定された
変動パターンコマンドに含まれる変動時間情報を把握して、その中でタイムトライアル演
出が成功した演出や、特定ミッション演出を設定する）こととなる。
【０８９４】
　また、上記態様例では、特定演出を後回しにした場合、規定時間後（例えば、１０分後
）に再び特定演出を行うか否かの表示を出すように構成されているが、例えば、後回しに
した場合に、遊技者の操作によって、特定演出を開始させるように構成してもよい。例え
ば、時間的な期限などを設けず、特別図柄表示装置４３Ｌ、４３Ｒの変動表示中、或いは
、該変動表示が行われていない状態において、演出ボタン１２５を操作することでメニュ
ー画面を開き、そこに特定演出を開始するという項目を設け、そこを選択決定する操作を
行うことで、（メニュー画面から戻す機会を与えるために）所定時間後に特定演出を開始
させるように構成してもよい。尚、専用ボタンを設け、特定演出が後回しにされている場
合（権利をストックしている場合）、専用ボタンのワンプッシュで特定演出が開始される
ように構成してもよい。
【０８９５】
　尚、特定演出のタイミングを変更した場合には、変更していない場合との区別がつくよ
うに、特定演出に関する情報が２次元コード化されるように構成してもよい。この場合、
例えば、変更した場合のクリアタイムを参考タイムとし、同タイムで変更していない遊技
者と重なった場合には、変更していない遊技者の優勝としてもよい。勿論、両者を優勝と
してもよし、両者をそれぞれの部門の優勝として、異なる項目の設定権が付与されるよう
に構成してもよい。
【０８９６】
　尚、変動表示が途切れた際に、特定演出を実行可能だが実行する気があるかどうかを尋
ねる表示等を行うこととしてもよい。
【０８９７】
　（ｘｘ）また、特定演出の途中（最中）で、（演出ボタン１２５や十字ボタン１２６の
操作等で）特定演出を休止させることができるように構成してもよい。さらに、この場合
、かかる休止されたタイミングで、クリアタイム計測タイマの計測も休止し（計測値はキ
ープ）、再開のタイミングで、計測も再開されるように構成してもよい。
【０８９８】
　（ｙｙ）さらに、上記第４実施形態では、特別遊技状態（優先状態）としての大当たり
状態において特定演出が開始されるタイミングが到来した場合、かかる開始タイミングか
らタイムトライアル演出の計測（クリアタイム計測タイマの計測）が開始されるように構
成されているが、大当たり状態の終了後に特定演出を頭から開始させ、タイムトライアル
演出の計測がそこからスタートするように構成してもよい。この場合の特定演出の計測（
クリアタイム計測タイマの計測）についても、特定演出の開始と同時に計測が開始される
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。尚、大当たり状態を発生させる主制御装置２６１の機能が優先状態発生手段を構成する
。
【０８９９】
　このように、特定演出が開始される筈なのだけれども、大当たり状態であるために特定
演出が開始されず、大当たり状態が終了した頃には、特定演出が終了している、或いは、
特定演出の残り期間が僅かで十分に堪能できないといった事態を回避することができる。
従って、大当たり状態の終了後に、特定演出を初めから十分に堪能することができ、例え
ば、せっかく大当たり状態となっているのにもかかわらず、特定演出が始まってしまって
いることに起因して、特定演出を心待ちにしていた遊技者は、大当たり状態が早く終わっ
て欲しい等といったマイナスの感情になってしまうことを防止することができる。
【０９００】
　（ｚｚ）また、例えば、時間短縮モード（優先状態）の期間として設定される変動表示
の回数が複数パターン（例えば、３０回、６０回、９０回）あり、遊技者に対して、時間
短縮モードの残り回数を３０回ずつ教示してカウントダウンしていくような構成において
、通常は、３０回の変動表示が行われた（残り０回になった）時点で、時間短縮モードが
継続するか否かの演出（特定演出）を行うが、モバイル連動遊技を行っている遊技者は、
例えば、演出ボタン１２５等を操作して、かかる特定演出を、それよりも前のタイミング
で行える（特定演出の開始のタイミングを前倒しできる）ように構成してもよい。
【０９０１】
　つまり、時間短縮モードの開始時に、残り３０回と表示される。ここで、通常ならば、
３０回の変動表示を行わないと、時間短縮モードが継続するか否かを判別できない（継続
を教示する特定演出としての継続演出が行われない）のであるが、それよりも前のタイミ
ングで、該判別ができるように構成するといったものである。ちなみに、３０回の次に一
段階飛ばして９０回であることが教示されたり、さらには、実は、確変モードであること
が教示されたりするように構成することも可能である。
【０９０２】
　このように、前倒し機能を備えることで、遊技者が特定演出をやる気になっているとき
に、特定演出を開始させることができ、特定演出をより堪能することができる。また、ど
うしても同じ演出が繰り返される等の倦怠感を打破したい等というときに、特定演出を前
倒しで行って、遊技の抑揚を遊技者自ら適当なタイミングで付与することができる。さら
に、例えば、前倒し機能を使用するために抽選を行うこととした場合には、かかる抽選の
教示に伴う演出を行うことができ、単調感の抑制等を図ることができる。
【０９０３】
　尚、識別情報の付されたリール部材を備える回動式遊技機（スロットマシン）に関して
は、優先状態として、遊技者にとって有利な特別遊技状態（例えば、リプレイ確率が高く
なるとともに、入賞することで遊技価値が付与される子役が入賞するリール部材の停止順
の教示が行われるアシストリプレイタイム等）が１セット４０ゲームで、場合によっては
ストックもされるような構成において、今回の特別遊技状態が残り４０ゲームあり、本来
ならば、４０ゲーム後でないとストックがあるか否かを判別することができないのである
が、遊技者の演出ボタン１２５等の操作によって、前倒しでストックがあるか否かの判別
を行えるように構成してもよい。
【０９０４】
　また、通常のタイミングで特定演出を行った場合と、前倒しのタイミングで特定演出を
行った場合とで、内容が若干異なるように構成してもよい。すなわち、所定の状態が継続
するか否かの演出を特定演出とする場合、前倒しのタイミングで特定演出を行ってしまう
と、その時点で継続の望みは薄くなり、特に、かかる特定演出の教示の後に、継続に転じ
るチャンスが全くないような場合には、その時点で継続の望みは消失し、興趣の低下を招
いてしまう。このため、この場合において、前倒しで行われる特定演出に関しては、例え
ば、継続しないことが教示された場合、９割がそのままの結果となるが、１割の確率で継
続する可能性がある等といった具合にすることとしてもよい。
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【０９０５】
　（ａａａ）上記第５実施形態においては特に言及していないが、ラウンド期間の合間に
おいて第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂが閉状態とされるインターバル
期間に関しては、発射された遊技球を計数しないように構成してもよい。この場合、イン
ターバル期間中においても遊技球を発射させ続ける遊技者と、インターバル期間中或いは
それに対応するタイミングでは遊技球の発射を中止する遊技者との間で、第１大当たり状
態や第２大当たり状態の時間はほぼ同じなのに、計数される発射総数に比較的大きな差が
生じてしまうといった事態を抑制することができ、第１大当たり状態や第２大当たり状態
における発射数の情報が、遊技球の第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂへ
の至り易さを判断する材料にならなくなってしまうといった事態をより確実に防止するこ
とができる。
【０９０６】
　さらに、例えば、第１大当たり状態や第２大当たり状態中において、遊技領域に案内さ
れた遊技球が第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂに至るよりも前の段階で
入球する可能性のある入球手段（例えば、第２始動入賞装置３３ｂ）に対し、第１大当た
り状態や第２大当たり状態において入球した遊技球の数を計数（この数を発射総数から減
算する）したり、或いは、第１大当たり状態や第２大当たり状態中において、いずれの入
球手段にも入球せず、アウト口３６から排出された遊技球の数を計数したりすることで、
第１可変入賞装置３２ａや第２可変入賞装置３２ｂへの遊技球の至り易さの推測精度をよ
り向上させることができる。
【０９０７】
　（ｂｂｂ）上記第５実施形態において、始動入賞装置３３が１つだけ設けられ、当該始
動入賞装置３３が、開閉式であって、閉状態においても遊技球が入球可能であるといった
構成とする場合、低入球状態（例えば、所謂、通常モードや潜確モード）において発射さ
れた遊技球を計測する特定計測カウンタと、低入球状態において始動入賞装置３３に入球
した遊技球の数を計測する特定計測カウンタとを設けることとしてもよい。この場合、高
入球状態における始動入賞装置３３への遊技球の至り易さだけではなく、低入球状態にお
ける始動入賞装置３３への遊技球の至り易さをも把握することができ、結果として、始動
入賞装置３３周りの遊技釘等の状況をより正確に把握することができる。また、上記第５
実施形態のように、開閉式の第２始動入賞装置３３ｂと、開閉式ではない第１始動入賞装
置３３ａとの両方が設けられている場合においても、低入球状態において、発射された遊
技球の数と、第１始動入賞装置３３ａに入球した遊技球の数とを計数することとしてもよ
い。この場合、第２始動入賞装置３３ｂへの遊技球の至り易さ（遊技者にとって遊技を比
較的スムースかつ有利に進行させることのできる状態における状況）、及び、第１始動入
賞装置３３ａへの遊技球の至り易さ（一般的に、通常の状態であり、滞在する時間が最も
長い状態における状況）の両方を把握することができる。
【０９０８】
　（ｃｃｃ）上記第５実施形態において、高入球状態中において、いずれの入球手段にも
入球しなかった遊技球の数を計数すること、すなわち、アウト口３６に入球した遊技球の
数を検知する排出検知スイッチと、排出検知スイッチの検知回数を計数する特定計数カウ
ンタとを設けることとしてもよい。この場合、第２始動入賞装置３３ｂ、第２可変入賞装
置３２ｂ等への遊技球の至り易さの推測精度をより向上させることができる。
【０９０９】
　（ｄｄｄ）上記第５実施形態では、第１～第４発射数カウンタ等の各特定計測カウンタ
には、その日の対象となる特定事象（高入球状態において遊技球が遊技領域に発射された
こと等）の通算の値が記憶されるように構成されているが、１回毎に分けて記憶するよう
に構成（特定計測手段とは別に、特定計測手段による特定計測情報を個別に記憶する特定
記憶手段を設ける）してもよい。但し、まとめてしまう方が記憶容量を少なくしたり、情
報のやりとりをスムースに行ったりすることができる。
【０９１０】
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　また、上記第５実施形態では、遊技者個人用の特定計測カウンタとは別に、統計用の特
定計測カウンタが設けられているが、省略することも可能である。さらに、統計用の特定
計測カウンタでの計測値を記憶しておく期間（統計用の特定計測カウンタでの計測値をパ
チンコ機１０の電源断時（停電は判別して除く）に記憶する記憶エリアの数等）は特に限
定されるものではなく、機種毎に適宜設定可能である。尚、統計用のデータを遊技ホール
等が閲覧可能となるように構成してもよい。この場合、遊技釘等を不正に動かす等して遊
技球の移動経路の操作をしていたのではないかというチェックを行うことができる。
【０９１１】
　（ｅｅｅ）上記第５実施形態以外の特定期間における特定事象の回数や（期間）時間を
計測し、携帯通信端末を介して、サーバに送信可能に構成してもよい。例えば、上記第３
実施形態などの特定演出期間における演出ボタン１２５の操作回数等をカウントして、そ
のデータを出力可能に構成したりしてもよい。
【０９１２】
　また、パチンコ機１０から携帯通信端末に情報を送信する方法としては、ＱＲコードを
表示して読み取らせる構成に限定されるものではなく、その他の２次元コードを使用して
もよいし、赤外線等の無線を使用しての情報のやりとりが行えるように構成してもよい。
【０９１３】
　尚、スルーゲート３４を、遊技球が入球して遊技領域から排出される入賞口（賞球あり
、入球サポート抽選の契機となる）として構成してもよいし、第１及び第２始動入賞装置
３３ａ、３３ｂを、遊技球が通過するだけで遊技領域からは排出されないゲート（賞球な
し、当否抽選の契機となる）として構成してもよい。
【０９１４】
　（ｆｆｆ）上記第５実施形態では特に言及していないが、発射装置６０に向けて遊技球
を整列させながら案内する上皿１９（及び上皿１９から案内レール６１の発射位置までに
至るまでの案内通路）と、遊技者が操作可能な位置に設けられ、操作が行われることで、
上皿１９に整列されている遊技球が遊技者側（下皿１５）に戻される球抜きボタン１２３
とを備え、球抜きボタン１２３が操作された場合に、発射位置にセットされている状態の
遊技球をも遊技者側に戻すことの可能な構成としてもよい。さらに、かかる構成において
、発射検知スイッチ４０１を、発射位置にセットされている状態の遊技球を検知しない位
置に設けることで、発射数の計数をより確実に行うことができる。
【０９１５】
　（ｇｇｇ）上記第１実施形態等においては、パチンコ機１０から携帯通信端末を介して
サーバに遊技情報等を送信可能に構成されているが、パチンコ機１０に代えて、回動式遊
技機としてのスロットマシンとサーバとの間で携帯通信端末を介して情報のやりとりを行
うように構成してもよい。以下、かかる態様例について説明する。
【０９１６】
　スロットマシンは、複数の識別図柄が付されたリールを３つ有する可変表示手段と、メ
ダルを投入するためのメダル投入口と、メダル投入口に投入された遊技媒体を検知する投
入検知スイッチと、投入検知スイッチに検知された遊技媒体の数を電子データとして記憶
するクレジット記憶エリアと、遊技を開始するにあたって、クレジット記憶エリアに記憶
されている遊技媒体から、遊技を開始させるために必要な数をベットするためのベットボ
タンと、可変表示装置における複数のリールを回転させる（識別図柄の変動表示を開始さ
せる）ためのスタートレバーと、可変表示装置において回転する各リールをそれぞれ停止
させるための３つの停止ボタンと、所定の演出が発生した際に操作する場合と操作しない
場合とで演出内容が変化する演出ボタンと、遊技媒体がベットされた状態、或いは、それ
に相当する状態（例えば、リプレイ成立ゲームの後等）におけるスタートレバーの操作を
契機として入賞役の当否抽選を行う抽選手段と、遊技媒体がベットされた状態、或いは、
それに相当する状態におけるスタートレバーの操作に基づいてリールの回転を開始させ、
停止ボタンの操作と当否抽選の結果とに基づいてリールを停止させる識別情報制御手段と
、識別情報制御手段によって停止された複数のリールにおいて視認可能に表示された識別
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図柄の組合わせが前記入賞役に対応する組合せである場合に、入賞役に対応する数の遊技
媒体を付与する遊技媒体付与手段と、各種演出表示等が行われる液晶表示装置とを備えて
いる。
【０９１７】
　識別図柄としては、例えば、どのタイミングで停止ボタンを操作しても入賞ライン上に
３つ並びで揃うこととなるリプレイ図柄及びベル図柄と、狙ってリールを停止させないと
入賞ライン上に並ばないスイカ図柄及びチェリー図柄と、入賞後にボーナスゲームが開始
されるボーナス図柄とがある。そして、当否抽選において、リプレイに当選した場合には
リプレイ図柄が揃い、ベルに当選した場合にはベル図柄が揃い、スイカに当選した場合に
はリールをスイカに対応する規定の位相範囲で停止させることができればスイカ図柄が揃
い、チェリーに当選した場合にはリールをチェリーに対応する規定の移動範囲で停止させ
ることができればチェリー図柄が表示され、ボーナスに当選した場合にはリールをボーナ
スに対応する位相範囲で停止させることができればボーナス図柄が揃うようになっている
。
【０９１８】
　本例では、当否抽選におけるボーナス当選確率を６段階で設定変更可能に構成されてい
る。また、ボーナス役だけでなく、ボーナス役以外の役（小役）、本例では、チェリー、
スイカ、及び、ベルの当選確率についても、かかる設定に応じて、差異が存在するように
構成されている。さらに、ボーナスと、子役とに同時に当選する（重複当選する）場合が
あり、これに関しても、設定に応じて確率が変化するように構成されている。
【０９１９】
　また、上記実施形態と同様に、当否抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な
遊技情報記憶エリアと、遊技情報記憶エリアに蓄積記憶されている遊技情報を所定の携帯
通信端末によって識別又は認識可能な態様（ＱＲコード）として出力可能な（液晶表示装
置に表示させる）情報出力手段とを備えている。尚、本態様例の遊技情報としては、全て
のリールの回転が開始されてから、全てのリールが停止されるまでを１遊技回（１ゲーム
）としたゲーム数、ベットされたメダルの総数、付与されたメダルの総数、ビッグボーナ
ス等の各種ボーナスの当選回数や、アシストタイム、アシストリプレイタイム等の各入賞
役の当選回数（総発生回数や初当たり回数）等が挙げられる。
【０９２０】
　さらに、本例では、スタートレバー又はベットボタンの操作に基づいて開始される演出
と、演出ボタン、停止ボタン、及び、ベットボタンのうち少なくとも２つの操作に基づい
て開始される演出との演出群で構成される操作連動演出が導出される場合がある。例えば
、操作連動演出が起承転結で４パートに分かれていて、スタートレバーの操作で「起」に
対応する演出が行われ、３つある停止ボタンのうち最初の停止ボタンの操作で「承」に対
応する演出が行われ、３つある停止ボタンのうち２番目の停止ボタンの操作で「転」に対
応する演出が行われ、３つある停止ボタンのうち最後の停止ボタンの操作で「結」に対応
する演出が行われるようになっている。また、「結」に対応する演出が好ましくないもの
であった場合に、演出ボタンの操作で、好ましい演出に変化するかもしれないという演出
が行われる場合もある。
【０９２１】
　操作連動演出を構成する各演出（構成演出）は、液晶表示装置において、動画や静止画
を導出することで行われるが、動画であった場合には、当該構成演出の途中で、次の構成
演出が開始される契機（例えば、次の停止ボタンの操作）が訪れた場合には、途中であっ
た構成演出が終了し（所謂、演出がキャンセルされ）、次の構成演出が開始されるように
構成されている。
【０９２２】
　さて、本態様例では、操作連動演出を構成する各構成演出の時間を計測する個別演出時
間計測手段（タイマ及び記憶エリア）を備えている。そして、モバイル連動遊技を終了さ
せる際に、遊技情報をＱＲコードに含ませる場合には、当該ＱＲコードに対し、前記個別



(154) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

演出時間計測手段の特定計測情報も含ませるように構成されている。
【０９２３】
　また、本態様例では、３つある停止ボタンのうち最後に操作される停止ボタン（他の停
止ボタンや演出ボタン、ベットボタン、スタートレバーを対象としてもよい）が操作状態
とされてから非操作状態とされるまでの操作時間を計測する操作時間計測手段（タイマ及
び記憶エリア）を備えている。さらに、本態様例では、かかる停止ボタンの操作時間と、
その時に導出されている演出の種別とが対応付けられた格好で、操作時間計測手段に記憶
されるようになっている。そして、モバイル連動遊技に際し、遊技情報とともに、操作時
間計測手段に記憶されている特定計測情報が含まれたＱＲコードが液晶表示装置に表示さ
れることとなる。
【０９２４】
　さらに、演出ボタンを操作する指示があり、操作することで演出が変化するボタン演出
中の演出ボタンの操作回数を計測するボタン演出中操作回数計測手段が設けられている。
加えて、通常の遊技状態（例えば、各種ボーナスゲーム中、その他の遊技者にとって有利
な特別遊技状態（リプレイの当選確率を高め、かつ、３つある停止ボタンの押し順で付与
されるメダルの数が異なる子役に当選した場合に、かかる押し順のナビゲートを行う状態
であるアシストリプレイタイム、リプレイ当選確率に変化はないが、押し順のナビゲート
を行う状態であるアシストタイム等）において演出の見せ方等が変化する複数の演出ステ
ージ（液晶表示装置に表示されるメインのキャラクタ等が変化する等）が用意されており
、通常の遊技状態中、メニュー画面表示中等を除いた状態）における操作回数を計数する
通常遊技中操作回数計測手段を備えている。また、ボタン演出中操作回数計測手段及び通
常遊技中操作回数計測手段には、単に演出ボタンの操作回数が記憶されるだけでなく、ど
の演出が導出された際にどのような（どれ程の）演出ボタンの操作が把握できるように、
対応する演出の種別についても対応付けて記憶されるようになっている。そして、これら
のボタン演出中操作回数計測手段及び通常遊技中操作回数計測手段に記憶されている特定
計測情報についても、その他の遊技情報とともに、ＱＲコード化されることで、スロット
マシン外部に出力されるようになっている。
【０９２５】
　また、本実施形態では、設定に応じて当選確率の異なるボーナス及び各子役（リプレイ
を除く）の当選回数を計数する特定要素計測手段としての設定要素計測カウンタが設けら
れている。当該設定要素計測カウンタに記憶されている特定計測情報についても、各種遊
技情報等とともに、モバイル連動遊技の終了時にＱＲコード化され、携帯通信端末を介し
てサーバに送信される。特に、本実施形態では、モバイル連動遊技中の遊技者個人の各役
の当選回数を計測する個人用のものと、かかるスロットマシンを遊技したその他の遊技者
の各役の当選回数を含めた各役の当選回数（例えば、１日ずつにまとめて１週間分）を計
測する統計用のものとがあり、ＱＲコードにはその両方のデータが含まれるように構成さ
れている。
【０９２６】
　設定に応じて変化する要素の情報を受けたサーバでは、かかる情報に基づいて設定推測
（所定の設定である可能性が所定パーセント等）を行い、遊技者に公開する。但し、その
日の遊技ホールの営業中に設定推測情報を見ることができず、一般に遊技ホールの営業が
終了する１１時過ぎから、本日分の遊技に関するサーバの設定推測サービスを利用するこ
とができるようになっている。この場合、モバイル連動遊技を活用して設定推測を行い、
設定推測に基づいて遊技を止めるか続行するかを決めるといったことを抑制することがで
きる。ちなみに、スロットマシンは日時を把握可能なリアルタイムクロック（日付把握手
段）を備え、スロットマシンで発行されるＱＲコードには、日付又はこれに関する情報が
含まれるため、サーバ側では、当該日付情報に基づいて、設定推測サービスを利用可能と
するか否かを決定する。
【０９２７】
　以上詳述したように、本態様例では、操作連動演出を構成する各構成演出の時間を計測
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することで、各構成演出が途中で終了させられた（途中でキャンセルされた）か否かや、
開始からどの程度の間ならば遊技者に視認されているのか等を把握することができる。こ
のように、各構成演出がどの程度見届けられ、どの程度キャンセルされるのかの特定計測
情報に基づいて、所定の演出を出すのが効果的なタイミングや、所定の演出を導出しても
あまり意味のないタイミングを把握したり、あまり人気のない演出を把握したりすること
ができ、遊技機の開発に際し、無駄な演出を減らし、効果的なタイミングで効果的な内容
の演出を導出させるように構成することができる。
【０９２８】
　さらに、遊技者が携帯通信端末を介してスロットマシンとサーバとの間で情報のやりと
りを行うモバイル連動遊技を行うことで、付随して個別演出時間計測手段の特定計測情報
についてもサーバに送信されることから、サーバ側でよりスムースに個別演出時間計測手
段の特定計測情報を得ることができる。
【０９２９】
　また、遊技者のなかには、遊技が遊技者にとって良い方向に進んでほしいと強く願う際
の習慣として、最後に操作される停止ボタン（第３停止ボタン）を押してすぐに離すので
はなく、押した状態をしばらくキープしてから離す（所謂、捻じる）ということを行う者
もいる。そこで、本態様例によれば、第３停止ボタンの操作時間（オンにされている時間
）を計測し、さらに、該操作時間が、第３停止ボタンの操作が行われたときに導出されて
いた演出と対応付けられて、携帯通信端末、ひいては、サーバに送信されることとなる。
従って、遊技者にとってどのタイミングのどの演出に気持ちが入るのか（好評なのか）等
を把握することができる。
【０９３０】
　尚、所定の操作手段に作用する圧力或いはそれに比例する力を測定可能な圧力測定手段
を備え、圧力測定手段の特定計測情報と、対応する演出とが互いに対応付けられた状態で
、情報出力手段により出力可能に構成されていることとしてもよい。この場合も、遊技者
の熱の入り様を把握することができる。
【０９３１】
　また、本実施形態では、ボタン演出中や通常の遊技状態中の演出ボタンの操作回数を計
測し、さらに、どの種別の演出が行われている際のボタン操作であるかを把握できるよう
に、演出ボタンの操作回数と、対応する演出状態とが対応付けられて、携帯通信端末、ひ
いては、サーバに送信されるようになっている。従って、遊技者にとってどのタイミング
のどの演出に気持ちが入るのか（好評なのか）等を把握することができる。
【０９３２】
　尚、演出ボタンを操作するボタン演出が開始されてから、操作されるまでの時間を計測
するタイミング計測手段を備え、演出ボタンを操作するタイミングをサーバに送信するよ
うに構成してもよい。通常の遊技状態において演出の見せ方等が変化する複数の演出ステ
ージが用意され、通常の遊技状態における前回の演出ボタンの操作から、又は、直前のボ
ーナス等の特別遊技状態終了から、或いは、特定の演出が導出されてから、若しくは、モ
バイル連動遊技を開始してから、今回の演出ボタンの操作が行われるまでのゲーム数を計
数する特定計測カウンタを設けることとしてもよい。
【０９３３】
　また、本態様例では、ボーナスの当選確率等が変化するように６段階の設定が可能であ
り、設定に応じて変化する要素の発生回数、すなわち、ボーナスや各子役の当選回数の計
数が行われ、計数値が、携帯通信端末を介してサーバに送られるようになっている。この
ため、かかる情報に基づいて、遊技に多大な影響を及ぼすこととなる設定の推測が可能と
なる。これにより、モバイル連動遊技に参加すれば、設定推測が比較的容易に行える構成
とすることで、モバイル連動遊技により積極的に参加してもらうことができる。
【０９３４】
　さらに、本態様例では、遊技者個人の各役の発生回数だけでなく、スロットマシンを行
った遊技者全体の各役の発生回数（統計用）についても蓄積記憶し、各遊技者がモバイル
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連動遊技を終了する際に、遊技者個人用の各役の発生回数や遊技情報とともに、統計用の
情報についても、ＱＲコードに含ませるように構成されている。このため、サーバ側では
、スロットマシンが思い描いていたような動作を実際に見せているかどうかをより正確に
確認することができ、遊技者側では、より正確な設定推測の情報を得ることができる。
【０９３５】
　また、設定推測サービスは、遊技ホール等のその日の営業時間内には見ることができな
いようになっている。このため、例えば、遊技を少し行っただけでモバイル連動遊技を利
用した他人の情報も含む設定に応じて変化する要素に基づく設定判別を行い、よくない場
合には他の台に移るといった行為を防止することができる。
【０９３６】
　尚、設定に応じて変化する要素としては、機種毎に変更されるものであり、また、本例
のように、カウントの対象とされる各役についても、機種毎に設定可能である。上記態様
例では特に言及していないが、ボーナスと子役とが同時に当選する場合においてその組み
合わせが設定毎で異なる場合にはその同時当選回数を計数し、コード化して出力すること
としてもよい。
【０９３７】
　さらに、遊技者がサーバに蓄積記憶させている遊技情報に応じて、設定示唆の精度を変
化させてもよい。例えば、設定が６段階に分かれていて、モバイル連動遊技の１０００ポ
イントの遊技者は設定のうち上の３つか下の３つかが示唆されるだけであるが、１０００
０ポイントの遊技者は各設定毎の可能性が示唆され、５００００ポイントの遊技者は、設
定が確定されてしまうような要素や公表されていない判断基準等のより多くの情報から設
定推測・判断を行い、示唆・教示するように構成してもよい。
【０９３８】
　また、上記態様例において、設定推測の結果をサーバのウェブページ上で閲覧できるこ
とに代えて、又は、加えて、スロットマシンの液晶表示装置において確認することができ
るように構成してもよい。この場合、例えば、サーバのウェブページ上で、設定推測の要
請があった場合に、設定推測の情報がパスワードに含まれるように構成され、そのパスワ
ードをスロットマシンに入力することで、設定推測の結果が液晶表示装置において表示さ
れることとなる。
【０９３９】
　当該構成を採用する場合、モバイル連動遊技の有効性を向上させることができ、モバイ
ル連動遊技により接触的に参加してもらうことができる。また、設定推測の情報をスロッ
トマシンにおいて確認できるため、利便性の向上を図るとともに、前回の遊技の回想をし
つつ、今回の遊技を行うといったこともできる。さらに、設定推測の情報がスロットマシ
ンでしか見られないということになると、再び遊技者に遊技ホールにまで足を運んでもら
い易くなる。
【０９４０】
　尚、遊技者の遊技の記録である具体的な各役の当選確率と、予め設定毎に定められた各
役の当選確率とを閲覧可能に構成してもよい。この場合、遊技者が自分で別のコンテンツ
で調べる手間が省けて利便性が向上するとともに、多様なデータに基づいて遊技者が色々
と思いを巡らす等して遊技を堪能することができる。さらに、設定に応じて変化するのは
各役の当選確率に限定されず、例えば、設定に応じて、特定の演出の発生確率が異なって
いてもよい。
【０９４１】
　また、上記態様例では、遊技ホールの営業時間中は設定推測サービスを利用することが
できない構成となっているが、利用できる構成としてもよい。さらに、その日の営業時間
内に見ることは可能だが、遊技者本人の本日の遊技回数が規定回数を超えない場合には、
見ることができない構成としてもよい。加えて、遊技ホールの営業時間中は、自身の分の
設定推測要素に基づく設定推測サービスしか受けることができない構成としてもよい。ま
た、設定推測サービスを受けられる期間を限定する場合、サーバ側で規制を行ってもよい
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し、スロットマシン側で規制を行ってもよい。
【０９４２】
　尚、当該（ｇｇｇ）はスロットマシンに限定されているが、別の遊技機に適用してもよ
い。
【０９４３】
　（ｈｈｈ）上記実施形態において、ハンドル１８の回動可能な範囲（位相）を複数に区
切り、ハンドル１８の回動量を把握可能な操作量検出手段（例えば、可変抵抗器）に基づ
いて、ハンドル１８がどの回動範囲に位置するのかを把握するとともに、回動範囲毎にハ
ンドル１８が位置している時間を計測する計測カウンタを設けることとしてもよい。さら
に、少なくともモバイル連動遊技に際して、ハンドル１８の各回動範囲の滞在時間の情報
を蓄積記憶するように構成し、モバイル連動遊技を終了する際に、かかる情報を各種遊技
情報とともにＱＲコードに含ませた格好で装飾図柄表示装置４２に表示するように構成す
ることとしてもよい。また、例えば、ハンドル１８の回動量の変化のあったタイミング等
と、その際の演出や、遊技モードの切替わりの時期であったか等と対応付けて記憶させる
ように構成してもよい。
【０９４４】
　当該構成を採用する場合、遊技機メーカー側で、該当機種のパチンコ機１０（遊技盤３
０の遊技釘等の配置構成）において、遊技者がどこを狙って遊技球を打ち出す傾向にある
のか、どのタイミングで遊技球の打ち出し位置を変更しているのか、遊技球の打出し位置
を変更する必要のある機種（図３７等参照）の場合において打出し位置の変更がスムース
に行われているか等を把握することができる。尚、一般に、遊技球の打出し位置を変更す
る必要があり、かつ、表示装置（装飾図柄表示装置４２等）がある場合には、ハンドル１
８の回動量を把握可能な操作量検出手段の検出に基づいて、右打ちすることの望ましい状
況では表示装置において右打ちの指示を表示し、左打ちすることの望ましい状況では表示
装置において左打ちに戻す指示を表示するようになっている。
【０９４５】
　（ｉｉｉ）上記実施形態において、モバイル連動遊技を開始すると、その時点から、所
定期間が経過するごとに、モバイル連動遊技のポイント（演出変化の契機となるランクア
ップに利用される）が溜まり続けるように構成してもよい。すなわち、ポイントは、モバ
イル連動遊技を行った日だけでなく、行わなかった日でも付与されることとなる。当然、
その日に遊技を行った遊技者の方が、ポイントが多く溜まるように構成されることが望ま
しい。例えば、遊技量に応じて付与されるポイントが変化する構成が第１に考えられるが
、それに代えて、又は、加えて、付与されるポイント数を決める抽選が行われ、抽選結果
に応じたポイントが付与され、モバイル連動遊技を行った場合には、行わなかった場合に
は、多くのポイントが付与されるように構成してもよい。
【０９４６】
　当該構成を採用する場合、モバイル連動遊技を行っていない間にもポイントは溜まって
いくことから、例えば、モバイル連動遊技を始めたが、しばらく遊技自体を行うことがで
きず、久しぶりにモバイル連動遊技を行おうか迷った時に、「いまさら再開してポイント
を貯めるのも億劫だな」と思ってしまってモバイル連動遊技を行わない、さらには、その
遊技機自体を遊技しなくなってしまうといった事態を抑制することができる。尚、自分の
力のみでポイントを貯めたいという遊技者にも対応可能なように、モバイル連動遊技を行
わなかった日の分のポイントを加算するか否か遊技者の判断で決定可能（遊技機側及びサ
ーバ側のどちら側の操作で行うようにしても可）に構成することが望ましい。
【０９４７】
　（ｊｊｊ）上記第６実施形態において、携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示され
たＱＲコード（パスワード４３４）を読取るための機能や、携帯通信端末４３１の携帯カ
メラ４３３の位置を特定するための機能を具備させるための構成については特に限定され
るものではない。以下、別の態様例について、図４５を参照して説明する。
【０９４８】
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　本態様例においても、上記第６実施形態と同じサブ表示装置４１１が設けられている。
但し、その上方には、上記第６実施形態のモバイル用カメラ４１２に代えて、サブ表示装
置４１１の表示部の左右幅と同じ左右幅を有する赤外線センサ４４１が設けられている。
本態様例では、赤外線センサ４４１によって撮影位置検知手段が構成され、携帯通信端末
４３１が前向きで設置部４１４に設置される際、すなわち、スマホリンク機能を使用する
場合や、モバイル連動遊技を終了させる際に携帯通信端末４３１でサブ表示装置４１１に
表示されるＱＲコードを読取る場合に、携帯カメラ４３３の位置を、出力した赤外線の反
射具合で特定する（例えば、明暗で携帯カメラ４３３とその周りとを区別し、携帯通信端
末４３１の下端部からの距離も時間等で測る等）ようになっている。尚、赤外線センサ４
４１では、少なくとも携帯カメラ４３３の左右位置を特定できればよく、左右位置が特定
された場合、上記第６実施形態のようにサブ表示装置４１１においてＱＲコードを上下に
変位させて、上下位置の特定を行うこととする。
【０９４９】
　また、サブ表示装置４１１の下方には、読取手段としての可動式カメラ４４２が設けら
れている。本例の可動式カメラ４４２は、上下左右にスライド変位可能に構成されており
、図示は省略するが、可動式カメラ４４２を変位させるためのレールやモータ等が設けら
れている。これに対応して、本態様例では、モバイル連動遊技を開始するにあたって、携
帯通信端末４３１を後向きで設置部４１４に設置した場合に、携帯通信端末４３１の表示
部４３２に表示されるＱＲコード（パスワード４３４）の表示位置は、表示部４３２の下
部、かつ、左右方向中央部となっている。さらに、携帯通信端末４３１毎のパスワード４
３４の表示位置の誤差は、可動式カメラ４４２を変位させることで解消することができる
ようになっている。
【０９５０】
　尚、携帯通信端末４３１からのＱＲコードの読取り開始、及び、読取り完了の合図を検
知する読取合図検知手段、及び、設置部４１４に携帯通信端末４３１が設置されているこ
とを検知する設置検知手段については、赤外線センサ４４１及び可動式カメラ４４２のど
ちらで構成してもよい。
【０９５１】
　以上のように、携帯通信端末４３１に表示されるＱＲコード（パスワード）を読取るカ
メラを可動式とすることで、携帯通信端末４３１の形状や設置部４１４の設置への具合に
よって、携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示されるパスワードの表示位置が異なっ
た場合でも、携帯通信端末４３１のパスワードを読取り可能な位置まで可動式カメラ４４
２を変位させて、携帯通信端末４３１のパスワードを確実に読取ることができる。また、
本態様例では、リフト装置４２１が省略されているが、サブ表示装置４１１の下方に可動
式カメラ４４２を設け、そこに対応して携帯通信端末４３１の表示部４３２の下部にパス
ワードを表示するため、リフト装置４２１がなくとも、携帯通信端末４３１のパスワード
を読取り、サブ表示装置４１１のＱＲコードを携帯通信端末４３１に読取らせることを確
実に行うことができる。つまり、リフト装置４２１を設けることで、リフト装置４２１が
損傷して、上記第６実施形態の機能が停止してしまうといったリスクを回避することがで
きる。
【０９５２】
　尚、可動式カメラ４４２の変位方向は特に限定されるものではなく、上下左右方向の他
に、前後方向に移動可能としてもよいし、傾動可能に構成してもよい。また、設置部４１
４に携帯通信端末４３１が設置されていることを検知する設置検知手段については、例え
ば、設置部４１４の底面において、設置部４１４にセットされた携帯通信端末４３１の下
面と当接するスイッチによって構成してもよい。
【０９５３】
　（ｋｋｋ）上記第６実施形態では、携帯通信端末４３１を前向きで設置部４１４に設置
する際に、モバイル用カメラ４１２で携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３の位置を特
定するようになっており、さらに、モバイル用カメラ４１２での特定ができなかった場合
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には、携帯カメラ４３３の位置を虱潰しに探すようにして、サブ表示装置４１１で表示さ
れるＱＲコードの位置を規則的に順次変位させるように構成されているが、特にかかる構
成に限定されるものではなく、どちらか一方の特定方法を採用するだけでもよい。また、
ＱＲコードの位置変化のさせ方についても限定されることはなく、例えば、四角い渦巻き
状に変位するように構成してもよい。
【０９５４】
　（ｌｌｌ）上記第６実施形態では、設置部４１４に後向きで設置された携帯通信端末４
３１の表示部４３２に表示されたＱＲコード（パスワード４３４）を読取る機能と、設置
部４１４に前向きで設置された携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３にサブ表示装置４
１１に表示するＱＲコードを読取らせる機能との両方を備えるように構成されているが、
少なくとも一方の機能を備えていればよい。
【０９５５】
　また、上記第６実施形態の設置部４１４の形状や配置等は特に限定されるものではない
。例えば、設置部４１４の左右の壁部を断面Ｌ字状又は断面コ字状にして左右方向にスラ
イド可能に構成し、設置部４１４に設置した携帯通信端末４３１の大きさに合わせて、左
右の壁部をスライドさせてホールドするように構成してもよい。この場合、設置部４１４
の透明な壁部を介してではなく、携帯通信端末４３１の表示部４３２を直接視認可能とな
る。また、この場合、左右の壁部で携帯通信端末４３１が保持した状態を維持できるよう
に構成することが望ましく、これにより、脱落等が確実に防止される。さらに、設置部４
１４に設置された携帯通信端末４３１の表示部４３２を遊技者に視認させたい場合には、
設置部４１４の前壁部４１９を透明にしたり、前方に開口させたりする必要があるが、視
認させる必要のない場合、例えば、スマホリンク機能がない場合には、特に、透明にした
り開口させたりしなくてもよい。
【０９５６】
　但し、携帯通信端末４３１を被覆する携帯カバーが比較的大きい場合にも対応可能なよ
うに、設置部４１４は、比較的大きめの収納空間を有すること、或いは、携帯通信端末４
３１の全体が収容できなくても（多少はみだしても）設置可能に構成されていることが望
ましい。また、回動可能な扉状のパーツを備えていてもよいし、設置部４１４に設置され
た携帯通信端末４３１を保持可能な保持手段を設けることとしてもよい。例えば、設置部
４１４に設置された携帯通信端末４３１を挟持可能なように、上記した左右にスライドす
る壁部が自動で或いは手動で締まるように構成してもよいし、設置部４１４の内側におい
て、前後に変位可能であり、軸線方向が左右に延び、外周面がスポンジ材で構成される保
持体を、バネ等の弾性体やモータ等の駆動手段によって設置部４１４に設置された携帯通
信端末４３１に圧接させ、設置部４１４の所定の壁部とで挟持するように構成してもよい
。
【０９５７】
　加えて、設置部４１４自体を省略することも可能である。この場合、携帯通信端末４３
１の表示部４３２に表示されたＱＲコード（パスワード４３４）をモバイル用カメラ４１
２に読取らせるべく、遊技者が、パスワード４３４の表示位置と、モバイル用カメラ４１
２との位置合わせを行うこととなる。設置部４１４を省略することで、遊技者がパスワー
ド４３４の読取り作業中に携帯通信端末４３１を持ち続ける必要はあるが、パスワードを
手入力しなくても済むというメリットは奏される。また、携帯通信端末４３１をどの辺り
に持っていけばよいのかを遊技者に認識させ易いようにするべく、その位置を四角く囲っ
てみたり、ＬＥＤなどの発光手段を設置して光らせてみたり、さらに、装飾図柄表示装置
４２でアナウンスしてみたりしてもよい。
【０９５８】
　また、設置部４１４を省略する場合において、携帯通信端末４３１の携帯カメラ４３３
でサブ表示装置４１１に表示されたＱＲコードを読取るといった作業を行う場合であって
も、モバイル用カメラ４１２で携帯カメラ４３３の位置特定を行ったり、サブ表示装置４
１１においてＱＲコードを順次変位させて携帯カメラ４３３で読取られる位置を探るよう
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に構成したりすることで、遊技者の位置合わせの負担軽減を図ることができる。
【０９５９】
　（ｍｍｍ）上記第６実施形態において、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１
の充電を行うことのできる充電手段を設けることとしてもよい。例えば、電磁波等を発生
させる等して無線で充電可能としてもよいし、複数メーカーの携帯通信端末４３１に対応
する充電コードを設けることとしてもよい。この場合、設置部４１４に設置された携帯通
信端末４３１の充電が切れてしまうといった事態を防止することができ、特に、スマホリ
ンク機能を利用する場合にはかかる作用効果がより顕著に奏される。
【０９６０】
　（ｎｎｎ）上記第６実施形態では特に言及していないが、スマホリンク機能の使用に際
し、所定条件の成立（遊技者が遊技量に関する所定の基準を満たした（モバイル連動遊技
に関する所定のランクを更新した）、又は、遊技機メーカー側が（該当する遊技機の稼働
状況を見ながら）順次新しい情報を供給していく（アプリケーションのアップデート）等
）で、サブ表示装置４１１で表示された同じ演出コード（演出用符号情報）を読取った場
合でも、異なる連動演出が表示されるように構成してもよい。
【０９６１】
　より具体的に、モバイル連動遊技を行って、スマホリンクを使用した場合、さらには、
モバイル連動遊技を長く行っているほど、より信頼度の高い情報や、より具体的な情報が
得られるように構成してもよい。例えば、アシストリプレイタイム、又は、アシストタイ
ム（或いはボーナス）が存在するとともに、アシストリプレイタイム、又は、アシストタ
イム（或いはボーナス）に当選する確率が変化する複数のモードがあるスロットマシンに
おいて、所定の役に当選した場合に、当該当選に基づいて、アシストリプレイタイム、又
は、アシストタイムの当選にはどの程度期待でき、モードが良くなる可能性はどの程度あ
るのか等の遊技ガイド等をスマホリンク中の携帯通信端末にて行ってもよい。
【０９６２】
　また、スロットマシンにおいて、ボーナス等の大まかな当選期待度を示唆する演出が行
われた場合に、設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１の表示部４３２において、
より範囲の狭められた当選期待度を示唆するように構成してもよい。つまり、ボーナス等
の抽選結果は外れであるにもかかわらず、スロットマシン側では大げさな演出が行われて
いるが、携帯通信端末４３１の演出を見るとそれ程でもないとか、ボーナス等に当選して
おり、スロットマシン側ではほぼ無演出であるが、携帯通信端末４３１の演出を見ると当
選の確定を知らせる演出が導出されているとか、ボーナスには当選している可能性は低い
がアシストリプレイタイムには当選している可能性が高い等といった具合にアナウンスす
ることもできる。
【０９６３】
　（ｏｏｏ）上記第６実施形態では、携帯通信端末４３１に読取らせるコード情報（ＱＲ
コード）を表示するサブ表示装置４１１が液晶表示装置によって構成されているが、特に
このような構成に限定されるものではなく、例えば、ＱＲコードがプリントされたリール
や立方体・球体等をサブ表示装置として採用してもよい。例えば、装飾図柄表示装置４２
及びサブ表示装置４１１のような液晶表示装置が設けられていない遊技機であっても、携
帯通信端末４３１の表示部による演出を行うことができる。
【０９６４】
　（ｐｐｐ）上記第７実施形態では特に言及していないが、上記第６実施形態のように、
装飾図柄表示装置８１５や可変表示装置８４２に表示されたＱＲコードの読取りを開始し
た場合や、読取りが完了した場合の合図を出力する構成を可動表示装置８５１に設けると
ともに、スロットマシン８１０本体側に、かかる合図を検知する構成を設けることとして
もよい。例えば、可動表示装置８５１の裏面側において、読取り開始と読取り終了とのタ
イミングで発光する赤外線発光装置等の発光手段を設けるとともに、スロットマシン８１
０本体側に、当該発光手段の発光を検知する発光検知手段を設けることとしてもよい。こ
の場合、可動表示装置８５１の位置にずれが生じてしまった場合でも、ずれを確実に補正
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することができる。
【０９６５】
　（ｑｑｑ）また、上記第７実施形態では、可動表示手段として、備え付けの可動表示装
置８５１が採用されているが、遊技者の持つ携帯通信端末４３１を使用してもよい。さら
に、モバイル連動遊技を実行可能とする場合には、上記第６実施形態のように、サブ表示
装置４１１にモバイル用カメラ４１２を併設することとする。この場合、単にパチンコ機
１０とサーバとの間の情報のやりとりのつなぎでしかなかったパチンコ機１０と、携帯通
信端末４３１との間の情報のやりとりを演出として昇華させて面白味を持たせることがで
き、モバイル連動遊技のポテンシャルを十分に発揮することができる。結果として、モバ
イル連動遊技をより満喫させることができる。
【０９６６】
　尚、モバイル連動遊技を行っている遊技者については、サーバのウェブページにおいて
、自分を模したキャラクタの設定を行うことができるようにして、モバイル連動遊技を行
った場合には、上記のような演出に際し、演出に登場するキャラクタが、自分のキャラク
タに代わるように構成してもよい。
【０９６７】
　また、可動表示手段として携帯通信端末４３１を採用する場合でも、携帯通信端末４３
１を可動表示装置８５１のように、装飾図柄表示装置８１５で表示されるＱＲコードを読
取らせつつ、動作させるように構成してもよい。この場合、上記第６実施形態の設置部４
１４のような携帯通信端末４３１が設置される部位自体を動作させることとなる。
【０９６８】
　さらに、携帯通信端末４３１を動作させる構成を採用する場合、設置部４１４に設置さ
れた携帯通信端末４３１を保持する（例えば、設置部４１４の構成壁部に寄せる）保持手
段を設けることが望ましい。この場合、携帯通信端末４３１の角度が統一される等して、
表示部４３２を見易くすることができるとともに、携帯通信端末４３１が設置部４１４か
ら脱落することを防止することができる。尚、保持手段としては、保持手段のうち携帯通
信端末４３１に当接する部位は、軸心が携帯通信端末４３１を設置部４１４から取出す方
向に対して直交する方向（上方に取り出すのであれば左右方向）に延びる回転体が挙げら
れる（当接する部位にはスポンジ材やゴム材等の緩衝材）。この場合、遊技者が保持手段
に保持されている携帯通信端末４３１を取出そうとした場合に、回転体が追従して回転す
ることとなるため、携帯通信端末４３１を携帯通信端末４３１への負荷なく取出すことが
できる。また、保持手段は、自動で保持位置と解除位置との間を変位可能に構成してもよ
いし、遊技者による手動で保持位置と解除位置との間を変位可能に構成してもよい。さら
に、モバイル連動遊技の終了等に際し、保持手段の保持が解除され、携帯通信端末４３１
を設置部４１４から取出し易いように設置部４１４が前方に変位したりするように構成し
てもよい。加えて、例えば、携帯通信端末４３１の表示部４３２に表示されたＱＲコード
をモバイル用カメラ４１２に読取らせるにあたって、前向きの携帯通信端末４３１が後向
きとなるように、可動可能に構成された設置部４１４を１８０度回転させることとしても
よい。
【０９６９】
　さらに、例えば、表示手段においてマーカーを表示し、可動表示手段（例えば、変位す
る設置部４１４に設置された携帯通信端末４３１）のカメラでかかるマーカーを捉え、可
動表示手段を介して、かかるマーカーを視認した場合に、表示手段の手前等において、別
の視認態様がオーバーレイされる拡張現実（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）を利
用した演出を実行可能に構成してもよい。つまり、所定の期待度の比較的高い演出が発生
した際に、可動表示手段が動作して表示手段の前方へと変位し、表示手段に表示されたマ
ーカーを、可変表示手段のカメラで読取った場合に、可変表示手段の表示部を見てみると
、表示手段から前方に所定のキャラクタが飛び出してきて走り回っているような演出表示
が視認される等といったように構成することもできる。尚、可変表示手段として携帯通信
端末を利用し、携帯通信端末４３１側で拡張現実のアプリケーションをダウンロードして
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もらうことで、遊技機側の負担軽減を図ることができる。また、上記第６実施形態のよう
に、マーカーを読取れた場合には携帯通信端末４３１の発光部４３５が発光して読み取れ
たことを遊技機の所定のカメラやセンサ（マーカーが表示される部位の近傍が望ましい）
で検知するように構成することが望ましい。
【０９７０】
　（ｒｒｒ）また、上記第７実施形態では、可動表示装置８５１が上下左右方向にスライ
ド変位するように構成されているが、変位の方向については特に限定されるものではなく
、例えば、前後方向に変位したり、左右方向、上下方向、又は前後方向を中心軸線として
回動又は回転したりするように構成してもよい。この場合、よりダイナミックな演出が可
能となる。さらに、可動表示装置８５１が前後に動くような構成を採用する場合、可動表
示装置８５１の前後の動きに合わせて、装飾図柄表示装置８１５で表示されるＱＲコード
の大きさを大小させるように構成してもよい。尚、上記第７実施形態では特に言及してい
ないが、演出ボタン８７８や十字ボタン８７９等の操作、或いは、ストップボタン８７２
、８７３、８７４の押し順、押す時間等に応じて、可動表示装置８５１、及び、場合によ
ってはＱＲコードが変位するように構成してもよい。
【０９７１】
　加えて、上記第７実施形態において、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒに付された
ＱＲコード８９２を読取る構成に関し、例えば、リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒの
内周側に配置され、各リール８４２Ｌ、８４２Ｍ、８４２Ｒを内側から照らすバックライ
トが複数種類存在し、所定のバックライトを照射する場合にしか所定のＱＲコード８９２
が読み取れないよう（遊技者が見ても分かり難い）に構成してもよい。
【０９７２】
　また、上記第７実施形態において、符号情報としてのＱＲコードを表示する表示手段は
特に限定されるものではなく、例えば、第１のＱＲコードがプリントされた面と、第２の
ＱＲコードがプリントされた面と、ＱＲコードがプリントされていない面とを有し、第１
のＱＲコードを前方に露出させる姿勢と、第２のＱＲコードを前方に露出させる姿勢と、
ＱＲコードが表示されていない面を前方に露出させる姿勢とに姿勢変化可能に構成された
多面体によって表示手段を構成してもよい。加えて、パチンコ機に適用した場合において
、例えば、レール５１、５２に沿って遊技盤３０にＱＲコードをプリントしたり、ＱＲコ
ードを表示可能な表示手段を設置したりするとともに、可動表示装置をレール５１、５２
に沿って動作可能に構成してもよい。
【０９７３】
　さらに、上記第７実施形態において、可動表示装置８５１に電力を供給する方法につい
ては特に限定されるものではない。例えば、可動表示装置８５１を充電式にして、可動表
示装置８５１の電源用の配線を省略するとともに、可動表示装置８５１が基準位置にある
場合に、可動表示装置８５１側及び遊技機本体側の電源用の端子同士が接触するように構
成する等してもよい。また、回転しても絡まないような導電性を有するリンク機構で通電
させてもよい。これらのように配線を省略することによって、可動表示装置８５１に更な
る複雑な動作を実行させることが可能となる。
【０９７４】
　（ｓｓｓ）上記第７実施形態では、可動表示装置８５１が基準位置にある場合、装飾図
柄表示装置８１５の右下部前方に位置するように構成されているが、基準位置等は限定さ
れるものではなく、例えば、装飾図柄表示装置８１５の側方にサブ表示装置（液晶表示装
置でもよいし、表面に複数のＱＲコードが回転方向に沿って並ぶようにしてプリントされ
た回転体でもよい）を設けて、その前方に位置するように構成することも可能である。
【０９７５】
　また、同じＱＲコードを読取る場合でも、複数のＱＲコードの読取る順番によって異な
る演出が導出されるように構成してもよい。例えば、所定の演出の開始情報を含むコード
Ａと、演出種別情報を含むコードＢ、コードＣと、所定の演出終了情報を含むコードＤと
を読取る場合に、Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄの順番で読取った場合と、Ａ→Ｃ→Ｂ→Ｄの順番で読取
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った場合とで、演出の結末が異なるように構成してもよい。この場合、例えば、液晶表示
装置でＱＲコードを表示するのではなく、ＱＲコードをリールや球状や箱状の回転体等に
プリントしてそれを可動表示装置８５１に読取られて演出を変化させていくような構成に
おいて、リール等に多数のＱＲコードを付したりしなくても、可動表示装置８５１におい
て、リール等に付されたＱＲコードの数以上に多様な演出態様を導出することもできる。
また、例えば、コードＡ～Ｃを装飾図柄表示装置８１５で表示し、コードＤをリールに付
しておけば、リールに多数のＱＲコードを付したりしなくても、可動表示装置８５１がリ
ールの前方に位置する演出でより多様な演出態様を導出することができ、リールのＱＲコ
ードの位置と、可動表示装置８５１の位置との位置合わせの制御の簡素化等を図ることが
できる。
【０９７６】
　（ｔｔｔ）上記第８実施形態において、取り忘れ案内表示９０１（プレ取り忘れ案内表
示９０５）の態様（言葉や図形等の内容や形状、大きさ、表示位置等）は特に限定される
ものではなく、機種毎に適宜変更可能なものである。
【０９７７】
　また、上記第８実施形態では、取り忘れの注意喚起を行う「案内態様」として、装飾図
柄表示装置４２の表示態様（取り忘れ案内表示９０１）と、音声態様とが導出されるよう
に構成されているが、案内態様を導出するための手段は特に限定されるものではなく、そ
れ以外の表示手段を設けて、そこで案内態様を導出してもよいし、ランプ等を使用して取
り忘れの注意喚起を行ってもよいし、表示装置や音声やランプ等の態様を適宜組合わせて
取り忘れの注意喚起を行ってもよい。但し、案内態様は、遊技情報や遊技カードの取り忘
れを明確に伝えることができるように「文字」を含むことが望ましい。
【０９７８】
　尚、装飾図柄の変動表示が行われていない状態で導出される案内態様として音声アナウ
ンスが導出される場合、当該案内アナウンスに関する音声以外の音声の音量が小さくされ
る、又は、消音されることとしてもよい。この場合、音声アナウンスをより聴き取り易く
することができる。
【０９７９】
　また、遊技情報記憶エリアに記憶されている遊技情報の内容に応じて、プレ取り忘れ案
内表示９０５の態様が変化する（図５１（ｃ）参照）といった構成に関して、プレ取り忘
れ案内表示９０５の態様の変化の仕方や、態様変化の対象とされる遊技情報の内容につい
ても特に限定されるものではない。
【０９８０】
　ここで言う「遊技情報の内容」としては、遊技情報の量（種類の数、今回のモバイル連
動遊技開始時からの変化量等）、遊技情報の重要度等（特定の種類（レアなものが記憶さ
れている等）、今回のモバイル連動遊技開始時からの変化量が規定量以上になった場合等
）等が挙げられる。
【０９８１】
　また、「プレ取り忘れ案内表示９０５の態様が変化する」とあるのは、プレ取り忘れ案
内表示９０５の表示面積が変化する（遊技情報の量が増える程、面積が大きくなる等）、
プレ取り忘れ案内表示９０５の色相が変化する（規則性を持って変化する、例えば、黒→
赤）、文字情報９０２の文字等の線種が変化する（文字等が太くなる等）、と、キャラク
タ情報９０３の動作が変化する（遊技情報が増えるに応じて、動作がダイナミックになる
等）、プレ取り忘れ案内表示９０５が常には表示されない構成において、プレ取り忘れ案
内表示９０５の表示の頻度が高められる等のパターンが挙げられる。
【０９８２】
　さらに、プレ取り忘れ案内表示９０５に関して、例えば、遊技情報記憶エリアに記憶さ
れている遊技情報の内容に応じて、装飾図柄表示装置４２に表示されるプレ取り忘れ案内
表示９０５の態様の表示面積を大きくする場合、装飾図柄を、プレ取り忘れ案内表示９０
５と重ならない位置（重なると、装飾図柄、及び、プレ取り忘れ案内表示９０５のどちら
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も識別し難くなる）において小さく表示することとしてもよい。
【０９８３】
　（ｕｕｕ）上記第８実施形態では、遊技状況を細かく特定する判別処理を行っていくこ
とで、取り忘れ案内表示９０１（プレ取り忘れ案内表示９０５）を導出する状況か否かを
特定するように構成されているが、例えば、各種遊技状況にポイントを割り当てておき、
各種状況にあるか否かの判別でポイントを加算・減算するとともに、割り当てられたポイ
ントの和が規定数を超える場合に取り忘れ案内表示９０１（プレ取り忘れ案内表示９０５
）を導出するように構成してもよい。例えば、ポイントのカウントを行うポイントカウン
タを設け、８０ポイント以上で取り忘れ案内表示９０１を導出する構成とし、球抜きボタ
ン１２３の操作でプラス１００ポイント、球抜きボタン１２３の操作から１０秒経過でマ
イナス３０ポイント、２０秒経過でマイナス３０ポイント、３０秒経過でマイナス４０ポ
イント、返却ボタン１２２の操作でプラス６０ポイント、返却ボタン１２２の操作から１
０秒経過でマイナス３０ポイント、２０秒経過でマイナス３０ポイント、ハンドル１８の
タッチセンサがオンに切替わることでプラス２０ポイント、ハンドル１８のタッチセンサ
がオフに切替わることでマイナス２０ポイント、通常ステージへの移行でプラス２０ポイ
ント、通常ステージからその他のステージや大当たり状態への移行でマイナス２０ポイン
ト等となるように構成してもよい。
【０９８４】
　尚、上記第８実施形態では、カードユニット接続基板３１４とは電気的に接続されてい
ないサブ制御装置２６２が、フォトカプラを介して、球貸しボタン１２１や返却ボタン１
２２の操作情報を把握可能に構成されているが、別の方法で球貸しボタン１２１や返却ボ
タン１２２の操作を把握するよう構成してもよい。例えば、球貸しボタン１２１や返却ボ
タン１２２の操作を行うことで、オフ状態からオン状態に切り替わるスイッチを２つ設け
、一方をカードユニット接続基板３１４と接続し、他方をサブ制御装置２６２と接続する
ように構成してもよい。
【０９８５】
　（ｖｖｖ）上記第８実施形態では、球抜きボタン１２３の操作が行われていない場合、
通常ステージ以外の状態では、取り忘れ案内表示９０１が導出されないように構成されて
いるが、例えば、確変ステージ及び引き戻しステージに滞在している場合には、取り忘れ
案内表示９０１が導出されないように構成してもよいし、取り忘れ案内表示９０１の導出
の条件から遊技ステージの条件を外してもよい（急用ができた場合には、時間短縮モード
や確変モードでも遊技を止めることも考えられるため、取り忘れ防止の効果がより高めら
れる）。但し、遊技ステージの条件付けをしておくことによって、取り忘れ案内表示９０
１の導出に起因する意匠性の低下を招くといった事態を低減させることができ、比較的ス
ムースに遊技を進行させることができる。
【０９８６】
　尚、デモ画面表示が導出されない構成においては、装飾図柄の変動表示が停止表示され
てからの時間を把握可能な停止後経過時間計測手段を設け、装飾図柄の変動表示の停止か
ら規定時間が経過した場合に、取り忘れ案内表示９０１を消去するように構成してもよい
。勿論、デモ画面表示が導出される構成であっても、かかる構成を採用する（デモ画面表
示の導出を取り忘れ案内表示９０１の消去の条件から外す）ことも可能である。
【０９８７】
　また、例えば、遊技情報取り忘れ防止処理（図４９参照）のステップＳ８５０４におい
て装飾図柄（特別図柄）の変動表示中であると判別された場合、すなわち、変動表示中に
おいて取り忘れ案内表示９０１（プレ取り忘れ案内表示９０５）を導出すると判別される
ような場合に、特別変動保留エリアを確認する等し、大当たりに対応する変動表示が行わ
れている場合や、大当たりに対応する変動表示が保留記憶されている場合には、プレ取り
忘れ案内表示９０５に代えて、大当たりが発生することを教示する表示を導出するように
構成してもよい。かかる大当たりが発生することを教示する表示は、その他の大当たり確
定演出で使用される表示態様によって構成されてもよいし、専用の表示態様（例えば、取



(165) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

り忘れ案内表示９０１の文字を「『大当たり』が残されています。取り忘れにご注意くだ
さい」等とする）によって構成されてもよい。
【０９８８】
　（ｗｗｗ）
　（ｗｗｗ－１）上記第８実施形態では、パチンコ機１０に具体化されているが、スロッ
トマシンに適用することとしてもよい。一般に、スロットマシンは、それぞれ複数種類の
識別情報の付された３つのリールを具備する可変表示装置（可変表示手段）と、遊技媒体
としてのメダルを投入するためのメダル投入口（投入手段）と、メダル投入口に投入され
たメダルを検知する投入検知スイッチ（投入検知手段）と、投入検知スイッチに検知され
たメダルの数を、規定数（例えば、５０枚）を上限として、電子データとして記憶するク
レジット記憶エリア（クレジット記憶手段）と、リールの回動（識別情報の変動表示）を
開始させるためのスタートレバー（始動操作手段）と、回動する各リールをそれぞれ停止
させる（識別情報を停止させる）ための３つのストップボタン（停止操作手段）と、スタ
ートレバーの操作に基づいて全てのリールを回動させ、各ストップボタンの操作に基づい
て全てのリールを停止させる一連の動作を１ゲームとして、リールの回動を開始させるに
あたって、クレジット記憶エリアに記憶されているメダルから、リールの回動を開始させ
るために必要な数をベットするためのベットボタン（ベット操作手段）と、所定の演出が
発生した際に操作する場合と操作しない場合とで演出内容が変化する演出ボタン（演出操
作手段）と、メダルがベットされた状態におけるスタートレバーの操作を契機として入賞
役の当否抽選を行うとともに、メダルがベットされた状態におけるスタートレバーの操作
に基づいてリールの回動を開始させ、ストップボタンの操作と当否抽選の結果とに基づい
てリールを停止表示させる主制御装置（抽選手段、識別情報制御手段）と、識別情報制御
手段によって停止表示されたリールの識別情報が前記入賞役に対応する組合せである場合
に、入賞役に対応する数のメダルを付与する払出装置（遊技媒体付与手段）と、クレジッ
ト記憶エリアに記憶されている数のメダルを払い出させるためのクレジットボタン（クレ
ジット操作手段）とを備えている。
【０９８９】
　そして、クレジットボタンの操作が行われた場合に、取り忘れ案内表示９０１を導出す
るように構成してもよい。この場合、クレジットされているメダルを払い出してスロット
マシンから立ち去ろうとする遊技者に対して取り忘れ案内表示９０１を認識してもらうこ
とができる。
【０９９０】
　（ｗｗｗ－２）また、クレジット記憶エリアにおいて記憶されているメダルの数が、リ
ールを回動させる（１ゲームを行う）ために必要な数よりも少ない状態（例えば、メダル
３枚でゲームを１回行うことができるスロットマシンでは２枚、１枚、又は、０枚）にお
いて、ベットボタン、スタートレバー、及び、演出ボタンのうちいずれかの操作が行われ
た場合に、取り忘れ案内表示９０１を導出するように構成してもよい。この場合、遊技を
終了するかもしれない遊技者に対して取り忘れ案内表示９０１を認識してもらうことがで
きる。尚、かかる３つの操作条件のうち１つ又は２つを外してもよいし、その他の操作条
件（ストップボタンの操作等）を加えてもよい。
【０９９１】
　（ｗｗｗ－３）さらに、当否抽選の結果、ボーナスゲーム（特別遊技状態）には当選し
なかったが、当選していたとすれば、ボーナスゲームの開始時（移行時）に停止表示され
るような識別情報の組合せとなるようなタイミングでリールを停止表示させるべく操作を
行った場合に、取り忘れ案内表示９０１を導出するように構成してもよい。この場合、遊
技を終了するかもしれない遊技者に対して取り忘れ案内表示９０１を認識してもらうこと
ができる。
【０９９２】
　（ｘｘｘ）上記第９実施形態では、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押圧操作しながら、パ
チンコ機１０の電源をオンすることで、パチンコ機１０を初期状態にするとともに、演出
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ボタン１２５及び十字ボタン１２６を使用してリアルタイムクロックの時刻設定が可能な
時刻設定有効状態となるように構成されているが、時刻設定の許可をする操作（事前設定
）としては、特にこのような構成に限定されるものではない。例えば、状態復帰スイッチ
３２１等のエラー状態を解除するためのボタンが操作されたり、シリンダ錠７００の鍵穴
に鍵を挿入して特定の回動操作したことを検知可能に構成し、かかる検知が行われたりす
ること等を契機として、時刻設定が許可されるように構成してもよい。つまり、遊技者が
触れない位置での操作や、遊技者が所持し得ない道具を使用することで可能となる操作と
なっていればよい。
【０９９３】
　また、上記第９実施形態において、時刻設定有効状態では、通常の遊技が行えない状態
となる（例えば、装飾図柄表示装置４２において装飾図柄が表示されず、時刻設定画面が
維持される、又は、エラー用の表示が導出される等）ように構成してもよい。
【０９９４】
　さらに、上記実施形態では、主制御装置２６１の通常処理などにおいて、前回の処理で
更新されたコマンド等の出力データを外部出力処理等において（まとめて）出力するよう
に構成されているが、コマンドの設定を行った時点で、出力も行うように構成してもよい
。尚、データの送受信の方法としては、パラレル通信及びシリアル通信のどちらでもよい
。
【０９９５】
　（ｙｙｙ）上記第９実施形態では、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押圧操作しながら、パ
チンコ機１０の電源をオンすることで時刻設定有効状態とされ、時刻設定画面が表示され
て時刻設定が可能となる上、さらに、時刻設定有効状態とされる期間に制限時間が設定さ
れるように構成されているが、例えば、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押圧操作しながら、
パチンコ機１０の電源をオンすることで時刻設定有効状態とされるものの、時刻設定画面
が表示されず、事実上、時刻設定が行えない状態とされるとともに、時刻設定有効状態と
されてから所定時間以内に、例えば、時間設定を行う意志があるとみられるような所定の
操作（演出ボタン１２５の操作等）が行われた場合に、時刻設定画面が表示され、時刻設
定が可能となるように構成してもよい。
【０９９６】
　加えて、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押圧操作しながら、パチンコ機１０の電源をオン
するだけで、時刻設定有効状態に移行するのではなく、時刻設定準備状態（実質的には、
未だ、時刻設定無効状態）に移行し、時刻設定準備状態である期間内に（ＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３を操作しつつパチンコ機１０の電源をオンしてから規定時間以内に）所定の入
力操作を行うことで、時刻設定有効状態に移行し、リアルタイムクロックの時刻設定を行
えるように構成してもよい。
【０９９７】
　また、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押圧操作しながら、パチンコ機１０の電源をオンす
ることで、時刻設定有効状態ではあるものの、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を操作しつつパ
チンコ機１０の電源をオンしてから規定時間以内に所定の入力操作を行わなければ、時刻
設定有効状態を継続させることができない（時刻設定無効状態に移行してしまう）時刻設
定準備状態に移行するように構成してもよい。これらの構成を採用する場合には、演出ボ
タン１２５や十字ボタン１２６等の操作に基づくリアルタイムクロックの時刻設定が可能
な状態で、遊技者が遊技を行ってしまう（遊技ホール等の営業が開始されてしまう）とい
った事態をより確実に防止することができる。
【０９９８】
　尚、時刻設定準備状態に行われる所定の入力操作としては、例えば、演出ボタン１２５
を所定回数（例えば、１回押すだけ、或いは、無意識に触れてしまった等の押し間違えを
考慮して２回、又は、３回押すこと）押圧操作する、パスワードを入力する、十字ボタン
１２６の上下左右の入力部によって規定の順番で入力操作を行う（コマンド入力を行う）
等が挙げられる。特に、パスワード入力やコマンド入力が必要な場合には、遊技機メーカ



(167) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

ーの関係者のみがリアルタイムクロックの時刻設定が可能となるようにすることもできる
。
【０９９９】
　（ｚｚｚ）上記第９実施形態では、時刻設定有効フラグがオン設定されている状態にお
いて、時刻設定完了入力が行われるか、時刻設定有効タイマの値が０になるかしなければ
、時刻設定有効フラグがオフされないように構成されている（図５３のステップＳ８８０
６、ステップＳ８８１１参照）が、例えば、ハンドル１８の操作が行われた（例えば、ハ
ンドル１８への人体の接触をハンドル１８内蔵のタッチセンサで検知された、又は、ハン
ドル１８が所定量回動操作された）場合にも、時刻設定有効フラグをオフするように構成
してもよい。尚、時刻設定有効状態とされてから規定時間以内であれば時刻設定を行うこ
とができ、規定時間を過ぎると時刻設定を行うことができなくなるといった、時刻設定有
効状態の時間的な限定（制限時間）を省略することも可能である。但し、制限時間を設定
することにより、時刻設定有効状態から時刻設定無効状態に戻すことを忘れ、演出ボタン
１２５や十字ボタン１２６等の操作に基づくリアルタイムクロックの時刻設定が可能な状
態で、遊技者が遊技を行ってしまう（遊技ホール等の営業が開始されてしまう）といった
事態をより確実に防止することができる。特に、第９実施形態では、ＲＡＭ消去スイッチ
３２３を押圧操作しながら、パチンコ機１０の電源をオンすることで、バックアップデー
タが消去される（ＲＡＭデータが初期化される）だけでなく、時刻設定有効状態に切替わ
ることから、時刻設定有効状態に切替わっていることを失念する可能性が高まることが懸
念されるため、上記作用効果がより顕著に奏されることとなる。
【１０００】
　（ａａａａ）上記第９実施形態では、時刻設定有効状態とされている期間と、装飾図柄
表示装置４２で時刻設定画面が表示されている期間とが一致しているが、必ずしも一致し
ていなくてもよい。例えば、時刻設定有効状態において所定の検知が行われた場合（例え
ば、内枠１２の閉鎖が内枠開放検知スイッチ９２によって検知された場合）に、時刻設定
画面が表示されるように構成してもよい。かかる構成を採用する場合、時刻設定有効状態
であることを、例えば、エラー表示ランプ１０４を点灯させる等して教示するように構成
してもよい。また、内枠１２の後面側（例えば、ＲＡＭ消去スイッチ３２３の近く）に対
し、時刻設定有効状態とされている場合に点灯状態とされる発光部材を設けることとして
もよい。
【１００１】
　（ｂｂｂｂ）上記第９実施形態では、年・月・日・時・分の設定が行えるように構成さ
れているが、特にかかる構成に限定されるものではなく、機種毎に、必要に応じて、適宜
設定可能である。さらに、時刻設定画面において、年・月・日・時・分ごとの設定が行え
るように構成されているが、これについても特に限定されるものではなく、例えば、より
細かく、１０の位の数字と、１の位の数字とを別々に設定可能に構成してもよい。
【１００２】
　また、上記第９実施形態では、リアルタイムクロックの設定を実行可能に構成されてい
るが、例えば、パチンコ機１０外部からの電力供給がなされている状態では、経時に伴う
カウントを行うものの、パチンコ機１０外部からの電力供給がなされていない状態では、
カウントを行わない経時カウント手段（タイマ）に具体化することも可能である。例えば
、カレンダーが記憶されているとともに、電源がオフされる、又は、電源がオンされる毎
に、日付が１日進められる構成において、所定の不具合の発生などに起因して、電源をオ
フする機会が１日に２回以上発生した場合、日付が余分に進められてしまうといった事態
に対処するべく、かかる日付の訂正を行えるように構成する等としてもよい。その他、パ
チンコ機１０のその日の電源オン時からの時間を計測する経時カウント手段（タイマ）や
、規定時間毎の周期を把握するだけなら、規定時間（に対応する値）をカウントする経時
カウント手段（タイマ）に具体化することも可能である。
【１００３】
　（ｃｃｃｃ）上記第９実施形態の表示制御装置４５は、キャラクタＲＯＭ５２５のデー
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タを直接読み出して描画するのではなく、描画に必要なデータを別途設けられた揮発性メ
モリに溜め込み、必要なデータが揃ってから当該揮発性メモリのデータを読み出して描画
処理する構成となっているが、キャラクタＲＯＭ５２５のデータを前記揮発性メモリに溜
めることなく直接読み出して描画処理を行う構成としてもよい。但し、かかる構成を採用
する場合においても、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が操作された状態でパチンコ機１０の電
源がオンされており、時刻設定有効フラグがオン設定されている（時刻設定画面が表示さ
れている）場合には、デモ表示画面や通常モードの変動待機画面等の遊技に関する画面の
装飾図柄表示装置４２における表示を待機させ、時刻設定有効フラグがオフされた（時刻
設定画面が消去された）場合に、遊技に関する画面を表示するように構成する。
【１００４】
　また、上記第９実施形態では特に言及していないが、装飾図柄表示装置４２（液晶表示
手段）における表示状態に関し、目的とする表示態様を導出可能な描画済み状態と、目的
とする表示態様の準備中であり、表示態様の一部が、目的とする表示態様とは別の態様で
ある仮表示態様として導出される準備中状態とが存在することとしてもよい。つまり、一
般に、装飾図柄表示装置４２における比較的情報量の多い表示態様を生成する場合（近年
では、基本的に、常に情報量の多い表示態様とされている）には、比較的多くの処理を必
要とし、これに対応して、かかる目的とする表示態様を導出するためには、比較的長い準
備時間を要する場合がある。従って、目的とする表示態様を導出可能となるまでの準備時
間が比較的長くなる場合には、目的とする表示態様が完成されるまでの準備時間の間、装
飾図柄表示装置４２において、目的とする表示態様とは異なる（示唆等する内容について
は同じことを伝える）とともに、パチンコ機１０の電源がオフされている状態とも異なる
「仮表示態様」が導出されるようになっている。かかる仮表示態様は、比較的データ量が
小さく、比較的即座に生成可能な単純な表示態様（例えば、装飾図柄の変動表示に代えて
、「○」及び「×」が交互に表示され、当選の場合には「○」が停止表示される）となっ
ている。
【１００５】
　さらに、上記第９実施形態において、時刻設定画面のデータ量は、前記仮表示態様のデ
ータ量と同程度（例えば、差異が２０％以下、１０％以下）、又は、それ以下であること
としてもよい。かかる構成を採用する場合、例えば、パチンコ機１０の起動時といった多
くの処理を必要とする状態において、時刻設定画面を確実に導出するとともに、他の処理
を進めることができる。尚、「時刻設定画面で使用されるデータは、時刻設定画面以外の
画面表示にも使用されること」としてもよい。この場合、キャラクタＲＯＭ５２５等の容
量の低減等を図ることができる。
【１００６】
　（ｄｄｄｄ）上記第９実施形態において、例えば、図５６に示すように、装飾図柄表示
装置４２において、リアルタイムクロックに基づく時刻を表示可能に構成してもよい。例
えば、上皿１９の上面側等に対して時刻表示用の時刻表示ボタン（時刻表示操作手段）を
設け、かかる時刻表示ボタンを操作した（例えば、ワンタッチした）場合に所定時間だけ
装飾図柄表示装置４２において時刻が表示されるように構成してもよい。また、例えば、
装飾図柄の変動停止状態において演出ボタン１２５を操作してメニュー画面を表示した場
合に、かかるメニュー画面の一部に時刻が表示されるようにする、又は、「メニュー画面
→その他の設定→時刻の表示」と操作できるように構成して、時刻表示をオンにした場合
に、装飾図柄表示装置４２にて常時、或いは、リーチ演出等の特定の演出以外の状態のと
きに時刻が表示されるようにすることとしてもよい。
【１００７】
　これらの構成を採用する場合、パチンコ機１０において時刻を確認することができるた
め、遊技者は、遊技ホールの掛け時計を見たり、腕時計を見たりする時間を節約すること
ができる。また、上記第９実施形態では、リアルタイムクロックの時刻設定を行えること
から、パチンコ機１０で表示される時刻が実際の時刻とかけ離れているのにもかかわらず
、それが表示され続けてしまうといった事態を防止することができる。換言すれば、パチ
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ンコ機１０に時刻設定機能が備わることによって、大幅なずれが生じないことを前提に、
遊技者に向けて時刻を表示することが可能となっている。すなわち、例えば、パチンコ機
１０に搭載された時計機能に不具合が生じて時間がずれており、かかる時計機能を当てに
していた（間違っている時間を鵜呑みにしていた）遊技者が、時間がずれていたことに起
因して不快な思いをする等といった事態を抑止することができる。
【１００８】
　尚、時刻表示機能を遊技者が利用することを許可するか否かをパチンコ機１０が設置さ
れる遊技ホール等の関係者が設定可能に構成してもよい。例えば、ＲＡＭ消去スイッチ３
２３を押圧操作しながら、パチンコ機１０の電源をオンすることで表示される時刻設定画
面において、時間表示機能をオンするか否かの設定入力についても行えるように構成して
もよい。この場合、リアルタイムクロックが故障した、リアルタイムクロックの調節を行
っている暇がない等の理由でリアルタイムクロックの時刻が実際の時刻からずれてしまっ
ている可能性がある場合に間違った時間を遊技者に見せてしまうといった事態を防止する
ことができる。また、遊技者に時間を忘れて遊技を楽しんで欲しい等の営業方針に沿うこ
とも可能である。
【１００９】
　また、時刻表示用の表示装置（セグメント表示装置等）を別途設けることとしてもよい
。さらに、かかる時刻表示用の表示装置によって演出を行うこととしてもよい。
【１０１０】
　（ｅｅｅｅ）さらに、第９実施形態において、演出ボタン１２５及び十字ボタン１２６
の操作に基づいて設定される目標時刻を記憶可能な記憶エリア（目標時刻記憶手段）と、
リアルタイムクロックを参照して目標時刻が到来したか否かを判別する機能（目標時刻判
別手段）と、目標時刻が到来した場合に、目標時間が到来したことを教示する機能（目標
時刻教示手段）とを具備するタイマ機能（タイマ手段）を備えることとしてもよい。例え
ば、上皿１９の上面側に設けられた時刻表示ボタンを操作することで、図５６に示すよう
に、装飾図柄表示装置４２の右下部において、現在の時刻が表示されるとともに、タイマ
をセットするか、しないかの選択項目が表示され、ここで、「セットする」の選択項目に
カーソルを合わせて演出ボタン１２５を操作することで、タイマの設定画面が表示され、
タイマの設定を行うことができるように構成してもよい。
【１０１１】
　上記のような構成を採用する場合、例えば、１８時に予定があるので、１７時には遊技
を止めて帰りたいという場合に、タイマ機能を１７時に設定しておけば、１７時にパチン
コ機１０がお知らせをしてくれるので、それまでは、時計を気にすることなく、遊技に集
中することができるといった等の作用効果が奏される。さらに、リアルタイムクロックに
よってパチンコ機１０側で時刻を把握可能な構成であることによって、例えば、今から２
時間後といったタイマの設定でなく、目標時刻をダイレクトに設定することができる。ま
た、タイマ手段がなく、自己管理するような場合のように、うっかりしていて予定時刻に
なったことに気付かないといった事態を回避することができる。加えて、パチンコ機１０
に時刻設定機能が備わることによって、時刻に大幅なずれが生じたままになってしまうこ
とを抑止することができる。
【１０１２】
　尚、タイマ機能による教示が、周りの遊技者の迷惑になることが懸念される。特に、タ
イマを設定した遊技者が離席しているときにタイマ機能による教示が発動してしまった場
合には、かかる懸念がより顕著なものとなる。このため、例えば、所定の表示手段（装飾
図柄表示装置４２等）での教示としたり、遊技者が操作する操作手段の動作（演出ボタン
１２５やハンドル１８が震える等）での教示としたりするように構成してもよい。また、
遊技者が離席している間にタイマ機能による教示が発動した場合、遊技者が戻ってくる前
にかかる教示が終了してしまうと、遊技者が教示に全く気付かないため、例えば、遊技者
の所定の操作手段（例えば、演出ボタン１２５）への操作で前記教示が終了する（装飾図
柄表示装置４２において、「設定された時間となりました」といった表示と、「この表示
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を消す」といった選択項目とが表示される教示画面が導出されるとともに、かかる「この
表示を消す」といった選択項目にカーソルを合わせて演出ボタン１２５を操作することで
教示画面が消える）ように構成してもよい。さらに、例えば、タイマ機能の設定を再度行
う（タイマを設定しないという設定を行う）か、モバイル連動遊技を終了するかしなけれ
ば、タイマ機能による教示が（目覚まし時計のスヌーズ機能のように）繰り返し行われる
ように構成してもよい。この場合、遊技を終了するには丁度タイミングが悪く、もう少し
遊技を行いたいが、予定も重要であるといった遊技者にとっての利便性の向上を図ること
ができる。加えて、タイマ機能による教示の終了を、タイマ機能の再設定や、モバイル連
動遊技の終了とすることで、遊技者が離席中に別の誰かがタイマ機能による教示を終了さ
せてしまって、該当の遊技者は気付かない（スヌーズ機能の場合は１サイクル後には気付
く）といった事態を抑止することができる。
【１０１３】
　また、装飾図柄の変動表示の途中でタイマの設定画面が表示されてしまうと、かかる変
動表示を視認することができなくなってしまうため、装飾図柄が停止表示された状態とさ
れた場合に、タイマの設定画面が導出されるように構成することが望ましい。
【１０１４】
　（ｆｆｆｆ）また、第９実施形態において、閉店時間を入力可能に構成し、装飾図柄表
示装置４２において、閉店時間や、閉店までの時間を表示可能としてもよい。この場合、
閉店時間を店員等に聞く手間が省けるとともに、閉店間近に遊技を行っていて、遊技ホー
ルの掛け時計や腕時計と、パチンコ機１０とを交互に何度も見るといった手間を軽減する
ことができる。但し、閉店時間が変更される場合に、設定変更が必要であるため、頻繁に
変更する遊技ホール等にも対応して、かかる表示が行われないようにする設定が可能に構
成したり、変更の可能性のある閉店時間を複数パターンセットすることができ、変更する
場合には、その中からのチョイスとなるようにすることで、手間を抑制できるように構成
したりしてもよい。
【１０１５】
　また、例えば、モバイル連動遊技を開始してからの遊技時間を表示可能としてもよい。
この場合、遊技者に冷静な判断を促し、適度に休憩を入れてもらったり、遊技に対しての
めり込み過ぎてしまうことを抑制したりすることができる。
【１０１６】
　（ｇｇｇｇ）上記第９実施形態等のパチンコ機１０において、サーバで発行されるパス
ワードを解釈するアルゴリズムが複数パターン用意されるとともに、パスワードを解釈す
るアルゴリズムを決定する際に参照される解釈方法決定手段を備え、解釈方法決定手段は
、使用を指示するアルゴリズムを規定時間間隔（例えば、リアルタイムクロックに基づい
て２０分間隔）で変更する第１解釈方法決定手段と、使用を指示するアルゴリズムを前記
規定時間間隔（例えば、リアルタイムクロックに基づいて２０分間隔）で変更するととも
に、かかる変更のタイミングが、第１解釈方法決定手段による変更のタイミングの間隔の
中間に存在する（例えば、第１解釈方法決定手段の使用アルゴリズムの変更が行われてか
ら１０分後に使用アルゴリズムの変更が行われる）第２解釈方法決定手段とを備え、サー
バは、前記第１解釈方法決定手段の使用アルゴリズムの変更が行われてから、前記第２解
釈方法決定手段の使用アルゴリズムの変更が行われる前までの期間に発行するパスワード
については、第１解釈方法決定手段で指示されるアルゴリズムに対応する組合せで作成す
るとともに、前記第２解釈方法決定手段の使用アルゴリズムの変更が行われてから、前記
第１解釈方法決定手段の使用アルゴリズムの変更が行われる前までの期間に発行するパス
ワードについては、第２解釈方法決定手段で指示されるアルゴリズムに対応する組合せで
作成するように構成してもよい。
【１０１７】
　この場合、パスワードのパターンが遊技者に把握されてしまい、遊技者がパスワードの
法則に基づいて勝手に作ったパスワードを入力して、自分の好きな状況にできてしまうと
いった事態を防止することができる。また、例えば、パスワードが発行された後に、使用
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するアルゴリズムが変更された場合には、かかるパスワードが読み取れない、或いは、全
く違う情報が入力されてしまうことが懸念される。この点、本態様例では、パスワード発
行後に、使用するアルゴリズムが変更されてしまうといった事態を抑制することができる
（例えば、使用アルゴリズムを変更する間隔が２０分であれば、パスワード発行後、少な
くとも１０分間は、使用アルゴリズムは変更されない。当然、使用アルゴリズムを変更す
る間隔をより長くすれば、かかる作用効果がより確実になる）。
【１０１８】
　（ｈｈｈｈ）上記第１０実施形態では、サーバで発行されるパスワードに対し、時間情
報として、月・日・時・分の情報が含まれ、パチンコ機１０でもかかる各情報をそれぞれ
記憶可能に構成されているが、特にかかる構成に限定されるものではない。例えば、西暦
が把握されるように構成してもよいし、月・日・時・分のいずれかの情報が省略される（
例えば、月日だけ分かる、おおよその季節が分かる等）ように構成してもよい。尚、時刻
の情報が含まれない（利用しない）構成とする場合には、時間計測タイマ等のパチンコ機
１０側で時刻を計測する手段を省略することができる。
【１０１９】
　（ｉｉｉｉ）上記第１０実施形態では、サーバにアクセスした携帯通信端末で表示され
るパスワードが１分毎に変化するように構成されているが、かかるパスワードが変化する
サイクルを１分よりも長くしてもよい。この場合、ワードのうち時間情報に対応するワー
ドを入力している間に、かかるワードが大きく変化してしまうといった事態を抑制するこ
とができる。但し、かかる構成を採用した場合、更新のサイクルを長くした分だけ、パチ
ンコ機１０に入力される時刻情報と、実際の時刻との間のずれが大きくなる（１分以上に
なる）可能性がある。
【１０２０】
　さらに、上記第１０実施形態では特に言及していないが、「パスワードのうち時間情報
に対応するワードに関し、パスワードのうち時間情報に対応するワード以外のワードの組
合わせに応じて、同じ時刻を示す時間情報に対応するワードの組合わせが変化するように
構成されていること」としてもよい。この場合、例えば、前回、朝にモバイル連動遊技を
開始した際のパスワードのうち時間情報に対応するワードを覚えていて、今は夜だけども
、朝から遊技を開始したことにしたいという思惑で、時間情報に対応するワードだけを改
ざんして、パスワードを入力してみても、朝の時刻にはならないようにすることができる
。
【１０２１】
　（ｊｊｊｊ）上記第１０実施形態において、例えば、上記第６実施形態のように、サー
バでパスワードを発行するのではなく、２次元コード（例えば、ＱＲコード）を発行する
とともに、パチンコ機１０に対し、携帯通信端末の表示部に表示された２次元コードを読
取り可能なモバイル用カメラ４１２（入力手段、読取手段）を設けるように構成した上で
、携帯通信端末に表示されている前記２次元コードのうち、時間情報に対応する部分の態
様が、時間の経過とともに、時刻の経過に合わせて変化するように構成してもよい。かか
る構成を採用する場合、遊技者が手入力でパスワードを入力するといった手間を省略する
ことができ、作業性の向上等を図ることができる。また、２次元コードを発行してから、
パチンコ機１０に２次元コードを読取らせるまでに多少時間が（１分以上）かかったとし
ても、２次元コードのうち時間情報に対応する部分の態様が時間の経過とともに時刻の経
過に合わせて変化するため、時刻のずれを防止することができる。
【１０２２】
　さらに、２次元コードに代えて、モバイル連動遊技を開始する際に、サーバからの連動
遊技情報の短時間での入力を可能にする別の機能を設けることとしてもよい。例えば、携
帯通信端末から出力される電波や赤外線を受信可能な入力手段としての受信手段を設けた
り、入力手段として、携帯通信端末の音声出力部から出力される音声信号を聞き取り可能
な聞き取り手段を設けたりすることとしてもよい。また、２次元コードや各種信号を作成
する機能は、サーバが有していてもよいし、携帯通信端末が有していて（モバイル連動遊
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技の初回登録時に専用のアプリケーションを携帯通信端末にダウンロードしてもらう）も
よい。時間情報は、サーバから提供されてもよいし、携帯通信端末から提供されてもよい
。
【１０２３】
　［付記］
　上記実施形態から把握できる技術的思想について、以下に記載する。
【１０２４】
　Ａ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、大当たり状態を発生させ
るか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動
表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１０２５】
　ところで、遊技機メーカーが新機種等を製作する場合には、従来の遊技機に対する評価
等を参考にして、遊技者に喜ばれる遊技機づくりを目指している。
【１０２６】
　しかしながら、例えば、マーケティングを調査会社に依頼する等して行う場合には、満
足な数の反応が得られなかったり、結果報告が遅れたりするおそれがある。また、遊技者
に対して行ったアンケートの回答が正確ではないことも懸念される。
【１０２７】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技者の遊技傾向に関する情報を早くかつ広く収集可能とする遊技機を提供することにあ
る。
【１０２８】
　手段Ａ－１．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに伝送可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　遊技者の操作可能な操作手段と、
　遊技者による前記操作手段の操作によって演出を選択させる選択演出を導出可能な選択
演出導出手段と、
　前記操作手段の操作による選択に関する情報である選択情報を蓄積記憶可能な選択情報
記憶手段と、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶され
ている遊技情報、及び、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶されている選択情報のうち、少
なくともサーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示さ
せる情報出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において表示する前記符号情報に対して、前記遊技
情報記憶手段に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記選択情報記憶手段に記
憶されている選択情報をも含ませることを特徴とする遊技機。
【１０２９】
　尚、「携帯通信端末は、
　前記表示手段で表示された前記符号情報を読み取り可能な読み取り手段と、
　前記サーバと通信可能な通信手段と、
　前記サーバから供給されるデータを表示可能な携帯表示手段とを備え、
　サーバは、
　前記携帯通信端末を介して、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報を受信し
た場合に、前記遊技情報を蓄積記憶するホスト側遊技情報記憶手段と、
　前記携帯通信端末を介して、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶された選択情報を受信し
た場合に、前記選択情報を蓄積記憶するホスト側選択情報記憶手段とを備えていること」
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としてもよい。
【１０３０】
　遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報は、遊技者が遊技した履歴であり、遊
技者が自身の遊技を顧みる場合の参考資料として重宝される場合がある。また、遊技履歴
に応じてサーバを運営する遊技機メーカー等から各種サービスが提供される場合もある。
一方、選択情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報は、遊技者が選択可能な演出の中
でいずれを選択したのかの好み示す情報であり、遊技機メーカーとして顧客ニーズを把握
する上で非常に有用な情報である。
【１０３１】
　この点、本手段Ａ－１によれば、表示手段において表示する符号情報に対し、遊技情報
記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を含ませる場合には、選択情報記憶手段に蓄積記
憶されている選択情報をも含ませるように構成されおり、遊技者が知りたい或いは集めて
いる情報と、遊技機メーカーが知りたい情報とがセットになっている。このため、遊技者
が遊技後に携帯通信端末で符号情報を読み取ってサーバと通信することにより、遊技者側
及び遊技機メーカー側のどちらにとっても有用な情報をサーバに送ることができる。特に
、選択情報は、早く、正確であり、幅広くもある（より多数の遊技者から反応を得られる
）ため、情報が古かったり、的外れであったり、偏り過ぎていたりするといった事態を回
避することができる。結果として、新鮮で正確な情報を順次得ることができるため、かか
る良好な情報を生かし、遊技者の期待に応じた新機種の開発に取り組むことができる。つ
まり、遊技者に人気のある要素は残すことで従前の良さを継承しつつ、逆に人気のない要
素は削って簡素化を図ったり、或いは、別の要素に代替して複雑化を抑制しつつ新たな試
みを実行したりすることができる。
【１０３２】
　尚、遊技情報としては、遊技者にとって有利な特別遊技状態の発生回数、特別遊技状態
の当否を決定するための当否抽選の結果を教示するために可変表示手段において行われる
変動表示の実行回数、特別遊技状態や変動表示に際して数ある演出の中から予め定められ
た特定の演出が発生したこと等が挙げられる。また、遊技機としてのスロットマシンに対
応しては、特別遊技状態（ボーナス）等の当選確率が複数段階で設定可能なものであって
、設定に応じて、子役の当選確率についても差異が存在するものにおいて、設定に応じて
当選確率に差異のある子役の当選回数を遊技情報記憶手段に累積記憶し、それをサーバに
送ることで、サーバが該子役の所定ゲーム数あたりの出現率を演算し、携帯表示手段にて
表示可能に構成してもよい。
【１０３３】
　また、「遊技者による前記操作手段の操作によって演出を選択させる選択演出」として
は、表示手段における背景画や登場キャラクタ等が変化するように複数のステージを設け
て、通常の遊技状態中に操作手段を操作することで、該ステージが順次変更されるような
構成においては、前記各ステージが選択演出を構成し、この場合の遊技情報としては、例
えば、どのステージで何回の変動表示が行われたかといった情報が挙げられる（操作手段
を操作してステージを変更するだけでは選択情報としてカウントされることはない。）。
さらに、通常の遊技状態中（例えば、パチンコ機ではスーパーリーチ発展時等）や特別遊
技状態の発生時に、演出の発展先や特別遊技状態中の演出を遊技者が複数の演出パターン
の中から選択可能な構成においては、前記複数の演出パターンが選択演出を構成し、この
場合の遊技情報としては、例えば、どの演出パターンが選択・実行されたのかといった情
報が挙げられる。加えて、所定の期間内に遊技者が操作手段を操作することでその反応と
して所定の演出が導出され、場合によっては、操作回数によっても、演出が変化するよう
な構成においては、操作手段を操作することで導出され得る演出が選択演出を構成し、こ
の場合の遊技情報としては、例えば、所定の期間内に遊技者が操作手段を操作したか否か
の情報、或いは、操作手段を複数回操作するようなアナウンスなどがされた場合に遊技者
が操作手段を何回操作したのか（何回以上操作したのか）の情報が挙げられる。
【１０３４】
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　尚、アドレス情報とは、携帯通信端末がサーバへアクセスするためのＵＲＩ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｒｅ）等の情報であって、最終的にサーバ
のＩＰアドレスが得られるようになっていればよい。また、「符号情報」としては、二次
元コード、一次元コードだけでなく、ＵＲＩのような記号の並びの形態で示され、該記号
の並び（組合わせ）で構成されるものも含む趣旨である。また、「前記携帯通信端末は、
前記表示手段において表示された前記符号情報から前記サーバのアドレス情報を読み取っ
て前記サーバにアクセスした場合に、前記符号情報に含まれる前記遊技情報及び前記選択
情報を前記サーバに出力すること」としてもよい。
【１０３５】
　手段Ａ－２．前記遊技情報記憶手段には、当該遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の
前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択情
報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記遊技情報のみが記
憶されることを特徴とする手段Ａ－１に記載の遊技機。
【１０３６】
　手段Ａ－２によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えることがで
きる。
【１０３７】
　手段Ａ－３．前記選択情報記憶手段には、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の
前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択情
報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間だけでなく、それ以外の期間に
おける前記選択情報についても記憶されることを特徴とする手段Ａ－１又はＡ－２に記載
の遊技機。
【１０３８】
　手段Ａ－３によれば、データを送ってくれた遊技者の分以外の選択情報もついでに送ら
れるようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの選択情報を得ることがで
きる。尚、遊技者個人の選択情報を別途記憶しない構成の場合には、特定の遊技者の選択
情報をぼかすことができ、個人の趣味・嗜好が知らない間に浮き彫りにされてしまう（遊
技者にそのことが知れて気分を害されてしまう）といった事態を抑制することができる。
【１０３９】
　尚、符号情報には、その遊技機のその日に蓄積された全ての選択情報が含まれるように
構成してもよいし、数日前までの選択情報が（日で分けて）含まれるように構成してもよ
い。また、サーバにおいて、遊技者が遊技した遊技台の通算の選択情報とは別に、個人の
選択情報を蓄積可能に構成し、遊技者が個人の選択情報を蓄積することに同意した場合に
のみ、個人の選択情報が蓄積されるように構成してもよい。
【１０４０】
　手段Ａ－４．前記遊技情報記憶手段の記憶内容は、前記遊技情報及び前記選択情報を含
む前記符号情報が前記表示手段に表示された場合に消去されるのに対し、前記選択情報記
憶手段の記憶内容は、前記遊技情報記憶手段の記憶内容が消去された後も残されることを
特徴とする手段Ａ－３に記載の遊技機。
【１０４１】
　手段Ａ－４によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えつつ、サー
バに対してより多くの選択情報を送る（他の遊技者分の選択情報をもまとめて送る）こと
が可能となる。さらに、例えば、符号情報を表示手段に表示させた場合に選択情報記憶手
段の記憶内容が消去されるような構成の場合、例えば、遊技者が遊技の終了時に遊技機の
表示手段において符号情報を表示させたが、該符号情報を読み取ってサーバに送信すると
いった行為を行わなかった場合において、該遊技者の選択情報はサーバに送られることな
く、かつ、遊技機側にも残らなくなってしまう。これに対し、本手段によれば、符号情報
を表示した後も選択情報記憶手段の記憶内容は残されるため、他の遊技者によってサーバ
に送ってもらう可能性が残される。従って、より多くの選択情報を得るといった作用効果
が一層確実に奏される。
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【１０４２】
　尚、遊技機は、選択情報記憶手段に記憶されてから所定期間（所定時間、所定日数等）
を経過した選択情報を消去するように構成してもよいし、消去することがない（消去する
プログラムがない）ように構成してもよい。
【１０４３】
　手段Ａ－５．遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段を備え、
　前記入力手段を用いてパスワードが入力されることで、前記遊技情報記憶手段に対して
遊技者個人の前記遊技情報が蓄積される状態が開始されるとともに、
　前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された前記遊技情報及び前記選択情報に応じ
た情報が含まれる場合に、それに応じた処理（前記遊技情報及び前記選択情報に応じた情
報が含まれない場合や、サーバにて蓄積された前記遊技情報及び前記選択情報の記憶内容
が異なる場合とは異なる処理）を実行可能に構成されていることを特徴とする手段Ａ－１
又乃至Ａ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１０４４】
　尚、「前記サーバは、アクセスしている前記携帯通信端末を介しての遊技者の要求に応
じて、前記ホスト側遊技情報記憶手段及び前記ホスト側選択情報記憶手段の記憶内容に応
じた前記パスワードを発行するパスワード発行手段を備えていること」としてもよい。
【１０４５】
　手段Ａ－５によれば、ホスト側遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報のみならず
、ホスト側選択情報記憶手段に蓄積記憶された選択情報についても遊技に反映させること
ができる。例えば、遊技者の遊技に対する趣味嗜好の傾向を解析して、それに適った演出
が導出され易くしたり、遊技者全体の趣味嗜好の傾向、すなわち、各演出の人気の有無等
を把握して、人気のある演出が導出され易くしたりすることができる。従って、遊技者個
人や遊技者全体の趣味嗜好の傾向に応じて、後付けで遊技性を向上させることができる。
また、選択情報の蓄積状況に応じて、演出バランスも変化していくため、マンネリ化を抑
制することができる。
【１０４６】
　尚、前記入力手段は少なくとも一部が前記操作手段によって構成されていることとして
もよいし、全く別々に設けることとしてもよい。また、「前記遊技機の遊技を開始する際
に遊技機に対して前記パスワードが入力されることで、前記選択演出を導出する際に参照
される演出テーブルが変更可能に構成されていること」としてもよい。加えて、「アクセ
スしている携帯通信端末を介しての遊技者の要求」とは、ウェブページ上で携帯通信端末
によるパスワード発行に対応する操作が行われることのみならず、例えば、携帯通信端末
を介して初回遊技である旨の情報を受信するといきなりウェブページにパスワードが発行
されるようにプログラムされているような場合には、かかる初回のアクセスが行われるこ
とについても含まれる。
【１０４７】
　手段Ａ－６．前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された遊技者個人の前記遊技情
報、及び、遊技者個人の前記選択情報に応じた情報が含まれる場合に、それに応じた処理
（前記遊技情報及び前記選択情報に応じた情報が含まれない場合や、サーバにて蓄積され
た前記遊技情報及び前記選択情報の記憶内容が異なる場合とは異なる処理）を実行可能に
構成されていることを特徴とする手段Ａ－５に記載の遊技機。
【１０４８】
　尚、サーバの「前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記
憶可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行すること」
としてもよい。
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【１０４９】
　手段Ａ－６によれば、遊技者個人のこれまでに積み重ねてきた選択情報、すなわち、遊
技者の趣味嗜好を遊技に反映させることができる。例えば、表示手段における背景画や登
場キャラクタ等が変化するように複数のステージを設けて、通常の遊技状態中に操作手段
を操作することで、該ステージが順次変更されるような構成においては、例えば、パスワ
ードを入力することで、遊技者の選択率が高かった（選択回数の多い）ステージに自動で
切り替わるように構成することもできる。また、例えば、通常の遊技状態中（例えば、パ
チンコ機ではスーパーリーチ発展時等）や特別遊技状態の発生時に、演出の発展先や特別
遊技状態中の演出を遊技者が選択可能な構成においては、例えば、パスワードを入力する
ことで、演出を選択するためのカーソルが、これまでに遊技者の選択率が高かった演出を
選択するポジションに最初から照準されるように構成することもできる。さらに、例えば
、所定の期間内に遊技者が操作手段を操作することでその反応として所定の演出が導出さ
れ、場合によっては、操作回数によっても演出が変化するような構成においては、例えば
、パスワードを入力することで、操作手段をあまり操作しない遊技者に対応しては操作手
段を用いた演出をあまり行わない（その他の演出に置換する）、或いは、本来は操作手段
の操作回数が基準回数に達することで特定の演出が行われるところ、基準回数よりも少な
い所定回数の操作が行われることで前記特定の演出が導出されるように構成することもで
きる。従って、遊技者は、遊技を繰り返し行うにつれて遊技機が遊技者に馴染んでくるよ
うな感覚を覚え、気分よく遊技を行うことができる。また、遊技者が選択可能な範囲で遊
技機を自分好みの状態にするべく、毎回同じ操作を行わなければならないといった事態を
解消することもできる。
【１０５０】
　手段Ａ－７．前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された遊技者個人の前記遊技情
報、及び、遊技者全体の前記選択情報に応じた情報が含まれる場合に、それに応じた処理
（前記遊技情報及び前記選択情報に応じた情報が含まれない場合や、サーバにて蓄積され
た前記遊技情報及び前記選択情報の記憶内容が異なる場合とは異なる処理）を実行可能に
構成されていることを特徴とする手段Ａ－５に記載の遊技機。
【１０５１】
　尚、サーバの「前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記
憶可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、前記
全体選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行すること」としても
よい。
【１０５２】
　手段Ａ－７によれば、遊技者全体のこれまでの選択情報を集計したもの、すなわち、該
当機種の遊技機を遊技している遊技者全体の趣味嗜好の統計を遊技に反映させることがで
きる。このため、例えば、初めて遊技する遊技者に対して先ず人気の高い演出等を勧めて
堪能してもらい、極力早い段階で遊技者の興味を引ける可能性を高める、また、例えば、
以前は別の演出ばかりを選択していた遊技者に対して試しに人気の高い演出も選択しても
らい、新たな良さを発見してもらうといった具合に、該遊技機の良さを積極的にアピール
することができる。従って、遊技の展開等によっては、遊技機のポテンシャルを上手く引
き出すことができず、それきり遊技を行ってもらえなくなるといった事態を低減させるこ
とができる。尚、当該遊技機の遊技経験が少ない場合に遊技者全体の趣味嗜好を反映させ
、ある程度遊技経験が積まれた場合に趣味嗜好を反映させないように構成してもよい。
【１０５３】
　手段Ａ－８．前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された遊技者個人の前記遊技情
報、及び、遊技者個人又は／及び遊技者全体の前記選択情報に応じた情報が含まれる場合
に、それに応じた処理（前記遊技情報及び前記選択情報に応じた情報が含まれない場合や
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、サーバにて蓄積された前記遊技情報及び前記選択情報の記憶内容が異なる場合とは異な
る処理）を実行可能に構成されていることを特徴とする手段Ａ－５に記載の遊技機。
【１０５４】
　尚、サーバの「前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記
憶可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアと、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選択情報記憶エリ
アとを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容、及び、前記全体選択情報記憶エリアの記憶
内容のうち少なくとも一方とに応じた前記パスワードを発行すること」としてもよい。
【１０５５】
　手段Ａ－８によれば、遊技者個人の趣味嗜好を反映させることや、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させることができるようになり、上記手段Ａ－６及びＡ－７と基本的に同様の作
用効果が奏される。尚、遊技者が個人の趣味嗜好を反映させるのか、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させるのか（、或いは、全く反映させないのか）を選択可能に構成してもよい。
さらに、かかる選択は、パスワードの入力時又はウェブページ上でのパスワード発行時等
に行われることが考えられるが、ウェブページ上（サーバ側）で設定されるようにするこ
とで、パスワードに使用される総ワード数の低減を図ることができ、パスワードの発行に
関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることができ
る。
【１０５６】
　手段Ａ－９．前記パスワードにおいて、サーバにて特定の前記遊技情報が予め定められ
た規定量以上蓄積されていることに応じた情報が含まれる場合、前記パスワードに含まれ
るサーバにて蓄積された遊技者個人の前記遊技情報及び遊技者個人の前記選択情報に応じ
た処理を実行し、
　前記パスワードにおいて、サーバにて特定の前記遊技情報が予め定められた規定量以上
蓄積されていることに応じた情報が含まれない場合、前記パスワードに含まれるサーバに
て蓄積された遊技者個人の前記遊技情報及び遊技者全体の前記選択情報に応じた処理を実
行することを特徴とする手段Ａ－８に記載の遊技機。
【１０５７】
　尚、「前記パスワード発行手段は、パスワードの発行に際し、前記ホスト側遊技情報記
憶手段において特定の前記遊技情報が予め定められた規定量以上蓄積されているか否かを
判別し、否定判別された場合には、前記個人選択情報記憶エリア及び前記全体選択情報記
憶エリアの記憶内容に応じた前記パスワードを発行し、肯定判別された場合には、前記個
人選択情報記憶エリア及び前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容に応じた前記パスワー
ドを発行すること」としてもよい。
【１０５８】
　手段Ａ－９によれば、該当する遊技機に関して遊技経験が浅く、また、遊技者個人の趣
味嗜好のデータ量もそれほど取得できていない状態では、遊技者全体の趣味嗜好を遊技に
反映させ、遊技機の良さを積極的にアピールすることができる。さらに、遊技者が該当す
る遊技機の遊技経験をある程度積んだ場合（例えば、変動回数、当選回数が基準値以上に
なった場合）には、遊技者個人の趣味嗜好を遊技に反映させて、その遊技者にとって遊技
をより快適に行えるようになる。従って、状況に応じた好適な遊技性を提供することがで
きる。
【１０５９】
　また、サーバ側で、個人選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアのうちどちら
の記憶内容を遊技に反映させるのか（パスワードに含ませるのか）を決定するため、個人
選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアの両方の記憶内容をパスワードに含ませ
る場合に比べて、パスワードから識別される情報の数、ひいては、パスワードの全パター



(178) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

ン数を低減させることができる。このため、パスワードを極力短くしたり、パスワードに
使用されるワードの種類数の低減を図ったりすることができる。従って、パスワードの発
行に関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることが
できる。
【１０６０】
　手段Ａ－１０．蓄積された前記選択情報を遊技に反映させるか否かを遊技者が選択可能
に構成されていることを特徴とする手段Ａ－５乃至Ａ－９のいずれかに記載の遊技機。
【１０６１】
　手段Ａ－１０によれば、蓄積された選択情報が遊技に反映されないようにすることがで
きる。従って、現状のままのバランスがよい遊技者についても、快適に携帯通信端末及び
サーバを利用したモバイル連動遊技を快適に行うことができる。
【１０６２】
　尚、モバイル連動遊技状態においてのみ選択情報を蓄積記憶するような遊技者個人用の
選択情報記憶手段やホスト側選択情報記憶手段（個人選択情報記憶エリア）を設け、遊技
者が反映させない意志を示した（対応する操作・設定がなされた）場合には選択情報を前
記遊技者個人用の選択情報を記憶する手段には蓄積記憶させない構成（毎回参加の是非を
問う構成でもよいし、初回のみ参加の是非を問うて、以下その結果を反映させる構成であ
ってもよい）としてもよいし、蓄積はするが反映させないこともできる構成としてもよい
。
【１０６３】
　手段Ａ－１１．前記入力手段を操作することで回答可能なアンケートを実施可能に構成
されるとともに、
　入力された前記パスワードに含まれる前記選択情報に関する情報に応じて、アンケート
内容を変更可能に構成されていることを特徴とする手段Ａ－５乃至Ａ－１０のいずれかに
記載の遊技機。
【１０６４】
　手段Ａ－１１によれば、アンケートを実施することで、単に選択演出の選択をカウント
するだけでは把握しきれない情報を得ることができる。例えば、嫌いな（面白くない）演
出を尋ねたり、特定の演出が好きな理由を尋ねたりすることが可能となる。従って、より
多くの情報を集めることができ、遊技者のニーズにそぐわない遊技機を制作してしまうと
いった事態をより確実に回避することができる。
【１０６５】
　また、本手段では、遊技機に入力されたパスワードに含まれる選択情報に応じてアンケ
ート内容を変えることができる。すなわち、例えば、手段Ａ－６に対応して、遊技者本人
が過去に選択演出の中で演出Ａという演出を多く選択しているような場合に、表示手段に
おいて「演出Ａが好きな理由を教えてください。１；当たりになり易い。２；登場キャラ
クタが好き。３；サウンドが好き。」等の表示を行うことも可能である。従って、より細
かな調査を行うことができ、より上質なアンケートデータを得ることができる。また、選
択肢を減らしたり、質問の回数を減らしたりしても細かな内容への質問に効率よく移行す
ることができ、遊技者としても比較的スムースに（さほどのストレスを感じることなく）
アンケートに答えることができる。
【１０６６】
　尚、数多くの質問事項を用意してランダムに導出した場合、質問が偏ったり、遊技者の
趣味嗜好に対して的外れな質問であったりするおそれがあるが、本手段では、的確な質問
事項を導出することができる。従って、アンケートを効率よく行うことができ、より好適
な答えが得られるうえ、アンケート演出の導出回数を減らすことができ、アンケート演出
が遊技中に何度も導出されることで遊技者が嫌気を感じてしまうといった事態を抑制する
ことができる。
【１０６７】
　手段Ａ－１２．前記アンケートは、当該アンケートへの参加を示す操作が行われた場合
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にのみアンケート内容が表示される（アンケートへの不参加を示す操作が行われたり、所
定期間内に対応する操作がなかったりした場合はアンケート内容を表示しない）ように構
成されていることを特徴とする手段Ａ－１１に記載の遊技機。
【１０６８】
　手段Ａ－１２によれば、アンケートに参加したくない遊技者の意思を尊重することがで
きる。また、遊技者がアンケートに参加する意思がないのにもかかわらず、アンケート内
容の表示に移行してしまい、ここで操作が行われなかったり、遊技者が質問内容を確認す
ることなく本心とは異なる選択をしたりすること等に起因して、アンケート結果の正確さ
が著しく低下してしまうといった事態を抑制することができる。
【１０６９】
　手段Ａ－１３．特定の遊技情報の実行回数に応じてランク付けを行い、ランクに応じて
演出の内容に変化を生じさせる構成であって、
　前記遊技情報記憶手段は、前記パスワードを入力してから前記遊技情報及び前記選択情
報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバイル連動遊技状態におい
て、特定の遊技情報の実行回数を記憶する遊技情報カウント手段を備え、
　前記パスワードにおいて、前記ランクを示すランク情報とともに、次のランクに更新さ
せるための前記特定の遊技情報の実行回数が予め定められた許容値未満である場合に設定
される次のランクに更新させるために前記特定の遊技情報の実行回数を示す残情報が含ま
れる場合に、前記ランク情報及び前記残情報に応じた処理を実行可能に構成されているこ
とを特徴とする手段Ａ－５乃至Ａ－１２のいずれかに記載の遊技機。
【１０７０】
　尚、「前記サーバは、
　前記ホスト側遊技情報記憶手段において設けられ、前記携帯通信端末を介して受信した
前記特定の遊技情報の実行回数を蓄積記憶するホスト側遊技情報カウント手段と、
　前記ホスト側遊技情報カウント手段に記憶されている前記特定の遊技情報の実行回数に
基づいて前記ランクを判定するランク判定手段と、
　次のランクに更新させるために前記特定の遊技情報の実行回数が残り何回必要なのかを
算出する算出手段と、
　前記算出手段で算出された値が、予め定められた許容値未満であるか否かを判別する許
容値判別手段とを備え、
　前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容値未満であると
判別された場合に、前記パスワードに対して、前記ランクを示すランク情報とともに、前
記算出手段で算出された値を示す残情報を含ませること」としてもよい。
【１０７１】
　手段Ａ－１３によれば、特定の遊技情報の実行回数が規定回数以上になると、ランクが
更新され、新たなランクに応じた演出の変化を楽しむことができる。また、ランクの更新
の判定や複数回にわたる遊技の遊技情報の蓄積はサーバにおいて行われるようになってい
る。従って、ランクを更新するためには、モバイル連動遊技を繰り返し行う必要があるた
め、遊技者により積極的にモバイル連動遊技に参加してもらう、ひいては、より多くの選
択情報を提供してもらうことができる。　
【１０７２】
　また、サーバ側で通算の遊技情報が蓄積記憶されているため、遊技に際してランク更新
の条件をクリアした場合でも、その旨を示す情報をサーバ側に送信しなければランクは更
新されない。従って、ランクの更新が反映されるのは次回の遊技からとなる。
【１０７３】
　しかしながら、特定の遊技情報の実行回数が、ランク更新の条件として予め定められた
規定回数に達するまでにあと少しの時点から遊技を開始し、早々に規定回数に達した場合
でも、一度遊技を終了して符号情報を表示させてサーバにアクセスし、発行されたパスワ
ードを入力するといったステップを踏まえなければ、新たなランクに対応する演出の変化
を堪能することができないことが懸念される。このため、ランク更新の条件を達成したの
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で対応する演出を堪能したいと思った遊技者は、上記のように一旦遊技を終了させるとい
った余分な手間が生じてしまう。また、ランク更新の条件を達成した後も、サーバにアク
セスすることなく、特定の遊技情報の実行回数が積み重ねられることで、次に更新された
ランクに対応する演出を堪能できる期間が著しく短くなってしまう、或いは、１つ上のラ
ンクを飛び越して２つ上のランクにまで更新する条件を達成してしまい、１つ上のランク
に対応する演出を堪能する機会が失われてしまうといった事態を招くおそれがある。
【１０７４】
　この点、本手段によれば、サーバにおいて、特定の遊技情報の通算の実行回数と、ラン
ク更新の条件として予め定められた規定回数との差が許容値未満であると判別された場合
に、パスワードに対して、規定回数に至るまでの特定の遊技情報の実行回数を示す残情報
を含ませるように構成されている。このため、一旦遊技を終了しなくても、ランクの更新
に対応する演出の変更を行うことができる。従って、遊技に際してランク更新の条件をク
リアしさえすれば、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、新たなランクに対応する
演出を導出させることができる。さらに、各ランクに対応する演出等を堪能する機会を十
分に付与することができる。
【１０７５】
　尚、遊技機は、選択演出のパターンを決定する際に参照され、パスワードが入力されず
に遊技が行われている状態（否モバイル連動遊技状態）、或いは、初期ランクで遊技が行
われている状態で選択される、又は、選択され易い通常テーブルと、パスワードが入力さ
れずに遊技が行われている状態、或いは、初期ランクで遊技が行われている状態では、選
択されない、又は、選択され難い特別テーブルとを備えるとともに、特別テーブルに個別
に対応して設けられる使用許可フラグを備え、選択演出のパターンを決定する際に、使用
許可フラグを確認し、参照するテーブルを決定する構成であって、入力されたパスワード
に含まれるランク情報に基づいて、対応する使用許可フラグの設定を行うこととしてもよ
い。
【１０７６】
　また、一日の遊技で、２段階のランクアップが可能な構成においては、近い方のランク
アップまでの回数が記憶されるようになっていて、その日に２段階飛び越えるだけの回数
を達成しても１段階まで（次回のスタートは２段階アップ状態から）としてもよいし、１
段階目のランクアップまでの回数と、２段階目までのランクアップまでの回数とが記憶さ
れるように構成してもよい。但し、各ランクに対応する演出を十分に堪能させたり、処理
の簡素化を図ったりするべく、１日で更新可能なランクは多くても３段階程度が望ましい
。
【１０７７】
　手段Ａ－１４．前記パスワードにおいて、前記残情報が含まれない場合、前記ランク情
報に応じた処理を実行可能に構成されていることを特徴とする手段Ａ－１３に記載の遊技
機。
【１０７８】
　尚、「前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容値以上で
あると判別された場合に、前記パスワードに対して、前記算出手段で算出された値を示す
残情報を含ませないこと」としてもよい。
【１０７９】
　手段Ａ－１４によれば、パスワードに必ず残情報を含ませるわけではないので、パスワ
ードのパターンの総数を極力減らすことができる。一般に、パスワード入力に際してパス
ワードを構成するワードの組合わせとしては、入力が許可される組合わせだけでなく、許
可されない組合わせも必要であり、パスワードのワードの組合わせパターンの総数が多け
れば、パスワードを長くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を多くした
りする必要がある。このため、パスワードのパターン総数を極力減らすことで、パスワー
ドを短くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を極力少なくしたりするこ
とができ、遊技者がパスワードを入力する際の操作性の向上等を図ることができる。結果
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として、パスワード入力操作が大変であるために入力作業が敬遠され、携帯通信端末及び
サーバを介した遊技サイクルがそこで止まってしまう（、ひいては、遊技者に関するデー
タ（選択情報）を得られる機会が減ってしまう）といった事態を抑制することができる。
【１０８０】
　手段Ａ－１５．次のランクに更新させるまでに必要な残りの前記特定の遊技情報の実行
回数を記憶する残回数記憶手段を備え、
　前記モバイル連動遊技を初めて行う際に発行される初回のパスワードが入力された場合
には、前記残回数記憶手段に対して、初期ランクから次のランクに更新可能となるまでの
前記特定の遊技情報の実行回数が設定されることを特徴とする手段Ａ－１３又はＡ－１４
に記載の遊技機。
【１０８１】
　手段Ａ－１５によれば、初期ランクにおいて次のランクに更新する条件を達成した場合
に関しても、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、ランクの更新に対応する演出の
変更を好適に行うことができる。
【１０８２】
　手段Ａ－１６．初期ランクから次のランクに更新可能な前記特定の遊技情報の実行回数
は、以降のランク更新に要する前記特定の遊技情報の実行回数に比べ最も少ないことを特
徴とする手段Ａ－１３乃至Ａ－１５のいずれかに記載の遊技機。
【１０８３】
　手段Ａ－１６によれば、初期ランクから次のランクに更新するまでの更新条件が比較的
緩く設定されている。従って、更新条件を１度も達成できないことに起因して、携帯通信
端末及びサーバを介した遊技性に魅力を感じさせられず、以後敬遠されてしまうといった
事態を抑制することができる。
【１０８４】
　Ｂ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、大当たり状態を発生させ
るか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動
表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１０８５】
　ところで、近年の遊技機は演出等のバリエーションが増加する傾向にあり、極力飽きら
れないような工夫がなされている。しかしながら、遊技の展開等によっては、遊技機のポ
テンシャルを上手く引き出すことができなかったり、何回か遊技を行うことで飽きてしま
ったりすることが懸念される。
【１０８６】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技者に遊技をより堪能してもらうことのできる遊技機を提供することにある。
【１０８７】
　手段Ｂ－１．遊技機と、遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関
する情報を取得可能なサーバとを備える遊技システムにおいて、
　前記遊技機は、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　遊技者の操作可能な操作手段と、
　遊技者による前記操作手段の操作によって演出を選択させる選択演出を導出可能な選択
演出導出手段と、
　前記操作手段の操作による選択に関する情報である選択情報を蓄積記憶可能な選択情報
記憶手段と、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
　前記表示手段において、前記サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶
されている遊技情報、及び、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶されている選択情報のうち
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、少なくとも前記サーバのアドレス情報を含む符号情報を表示させる情報出力手段と、
　遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段とを備えるとともに、
　前記入力手段を用いてパスワードが入力されることで、前記遊技情報記憶手段に対して
遊技者個人の前記遊技情報が蓄積される状態が開始される構成であって、
　前記携帯通信端末は、
　前記表示手段で表示された前記符号情報を読み取り可能な読み取り手段と、
　前記サーバと通信可能な通信手段と、
　前記サーバから供給されるデータを表示可能な携帯表示手段とを備え、
　前記サーバは、
　前記携帯通信端末を介して、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報を受信し
た場合に、前記遊技情報を蓄積記憶するホスト側遊技情報記憶手段と、
　前記携帯通信端末を介して、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶された選択情報を受信し
た場合に、前記選択情報を蓄積記憶するホスト側選択情報記憶手段とを備え、
　前記遊技機の前記情報出力手段は、前記表示手段において表示する前記符号情報に対し
て、前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記選択情報
記憶手段に記憶されている選択情報をも含ませ、
　前記サーバは、アクセスしている前記携帯通信端末を介しての遊技者の要求に応じて、
前記ホスト側遊技情報記憶手段及び前記ホスト側選択情報記憶手段の記憶内容に応じた前
記パスワードを発行するパスワード発行手段を備えていることを特徴とする遊技システム
。
【１０８８】
　遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報は、遊技者が遊技した履歴であり、遊
技者が自身の遊技を顧みる場合の参考資料として重宝される場合がある。また、遊技履歴
に応じてサーバを運営する遊技機メーカー等から各種サービスが提供される場合もある。
一方、選択情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報は、遊技者が選択可能な演出の中
でいずれを選択したのかの好み示す情報であり、遊技機メーカーとして顧客ニーズを把握
する上で非常に有用な情報である。
【１０８９】
　この点、本手段Ｂ－１によれば、表示手段において表示する符号情報に対し、遊技情報
記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を含ませる場合には、選択情報記憶手段に蓄積記
憶されている選択情報をも含ませるように構成されおり、遊技者が知りたい或いは集めて
いる情報と、遊技機メーカーが知りたい情報とがセットになっている。このため、遊技者
が遊技後に携帯通信端末で符号情報を読み取ってサーバと通信することにより、遊技者側
及び遊技機メーカー側のどちらにとっても有用な情報をサーバに送ることができる。特に
、選択情報は、早く、正確であり、幅広くもある（より多数の遊技者から反応を得られる
）ため、情報が古かったり、的外れであったり、偏り過ぎていたりするといった事態を回
避することができる。結果として、新鮮で正確な情報を順次得ることができるため、かか
る良好な情報を生かし、遊技者の期待に応じた新機種の開発に取り組むことができる。つ
まり、遊技者に人気のある要素は残すことで従前の良さを継承しつつ、逆に人気のない要
素は削って簡素化を図ったり、或いは、別の要素に代替して複雑化を抑制しつつ新たな試
みを実行したりすることができる。
【１０９０】
　さらに、手段Ｂ－１によれば、ホスト側遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報の
みならず、ホスト側選択情報記憶手段に蓄積記憶された選択情報についても遊技に反映さ
せることができる。例えば、遊技者の遊技に対する趣味嗜好の傾向を解析して、それに適
った演出が導出され易くしたり、遊技者全体の趣味嗜好の傾向、すなわち、各演出の人気
の有無等を把握して、人気のある演出が導出され易くしたりすることができる。従って、
遊技者個人や遊技者全体の趣味嗜好の傾向に応じて、後付けで遊技性を向上させることが
できる。また、選択情報の蓄積状況に応じて、演出バランスも変化していくため、マンネ
リ化を抑制することができる。
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【１０９１】
　手段Ｂ－２．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行することを
特徴とする手段Ｂ－１に記載の遊技システム。
【１０９２】
　手段Ｂ－２によれば、遊技者個人のこれまでに積み重ねてきた選択情報、すなわち、遊
技者の趣味嗜好を遊技に反映させることができる。例えば、表示手段における背景画や登
場キャラクタ等が変化するように複数のステージを設けて、通常の遊技状態中に操作手段
を操作することで、該ステージが順次変更されるような構成においては、例えば、パスワ
ードを入力することで、遊技者の選択率が高かった（選択回数の多い）ステージに自動で
切り替わるように構成することもできる。また、例えば、通常の遊技状態中（例えば、パ
チンコ機ではスーパーリーチ発展時等）や特別遊技状態の発生時に、演出の発展先や特別
遊技状態中の演出を遊技者が選択可能な構成においては、例えば、パスワードを入力する
ことで、演出を選択するためのカーソルが、これまでに遊技者の選択率が高かった演出を
選択するポジションに最初から照準されるように構成することもできる。さらに、例えば
、所定の期間内に遊技者が操作手段を操作することでその反応として所定の演出が導出さ
れ、場合によっては、操作回数によっても演出が変化するような構成においては、例えば
、パスワードを入力することで、操作手段をあまり操作しない遊技者に対応しては操作手
段を用いた演出をあまり行わない（その他の演出に置換する）、或いは、本来は操作手段
の操作回数が基準回数に達することで特定の演出が行われるところ、基準回数よりも少な
い所定回数の操作が行われることで前記特定の演出が導出されるように構成することもで
きる。従って、遊技者は、遊技を繰り返し行うにつれて遊技機が遊技者に馴染んでくるよ
うな感覚を覚え、気分よく遊技を行うことができる。また、遊技者が選択可能な範囲で遊
技機を自分好みの状態にするべく、毎回同じ操作を行わなければならないといった事態を
解消することもできる。
【１０９３】
　手段Ｂ－３．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、前記
全体選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行することを特徴とす
る手段Ｂ－１に記載の遊技システム。
【１０９４】
　手段Ｂ－３によれば、遊技者全体のこれまでの選択情報を集計したもの、すなわち、該
当機種の遊技機を遊技している遊技者全体の趣味嗜好の統計を遊技に反映させることがで
きる。このため、例えば、初めて遊技する遊技者に対して先ず人気の高い演出等を勧めて
堪能してもらい、極力早い段階で遊技者の興味を引ける可能性を高める、また、例えば、
以前は別の演出ばかりを選択していた遊技者に対して試しに人気の高い演出も選択しても
らい、新たな良さを発見してもらうといった具合に、該遊技機の良さを積極的にアピール
することができる。従って、遊技の展開等によっては、遊技機のポテンシャルを上手く引
き出すことができず、それきり遊技を行ってもらえなくなるといった事態を低減させるこ
とができる。尚、当該遊技機の遊技経験が少ない場合に遊技者全体の趣味嗜好を反映させ
、ある程度遊技経験が積まれた場合に趣味嗜好を反映させないように構成してもよい。
【１０９５】
　手段Ｂ－４．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
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可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアと、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選択情報記憶エリ
アとを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容、及び、前記全体選択情報記憶エリアの記憶
内容のうち少なくとも一方とに応じた前記パスワードを発行することを特徴とする手段Ｂ
－１に記載の遊技システム。
【１０９６】
　手段Ｂ－４によれば、遊技者個人の趣味嗜好を反映させることや、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させることができるようになり、上記手段Ｂ－２及びＢ－３と基本的に同様の作
用効果が奏される。尚、遊技者が個人の趣味嗜好を反映させるのか、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させるのか（、或いは、全く反映させないのか）を選択可能に構成してもよい。
さらに、かかる選択は、パスワードの入力時又はウェブページ上でのパスワード発行時等
に行われることが考えられるが、ウェブページ上（サーバ側）で設定されるようにするこ
とで、パスワードに使用される総ワード数の低減を図ることができ、パスワードの発行に
関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることができ
る。
【１０９７】
　手段Ｂ－５．前記パスワード発行手段は、パスワードの発行に際し、前記ホスト側遊技
情報記憶手段において特定の前記遊技情報が予め定められた規定量以上蓄積されているか
否かを判別し、否定判別された場合には、前記個人選択情報記憶エリア及び前記全体選択
情報記憶エリアの記憶内容に応じた前記パスワードを発行し、肯定判別された場合には、
前記個人選択情報記憶エリア及び前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容に応じた前記パ
スワードを発行することを特徴とする手段Ｂ－４に記載の遊技システム。
【１０９８】
　手段Ｂ－５によれば、該当する遊技機に関して遊技経験が浅く、また、遊技者個人の趣
味嗜好のデータ量もそれほど取得できていない状態では、遊技者全体の趣味嗜好を遊技に
反映させ、遊技機の良さを積極的にアピールすることができる。さらに、遊技者が該当す
る遊技機の遊技経験をある程度積んだ場合には、遊技者個人の趣味嗜好を遊技に反映させ
て、その遊技者にとって遊技をより快適に行えるようになる。従って、状況に応じた好適
な遊技性を提供することができる。
【１０９９】
　また、サーバ側で、個人選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアのうちどちら
の記憶内容を遊技に反映させるのか（パスワードに含ませるのか）を決定するため、個人
選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアの両方の記憶内容をパスワードに含ませ
る場合に比べて、パスワードから識別される情報の数、ひいては、パスワードの全パター
ン数を低減させることができる。このため、パスワードを極力短くしたり、パスワードに
使用されるワードの種類数の低減を図ったりすることができる。従って、パスワードの発
行に関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることが
できる。
【１１００】
　手段Ｂ－６．蓄積された前記選択情報を遊技に反映させるか否かを遊技者が選択可能に
構成されていることを特徴とする手段Ｂ－１乃至Ｂ－５のいずれかに記載の遊技システム
。
【１１０１】
　手段Ｂ－６によれば、蓄積された選択情報が遊技に反映されないようにすることができ
る。従って、現状のままのバランスがよい遊技者についても、快適に携帯通信端末及びサ
ーバを利用したモバイル連動遊技を快適に行うことができる。
【１１０２】
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　手段Ｂ－７．前記遊技機は、前記入力手段を操作することで回答可能なアンケートを実
施可能に構成されるとともに、
　入力された前記パスワードに含まれる前記選択情報に関する情報に応じて、アンケート
内容を変更可能に構成されていることを特徴とする手段Ｂ－１乃至Ｂ－６のいずれかに記
載の遊技システム。
【１１０３】
　手段Ｂ－７によれば、アンケートを実施することで、単に選択演出の選択をカウントす
るだけでは把握しきれない情報を得ることができる。例えば、嫌いな（面白くない）演出
を尋ねたり、特定の演出が好きな理由を尋ねたりすることが可能となる。従って、より多
くの情報を集めることができ、遊技者のニーズにそぐわない遊技機を制作してしまうとい
った事態をより確実に回避することができる。
【１１０４】
　また、本手段では、遊技機に入力されたパスワードに含まれる選択情報に応じてアンケ
ート内容を変えることができる。すなわち、例えば、手段Ｂ－２に対応して、遊技者本人
が過去に選択演出の中で演出Ａという演出を多く選択しているような場合に、表示手段に
おいて「演出Ａが好きな理由を教えてください。１；当たりになり易い。２；登場キャラ
クタが好き。３；サウンドが好き。」等の表示を行うことも可能である。従って、より細
かな調査を行うことができ、より上質なアンケートデータを得ることができる。また、選
択肢を減らしたり、質問の回数を減らしたりしても細かな内容への質問に効率よく移行す
ることができ、遊技者としても比較的スムースに（さほどのストレスを感じることなく）
アンケートに答えることができる。
【１１０５】
　加えて、数多くの質問事項を用意してランダムに導出した場合、質問が偏ったり、遊技
者の趣味嗜好に対して的外れな質問であったりするおそれがあるが、本手段では、的確な
質問事項を導出することができる。従って、アンケートを効率よく行うことができ、より
好適な答えが得られるうえ、アンケート演出の導出回数を減らすことができ、アンケート
演出が遊技中に何度も導出されることで遊技者が嫌気を感じてしまうといった事態を抑制
することができる。
【１１０６】
　手段Ｂ－８．前記アンケートは、当該アンケートへの参加を示す操作が行われた場合に
のみアンケート内容が表示される（アンケートへの不参加を示す操作が行われたり、所定
期間内に対応する操作がなかったりした場合はアンケート内容を表示しない）ように構成
されていることを特徴とする手段Ｂ－７に記載の遊技システム。
【１１０７】
　手段Ｂ－８によれば、アンケートに参加したくない遊技者の意思を尊重することができ
る。また、遊技者がアンケートに参加する意思がないのにもかかわらず、アンケート内容
の表示に移行してしまい、ここで操作が行われなかったり、遊技者が質問内容を確認する
ことなく入力手段を連打する等して本心とは異なる選択をしたりすること等に起因して、
アンケート結果の正確さが著しく低下してしまうといった事態を抑制することができる。
【１１０８】
　手段Ｂ－９．特定の遊技情報の実行回数に応じてランク付けを行い、ランクに応じて演
出の内容に変化を生じさせる構成であって、
　前記遊技機の前記遊技情報記憶手段は、前記パスワードを入力してから前記遊技情報及
び前記選択情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバイル連動遊
技状態において、特定の遊技情報の実行回数を記憶する遊技情報カウント手段を備え、
　前記サーバは、
　前記ホスト側遊技情報記憶手段において設けられ、前記携帯通信端末を介して受信した
前記特定の遊技情報の実行回数を蓄積記憶するホスト側遊技情報カウント手段と、
　前記ホスト側遊技情報カウント手段に記憶されている前記特定の遊技情報の実行回数に
基づいて前記ランクを判定するランク判定手段と、
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　次のランクに更新させるために前記特定の遊技情報の実行回数が残り何回必要なのかを
算出する算出手段と、
　前記算出手段で算出された値が、予め定められた許容値未満であるか否かを判別する許
容値判別手段とを備え、
　前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容値未満であると
判別された場合に、前記パスワードに対して、前記ランクを示すランク情報とともに、前
記算出手段で算出された値を示す残情報を含ませることを特徴とする手段Ｂ－１乃至Ｂ－
８のいずれかに記載の遊技システム。
【１１０９】
　手段Ｂ－９によれば、特定の遊技情報の実行回数が規定回数以上になると、ランクが更
新され、新たなランクに応じた演出の変化を楽しむことができる。また、ランクの更新の
判定や複数回にわたる遊技の遊技情報の蓄積はサーバにおいて行われるようになっている
。従って、ランクを更新するためには、モバイル連動遊技を繰り返し行う必要があるため
、遊技者により積極的にモバイル連動遊技に参加してもらう、ひいては、より多くの選択
情報を提供してもらうことができる。　
【１１１０】
　また、サーバ側で通算の遊技情報が蓄積記憶されているため、遊技に際してランク更新
の条件をクリアした場合でも、その旨を示す情報をサーバ側に送信しなければランクは更
新されない。従って、ランクの更新が反映されるのは次回の遊技からとなる。
【１１１１】
　しかしながら、特定の遊技情報の実行回数が、ランク更新の条件として予め定められた
規定回数に達するまでにあと少しの時点から遊技を開始し、早々に規定回数に達した場合
でも、一度遊技を終了して符号情報を表示させてサーバにアクセスし、発行されたパスワ
ードを入力するといったステップを踏まえなければ、新たなランクに対応する演出の変化
を堪能することができないことが懸念される。このため、ランク更新の条件を達成したの
で対応する演出を堪能したいと思った遊技者は、上記のように一旦遊技を終了させるとい
った余分な手間が生じてしまう。また、ランク更新の条件を達成した後も、サーバにアク
セスすることなく、特定の遊技情報の実行回数が積み重ねられることで、次に更新された
ランクに対応する演出を堪能できる期間が著しく短くなってしまう、或いは、１つ上のラ
ンクを飛び越して２つ上のランクにまで更新する条件を達成してしまい、１つ上のランク
に対応する演出を堪能する機会が失われてしまうといった事態を招くおそれがある。
【１１１２】
　この点、本手段によれば、サーバにおいて、特定の遊技情報の通算の実行回数と、ラン
ク更新の条件として予め定められた規定回数との差が許容値未満であると判別された場合
に、パスワードに対して、規定回数に至るまでの特定の遊技情報の実行回数を示す残情報
を含ませるように構成されている。このため、一旦遊技を終了しなくても、ランクの更新
に対応する演出の変更を行うことができる。従って、遊技に際してランク更新の条件をク
リアしさえすれば、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、新たなランクに対応する
演出を導出させることができる。さらに、各ランクに対応する演出等を堪能する機会を十
分に付与することができる。
【１１１３】
　手段Ｂ－１０．前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容
値以上であると判別された場合に、前記パスワードに対して、前記算出手段で算出された
値を示す残情報を含ませないことを特徴とする手段Ｂ－９に記載の遊技システム。
【１１１４】
　手段Ｂ－１０によれば、パスワードに必ず残情報を含ませるわけではないので、パスワ
ードのパターンの総数を極力減らすことができる。一般に、パスワード入力に際してパス
ワードを構成するワードの組合わせとしては、入力が許可される組合わせだけでなく、許
可されない組合わせも必要であり、パスワードのワードの組合わせパターンの総数が多け
れば、パスワードを長くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を多くした
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りする必要がある。このため、パスワードのパターン総数を極力減らすことで、パスワー
ドを短くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を極力少なくしたりするこ
とができ、遊技者がパスワードを入力する際の操作性の向上等を図ることができる。結果
として、パスワード入力操作が大変であるために入力作業が敬遠され、携帯通信端末及び
サーバを介した遊技サイクルがそこで止まってしまう（、ひいては、遊技者に関するデー
タ（選択情報）を得られる機会が減ってしまう）といった事態を抑制することができる。
【１１１５】
　手段Ｂ－１１．前記遊技機は、次のランクに更新させるまでに必要な残りの前記特定の
遊技情報の実行回数を記憶する残回数記憶手段を備え、
　前記モバイル連動遊技を初めて行う際に発行される初回のパスワードが入力された場合
には、前記残回数記憶手段に対して、初期ランクから次のランクに更新可能となるまでの
前記特定の遊技情報の実行回数が設定されることを特徴とする手段Ｂ－９又はＢ－１０に
記載の遊技システム。
【１１１６】
　手段Ｂ－１１によれば、初期ランクにおいて次のランクに更新する条件を達成した場合
に関しても、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、ランクの更新に対応する演出の
変更を好適に行うことができる。
【１１１７】
　手段Ｂ－１２．初期ランクから次のランクに更新可能な前記特定の遊技情報の実行回数
は、以降のランク更新に要する前記特定の遊技情報の実行回数に比べ最も少ないことを特
徴とする手段Ｂ－９乃至Ｂ－１１のいずれかに記載の遊技システム。
【１１１８】
　手段Ｂ－１２によれば、初期ランクから次のランクに更新するまでの更新条件が比較的
緩く設定されている。従って、更新条件を１度も達成できないことに起因して、携帯通信
端末及びサーバを介した遊技性に魅力を感じさせられず、以後敬遠されてしまうといった
事態を抑制することができる。
【１１１９】
　手段Ｂ－１３．前記遊技情報記憶手段には、当該遊技情報記憶手段に対して遊技者個人
の前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記遊技情報のみが
記憶されることを特徴とする手段Ｂ－１乃至Ｂ－１２のいずれかに記載の遊技システム。
【１１２０】
　手段Ｂ－１３によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えることが
できる。
【１１２１】
　手段Ｂ－１４．前記選択情報記憶手段には、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人
の前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間だけでなく、それ以外の期間
における前記選択情報についても記憶されることを特徴とする手段Ｂ－１乃至Ｂ－１３の
いずれかに記載の遊技システム。
【１１２２】
　手段Ｂ－１４によれば、データを送ってくれた遊技者の分以外の選択情報もついでに送
られるようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの選択情報を得ることが
できる。尚、遊技者個人の選択情報を別途記憶しない構成の場合には、特定の遊技者の選
択情報をぼかすことができ、個人の趣味・嗜好が知らない間に浮き彫りにされてしまう（
遊技者にそのことが知れて気分を害されてしまう）といった事態を抑制することができる
。
【１１２３】
　手段Ｂ－１５．前記遊技情報記憶手段の記憶内容は、前記遊技情報及び前記選択情報を
含む前記符号情報が前記表示手段に表示された場合に消去されるのに対し、前記選択情報
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記憶手段の記憶内容は、前記遊技情報記憶手段の記憶内容が消去された後も残されること
を特徴とする手段Ｂ－１４に記載の遊技システム。
【１１２４】
　手段Ｂ－１５によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えつつ、サ
ーバに対してより多くの選択情報を送る（他の遊技者分の選択情報をもまとめて送る）こ
とが可能となる。さらに、例えば、符号情報を表示手段に表示させた場合に選択情報記憶
手段の記憶内容が消去されるような構成の場合、例えば、遊技者が遊技の終了時に遊技機
の表示手段において符号情報を表示させたが、該符号情報を読み取ってサーバに送信する
といった行為を行わなかった場合において、該遊技者の選択情報はサーバに送られること
なく、かつ、遊技機側にも残らなくなってしまう。これに対し、本手段によれば、符号情
報を表示した後も選択情報記憶手段の記憶内容は残されるため、他の遊技者によってサー
バに送ってもらう可能性が残される。従って、より多くの選択情報を得るといった作用効
果が一層確実に奏される。
【１１２５】
　Ｃ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、大当たり状態を発生させ
るか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動
表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１１２６】
　また、遊技者が携帯する携帯通信端末を用いて、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間でデータのやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえな
い楽しみを提供することのできる遊技システムが知られている。かかる遊技システムの遊
技においては、一般に、ランク更新の条件として予め定められた一定量の遊技経験を積む
（例えば、変動回数が規定回数を超える等）ごとにランクが付与され、ランクに応じて、
演出が変化したり、新たなサービスを受けられたりするようになっている。
【１１２７】
　また、ランクの更新の判定はサーバにおいて行われるようになっている。つまり、サー
バ側で遊技者個人の遊技記録が記憶されているため、遊技に際してランク更新の条件をク
リアした場合でも、その旨を示す情報をサーバ側に送信しなければランクは更新されない
。従って、ランクの更新が反映されるのは次回の遊技からとなる。
【１１２８】
　しかしながら、ランク更新の条件をクリアするまでにあと少しの時点から遊技を開始し
、早々に条件をクリアした場合でも、一度遊技を終了して、サーバと遊技機との間でデー
タのやりとりを行わなければランクの更新が遊技に反映されないため、即座に反映させた
い遊技者は、余分な手間を強いられることとなる。また、ランク更新の条件を達成した後
も、サーバにアクセスすることなく、遊技を積み重ねていくことで、次に更新されたラン
クに対応する演出等を堪能できる期間が著しく短くなってしまう、或いは、１つ上のラン
クを飛び越して２つ上のランクにまで更新する条件を達成してしまい、１つ上のランクに
対応する演出等を堪能する機会が失われてしまうといった事態を招くおそれがある。
【１１２９】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技経験に応じて付与される状態をより堪能してもらうことのできる遊技機を提供するこ
とにある。
【１１３０】
　手段Ｃ－１．遊技機と、遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関
する情報を取得可能なサーバとを備える遊技システムにおいて、
　前記遊技機は、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
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　前記表示手段において、前記サーバのアドレス情報、及び、前記遊技情報記憶手段に蓄
積記憶されている遊技情報のうち、少なくとも前記サーバのアドレス情報を含む符号情報
を表示させる情報出力手段と、
　遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段とを備えるとともに、
　前記入力手段を用いてパスワードが入力されることで、前記遊技情報記憶手段に対して
遊技者個人の前記遊技情報が蓄積される状態が開始され、
　前記携帯通信端末は、
　前記表示手段で表示された前記符号情報を読み取り可能な読み取り手段と、
　前記サーバと通信可能な通信手段と、
　前記サーバから供給されるデータを表示可能な携帯表示手段とを備え、
　前記サーバは、
　前記携帯通信端末を介して、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報を受信し
た場合に、前記遊技情報を蓄積記憶するホスト側遊技情報記憶手段と、
　アクセスしている前記携帯通信端末を介しての遊技者の要求に応じて、前記ホスト側遊
技情報記憶手段の記憶内容に応じた前記パスワードを発行するパスワード発行手段とを備
え、
　特定の遊技情報の実行回数に応じてランク付けを行い、ランクに応じて演出の内容に変
化を生じさせる構成であって、
　前記遊技情報記憶手段は、前記パスワードを入力してから前記遊技情報を含む前記符号
情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバイル連動遊技状態において、特定の遊技情
報の実行回数を記憶する遊技情報カウント手段を備え、
　前記サーバは、
　前記ホスト側遊技情報記憶手段において設けられ、前記携帯通信端末を介して受信した
前記特定の遊技情報の実行回数を蓄積記憶するホスト側遊技情報カウント手段と、
　前記ホスト側遊技情報カウント手段に記憶されている前記特定の遊技情報の実行回数に
基づいて前記ランクを判定するランク判定手段と、
　次のランクに更新させるために前記特定の遊技情報の実行回数が残り何回必要なのかを
算出する算出手段と、
　前記算出手段で算出された値が、予め定められた許容値未満であるか否かを判別する許
容値判別手段とを備え、
　前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容値未満であると
判別された場合に、前記パスワードに対して、前記ランクを示すランク情報とともに、前
記算出手段で算出された値を示す残情報を含ませることを特徴とする遊技システム。
【１１３１】
　手段Ｃ－１によれば、サーバにおいて、特定の遊技情報の通算の実行回数と、ランク更
新の条件として予め定められた規定回数との差が許容値未満であると判別された場合に、
パスワードに対して、規定回数に至るまでの特定の遊技情報の実行回数を示す残情報を含
ませるように構成されている。このため、一旦遊技を終了しなくても、ランクの更新に対
応する演出の変更を行うことができる。従って、遊技に際してランク更新の条件をクリア
しさえすれば、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、新たなランクに対応する演出
を導出させることができる。さらに、ランク更新の条件を達成した後も、サーバにアクセ
スすることなく、遊技を積み重ねていくことで、次に更新されたランクに対応する演出等
を堪能できる期間が著しく短くなってしまう、或いは、１つ上のランクを飛び越して２つ
上のランクにまで更新する条件を達成してしまい、１つ上のランクに対応する演出等を堪
能する機会が失われてしまうといった事態を回避することができ、各ランクに対応する演
出等を堪能する機会を十分に付与することができる。
【１１３２】
　手段Ｃ－２．前記許容値判別手段によって、前記算出手段で算出された値が前記許容値
以上であると判別された場合に、前記パスワードに対して、前記算出手段で算出された値
を示す残情報を含ませないことを特徴とする手段Ｃ－１に記載の遊技システム。
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【１１３３】
　手段Ｃ－２によれば、パスワードに必ず残情報を含ませるわけではないので、パスワー
ドのパターンの総数を極力減らすことができる。一般に、パスワード入力に際してパスワ
ードを構成するワードの組合わせとしては、入力が許可される組合わせだけでなく、許可
されない組合わせも必要であり、パスワードのワードの組合わせパターンの総数が多けれ
ば、パスワードを長くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を多くしたり
する必要がある。このため、パスワードのパターン総数を極力減らすことで、パスワード
を短くしたり、パスワード入力に際して選択可能なワード数を極力少なくしたりすること
ができ、遊技者がパスワードを入力する際の操作性の向上等を図ることができる。結果と
して、パスワード入力操作が大変であるために入力作業が敬遠され、携帯通信端末及びサ
ーバを介した遊技サイクルがそこで止まってしまう（、ひいては、遊技者に関するデータ
（選択情報）を得られる機会が減ってしまう）といった事態を抑制することができる。
【１１３４】
　手段Ｃ－３．前記遊技機は、次のランクに更新させるまでに必要な残りの前記特定の遊
技情報の実行回数を記憶する残回数記憶手段を備え、
　前記モバイル連動遊技を初めて行う際に発行される初回のパスワードが入力された場合
には、前記残回数記憶手段に対して、初期ランクから次のランクに更新可能となるまでの
前記特定の遊技情報の実行回数が設定されることを特徴とする手段Ｃ－１又はＣ－２に記
載の遊技システム。
【１１３５】
　手段Ｃ－３によれば、初期ランクにおいて次のランクに更新する条件を達成した場合に
関しても、遊技者に余分な手間をかけさせることなく、ランクの更新に対応する演出の変
更を好適に行うことができる。
【１１３６】
　手段Ｃ－４．初期ランクから次のランクに更新可能な前記特定の遊技情報の実行回数は
、以降のランク更新に要する前記特定の遊技情報の実行回数に比べ最も少ないことを特徴
とする手段Ｃ－１乃至Ｃ－３のいずれかに記載の遊技システム。
【１１３７】
　手段Ｃ－４によれば、初期ランクから次のランクに更新するまでの更新条件が比較的緩
く設定されている。従って、更新条件を１度も達成できないことに起因して、携帯通信端
末及びサーバを介した遊技性に魅力を感じさせられず、以後敬遠されてしまうといった事
態を抑制することができる。
【１１３８】
　手段Ｃ－５．前記遊技機は、
　遊技者の操作可能な操作手段と、
　遊技者による前記操作手段の操作によって演出を選択させる選択演出を導出可能な選択
演出導出手段と、
　前記操作手段の操作による選択に関する情報である選択情報を蓄積記憶可能な選択情報
記憶手段とを備え、
　前記サーバは、前記携帯通信端末を介して、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶された選
択情報を受信した場合に、前記選択情報を蓄積記憶するホスト側選択情報記憶手段を備え
、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において表示する前記符号情報に対して、前記遊技
情報記憶手段に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記選択情報記憶手段に記
憶されている選択情報をも含ませることを特徴とする手段Ｃ－１乃至Ｃ－４のいずれかに
記載の遊技システム。
【１１３９】
　本手段Ｃ－５によれば、表示手段において表示する符号情報に対し、遊技情報記憶手段
に蓄積記憶されている遊技情報を含ませる場合には、選択情報記憶手段に蓄積記憶されて
いる選択情報をも含ませるように構成されおり、遊技者が知りたい（或いは集めている）
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情報と、遊技機メーカーが知りたい情報とがセットになっている。このため、遊技者が遊
技後に携帯通信端末で符号情報を読み取ってサーバと通信することにより、遊技者側及び
遊技機メーカー側のどちらにとっても有用な情報をサーバに送ることができる。特に、選
択情報は、早く、正確であり、幅広くもある（より多数の遊技者から反応を得られる）た
め、情報が古かったり、的外れであったり、偏り過ぎていたりするといった事態を回避す
ることができる。結果として、新鮮で正確な情報を順次得ることができるため、かかる良
好な情報を生かし、遊技者の期待に応じた新機種の開発に取り組むことができる。つまり
、遊技者に人気のある要素は残すことで従前の良さを継承しつつ、逆に人気のない要素は
削って簡素化を図ったり、或いは、別の要素に代替して複雑化を抑制しつつ新たな試みを
実行したりすることができる。
【１１４０】
　手段Ｃ－６．前記パスワード発行手段は、アクセスしている前記携帯通信端末を介して
の遊技者の要求に応じて、前記ホスト側遊技情報記憶手段及び前記ホスト側選択情報記憶
手段の記憶内容に応じた前記ランク情報を含む前記パスワードを発行することを特徴とす
る手段Ｃ－５に記載の遊技システム。
【１１４１】
　手段Ｃ－６によれば、ホスト側遊技情報記憶手段に蓄積記憶された遊技情報（ランク情
報）のみならず、ホスト側選択情報記憶手段に蓄積記憶された選択情報についても遊技に
反映させることができる。例えば、遊技者の遊技に対する趣味嗜好の傾向を解析して、そ
れに適った演出が導出され易くしたり、遊技者全体の趣味嗜好の傾向、すなわち、各演出
の人気の有無等を把握して、人気のある演出が導出され易くしたりすることができる。従
って、遊技者個人や遊技者全体の趣味嗜好の傾向に応じて、後付けで遊技性を向上させる
ことができる。また、選択情報の蓄積状況に応じて、演出バランスも変化していくため、
マンネリ化を抑制することができる。
【１１４２】
　手段Ｃ－７．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行することを
特徴とする手段Ｃ－６に記載の遊技システム。
【１１４３】
　手段Ｃ－７によれば、遊技者個人のこれまでに積み重ねてきた選択情報、すなわち、遊
技者の趣味嗜好を遊技に反映させることができる。例えば、表示手段における背景画や登
場キャラクタ等が変化するように複数のステージを設けて、通常の遊技状態中に操作手段
を操作することで、該ステージが順次変更されるような構成においては、例えば、パスワ
ードを入力することで、遊技者の選択率が高かった（選択回数の多い）ステージに自動で
切り替わるように構成することもできる。また、例えば、通常の遊技状態中（例えば、パ
チンコ機ではスーパーリーチ発展時等）や特別遊技状態の発生時に、演出の発展先や特別
遊技状態中の演出を遊技者が選択可能な構成においては、例えば、パスワードを入力する
ことで、演出を選択するためのカーソルが、これまでに遊技者の選択率が高かった演出を
選択するポジションに最初から照準されるように構成することもできる。さらに、例えば
、所定の期間内に遊技者が操作手段を操作することでその反応として所定の演出が導出さ
れ、場合によっては、操作回数によっても演出が変化するような構成においては、例えば
、パスワードを入力することで、操作手段をあまり操作しない遊技者に対応しては操作手
段を用いた演出をあまり行わない（その他の演出に置換する）、或いは、本来は操作手段
の操作回数が基準回数に達することで特定の演出が行われるところ、基準回数よりも少な
い所定回数の操作が行われることで前記特定の演出が導出されるように構成することもで
きる。従って、遊技者は、遊技を繰り返し行うにつれて遊技機が遊技者に馴染んでくるよ
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うな感覚を覚え、気分よく遊技を行うことができる。また、遊技者が選択可能な範囲で遊
技機を自分好みの状態にするべく、毎回同じ操作を行わなければならないといった事態を
解消することもできる。
【１１４４】
　手段Ｃ－８．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選
択情報記憶エリアを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、前記
全体選択情報記憶エリアの記憶内容とに応じた前記パスワードを発行することを特徴とす
る手段Ｃ－６に記載の遊技システム。
【１１４５】
　手段Ｃ－８によれば、遊技者全体のこれまでの選択情報を集計したもの、すなわち、該
当機種の遊技機を遊技している遊技者全体の趣味嗜好の統計を遊技に反映させることがで
きる。このため、例えば、初めて遊技する遊技者に対して先ず人気の高い演出等を勧めて
堪能してもらい、極力早い段階で遊技者の興味を引ける可能性を高める、また、例えば、
以前は別の演出ばかりを選択していた遊技者に対して試しに人気の高い演出も選択しても
らい、新たな良さを発見してもらうといった具合に、該遊技機の良さを積極的にアピール
することができる。従って、遊技の展開等によっては、遊技機のポテンシャルを上手く引
き出すことができず、それきり遊技を行ってもらえなくなるといった事態を低減させるこ
とができる。尚、当該遊技機の遊技経験が少ない場合に遊技者全体の趣味嗜好を反映させ
、ある程度遊技経験が積まれた場合に趣味嗜好を反映させないように構成してもよい。
【１１４６】
　手段Ｃ－９．前記ホスト側遊技情報記憶手段は、遊技者個人の前記遊技情報を蓄積記憶
可能な個人遊技情報記憶エリアを備え、
　前記ホスト側選択情報記憶手段は、遊技者個人の前記選択情報を蓄積記憶可能な個人選
択情報記憶エリアと、遊技者全体の前記選択情報を蓄積記憶可能な全体選択情報記憶エリ
アとを備え、
　前記パスワード発行手段は、該当する前記個人遊技情報記憶エリアの記憶内容と、該当
する前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容、及び、前記全体選択情報記憶エリアの記憶
内容のうち少なくとも一方とに応じた前記パスワードを発行することを特徴とする手段Ｃ
－６に記載の遊技システム。
【１１４７】
　手段Ｃ－９によれば、遊技者個人の趣味嗜好を反映させることや、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させることができるようになり、上記手段Ｃ－７及びＣ－８と基本的に同様の作
用効果が奏される。尚、遊技者が個人の趣味嗜好を反映させるのか、遊技者全体の趣味嗜
好を反映させるのか（、或いは、全く反映させないのか）を選択可能に構成してもよい。
さらに、かかる選択は、パスワードの入力時又はウェブページ上でのパスワード発行時等
に行われることが考えられるが、ウェブページ上（サーバ側）で設定されるようにするこ
とで、パスワードに使用される総ワード数の低減を図ることができ、パスワードの発行に
関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることができ
る。
【１１４８】
　手段Ｃ－１０．前記パスワード発行手段は、パスワードの発行に際し、前記ホスト側遊
技情報記憶手段において特定の前記遊技情報が予め定められた規定量以上蓄積されている
か否かを判別し、否定判別された場合には、前記個人選択情報記憶エリア及び前記全体選
択情報記憶エリアの記憶内容に応じた前記パスワードを発行し、肯定判別された場合には
、前記個人選択情報記憶エリア及び前記個人選択情報記憶エリアの記憶内容に応じた前記
パスワードを発行することを特徴とする手段Ｃ－９に記載の遊技システム。
【１１４９】
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　手段Ｃ－１０によれば、該当する遊技機に関して遊技経験が浅く、また、遊技者個人の
趣味嗜好のデータ量もそれほど取得できていない状態では、遊技者全体の趣味嗜好を遊技
に反映させ、遊技機の良さを積極的にアピールすることができる。さらに、遊技者が該当
する遊技機の遊技経験をある程度積んだ場合には、遊技者個人の趣味嗜好を遊技に反映さ
せて、その遊技者にとって遊技をより快適に行えるようになる。従って、状況に応じた好
適な遊技性を提供することができる。
【１１５０】
　また、サーバ側で、個人選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアのうちどちら
の記憶内容を遊技に反映させるのか（パスワードに含ませるのか）を決定するため、個人
選択情報記憶エリア及び全体選択情報記憶エリアの両方の記憶内容をパスワードに含ませ
る場合に比べて、パスワードから識別される情報の数、ひいては、パスワードの全パター
ン数を低減させることができる。このため、パスワードを極力短くしたり、パスワードに
使用されるワードの種類数の低減を図ったりすることができる。従って、パスワードの発
行に関する処理や記憶容量の簡素化やパスワード入力に関する手間の軽減等を図ることが
できる。
【１１５１】
　手段Ｃ－１１．蓄積された前記選択情報を遊技に反映させるか否かを遊技者が選択可能
に構成されていることを特徴とする手段Ｃ－６乃至Ｃ－１０のいずれかに記載の遊技シス
テム。
【１１５２】
　手段Ｃ－１１によれば、蓄積された選択情報が遊技に反映されないようにすることがで
きる。従って、現状のままのバランスがよい遊技者についても、快適に携帯通信端末及び
サーバを利用したモバイル連動遊技を快適に行うことができる。
【１１５３】
　手段Ｃ－１２．前記遊技機は、前記入力手段を操作することで回答可能なアンケートを
実施可能に構成されるとともに、
　入力された前記パスワードに含まれる前記選択情報に関する情報に応じて、アンケート
内容を変更可能に構成されていることを特徴とする手段Ｃ－６乃至Ｃ－１１のいずれかに
記載の遊技システム。
【１１５４】
　手段Ｃ－１２によれば、アンケートを実施することで、単に選択演出の選択をカウント
するだけでは把握しきれない情報を得ることができる。例えば、嫌いな（面白くない）演
出を尋ねたり、特定の演出が好きな理由を尋ねたりすることが可能となる。従って、より
多くの情報を集めることができ、遊技者のニーズにそぐわない遊技機を制作してしまうと
いった事態をより確実に回避することができる。
【１１５５】
　また、本手段では、遊技機に入力されたパスワードに含まれる選択情報に応じてアンケ
ート内容を変えることができる。すなわち、例えば、手段Ｃ－７に対応して、遊技者本人
が過去に選択演出の中で演出Ａという演出を多く選択しているような場合に、表示手段に
おいて「演出Ａが好きな理由を教えてください。１；当たりになり易い。２；登場キャラ
クタが好き。３；サウンドが好き。」等の表示を行うことも可能である。従って、より細
かな調査を行うことができ、より上質なアンケートデータを得ることができる。また、選
択肢を減らしたり、質問の回数を減らしたりしても細かな内容への質問に効率よく移行す
ることができ、遊技者としても比較的スムースに（さほどのストレスを感じることなく）
アンケートに答えることができる。
【１１５６】
　加えて、数多くの質問事項を用意してランダムに導出した場合、質問が偏ったり、遊技
者の趣味嗜好に対して的外れな質問であったりするおそれがあるが、本手段では、的確な
質問事項を導出することができる。従って、アンケートを効率よく行うことができ、より
好適な答えが得られるうえ、アンケート演出の導出回数を減らすことができ、アンケート
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演出が遊技中に何度も導出されることで遊技者が嫌気を感じてしまうといった事態を抑制
することができる。
【１１５７】
　手段Ｃ－１３．前記アンケートは、当該アンケートへの参加を示す操作が行われた場合
にのみアンケート内容が表示される（アンケートへの不参加を示す操作が行われたり、所
定期間内に対応する操作がなかったりした場合はアンケート内容を表示しない）ように構
成されていることを特徴とする手段Ｃ－１２に記載の遊技システム。
【１１５８】
　手段Ｃ－１３によれば、アンケートに参加したくない遊技者の意思を尊重することがで
きる。また、遊技者がアンケートに参加する意思がないのにもかかわらず、アンケート内
容の表示に移行してしまい、ここで操作が行われなかったり、遊技者が質問内容を確認す
ることなく入力手段を連打する等して本心とは異なる選択をしたりすること等に起因して
、アンケート結果の正確さが著しく低下してしまうといった事態を抑制することができる
。
【１１５９】
　手段Ｃ－１４．前記遊技情報記憶手段には、当該遊技情報記憶手段に対して遊技者個人
の前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記遊技情報のみが
記憶されることを特徴とする手段Ｃ－５乃至Ｃ－１３のいずれかに記載の遊技システム。
【１１６０】
　手段Ｂ－１４によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えることが
できる。
【１１６１】
　手段Ｃ－１５．前記選択情報記憶手段には、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人
の前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間だけでなく、それ以外の期間
における前記選択情報についても記憶されることを特徴とする手段Ｃ－５乃至Ｃ－１４の
いずれかに記載の遊技システム。
【１１６２】
　手段Ｃ－１５によれば、データを送ってくれた遊技者の分以外の選択情報もついでに送
られるようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの選択情報を得ることが
できる。尚、遊技者個人の選択情報を別途記憶しない構成の場合には、特定の遊技者の選
択情報をぼかすことができ、個人の趣味・嗜好が知らない間に浮き彫りにされてしまう（
遊技者にそのことが知れて気分を害されてしまう）といった事態を抑制することができる
。
【１１６３】
　手段Ｃ－１６．前記遊技情報記憶手段の記憶内容は、前記遊技情報及び前記選択情報を
含む前記符号情報が前記表示手段に表示された場合に消去されるのに対し、前記選択情報
記憶手段の記憶内容は、前記遊技情報記憶手段の記憶内容が消去された後も残されること
を特徴とする手段Ｃ－１５に記載の遊技システム。
【１１６４】
　手段Ｃ－１６によれば、遊技機における遊技情報のデータ記憶容量を極力抑えつつ、サ
ーバに対してより多くの選択情報を送る（他の遊技者分の選択情報をもまとめて送る）こ
とが可能となる。さらに、例えば、符号情報を表示手段に表示させた場合に選択情報記憶
手段の記憶内容が消去されるような構成の場合、例えば、遊技者が遊技の終了時に遊技機
の表示手段において符号情報を表示させたが、該符号情報を読み取ってサーバに送信する
といった行為を行わなかった場合において、該遊技者の選択情報はサーバに送られること
なく、かつ、遊技機側にも残らなくなってしまう。これに対し、本手段によれば、符号情
報を表示した後も選択情報記憶手段の記憶内容は残されるため、他の遊技者によってサー
バに送ってもらう可能性が残される。従って、より多くの選択情報を得るといった作用効
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果が一層確実に奏される。
【１１６５】
　手段Ｄ－１．前記符号情報は、携帯通信端末で読み取られると、携帯通信端末において
ＵＲＩ形式の文字列情報に変換され、少なくとも一部の前記遊技情報及び前記選択情報に
関しては、対応する文字列同士の間で並ぶ順番が定められているとともに、前記各遊技情
報及び選択情報をそれぞれ示す文字列の間には、区切りの文字が介在するように設定され
ていることを特徴とする遊技機。
【１１６６】
　手段Ｄ－１によれば、遊技情報や選択情報を示す文字列が並ぶ順番と、区切りの（区切
りを示す）文字とを決めておくことで、各情報を示す文字列の数を自由に変更することが
できる。これにより、情報量の少ないときには極力文字数を少なくすることができ、通信
時間の低減（通信料の抑制）等を図ることができる。また、通信時間の低減（通信料の抑
制）を図るべく、一度に送信するデータ量の上限を定めた場合、情報量の少ないときには
極力文字数を切り詰めることで、より多くの（種類の）情報を送ることができる。これに
より、より多くのホットな情報を得ることができる。
【１１６７】
　手段Ｄ－２．前記符号情報は、携帯通信端末で読み取られると、携帯通信端末において
ＵＲＩ形式の文字列情報に変換され、少なくとも一部の前記遊技情報及び前記選択情報に
関しては、対応する文字列同士の間で並ぶ順番が定められているとともに、前記各遊技情
報及び選択情報を示す文字列の冒頭には、前記遊技情報及び前記選択情報の冒頭であるこ
とを示す冒頭文字が介在し、
　対応する前記遊技情報及び前記選択情報の蓄積記憶がなかった場合には、対応する前記
冒頭文字のみが残されることを特徴とする遊技機。
【１１６８】
　手段Ｄ－２によれば、冒頭文字は結果的に各遊技情報及び選択情報をそれぞれ示す文字
列の間に存在することとなるから、手段Ｄ－１の区切り文字を介在させた場合と同等の作
用効果を奏することができる。また、対応する遊技情報及び選択情報の蓄積記憶がなかっ
た場合、すなわち、例えば、所定条件の成立をカウントした値が遊技情報である場合にお
いて前記所定条件が一度も成立しなかった場合には、冒頭文字のみが残される、つまり、
その後の順番の遊技情報または選択情報に対応する冒頭文字と連続することとなり、これ
によって、対応する遊技情報及び選択情報の蓄積記憶がないことをサーバ側で把握するこ
とが可能となる。従って、冒頭文字以外の文字列で、対応する遊技情報及び選択情報の蓄
積記憶がないことを示す場合に比べ、文字数をより一層切り詰めることができる。
【１１６９】
　手段Ｄ－３．前記表示手段において所定の演出が導出されている状態において遊技者に
よる操作が行われることで、前記所定の演出がスキップされる、或いは、異なる演出に変
化する演出キャンセル操作手段が設けられ、前記演出キャンセル手段を操作して演出をキ
ャンセルした場合の情報が前記選択情報として蓄積記憶されることを特徴とする手段Ｄ－
１又はＤ－２に記載の遊技機。
【１１７０】
　手段Ｄ－３によれば、例えば、表示手段において表示等される演出が、遊技者にとって
好ましい印象を受けないような場合や、期待を大きくかけすぎてドキドキして見ていられ
ない場合等において、遊技者がストレスを受けるといった事態を防止したり、かかるキャ
ンセル機能を使用して新たな楽しみを見出したりすることができる。また、演出キャンセ
ル操作手段による演出キャンセル機能を使用したことを示す情報が蓄積記憶され、携帯通
信端末を介して、サーバに送信される。このため、遊技機の開発の参考にしたり、次回以
降のモバイル連動遊技に反映させたりすることができる。尚、この設定は遊技者の意思で
元に戻せるように構成することが好ましい。
【１１７１】
　手段Ｄ－４．携帯通信端末からサーバに対して位置情報が送られるとともに、サーバか
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ら当該位置情報に応じたパスワードが発行され、当該パスワードが遊技機に入力された場
合、位置情報に対応するご当地演出を実行可能となることを特徴とする手段Ｄ－１乃至Ｄ
－３のいずれかに記載の遊技機。
【１１７２】
　手段Ｄ－４によれば、モバイル連動遊技を行うとご当地演出を導出させることが可能と
なる。このため、モバイル連動遊技をより興味深いものとし、モバイル連動遊技への参加
を促すことができる。尚、前回遊技したご当地と、今回遊技したご当地とが同じ場合と異
なる場合とで異なる演出が導出されるように構成してもよい。さらに、各ご当地で遊技を
行った回数が蓄積記憶されて、この蓄積情報が遊技演出に反映されるように構成してもよ
い。
【１１７３】
　手段Ｄ－５．前記ご当地演出用のデータは、パスワードを入力したモバイル連動遊技に
際してだけではなく、否モバイル連動遊技に際しても、導出され得ることを特徴とする手
段Ｄ－１乃至Ｄ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１１７４】
　手段Ｄ－５によれば、ご当地演出を楽しんでもらう機会を増やすことができる上、モバ
イル連動遊技への参加を促すことができる。尚、否モバイル連動遊技では、バイル連動遊
技に比べ、ご当地演出用の発生の確率が低いこととしてもよい。また、モバイル連動遊技
では、遊技者の意思でご当地演出用のデータを選択可能であるが、否モバイル連動遊技で
は、遊技者の意思には関係なくランダムでご当地演出用のデータが導出されることとして
もよい。これらの構成を採用することで、モバイル連動遊技への参加をより促す（否モバ
イル連動遊技でのご当地演出の発生をモバイル連動遊技参加への呼び水とする）ことがで
きる。
【１１７５】
　手段Ｄ－６．遊技者の遊技開始時刻を示す情報、遊技時間を示す情報、及び、遊技終了
時刻を示す情報のうち少なくとも１つを前記情報出力手段によって出力可能に構成され、
　サーバにおいて蓄積された遊技者の遊技開始時刻を示す情報、遊技時間を示す情報、及
び、遊技終了時刻を示す情報に基づいて設定されたパスワードが入力された場合、遊技の
時間に関する演出を実行可能となることを特徴とする手段Ｄ－１乃至Ｄ－５のいずれかに
記載の遊技機。
【１１７６】
　手段Ｄ－６によれば、モバイル連動遊技を行うと遊技の時間に関する演出を導出させる
ことが可能となる。このため、モバイル連動遊技をより興味深いものとし、モバイル連動
遊技への参加を促すことができる。
【１１７７】
　Ｅ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、大当たり状態を発生させ
るか否かの当否抽選が行われるとともに、可変表示装置にて当否抽選の結果を教示するた
めの変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１１７８】
　ところで、近年の遊技機は、遊技に際しての単調感を抑制するべく、多様な演出が導出
されるようになっている。しかしながら、遊技者には演出に対してもそれぞれ好みがあり
、例えば、スペックやモチーフ等の大部分は気に入っているが、気に入らない演出がある
とか、各演出の出現バランスが腑に落ちないとかの理由だけで、遊技を行う気が低下して
しまい、中には、遊技を止めてしまうといったような遊技者もいる。
【１１７９】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技者に遊技をより堪能してもらうことのできる遊技機を提供することにある。
【１１８０】
　手段Ｅ－１．演出に関する複数の演出設定項目を遊技者が設定可能に構成され、
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　遊技者による前記演出設定項目の設定内容を記憶可能な設定記憶手段を備え、
　前記遊技者による演出設定項目の設定内容を含む符号化された選択情報を入力可能に構
成され、入力された前記選択情報のうち前記遊技者による演出設定項目の設定内容に関す
る情報が複合化されて前記設定記憶手段に記憶されることを特徴とする遊技機。
【１１８１】
　手段Ｅ－１によれば、演出に関する複数の演出設定項目に関し、遊技者による演出設定
項目の設定内容を含む符号化された選択情報（例えばパスワード等）を遊技機に入力する
ことで、遊技機の外部で行った設定や、以前の遊技に際して遊技機で行った設定を、今回
の遊技に反映させることができる。このため、同じ設定を何度も一からやり直さなくて済
み、利便性の向上等を図ることができる。また、遊技者は、自分好みの演出にすることが
でき、遊技をより快適かつより魅力的なものとすることができる。従って、例えば、スペ
ックやモチーフ（コンセプト）等の大部分は気に入っているが、気に入らない演出がある
とか、各演出の出現バランスが腑に落ちないとかの理由だけで、遊技を止めてしまう（２
度とやらない等）といった事態を抑制することができ、遊技者に遊技機をより堪能しても
らうことができる。
【１１８２】
　尚、「前記演出設定項目には基準（オリジナル）の設定があり、遊技者による前記演出
設定項目の設定が行われていない場合には、基準の設定が行われること」としてもよい。
また、「遊技者の操作によって、前記演出設定項目の設定をリセットすることのできるリ
セット手段を備え、リセット操作が行われた場合、前記演出設定項目に関して基準の設定
が行われること」としてもよい。加えて、リセット操作が行われた場合には、前記設定記
憶手段の記憶が消去されるように構成してもよいし、リセット操作では消去されずに、上
書きや電源オフで消去されるように構成してもよい。
【１１８３】
　手段Ｅ－２．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する遊技経
歴情報（例えば、遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報や、遊技者の操
作可能な操作手段への操作による選択に関する情報である選択情報等）をサーバに伝送可
能な遊技機において、
　前記選択情報は、サーバにおいて発行され、（遊技者によってサーバ上で設定された）
前記演出設定項目の設定内容を含むパスワードであることを特徴とする手段Ｅ－１に記載
の遊技機。
【１１８４】
　手段Ｅ－２によれば、携帯通信端末及びサーバを利用した遊技（モバイル連動遊技）を
行うために遊技機にパスワードを入力することで、（既に遊技者による演出設定項目の設
定が行われているのであれば、）付随的に遊技者の演出設定項目の設定を遊技機に設定す
ることができる。従って、比較的スムースに遊技機の演出に関する設定変更を行うことが
できる。
【１１８５】
　また、演出設定項目の設定内容はサーバを介して遊技機に入力されることとなる。この
ため、サーバにおいては、遊技者全体の演出設定項目の設定内容を把握することができる
。従って、設定内容を公開したり、設定内容の情報交換（人気投票等）を行ったりするこ
とができ、情報共有等を行うことによって、遊技機を中心とする遊技体系（モバイル連動
遊技）をより堪能することができる。さらには、遊技機メーカー側で遊技者全体の好み（
動向）等を把握することができ、遊技機開発に生かすことができる。
【１１８６】
　尚、「前記パスワードには、少なくとも遊技経歴情報に基づく情報が含まれること」と
してもよい。また、「前記演出設定項目は、遊技者によってサーバ上で設定可能に構成さ
れていること」としてもよい。
【１１８７】
　手段Ｅ－３．日時を計測可能な日時計測手段を備え、
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　期間情報を含むパスワードが入力された場合、前記日時計測手段を参酌して対応する処
理が行われることを特徴とする手段Ｅ－２に記載の遊技機。
【１１８８】
　サーバ側だけで期間を限定するとした場合、配信期間は限定されるものの、遊技機で対
応演出を出現させる期間を限定することはできない。つまり、パスワードを入手しておけ
ば、以降、遊技機においていつでも対応する演出を導出させることができてしまう。これ
に対し、本手段Ｅ－３のように、日時計測手段を備えることで、対応する演出を導出可能
な期間を限定することができる。従って、限定された期間に遊技を行っておこうという意
欲を向上させることができる。
【１１８９】
　手段Ｅ－４．少なくとも前記演出設定項目に関する演出が行われた場合に、当該演出に
対する好き嫌いの印象を入力可能な好悪入力手段と、
　前記好悪入力手段の操作による前記好き嫌いに関する好悪情報を蓄積記憶可能な好悪情
報記憶手段とを備え、
　前記好悪情報記憶手段に蓄積記憶された好悪情報を前記演出設定項目の設定内容に反映
可能に構成されていることを特徴とする手段Ｅ－１乃至Ｅ－３のいずれかに記載の遊技機
。
【１１９０】
　手段Ｅ－４によれば、実際に遊技を行い、演出設定項目に関する演出を体感してみて、
その演出に対する好き嫌いの印象を遊技機に入力して反映させていくことができる。従っ
て、遊技者の希望により近い設定を行うことができ、遊技者により気分良く遊技してもら
うことができる。
【１１９１】
　尚、所定の抽選の結果を停止態様にて教示する識別情報の変動表示、又は、それに対応
する表示が行われる識別情報表示手段と、前記識別情報表示手段とは別に設けられたサブ
表示手段とを備え、前記好悪情報に関する表示は、前記サブ表示手段において行われるこ
ととしてもよい。この場合、識別情報表示手段において、例えば、好悪入力手段への入力
をガイダンスする表示等が行われることで、識別情報の変動表示（又はそれに対応する表
示）が視認し難くなってしまうといった事態を回避することができる。
【１１９２】
　手段Ｅ－５．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する遊技経
歴情報をサーバに伝送可能な遊技機において、
　前記遊技経歴情報を蓄積記憶可能な蓄積記憶手段と、
　前記蓄積記憶手段に蓄積記憶されている前記遊技経歴情報を符号化して出力可能（例え
ば、２次元コード化して表示手段に出力可能）な情報出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記好悪情報記憶手段に蓄積記憶された好悪情報を、前記蓄積記
憶手段に蓄積記憶された前記遊技経歴情報とともに符号化して出力可能に構成され、
　前記好悪情報に基づいてサーバで変更された前記演出設定項目の設定内容を含み、前記
サーバで発行された前記選択情報としてのパスワードを入力することで、前記好悪情報が
反映された前記演出設定項目の設定内容が前記設定記憶手段に記憶されることを特徴とす
る手段Ｅ－４に記載の遊技機。
【１１９３】
　手段Ｅ－５によれば、モバイル連動遊技を行うだけで、好悪情報を反映させつつ、比較
的スムースに遊技機の演出に関する設定変更を行うことができる。
【１１９４】
　尚、前記好悪情報記憶手段に蓄積記憶された好悪情報に基づいて、サーバを介さずとも
、前記設定記憶手段に記憶されている前記演出設定項目の設定内容を変更可能に構成して
もよい。この場合、好悪情報を遊技機内で即座に反映させることができ、遊技者にその日
のその後の遊技をより気分よく行ってもらうことができる。
【１１９５】
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　尚「遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と
、前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶され
ている遊技情報、及び、前記選択情報記憶手段に蓄積記憶されている選択情報のうち、少
なくともサーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示さ
せる情報出力手段とを備えていること」としてもよい。
【１１９６】
　手段Ｅ－６．サーバで発行され、前記演出設定項目の設定内容を含み、前記遊技経歴情
報に基づく情報を含まないパスワード（例えば、演出設定項目の設定内容のみを示すパス
ワードや、演出設定項目の設定内容及び遊技機の機種を特定する情報のみを示すパスワー
ドや、演出設定項目の設定内容及びパスワード発行日時（この場合は同じ設定を実施する
ためのパスワードでもワードが異なる）等）を入力可能に構成されていることを特徴とす
る手段Ｅ－５に記載の遊技機。
【１１９７】
　サーバで発行されるパスワードに遊技者個人の情報が含まれる場合には、他人がかかる
パスワードを使用するわけにはいかない。この点、手段Ｅ－６によれば、演出設定項目の
設定内容を含み、遊技経歴情報に基づく情報を含まない（演出設定項目の設定内容のみの
）パスワードをサーバに発行させて、そのパスワードを遊技機に入力し、パスワードに含
まれる演出設定項目の設定内容を設定記憶手段に記憶する等の対応処理を実行することが
できる。このため、サーバ上等で気に入った演出設定を見つけた場合に、対応するパスワ
ードをメモしておけば、誰でも簡単に（演出設定項目を１つ１つ気に入った設定に合わせ
て設定していかなくても済み）その演出設定での遊技を行うことができる。従って、遊技
者の好みに応じて演出を変更できるといった遊技性をより気軽に堪能することができる（
モバイル連動遊技を行っていない遊技者であっても、自分好みの演出設定での遊技を堪能
することができる。）。また、他人が設定した複数の演出設定項目の組み合わせを比較的
簡単に試すことができることから、自分に合った演出設定を見つけ易くすることができる
。
【１１９８】
　尚、サーバにおいて、演出設定のランキングが発表され、その上位の演出設定と、対応
するパスワード（遊技経歴情報に基づく情報は含まない）とが公開されることとしてもよ
い。この場合、多くの遊技者が面白いと感じた演出設定をもっと多くの遊技者に楽しんで
もらうことができる。
【１１９９】
　手段Ｅ－７．前記演出設定項目の設定でランダムを選択可能に構成され、
　ランダムに設定された設定内容が前記設定記憶手段に記憶されることを特徴とする手段
Ｅ－１乃至Ｅ－６のいずれかに記載の遊技機。
【１２００】
　手段Ｅ－７によれば、オリジナルからの変化は欲しいが、特に望む設定がない、或いは
、設定内容を自分では知りたくないといった遊技者の要望にも応えることができる。
【１２０１】
　尚、上記手段Ａ－６のようなモバイル連動遊技が行われる場合であって、サーバ上で遊
技者による演出設定項目の設定が行われ、サーバ側においても遊技者による前記演出設定
項目の設定内容を記憶可能なサーバ側設定記憶手段が設けられる構成において、遊技者が
演出設定項目の設定でランダムを選択した場合、ランダムから設定を変更しなければ、ラ
ンダムに設定され続ける（サーバ側設定記憶手段のランダムの設定が変更されない）こと
としてもよいし、サーバが、携帯通信端末を介して、設定記憶手段に記憶された演出設定
項目の設定内容の情報を受けることで、それに応じてサーバ側設定記憶手段の記憶（設定
内容）が変更されることとしてもよい。
【１２０２】
　尚、「前記演出設定項目の設定をランダムで行う場合の選択範囲を指定可能に構成され
ていること」としてもよい。この場合、例えば、所定の演出の出現率等に関し、自分の好



(200) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

みの演出設定となるようにある程度の限定を行いたいが、設定値そのものは知りたくない
といった遊技者の要望にも応えることができる。
【１２０３】
　手段Ｅ－８．所定の抽選の結果を停止態様にて教示する識別情報の変動表示、又は、当
該識別情報の変動表示に対応するサブ識別情報の変動表示が行われる識別情報表示手段を
備え、
　１回の変動表示中に導出される演出の組合わせの可否の設定を実行可能に構成されてい
ることを特徴とする手段Ｅ－１乃至Ｅ－７のいずれかに記載の遊技機。
【１２０４】
　近年の変動表示の演出は、複数の演出が組み合わさって（連なって）導出されるように
なっているが、演出がどんどん複合していくことで、１回の変動表示が長時間化する場合
があり、これに辟易する遊技者も少なくない。また、ほぼ同じ意義を有する演出が重複出
現する場合もある。これに対し、手段Ｅ－８によれば、遊技者が１回の変動表示において
複合する演出の組合わせを限定可能とすることにより、かかる懸念を払拭することができ
る。尚、所定時間の演出を短縮したバージョンの演出を導出可能に構成し、遊技者が選択
可能に構成してもよい。
【１２０５】
　手段Ｅ－９．遊技者が選択した前記演出設定項目の組合わせによって、単独では設定す
ることのできない特殊演出を導出可能に構成されていることを特徴とする手段Ｅ－１乃至
Ｅ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１２０６】
　手段Ｅ－９によれば、演出設定項目の設定により興味を抱かせることができ、遊技に対
するモチベーションの維持に繋げることができる。例えば、Ａ演出と、Ｂ演出と、Ｃ演出
とがあり、Ａ～Ｃ演出がいずれも行われるように設定すると、Ａ～Ｃ演出がそのまま導出
されるだけだが、Ａ演出及びＢ演出のみが行われるように設定すると、設定にはなかった
Ｄ演出も導出されるようになる、といった構成を採用する場合、隠れた演出を導出させる
等の宝探しに似た楽しみを付与することができる。
【１２０７】
　Ｆ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生させる
か否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動表
示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１２０８】
　また、遊技機には、予め定められた所定量の遊技を行ったり、規定された一定の期間内
に対象の演出や遊技状態を発生させたりするといった条件を達成するといった遊技経験に
応じて演出が変化するものもある。
【１２０９】
　しかしながら、条件の達成に伴って付与される演出状態を堪能する機会を早く得たいと
思っている遊技者であっても、達成条件をクリアするまでにあと少しとなったことに気付
かずに遊技を止めてしまい、前記機会が次回以降の遊技に持ち越されてしまう等といった
事態を招くことが懸念される。
【１２１０】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技経験に応じて付与される演出状態を堪能してもらうための利便性の向上を図ることの
できる遊技機を提供することにある。
【１２１１】
　手段Ｆ－１．遊技に関する情報である遊技情報を記憶可能な遊技情報記憶手段を備え、
　前記遊技情報記憶手段に記憶された特定の遊技情報の記憶状況に応じて、選択される演
出に変化が生じる特定演出状態に移行させる構成であって、
　前記特定演出状態に移行させるための状態移行条件（ミッション）が設定され、
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　状態移行条件の達成が近くなった場合に教示を行う達成間近教示手段を備えていること
を特徴とする遊技機。
【１２１２】
　手段Ｆ－１によれば、状態移行条件（以下、ミッションと言う）の達成が近づいた状態
であっても、遊技者がそれに気付かずに遊技を止めてしまうといった事態を回避すること
ができる。従って、ミッションを達成することで得られる新たな演出状態（特定演出状態
）を堪能したい遊技者は、遊技をしばし継続してミッションを達成するといった選択を行
うことができる。このため、ミッションを達成することで得られる演出状態を目当てにし
て遊技をしている遊技者にとって、達成まであと一歩のところまで来ていたがそこでやめ
てしまって、特典である演出状態を堪能することが次回以降に持ち越されてしまう、或い
は、次回にまた一からやり直さなければならないといった事態になってしまうことを自身
の判断で回避することができる。結果として、後になって、ミッション達成まであと一歩
のところで遊技を止めてしまったという情報を知って悔しい思いをするといった事態を回
避できるとともに、遊技者自身の猶予時間や遊技ホールの営業時間等を加味して、ミッシ
ョン達成を今回にするか次回にするか等の遊技に関する予定を立て易くなり、遊技経験（
達成済みミッション）に応じて付与される演出状態を堪能してもらうための利便性の向上
等を図ることができる。
【１２１３】
　手段Ｆ－２．前記遊技情報記憶手段は、前記特定の遊技情報としてのカウント遊技情報
をカウントする遊技情報カウント手段を備え、
　前記状態移行条件には、前記遊技情報カウント手段においてカウントされた前記カウン
ト遊技情報が規定回数実行されたことに応じて達成されるカウント系ミッションがあり、
　前記規定回数までの残り回数が予め定められた許容値未満となった場合に、前記達成間
近教示手段が、前記状態移行条件の達成が近くなったことを教示することを特徴とする手
段Ｆ－１に記載の遊技機。
【１２１４】
　尚、規定回数は一定ではなく、抽選によってある程度の範囲の中からランダムに選択さ
れることとしてもよい。すなわち、第１演出状態→第２演出状態になるまでに、ある遊技
者は５回でよかったものが、別の遊技者は６回必要になるといった具合である。当該構成
を採用する場合には、演出性の向上を図ることができる。また、ミッション達成条件が成
立した場合であっても、かかる規定回数の選択可能範囲内において、ミッション達成を先
延ばしにしてもよい。例えば、遊技者にとって有利な状態となる特別遊技状態の発生回数
をカウントする場合であって、特別遊技状態の種別が複数存在する場合、どの種別の特別
遊技状態が発生しても発生回数としてカウントはされるものの、比較的特典の少ない特別
遊技状態が発生することでミッション達成条件が成立した場合には、規定回数の選択可能
範囲内において、ミッション達成にすることなく、比較的特典の多い特別遊技状態が発生
した場合、又は、比較的特典の少ない特別遊技状態が発生した場合でもそれ以上待つと規
定回数の選択可能範囲を超えてしまう場合に、ミッション達成となること（例えば、大々
的にミッション達成の演出を行う）としてもよい。この場合、ミッションの達成感を増幅
させることができる。
【１２１５】
　手段Ｆ－３．前記規定回数までの残り回数が予め定められた許容値未満となった場合に
、前記達成間近教示手段が、前記規定回数に至るまでの残り回数を教示することを特徴と
する手段Ｆ－２に記載の遊技機。
【１２１６】
　手段Ｆ－３によれば、例えば、カウント系ミッション達成まで残り１０回以内（或いは
、１５回～１０回のうちランダムで設定）になると特定の演出が行われる等するものに比
べて、ミッション達成までの回数を明確に把握することができる。
【１２１７】
　手段Ｆ－４．所定条件の成立を契機として行われる抽選にて当選した場合に、前記遊技
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情報カウント手段においてカウントされる前記カウント遊技情報に対応するカウント系ミ
ッションに関し、
　前記達成間近教示手段は、達成可能なカウント系ミッションを教示するとともに、カウ
ント系ミッション達成への期待度を示唆する演出を行うことを特徴とする手段Ｆ－２又は
Ｆ－３に記載の遊技機。
【１２１８】
　手段Ｆ－４によれば、何のミッション達成がかかっているかを把握するとともに、その
ミッション達成期待度がどれ程かを示唆するといった新たな演出を堪能することができる
。
【１２１９】
　手段Ｆ－５．前記遊技情報記憶手段は、前記特定の遊技情報としての限定遊技情報を記
憶する限定系達成情報記憶手段を備え、
　前記状態移行条件には、予め定められた規定の時間内において、対象の前記限定遊技情
報が前記限定系達成情報記憶手段に記憶されたことに応じて達成される限定系ミッション
があり、
　前記予め定められた規定状態となった場合に、前記達成間近教示手段が、前記対象とさ
れる前記限定遊技情報（を前記限定系達成情報記憶手段に記憶させるために必要な条件）
を教示することを特徴とする手段Ｆ－１乃至Ｆ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１２２０】
　手段Ｆ－５によれば、限定系ミッションを達成するチャンスが訪れていることを把握す
ることができ、当該チャンスを利用するか否かを遊技者自身で選択することができる。尚
、達成間近教示手段は、限定系ミッション達成への期待度を示唆する演出を行うこととし
てもよい。
【１２２１】
　手段Ｆ－６．前記規定状態となるまでの残り時間が予め定められた許容値未満となった
場合に、前記達成間近教示手段が、前記規定状態に至るまでの残り時間を教示することを
特徴とする手段Ｆ－５に記載の遊技機。
【１２２２】
　手段Ｆ－６によれば、限定系ミッションを達成するチャンスがあと少し待てば訪れるこ
とを把握することができる。
【１２２３】
　手段Ｆ－７．前記達成間近教示手段は表示部を備え、
　達成が近くなった状態移行条件のリストを表示可能に構成されていることを特徴とする
手段Ｆ－１乃至Ｆ－６のいずれかに記載の遊技機。
【１２２４】
　手段Ｆ－７によれば、落ち着いてより確実に達成が近くなったミッションを確認するこ
とができる。この場合、複数のミッションの達成が近い場合等に把握が難くなるといった
事態を防止することができる。
【１２２５】
　尚、所定条件の成立に基づいて行われる抽選の結果を教示するための変動表示が行われ
る可変表示手段の表示部とは別に、前記達成間近教示手段は表示部を備えていることとし
てもよい。この場合、例えば、ミッション用の表示を可変表示手段に表示することで、抽
選の結果に関するものであると勘違いされてしまうといった事態を抑止することができる
。
【１２２６】
　手段Ｆ－８．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに伝送可能な遊技機において、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、及び、前記遊技情報記憶手段に記憶さ
れている遊技情報のうち、少なくともサーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み
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取り可能な符号情報を表示させる情報出力手段と、
　遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段とを備え、
　前記遊技情報記憶手段は、前記入力手段を用いてサーバで発行されるパスワードが入力
されてから、前記遊技情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバ
イル連動遊技状態において、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報が
記憶可能に構成されることを特徴とする手段Ｆ－１乃至Ｆ－７のいずれかに記載の遊技機
。
【１２２７】
　手段Ｆ－９．前記カウント遊技情報には、モバイル連動遊技の終了時において、前記情
報出力手段により、モバイル連動遊技中に前記遊技情報カウント手段でカウントされたカ
ウント値を含む情報が、前記表示手段に表示される前記符号情報に含められる第１カウン
ト情報と、含められない第２カウント情報とがあり、
　前記達成間近教示手段は、少なくとも前記第２カウント情報に関する前記カウント系ミ
ッションに関しての教示を行うことを特徴とする手段Ｆ－２及びＦ－８の記載を含む遊技
機。
【１２２８】
　第２カウント情報に対応するカウント系ミッションに関しては、モバイル連動遊技を一
旦止めてしまうと、１からカウントし直しとなってしまう。このため、手段Ｆ－９のよう
に、達成間近教示手段での教示を第２カウント情報に対応するカウント系ミッションに適
用させることで、ミッション達成まであと少しのところで遊技を止めてしまうことで、ミ
ッション達成までの道のりがより遠くなってしまうことを防止することができるといった
作用効果がより顕著に奏されることとなる。
【１２２９】
　尚、第２カウント情報に関するカウント系ミッションはモバイル連動遊技を止めると今
回の遊技のカウント分が消えてしまうということの説明を導出可能に構成してもよい。つ
まり、ミッション達成を目標とする遊技者が遊技を止めるか否かの判断が付き易くなり、
利便性を向上させることができる。
【１２３０】
　ちなみに、モバイル連動遊技を行わない遊技者に関しては、第２カウント情報に関する
カウント系ミッションだけでなく、第１カウント情報に関するカウント系ミッションにつ
いても、今回の遊技情報をサーバに記憶させて、次回の遊技に際して、前回の遊技情報を
反映させることができないため、モバイル連動遊技を行う場合の第２カウント情報に関す
るカウント系ミッションに適用する場合と同様に、ミッション達成までの道のりがより遠
くなってしまうことを防止することができるといった作用効果がより顕著に奏されること
となる。
【１２３１】
　尚、第２カウント情報に関するカウント系ミッションとしては、例えば、１回のモバイ
ル連動遊技において、遊技者にとって有利な所定の特別遊技状態を所定回発生させること
（確変大当たりでの初当たり１０回、通常大当たり連続５回等）、１回のモバイル連動遊
技において、或いは、特別遊技状態を発生させるか否かの抽選の結果を表示するための変
動表示を所定回数行う間に、所定の演出を所定回数以上発生させること（変動表示１００
回以内にリーチ状態を１０回以上発生させる、所定のサブキャラが出現する変動表示を３
連続で発生させる等）、自力での特別遊技状態終了後に７０７回転～７７７回転の変動表
示で大当たりすること等が挙げられる。
【１２３２】
　手段Ｆ－１０．モバイル連動遊技を終了させる操作を行った場合に、前記表示手段に前
記符号情報を表示する前の段階で、達成が近くなっている前記状態移行条件を教示可能に
構成されていることを特徴とする手段Ｆ－８又はＦ－９に記載の遊技機。
【１２３３】
　手段Ｆ－１０によれば、モバイル連動遊技を終了させる場合に、達成が近くなっている
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ミッションを確認することができるため、ミッションに関して今回のモバイル連動遊技開
始時当初の目標を思わず失念し、意図せずにモバイル連動遊技を終了させてしまうといっ
た事態を防止することができる。
【１２３４】
　尚、モバイル連動遊技を終了させる操作を行った場合に、達成が近くなっているミッシ
ョンを教示が必ず教示される（教示させないとモバイル連動遊技を終了させることができ
ない）ように構成してもよい。この場合、本手段の作用効果が一層確実に奏される。さら
に、達成が近くなっているミッションが教示された状態から、モバイル連動遊技を終了さ
せることなく、モバイル連動遊技に戻ることができることとしてもよい。また、達成間近
教示手段によるミッション達成が近くなっていることの教示は、当該モバイル連動遊技の
終了時に行うだけでもよい。
【１２３５】
　Ｇ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生させる
か否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動表
示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１２３６】
　また、遊技機が設置される遊技ホール等には、複数台の遊技機を横並びで（高さや前面
の位置を揃え、左右方向においては隣接する遊技機との間に遊技価値を供給可能とする等
の台間装置が設けられる等の好適な間隔で）設置可能な島設備が設けられている。一般に
、同一機種の遊技機が複数台導入される場合には、同一機種の遊技機が同一の島設備にま
とめて設置される傾向にある。さらに、近年では、島設備に設置された同一機種の複数台
の遊技機において、いずれも同じ時刻に同じ演出（一斉演出）を開始させるものがある。
【１２３７】
　ところで、かかる一斉演出は、現状では同じ動画等を鑑賞することにとどまっており、
かかる一斉演出を利用して遊技性をより一層向上させることが期待されている。
【１２３８】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
複数台の遊技機で同時に行われる演出を利用して遊技性をより一層向上させることのでき
る遊技機を提供することにある。
【１２３９】
　手段Ｇ－１．特定演出を実行する特定演出実行手段と、
　前記特定演出の実行期間内において、特定条件が達成されたことを検知する達成検知手
段と、
　前記特定条件が達成されたことを記憶する達成記憶手段と、
　前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示す（指標とな
る）値を記憶可能なはやさ記憶手段とを備える遊技機において、
　前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報、及び、遊技者を特定可能な遊技者情報を含む
情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段を備えていることを特徴とする遊技機。
【１２４０】
　手段Ｇ－１によれば、特定演出の開始からどれだけはやく特定条件を達成したのかを示
す指標となる値を記憶可能なはやさ記憶手段の記憶に関する情報、及び、遊技者を特定可
能な遊技者情報を含む情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段を備えることで、遊
技者の特定演出の結果を集計することが可能となる。このため、同一機種の複数台の遊技
機で一斉に特定演出を開始させる場合に、「特定演出を体験した遊技者のうち誰が特定条
件をいち早く達成したのかを競う」といった新たな遊技性を付与することができる。従っ
て、複数台の遊技機で同時に行われる特定演出を利用して遊技性をより一層向上させるこ
とができる。
【１２４１】
　尚、一般に、遊技機が設置される遊技ホールにおいては、遊技機の効率的・機能的なレ
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イアウトとするべく、複数台の遊技機を設置可能な島設備が設けられており、スペース効
率の向上、機能的な動線の確保、防犯・サービス向上のための視認性の向上、遊技機に関
わる付帯設備等の共用化、管理面の向上等が図られている。また、近年の島設備には、当
該島設備に設置された複数台の遊技機の電源を一斉にオンにすることのできる装置（集中
電源）が設けられており、本手段Ｇ－１の作用等は、かかる装置を前提としたものである
。
【１２４２】
　尚、「前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示す値」
としては、「特定演出の開始から特定条件の達成までに要した時間を示す値」や、特定条
件の達成が所定の抽選における当選に設定されている場合には、「特定演出の開始から特
定条件の達成までに行った抽選の回数を示す値」等が挙げられる。
【１２４３】
　手段Ｇ－２．遊技に関する情報である遊技情報を記憶可能な遊技情報記憶手段と、
　遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段とを備え、
　サーバとの間で情報交換を実行可能な遊技機において、
　サーバから提供される情報が前記入力手段により入力されることによって、前回の特定
演出の結果に基づく設定が、今回の遊技（の特定演出）において反映可能に構成されてい
ることを特徴とする手段Ｇ－１に記載の遊技機。
【１２４４】
　手段Ｇ－２によれば、前回の特定演出の結果（例えば、遊技者から送られてきたはやさ
記憶手段の記憶に関する情報に基づいてサーバ側で相対的に判断される）に基づく設定が
、次回の遊技（の特定演出）に反映されることから、特定演出に対してより強い興味を抱
かせることができる。また、前回の特定演出の結果に基づく設定を反映させていくために
は、遊技機とサーバとの間で情報交換をする遊技（モバイル連動遊技）に参加する必要が
あることから、結果的に、モバイル連動遊技に参加してもらう機会を増やすことができる
。これにより、サーバを管理・運営する遊技機メーカーでは、遊技機の開発資料となる遊
技情報をより多く得ることができる。
【１２４５】
　尚、「前回の特定演出の結果に基づく設定」とは、機種毎に適宜設定可能なものであっ
て、例えば、前回の特定演出に際して特定条件を一番に達成した遊技者に対し、次回の特
定演出における特定条件の種別、バックミュージック、所定の表示装置における主な登場
キャラクタ、（所定の操作手段を操作した際等の）効果音、及び、次回の特定演出に冠す
るネームを設定できる権利が付与され、最後に特定条件を達成した遊技者に対し、次回の
特定演出に際して所定の表示装置に登場するサブキャラクタを設定できる権利が付与され
、当該対象となる遊技者によって上記設定がなされた場合に、かかる設定を示す情報が、
サーバから提供される情報に含まれ、当該情報を遊技機に入力することで、対象の遊技者
による設定が、今回の特定演出に反映されるように構成してもよい。また、遊技者（の意
思）による設定が反映されるような構成に限定されるものではなく、例えば、前回の特定
演出に際して特定条件を一番に達成した遊技者のこれまでの遊技記録等に応じてサーバが
次回の特定演出に関する設定を行い、かかる設定を示す情報が、サーバから提供する情報
に含まれるように構成してもよい。さらに、所定の遊技者の設定が、別の遊技者の遊技に
反映されるように構成されていなくてもよく、例えば、遊技者が予め設定したタイムより
も速いタイムで特定条件を達成した場合に、当該遊技者の次回の遊技に際して、当該遊技
者の設定が反映される（タイムに応じて反映される項目の対象や数が変化するものでもよ
い）ような構成としてもよい。
【１２４６】
　尚、一般的なモバイル連動遊技としては、遊技者が操作する携帯通信端末を介して、遊
技機とサーバとの間で情報交換可能な遊技システムを利用したものが挙げられる。また、
例えば、「遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手
段を備え、前記情報出力手段は、前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊
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技情報記憶手段に記憶されている遊技情報、前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報、及
び、遊技者を特定可能な遊技者情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表
示させる情報出力手段とを備えること」としてもよい。さらに、「前記遊技情報記憶手段
には、前記入力手段を用いてサーバで発行されるパスワードが入力されてから、前記遊技
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバイル連動遊技状態にお
いて、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報が記憶可能に構成される
こと」としてもよい。
【１２４７】
　手段Ｇ－３．前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報に応じて、次回の特定演出に関す
る設定の決定権が付与され、
　前記次回の特定演出に関する設定が決定権者により行われた後においては、サーバから
当該設定を反映した情報が提供される構成であって、
　サーバから提供される情報が前記入力手段により入力されることによって、前記決定権
者による特定演出に関する設定が、今回の遊技の特定演出において反映されることを特徴
とする手段Ｇ－２に記載の遊技機。
【１２４８】
　Ｇ－３によれば、次回の特定演出に関する設定の決定権が付与された場合には、自分の
遊技のみならず、他人の遊技にも影響を与えることとなる。このため、特定演出の価値を
飛躍的に高めることができ、特定演出への興味や参加意欲をより一層高めることができる
。また、決定権者による設定は、特定演出に関するものだけにとどめてあることから、他
の遊技者の設定によって、自分の遊技を何もかも左右されてしまうといった事態を回避す
ることができる。
【１２４９】
　手段Ｇ－４．前記特定演出を開始する場合に、サーバから提供された情報が前記入力手
段により入力されているか否かを判別する入力有無判別手段を備え、
　前記入力有無判別手段によって肯定判別された場合には、前記特定演出を実行し、
　前記入力有無判別手段によって否定判別された場合には、前記特定演出を実行しないこ
とを特徴とする手段Ｇ－３に記載の遊技機。
【１２５０】
　手段Ｇ－４によれば、島設備に配置された複数台の遊技機においてばらばらの特定演出
が導出されてしまうことを回避することができる。従って、複数台の遊技機で一斉に特定
演出を行うことによる一体感が消失してしまうといった事態を防止することができる。ま
た、モバイル連動遊技への参加を促すことができる。
【１２５１】
　手段Ｇ－５．前記特定演出を開始する場合に、サーバから提供された情報が前記入力手
段により入力されているか否かを判別する入力有無判別手段を備え、
　前記入力有無判別手段によって否定判別された場合には、前記特定演出の実行期間にお
ける音量が小さくなる、無音になる、或いは、効果音だけとされるように構成されている
ことを特徴とする手段Ｇ－３又はＧ－４に記載の遊技機。
【１２５２】
　手段Ｇ－５によれば、モバイル連動遊技に参加していない場合には、特定演出の実行期
間における音量が低下したり、出力音が限定されたりする。このため、モバイル連動遊技
に参加している遊技者の特定演出を阻害してしまうことを回避することができる。また、
モバイル連動遊技への参加を促すことができる。
【１２５３】
　手段Ｇ－６．次回の特定演出に関する設定の決定権を得られなかった前記特定演出の回
数を記憶する残念回数記憶手段を備え、
　前記残念回数記憶手段に記憶されている回数が規定回数以上となった場合には、前記規
定回数未満の場合に比べ、前記特定条件が達成される確率が高く設定されることを特徴と
する手段Ｇ－３乃至Ｇ－５のいずれかに記載の遊技機。
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【１２５４】
　手段Ｇ－６によれば、遊技をより多く行うことで特定条件を達成し易くなることから、
特定条件の達成を最初から諦めてしまうといったことを抑制することができ、特定演出に
対して前向きに取り組んでもらうことができる。また、遊技をたくさん行っている遊技者
の方が特定条件の達成に関して有利になるため、遊技をたくさんやっていてよかったとい
う気持ちになってもらうことができ、ひいては、遊技機に愛着を感じてもらうことができ
る。尚、「次回の特定演出に関する設定の決定権を得られた場合には、前記残念回数記憶
手段の記憶がリセットされること」としてもよい。
【１２５５】
　手段Ｇ－７．所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生
させるか否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、
　識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報の停止態様によって、当否抽選の結果を
教示可能な可変表示手段とを備え、
　前記可変表示手段において当否抽選にて当選したことが教示された場合に特別遊技状態
が発生する構成であって、
　前記特定演出の前記特定条件には、前記特別遊技状態の発生が教示されることが含まれ
、
　前記特定演出中においては、当否抽選にて否当選であることを教示する変動表示の変動
時間が短縮されることを特徴とする手段Ｇ－１乃至Ｇ－６のいずれかに記載の遊技機。
【１２５６】
　手段Ｇ－７によれば、特定条件を達成する可能性を高めることができる。尚、変動表示
が比較的長い時間に設定されるモードと、比較的短い時間に設定されるモードとがある場
合であって、特定演出が行われる期間だけ、比較的長い時間に設定されるモードで行われ
る変動表示の変動時間に関する設定が、比較的短い時間に設定されるモードに近い、或い
は、同じような内容で行われるように構成した場合、比較的長い時間に設定されるモード
において当否抽選の機会を増やすことができ、特定演出を達成する可能性を高めることが
できる。さらに、変動表示の長短に起因する特定演出の達成に関する不公平感を是正する
ことができる。
【１２５７】
　手段Ｇ－８．所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生
させるか否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、
　識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報の停止態様によって、当否抽選の結果を
教示可能な可変表示手段とを備え、
　前記特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動表示が開始される場
合に実行可能となる条件成立抽選にて当選した場合に、前記特定条件の達成となる構成で
あって、
　当否抽選が第１確率で当選となる第１遊技状態と、当否抽選が前記第１確率よりも高い
第２確率で当選となる第２遊技状態とがあり、
　前記第１遊技状態において前記特定演出となり、当該特定演出において特別遊技状態の
発生を教示するための変動表示が開始されたことで実行可能となった前記条件成立抽選で
の当選確率は、
　前記第２遊技状態において前記特定演出となり、当該特定演出において特別遊技状態の
発生を教示するための変動表示が開始されたことで実行可能となった前記条件成立抽選で
の当選確率よりも高く構成されていることを特徴とする手段Ｇ－１乃至Ｇ－７のいずれか
に記載の遊技機。
【１２５８】
　手段Ｇ－８によれば、特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動表
示が開始され難い状況では、され易い状況に比べ、条件成立抽選にて比較的当選し易いよ
うに構成されている。このため、特定演出開始時の状況の差異による不公平感を軽減させ
ることができる。
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【１２５９】
　手段Ｇ－９．遊技者が操作可能に設けられた操作手段を備え、
　前記特定条件を達成させるか否かの条件成立抽選は、前記特定演出中の所定期間にて設
定される操作有効期間における前記操作手段の操作を契機として行われ、
　前記有効期間において前記条件成立抽選の契機としての前記操作手段の操作の回数には
上限が設定され、
　前記有効期間の開始から規定時間経過するまでの間に行われた前記操作手段の操作を契
機とする前記条件成立抽選での当選確率は、
　前記有効期間の開始から規定時間経過してから前記有効期間が終了するまでの間に行わ
れた前記操作手段の操作を契機とする前記条件成立抽選での当選確率よりも低く構成され
ていることを特徴とする手段Ｇ－１乃至Ｇ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１２６０】
　手段Ｇ－９によれば、有効期間における時間の経過と引き換えに、条件成立抽選での当
選確率を高めることができる。つまり、特定演出で良い成績を収めるためにはできるだけ
早く操作手段を操作して条件成立抽選にて当選する必要があるが、操作手段を操作するタ
イミングを遅らせることで条件成立抽選にて当選する確率が高まることから、成功する確
率は比較的低いがより早い当選を目指して極力早いタイミングで操作手段を操作するのか
、或いは、確実性を求めて慎重に高い確率での当選を目指して比較的遅いタイミングで操
作手段を操作するのか等といった駆け引きを楽しむことができる。
【１２６１】
　尚、「所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させる
か否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報
の停止態様によって、当否抽選の結果を教示可能な可変表示手段と、遊技者が操作可能に
設けられ、操作が行われることで前記可変表示手段における態様に変化を生じさせ得る操
作手段とを備え、前記特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動表示
が開始される場合に実行可能となる条件成立抽選にて当選した場合に、前記特定条件の達
成となる構成であって、前記条件成立抽選は、前記特定演出中において特別遊技状態の発
生を教示するための変動表示の開始後から、特別遊技状態が開始されるまでの間の所定期
間にて設定される操作有効期間における前記操作手段の操作を契機として行われ、前記有
効期間において前記条件成立抽選の契機としての前記操作手段の操作の回数には上限が設
定され、前記有効期間の開始から規定時間経過するまでの間に行われた前記操作手段の操
作を契機とする前記条件成立抽選での当選確率は、前記有効期間の開始から規定時間経過
してから前記有効期間が終了するまでの間に行われた前記操作手段の操作を契機とする前
記条件成立抽選での当選確率よりも低く構成されていること」としてもよい。
【１２６２】
　手段Ｇ－１０．現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段と、
　電源がオンされたことを契機に計測を開始する計測手段と、
　前記リアルタイム把握手段によって把握される時刻と、前記計測手段によって計測され
る時間とに基づいて、前記特定演出を開始するタイミングを設定する開始設定手段とを備
えていることを特徴とするＧ－１乃至Ｇ－９のいずれかに記載の遊技機。
【１２６３】
　遊技機に搭載されるリアルタイム把握手段は、時間の経過とともに実際の時刻からずれ
てしまうことが懸念される。このため、リアルタイム把握手段を使用して特定演出のタイ
ミングを一致させようとしても、ずれてしまうことが懸念される。これに対し、対象とな
る複数の遊技機の電源を一斉にオンにするとともに、各遊技機において電源がオンされて
からの時間を計測する起動時間計測手段を使用した場合、特定演出を同時に開始させるこ
とができる。
【１２６４】
　しかしながら、単に、対象となる複数の遊技機の電源を一斉にオンにして、前記起動時
間計測手段で電源オンからの時間を計測する構成だけでは、事実上、電源オンのタイミン
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グを合わせることはできない別の遊技ホールとの間では、特定演出の開始タイミング（開
始時刻）が大幅にずれることも懸念される。特に、Ａ店で特定演出を行った後、Ｂ店に移
動してＢ店で特定演出を行うといったこともできてしまう場合、特定演出を目当てにする
遊技者が、Ａ店で特定演出を行った後、Ｂ店に移動してＢ店で特定演出を行うことで、Ａ
店にとっては客の流出に繋がるため、トラブルの原因になるおそれがある。
【１２６５】
　これに対し、手段Ｇ－１０によれば、リアルタイム把握手段によって、たとえリアルタ
イム把握手段で把握される時刻が実際の時刻とは少しずれていたとしても、少なくとも今
何時頃であるかについて把握することが可能となる。また、電源がオンされたことを契機
に計測を開始する計測手段を設けることによって、同時に電源がオンにされた遊技機間で
は、計測手段の計測時間が一致することから、特定演出を一斉に開始させることができる
。このため、リアルタイム把握手段を使用して現在の時刻を把握し、だいたい予定時刻と
なったところで、計測手段の計測に基づくタイミングで特定演出を行うことにより、同時
に電源がオンにされた遊技機との間で特定演出を同時に開始させるとともに、異なるタイ
ミングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始タイミングの大幅なずれを
防止することができる。従って、例えば、特定演出を目当てにする遊技者が、Ａ店で特定
演出を行った後、Ｂ店に移動してＢ店で特定演出を行うといった行為を事実上不可能とす
ることができ、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにした遊技者の
流出を防止することができる。
【１２６６】
　また、例えば、リアルタイム把握手段がなく、電源オンから規定時間後に特定演出が行
われるような構成の場合には、電源をオンした遊技ホール関係者しか特定演出が何時に行
われるかを把握し得ないが、本手段では、遊技機製造時の設定に基づいて、遊技ホール関
係者以外の者でも、特定演出が行われる日時を特定することが可能となる。すなわち、例
えば、遊技機メーカーの運営するサーバや、遊技機において、今後の予定として、○月○
日○時頃に（特定演出としての）○○ムービーが公開される等の告知を行うことも可能と
なる。かかる告知により、以降の特定演出を堪能してもらうチャンスを広げることができ
る。特に、時間まで特定できることから、特定演出を見に指定の日に遊技ホールに行った
が、既に特定演出が行われる時間を過ぎていたといった事態を抑制することができる。
【１２６７】
　さらに、例えば、リアルタイム把握手段のずれを修正可能に構成しなくても、異なるタ
イミングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始タイミングの大幅なずれ
を防止することができる。従って、複数の遊技機のリアルタイム把握手段の状況を把握し
て、それを実際の時間と比較して修正できるような構成とすることに起因して島設備の複
雑化やコストの増加を招いたり、遊技機外部からの入力経路が増えることに起因して不正
入力への耐性が弱まったりするおそれを回避することができる。加えて、計測手段だけし
か設けられていない場合には、停電が生じると、停電前に既に行われた特定演出が、停電
後にも意図することなく再度実行されてしまうこと等が懸念されるが、本手段のように、
リアルタイム把握手段を併用することで、特定演出に関し、停電があった場合にも、なか
った場合と変わりなく遊技を進行することができる。
【１２６８】
　また、リアルタイム把握手段として電波時計を搭載することも考えられるが、遊技機が
標準電波を上手く受信できない環境に設置されること（遊技ホールがビルの地下にあった
り、高圧電線等の近くにあったりする場合もある）も考えられ、かかる環境下では、電波
時計を使用して特定演出を行おうとしても、特定演出の開始タイミングがばらついてしま
うことが懸念される。これに対し、本手段の構成によれば、遊技機の設置場所に関係なく
上記作用効果を確実に発揮することができる。
【１２６９】
　尚、近年の島設備には、当該島設備に設置された複数台の遊技機の電源を一斉にオンに
することのできる装置（集中電源）が設けられており、本手段Ｇ－１０の作用等は、かか
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る装置を前提としたものである。加えて、遊技機は電源がオフされた状態でもリアルタイ
ム把握手段に電力を供給可能な蓄電手段を備えている。
【１２７０】
　手段Ｇ－１１．１時間を所定分数毎に区切り、電源がオンされた場合に、前記１時間の
なかでの区切りとされた時刻のうち前記リアルタイム把握手段で把握される時刻に最も近
い時刻を選定する近似選定手段と、
　前記近似選定手段で選定された時刻と、前記特定演出を行う予定となっている予定時刻
とを比較して、前記特定演出を実行するまでの時間を演算する残時間演算手段とを備え、
　前記計測手段に対して前記残時間演算手段による演算値が設定され、当該計測手段によ
って前記特定演出を実行するまでの時間が計測されることを特徴とする手段Ｇ－１０に記
載の遊技機。
【１２７１】
　手段Ｇ－１１によれば、電源がオンされた場合に、現在の時刻を確認して、予定時刻ま
での残り時刻を演算、及び、カウントを開始するようになっているが、ここの演算に使用
される「現在の時刻」は、リアルタイム把握手段で把握される時刻そのものではなく、１
時間を所定分数毎に区切ったなかでの区切りとされた時刻のうちリアルタイム把握手段で
把握される現在時刻に最も近い時刻が「現在の時刻」に当てられる。これにより、同時に
電源がオンにされた複数の遊技機のリアルタイム把握手段にそれぞれずれが生じている場
合であっても、予定時刻までの残り時刻が一致するように「現在の時刻」が補正されるこ
ととなって、特定演出の開始タイミングを一致させることができる。さらに、電源が別の
タイミングでオンにされる遊技機との間でも、特定演出の開始タイミングを一致させるこ
とができる。
【１２７２】
　より具体的に、例えば、リアルタイム把握手段の誤差が最大で±２分とする。また、１
時間を１０分毎に区切り、区切りの時刻を０分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０
分と定め、予定時刻までの残り時間の演算に際して、リアルタイム把握手段で把握される
時刻の分数の部分を、四捨五入のような格好で、例えば、電源オン時のリアルタイム把握
手段が５分～１４分の場合には、「現在の時刻」を１０分として設定し、リアルタイム把
握手段が１５分～２４分の場合には、「現在の時刻」を２０分として設定するように構成
する。さらに、電源をオンにする時刻の分数を実際の時刻で（概ね）０分、１０分、２０
分、３０分、４０分、５０分のいずれかにしてもらう。そして、例えば、特定演出を実行
する予定時刻を１０時とし、電源を実際の時刻の８時０分にオンにした場合、その時の所
定の遊技機のリアルタイム把握手段が８時１分の場合には、予定時刻までの残り時間の演
算に際して「現在の時刻」が８時０分に補正され、また、別の遊技機のリアルタイム把握
手段が７時５８分の場合には、予定時刻までの残り時間の演算に際して「現在の時刻」が
８時０分に補正される。この場合、同時に電源がオンにされた遊技機はいずれも予定時刻
（特定演出の開始）まで残り２時間となり、１０時に同時に特定演出が開始される。また
、別の遊技ホールでも予定時刻（１０時）までの残り時間が演算されて、１０時に同時に
特定演出が開始される。
【１２７３】
　以上のような構成を採用することによって、同時に電源がオンにされた遊技機だけでな
く、異なるタイミングで電源がオンにされた遊技機でも、特定演出の開始時刻を一致させ
ることができる。従って、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにし
た遊技者の流出を防止する等といった上記作用効果が一層確実に奏されることとなる。ま
た、今後の特定演出の予定を告知する等した場合に、特定演出が行われる日時として、だ
いたい○月○日○時頃というある程度の幅を持たせた情報ではなく、○月○日○時として
特定することが可能となる。加えて、特定演出の開始時刻を予定通りの予定時刻に合わせ
ることができるため、遊技者は、自身の時計（例えば電波時計）を確認しながら、間もな
く予定時刻となる頃に遊技ホールへ到着し、モバイル連動遊技の手続（パスワードの入力
等）の完了が予定時刻ギリギリになっても、特定演出に確実に間に合うこととなる。つま
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り、リアルタイム把握手段が進む側にずれていて、遊技者が自身の時計を確認して間に合
うと思っていたところ間に合わなかったという事態を回避することができる。
【１２７４】
　さらに、特定演出に関するデータが遊技機外部に出力可能に構成され、該データを遊技
機メーカー等が管理するサーバ等に入力することで、該データを集計したデータの公表等
の各種サービスが行われる構成の場合、特定演出の開始や終了のタイミングが揃うことに
よって、サーバ側での特定演出に関するデータ等の集計・管理作業を比較的容易に行うこ
とができる。
【１２７５】
　尚、本手段の構成を正確に使用する場合には、島設備の集中電源をオンにする時刻を遊
技ホール関係者に徹底してもらう、又は、遊技機を含む遊技システムとして、島設備に設
置される複数の遊技機の電源を指定時間に一斉にオンにすることのできる起動タイマ装置
を導入してもらうといったことが必要である。
【１２７６】
　手段Ｇ－１２．前記計測手段は、電源がオンされてからの時間を計測する構成であり、
　前記計測手段において所定時間が経過する毎に、前記リアルタイム把握手段を参照し、
前記特定演出を行う予定となっている予定時刻を過ぎたか否かを判別する予定時刻超過判
別手段を備え、
　前記特定演出実行手段は、前記予定時刻超過判別手段で予定時刻を過ぎたと判別された
場合に前記特定演出を実行することを特徴とする手段Ｇ－１０に記載の遊技機。
【１２７７】
　手段Ｇ－１２によれば、計測手段の計測に基づいて所定時間毎に、リアルタイム把握手
段で把握される時刻が予定時刻を過ぎたか否かを判別して、過ぎたと判別されたタイミン
グで、特定演出を行うようになっている。すなわち、計測手段の計測が同時に開始された
遊技機同士であれば、所定時間毎にリアルタイム把握手段を参照するタイミングが同じで
あり、予定時刻を過ぎて最初にリアルタイム把握手段が参照されたタイミングで特定演出
が行われることとなる。これにより、同時に電源がオンにされた遊技機との間で特定演出
を同時に開始させるとともに、異なるタイミングで電源がオンにされた遊技機との間でも
特定演出の開始タイミングの大幅なずれを防止することができる。
【１２７８】
　より具体的に、例えば、リアルタイム把握手段の誤差が最大で±２分と仮定する。また
、特定演出を実行する予定時刻の何分の部分を０分、１０分、２０分、３０分、４０分、
５０分のいずれかで設定する。さらに、電源をオンにする時刻の分数を実際の時刻で（概
ね）０分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０分のいずれかにしてもらう。そして、
電源オンの５分後から予定時刻超過判別手段による予定時刻を過ぎたか否かの判別を１０
分毎に行うように設定する。この場合、予定時刻超過判別手段による判別は、実際の時刻
の５分、１５分、２５分、３５分、４５分、５５分に実行されることとなる。特定演出を
実行する予定時刻を１０時とした場合、リアルタイム把握手段の誤差が±２分であること
を鑑みると、９時５５分の予定時刻超過判別手段による判別では、いずれの遊技機も予定
時刻の１０時を超過せず（リアルタイム把握手段は９時５３分～９時５７分の範囲内に分
布）、否定判別される。一方、１０時５分の予定時刻超過判別手段による判別では、いず
れの遊技機も予定時刻の１０時を超過することとなり（リアルタイム把握手段は１０時３
分～１０時７分の範囲内に分布）、１０時５分に特定演出が開始される。
【１２７９】
　以上のような構成を採用することによって、同時に電源がオンにされた遊技機において
特定演出を同時に開始させるといった迫力ある演出を確実に行うとともに、異なるタイミ
ングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始時刻を概ね揃えることができ
る。従って、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにした遊技者の流
出を防止する等といった上記作用効果が確実に奏されることとなる。
【１２８０】
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　尚、本手段の構成を正確に使用する場合には、島設備の集中電源をオンにする時刻を遊
技ホール関係者に徹底してもらう、又は、遊技機を含む遊技システムとして、島設備に設
置される複数の遊技機の電源を指定時間に一斉にオンにすることのできる起動タイマ装置
を導入してもらうといったことが必要である。
【１２８１】
　手段Ｇ－１３．電源をオンした場合に、遊技機の状態に応じて異なる処理を実行させる
ための判別処理を行う前の段階で、前記計測手段の計測を開始させることを特徴とする手
段Ｇ－１０乃至Ｇ－１２のいずれかに記載の遊技機。
【１２８２】
　手段Ｇ－１３によれば、計測手段の計測を開始させる前に判別処理が介在してしまうこ
とに起因して、遊技機毎に計測手段の計測値がずれてしまうといった事態を防止すること
ができる。
【１２８３】
　Ｈ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生させる
か否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動表
示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１２８４】
　また、遊技機が設置される遊技ホール等には、複数台の遊技機を横並びで（高さや前面
の位置を揃え、左右方向においては隣接する遊技機との間に遊技価値を供給可能とする等
の台間装置が設けられる等の好適な間隔で）設置可能な島設備が設けられている。一般に
、同一機種の遊技機が複数台導入される場合には、同一機種の遊技機が同一の島設備にま
とめて設置される傾向にある。さらに、近年では、島設備に設置された同一機種の複数台
の遊技機において、いずれも同じ時刻に同じ演出（一斉演出）を開始させるものがある。
【１２８５】
　加えて、遊技機には、現在の時刻を把握する（例えば、計測する）リアルタイム把握手
段が設けられているものがある。しかしながら、リアルタイム把握手段は、時間の経過と
ともに実際の時刻から少しずつずれてしまうことが懸念される。従って、リアルタイム把
握手段を使用して前記一斉演出を行おうとしても、その開始タイミングがずれてしまい、
一斉演出とならなくなってしまうおそれがある。
【１２８６】
　これに対し、電源をオンにした時点からの時間を計測する起動時間計測手段を設け、複
数の遊技機の電源を一斉にオンにしてから規定時間経過後に一斉演出を開始させることで
、一斉演出を成立させることが考えられる。
【１２８７】
　ところで、上記のように、起動時間計測手段を使用して一斉演出の開始タイミングを合
わせる構成としても、電源を一斉にオンにすることのできない遊技機に関しては、一斉演
出の開始タイミングを合わせられないことが懸念される。例えば、別の遊技ホールに設置
された同一機種の遊技機とは、事実上、一斉演出の開始タイミングを合わせることができ
ず、場合によっては、一斉演出の開始タイミングが大幅にずれることが懸念される。従っ
て、例えば、特定演出を目当てにする遊技者が、Ａ店で特定演出を行った後、Ｂ店に移動
してＢ店で特定演出を行うことも可能になってしまうことが懸念される。この場合、Ａ店
にとっては客の流出に繋がるため、トラブルの原因になるおそれがある。
【１２８８】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
同時に電源がオンにされた遊技機との間で特定演出を同時に開始させるとともに、異なる
タイミングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始タイミングの大幅なず
れを防止することのできる遊技機を提供することにある。
【１２８９】
　手段Ｈ－１．特定演出を実行する特定演出実行手段と、
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　現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段と、
　電源がオンされたことを契機に計測を開始する計測手段と、
　前記リアルタイム把握手段によって把握される時刻と、前記計測手段によって計測され
る時間とに基づいて、前記特定演出を開始するタイミングを設定する開始設定手段とを備
えていることを特徴とする遊技機。
【１２９０】
　手段Ｈ－１によれば、リアルタイム把握手段によって、たとえリアルタイム把握手段で
把握される時刻が実際の時刻から少しずれていたとしても、少なくとも今何時頃であるか
について把握することが可能となる。また、電源がオンされたことを契機に計測を開始す
る計測手段を設けることによって、同時に電源がオンにされた遊技機間では、計測手段の
計測時間が一致することから、特定演出を一斉に開始させることができる。このため、リ
アルタイム把握手段を使用して現在の時刻を把握し、だいたい予定時刻となったところで
、計測手段の計測に基づくタイミングで特定演出を行うことにより、同時に電源がオンに
された遊技機との間で特定演出を同時に開始させるとともに、異なるタイミングで電源が
オンにされた遊技機との間でも特定演出の開始タイミングの大幅なずれを防止することが
できる。従って、例えば、特定演出を目当てにする遊技者が、Ａ店で特定演出を行った後
、Ｂ店に移動してＢ店で特定演出を行うといった行為を事実上不可能とすることができ、
特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにした遊技者の流出を防止する
ことができる。
【１２９１】
　また、例えば、リアルタイム把握手段がなく、電源オンから規定時間後に特定演出が行
われるような構成の場合には、電源をオンした遊技ホール関係者しか特定演出が何時に行
われるかを把握し得ないが、本手段では、遊技機製造時の設定に基づいて、遊技ホール関
係者以外の者でも、特定演出が行われる日時を特定することが可能となる。すなわち、例
えば、遊技機メーカーの運営するサーバや、遊技機において、今後の予定として、○月○
日○時頃に（特定演出としての）○○ムービーが公開される等の告知を行うことも可能と
なる。かかる告知により、以降の特定演出を堪能してもらうチャンスを広げることができ
る。特に、時間まで特定できることから、特定演出を見に指定の日に遊技ホールに行った
が、既に特定演出が行われる時間を過ぎていたといった事態を抑制することができる。
【１２９２】
　さらに、例えば、リアルタイム把握手段のずれを修正可能に構成しなくても、異なるタ
イミングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始タイミングの大幅なずれ
を防止することができる。従って、複数の遊技機のリアルタイム把握手段の状況を把握し
て、それを実際の時間と比較して修正できるような構成とすることに起因して島設備の複
雑化やコストの増加を招いたり、遊技機外部からの入力経路が増えることに起因して不正
入力への耐性が弱まったりするおそれを回避することができる。加えて、計測手段だけし
か設けられていない場合には、停電が生じると、停電前に既に行われた特定演出が、停電
後にも意図することなく再度実行されてしまうこと等が懸念されるが、本手段のように、
リアルタイム把握手段を併用することで、特定演出に関し、停電があった場合にも、なか
った場合と変わりなく遊技を進行することができる。
【１２９３】
　また、リアルタイム把握手段として電波時計を搭載することも考えられるが、遊技機が
標準電波を上手く受信できない環境に設置されること（遊技ホールがビルの地下にあった
り、高圧電線等の近くにあったりする場合もある）も考えられ、かかる環境下では、電波
時計を使用して特定演出を行おうとしても、特定演出の開始タイミングがばらついてしま
うことが懸念される。これに対し、本手段の構成によれば、遊技機の設置場所に関係なく
上記作用効果を確実に発揮することができる。
【１２９４】
　尚、一般に、遊技機が設置される遊技ホールにおいては、遊技機の効率的・機能的なレ
イアウトとするべく、複数台の遊技機を設置可能な島設備が設けられており、スペース効
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率の向上、機能的な動線の確保、防犯・サービス向上のための視認性の向上、遊技機に関
わる付帯設備等の共用化、管理面の向上等が図られている。また、近年の島設備には、当
該島設備に設置された複数台の遊技機の電源を一斉にオンにすることのできる装置（集中
電源）が設けられており、本手段Ｈ－１の作用等は、かかる装置を前提としたものである
。加えて、遊技機は電源がオフされた状態でもリアルタイム把握手段に電力を供給可能な
蓄電手段を備えている。
【１２９５】
　手段Ｈ－２．１時間を所定分数毎に区切り、電源がオンされた場合に、前記１時間のな
かでの区切りとされた時刻のうち前記リアルタイム把握手段で把握される時刻に最も近い
時刻を選定する近似選定手段と、
　前記近似選定手段で選定された時刻と、前記特定演出を行う予定となっている予定時刻
とを比較して、前記特定演出を実行するまでの時間を演算する残時間演算手段とを備え、
　前記計測手段に対して前記残時間演算手段による演算値が設定され、当該計測手段によ
って前記特定演出を実行するまでの時間が計測されることを特徴とする手段Ｈ－１に記載
の遊技機。
【１２９６】
　手段Ｈ－２によれば、電源がオンされた場合に、現在の時刻を確認して、予定時刻まで
の残り時刻を演算、及び、カウントを開始するようになっているが、ここの演算に使用さ
れる「現在の時刻」は、リアルタイム把握手段で把握される時刻そのものではなく、１時
間を所定分数毎に区切ったなかでの区切りとされた時刻のうちリアルタイム把握手段で把
握される現在時刻に最も近い時刻が「現在の時刻」に当てられる。これにより、同時に電
源がオンにされた複数の遊技機のリアルタイム把握手段にそれぞれずれが生じている場合
であっても、予定時刻までの残り時刻が一致するように「現在の時刻」が補正されること
となって、特定演出の開始タイミングを一致させることができる。さらに、電源が別のタ
イミングでオンにされる遊技機との間でも、特定演出の開始タイミングを一致させること
ができる。
【１２９７】
　より具体的に、例えば、リアルタイム把握手段の誤差が最大で±２分とする。また、１
時間を１０分毎に区切り、区切りの時刻を０分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０
分と定め、予定時刻までの残り時間の演算に際して、リアルタイム把握手段で把握される
時刻の分数の部分を、四捨五入のような格好で、例えば、電源オン時のリアルタイム把握
手段が５分～１４分の場合には、「現在の時刻」を１０分として設定し、リアルタイム把
握手段が１５分～２４分の場合には、「現在の時刻」を２０分として設定するように構成
する。さらに、電源をオンにする時刻の分数を実際の時刻で（概ね）０分、１０分、２０
分、３０分、４０分、５０分のいずれかにしてもらう。そして、例えば、特定演出を実行
する予定時刻を１０時とし、電源を実際の時刻の８時０分にオンにした場合、その時の所
定の遊技機のリアルタイム把握手段が８時１分の場合には、予定時刻までの残り時間の演
算に際して「現在の時刻」が８時０分に補正され、また、別の遊技機のリアルタイム把握
手段が７時５８分の場合には、予定時刻までの残り時間の演算に際して「現在の時刻」が
８時０分に補正される。この場合、同時に電源がオンにされた遊技機はいずれも予定時刻
（特定演出の開始）まで残り２時間となり、１０時に同時に特定演出が開始される。また
、別の遊技ホールでも予定時刻（１０時）までの残り時間が演算されて、１０時に同時に
特定演出が開始される。
【１２９８】
　以上のような構成を採用することによって、同時に電源がオンにされた遊技機だけでな
く、異なるタイミングで電源がオンにされた遊技機でも、特定演出の開始時刻を一致させ
ることができる。従って、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにし
た遊技者の流出を防止する等といった上記作用効果が一層確実に奏されることとなる。ま
た、今後の特定演出の予定を告知する等した場合に、特定演出が行われる日時として、だ
いたい○月○日○時頃というある程度の幅を持たせた情報ではなく、○月○日○時として



(215) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

特定することが可能となる。加えて、特定演出の開始時刻を予定通りの予定時刻に合わせ
ることができるため、遊技者は、自身の時計（例えば電波時計）を確認しながら、間もな
く予定時刻となる頃に遊技ホールへ到着しても、特定演出に確実に間に合うこととなる。
つまり、リアルタイム把握手段が進む側にずれていて、遊技者が自身の時計を確認して間
に合うと思っていたところ間に合わなかったという事態を回避することができる。
【１２９９】
　さらに、特定演出に関するデータが遊技機外部に出力可能に構成され、該データを遊技
機メーカー等が管理するサーバ等に入力することで、該データを集計したデータの公表等
の各種サービスが行われる構成の場合、特定演出の開始や終了のタイミングが揃うことに
よって、サーバ側での特定演出に関するデータ等の集計・管理作業を比較的容易に行うこ
とができる。
【１３００】
　尚、本手段の構成を正確に使用する場合には、島設備の集中電源をオンにする時刻を遊
技ホール関係者に徹底してもらう、又は、遊技機を含む遊技システムとして、島設備に設
置される複数の遊技機の電源を指定時間に一斉にオンにすることのできる起動タイマ装置
を導入してもらうといったことが必要である。
【１３０１】
　手段Ｈ－３．前記計測手段は、電源がオンされてからの時間を計測する構成であり、
　前記計測手段において所定時間が経過する毎に、前記リアルタイム把握手段を参照し、
前記特定演出を行う予定となっている予定時刻を過ぎたか否かを判別する予定時刻超過判
別手段を備え、
　前記特定演出実行手段は、前記予定時刻超過判別手段で予定時刻を過ぎたと判別された
場合に前記特定演出を実行することを特徴とする手段Ｈ－１に記載の遊技機。
【１３０２】
　手段Ｈ－３によれば、計測手段の計測に基づいて所定時間毎に、リアルタイム把握手段
で把握される時刻が予定時刻を過ぎたか否かを判別して、過ぎたと判別されたタイミング
で、特定演出を行うようになっている。すなわち、計測手段の計測が同時に開始された遊
技機同士であれば、所定時間毎にリアルタイム把握手段を参照するタイミングが同じであ
り、予定時刻を過ぎて最初にリアルタイム把握手段が参照されたタイミングで特定演出が
行われることとなる。これにより、同時に電源がオンにされた遊技機との間で特定演出を
同時に開始させるとともに、異なるタイミングで電源がオンにされた遊技機との間でも特
定演出の開始タイミングの大幅なずれを防止することができる。
【１３０３】
　より具体的に、例えば、リアルタイム把握手段の誤差が最大で±２分と仮定する。また
、特定演出を実行する予定時刻の何分の部分を０分、１０分、２０分、３０分、４０分、
５０分のいずれかで設定する。さらに、電源をオンにする時刻の分数を実際の時刻で（概
ね）０分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０分のいずれかにしてもらう。そして、
電源オンの５分後から予定時刻超過判別手段による予定時刻を過ぎたか否かの判別を１０
分毎に行うように設定する。この場合、予定時刻超過判別手段による判別は、実際の時刻
の５分、１５分、２５分、３５分、４５分、５５分に実行されることとなる。特定演出を
実行する予定時刻を１０時とした場合、リアルタイム把握手段の誤差が±２分であること
を鑑みると、９時５５分の予定時刻超過判別手段による判別では、いずれの遊技機も予定
時刻の１０時を超過せず（リアルタイム把握手段は９時５３分～９時５７分の範囲内に分
布）、否定判別される。一方、１０時５分の予定時刻超過判別手段による判別では、いず
れの遊技機も予定時刻の１０時を超過することとなり（リアルタイム把握手段は１０時３
分～１０時７分の範囲内に分布）、１０時５分に特定演出が開始される。
【１３０４】
　以上のような構成を採用することによって、同時に電源がオンにされた遊技機において
特定演出を同時に開始させるといった迫力ある演出を確実に行うとともに、異なるタイミ
ングで電源がオンにされた遊技機との間でも特定演出の開始時刻を概ね揃えることができ
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る。従って、特定演出の開始時間の時間差に起因する特定演出を目当てにした遊技者の流
出を防止する等といった上記作用効果が確実に奏されることとなる。
【１３０５】
　尚、本手段の構成を正確に使用する場合には、島設備の集中電源をオンにする時刻を遊
技ホール関係者に徹底してもらう、又は、遊技機を含む遊技システムとして、島設備に設
置される複数の遊技機の電源を指定時間に一斉にオンにすることのできる起動タイマ装置
を導入してもらうといったことが必要である。
【１３０６】
　手段Ｈ－４．電源をオンした場合に、遊技機の状態に応じて異なる処理を実行させるた
めの判別処理を行う前の段階で、前記計測手段の計測を開始させることを特徴とする手段
Ｈ－１乃至Ｈ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１３０７】
　手段Ｈ－４によれば、計測手段の計測を開始させる前に判別処理が介在してしまうこと
に起因して、遊技機毎に計測手段の計測値がずれてしまうといった事態を防止することが
できる。
【１３０８】
　手段Ｈ－５．前記特定演出の実行期間内において、特定条件が達成されたことを検知す
る達成検知手段と、
　前記特定条件が達成されたことを記憶する達成記憶手段と、
　前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示す（指標とな
る）値を記憶可能なはやさ記憶手段とを備える遊技機において、
　前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報、及び、遊技者を特定可能な遊技者情報を含む
情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段を備えていることを特徴とする手段Ｈ－１
乃至Ｈ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１３０９】
　手段Ｈ－５によれば、特定演出の開始からどれだけはやく特定条件を達成したのかを示
す指標となる値を記憶可能なはやさ記憶手段の記憶に関する情報、及び、遊技者を特定可
能な遊技者情報を含む情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段を備えることで、遊
技者の特定演出の結果を集計することが可能となる。このため、同一機種の複数台の遊技
機で一斉に特定演出を開始させる場合に、「特定演出を体験した遊技者のうち誰が特定条
件をいち早く達成したのかを競う」といった新たな遊技性を付与することができる。従っ
て、複数台の遊技機で同時に行われる特定演出を利用して遊技性をより一層向上させるこ
とができる。
【１３１０】
　尚、「前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示す値」
としては、「特定演出の開始から特定条件の達成までに要した時間を示す値」や、特定条
件の達成が所定の抽選における当選に設定されている場合には、「特定演出の開始から特
定条件の達成までに行った抽選の回数を示す値」等が挙げられる。
【１３１１】
　手段Ｈ－６．遊技に関する情報である遊技情報を記憶可能な遊技情報記憶手段と、
　遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段とを備え、
　サーバとの間で情報交換を実行可能な遊技機において、
　サーバから提供される情報が前記入力手段により入力されることによって、前回の特定
演出の結果に基づく設定が、今回の遊技（の特定演出）において反映可能に構成されてい
ることを特徴とする手段Ｈ－５に記載の遊技機。
【１３１２】
　手段Ｈ－６によれば、前回の特定演出の結果に基づく設定が、次回の遊技（の特定演出
）に反映されることから、特定演出に対してより強い興味を抱かせることができる。また
、前回の特定演出の結果に基づく設定を反映させていくためには、遊技機とサーバとの間
で情報交換をする遊技（モバイル連動遊技）に参加する必要があることから、結果的に、
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モバイル連動遊技に参加してもらう機会を増やすことができる。これにより、サーバを管
理・運営する遊技機メーカーでは、遊技機の開発資料となる遊技情報をより多く得ること
ができる。
【１３１３】
　尚、「前回の特定演出の結果に基づく設定」とは、機種毎に適宜設定可能なものであっ
て、例えば、前回の特定演出に際して特定条件を一番に達成した遊技者に対し、次回の特
定演出における特定条件の種別、バックミュージック、所定の表示装置における主な登場
キャラクタ、（所定の操作手段を操作した際等の）効果音、及び、次回の特定演出に冠す
るネームを設定できる権利が付与され、最後に特定条件を達成した遊技者に対し、次回の
特定演出に際して所定の表示装置に登場するサブキャラクタを設定できる権利が付与され
、当該対象となる遊技者によって上記設定がなされた場合に、かかる設定を示す情報が、
サーバから提供される情報に含まれ、当該情報を遊技機に入力することで、対象の遊技者
による設定が、今回の特定演出に反映されるように構成してもよい。また、遊技者（の意
思）による設定が反映されるような構成に限定されるものではなく、例えば、前回の特定
演出に際して特定条件を一番に達成した遊技者のこれまでの遊技記録等に応じてサーバが
次回の特定演出に関する設定を行い、かかる設定を示す情報が、サーバから提供する情報
に含まれるように構成してもよい。さらに、所定の遊技者の設定が、別の遊技者の遊技に
反映されるように構成されていなくてもよく、例えば、遊技者が予め設定したタイムより
も速いタイムで特定条件を達成した場合に、当該遊技者の次回の遊技に際して、当該遊技
者の設定が反映される（タイムに応じて反映される項目の対象や数が変化するものでもよ
い）ような構成としてもよい。
【１３１４】
　尚、一般的なモバイル連動遊技としては、遊技者が操作する携帯通信端末を介して、遊
技機とサーバとの間で情報交換可能な遊技システムを利用したものが挙げられる。また、
例えば、「遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手
段を備え、前記情報出力手段は、前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊
技情報記憶手段に記憶されている遊技情報、前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報、及
び、遊技者を特定可能な遊技者情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表
示させる情報出力手段とを備えること」としてもよい。さらに、「前記遊技情報記憶手段
には、前記入力手段を用いてサーバで発行されるパスワードが入力されてから、前記遊技
情報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間のモバイル連動遊技状態にお
いて、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報が記憶可能に構成される
こと」としてもよい。
【１３１５】
　手段Ｈ－７．前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報に応じて、次回の特定演出に関す
る設定の決定権が付与され、
　前記次回の特定演出に関する設定が決定権者により行われた後においては、サーバから
当該設定を反映した情報が提供される構成であって、
　サーバから提供される情報が前記入力手段により入力されることによって、前記決定権
者による特定演出に関する設定が、今回の遊技の特定演出において反映されることを特徴
とする手段Ｈ－６に記載の遊技機。
【１３１６】
　Ｈ－７によれば、次回の特定演出に関する設定の決定権が付与された場合には、自分の
遊技のみならず、他人の遊技にも影響を与えることとなる。このため、特定演出の価値を
飛躍的に高めることができ、特定演出への興味や参加意欲をより一層高めることができる
。また、決定権者による設定は、特定演出に関するものだけにとどめてあることから、他
の遊技者の設定によって、自分の遊技を何もかも左右されてしまうといった事態を回避す
ることができる。
【１３１７】
　手段Ｈ－８．前記特定演出を開始する場合に、サーバから提供された情報が前記入力手
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段により入力されているか否かを判別する入力有無判別手段を備え、
　前記入力有無判別手段によって肯定判別された場合には、前記特定演出を実行し、
　前記入力有無判別手段によって否定判別された場合には、前記特定演出を実行しないこ
とを特徴とする手段Ｈ－７に記載の遊技機。
【１３１８】
　手段Ｈ－８によれば、島設備に配置された複数台の遊技機においてばらばらの特定演出
が導出されてしまうことを回避することができる。従って、複数台の遊技機で一斉に特定
演出を行うことによる一体感が消失してしまうといった事態を防止することができる。ま
た、モバイル連動遊技への参加を促すことができる。
【１３１９】
　手段Ｈ－９．前記特定演出を開始する場合に、サーバから提供された情報が前記入力手
段により入力されているか否かを判別する入力有無判別手段を備え、
　前記入力有無判別手段によって否定判別された場合には、前記特定演出の実行期間にお
ける音量が小さくなる、無音になる、或いは、効果音だけとされるように構成されている
ことを特徴とする手段Ｈ－７又はＨ－８に記載の遊技機。
【１３２０】
　手段Ｈ－９によれば、モバイル連動遊技に参加していない場合には、特定演出の実行期
間における音量が低下したり、出力音が限定されたりする。このため、モバイル連動遊技
に参加している遊技者の特定演出を阻害してしまうことを回避することができる。また、
モバイル連動遊技への参加を促すことができる。
【１３２１】
　手段Ｈ－１０．次回の特定演出に関する設定の決定権を得られなかった前記特定演出の
回数を記憶する残念回数記憶手段を備え、
　前記残念回数記憶手段に記憶されている回数が規定回数以上となった場合には、前記規
定回数未満の場合に比べ、前記特定条件が達成される確率が高く設定されることを特徴と
する手段Ｈ－７乃至Ｈ－９のいずれかに記載の遊技機。
【１３２２】
　手段Ｈ－１０によれば、遊技をより多く行うことで特定条件を達成し易くなることから
、特定条件の達成を最初から諦めてしまうといったことを抑制することができ、特定演出
に対して前向きに取り組んでもらうことができる。また、遊技をたくさん行っている遊技
者の方が特定条件の達成に関して有利になるため、遊技をたくさんやっていてよかったと
いう気持ちになってもらうことができ、ひいては、遊技機に愛着を感じてもらうことがで
きる。尚、「次回の特定演出に関する設定の決定権を得られた場合には、前記残念回数記
憶手段の記憶がリセットされること」としてもよい。
【１３２３】
　手段Ｈ－１１．所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発
生させるか否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、
　識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報の停止態様によって、当否抽選の結果を
教示可能な可変表示手段とを備え、
　前記可変表示手段において当否抽選にて当選したことが教示された場合に特別遊技状態
が発生する構成であって、
　前記特定演出の前記特定条件には、前記特別遊技状態の発生が教示されることが含まれ
、
　前記特定演出中においては、当否抽選にて否当選であることを教示する変動表示の変動
時間が短縮されることを特徴とする手段Ｈ－５乃至Ｈ－１０のいずれかに記載の遊技機。
【１３２４】
　手段Ｈ－１１によれば、特定条件を達成する可能性を高めることができる。尚、変動表
示が比較的長い時間に設定されるモードと、比較的短い時間に設定されるモードとがある
場合であって、特定演出が行われる期間だけ、比較的長い時間に設定されるモードで行わ
れる変動表示の変動時間に関する設定が、比較的短い時間に設定されるモードに近い、或
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いは、同じような内容で行われるように構成した場合、比較的長い時間に設定されるモー
ドにおいて当否抽選の機会を増やすことができ、特定演出を達成する可能性を高めること
ができる。さらに、変動表示の長短に起因する特定演出の達成に関する不公平感を是正す
ることができる。
【１３２５】
　手段Ｈ－１２．所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発
生させるか否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、
　識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報の停止態様によって、当否抽選の結果を
教示可能な可変表示手段とを備え、
　前記特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動表示が開始される場
合に実行可能となる条件成立抽選にて当選した場合に、前記特定条件の達成となる構成で
あって、
　当否抽選が第１確率で当選となる第１遊技状態と、当否抽選が前記第１確率よりも高い
第２確率で当選となる第２遊技状態とがあり、
　前記第１遊技状態において前記特定演出となり、当該特定演出において特別遊技状態の
発生を教示するための変動表示が開始されたことで実行可能となった前記条件成立抽選で
の当選確率は、
　前記第２遊技状態において前記特定演出となり、当該特定演出において特別遊技状態の
発生を教示するための変動表示が開始されたことで実行可能となった前記条件成立抽選で
の当選確率よりも高く構成されていることを特徴とする手段Ｈ－５乃至Ｈ－１１のいずれ
かに記載の遊技機。
【１３２６】
　手段Ｈ－１２によれば、特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動
表示が開始され難い状況では、され易い状況に比べ、条件成立抽選にて比較的当選し易い
ように構成されている。このため、特定演出開始時の状況の差異による不公平感を軽減さ
せることができる。
【１３２７】
　手段Ｈ－１３．遊技者が操作可能に設けられた操作手段を備え、
　前記特定条件を達成させるか否かの条件成立抽選は、前記特定演出中の所定期間にて設
定される操作有効期間における前記操作手段の操作を契機として行われ、
　前記有効期間において前記条件成立抽選の契機としての前記操作手段の操作の回数には
上限が設定され、
　前記有効期間の開始から規定時間経過するまでの間に行われた前記操作手段の操作を契
機とする前記条件成立抽選での当選確率は、
　前記有効期間の開始から規定時間経過してから前記有効期間が終了するまでの間に行わ
れた前記操作手段の操作を契機とする前記条件成立抽選での当選確率よりも低く構成され
ていることを特徴とする手段Ｈ－５乃至Ｈ－１２のいずれかに記載の遊技機。
【１３２８】
　手段Ｈ－１３によれば、有効期間における時間の経過と引き換えに、条件成立抽選での
当選確率を高めることができる。つまり、特定演出で良い成績を収めるためにはできるだ
け早く操作手段を操作して条件成立抽選にて当選する必要があるが、操作手段を操作する
タイミングを遅らせることで条件成立抽選にて当選する確率が高まることから、成功する
確率は比較的低いがより早い当選を目指して極力早いタイミングで操作手段を操作するの
か、或いは、確実性を求めて慎重に高い確率での当選を目指して比較的遅いタイミングで
操作手段を操作するのか等といった駆け引きを楽しむことができる。
【１３２９】
　尚、「所定条件の成立を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させる
か否かの当否抽選を行う当否抽選手段と、識別情報を変動表示可能に構成され、識別情報
の停止態様によって、当否抽選の結果を教示可能な可変表示手段と、遊技者が操作可能に
設けられ、操作が行われることで前記可変表示手段における態様に変化を生じさせ得る操
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作手段とを備え、前記特定演出中において特別遊技状態の発生を教示するための変動表示
が開始される場合に実行可能となる条件成立抽選にて当選した場合に、前記特定条件の達
成となる構成であって、前記条件成立抽選は、前記特定演出中において特別遊技状態の発
生を教示するための変動表示の開始後から、特別遊技状態が開始されるまでの間の所定期
間にて設定される操作有効期間における前記操作手段の操作を契機として行われ、前記有
効期間において前記条件成立抽選の契機としての前記操作手段の操作の回数には上限が設
定され、前記有効期間の開始から規定時間経過するまでの間に行われた前記操作手段の操
作を契機とする前記条件成立抽選での当選確率は、前記有効期間の開始から規定時間経過
してから前記有効期間が終了するまでの間に行われた前記操作手段の操作を契機とする前
記条件成立抽選での当選確率よりも低く構成されていること」としてもよい。
【１３３０】
　Ｉ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生させる
か否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動表
示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１３３１】
　また、遊技者が携帯する携帯通信端末を用いて、遊技機と、遊技機メーカー等が運営す
るサーバとの間でデータのやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえ
ない楽しみを提供することのできる遊技システムが知られている。かかる遊技システムを
利用した遊技（モバイル連動遊技）が複数の遊技者によって行われることで、サーバにお
いて、複数の遊技者の遊技に関する情報（遊技情報）を集計することができる。これによ
り、遊技者側では、集計された情報に応じた演出等を堪能でき、サーバを運営する遊技機
メーカー側では、マーケティングリサーチを行うことができる。例えば、所定の特定演出
において誰が一番に特定条件を達成したのか等の判定を行うことができ、これに応じた演
出（例えば、所定の特定演出において誰が一番に特定条件を達成するのかを競う演出等）
を行うことができる。
【１３３２】
　ところで、上記モバイル連動遊技を行ってもらうことで、遊技者にとっては、モバイル
連動遊技を行っていない遊技者では受けられないサービスが受けられ（例えば、特定の演
出が導出される等）、サーバを運営する遊技機メーカーにとっては、集計された遊技情報
を参考にして新機種の開発に生かすことができるといった様々なメリットが生じるのであ
る。しかしながら、遊技者は必ずしもモバイル連動遊技を行うわけではなく、参加者の増
加が望まれている。
【１３３３】
　また、モバイル連動遊技を行っていない遊技者が上記特定演出を行い、たまたま良い結
果が得られた場合、前々からモバイル連動遊技に興味のあった遊技者や、普段はモバイル
連動遊技を行っているがたまたまモバイル連動遊技を行っていなかった遊技者であれば、
モバイル連動遊技を行っていればよかったなと後悔の念を抱かせてしまうことが懸念され
る。そこで、モバイル連動遊技の利便性を向上させ、モバイル連動遊技をより快適に行え
るようにすることが望まれている。
【１３３４】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
モバイル連動遊技を快適に行うことのできる遊技機を提供することにある。また、モバイ
ル連動遊技に参加してもらい易くすることのできる遊技機を提供することにある。
【１３３５】
　手段Ｉ－１．遊技者を特定する場合に使用される遊技者特定情報を記憶可能な遊技者特
定情報記憶手段と、
　特定演出を実行する特定演出実行手段と、
　前記特定演出の実行期間内において、特定条件が達成されたことを検知する達成検知手
段と、
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　前記特定条件が達成されたことを記憶する達成記憶手段と、
　前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを計測するはやさ
計測手段と、
　前記達成検知手段による検知があった場合に、前記はやさ計測手段で計測された値が記
憶されるはやさ記憶手段と、
　前記はやさ記憶手段の記憶に関する情報、及び、前記遊技者特定情報を遊技機の外部に
出力可能な情報出力手段とを備える遊技機において、
　前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報が記憶されているか否かに関わらず
、前記はやさ計測手段による計測が行われ、前記達成検知手段による検知があった場合に
、前記はやさ計測手段で計測された値が前記はやさ記憶手段に記憶されることを特徴とす
る遊技機。
【１３３６】
　手段Ｉ－１によれば、特定演出の開始からどれだけはやく特定条件を達成したのかを示
す値に関する情報や遊技者特定情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段を備えるこ
とで、遊技者の特定演出の結果を集計することが可能となる。このため、「特定演出を体
験した遊技者のうち誰が特定条件をいち早く達成したのかを競う」といった新たな遊技性
を付与することができる。
【１３３７】
　また、手段Ｉ－１によれば、遊技者が携帯する携帯通信端末などを介して、遊技機と、
遊技機メーカー等が運営するサーバ等との間で情報のやりとりをしながら行う遊技（以下
、モバイル連動遊技という）を開始するための処理である遊技者特定情報の入力をうっか
り忘れていた、或いは、今日は少しの時間だけにしよう等と、軽い気持ちで遊技者特定情
報の入力をせずに遊技を始めたところ、例えば、特定演出で思いがけず良い結果が出たよ
うな場合に、後からその結果を示す情報を、モバイル連動遊技に反映されるように取り込
むことが可能になる。従って、特定演出において折角良い結果が出て、本来ならば嬉しい
感情となるはずが、モバイル連動遊技を行っておらず、その情報を取り込めないことに起
因して、落胆・後悔等の感情になってしまうといった事態を回避することができる。従っ
て、モバイル連動遊技の利便性が向上し、モバイル連動遊技を気分よく行ってもらうこと
ができる。
【１３３８】
　さらに、モバイル連動遊技について面倒等といった抵抗感を抱いていた遊技者に対して
も、「特定演出でせっかく良い結果が出たのだから、この機会に、モバイル連動遊技を始
めてみようか」といった、モバイル連動遊技の参加への比較的強い動機付けを行うことが
できる。従って、モバイル連動遊技に参加する機会が絶好のタイミングで与えられること
によって、遊技者にモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を飛躍的に高めることがで
きる。
【１３３９】
　加えて、例えば、遊技ホールへの到着が特定演出の開始直前、或いは、既に特定演出が
開始されており、遊技者特定情報を入力すると特定演出の残り期間が減ってしまうという
ような場合でも、とりあえず特定演出を行ってから、後で遊技者特定情報を入力すれば、
今回の特定演出の結果を確実に記憶させることができる。従って、特定演出の開始直前或
いは開始後に遊技者特定情報を入力しなければならないことに起因して、特定演出の残り
時間が減ってしまう、或いは、遊技者特定情報を焦りながら入力したことで徒労感を与え
てしまうことを防止することができ、特定演出を存分に堪能してもらうことができる。
【１３４０】
　尚、「前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示すはや
さ計測手段で計測される値」としては、「特定演出の開始から特定条件の達成までに要し
た時間を示す値」や、特定条件の達成が所定の抽選における当選に設定されている場合に
は、「特定演出の開始から特定条件の達成までに行った抽選の回数を示す値」等が挙げら
れる。
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【１３４１】
　手段Ｉ－２．現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段と、
　電源がオンされたことを契機に計測を開始する計測手段と、
　前記リアルタイム把握手段によって把握される時刻と、前記計測手段によって計測され
る時間とに基づいて、前記特定演出を開始するタイミングを設定する開始設定手段とを備
え、
　遊技機の電源がオンにされている状態では、遊技の状態に関わらず、前記開始設定手段
によって前記特定演出を開始するタイミングが設定されるとともに、前記特定演出を開始
するタイミングとなった場合に、前記はやさ計測手段による計測が開始されることを特徴
とする手段Ｉ－１に記載の遊技機。
【１３４２】
　手段Ｉ－２によれば、遊技者による遊技が行われていなくても、特定演出を開始するタ
イミングが設定されるとともに、そのタイミングが到来した場合に、特定演出の開始から
どれだけはやく特定条件を達成したのかを判断するための計測が開始されることとなる。
このため、特定演出への途中参加が可能になり、特定演出の開始時には間に合わなかった
としても、特定演出の期間中に遊技を開始すれば、特定演出を堪能することができる。特
に、例えば、特定演出が、複数台の遊技機で一斉に開始される演出である場合には、特定
演出に参加したかったが、特定演出の開始時に間に合わなかったことで特定演出に参加す
ることができず、周りの遊技機の特定演出をただ見ているだけになってしまうといった悔
しい状況になってしまうことを回避することができる。
【１３４３】
　また、たまたま特定演出の開始タイミングで、トイレや通話やドリンクの購入などで席
を外していただけであったり、遊技機が所定のエラー状態又は扉体の開放状態であったり
、遊技媒体を借りることに手間取ってしまっていたりする場合にも、特定演出の期間中に
遊技を再開すれば、確実に特定演出を導出させることができる。従って、例えば、特定演
出の開始タイミングで遊技中でなければ特定演出が行われなくなってしまうといった構成
を採用する場合のように、かかるタイミングが近付いてきた場合には席を外し難くなって
しまったり、遊技を行いに席に戻ってみると周りは特定演出を行っているのにもかかわら
ず、自分だけ特定演出に参加できなかったりする等の事態を回避することができる。
【１３４４】
　手段Ｉ－３．遊技を進行させる場合に遊技者に操作される操作手段を備え、
　前記操作手段に対する操作が一定期間行われなかった場合に専用の待機状態に移行する
構成において、
　前記待機状態以外の状態で前記特定演出を開始するタイミングとなった場合には、前記
はやさ計測手段による計測が開始されるとともに、所定の演出手段によって前記特定演出
に対応する演出態様が導出され、
　前記待機状態で前記特定演出を開始するタイミングとなった場合には、前記はやさ計測
手段による計測が開始される一方で、前記所定の演出手段による前記特定演出に対応する
演出態様が導出されないことを特徴とする手段Ｉ－２に記載の遊技機。
【１３４５】
　手段Ｉ－３によれば、一般に消費電力の抑制のために設けられている待機状態で特定演
出を開始するタイミングとなった場合には、はやさ計測手段の計測は開始される一方で、
演出手段（例えば、所定の表示装置や音声出力装置等）等による特定演出に対応する演出
態様等は導出されない、すなわち、待機状態（表示装置の照明が暗くなる、各種ランプが
暗くなる或いは点灯するランプの数が減る、音声出力が中止される等）が維持されるよう
になっている。従って、待機状態を極力維持することができ、消費電力の抑制により貢献
することができる。もちろん、待機状態中に特定演出の開始タイミングが到来し、表面上
には変化がないものの、内部的には特定演出となっている（特定演出をいつでも開始でき
る状態となっている）ため、待機状態を解除することで、即座に特定演出に参加すること
ができる。
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【１３４６】
　手段Ｉ－４．遊技を進行させる場合に遊技者に操作される操作手段を備え、
　前記操作手段に対する操作が一定期間行われなかった場合に専用の待機状態に移行する
構成において、
　前記特定演出を開始するタイミングとなった場合には、前記待機状態であるか否かに関
わらず、前記はやさ計測手段による計測が開始されるとともに、所定の演出手段によって
前記特定演出に対応する演出が行われることを特徴とする手段Ｉ－２に記載の遊技機。
【１３４７】
　上記Ｉ－２にあるように、リアルタイム把握手段によって把握される時刻と、計測手段
によって計測される時間とに基づいて、特定演出を開始するタイミングを設定する開始設
定手段を備えることで、同一機種の複数台の遊技機において一斉に特定演出を開始させる
ことができる。かかる構成下において、本手段Ｉ－４によれば、遊技者による遊技が行わ
れていない遊技機であっても、特定演出を開始するタイミングとなれば、自動的に所定の
演出手段による特定演出に対応する演出態様が導出されるようになっている。従って、同
一機種の複数の遊技機が横並び等で設けられ、その遊技機の中に空席があった場合でも、
全ての遊技機で一斉に特定演出が開始されることとなる。従って、複数台の遊技機で同じ
演出が一斉に行われるといった迫力のある演出を確実に堪能することができる。
【１３４８】
　尚、遊技者不在のまま特定演出が開始される場合には、特定演出の態様が、遊技者が遊
技している場合とは異なるデモンストレーション用の態様となるように構成してもよい。
つまり、遊技者は参加していないが、遊技機のコンピュータが参加しているような態様を
導出してもよい。
【１３４９】
　手段Ｉ－５．遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段と、
　前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報が記憶されていない状態で、前記は
やさ計測手段で計測された値が前記はやさ記憶手段に記憶された場合に、前記特定演出の
終了後において、前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報を記憶させる意思が
あるか否かを問うアナウンスを実行可能なアナウンス実行手段とを備えることを特徴とす
る手段Ｉ－１乃至Ｉ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１３５０】
　手段Ｉ－５によれば、はやさ記憶手段に一時的に記憶しておいたはやさ計測手段による
計測値をモバイル連動遊技に反映させることを忘れてしまうといった事態を抑制すること
ができる。
【１３５１】
　尚、「所定の契機に基づき、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの
抽選を行い、前記抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　識別情報を変動表示可能な可変表示装置と、
　前記可変表示装置において、前記識別情報を変動表示させ、所定時間後、前記抽選の結
果に基づいて前記識別情報を停止表示させる表示制御手段とを具備した遊技機であって、
　前記識別情報の変動表示中に前記抽選が行われた場合には、当該抽選の結果に対応する
前記識別情報の変動表示が、変動表示中である識別情報の変動停止後に行われるように、
前記識別情報の変動表示中に行われた前記抽選に関する情報が保留記憶される構成におい
て、
　前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報が記憶されていない状態で、前記は
やさ記憶手段に前記はやさ計測手段で計測された値が記憶されている場合には、保留記憶
されている前記抽選に関する情報がなくなった場合に、前記アナウンス実行手段によりア
ナウンスが実行されること」としてもよい。
【１３５２】
　この場合、識別情報の変動表示が途切れたタイミング、すなわち、遊技者が遊技を終了
するかもしれないタイミングにアナウンスが行われるようになる。従って、はやさ記憶手
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段に一時的に記憶しておいたはやさ計測手段による計測値をモバイル連動遊技に反映させ
ることを忘れてしまうといった事態をより一層抑制することができる。
【１３５３】
　また、例えば、特定演出における特定条件の達成と、遊技者にとって有利な状態である
特別遊技状態とが対応付けられている場合には、アナウンス実行手段によるアナウンスの
開始タイミングとして、「特別遊技状態の最中」、或いは、「特別遊技状態の終了時」が
挙げられる。つまり、遊技者が遊技機の前にいる筈である時期にアナウンスを行うことが
望ましい。
【１３５４】
　手段Ｉ－６．前記アナウンス実行手段により前記アナウンスが行われ、前記入力手段に
より前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報を記憶させる意思がない旨を示す
入力が行われた場合、及び、前記アナウンス期間が終了した場合に、前記はやさ記憶手段
に記憶されている値が消去されることを特徴とする手段Ｉ－５に記載の遊技機。
【１３５５】
　手段Ｉ－６によれば、はやさ記憶手段に一時的に記憶しておいたはやさ計測手段による
計測値は、遊技者によって必要がないと判断された場合、或いは、遊技者が遊技を終了し
て、次の遊技者が遊技を始めるかもしれないという状況になった場合に消去されることと
なる。これにより、遊技者が遊技を終了し、次の遊技者がモバイル連動遊技を行った場合
に、前の遊技者の遊技情報（はやさ計測手段による計測値）が混在してしまうことを防止
することができる。ちなみに、アナウンス期間が終了した場合にも、はやさ記憶手段に記
憶されている値が消去される構成とすることで、アナウンス期間に、対応する入力を行う
ことなく、遊技者が遊技を終了して帰ってしまった場合であっても、はやさ記憶手段に記
憶されている値が残って、別の遊技者に反映されてしまうことを回避することができる。
【１３５６】
　尚、アナウンスに乗じて、遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報を記憶させる意思
がある旨を示す入力が行われた場合、同一機種の遊技機においてモバイル連動遊技を行っ
たことのない遊技者に対しては、モバイル連動遊技の初回登録の手続の流れに移行し（遊
技機から、初回登録に対応する情報が、はやさ記憶手段の値を添付した形で、携帯通信端
末を介して、サーバに送られる。また、このように情報出力を行った場合、はやさ記憶手
段の値は消去される。）、モバイル連動遊技を行ったことのある遊技者に対しては、遊技
者特定情報記憶手段に遊技者特定情報を記憶してもらう等の、モバイル連動遊技を開始さ
せる手続きの流れに移行する。
【１３５７】
　手段Ｉ－７．前記アナウンス実行手段は、前記情報出力手段による情報出力を行うか否
かを問うアナウンスを行う場合に、（このタイミングで）前記遊技者特定情報記憶手段に
前記遊技者特定情報を記憶させることで遊技者に付与される可能性のある特典を教示する
ガイダンスを実行可能に構成されていることを特徴とする手段Ｉ－５又はＩ－６に記載の
遊技機。
【１３５８】
　手段Ｉ－７によれば、モバイル連動遊技に参加するとどのようなメリットがあるのかを
絶好のタイミングでアピールすることができる。従って、モバイル連動遊技への参加を一
層促すことができる。また、モバイル連動遊技のことなど全く気に掛けず（或いは、モバ
イル連動遊技についての知識がなく）、なんとなく遊技を開始した遊技機の特定演出で思
わず良い結果が得られた場合に、後になって特定演出で良い結果が得られた場合の特典な
どを知り、モバイル連動遊技に参加しなかったことを後悔するといった事態を抑制するこ
とができる。
【１３５９】
　尚、モバイル連動遊技に参加した場合の特典だけでなく、特定演出の過去のデータや、
所定の特典を得るためのより細かな条件等を教示可能に構成してもよい。例えば、特定演
出がタイムトライアルのような演出であって、トップになると特典が付与される場合にお
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いて、（当該遊技機が把握し得る範囲で）過去最高タイムや、過去にトップになったこと
のあるタイム等を教示するようにして、果たして自分のタイムで特典の付与が狙えるか否
かを概ね判断できるようにしてもよい。この場合、遊技者は自分の結果と比較して、「特
定演出にて良い結果が得られたらしい」→「この結果を反映させると面白い演出が見られ
る等するらしい」→「せっかくなので、モバイル連動遊技に参加してみようか」という流
れになりやすい。従って、今のタイミングでモバイル連動遊技に参加することをより積極
的に促すことができる。
【１３６０】
　手段Ｉ－８．前記遊技者特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶された状態で前記特定
演出が開始され、前記特定演出の期間中に、前記情報出力手段による情報出力が行われた
場合であっても、前記特定演出の期間中であれば、前記はやさ計測手段による計測が継続
して行われることを特徴とする手段Ｉ－１乃至Ｉ－７のいずれかに記載の遊技機。
【１３６１】
　手段Ｉ－８によれば、例えば、特定演出期間中に遊技者が遊技を終了し、その直後にか
かる遊技機を別の遊技者が遊技する場合においても、特定演出を確実に堪能することがで
きる。従って、特定演出に参加する機会を増やすことができ、例えば、特定演出に参加し
たかったが、対象の遊技機が満席で遊技することができず、また、次の特定演出の開始ま
でには比較的長期間要してしまうような場合の利便性を向上させることができる。
【１３６２】
　尚、サーバでは、特定演出に関し、途中棄権や不参加等の情報も蓄積記憶されるように
構成してもよい。
【１３６３】
　Ｊ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によって打ち出
された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生させる
か否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変動表
示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１３６４】
　また、発生するタイミングが予め定められている特定演出が行われるものも存在する。
ところが、特定演出を楽しみにしていたものの、特定演出が発生するタイミングに丁度都
合が悪くなってしまった場合、特定演出を諦めなくてはならないことが懸念される。
【１３６５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
快適に行うことのできる遊技機を提供することにある。
【１３６６】
　手段Ｊ－１．特定演出を発生させる条件が成立したことを検知する条件成立検知手段と
、
　前記条件成立検知手段による検知によって前記特定演出を発生させる条件が成立した場
合に、前記特定演出を実行可能な特定演出実行手段とを備え、
　前記特定演出実行手段が前記特定演出を発生させるタイミングを変更可能に構成されて
いることを特徴とする遊技機。
【１３６７】
　手段Ｊ－１によれば、特定演出の発生タイミングを変更することができため、例えば、
特定演出が開始されるけれども、少し席を外さないといけない（トイレに行きたい、電話
がかかってきた等）ので、特定演出を後回しにするといったことができるようになる。従
って、せっかく特定演出が開始されるのに、特定演出を堪能することができないといった
ストレスの発生を回避することができ、快適に遊技を行うことができる。また、遊技者が
特定演出の開始のタイミングを変更できるため、特定演出に向けて気分を高めるといった
こともできるようになり、特定演出をより一層堪能することができる。
【１３６８】
　尚、特定演出としては、開始される時間や期間が予め定まっているもの、例えば、複数
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の遊技機で同じ時刻に同じ内容の演出が一斉に開始されるような一斉演出や、変動表示が
規定回数行われた場合に（所定の遊技モードが付与される変動表示の回数がなくなった場
合に）行われる演出等が挙げられる。
【１３６９】
　手段Ｊ－２．特定演出を発生させる条件が成立したことを検知する条件成立検知手段と
、
　前記条件成立検知手段による検知によって前記特定演出を発生させる条件が成立した場
合に、前記特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、
　遊技者が操作可能な操作手段とを備え、
　前記操作手段への操作により、前記特定演出実行手段が前記特定演出を発生させるタイ
ミングを変更可能に構成されていることを特徴とする遊技機。
【１３７０】
　手段Ｊ－２によれば、遊技者による操作手段の操作によって、特定演出の発生タイミン
グを変更することができる。このため、特定演出が開始されるけれども、少し席を外さな
いといけない（トイレに行きたい、電話がかかってきた等）ので、特定演出を後回しにす
るといったことができるようになる。従って、せっかく特定演出が開始されるのに、特定
演出を堪能することができないといったストレスの発生を回避することができ、快適に遊
技を行うことができる。また、遊技者が特定演出の開始のタイミングを変更できるため、
特定演出に向けて気分を高めるといったこともできるようになり、特定演出をより一層堪
能することができる。
【１３７１】
　尚、特定演出としては、開始される時間や期間が予め定まっているもの、例えば、複数
の遊技機で同じ時刻に同じ内容の演出が一斉に開始されるような一斉演出や、変動表示が
規定回数行われた場合に（所定の遊技モードが付与される変動表示の回数がなくなった場
合に）行われる演出等が挙げられる。
【１３７２】
　手段Ｊ－３．特定演出を発生させる条件が成立したことを検知する条件成立検知手段と
、
　前記条件成立検知手段による検知によって前記特定演出を発生させる条件が成立した場
合に、前記特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、
　前記特定演出を実行させることよりも優先させるべき優先状態を発生させる優先状態発
生手段とを備え、
　前記特定演出が実行される期間と、前記優先状態とが重なる場合には、前記特定演出実
行手段が前記特定演出を発生させるタイミングを変更可能に構成されていることを特徴と
する遊技機。
【１３７３】
　手段Ｊ－３によれば、特定演出を発生させるタイミングを変更可能に構成されている。
従って、特定演出が開始される筈なのだけども、優先状態であるために特定演出が開始さ
れず、優先状態が終了したころには、特定演出が終了している、或いは、特定演出の残り
期間が僅かで十分に堪能できないといった事態を回避することができる。
【１３７４】
　尚、優先状態は１つに限定されるものではなく、複数設定されていてもよい。例えば、
優先状態として遊技者にとって有利な特別遊技状態中に特定演出の開始タイミングが到来
した場合、特別遊技状態の終了後に、特定演出が（頭から）開始されることとしてもよい
。
【１３７５】
　手段Ｊ－４．現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段、及び、電源がオンされたこ
とを契機に計測を開始する計測手段のうち少なくとも一方と、
　前記リアルタイム把握手段によって把握される時刻、及び、前記計測手段によって計測
される時間のうち少なくとも一方に基づいて、前記特定演出を開始するタイミングを設定
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する開始設定手段とを備えていることを特徴とする手段Ｊ－１乃至Ｊ－３のいずれかに記
載の遊技機。
【１３７６】
　手段Ｊ－４によれば、所定の時間で一斉に開始されるような一斉演出を、都合が悪けれ
ば、後回しにすることができる。
【１３７７】
　尚、特定演出の今回のタイミングをパスしたことで、規定時間後（例えば、１０分後）
のタイミングに再セットされるように構成してもよいし、今回のタイミングを拒否したこ
とで、操作手段を利用した遊技者の意思によるタイミングで特定演出を開始させるように
構成してもよい。
【１３７８】
　手段Ｊ－５．前記特定演出の実行期間内において、特定条件が達成されたことを検知す
る達成検知手段と、
　前記特定条件が達成されたことを記憶する達成記憶手段と、
　前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを計測するはやさ
計測手段と、
　前記達成検知手段による検知があった場合に、前記はやさ計測手段で計測された値が記
憶されるはやさ記憶手段とを備え、
　前記はやさ計測手段は、前記特定演出の開始のタイミングを変更したか否かに関わらず
、前記特定演出の開始からの時間を計測することを特徴とする手段Ｊ－１乃至Ｊ－４のい
ずれかに記載の遊技機。
【１３７９】
　手段Ｊ－５によれば、特定演出が予定通りに開始された場合、及び、変更されて開始さ
れた場合のどちらにおいても、特定演出の開始からの時間を計測するようになっている。
このため、例えば、特定演出（トライアル演出）を通常のタイミングよりも少し後のタイ
ミングで開始させた場合において、開始を遅らせた分がきっちりと組み込まれてしまうの
ではなく、遊技者が自分のタイミングで特定演出を開始させたときからの計測となる。従
って、変更させた遊技者へのハンディキャップをなくすことができる。
【１３８０】
　尚、「前記特定演出の開始からどれだけはやく前記特定条件を達成したのかを示すはや
さ計測手段で計測される値」としては、「特定演出の開始から特定条件の達成までに要し
た時間を示す値」や、特定条件の達成が所定の抽選における当選に設定されている場合に
は、「特定演出の開始から特定条件の達成までに行った抽選の回数を示す値」等が挙げら
れる。
【１３８１】
　手段Ｊ－６．遊技者を特定する場合に使用される遊技者特定情報を記憶可能な遊技者特
定情報記憶手段と、
　遊技者の遊技に関する所定の情報（上記手段Ｊ－５では、前記はやさ記憶手段の記憶に
関する情報）、及び、前記遊技者特定情報を遊技機の外部に出力可能な情報出力手段とを
備え、
　前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報が記憶されている場合に、前記特定
演出実行手段が前記特定演出を発生させるタイミングを変更可能に構成されていることを
特徴とする手段Ｊ－１乃至Ｊ－５のいずれかに記載の遊技機。
【１３８２】
　手段Ｊ－６によれば、遊技者が携帯する携帯通信端末等を介して、遊技機と、遊技機メ
ーカー等が運営するサーバ等との間で情報のやりとりをしながら行う遊技（以下、モバイ
ル連動遊技という）を行うことで、特定演出のタイミングを変更可能といった特典が得ら
れることから、モバイル連動遊技への参加意欲を向上させることができる。
【１３８３】
　尚、情報出力手段を備えることで、遊技者の特定演出の結果を集計することが可能とな
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る。このため、上記手段Ｊ－５を採用する場合には、「特定演出を体験した遊技者のうち
誰が特定条件をいち早く達成したのかを競う」といった新たな遊技性を付与することがで
きる。
【１３８４】
　手段Ｊ－７．前記条件成立検知手段による検知によって前記特定演出を発生させる条件
が成立したことを記憶する条件成立記憶手段を備え、
　前記特定演出実行手段は、前記条件成立記憶手段に前記特定演出を発生させる条件が成
立したことが記憶されている場合に、前記特定演出を実行可能に構成され、
　前記遊技者特定情報記憶手段から遊技者特定情報が消去された場合に、前記条件成立記
憶手段の記憶情報についても消去されることを特徴とする手段Ｊ－６に記載の遊技機。
【１３８５】
　手段Ｊ－７によれば、別の遊技者が得た特定演出を行う権利を使用して特定演出を行う
といった行為が防止される。これにより、特定演出の価値を高め、特定演出への参加意欲
を向上させ、特定演出の開始の時間に遊技ホールに足を運んでもらえるようにすることが
できる。
【１３８６】
　手段Ｊ－８．所定の契機に基づき、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか
否かの抽選を行い、前記抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段
と、
　識別情報を変動表示可能な可変表示装置と、
　前記可変表示装置において、前記識別情報を変動表示させ、所定時間後、前記抽選の結
果に基づいて前記識別情報を停止表示させる表示制御手段とを具備した遊技機であって、
　前記識別情報の変動表示中に前記抽選が行われた場合には、当該抽選の結果に対応する
前記識別情報の変動表示が、変動表示中である識別情報の変動停止後に行われるように、
前記識別情報の変動表示中に行われた前記抽選に関する情報が保留記憶される構成におい
て、
　前記遊技者特定情報記憶手段に前記遊技者特定情報が記憶されている状態であれば、保
留記憶されている前記抽選に関する情報がなくなった場合であっても、前記条件成立記憶
手段における前記特定演出を発生させる条件が成立したことの記憶が消去されずに記憶さ
れた状態を保つことを特徴とする手段Ｊ－７に記載の遊技機。
【１３８７】
　手段Ｊ－８によれば、変動表示が途切れたとしても、モバイル連動遊技を終了しなけれ
ば、特定演出を実行する権利は失われず、遊技の再開時以降に特定演出を実行させること
ができる。従って、利便性を向上させて、快適な遊技を行うことができるといった上記手
段Ｊ－１の作用効果が一層確実に奏される。
【１３８８】
　Ｋ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特開２００３－１５４１１０号公報参
照）。
【１３８９】
　ところで、遊技機メーカーが新機種等を製作する場合には、従来の遊技機に対する評価
等を参考にして、遊技者に喜ばれる遊技機づくりを目指している。
【１３９０】
　しかしながら、例えば、ウェブサイト等でアンケートに任意で協力してもらったり、調
査会社に依頼したりする等してマーケティングを行う場合には、満足な数の反応が得られ
なかったり、正確さに疑義が生じたり、結果報告が遅れたりするおそれがある。
【１３９１】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
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遊技に関する情報を早くかつ広く収集可能とする遊技機を提供することにある。
【１３９２】
　手段Ｋ－１．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに送信可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる所定の抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情
報記憶手段と、
　特定期間における特定事象の発生回数、又は、特定期間が終了するまでの時間を計測す
る特定計測手段とを備え、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶され
ている遊技情報、及び、前記特定計測手段で計測された特定計測情報のうち、少なくとも
サーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示させる情報
出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において表示する前記符号情報に対して、前記遊技
情報記憶手段に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記特定計測手段の特定計
測情報をも含ませることを特徴とする遊技機。
【１３９３】
　手段Ｋ－１によれば、携帯通信端末を介して、遊技機とサーバとの間で情報のやりとり
を行うモバイル連動遊技を行うにあたって、表示手段において表示する符号情報に対し、
遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技者の遊技履歴（経歴・経験）等を把握可能な
遊技情報を含ませる場合には、特定計測手段の特定計測情報をも含ませるように構成され
ている。このため、サーバを運営する遊技機メーカー側では、遊技情報だけでなく、特定
計測情報を集計・解析等して、遊技機が実際に設置されて遊技されている現場（遊技ホー
ル等）での使用状況等を、いち早く、正確に、幅広く把握することができる。従って、か
かる情報等を参考にして、より良い遊技機の開発を進めることができる。
【１３９４】
　例えば、遊技者が操作可能な操作手段を利用して行われる操作演出に関し、操作演出Ａ
については、特定期間としての当該操作演出中に、比較的高い確率で操作手段が操作され
るが、操作演出Ｂについては、あまり操作手段が操作されることがない（無視され易く、
すなわち、人気のない演出）ということを把握できたり、状態Ｃにおける操作演出Ａでの
操作手段の操作は比較的高い確率で実行されるものの、状態Ｄにおける操作演出Ａでの操
作手段の操作は比較的行われないということを把握できたりする。
【１３９５】
　尚、本手段では、特定事象として、遊技情報の一部が対象とされる場合も含む趣旨であ
り、さらに、特定事象は、特定期間以外の期間にも発生し得る趣旨である。加えて、特定
計測手段は、特定期間の終了条件に特定事象の発生回数が含まれない場合には、特定事象
の発生回数を計測する構成とし、特定期間の終了条件に特定事象の発生回数が含まれる場
合には、特定事象の発生回数、又は、特定期間が終了するまでの時間を計測する構成とす
ることとしてもよい。
【１３９６】
　尚、本手段では、情報出力手段による情報の出力方法としては符号情報を表示すること
に具体化しているが、それ以外の方法も考えられる。例えば、
「遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報をサーバに送信
可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる所定の抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情
報記憶手段と、
　特定期間における特定事象の発生回数、又は、特定期間が終了するまでの時間を計測す
る特定計測手段とを備え、
　サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報、及び、
前記特定計測手段で計測された特定計測情報のうち、少なくともサーバのアドレス情報を
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含む情報を、所定の携帯通信端末によって識別又は認識可能な態様として出力可能な情報
出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報を出力する場合
には、前記特定計測手段の特定計測情報も含ませた情報として出力すること」としてもよ
い。
【１３９７】
　手段Ｋ－２．所定の発射手段によって発射された遊技球が案内される遊技領域と、
　前記遊技領域を移動する遊技球が入球可能な開状態と、入球不可能な閉状態とに状態変
化する可変入球手段と、
　前記可変入球手段に入球した遊技球を検知する可変入球検知手段と、
　所定条件の成立に基づいて、前記可変入球手段が開状態とされる特別遊技状態を発生さ
せるか否かの当否抽選を行う特別遊技状態発生手段とを備え、
　（前記特別遊技状態には、前記可変入球手段に入球する遊技球の数の上限、及び、開状
態とされている可変入球手段の時間の上限が定められ、）
　前記特定期間は、前記特別遊技状態に対応して設定され、
　前記特定計測手段は、（遊技球が前記遊技領域に発射されることを前記特定事象として
、）前記特別遊技状態において前記遊技領域に発射された遊技球の数を計数することを特
徴とする手段Ｋ－１に記載の遊技機。
【１３９８】
　手段Ｋ－２によれば、可変入球手段を狙って遊技球を打ち出す状態である特別遊技状態
において、特別遊技状態が終了するまでに遊技球を何個発射させたのかを把握することが
できる。すなわち、特別遊技状態は、期間が定められている（可変入球手段に上限数の遊
技球を入球させれば終了することとなる）ため、特別遊技状態中の遊技球の発射総数（特
別遊技状態を終了させるまでに要した遊技球の発射総数）を計数することで、可変入球手
段への遊技球の入球し易さを把握することができる。
【１３９９】
　尚、例えば、特別遊技状態が終了するまでの時間（特別遊技状態を終了させるまでに要
した時間）を計測し、これに基づいて、可変入球手段への遊技球の入球し易さを推測可能
に構成することも考えられる。但し、特別遊技状態においてエラー状態が発生した場合に
対処できなかったりするおそれがある。このため、本手段のように、遊技球の発射数で遊
技球の可変入球手段への至り易さを推測する（把握する）ことが望ましい。
【１４００】
　尚、例えば、特定遊技状態は、可変入球手段を開状態としてから可変入球手段に規定個
数の遊技球が入球するまで、又は、可変入球手段を開状態としてから規定時間が経過する
まで、を１ラウンドとして、規定の複数ラウンドを行うこととしてもよい。また、ラウン
ド期間の合間において可変入球手段が閉状態とされるインターバル期間に関しては、発射
された遊技球を計数しないように構成してもよい。この場合、インターバル期間中におい
ても遊技球を発射させ続ける遊技者と、インターバル期間中或いはそれに対応するタイミ
ングでは遊技球の発射を中止する遊技者との間で、特別遊技状態の時間はほぼ同じなのに
、計数される発射総数に比較的大きな差が生じてしまうといった事態を抑制することがで
き、特別遊技状態における発射数の情報が、遊技球の可変入球手段への至り易さを判断す
る材料にならなくなってしまうといった事態をより確実に防止することができる。さらに
、特別遊技状態中において、遊技領域に案内された遊技球が可変入球手段に至るよりも前
の段階で入球する可能性のある入球手段（例えば、始動入球手段等）に対し、特別遊技状
態において入球した遊技球の数を計数（この数を発射総数から減算する）したり、或いは
、特別遊技状態中において、いずれの入球手段にも入球しなかった遊技球の数を計数した
りすることで、可変入球手段への遊技球の至り易さの推測精度をより向上させることがで
きる。
【１４０１】
　尚、「遊技領域を移動する遊技球が入球可能」とは、入球した遊技球がそのまま遊技領
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域外に排出される場合だけでなく、入球した遊技球が再度遊技領域に戻る（通過する）場
合も含む趣旨である。
【１４０２】
　手段Ｋ－３．所定の発射手段によって発射された遊技球が案内される遊技領域と、
　前記遊技領域を移動する遊技球が入球可能又は容易な開状態と、入球不可能又は入球困
難な閉状態とに状態変化可能な開閉入球手段と、
　前記開閉入球手段に入球した遊技球を検知する開閉入球検知手段とを備え、
　前記開閉入球手段が前記開状態とされる、或いは、され易くなる高入球状態と、
　前記高入球状態に比べ、前記開閉入球手段が前記開状態とされ難くなる、或いは、前記
閉状態が維持される低入球状態とに状態変化可能に構成され、
　前記特定期間は、前記高入球状態に対応して設定され、
　前記特定計測手段は、前記高入球状態において前記遊技領域に発射された遊技球の数を
計数するとともに、当該高入球状態において前記開閉入球手段に入球した遊技球の数を計
数することを特徴とする手段Ｋ－１又はＫ－２に記載の遊技機。
【１４０３】
　手段Ｋ－３によれば、高入球状態において発射した遊技球の総数に占める開閉入球手段
に入球した遊技球の数の割合、すなわち、高入球状態における開閉入球手段への入球させ
易さを把握することができるようになる。より具体的には、特定期間とは、開状態とされ
ている開閉入球手段を狙って遊技球を打ち出す期間であり、その特定期間における遊技球
の発射総数、及び、開閉入球手段への入球総数を計ることで、遊技機が実際に設置されて
遊技される現場（遊技ホール等）での、遊技球の開閉入球手段への至り易さの状況、例え
ば、開閉入球手段の周りの遊技釘等の状況を把握することができる。
【１４０４】
　尚、高入球状態（例えば、所謂、確変モードや時間短縮モード）となっている期間の長
さ（時間）と、開閉入球手段への遊技球の入球数とを計測し、これらに基づいて、開閉入
球手段への遊技球の入球し易さを推測可能に構成することも考えられる。但し、高入球状
態において遊技球を発射させ続けた場合と、高入球状態において遊技球を発射させない期
間（例えば、休憩をはさんだ等）が存在した場合とを比較すると、同じ時間だけ遊技球を
打ち出しているのに後者の方が、遊技球が開閉入球手段に入球する割合が比較的大きく低
下してしまい、遊技球の開閉入球手段への至り易さを判断する材料にならなくなってしま
うおそれがある。このため、本手段のように、遊技球の発射数で遊技球の開閉入球手段へ
の至り易さを推測する（把握する）ことが望ましい。
【１４０５】
　尚、「前記遊技領域を移動する遊技球が入球可能な前記開閉入球手段としての始動入球
手段と、前記始動入球手段に入球した遊技球を検知する前記開閉入球検知手段としての始
動入球検知手段と、前記始動入球検知手段による検知に基づいて、遊技者にとって有利な
特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行う特別遊技状態発生手段とを備えている
こと」としてもよい。この場合、高入球状態における始動入球検知手段への入球し易さを
把握することができる。
【１４０６】
　尚、始動入球手段が、開閉式であって、閉状態においても遊技球が入球可能である場合
、特定計測手段が、低入球状態（例えば、所謂、通常モードや潜確モード）において発射
された遊技球と、低入球状態において始動入球手段に入球した遊技球の数とを計数するこ
ととしてもよい。この場合、高入球状態における始動入球手段への遊技球の至り易さだけ
ではなく、低入球状態における始動入球手段への遊技球の至り易さをも把握することがで
き、結果として、始動入球手段周りの遊技釘等の状況をより正確に把握することができる
。また、開閉式の始動入球手段と、開閉式ではない始動入球手段との両方が設けられてい
る場合、特定計測手段は、低入球状態では、発射された遊技球及び開閉式ではない始動入
球手段に入球した遊技球の数を計数し、高入球状態では、発射された遊技球及び開閉式の
始動入球手段に入球した遊技球の数を計数することとしてもよい。この場合、開閉式の始
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動入球手段への遊技球の至り易さ（遊技者にとって遊技を比較的スムースかつ有利に進行
させることのできる状態における状況）、及び、開閉式ではない始動入球手段への遊技球
の至り易さ（一般的に、通常の状態であり、滞在する時間が最も長い状態における状況）
の両方を把握することができる。
【１４０７】
　尚、高入球状態中において、いずれの入球手段にも入球しなかった遊技球の数を計数す
ることで、開閉入球手段（上記可変入球手段）への遊技球の至り易さの推測精度をより向
上させることができる。尚、本手段Ｋ－４の開閉入球手段としては、上記手段Ｋ－３の可
変入球手段を適用することも可能な趣旨である。
【１４０８】
　手段Ｋ－４．所定の発射手段によって発射された遊技球が案内される遊技領域と、
　前記遊技領域を移動する遊技球が入球可能又は入球容易な開状態と、入球不可能又は入
球困難な閉状態とに状態変化する始動入球手段と、
　前記始動入球手段に入球した遊技球を検知する始動検知手段と、
　前記始動検知手段による検知を契機として、遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生
させるか否かの当否抽選を行う特別遊技状態発生手段と、
　前記遊技領域を移動する遊技球が入球可能（又は通過可能）なサポート入球手段と、
　前記サポート入球手段に入球（又は通過）した遊技球を検知するサポート検知手段と、
　前記サポート検知手段の検知を契機として、前記始動入球手段を前記開状態とするか否
かの入球サポート抽選を行う入球サポート状態発生手段とを備え、
　前記高入球状態に比べ、前記開閉入球手段が前記開状態とされ難くなる低入球状態とに
状態変化可能に構成され、
　前記特定期間は、前記高入球状態に対応して設定され、
　前記特定計測手段は、前記高入球状態において前記遊技領域に発射された遊技球の数を
計数するとともに、当該高入球状態において前記サポート入球手段に入球（又は通過）し
た遊技球の数を計数することを特徴とする手段Ｋ－１乃至Ｋ－３のいずれかに記載の遊技
機。
【１４０９】
　手段Ｋ－４によれば、高入球状態において発射した遊技球の総数に占めるサポート入球
手段に入球（又は通過）した遊技球の数の割合、すなわち、高入球状態におけるサポート
入球手段への入球（又は通過）させ易さを把握することができるようになる。より具体的
には、特定期間とは、開状態とされている始動入球手段や、これを開状態とさせる入球サ
ポート抽選の契機となるサポート入球手段を狙って遊技球を打ち出す期間であり、その特
定期間における遊技球の発射総数、及び、サポート入球手段への入球総数を計ることで、
遊技機が実際に設置されて遊技される現場（遊技ホール等）での、遊技球のサポート入球
手段への至り易さの状況、例えば、サポート入球手段の周りの遊技釘等の状況を把握する
ことができる。
【１４１０】
　手段Ｋ－５．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに送信可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　所定の発射手段によって発射された遊技球が案内される遊技領域と、
　（特定期間において）前記遊技領域に案内された遊技球の数を計数する特定計測手段を
備え、
　遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶され
ている遊技情報、及び、前記特定計測手段で計測された特定計測情報のうち、少なくとも
サーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示させる情報
出力手段とを備え、
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　前記情報出力手段は、前記表示手段において表示する前記符号情報に対して、前記遊技
情報記憶手段に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記特定計測手段の特定計
測情報をも含ませることを特徴とする遊技機。
【１４１１】
　所定の遊技者がこれまでに所定の遊技機をどれだけ遊技したかを計る物差し（目安）と
しては、例えば、遊技者にとって有利な特別遊技状態の発生回数、特別遊技状態を発生さ
せるか否かの当否抽選を行った回数、或いは、当否抽選を行う契機となる事象の発生回数
（例えば、始動入球手段への入球数）等が挙げられるが、これらは、遊技者毎の遊技の展
開（運）や、遊技者が遊技している遊技機の遊技釘等の状況等によって大きく変わり得る
ものである。これに対し、本手段５のように、遊技領域に発射された遊技球の数を計数し
、それを、これまでに所定の遊技機をどれだけ遊技したかを計る物差しとして利用するこ
とで、より公平な評価がおこなわれることとなる。このため、例えば、遊技時間は同じで
も特別遊技状態の発生回数が多い遊技者に比べ、評価されないので面白くなく、これに起
因して遊技自体から遠ざかってしまう等といった事態を抑制することができる。
【１４１２】
　尚、特定計測手段自体の数は特に限定されるものではなく、特定期間が複数種類設定さ
れている場合には対応して複数設けられることとする。また、「遊技者の操作により情報
の入力が可能な入力手段を備え、前記入力手段を用いてパスワードが入力されることで、
前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報が蓄積される状態が開始される
とともに、前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された前記遊技情報及び前記選択情
報に応じた情報が含まれる場合に、それに応じた処理（前記遊技情報及び前記選択情報に
応じた情報が含まれない場合や、サーバにて蓄積された前記遊技情報及び前記選択情報の
記憶内容が異なる場合とは異なる処理）を実行可能に構成され、特定の遊技情報の実行回
数に応じてランク付けを行い、ランクに応じて演出の内容に変化を生じさせる構成であっ
て、前記ランク付けの評価対象とされる特定の遊技情報には、少なくとも前記特定計測手
段によって計数された前記遊技領域に案内された遊技球の数に関する特定計測情報が含ま
れること」としてもよい。この場合、遊技球の発射回数に応じて得られる評価がより明確
なものとなるため、本手段の作用効果がより顕著に奏されることとなる。
【１４１３】
　手段Ｋ－６．前記発射手段によって発射された遊技球を前記遊技領域にまで案内する案
内通路と、
　前記案内通路に設けられ、前記発射手段によって発射された遊技球を、前記遊技領域に
至る前の段階で検知する発射検知手段とを備え、
　前記特定計測手段は、前記発射検知手段の検知に基づいて、前記遊技領域に発射された
遊技球の数を計数することを特徴とする手段Ｋ－２乃至Ｋ－５のいずれかに記載の遊技機
。
【１４１４】
　発射手段に遊技球がセットされていない状態で発射手段が遊技球を発射させる動作を行
っても遊技球は発射されないため、発射手段の発射動作を計数するのでは、遊技領域に発
射された遊技球の計数が不正確になることが懸念される。この点、手段Ｋ－６によれば、
発射手段に発射された遊技球を検知する発射検知手段の検知に基づいて、遊技領域に発射
された遊技球の数が計数されるため、かかる不具合を払拭することができる。また、発射
検知手段を遊技領域に設けることで、当該発射検知手段によって遊技球の動作が阻害され
たり、発射検知手段が遊技領域において視認されることで意匠性の低下を招いたりするこ
と等を防止することができる。
【１４１５】
　手段Ｋ－７． 前記発射手段によって発射されたものの、前記遊技領域にまで至らず、
前記案内通路を逆流する遊技球を、遊技者側に戻すミス球戻し通路と、
　前記ミス球戻し通路に設けられ、前記ミス球戻し通路を通過する遊技球を検知する戻し
球検知手段とを備えていることを特徴とするＫ－６に記載の遊技機。
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【１４１６】
　手段Ｋ－７によれば、発射手段によって発射されたものの、遊技領域にまで至らなかっ
た遊技球を遊技領域に発射された遊技球の計数に含ませないようにすることができる。従
って、遊技領域に発射された遊技球の数をより確実に把握することができる。尚、ミス球
戻し通路は、案内通路の下方において連結されており、発射手段によって発射された遊技
球はミス球戻し通路を飛び越えて遊技領域側に移動し、案内通路を逆流する遊技球は、ミ
ス球戻し通路に進入するように構成されていることとしてもよい。
【１４１７】
　手段Ｋ－８．前記発射検知手段は、前記案内通路のうち、前記ミス球戻し通路との連結
部よりも前記発射手段側に設けられていることを特徴とする手段Ｋ－７に記載の遊技機。
【１４１８】
　手段Ｋ－８によれば、案内通路を逆流してきた遊技球を発射検知手段で検知してしまう
といった事態を回避することができる。また、発射手段の極力近くに発射検知手段を設け
ることで、発射検知手段と遊技球との衝突を避けつつ、確実に検知が行われるようにする
ための構成の簡素化等を図ることができる。
【１４１９】
　尚、「前記発射手段に向けて遊技球を整列させながら案内する発射球案内手段と、遊技
者が操作可能な位置に設けられ、操作が行われることで、前記発射球案内手段に整列され
ている遊技球が遊技者側に戻される球抜き操作手段とを備え、前記球抜き操作手段が操作
された場合に、前記発射手段にセットされている状態の遊技球をも遊技者側に戻すことの
可能な構成において、前記発射検知手段は、前記発射手段にセットされている状態の遊技
球を検しない位置（該遊技球よりも前記遊技領域側）に設けられていることとしてもよい
。
【１４２０】
　手段Ｋ－９．前記遊技情報記憶手段には、当該遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の
前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択情
報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記遊技情報が記憶さ
れ、
　前記特定計測手段には、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報の蓄
積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記特定計測情報を含む前記
符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記特定計測情報だけでなく、それ
以外の期間における前記特定計測情報についても記憶されることを特徴とする手段Ｋ－１
乃至Ｋ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１４２１】
　手段Ｋ－９によれば、データを送ってくれた遊技者の分以外の特定計測情報もついでに
送られるようになっている。これにより、サーバにおいてより多くの特定計測情報を得る
ことができる。
【１４２２】
　尚、「特定計測手段には、遊技機の電源を入れてからの特定計測情報と、遊技情報記憶
手段に対して遊技者個人の前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてからの特
定計測情報とが別々に記憶されること」としてもよい。また、特定計測手段には、数日前
までの特定計測情報を記憶可能に構成され、前記符号情報が出力されることで、特定計測
手段の特定計測情報が消去される、或いは、その日の特定計測情報を残して前日までの特
定計測情報が消去されることとしてもよい。
【１４２３】
　Ｌ．遊技機の一種として回胴式遊技機、例えばスロットマシンがある。スロットマシン
は、複数の図柄が付された複数のリールを有する可変表示装置を備えており、メダル等の
遊技価値を投入（ベット）した状態においてスタートレバーを操作することに基づいて、
当たり状態を発生させるか否かの抽選が行われるとともに、各リールが回転を開始する。
その後、各リールに対応するストップボタンを操作することで、各リールが前記抽選に準
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じた態様で順次停止するようになっている（例えば、特開２００３－１２６３３７号公報
参照）。
【１４２４】
　ところで、スタートレバーやストップボタンを操作することで、演出が順次進行して行
くような複数の演出群から構成される演出が行われる場合ものもある。しかしながら、当
該演出は、遊技者の操作に応じて進行して行くことから、個別の演出の途中で次の演出の
開始の契機となる操作が行われたのであれば、現在の演出を直ちに終了し（演出がキャン
セルされ）、次の演出が開始されることとなる。このため、時間とコストをかけて演出を
作り込んだとしても、遊技者に全く見られることのないものであれば全く意味をなさなく
なってしまうことが懸念される。
【１４２５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
演出を効果的に行うための情報を収集可能とする遊技機を提供することにある。
【１４２６】
　手段Ｌ－１． 識別情報を変動表示する可変表示手段と、
　遊技媒体を投入するための投入手段と、
　前記投入手段に投入された遊技媒体を検知する投入検知手段と、
　前記投入検知手段に検知された遊技媒体の数を電子データとして記憶するクレジット記
憶手段と、
　遊技を開始するにあたって、前記クレジット記憶手段に記憶されている遊技媒体から、
遊技を開始させるために必要な数をベットするためのベット操作手段と、
　前記可変表示手段における識別情報の変動表示を開始させるための始動操作手段と、
　前記可変表示手段における識別情報の変動表示を停止させるための停止操作手段と、
　所定の演出が発生した際に操作する場合と操作しない場合とで演出内容が変化する演出
操作手段と、
　遊技媒体がベットされた状態における前記始動操作手段の操作を契機として入賞役の当
否抽選を行う抽選手段と、
　遊技媒体がベットされた状態における前記始動操作手段の操作に基づいて識別情報の変
動表示を開始させ、前記停止操作手段の操作と前記当否抽選の結果とに基づいて前記識別
情報の変動表示を停止表示させる識別情報制御手段と、
　前記識別情報制御手段によって停止表示された識別情報が前記入賞役に対応する組合せ
である場合に、前記入賞役に対応する数の遊技媒体を付与する遊技媒体付与手段と、
　前記当否抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶手段と、
　前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を所定の携帯通信端末によって識
別又は認識可能な態様として出力可能な情報出力手段とを備え、
　前記始動操作手段又は前記ベット操作手段の操作に基づいて開始される演出と、前記演
出操作手段、前記停止操作手段、及び、前記ベット操作手段のうち少なくとも２つの操作
に基づいて開始される演出との演出群で構成される操作連動演出が行われ、
　前記操作連動演出に関し、当該操作連動演出を構成する各構成演出の途中で、次の構成
演出が開始される契機が訪れた場合には、途中であった構成演出が終了し（キャンセルさ
れ）、次の構成演出が開始される構成であって、
　前記操作連動演出における前記各構成演出の時間を計測する個別演出時間計測手段を備
え、
　前記情報出力手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が出力される
場合には、前記個別演出時間計測手段の特定計測情報も含ませた情報として出力されるこ
とを特徴とする遊技機。
【１４２７】
　手段Ｌ－１によれば、操作連動演出を構成する各構成演出の時間を計測することで、各
構成演出が途中で終了させられた（途中でキャンセルされた）か否かや、開始からどの程
度の間ならば遊技者に視認されているのか等を把握することができる。このように、各構
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成演出がどの程度見届けられ、どの程度キャンセルされるのかの特定計測情報に基づいて
、所定の演出を出すのが効果的なタイミングや、所定の演出を導出してもあまり意味のな
いタイミングを把握したり、あまり人気のない演出を把握したりすることができ、遊技機
の開発に際し、無駄な演出を減らし、効果的なタイミングで効果的な内容の演出を導出さ
せるように構成することができる。
【１４２８】
　また、遊技者が携帯通信端末を介して遊技機とサーバとの間で情報のやりとりを行うモ
バイル連動遊技を行うことで、付随して個別演出時間計測手段の特定計測情報についても
サーバに送信されることから、サーバ側でよりスムースに個別演出時間計測手段の特定計
測情報を得ることができる。
【１４２９】
　尚、「遊技者から視認可能な位置に設けられ、画像オブジェクトを表示可能な装飾表示
手段を備え、前記情報出力手段は、前記装飾表示手段において、サーバのアドレス情報、
前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報、及び、前記個別演出時間計測手段
の特定計測情報のうち、少なくともサーバのアドレス情報を含み、携帯通信端末で読み取
り可能な符号情報を表示させるとともに、前記符号情報に対して、前記遊技情報記憶手段
に記憶されている遊技情報を含ませる場合には、前記個別演出時間計測手段の特定計測情
報をも含ませること」としてもよい。この場合、また、前記装飾表示装置においても操作
連動演出が導出される構成においては、かかる作用効果がより顕著なものとなる。
【１４３０】
　手段Ｌ－２．前記始動操作手段、前記演出操作手段、前記停止操作手段、及び、前記ベ
ット操作手段のうち少なくとも１つに対応して設けられ、操作状態とされてから非操作状
態とされるまでの操作時間を計測する操作時間計測手段を備え、
　前記情報出力手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が出力される
場合には、前記操作時間計測手段の特定計測情報も含ませた情報として出力され、
　前記操作時間計測手段の特定計測情報は、操作時間を計測した際に実行されていた演出
と対応付けされた格好で、前記情報出力手段により出力されることを特徴とする手段Ｌ－
１に記載の遊技機。
【１４３１】
　遊技者のなかには、遊技が遊技者にとって良い方向に進んでほしいと強く願う際の習慣
として、操作手段を押してすぐに離すのではなく、押した状態をしばらくキープしてから
離す（所謂、捻じる）ということを行う者もいる。そこで、本手段Ｌ－２によれば、操作
手段の操作時間（オンにされている時間）を計測し、さらに、該操作時間が、操作手段の
操作が行われたときの演出と対応付けられて、携帯通信端末、ひいては、サーバに送信さ
れることとなる。従って、遊技者にとってどのタイミングのどの演出に気持ちが入るのか
（好評なのか）等を把握することができる。
【１４３２】
　尚、所定の操作手段に作用する圧力或いはそれに比例する力を測定可能な圧力測定手段
を備え、圧力測定手段の特定計測情報と、対応する演出とが互いに対応付けられた状態で
、情報出力手段により出力可能に構成されていることとしてもよい。この場合も、遊技者
の熱の入り様を把握することができる。
【１４３３】
　手段Ｌ－３．前記始動操作手段、前記演出操作手段、前記停止操作手段、及び、前記ベ
ット操作手段のうち少なくとも１つに対応して設けられ、操作回数を計数する操作回数計
測手段を備え、
　前記情報出力手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が出力される
場合には、前記操作回数計測手段の特定計測情報も含ませた情報として出力され、
　前記操作回数計測手段には、操作回数と、操作回数を計測した際に実行されていた演出
状態とが対応付けされた格好で記憶されることを特徴とする手段Ｌ－１又はＬ－２に記載
の遊技機。
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【１４３４】
　本手段Ｌ－３によれば、操作手段の操作回数を計測し、さらに、該操作回数が、操作手
段の操作が行われたときの演出状態と対応付けられて、携帯通信端末、ひいては、サーバ
に送信されることとなる。従って、遊技者にとってどのタイミングのどの演出に気持ちが
入るのか（好評なのか）等を把握することができる。尚、操作手段の操作回数の計数の対
象とされる演出状態としては、遊技者の期待感を高めるような演出中等に限定されるもの
ではなく、特に期待感を高めるような演出が行われていない状態をも含むものである。ま
た、特別遊技状態終了後からの変動回数や、特定の演出終了後からの変動回数も、計測回
数等の情報と対応付けて出力されるように構成してもよい。この場合、通常時に複数の演
出モードを遊技者自身で変更可能な構成において、どのようなタイミングで演出モードを
変更させるのか等を把握することができる。
【１４３５】
　手段Ｌ－４．所定条件が成立したことに基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技状態
を発生させるか否かの当否抽選を行い、当該当否抽選にて当選した場合に特別遊技状態を
発生させる特別遊技状態発生手段を備え、
　前記当否抽選における当選確率が複数段階で設定されているとともに、当該設定を変更
可能な設定操作手段が遊技者の操作不可能な位置に設けられ、
　設定に応じて変化する要素の発生回数を計測する特定要素計測手段を備え、
　前記情報出力手段により前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報が出力される
場合には、前記特定要素計測手段の特定計測情報も含ませた情報として出力されることを
特徴とする手段Ｌ－１乃至Ｌ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１４３６】
　手段Ｌ－４によれば、設定に応じて変化する要素の発生回数に基づいて、遊技に多大な
影響を及ぼすこととなる設定の推測が可能となる。これにより、モバイル連動遊技に参加
すれば、設定推測が比較的容易に行える構成とすることで、モバイル連動遊技により積極
的に参加してもらうことができる。
【１４３７】
　尚、設定に応じて変化する要素としては、特別遊技状態（ボーナス、アシストタイム、
アシストリプレイタイム等）の当選、子役の当選（成立しなかった（対応する遊技価値の
付与が伴わなかった場合の子役についてもカウントする）、特別遊技状態と子役とが同時
に当選する場合においてその組み合わせが設定毎で異なる場合にはその同時当選、等が挙
げられる。
【１４３８】
　尚、遊技者がサーバに蓄積記憶させている遊技情報に応じて、設定示唆の精度を変化さ
せてもよい。例えば、設定が６段階に分かれていて、１０００ポイントの遊技者は設定の
うち上の３つか下の３つかが示唆されるだけであるが、１００００ポイントの遊技者は各
設定毎の可能性が示唆され、５００００ポイントの遊技者は、設定が確定されてしまうよ
うな要素や公表されていない判断基準等のより多くの情報から設定推測・判断を行い、示
唆・教示するように構成してもよい。
【１４３９】
　手段Ｌ－５．遊技者の操作により情報の入力が可能な入力手段を備え、
　前記入力手段を用いてパスワードが入力されることで、前記遊技情報記憶手段に対して
遊技者個人の前記遊技情報が蓄積される状態が開始されるとともに、
　前記パスワードにおいて、サーバにて蓄積された前記遊技情報に応じた情報が含まれる
場合に、それに応じた処理を実行可能に構成され、
　前記パスワードにおいて、前記特定要素計測手段の特定計測情報に関する情報が含まれ
る場合には、遊技者から視認可能な位置に設けられる装飾表示手段において、前記特定要
素計測手段の特定計測情報に関する情報を表示可能に構成されていることを特徴とする手
段Ｌ－４に記載の遊技機。
【１４４０】
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　手段Ｌ－５によれば、モバイル連動遊技の有効性を向上させることができ、モバイル連
動遊技により接触的に参加してもらうことができる。また、特定要素計測手段の特定計測
情報に関する情報を遊技機において確認できるため、利便性の向上を図るとともに、前回
の遊技の回想をしつつ、今回の遊技を行うといったこともできる。さらに、特定要素計測
手段の特定計測情報に関する情報が遊技機でしか見られないということになると、再び遊
技者に遊技機にまで足を運んでもらい易くなる。
【１４４１】
　尚、設定に応じて、特別遊技状態や子役の成立確率が異なる場合には、特定要素計測手
段の特定計測情報に関する情報として遊技者が実際に行った遊技に際しての特別遊技状態
や子役の成立確率を表示可能としてもよく、さらには、利便性を高めるべく、設定に応じ
た特別遊技状態や子役の成立確率を表示可能としてもよい。また、当該構成に代えて、又
は、加えて、特定要素計測手段の特定計測情報に関する情報を基にサーバ又は遊技機にお
いて推測した設定（可能性の高い設定）を示唆するような表示を装飾表示手段で表示可能
としてもよい。
【１４４２】
　尚、サーバに特定要素計測手段の特定計測情報を送信しても、当該特定要素計測手段の
特定計測情報に関する情報を含むパスワードは、遊技ホール等のその日の営業時間終了後
にしか発行されないように設定する（一般に、午後１１時頃に終了するため、例えば、午
後１２時に設定しておく等する。）ように構成してもよい。或いは、「日付を把握可能な
日付把握手段を備え、前記情報出力手段により出力される情報には、日付又はこれに関す
る情報が含まれ、前記入力手段に入力されたパスワードに含まれる日付又はこれに関する
情報に基づいて、前記装飾表示手段において、前記特定要素計測手段の特定計測情報に関
する情報を表示するか否かを決定するように構成されていること」、すなわち、サーバに
特定要素計測手段の特定計測情報を送信しても、当該特定要素計測手段の特定計測情報に
関する情報を含むパスワードは、遊技機側で翌日にしか受け付けないようにする（例えば
、リアルタイムクロックを設け、パスワードに含まれる日付情報等に基づいて特定要素計
測手段の特定計測情報に関する情報を表示するか否かを決定する）こととしてもよい。当
該構成を採用する場合、モバイル連動遊技を活用して設定推測を行い、設定推測に基づい
て遊技を止めるか続行するかを決めるといったことを抑制することができる。
【１４４３】
　手段Ｌ－６．前記遊技情報記憶手段には、当該遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の
前記遊技情報の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記選択情
報を含む前記符号情報を前記表示手段に表示するまでの間における前記遊技情報が記憶さ
れ、
　前記特定要素計測手段には、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前記遊技情報
の蓄積を開始するための操作が行われてから、前記遊技情報及び前記特定要素計測手段の
特定計測情報を含む情報を出力するまでの間における前記設定に応じて変化する要素の発
生回数だけでなく、それ以外の期間における前記設定に応じて変化する要素の発生回数に
ついても記憶されることを特徴とする手段Ｌ－４又はＬ－５に記載の遊技機。
【１４４４】
　手段Ｌ－６によれば、その遊技者だけでなく、その日にその遊技者の前に遊技していた
遊技者のデータ（設定に応じて変化する要素の発生回数）も加えたデータを得ることがで
きる。従って、設定に応じて変化する要素に関する情報をより多く入手することができ、
設定推測などの精度をより高めることができる。例えば、他の遊技者が遊技を行った後に
遊技を行う場合には、前の遊技者が行った遊技の情報を含めて設定推測が可能なため、設
定推測の信頼度が向上する。
【１４４５】
　尚、サーバに特定要素計測手段の特定計測情報を送信しても、当該特定要素計測手段の
特定計測情報に関する情報は、遊技ホール等のその日の営業時間内には見ることができな
い、或いは、その日の営業時間内に見ることは可能だが、遊技者本人の本日の遊技回数が
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規定回数を超えない場合には、見ることができないように構成する（例えば、ゲーム数が
２０００回転以上になるとか、遊技者本人のゲーム数が、その遊技機の本日のトータルの
ゲーム数の過半数以上になるとかすれば見ることができる）ことが望ましい。すなわち、
遊技を少し行っただけでモバイル連動遊技を利用した他人の情報も含む設定に応じて変化
する要素に基づく設定判別を行い、よくない場合にはほかの台に移るといった行為を抑止
することができる。
【１４４６】
　手段Ｌ－７．前記可変表示手段において識別情報の変動表示が開始されてから停止表示
されるまでを１遊技回（１ゲーム）とし、
　行われた遊技回数を計数する遊技回数計数手段と、
　ベットされた遊技媒体の総数を計数するベット数計数手段と、
　付与された遊技媒体の総数を計数する付与数計数手段と、
　各入賞役の当選回数をそれぞれ計数する複数の入賞役計数手段とを備え、
　前記遊技回数計数手段、前記ベット数計数手段、前記付与数計数手段、及び、前記各入
賞役計数手段の特定計測情報が、前記個別演出時間計測手段の特定計測情報とともに出力
されることを特徴とする手段Ｌ－１乃至Ｌ－６のいずれかに記載の遊技機。
【１４４７】
　手段Ｌ－７によれば、遊技者及び遊技機メーカーのどちらにとっても有用な情報である
遊技回数計数手段、ベット数計数手段、付与数計数手段、及び、各入賞役計数手段の特定
計測情報についても遊技機から通信携帯端末、ひいては、サーバに出力可能に構成されて
いることから、かかる情報に基づいて、モバイル連動遊技を進行させたり、遊技機の状況
等をより細かく把握したりすることができる。
【１４４８】
　Ｍ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１４４９】
　近年、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間で情報のやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえない
楽しみを提供することのできる遊技システム（モバイル連動遊技）が知られている。
【１４５０】
　ところで、現状では、遊技機から携帯通信端末への情報の出力は、配線を繋がなくても
よい手軽さと、電波を使用しなくても済むセキュリティ面等の事情から、遊技機の表示装
置に表示された２次元コードなどの符号情報を携帯通信端末で読み取ることで行われてい
る。
【１４５１】
　しかしながら、遊技者のなかには、遊技機の表示装置に表示された符号情報を携帯通信
端末で読取ることが面倒そうである、或いは、以前にトライしてみたことがあるが上手く
読取りを行うことができなかった等といった理由でモバイル連動遊技を敬遠するものも存
在する。さらに、モバイル連動遊技を終了させるためには、遊技機の表示装置に表示され
た符号情報を携帯通信端末で読取る手間が必要なことから、遊技を速やかに終えて帰りた
いのにもたついてしまう、或いは、遊技に関して現在の自身の状況が芳しくない（別の遊
技機に移動した方が状況を好転させられるかもしれない）と思っても、腰が重くなり、台
移動することなくそのまま遊技を続けてしまう等といったおそれがある。
【１４５２】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
携帯通信端末に符号情報を読取らせる際の作業性の向上を図り、モバイル連動遊技をスム
ースかつ快適に行うことのできる遊技機を提供することにある。
【１４５３】
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　手段Ｍ－１．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに送信可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　（遊技者から視認可能な位置に設けられる）表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、及び、前記遊技情報記憶手段に蓄積記
憶されている遊技情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示させる情報
出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段における前記符号情報の表示位置を変更可能に構成
されていることを特徴とする遊技機。
【１４５４】
　携帯通信端末を介して、遊技機とサーバとの間でやりとりを行うモバイル連動遊技を終
了させる場合、遊技者が遊技した遊技情報を含み、遊技機の表示手段において表示する符
号情報を、携帯通信端末に読取らせることとなる。これに対し、手段Ｍ－１によれば、表
示手段に表示された符号情報の読取りを行うべく、表示手段の前方に配置された携帯通信
端末のうち符号情報を読取り可能な読取装置の撮影部の位置が、表示手段に表示される符
号情報の表示位置に対して多少ずれていても、符号情報の表示位置をずらすことで、符号
情報を携帯通信端末に読取らせることができる。つまり、遊技者が携帯通信端末を変位さ
せることで位置合わせを行うのではなく、表示手段の符号情報側を変位させることでの位
置合わせを行うことができる。このため、携帯通信端末を表示手段の前方に配置しておく
だけでも表示手段の符号情報の読取りを行うことが可能となり、携帯通信端末の撮影部と
、表示手段の符号情報との位置合わせに関する遊技者の負担軽減を図ることができる。結
果として、モバイル連動遊技を終了する際の遊技者の作業が容易になり、モバイル連動遊
技を比較的スムースに終了させることができる。
【１４５５】
　さらに、モバイル連動遊技を終了させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。結果として、
遊技者に気分良くモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１４５６】
　手段Ｍ－２． 前記表示手段の前方において、携帯通信端末を（例えば、前記符号情報
を読取り可能な読取装置の撮影部が後方を向く姿勢で）設置可能な設置部を備え、
　前記設置部に携帯通信端末を設置することで、前記表示手段に表示された前記符号情報
が携帯通信端末によって読取られることを特徴とする手段Ｍ－１に記載の遊技機。
【１４５７】
　手段Ｍ－２によれば、携帯通信端末を設置部に設置すれば、遊技者が携帯通信端末に直
接触れて位置をずらすことなく、表示手段の符号情報を携帯通信端末に読取らせることが
できる。従って、モバイル連動遊技をより簡単かつスムースに終了させることができる。
【１４５８】
　尚、「前記設置部は、縦向きとした携帯通信端末を設置可能に構成されていること」と
してもよい。この場合、携帯通信端末が縦向きにも横向きにも設置できる場合に比べ、携
帯通信端末の読取装置の撮影部の位置をある程度限定することができ、結果として、表示
手段の表示面積を最小限で済ませることができる。
【１４５９】
　手段Ｍ－３． 携帯通信端末が前記表示手段の前方（手段Ｍ－２に対応しては前記設置
部）に設置される際に、携帯通信端末のうち前記符号情報を読取り可能な読取装置の撮影
部の位置を光学的に検知可能な撮影位置検知手段を備え、
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　前記情報出力手段は、前記撮影位置検知手段による検知情報に基づいて、前記符号情報
を表示させる位置を決定することを特徴とする手段Ｍ－１又はＭ－２に記載の遊技機。
【１４６０】
　手段Ｍ－３によれば、携帯通信端末の撮影部の位置を検知する撮影位置検知手段が設け
られているため、携帯通信端末の機種毎に撮影部の位置が異なっているとしても、符号情
報を、撮影位置検知手段で検知された位置にある撮影部によって読取られる位置に表示さ
せることができる。従って、符号情報をより確実に携帯通信端末に読取らせることができ
る。
【１４６１】
　尚、読取位置検知手段としては、例えば、カメラを使用してもよいし、手段Ｍ－２のよ
うに、携帯通信端末の移動経路が比較的はっきりしている場合に、その経路上、例えば、
手段Ｍ－２では、設置部の入口において、設置部の横幅一杯に延びるようにして赤外線セ
ンサを設置し、出力した赤外線の反射具合を判別（明暗で撮影部とその周りとを区別し、
上下位置も特定する場合には、携帯通信端末の下端部からの距離も時間等で測る等）して
撮影部の位置を特定するように構成してもよい。また、本手段Ｍ－３の構成を採用しつつ
も、撮影部の位置を特定するための別の構成、例えば、撮影部の上下位置の特定に関して
後述する手段Ｍ－４の構成を併用してもよい。
【１４６２】
　手段Ｍ－４．前記情報出力手段は、前記表示手段において前記符号情報を表示する位置
を規則的に順次変位可能に構成されていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ－３のいず
れかに記載の遊技機。
【１４６３】
　手段Ｍ－４によれば、表示手段において符号情報を表示する位置を規則的に順次変位さ
せることで、変位する符号情報の位置が、撮影部の位置と合致した際に、符号情報が読取
られることとなる。従って、携帯通信端末の機種毎に撮影部の位置が異なっているとして
も、携帯通信端末による符号情報の読み落としがないように符号情報を移動させる（撮影
部が位置すると考えられる範囲を可能な限り符号情報が移動する）ことで、符号情報をよ
り確実に携帯通信端末に読取らせることができる。
【１４６４】
　尚、「前記符号情報は、予め携帯通信端末の撮影部が位置し得る範囲を想定し、それに
対応して設定された前記表示手段の範囲を網羅するようにして変位可能に構成されている
こと」としてもよい。また、流通する携帯通信端末の撮影部が位置し得る範囲と、表示手
段の表示面積とを対応させておけば、表示手段の無駄な大型化を回避することができる。
さらに、「前記符号情報は、前記表示装置においてスライド変位するようにして連続的に
表示され、前記符号情報を縦方向に端から端までスライドさせてから横方向に位置をずら
し縦方向に端から端までスライドさせる場合と、前記符号情報を横方向に端から端までス
ライドさせてから縦方向に位置をずらし横方向に端から端までスライドさせる場合とがあ
り、一方で前記撮影部による前記符号情報の読取が行われなかった場合には、他方を実行
すること」としてもよい。この場合、符号情報の変位の軌道が増え、撮影部が符号情報の
軌道上から外れてしまうこと、すなわち、符号情報をいくら変位させても、符号情報の位
置を撮影部の位置と合致させることができないことをより確実に防止することができる。
【１４６５】
　尚、手段Ｍ－３と組合わせる場合、例えば、先ずは、撮影位置検知手段による撮影部の
位置の特定が試みられ、撮影位置検知手段によって撮影部の位置の特定が行えなかった場
合に、表示手段において符号情報の表示位置を順次変位させるように構成してもよい。ま
た、例えば、撮影位置検知手段によって撮影部の位置をある程度特定した後、符号情報が
その周りを変位するようにして表示され、符号情報と撮影部の位置とがより確実に合致す
るように構成してもよい。つまり、併用することで、より確実に、かつ、各撮影位置検知
手段及び情報出力手段の負担の軽減（撮影部の位置を直接検知する機能が完璧でなくても
よく、探す位置の範囲についても縮小できる）を図ることができる。勿論、撮影位置検知
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手段及び符号情報の表示位置を順次変位させる機能の双方を併設しなくてもよく、例えば
、どちらか一方のみが設けられる場合であって、読取りが上手く行えなかった場合には、
表示手段とは別の表示装置等において、もう一度やり直してほしい旨のアナウンスを行う
こととしてもよい。
【１４６６】
　手段Ｍ－５．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを開始した場合に携帯通信端末が導
出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ
－４のいずれかに記載の遊技機。
【１４６７】
　手段Ｍ－５によれば、表示手段の符号情報を携帯通信端末の撮影部によって読取ること
ができる位置に表示できたことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。こ
のため、携帯通信端末の撮影部の位置の特定が行われたことを、遊技機側での判断だけで
済ませる（できたであろうという仮定をするしかない）ような場合に比べ、正確に行うこ
とができる。
【１４６８】
　さらに、携帯通信端末の撮影部の位置の特定ができたことを遊技機側で遅滞なく把握す
ることができ、その位置で符号情報を表示した状態をキープして、携帯通信端末による符
号情報の読取りを確実かつスムースに実行させることができる。また、撮影部の位置を特
定できないことも確実に把握できることから、それの対処（撮影部位置の特定ができない
ので携帯通信端末をもう一度設置し直してください等といったアナウンスを行う等）も比
較的迅速に行うことができる。
【１４６９】
　特に、上記手段Ｍ－４に対応しては、携帯通信端末が符号情報の読取りを開始した場合
に携帯通信端末が導出する合図を検知可能とすることで、表示手段において符号情報の表
示位置を順次変位させていった際に、携帯通信端末の撮影部に対応する位置に到達したが
、滞在時間が短く、読取りが完了する前に、符号情報が別の位置に変位してしまう（通り
過ぎてしまう）といった事態を防止することができる。換言すれば、符号情報の変位スピ
ードを上げることができ、携帯通信端末による符号情報の読取りをよりスピーディーに実
行させることができる。
【１４７０】
　尚、携帯通信端末が符号情報の読取りを開始した場合に携帯通信端末が導出する合図と
しては、一般に携帯通信端末の撮影部に隣接して設けられる発光手段の発光態様の変化を
利用することが挙げられる。また、携帯通信端末が符号情報の読取りを開始した場合に合
図を導出するように構成するべく、例えば、所定の遊技機に関するモバイル連動遊技を１
から始める場合に、専用のアプリケーションを携帯通信端末にダウンロードすることが考
えられる。
【１４７１】
　手段Ｍ－６．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを完了した場合に携帯通信端末が導
出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ
－５のいずれかに記載の遊技機。
【１４７２】
　手段Ｍ－６によれば、携帯通信端末の撮影部によって、表示手段の符号情報の読取りが
完了したことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。このため、携帯通信
端末による符号情報の読取りが完了したことを、遊技機側での判断だけで済ませるような
場合に比べ、正確に行うことができる。
【１４７３】
　さらに、携帯通信端末による符号情報の読取りが完了したことを遊技機側で遅滞なく把
握することができ、現在の符号情報を表示する処理を直ちに終了して、次の処理へ比較的
スムースに移行させることができる。また、符号情報の読取が完了できないことも確実に
把握できることから、それの対処（符号情報の読取りが上手く行われないので携帯通信端
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末の向きや撮影モード等をご確認ください、まだ携帯通信端末を設置部から取出さないで
ください等といったアナウンスを行う等）も比較的迅速に行うことができる。
【１４７４】
　尚、携帯通信端末が符号情報の読取りを完了した場合に携帯通信端末が導出する合図と
しては、一般に携帯通信端末の撮影部に隣接して設けられる発光手段の発光態様の変化を
利用することが挙げられる。また、携帯通信端末が符号情報の読取りを完了した場合に合
図を導出するように構成するべく、例えば、所定の遊技機に関するモバイル連動遊技を１
から始める場合に、専用のアプリケーションを携帯通信端末にダウンロードすることが考
えられる。
【１４７５】
　手段Ｍ－７．携帯通信端末が前記表示手段の前方に配置された場合に（手段Ｍ－２に対
応しては前記設置部に携帯通信端末が設置された場合に）、携帯通信端末の存在を検知す
る設置検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ－６のいずれかに記載の
遊技機。
【１４７６】
　手段Ｍ－７によれば、モバイル連動遊技、特に、携帯通信端末の撮影部に符号情報を読
取らせるための準備等をスムースに遅滞なく行うことができる。また、手段Ｍ－２の設置
部が設けられる場合において、モバイル連動遊技を終了した際に、携帯通信端末を設置部
に置き忘れるといった事態を防止する対策を講ずることができる。例えば、モバイル連動
遊技を終了させる際に、携帯通信端末による符号情報の読取りが完了したところで、表示
手段とは別の表示装置で「携帯を忘れずにお持ちください」等のアナウンス表示を行い、
設置検知手段の検知がなくなった場合にかかるアナウンス表示等を終了するように構成す
ることもできる。
【１４７７】
　尚、携帯通信端末による前記符号情報の読取りが終了したことを前記読取合図検知手段
（上記手段Ｍ－６参照）で検知した場合に、（前記表示手段とは別の演出用表示手段にお
いて、又は、携帯通信端末の表示部において）携帯通信端末が前記設置部に設置されてい
る旨のアナウンス表示を行い、携帯通信端末が前記設置部から取出されたことを前記設置
検知手段で検知した場合に、前記アナウンス表示を終了させることとしてもよい。
【１４７８】
　手段Ｍ－８．前記表示手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え、
　前記設置部に設置された携帯通信端末を変位させる駆動手段を備えていることを特徴と
する手段Ｍ－１乃至Ｍ－７のいずれかに記載の遊技機。
【１４７９】
　手段Ｍ－８によれば、設置部（上記手段Ｍ－２参照）に設置された携帯通信端末を変位
させる機能を具備することによって、携帯通信端末の撮影部と、表示手段にて表示する符
号情報との位置がどうしても合致しない場合等において、自動で、或いは、遊技機に設け
られた所定の操作手段への操作で（遊技者が携帯通信端末を触ることなく）設置部に設置
された携帯通信端末の位置をずらして読取りを再度試みてみたり、遊技者が設置部に設置
された携帯通信端末を極力見易い位置に移動させたりすることができる。
【１４８０】
　尚、駆動手段の駆動によって表示手段と携帯通信端末との相対位置関係が変化するよう
に構成されていればよく、例えば、駆動手段の駆動に伴って、設置部に対して携帯通信端
末が相対変位するように構成してもよいし、設置部自体が携帯通信端末とともに変位する
ように構成してもよい。
【１４８１】
　手段Ｍ－９．前記表示手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え、
　前記設置部は、縦向きとした携帯通信端末を設置可能に構成され、
　前記表示手段の表示面積は、携帯通信端末の表示部の面積よりも小さく構成されている
ことを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ－８に記載の遊技機。
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【１４８２】
　手段Ｍ－１０によれば、設置部に対し、携帯通信端末を縦向きにも横向きにも設置でき
る場合に比べ、携帯通信端末の撮影部の位置をある程度限定することができ、結果として
、表示手段の表示面積を最小限で済ませることができる。このように、表示手段の表示面
積を、携帯通信端末の表示部の面積よりも小さくすることで、遊技機の表示手段に関する
コストの削減、制御の簡素化等を図ることができる。
【１４８３】
　手段Ｍ－１０．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、サーバからの情報を入力可能
な遊技機において、
　（手段Ｍ－２に対応しては前記設置部に設置された）携帯通信端末の表示部において表
示され、サーバからの情報を含む符号情報である媒介情報（パスワード）を読取り可能な
読取手段と、
　前記媒介情報に含まれる情報を記憶し、その情報を遊技に反映させる際に参照される反
映情報記憶手段とを備えていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ－９のいずれかに記載
の遊技機。
【１４８４】
　手段Ｍ－１０によれば、携帯通信端末の表示部に表示された媒介情報（パスワード）を
、遊技機の読取手段で読取可能に構成されるため、モバイル連動遊技を開始する際に、そ
の他の手入力作業等を行わずとも、遊技機にパスワードを入力することができる。特に、
手段Ｍ－２のように設置部が設けられる場合には、表示部に媒介情報を表示させた携帯通
信端末を遊技機の設置部に設置するだけで、パスワード入力が行われることとなる。この
ため、手間なく迅速にパスワード入力を行うことが可能となり、モバイル連動遊技をスム
ースに開始させることができる。従って、パスワードの入力が面倒なのでモバイル連動遊
技を敬遠してきた遊技者にもモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を高めることがで
きるとともに、パスワード入力にかかる労力や時間が縮小され、パスワード入力に関する
ストレスを抑制しつつ、いち早く遊技に取り掛かることができる。結果として、遊技者に
気分よくモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１４８５】
　さらに、モバイル連動遊技を開始させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。
【１４８６】
　また、遊技者の手入力でパスワードを入力するわけではないため、手入力で苦労して入
力していたパスワード（例えば、英数字を１０字程度組み合わせたもの等）よりも複雑な
パスワード（例えば、２次元コード等）の入力を簡単に入力することができる。これによ
り、遊技者の手間を増やすことなく（逆に簡単にしつつ）、サーバから、携帯通信端末を
介して、遊技機に一度に送ることのできる情報量を増やすことができる。従って、より多
様で、より面白味のあるモバイル連動遊技を実現させることができる。
【１４８７】
　尚、携帯通信端末の表示部に表示される媒介情報とあるのは、表示手段に表示される符
号情報（例えば、２次元コード）と同じような形態のものを意図しており、便宜上、遊技
機に表示されるものと、携帯通信端末に表示されるものとの区別を行い易くする趣旨で名
称を異ならせている。
【１４８８】
　尚、本手段Ｍ－１０のように、携帯通信端末の表示部に表示された媒介情報を遊技機の
読取手段で読取る作業を行う場合には、携帯通信端末の表示部が遊技機の読取手段側を向
いた姿勢（例えば、後方を向いた姿勢）で設置され、上記手段Ｍ－１のように、遊技機の
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表示手段に表示された符号情報を携帯通信端末の読取装置の撮影部に読取らせる作業を行
う場合には、携帯通信端末の撮影部が遊技機の表示手段側を向いた姿勢（例えば、後方を
向いた姿勢）で設置されることとしてもよい。また、利便性の向上を鑑み、手段Ｍ－２の
設置部が１つであっても、携帯通信端末の向きを変えて設置すれば、携帯通信端末の媒介
情報を読取り手段で読取ること、及び、携帯通信端末に表示手段の符号情報を読取らせる
ことの双方を行えるように構成してもよい。この場合、モバイル連動遊技を開始させる際
には、携帯通信端末の表示部を後向きにして設置部に設置し、媒介情報の読取り作業終了
後に、携帯通信端末の表示部が前向きとなるように携帯通信端末を裏返して再設置し、モ
バイル連動遊技を終了させてから、携帯通信端末を設置部から取出すことが考えられる。
【１４８９】
　さらに、手段Ｍ－１及び手段Ｍ－１０を具備する場合には、モバイル連動遊技を開始す
る場合に、符号情報を、設置部に設置された携帯通信端末の撮影部に読取り可能な位置に
表示する必要があり、モバイル連動遊技を開始する場合に、設置部に設置された携帯通信
端末の表示部に表示される媒介情報を、読取手段で読取る必要がある。そこで、手段Ｍ－
２の設置部を設ける上で、例えば、表示手段を設置部に設置される携帯通信端末と対向す
る範囲全域に設ける場合には、読取手段の設置位置はこれを外れる位置とする必要があり
、この場合、モバイル連動遊技の開始時と、モバイル連動遊技の終了時とで、設置部に設
置される携帯通信端末の位置を変化させる必要が生じてしまう。
【１４９０】
　この点、「携帯通信端末を設置部に設置することで、上下方向において、携帯通信端末
の撮影部が表示手段の表示領域の範囲内に収まり、読取手段が携帯通信端末の表示領域の
範囲内に収まるようになっていること」とすれば、モバイル連動遊技を開始させる場合と
、モバイル連動遊技を終了させる場合とで、設置部に設置される携帯通信端末の位置を変
化させる、といったような構成を設ける必要がなく、従って、構成や制御の簡素化、故障
リスクの低減等を図ることができる。
【１４９１】
　手段Ｍ－１１．前記表示手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え
、
　前記設置部、又は、その周辺部には、前記設置部に設置される携帯通信端末の中心を合
わせてもらう目安となる目印が設けられ、
　左右方向において、前記目印の位置と、前記読取手段の位置とが一致していることを特
徴とする手段Ｍ－１０に記載の遊技機。
【１４９２】
　手段Ｍ－１１によれば、携帯通信端末の表示部の左右方向中央部に媒介情報が表示され
るように構成しておけば、遊技者によって、携帯通信端末の左右方向中央部と、目印とが
一致するように携帯通信端末を設置部に設置してもらうだけで、遊技機の読取装置と、携
帯通信端末の媒介情報との左右方向における位置を一致させることができる。従って、携
帯通信端末の機種毎に大きさ、特に、横幅が異なっていても、遊技機の読取装置と、携帯
通信端末の媒介情報との左右方向における位置を確実に一致させることができるため、あ
とは、遊技機の読取装置と、携帯通信端末の媒介情報との上下方向における位置を合わせ
るだけで済み、遊技機の読取装置と、携帯通信端末の媒介情報との位置合わせを行うため
の構成の簡素化等を図ることができる。
【１４９３】
　手段Ｍ－１２．前記読取手段は変位可能に構成されていることを特徴とする手段Ｍ－１
０又はＭ－１１に記載の遊技機。
【１４９４】
　手段Ｍ－１２によれば、携帯通信端末の形状や設置部の設置への具合によって、携帯通
信端末の表示部に表示される媒介情報の表示位置が異なった場合でも、携帯通信端末の媒
介情報を読取り可能な位置まで読取手段を変位させて、携帯通信端末の媒介情報を読取る
ことができる。
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【１４９５】
　尚、読取手段を変位させて媒介情報との位置を合わせる方法としては、上記手段Ｍ－１
１の構成を具備していれば読取手段を上下させるだけで済む。また、上記手段Ｍ－３の撮
影位置検知手段を利用して、媒介情報の位置を検知し、当該検知情報に基づいて、読取手
段を移動させてもよいし、上記手段Ｍ－４に記載した符号情報のように、読取手段の位置
を規則的に順次変位させるように構成してもよい。
【１４９６】
　手段Ｍ－１３．前記表示手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え
、
　前記設置部は、当該設置部に設置された携帯通信端末の表示部を前方から視認可能に構
成され、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において、前記遊技情報を含む前記符号情報だけで
なく、携帯通信端末に対して、当該携帯通信端末の表示部、スピーカ、及び、振動装置の
うち少なくとも一つの出力を、遊技機における演出に対応して実行させる演出用符号情報
を表示可能に構成されていることを特徴とする手段Ｍ－１乃至Ｍ－１２のいずれかに記載
の遊技機。
【１４９７】
　手段Ｍ－１３によれば、遊技者のものである携帯通信端末を借りて、演出やアナウンス
等を実行することができる。このため、単純に演出を行うことのできる箇所が増えるとと
もに、携帯通信端末の機能を利用する（遊技機には備わっていない振動装置の振動等を演
出に利用したり、携帯通信端末にダウンロードされているアプリケーションによって、遊
技機から少しの情報を入れただけでより多くの演出を行うようにしたりする）ことができ
、より多様でより複雑な演出を導出することができる。また、設置部に設置したままの携
帯通信端末の表示態様や音声態様等を見聞きする等して楽しむのは勿論のこと、例えば、
携帯通信端末を手に取って携帯通信端末の表示部等に導出された演出を見る（例えば、拡
大して見る、手に取った（設置部から離された）瞬間や所定時間後に表示態様が変化する
）等することもでき、従来にはない格好で演出を堪能することができる。
【１４９８】
　特に、各遊技状態や演出等の補足説明を行う場合に、メインとなる表示装置等でかかる
補足説明を行ってしまうと、演出性が低下してしまう（感情移入し難くなったり、意匠性
の低下等を招いたりする）ことが懸念されるが、携帯通信端末の表示部で行うことによっ
て、かかる懸念を払拭することも可能である。
【１４９９】
　尚、本手段Ｍ－１３においても、携帯通信端末の撮影部によって遊技機の表示手段の演
出用符号情報を読取らせる必要があるが、その位置合わせは、上記手段Ｍ－３～Ｍ－６等
に記載の構成を利用して行うことが可能である。また、携帯通信端末が設置部に設置され
、モバイル連動遊技が行われている場合には、遊技機の表示手段に演出用符号情報が表示
され、携帯通信端末ではそれに応じた出力が行われることとなり、モバイル連動遊技が行
われていない場合や、携帯通信端末が設置部に設置されていない場合には、遊技機の表示
手段において演出用符号情報が表示されず、代わりの表示が行われるように構成してもよ
い。
【１５００】
　Ｎ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１５０１】
　近年、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間で情報のやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえない
楽しみを提供することのできる遊技システム（モバイル連動遊技）が知られている。
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【１５０２】
　ところで、現状では、サーバからの情報を携帯通信端末を介して遊技機に入力する場合
には、配線を繋がなくてもよい手軽さと、電波を使用しなくても済むセキュリティ面等の
事情から、サーバにアクセスした携帯通信端末の表示部に表示され、サーバにて発行され
た文字列等のパスワードを、遊技者が遊技機に手入力することで行われている。
【１５０３】
　しかしながら、遊技者のなかには、遊技機へのパスワード入力が面倒そうである、或い
は、以前にトライしてみたことがあるが多大な時間と手間を要してしまった等といった理
由でモバイル連動遊技を敬遠するものも存在する。さらに、モバイル連動遊技を開始させ
るためには、サーバで発行されたパスワードを手入力する手間が必要なことから、遊技を
早く始めたいのにもたついてしまう、或いは、遊技に関して現在の自身の状況が芳しくな
い（別の遊技機に移動した方が状況を好転させられるかもしれない）と思っても、腰が重
くなり、台移動することなくそのまま遊技を続けてしまう等といったおそれがある。
【１５０４】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
携帯通信端末からの情報を読取る際の作業性の向上を図り、モバイル連動遊技をスムース
かつ快適に行うことのできる遊技機を提供することにある。
【１５０５】
　手段Ｎ－１．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、サーバからの情報を入力可能な
遊技機において、
　携帯通信端末の表示部において表示され、サーバからの情報を含む符号情報である媒介
情報（パスワード）を読取り可能な読取手段と、
　媒介情報に含まれる情報を記憶し、その情報を遊技に反映させる際に参照される反映情
報記憶手段とを備えていることを特徴とする遊技機。
【１５０６】
　携帯通信端末を介して、遊技機とサーバとの間でやりとりを行うモバイル連動遊技を開
始させる場合、サーバにアクセスした携帯通信端末の表示部において表示（発行）され、
遊技者が遊技した遊技情報等に応じて設定されるパスワードを、遊技機に入力することと
なる。これに対し、手段Ｎ－１によれば、携帯通信端末の表示部に表示された媒介情報（
パスワード）を、遊技機の読取手段で読取可能に構成されるため、モバイル連動遊技を開
始する際に、その他の手入力作業等を行わずとも、遊技機にパスワードを入力することが
できる。このため、手間なく迅速にパスワード入力を行うことが可能となり、モバイル連
動遊技をスムースに開始させることができる。従って、パスワードの入力が面倒なのでモ
バイル連動遊技を敬遠してきた遊技者にもモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を高
めることができるとともに、パスワード入力にかかる労力や時間が縮小され、パスワード
入力に関するストレスを抑制しつつ、いち早く遊技に取り掛かることができる。結果とし
て、遊技者に気分よくモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１５０７】
　さらに、モバイル連動遊技を開始させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。
【１５０８】
　また、遊技者の手入力でパスワードを入力するわけではないため、手入力で苦労して入
力していたパスワード（例えば、英数字を１０字程度組み合わせたもの等）よりも複雑な
パスワード（例えば、２次元コード等）の入力を簡単に入力することができる。これによ
り、遊技者の手間を増やすことなく（逆に減らしつつ）、サーバから、携帯通信端末を介
して、遊技機に一度に送ることのできる情報量を増やすことができる。従って、より多様
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で、より面白味のあるモバイル連動遊技を実現させることができる。
【１５０９】
　手段Ｎ－２．前記読取手段の前方において、携帯通信端末を（所定の姿勢、例えば、表
示部が後方を向く姿勢で）設置可能な設置部を備え、
　前記設置部に携帯通信端末を設置することで、携帯通信端末の表示部に表示された媒介
情報が前記読取手段によって読取られることを特徴とする手段Ｎ－１に記載の遊技機。
【１５１０】
　手段Ｎ－２によれば、設置部の存在により携帯通信端末をどこに置けば媒介情報の読取
機能を利用できるかが分かり易くなり、表示部に媒介情報を表示させた携帯通信端末を遊
技機の設置部に設置するだけで、パスワード入力が行われることとなる。
【１５１１】
　尚、携帯通信端末の表示部に表示される媒介情報とあるのは、表示手段に表示される符
号情報と同じような形態のものを意図しており、便宜上、遊技機に表示されるものと、携
帯通信端末に表示されるものとの区別を行い易くする趣旨で名称を異ならせている。
【１５１２】
　手段Ｎ－３．前記読取手段は変位可能に構成されていることを特徴とする手段Ｎ－１又
はＮ－２に記載の遊技機。
【１５１３】
　手段Ｎ－３によれば、携帯通信端末の機種の違い、携帯通信端末のカバーの違い、携帯
通信端末の設置具合等によって、携帯通信端末の表示部に表示される媒介情報の表示位置
が異なった場合でも、携帯通信端末自体を動かしたり、媒介情報の表示位置を変位させた
りするのではなく、遊技機側で、携帯通信端末の媒介情報を読取り可能な位置まで読取手
段を変位させて、携帯通信端末の媒介情報を読取ることができる。従って、比較的スムー
スに携帯通信端末の媒介情報（パスワード）を読取り手段に読取らせ、モバイル連動遊技
をスムースに開始させるといった上記作用効果が確実に奏される。
【１５１４】
　手段Ｎ－４．前記読取手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え、
　前記設置部に設置された携帯通信端末を変位させる駆動手段を備えていることを特徴と
する手段Ｎ－１乃至Ｎ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１５１５】
　手段Ｎ－４によれば、携帯通信端末の機種の違い、携帯通信端末のカバーの違い、携帯
通信端末の設置具合等によって、携帯通信端末の表示部に表示される媒介情報の表示位置
が異なった場合でも、設置部に設置された携帯通信端末を変位させて、携帯通信端末の媒
介情報を読取り手段で読取り可能な位置まで移動させることができる。従って、携帯通信
端末の媒介情報（パスワード）を読取り手段で確実に読取ることができる。
【１５１６】
　また、設置部から携帯通信端末を取出す際に前方に動かして取出し易くしたり、携帯通
信端末を設置部にしばらく設置したままにするような場合に、携帯通信端末の姿勢や所定
の部材との距離感の調整、或いは、携帯通信端末の脱落が防止されるように動作したりす
るように構成してもよい。
【１５１７】
　手段Ｎ－５．携帯通信端末が前記読取手段の前方（手段Ｍ－２に対応しては前記設置部
）に設置される際に、携帯通信端末の表示部に表示された符号情報の位置を光学的に検知
可能な撮影位置検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｎ－３又はＮ－４に記載の遊
技機。
【１５１８】
　尚、手段Ｎ－３に対応しては、「前記撮影位置検知手段による検知情報に基づいて、前
記読取手段を移動させること」としてもよいし、手段Ｎ－４に対応しては、「前記駆動手
段は、前記撮影位置検知手段による検知情報に基づいて、前記設置部に設置された携帯通
信端末を変位させること」としてもよい。
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【１５１９】
　手段Ｎ－５によれば、携帯通信端末の表示部に表示された媒介情報の位置を検知する撮
影位置検知手段が設けられているため、携帯通信端末の機種毎に外形状や大きさが異なっ
ているとしても、撮影位置検知手段で検知された位置にある媒介情報を読取ることのでき
る位置まで読取手段を変位させたり、読取手段で媒介情報が読み取れる位置まで駆動手段
によって携帯通信端末を変位させたりすることができる。従って、媒介情報をより確実に
読取手段で読取ることができる。尚、読取位置検知手段としては、例えば、カメラ、赤外
線センサ等を使用することができる。
【１５２０】
　手段Ｎ－６．前記読取手段は規則的に順次変位可能に構成されていることを特徴とする
手段Ｎ－１乃至Ｎ－５のいずれかに記載の遊技機。
【１５２１】
　手段Ｎ－６によれば、読取手段の位置を規則的に順次変位させることで、変位する読取
手段の位置が、携帯通信端末の媒介情報の位置と合致した際に、媒介情報が読取られるこ
ととなる。従って、携帯通信端末の機種毎に本体形状（大きさ）等が異なり、結果として
、携帯通信端末の表示部に表示される媒介情報の位置にばらつきが生じたとしても、読取
手段による媒介情報の読み落としがないように符号情報を移動させる（媒介情報が位置す
ると考えられる範囲を可能な限り読取手段が移動する）ことで、媒介情報をより確実に読
取手段で読取ることができる。
【１５２２】
　尚、「前記読取手段は、予め携帯通信端末の媒介情報が位置し得る範囲を想定し、それ
に対応して設定された範囲を網羅するようにして変位可能に構成されていること」として
もよい。また、携帯通信端末の媒介情報が位置し得る範囲と、読取手段の移動面積とを対
応させておけば、読取手段を変位させる機構の無駄な大型化を回避することができる。さ
らに、「前記読取手段は、縦方向にスライドしてから横方向に位置をずらし縦方向にスラ
イドする場合と、横方向にスライドしてから縦方向に位置をずらし横方向にスライドする
場合とがあり、一方で前記読取手段による前記媒介情報の読取が行われなかった場合には
、他方を実行すること」としてもよい。この場合、読取手段の変位の軌道が増え、媒介情
報が読取手段の軌道上から外れてしまうこと、すなわち、読取手段をいくら変位させても
、媒介情報の位置を読取手段の位置と合致させることができないことをより確実に防止す
ることができる。
【１５２３】
　尚、手段Ｎ－５と組合わせる場合、例えば、先ずは、撮影位置検知手段による媒介情報
の位置の特定が試みられ、撮影位置検知手段によって媒介情報の位置の特定が行えなかっ
た場合に、読取手段を順次変位させるように構成してもよい。また、例えば、撮影位置検
知手段によって媒介情報の位置をある程度特定した後、読取手段がその周りを変位するよ
うにして表示され、媒介情報と読取手段の位置とがより確実に合致するように構成しても
よい。つまり、併用することで、より確実に、かつ、各撮影位置検知手段及び読取手段を
変位させる機構の負担の軽減（媒介情報の位置を直接検知する機能が完璧でなくてもよく
、探す位置の範囲についても縮小できる）を図ることができる。勿論、撮影位置検知手段
及び読取手段を順次変位させる機能の双方を併設しなくてもよく、例えば、どちらか一方
のみが設けられる場合であって、読取りが上手く行えなかった場合には、もう一度やり直
してほしい旨のアナウンスを行うこととしてもよい。
【１５２４】
　手段Ｎ－７．前記読取手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え、
　前記設置部、又は、その周辺部には、前記設置部に設置される携帯通信端末の中心を合
わせてもらう目安となる目印が設けられ、
　左右方向において、前記目印の位置と、前記読取手段の位置とが一致していることを特
徴とする手段Ｎ－１乃至Ｎ－６のいずれかに記載の遊技機。
【１５２５】
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　手段Ｎ－７によれば、携帯通信端末の表示部の左右方向中央部に媒介情報が表示される
ように構成しておけば、遊技者によって、携帯通信端末の左右方向中央部と、目印とが一
致するように携帯通信端末を設置部に設置してもらうだけで、遊技機の読取装置と、携帯
通信端末の媒介情報との左右方向における位置を一致させることができる。従って、携帯
通信端末の機種毎に大きさ、特に、横幅が異なっていても、遊技機の読取装置と、携帯通
信端末の媒介情報との左右方向における位置を確実に一致させることができるため、あと
は、遊技機の読取装置と、携帯通信端末の媒介情報との上下方向における位置を合わせる
だけで済み、遊技機の読取装置と、携帯通信端末の媒介情報との位置合わせを行うための
構成の簡素化等を図ることができる。
【１５２６】
　手段Ｎ－８．前記読取手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え、
　前記設置部に携帯通信端末が設置された場合に、携帯通信端末の存在を検知する設置検
知手段を備えていることを特徴とする手段Ｎ－１乃至Ｍ－７のいずれかに記載の遊技機。
【１５２７】
　手段Ｍ－８によれば、モバイル連動遊技、特に、遊技機の読取手段に携帯通信端末の表
示部に表示された媒介情報を読取らせるための準備等をスムースに遅滞なく行うことがで
きる。また、携帯通信端末を設置部に置き忘れるといった事態を防止する対策を講ずるこ
とができる。
【１５２８】
　手段Ｎ－９．携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報をサーバに送信可能
な遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　（遊技者から視認可能な位置に設けられる）表示手段と、
　前記表示手段において、サーバのアドレス情報、及び、前記遊技情報記憶手段に蓄積記
憶されている遊技情報を含み、携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表示させる情報
出力手段とを備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段における前記符号情報の表示位置を変更可能に構成
されていることを特徴とする手段Ｎ－１乃至Ｎ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１５２９】
　携帯通信端末を介して、遊技機とサーバとの間でやりとりを行うモバイル連動遊技を終
了させる場合、遊技者が遊技した遊技情報を含み、遊技機の表示手段において表示する符
号情報を、携帯通信端末に読取らせることとなる。これに対し、手段Ｎ－９によれば、表
示手段に表示された符号情報の読取りを行うべく、表示手段の前方に配置された携帯通信
端末のうち符号情報を読取り可能な読取装置の撮影部の位置が、表示手段に表示される符
号情報の表示位置に対して多少ずれていても、符号情報の表示位置をずらすことで、符号
情報を携帯通信端末に読取らせることができる。つまり、遊技者が携帯通信端末を変位さ
せることで位置合わせを行うのではなく、表示手段の符号情報側を変位させることでの位
置合わせを行うことができる。このため、携帯通信端末を表示手段の前方に配置しておく
だけでも表示手段の符号情報の読取りを行うことが可能となり、携帯通信端末の撮影部と
、表示手段の符号情報との位置合わせに関する遊技者の負担軽減を図ることができる。結
果として、モバイル連動遊技を終了する際の遊技者の作業が容易になり、モバイル連動遊
技を比較的スムースに終了させることができる。
【１５３０】
　さらに、モバイル連動遊技を終了させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。結果として、
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遊技者に気分良くモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１５３１】
　手段Ｎ－１０． 前記表示手段は前記読取手段に隣接、又は、近接して設けられ、
　前記表示手段及び前記読取手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備
え、
　前記設置部に対して、携帯通信端末を、前記符号情報を読取り可能な読取装置の撮影部
が後方を向く姿勢で設置することで、前記表示手段に表示された前記符号情報が携帯通信
端末によって読取られ、
　前記設置部に対して、携帯通信端末を、表示部が後方を向く姿勢で設置することで、表
示部に表示された媒介情報が前記読取手段によって読取られることを特徴とする手段Ｎ－
９に記載の遊技機。
【１５３２】
　手段Ｎ－１０によれば、携帯通信端末を撮影部が後方を向く姿勢で設置部に設置すれば
、遊技者が携帯通信端末に直接触れて位置をずらすことなく、表示手段の符号情報を携帯
通信端末に読取らせることができる。従って、モバイル連動遊技をより簡単かつスムース
に終了させることができる。また、携帯通信端末を表示部が後方を向く姿勢で設置部に設
置すれば、媒介情報を読取手段で読取ることができる。従って、モバイル連動遊技をより
簡単かつスムースに開始させることができる。
【１５３３】
　手段Ｎ－１１．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを開始した場合に携帯通信端末が
導出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｎ－９又は
Ｎ－１０に記載の遊技機。
【１５３４】
　手段Ｎ－１１によれば、表示手段の符号情報を携帯通信端末の撮影部によって読取るこ
とができる位置に表示できたことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。
このため、携帯通信端末の撮影部の位置の特定が行われたことを、遊技機側での判断だけ
で済ませるような場合に比べ、正確に行うことができる。
【１５３５】
　さらに、携帯通信端末の撮影部の位置の特定ができたことを遊技機側で遅滞なく把握す
ることができ、その位置で符号情報を表示した状態をキープして、携帯通信端末による符
号情報の読取りを確実かつスムースに実行させることができる。また、撮影部の位置を特
定できないことも確実に把握できることから、それの対処（撮影部位置の特定ができない
ので携帯通信端末をもう一度設置し直してください等といったアナウンスを行う等）も比
較的迅速に行うことができる。
【１５３６】
　手段Ｎ－１２．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを完了した場合に携帯通信端末が
導出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｎ－９乃至
Ｎ－１１のいずれかに記載の遊技機。
【１５３７】
　手段Ｎ－１２によれば、携帯通信端末の撮影部によって、表示手段の符号情報の読取り
が完了したことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。このため、携帯通
信端末による符号情報の読取りが完了したことを、遊技機側での判断だけで済ませるよう
な場合に比べ、正確に行うことができる。
【１５３８】
　さらに、携帯通信端末による符号情報の読取りが完了したことを遊技機側で遅滞なく把
握することができ、現在の符号情報を表示する処理を直ちに終了して、次の処理へ比較的
スムースに移行させることができる。また、符号情報の読取が完了できないことも確実に
把握できることから、それの対処（符号情報の読取りが上手く行われないので携帯通信端
末の向きや撮影モード等をご確認ください、まだ携帯通信端末を設置部から取出さないで
ください等といったアナウンスを行う等）も比較的迅速に行うことができる。
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【１５３９】
　手段Ｎ－１３．前記読取手段の前方において、携帯通信端末を設置可能な設置部を備え
、
　前記設置部は、当該設置部に設置された携帯通信端末の表示部を前方から視認可能に構
成され、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において、前記遊技情報を含む前記符号情報だけで
なく、携帯通信端末に対して、当該携帯通信端末の表示部、スピーカ、及び、振動装置の
うち少なくとも一つの出力を、遊技機における演出に対応して実行させる演出用符号情報
を表示可能に構成されていることを特徴とする手段Ｎ－１乃至Ｎ－１２のいずれかに記載
の遊技機。
【１５４０】
　手段Ｎ－１３によれば、遊技者のものである携帯通信端末を借りて、演出やアナウンス
等を実行することができる。このため、単純に演出を行うことのできる箇所が増えるとと
もに、携帯通信端末の機能を利用する（遊技機には備わっていない振動装置の振動等を演
出に利用したり、携帯通信端末にダウンロードされているアプリケーションによって、遊
技機から少しの情報を入れただけでより多くの演出を行うようにしたりする）ことができ
、より多様でより複雑な演出を導出することができる。また、設置部に設置したままの携
帯通信端末の表示態様や音声態様等を見聞きする等して楽しむのは勿論のこと、例えば、
携帯通信端末を手に取って携帯通信端末の表示部等に導出された演出を見る（例えば、拡
大して見る、手に取った（設置部から離された）瞬間や所定時間後に表示態様が変化する
）等することもでき、従来にはない格好で演出を堪能することができる。
【１５４１】
　特に、各遊技状態や演出等の補足説明を行う場合に、メインとなる表示装置等でかかる
補足説明を行ってしまうと、演出性が低下してしまう（感情移入し難くなったり、意匠性
の低下等を招いたりする）ことが懸念されるが、携帯通信端末の表示部で行うことによっ
て、かかる懸念を払拭することも可能である。
【１５４２】
　Ｏ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１５４３】
　近年、可動式の役物を設けるものも多く見受けられるが、当該可動式役物が電気的に制
御される部材である場合、例えば、液晶表示装置等である場合には、配線等のことを鑑み
ると、動作範囲が限定的になり、変位させることでのメリットがさほど得られないことが
懸念される。
【１５４４】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
演出表示が行われるとともに、自在に変位可能な表示手段を備える遊技機を提供すること
にある。
【１５４５】
　手段Ｏ－１．表示手段と、
　前記表示手段において符号情報を表示させる情報出力手段と、
　前記表示手段に表示される前記符号情報を読取り可能な撮影部を有する読取装置と、当
該読取装置で読取られた前記符号情報に対応する演出表示が行われる表示部とを具備する
可動表示手段を（遊技者から視認可能な位置を含む範囲で）変位させる駆動手段と
　を備えていることを特徴とする記載の遊技機。
【１５４６】
　手段Ｏ－１によれば、可動表示手段は、表示手段に表示される符号情報を読取り、当該
符号情報に応じて対応する演出表示を導出するように構成されている。このため、遊技機
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本体側の制御手段で可動表示手段を直接的に表示制御すること、ひいては、制御用の配線
を繋ぐことを不要なものとすることができる。従って、可動表示手段を自由自在に動かす
ことができ、斬新な演出を導出することができる。例えば、表示手段としての液晶表示装
置上を符号情報が可動表示手段の動作に伴って変位するようにしたり、符号情報がプリン
トされた表示手段としての回転体を複数設けたりして、可動表示手段を変位させながら、
その表示部における演出表示についても変化させることができる。また、例えば、可動表
示手段として、予め遊技機に備え付けられるものであることといった枠が取り払われるこ
ととなり、遊技者の所有する携帯通信端末を利用することもできる。結果として、遊技設
計の自由度が向上し、斬新な遊技機を提案することが可能となる。
【１５４７】
　手段Ｏ－２．前記情報出力手段は、前記符号情報の位置を変更可能に構成され、
　前記駆動手段によって変位される前記可動表示手段の変位に応じて、前記符号情報の位
置が変更されることを特徴とする手段Ｏ－１に記載の遊技機。
【１５４８】
　手段Ｏ－２によれば、可動表示手段を変位させながら、可動表示手段の表示部における
演出表示についても柔軟に変化させる（複数の演出パターンに分岐するタイミングを可動
表示手段の変位している最中にも設定可能）ことができる。従って、可変表示手段を動作
させながらも、演出の途中でストーリーをいくつかに分岐させる等の演出の多様化、及び
、演出内容の充実を図ることができる。
【１５４９】
　手段Ｏ－３．前記情報出力手段は、所定位置において表示される前記符号情報のパター
ンを変更可能に構成されていることを特徴とする手段Ｏ－１又はＯ－２に記載の遊技機。
【１５５０】
　手段Ｏ－３によれば、可動表示手段を所定位置としたまま、遊技機本体側の主導で、可
動表示手段の表示部における表示態様を変更させることができる。
【１５５１】
　手段Ｏ－４．前記符号情報には、所定の一連の演出を開始させる情報を含む開始コード
と、所定の一連の演出を終了させる情報を含む終了コードとが設けられていることを特徴
とする手段Ｏ－１乃至Ｏ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１５５２】
　手段Ｏ－４によれば、可動表示手段の表示部の表示制御は、遊技機本体ではなく、可動
表示手段側で行うものの、毎回の演出のストーリーは遊技機本体側で組み立てられ、それ
を可動表示手段で実行する構成において、遊技機本体側の主導で、可動表示手段における
演出を正確かつスムースに進行させることができる。
【１５５３】
　手段Ｏ－５．前記可動表示手段は、所定の前記表示手段において表示される前記符号情
報を読取り可能な読取位置と、前記所定の表示手段において表示される前記符号情報を読
取り不可能となるまで前記所定の表示手段の外周側に位置する演出位置との間を変位可能
に構成されていることを特徴とする手段Ｏ－１乃至Ｏ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１５５４】
　手段Ｏ－５によれば、可動表示手段のよりダイナミックな動作を堪能することができる
。尚、符号情報を表示可能な第１表示手段及び第２表示手段がある場合において、可動表
示手段が第２表示手段の符号情報を読取り可能な位置にある場合には、可動表示手段は第
１表示手段に対して演出位置にあると言え、可動表示手段が第１表示手段の符号情報を読
取り可能な位置にある場合には、可動表示手段は第２表示手段に対して演出位置にあると
言える。
【１５５５】
　手段Ｏ－６．前記可動表示手段として、遊技者の所有する携帯通信端末を利用する構成
であることを特徴とする手段Ｏ－１乃至Ｏ－５のいずれかに記載の遊技機。
【１５５６】
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　手段Ｏ－６によれば、遊技者のものである携帯通信端末を借りて、演出やアナウンス等
を実行することができる。このため、単純に演出を行うことのできる箇所が増えるととも
に、携帯通信端末の機能を利用する（遊技機には備わっていない振動装置の振動等を演出
に利用したり、携帯通信端末にダウンロードされているアプリケーションによって、遊技
機から少しの情報を入れただけでより多くの演出を行うようにしたりする）ことができ、
より多様でより複雑な演出を導出することができる。また、設置部に設置したままの携帯
通信端末の表示態様や音声態様等を見聞きする等して楽しむのは勿論のこと、例えば、携
帯通信端末を手に取って携帯通信端末の表示部等に導出された演出を見る（例えば、拡大
して見る、手に取った（設置部から離された）瞬間や所定時間後に表示態様が変化する）
等することもでき、従来にはない格好で演出を堪能することができる。
【１５５７】
　尚、上記手段Ｏ－２に記載の符号情報の位置を変更可能な機能があれば、携帯通信端末
の機種毎に、読取装置の撮影部（カメラ）の位置が異なったとしても、符号情報や演出用
符号情報の位置をずらして合致させることができる。
【１５５８】
　遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によって打
ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発生さ
せるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するための変
動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１５５９】
　近年、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間で情報のやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえない
楽しみを提供することのできる遊技システム（モバイル連動遊技）が知られている。
【１５６０】
　ところで、現状では、遊技機と、携帯通信端末との間の情報のやりとりとしては、モバ
イル連動遊技を終了させる際に遊技機に表示される２次元コードを携帯通信端末で読取っ
たり、携帯通信端末に表示されたパスワードを遊技者の手を介して遊技機に入力したりす
るだけとなっている。すなわち、遊技機と、携帯通信端末との間の情報のやりとりは、単
に遊技機とサーバとの間の情報のやりとりのつなぎでしかない。従って、遊技機と、携帯
通信端末との間の情報のやりとりに関して全く面白味はなかった。
【１５６１】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
携帯通信端末との情報のやりとりに面白味を持たせることのできる遊技機を提供すること
にある。
【１５６２】
　手段Ｏ－７．（遊技者から視認可能な位置に設けられる）表示手段と、
　前記表示手段において、遊技者が操作する携帯通信端末で読み取り可能な符号情報を表
示させる情報出力手段とを備え、
　前記表示手段の前方において、携帯通信端末を表示部が前方から視認可能なように設置
可能な設置部を備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において、携帯通信端末に対して、当該携帯通信端
末の表示部、スピーカ、及び、振動装置のうち少なくとも一つを利用した出力を、遊技機
における演出に対応して実行させるための符号情報（演出用符号情報）を表示可能に構成
されていることを特徴とする記載の遊技機。
【１５６３】
　手段Ｏ－７によれば、遊技者のものである携帯通信端末を借りて、演出やアナウンス等
を実行することができる。このため、単純に演出を行うことのできる箇所が増えるととも
に、携帯通信端末の機能を利用する（遊技機には備わっていない振動装置の振動等を演出
に利用したり、携帯通信端末にダウンロードされているアプリケーションによって、遊技
機から少しの情報を入れただけでより多くの演出を行うようにしたりする）ことができ、
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より多様でより複雑な演出を導出することができる。また、設置部に設置したままの携帯
通信端末の表示態様や音声態様等を見聞きする等して楽しむのは勿論のこと、例えば、携
帯通信端末を手に取って携帯通信端末の表示部等に導出された演出を見る（例えば、拡大
して見る、手に取った（設置部から離された）瞬間や所定時間後に表示態様が変化する）
等することもでき、従来にはない格好で演出を堪能することができる。
【１５６４】
　特に、各遊技状態や演出等の補足説明を行う場合に、メインとなる表示装置等でかかる
補足説明を行ってしまうと、演出性が低下してしまう（感情移入し難くなったり、意匠性
の低下等を招いたりする）ことが懸念されるが、携帯通信端末の表示部で行うことによっ
て、かかる懸念を払拭することも可能である。
【１５６５】
　また、モバイル連動遊技を実行可能な構成においても、モバイル連動遊技中において、
遊技機と携帯通信端末との情報のやりとりを通じて、携帯通信端末において遊技機の本体
側の演出と絡めた演出を導出することが可能となる。従って、携帯通信端末を、遊技機と
サーバとの間の情報のやりとりのつなぎ役だけでなく、演出媒体として利用することがで
き、モバイル連動遊技のポテンシャルを十分に発揮することができる。
【１５６６】
　手段Ｏ－８．前記情報出力手段は、前記表示手段において前記符号情報を表示する位置
を変更可能に構成されていることを特徴とする手段Ｏ－７に記載の遊技機。
【１５６７】
　手段Ｏ－８によれば、携帯通信端末の機種毎に、読取装置の撮影部（カメラ）の位置が
異なったとしても、符号情報の位置をずらして合致させることができる。
【１５６８】
　手段Ｏ－９．携帯通信端末が前記設置部に設置される際に、携帯通信端末のうち前記符
号情報を読取り可能な読取装置の撮影部の位置を光学的に検知可能な撮影位置検知手段を
備え、
　前記情報出力手段は、前記撮影位置検知手段による検知情報に基づいて、前記符号情報
を表示させる位置を決定することを特徴とする手段Ｏ－８に記載の遊技機。
【１５６９】
　手段Ｏ－９によれば、携帯通信端末の撮影部の位置を検知する撮影位置検知手段が設け
られているため、携帯通信端末の機種毎に撮影部の位置が異なっているとしても、符号情
報を、撮影位置検知手段で検知された位置にある撮影部によって読取られる位置に表示さ
せることができる。従って、符号情報をより確実に携帯通信端末に読取らせることができ
る。
【１５７０】
　手段Ｏ－１０．前記情報出力手段は、前記表示手段において前記符号情報を表示する位
置を規則的に順次変位可能に構成されていることを特徴とする手段Ｏ－８又はＯ－９に記
載の遊技機。
【１５７１】
　手段Ｏ－１０によれば、表示手段において符号情報を表示する位置を規則的に順次変位
させることで、変位する符号情報の位置が、撮影部の位置と合致した際に、符号情報が読
取られることとなる。従って、携帯通信端末の機種毎に撮影部の位置が異なっているとし
ても、携帯通信端末による符号情報の読み落としがないように符号情報を移動させる（撮
影部が位置すると考えられる範囲を可能な限り符号情報が移動する）ことで、符号情報を
より確実に携帯通信端末に読取らせることができる。
【１５７２】
　手段Ｏ－１１．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを開始した場合に携帯通信端末が
導出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至
Ｏ－１０のいずれかに記載の遊技機。
【１５７３】
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　手段Ｏ－１１によれば、表示手段の符号情報を携帯通信端末の撮影部によって読取るこ
とができる位置に表示できたことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。
このため、携帯通信端末の撮影部の位置の特定が行われたことを、遊技機側での判断だけ
で済ませる（できたであろうという仮定をするしかない）ような場合に比べ、正確に行う
ことができる。
【１５７４】
　さらに、携帯通信端末の撮影部の位置の特定ができたことを遊技機側で遅滞なく把握す
ることができ、その位置で符号情報を表示した状態をキープして、携帯通信端末による符
号情報の読取りを確実かつスムースに実行させることができる。また、撮影部の位置を特
定できないことも確実に把握できることから、それの対処（撮影部位置の特定ができない
ので携帯通信端末をもう一度設置し直してください等といったアナウンスを行う等）も比
較的迅速に行うことができる。
【１５７５】
　特に、上記手段Ｏ－１０に対応しては、携帯通信端末が符号情報の読取りを開始した場
合に携帯通信端末が導出する合図を検知可能とすることで、表示手段において符号情報の
表示位置を順次変位させていった際に、携帯通信端末の撮影部に対応する位置に到達した
が、滞在時間が短く、読取りが完了する前に、符号情報が別の位置に変位してしまう（通
り過ぎてしまう）といった事態を防止することができる。換言すれば、符号情報の変位ス
ピードを上げることができ、携帯通信端末による符号情報の読取りをよりスピーディーに
実行させることができる。
【１５７６】
　手段Ｏ－１２．携帯通信端末が前記符号情報の読取りを完了した場合に携帯通信端末が
導出する合図を検知する読取合図検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至
Ｏ－１１のいずれかに記載の遊技機。
【１５７７】
　手段Ｏ－１２によれば、携帯通信端末の撮影部によって、表示手段の符号情報の読取り
が完了したことを、携帯通信端末からの反応で確認することができる。このため、携帯通
信端末による符号情報の読取りが完了したことを、遊技機側での判断だけで済ませるよう
な場合に比べ、正確に行うことができる。
【１５７８】
　さらに、携帯通信端末による符号情報の読取りが完了したことを遊技機側で遅滞なく把
握することができ、現在の符号情報を表示する処理を直ちに終了して、次の処理へ比較的
スムースに移行させることができる。また、符号情報の読取が完了できないことも確実に
把握できることから、それの対処（符号情報の読取りが上手く行われないので携帯通信端
末の向きや撮影モード等をご確認ください、まだ携帯通信端末を設置部から取出さないで
ください等といったアナウンスを行う等）も比較的迅速に行うことができる。
【１５７９】
　手段Ｏ－１３．前記設置部に設置された携帯通信端末を保持する（例えば、設置部の構
成壁部に寄せる）保持手段を備えていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至Ｏ－１２のいず
れかに記載の遊技機。
【１５８０】
　手段Ｏ－１３によれば、携帯通信端末の角度が統一される等して、表示部を見易くする
ことができる。また、携帯通信端末が設置部から脱落することを防止することができる。
【１５８１】
　尚、保持手段のうち携帯通信端末に当接して支持する部位は、軸心が携帯通信端末を設
置部から取出す方向に対して直交する方向（上方に取り出すのであれば左右方向）に延び
る回転体によって構成されていることとしてもよい。この場合、遊技者が保持手段に保持
されている携帯通信端末を取出そうとした場合に、回転体が追従して回転することとなる
ため、携帯通信端末を携帯通信端末への負荷なく取出すことができる。また、保持手段は
、自動で保持位置と解除位置との間を変位可能に構成してもよいし、遊技者による手動で
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保持位置と解除位置との間を変位可能に構成してもよい。さらに、保持手段のうち携帯通
信端末に当接する部位は、極力硬くない素材（スポンジ材やゴム材）で構成されることが
望ましい。
【１５８２】
　手段Ｏ－１４．前記設置部自体が、当該設置部に設置された携帯通信端末ごと変位する
ように構成されていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至Ｏ－１３のいずれかに記載の遊技
機。
【１５８３】
　手段Ｏ－１４によれば、遊技者の携帯通信端末が変位してしまうといったインパクトが
付与されるとともに、携帯通信端末の動作と、読取った符号情報に対応する演出とを連動
させて、よりダイナミックな演出を展開することができる。また、設置部、ひいては、携
帯通信端末の動作に関しても、上記手段Ｏ－７にあるように、携帯通信端末は、表示手段
に表示される符号情報を読取り、当該符号情報に応じた演出を導出する構成であるため、
遊技機本体側の制御手段で直接的に携帯通信端末を表示制御すること、ひいては、制御用
の配線を繋ぐことが不要であり、配線等の制約を受けない。従って、携帯通信端末を比較
的自由自在に動かすことができ、結果として、遊技設計の自由度が向上し、斬新な遊技機
を提案することが可能となる。
【１５８４】
　手段Ｏ－１５．前記情報出力手段は、前記駆動手段によって変位される前記可動表示手
段の変位に伴って、前記符号情報を表示する位置を変更可能に構成されていることを特徴
とする手段Ｏ－１４に記載の遊技機。
【１５８５】
　手段Ｏ－１５によれば、設置部及び携帯通信端末を変位させながら、携帯通信端末の表
示部における演出表示についても柔軟に変化させること（複数の演出パターンに分岐する
タイミングを可動表示手段の変位している最中にも設定可能）ができる。従って、より多
様でより劇的な演出を導出することができる。
【１５８６】
　尚、携帯通信端末を設置部に設置した際に撮影部の位置を特定し、その後は、当該撮影
部の撮影範囲に収まるように携帯通信端末の動作に追従して符号情報を変位表示させたり
、携帯通信端末が移動した先で撮影部に撮影されるように表示位置を適宜切り替えたりす
るように構成してもよい。さらに、例えば、携帯通信端末の移動範囲において、符号情報
を表示可能な表示手段を複数箇所に設けてもよい。
【１５８７】
　手段Ｏ－１６．前記設置部に携帯通信端末が設置された場合に、携帯通信端末の存在を
検知する設置検知手段を備えていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至Ｏ－１５のいずれか
に記載の遊技機。
【１５８８】
　手段Ｏ－１６によれば、モバイル連動遊技、特に、携帯通信端末の撮影部に符号情報を
読取らせるための準備等をスムースに遅滞なく行うことができる。また、モバイル連動遊
技を終了した際に、携帯通信端末を設置部に置き忘れるといった事態を防止する対策を講
ずることができる。例えば、モバイル連動遊技を終了させる際に、携帯通信端末による符
号情報の読取りが完了したところで、表示手段とは別の表示装置で「携帯を忘れずにお持
ちください」等のアナウンス表示を行い、設置検知手段の検知がなくなった場合にかかる
アナウンス表示等を終了するように構成することもできる。
【１５８９】
　手段Ｏ－１７．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報
をサーバに送信可能に構成される遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段を備え、
　前記情報出力手段は、前記表示手段において、サーバのアドレス情報、及び、前記遊技
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情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を含む前記符号情報を表示可能に構成されて
いることを特徴とする手段Ｏ－７乃至Ｏ－１６のいずれかに記載の遊技機。
【１５９０】
　手段Ｏ－１７によれば、モバイル連動遊技に使用される（やりとりされる）サーバのア
ドレス情報、及び、前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報についても、演
出で使用される符号情報（演出用符号情報）と同様に、表示手段において符号情報という
格好で表示されることから、携帯通信端末を撮影部が後方を向く姿勢で設置部に設置すれ
ば、サーバのアドレス情報、及び、遊技情報についても、携帯通信端末によってほぼ自動
的に読取られるようにすることができる。従って、モバイル連動遊技を終了する際の遊技
者の作業が容易になり、モバイル連動遊技を比較的スムースに終了させることができる。
結果として、より多くの遊技者にモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を高めること
ができる。
【１５９１】
　さらに、モバイル連動遊技を終了させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。結果として、
遊技者に気分良くモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１５９２】
　手段Ｏ－１８．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、サーバからの情報を入力可能
な遊技機において、
　前記設置部に設置された携帯通信端末の表示部において表示され、サーバからの情報を
含む符号情報である媒介情報（パスワード）を読取り可能な読取手段と、
　媒介情報に含まれる情報を記憶し、その情報を遊技に反映させる際に参照される反映情
報記憶手段とを備えていることを特徴とする手段Ｏ－７乃至Ｏ－１７のいずれかに記載の
遊技機。
【１５９３】
　手段Ｏ－１８によれば、携帯通信端末の表示部に表示された媒介情報を、遊技機の読取
手段で読取可能となることから、例えば、モバイル連動遊技を開始する際に使用され、サ
ーバで発行されるパスワードを、遊技機の読取手段によって直接的に読取可能な形式で発
行すれば、携帯通信端末の表示部にパスワードを表示させた状態で、当該携帯通信端末を
遊技機の設置部に設置するだけで、その他の手入力作業等を行わずとも、遊技機にパスワ
ードを入力することができる。
【１５９４】
　このため、手間なく迅速にパスワード入力を行うことが可能となり、モバイル連動遊技
をスムースに開始させることができる。従って、パスワードの入力が面倒なのでモバイル
連動遊技を敬遠してきた遊技者にもモバイル連動遊技に参加してもらう可能性を高めるこ
とができるとともに、パスワード入力にかかる労力や時間が縮小され、パスワード入力に
関するストレスを抑制しつつ、いち早く遊技に取り掛かることができる。結果として、遊
技者に気分よくモバイル連動遊技を行ってもらうことができる。
【１５９５】
　さらに、モバイル連動遊技を開始させる作業が大変であることが足かせとなって、現在
の自身の状況が芳しくない（別の遊技機に移動した方が、状況が好転するかもしれない）
と思っても、台移動することなく、そのまま不利な遊技を必要以上に続けてしまうといっ
たことを抑制することができる。従って、フットワークを軽くモバイル連動遊技を行うこ
とができ、自身に有利な状況ではないと思いながら無駄に遊技をしてしまう→損をする→
遊技が嫌いになるという流れになってしまうことを防止することができる。
【１５９６】
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　また、遊技者の手入力でパスワードを入力するわけではないため、手入力で苦労して入
力していたパスワード（例えば、英数字を１０字程度組み合わせたもの等）よりも複雑な
パスワード（例えば、２次元コード等）の入力を簡単に入力することができる。これによ
り、遊技者の手間を増やすことなく（逆に減らしつつ）、サーバから、携帯通信端末を介
して、遊技機に一度に送ることのできる情報量を増やすことができる。従って、より多様
で、より面白味のあるモバイル連動遊技を実現させることができる。
【１５９７】
　Ｐ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１５９８】
　近年、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間で情報のやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえない
楽しみを提供することのできる遊技システム（モバイル連動遊技）が知られている。
【１５９９】
　ところで、遊技を終了する際に、モバイル連動遊技の情報を取り忘れてしまうことが懸
念される。
【１６００】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
情報の取り忘れを抑制することのできる遊技機を提供することにある。
【１６０１】
　手段Ｐ－１．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに送信可能な遊技機において、
　（遊技者を特定する場合に使用される遊技者特定情報を記憶可能な遊技者特定情報記憶
手段と、
　少なくとも前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）
遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶手
段と、
　（前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）前記遊技
情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を、携帯通信端末によって取得又は識別可能
なように出力可能な情報出力手段と、
　前記遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶されていることに対応する案内態様を導出可能
な取り忘れ防止手段を備えていることを特徴とする遊技機。
【１６０２】
　手段Ｐ－１によれば、遊技者は、案内態様を視認することで、遊技情報記憶手段に遊技
情報が記憶されていることを把握することができる。従って、モバイル連動遊技に利用さ
れる遊技情報を遊技機から取り忘れてしまうといった事態を抑制することができる。
【１６０３】
　尚、案内態様は、遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶されていることを明確に伝えるこ
とができるように「文字」を含むことが望ましい。勿論、注意喚起のための効果音を付け
たり、遊技者に対して所定の操作手段への操作を促すように前記所定の操作手段に内蔵さ
れる発光手段を発光させたりする等してもよい。
【１６０４】
　手段Ｐ－２．遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行う
とともに、当該当否抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示手段と（
、
　前記可変表示手段において、前記識別情報を変動表示させ、所定時間後、前記当否抽選
の結果に基づいて前記識別情報を停止表示させる表示制御手段と）を備え、
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　前記可変表示手段において識別情報の変動表示が行われている場合にも、前記案内態様
としてのプレ案内態様が導出可能に構成され（るとともに、
　前記可変表示手段において識別情報の変動表示が行われていない場合に導出される前記
案内態様と、行われている場合に導出される前記プレ案内態様とでは、態様が異な）るこ
とを特徴とする手段Ｐ－１に記載の遊技機。
【１６０５】
　手段Ｐ－２によれば、可変表示手段において識別情報の変動表示が行われている場合に
も案内態様（プレ案内態様）が導出されることから、遊技者が遊技を終えて遊技機から完
全に立ち去る（視線を外す）前に、案内態様を認識してもらうことができる。従って、遊
技者に対してより確実に注意喚起を行うことができる。
【１６０６】
　尚、案内態様の態様が異なるとは、言葉や図形等の内容や形状が異なる場合だけでなく
、同じ内容でも、大きさや表示位置が異なるといったパターンをも含む趣旨である。
【１６０７】
　手段Ｐ－３．（前記案内態様は複数パターン用意されるとともに、）前記案内態様は、
前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報に応じて態様変化することを特徴とする
手段Ｐ－１又はＰ－２に記載の遊技機。
【１６０８】
　手段Ｐ－３によれば、案内態様を視認することにより、遊技情報記憶手段に記憶されて
いる遊技情報の種類や量を把握する、或いは、推測することができる。従って、遊技情報
が記憶されていることをより強く印象付けることができ、結果として、取り忘れ防止効果
の向上を図ることができる。
【１６０９】
　手段Ｐ－４．前記案内態様において、前記遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報
の内容のうち少なくとも一部を教示する表示を導出可能に構成されていることを特徴とす
る手段Ｐ－１乃至手段Ｐ－１２のいずれかに記載の遊技機。
【１６１０】
　手段Ｐ－４によれば、記憶されている遊技情報を開示する（特別遊技状態が○回発生し
た、変動表示が○回行われた、特定のプレミアム演出が導出された等）ことで、遊技機に
おいて蓄積記憶されている遊技情報があることを遊技者により強く印象付けることができ
る。尚、「（前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表
示手段（手段Ｐ－２の可変表示手段と同じ）を備え、）前記可変表示手段における識別情
報の変動表示が行われている状態で導出される前記プレ案内態様において、前記遊技情報
記憶手段に記憶されている遊技情報を示唆する表示を導出可能に構成されていること」と
してもよい。
【１６１１】
　手段Ｐ－５．前記取り忘れ防止手段は、各種遊技状況に応じて前記案内態様を導出する
か否かを決定する構成であって、
　前記案内態様を導出する対象とされる特定の遊技状況が複数項目設定され、
　前記取り忘れ防止手段は、現在の遊技状況が、前記特定の遊技状況にあるか否かを判別
し、前記特定の遊技状況にあると判別された場合に前記案内態様を導出することを特徴と
する手段Ｐ－１乃至Ｐ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１６１２】
　手段Ｐ－５によれば、遊技状況と、遊技者が遊技を終了する可能性との対応付けを行い
、モバイル連動遊技を行っている遊技者が遊技を終了する可能性が高い状況、つまり、案
内態様を導出させる必要性が高い状況を特定の遊技状況として設定することにより、案内
態様が導出され過ぎる（導出され続ける）といった事態を回避することができる。従って
、案内態様が導出され過ぎることに起因する演出性、意匠性、及び、遊技性の低下等を抑
止することができる。
【１６１３】
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　手段Ｐ－６．遊技者に払い出された遊技価値としての遊技球を貯留可能な第１球受皿と
、
　前記第１球受皿において遊技球が満杯である場合に、前記第１球受皿に払い出されるは
ずの遊技球が案内され、該遊技球を貯留可能な第２球受皿と、
　前記第１球受皿に貯留された遊技球を当該第１球受皿から前記第２球受皿へと排出する
場合に操作される球抜き操作部とを備えるとともに、
　前記球抜き操作部の操作が行われたことを検知可能な球抜き操作検知手段を備え、
　前記取り忘れ防止手段は、前記球抜き操作検知手段の検知が行われたか否かの判別結果
を、前記案内態様を導出するか否かの判断に使用することを特徴とする手段Ｐ－５に記載
の遊技機。
【１６１４】
　手段Ｐ－６によれば、例えば、第１球受皿にある遊技球を排出する場合のように遊技者
が遊技を終了する可能性が高い状況となった場合には、直ちに案内態様を導出することで
、第１球受皿の遊技球が排出されるまでの間に、案内態様を遊技者に認識してもらうこと
が可能となる。
【１６１５】
　手段Ｐ－７．遊技球を発射させる発射手段と、
　遊技盤の前面側に設けられ、前記発射手段により発射された遊技球が案内される遊技領
域と、
　遊技機に併設される球貸し装置に対して電気的に接続される球貸し操作手段、及び、返
却操作手段とを備え、
　前記返却操作手段の操作が行われた場合には、遊技者が所有している（遊技を行ってい
る遊技場から借りている）遊技価値としての遊技球の数に対応する値を記憶する携帯式の
遊技価値記憶媒体が球貸し装置から返却され、
　前記球貸し操作手段の操作が行われた場合には、球貸し装置に挿入されている遊技価値
記憶媒体の記憶内容の範囲内で所定数の遊技球が遊技者に払い出される（貸し出される）
構成において、
　遊技機に併設されている球貸し装置に挿入されている遊技価値記憶媒体の記憶内容を把
握可能な残高把握手段を備え、
　前記取り忘れ防止手段は、
　前記返却操作手段の有効な操作が行われたか否かを判別し、操作が行われたと判別され
る場合には、さらに、
　前記発射手段によって遊技球が発射されているか否かの判別結果を、前記案内態様を導
出するか否かの判断に使用することを特徴とする手段Ｐ－５又は手段Ｐ－６に記載の遊技
機。
【１６１６】
　手段Ｐ－７によれば、返却操作手段の操作が行われ、遊技機に併設されている球貸し装
置から遊技価値記憶媒体が返却されたというだけで、案内態様が導出されてしまうといっ
た事態を回避することができる。
【１６１７】
　尚、返却操作手段の操作が行われて遊技価値記憶媒体が返却される状況としては、遊技
を終了したり、飲料の購買やトイレ等で一時的に席を外したりする場合だけでなく、手持
ちの遊技球が十分にある（少なくともしばらくは遊技価値記憶媒体から遊技球を引き出す
必要がない）ので取り忘れ防止を考慮して先に手元に入れておく場合が考えられる。また
、「返却操作手段の有効な操作」とは、遊技機に併設されている球貸し装置において、規
定数（例えば、「１」等）以上の遊技球の数に対応する値が記憶されている遊技価値記憶
媒体が挿入されている状態における操作を意図している。
【１６１８】
　手段Ｐ－８．前記発射手段によって遊技球が発射されているか否かの判別は、（前記発
射手段が駆動しているか否かではなく、）前記発射手段によって発射された遊技球を検知
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可能な発射検知手段による検知があるか否かの判別により行われることを特徴とする手段
Ｐ－７に記載の遊技機。
【１６１９】
　手段Ｐ－８によれば、発射手段が駆動していても遊技球が発射されていない状態（所謂
、「空打ち」をしている状態）であることを確実に把握することができる。つまり、「空
打ち」は、遊技を開始する際や、遊技を終える際に発生し易い現象であり、特に、既に返
却操作手段の操作が行われ、遊技価値記憶媒体が球貸し装置から返却されていることを加
味すると、遊技を終える状況である可能性が非常に高くなる。従って、「空打ち」が行わ
れている状態を、遊技球が発射されている状態であると判断してしまい、案内態様を導出
するタイミングを逃してしまうといった事態をより確実に防止することができる。特に、
遊技を終了しようとして、返却操作手段の操作を行った上に、遊技球の残りがなくなるま
で遊技球を発射させ続けたことで、そのまま空打ち状態に移行した場合のように、遊技機
の前に遊技者は存在するものの遊技を終了する直前であるといった絶好のタイミングで案
内態様を導出することが可能となる。
【１６２０】
　手段Ｐ－９．前記取り忘れ防止手段は、
　前記可変表示手段（手段Ｐ－２参照）において識別情報の変動表示が行われているか否
かを判別し、
　識別情報の変動表示が行われていると判別された場合に、識別情報の変動表示として、
前記特別遊技状態の発生の期待度が高いことを示唆する特定変動表示が行われているか否
かを判別し、前記特定変動表示が行われていると判別された場合には、前記案内態様を導
出せず、前記特定変動表示が行われていないと判別された場合に、前記案内態様を導出す
ることを特徴とする手段Ｐ－５乃至手段Ｐ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１６２１】
　手段Ｐ－９によれば、特別遊技状態の発生の期待度が高いことを示唆し、遊技者が特に
興味を持って視認することとなる特定変動表示に際して案内態様が導出されてしまうこと
に起因して、興趣の低下等を招いてしまうといった事態を回避することができる。
【１６２２】
　手段Ｐ－１０．前記取り忘れ防止手段は、
　遊技球の払出しに関する遊技者の操作が行われていない（手段Ｐ－６の前記球抜き操作
検知手段の検知が行われていない、手段Ｐ－７の前記返却操作手段の操作が行われていな
い）と判別された場合に、
　前記可変表示手段（手段Ｐ－２参照）において識別情報の変動表示が行われているか否
かの判別、及び、
　前記発射手段が駆動しているか否かの判別
のうち一方を行い、
　前記一方で否定判別された場合には、他方の判別についても行い、両方で否定判別され
た場合に前記案内態様を導出する（、どちらかで肯定判別された場合には前記案内態様を
導出しない）ことを特徴とする手段Ｐ－５乃至手段Ｐ－９のいずれかに記載の遊技機。
【１６２３】
　手段Ｐ－１０によれば、可変表示手段における識別情報の変動表示が終了する度に（変
動表示を保留可能な構成であれば、変動表示が途切れる度に）、遊技者としては、遊技球
を発射させ続けて遊技を進行させようとしているにもかかわらず、逐一、案内態様が導出
されてしまうといった事態を回避することができる。
【１６２４】
　その一方で、可変表示手段における識別情報の変動表示が終了し、さらに、発射手段の
駆動も停止された場合には、案内態様が導出されるようになっている。つまり、かかる２
つの条件が満たされた場合には、遊技者が遊技を終了する可能性が十分にあり、可変表示
手段における識別情報の変動表示が終了してから規定時間経過後に案内態様を導出しても
、既に遊技者が遊技機の前から立ち去った後で意味をなさなくなってしまうといった事態
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を抑制することができる。
【１６２５】
　尚、本手段Ｐ－１０における「前記発射手段が駆動しているか否か」の判別については
、「遊技者が前記発射手段を駆動させるための発射操作手段への操作を行っているか否か
」の判別としてもよい。
【１６２６】
　手段Ｐ－１１．当選することで所定の特典が付与される特典付与抽選において第１確率
で当選する第１遊技モードと、前記特典付与抽選において前記第１確率よりも高確率で当
選する第２遊技モードとが設定され、
　前記第１遊技モードであることが教示される第１ステージと、前記第２遊技モードであ
ることが教示される第２ステージとが存在し、
　前記第２ステージでは、前記案内態様が導出されないことを特徴とする手段Ｐ－５乃至
手段Ｐ－１０のいずれかに記載の遊技機。
【１６２７】
　手段Ｐ－１１によれば、第２ステージは遊技者にとって有利な第２遊技モードであるこ
とを教示しているため、第２ステージが導出されている場合には、遊技者が遊技を終了す
る可能性の低い状態となっている。さらには、遊技が比較的スピーディーに進行する状態
となっている場合も多い。従って、このような状態では、案内態様の導出を控えることで
、案内態様の導出に起因する意匠性の低下を招くことなく、比較的スムースに遊技を進行
させることができる。
【１６２８】
　尚、「特典付与抽選」は、前記当否抽選として具体化することも可能な趣旨である。ま
た、前記第１遊技モード及び前記第２遊技モードの他にも、前記第２遊技モードの可能性
があることを示唆する第３遊技モードが設定されることとしてもよい。さらに、第３ステ
ージにおいても案内態様が導出されないように構成してもよいし、第１ステージよりも導
出の頻度を下げて案内態様を導出するように構成してもよい。
【１６２９】
　手段Ｐ－１２．前記可変表示手段には、当該可変表示手段における識別情報の変動表示
の終了後において、当該可変表示手段における識別情報の変動表示が行われることなく規
定時間が経過した場合に、待機用表示が導出される構成であって、
　前記取り忘れ防止手段は、前記可変表示手段において前記待機用表示が導出されている
か否かを判別し、導出されていると判別される場合には、前記案内態様を消去することを
特徴とする手段Ｐ－５乃至手段Ｐ－１１のいずれかに記載の遊技機。
【１６３０】
　手段Ｐ－１２によれば、待機用表示が導出されている状態では案内態様が導出されない
構成とすることによって、遊技を開始する際に、未だ遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶
されていないのにもかかわらず、遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶されていることに対
応する案内態様を導出するための処理が行われてしまうといった事態を回避することがで
きる。さらに、前の遊技者の遊技終了からいつまでたっても案内態様が無駄に導出され続
けるといった事態を回避することができる。
【１６３１】
　尚、待機用表示が導出されない構成においては、識別情報の変動表示が停止表示されて
からの時間を把握可能な停止後経過時間計測手段を設け、識別情報の変動表示の停止から
規定時間が経過した場合に、案内態様を消去するように構成してもよい。勿論、待機用表
示が導出される構成であっても、かかる構成を採用することも可能である。
【１６３２】
　手段Ｐ－１３．前記案内態様は、前記遊技者の選択に応じたパターンの音声態様を伴っ
て導出されることを特徴とする手段Ｐ－１乃至手段Ｐ－１２のいずれかに記載の遊技機。
【１６３３】
　手段Ｐ－１３によれば、例えば、変動表示の終了と同時、或いは、終了の直前において



(264) JP 2016-168125 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

、遊技情報を取り忘れた状態で、遊技者がその場から立ち去ろうとして遊技機から視線を
外した状態となっても、音声態様による案内態様によって遊技者を引き止めることができ
る。特に、かかる音声態様は、遊技者自身が選択したパターンに対応するものであるため
、自分への呼び掛けであることにより気付き易くすることができる。
【１６３４】
　尚、「（前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示
手段（手段Ｐ－２の可変表示手段と同じ）を備え、）前記遊技者特定情報記憶手段に遊技
者特定情報が記憶されている状態では、前記可変表示手段において所定の演出が導出され
る場合に発生する音声態様が、遊技者の選択に応じたパターンで導出されるように構成さ
れ、少なくとも前記可変表示手段における識別情報の変動表示が行われていない状態で導
出される前記案内態様に関し、前記遊技者の選択に応じたパターンの音声態様を伴って導
出されること」としてもよい。また、「前記可変表示手段における識別情報の変動表示が
行われていない状態で導出される前記案内態様として音声態様が導出される場合、当該案
内態様に関する音声以外の音声の音量が小さくされる、又は、消音されること」としても
よい。
【１６３５】
　手段Ｐ－１４．識別情報の変動表示が行われる可変表示手段と、
　遊技媒体を投入するための投入手段と、
　前記投入手段に投入された遊技媒体を検知する投入検知手段と、
　前記投入検知手段に検知された遊技媒体の数を電子データとして記憶するクレジット記
憶手段と、
　前記可変表示手段における識別情報の変動表示を開始させるための始動操作手段と、
　前記可変表示手段における識別情報の変動表示を停止させるための停止操作手段と、
　前記可変表示手段における識別情報の変動表示を開始させるにあたって、前記クレジッ
ト記憶手段に記憶されている遊技媒体から、前記可変表示手段における識別情報の変動表
示を開始させるために必要な数をベットするためのベット操作手段と、
　所定の演出が発生した際に操作する場合と操作しない場合とで演出内容が変化する演出
操作手段と、
　遊技媒体がベットされた状態における前記始動操作手段の操作を契機として入賞役の当
否抽選を行う抽選手段と、
　遊技媒体がベットされた状態における前記始動操作手段の操作に基づいて識別情報の変
動表示を開始させ、前記停止操作手段の操作と前記当否抽選の結果とに基づいて前記識別
情報の変動表示を停止表示させる識別情報制御手段と、
　前記識別情報制御手段によって停止表示された識別情報が前記入賞役に対応する組合せ
である場合に、前記入賞役に対応する数の遊技媒体を付与する遊技媒体付与手段と、
　前記クレジット記憶手段に記憶されている数の遊技媒体を払い出させるためのクレジッ
ト操作手段とを備え、
　前記取り忘れ防止手段は、前記クレジット操作手段の操作が行われた場合に、前記案内
態様を導出することを特徴とする手段Ｐ－１に記載の遊技機。
【１６３６】
　手段Ｐ－１４によれば、クレジットされている遊技媒体を払い出して遊技機から立ち去
ろうとする遊技者に対して案内態様を認識してもらうことができる。
【１６３７】
　手段Ｐ－１５．前記取り忘れ防止手段は、前記クレジット記憶手段において記憶されて
いる遊技媒体の数が、前記可変表示手段における識別情報の変動表示を開始させるために
必要な数よりも少ない状態において、前記ベット操作手段、前記始動操作手段、及び、前
記演出操作手段のうちいずれかの操作が行われた場合に、前記案内態様を導出することを
特徴とする手段Ｐ－１４に記載の遊技機。
【１６３８】
　手段Ｐ－１５によれば、遊技を終了するかもしれない遊技者に対して案内態様を認識し
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てもらうことができる。
【１６３９】
　手段Ｐ－１６．前記取り忘れ防止手段は、
　前記当否抽選により当選する可能性があり、入賞後に、遊技者にとって有利な特別遊技
状態が付与される特定入賞役に当選していない状態において、
　前記可変表示手段における識別情報を、前記特定入賞役への入賞に対応する位置で停止
させるようにして前記停止操作手段が操作された場合に、前記案内態様を導出することを
特徴とする手段Ｐ－１４又は手段Ｐ－１５に記載の遊技機。
【１６４０】
　手段Ｐ－１６によれば、遊技を終了するかもしれない遊技者に対して案内態様を認識し
てもらうことができる。
【１６４１】
　Ｑ．遊技機の一種としてパチンコ機がある。例えば、パチンコ機では、発射装置によっ
て打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を発
生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するため
の変動表示が行われるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【１６４２】
　近年、遊技者が遊技を行う場合に、遊技者が所有している（遊技を行っている遊技ホー
ル等から借りている）遊技価値（遊技球等）の数を記憶する携帯式の遊技価値記憶媒体を
使用することが多くなっており、遊技者は、遊技の終了時において、遊技価値の残りの数
を記憶した遊技価値記憶媒体を取出すようになっている。
【１６４３】
　ところで、遊技を終了する際に、遊技価値記憶媒体を取り忘れてしまうことが懸念され
る。また、例えば、当たり状態の終了時に毎回遊技価値記憶媒体の取り忘れに関する注意
喚起を行うための表示を行うことも考えられるが、かかるタイミングでの表示は遊技の流
れを悪化させ、演出性や意匠性等の著しい低下を招くことが懸念される。
【１６４４】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
遊技価値記憶媒体の取り忘れを抑制することのできる遊技機を提供することにある。
【１６４５】
　手段Ｑ－１．遊技球を発射させる発射手段と、
　遊技盤の前面側に設けられ、前記発射手段により発射された遊技球が案内される遊技領
域と、
　遊技機に併設される球貸し装置に対して電気的に接続される球貸し操作手段、及び、返
却操作手段とを備える遊技機において、
　前記返却操作手段の操作が行われた場合には、遊技者が所有している（遊技を行ってい
る遊技場から借りている）遊技価値としての遊技球の数に対応する値を記憶する携帯式の
遊技価値記憶媒体が球貸し装置から返却され、
　前記球貸し操作手段の操作が行われた場合には、球貸し装置に挿入された遊技価値記憶
媒体の記憶内容の範囲内で所定数の遊技球が遊技者に払い出される（貸し出される）構成
において、
　遊技機に併設されている球貸し装置に挿入されている遊技価値記憶媒体の記憶内容を把
握可能な残高把握手段と、
　遊技者に払い出された遊技価値としての遊技球を貯留可能な第１球受皿と、
　前記第１球受皿において遊技球が満杯である場合に、前記第１球受皿に払い出されるは
ずの遊技球が案内され、該遊技球を貯留可能な第２球受皿と、
　前記第１球受皿に貯留された遊技球を当該第１球受皿から前記第２球受皿へと排出する
場合に操作される球抜き操作部と、
　前記球抜き操作部の操作が行われたことを検知可能な球抜き操作検知手段と、
　遊技機に併設されている球貸し装置において、規定数（例えば、「１」等）以上の遊技
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球の数に対応する値が記憶されている遊技価値記憶媒体が挿入されていることに対応する
案内態様を導出可能な取り忘れ防止手段とを備え、
　前記取り忘れ防止手段は、前記球抜き操作検知手段の検知が行われたか否かの判別を行
い、検知が行われたと判別された場合に前記案内態様を導出可能に構成されていることを
特徴とする遊技機。
【１６４６】
　手段Ｑ－１によれば、遊技者は、案内態様を視認することで、遊技機に併設されている
球貸し装置において、規定数以上の遊技球の数に対応する値が記憶されている（残高のあ
る）遊技価値記憶媒体が挿入されていることを把握することができる。特に、例えば、第
１球受皿にある遊技球を排出する場合のように遊技者が遊技を終了する可能性が高い状況
となった場合には、直ちに案内態様を導出することで、第１球受皿の遊技球が排出される
までの間に、案内態様を遊技者に認識してもらうことが可能となる。従って、遊技価値記
憶媒体を球貸し装置から取り忘れてしまうといった事態を抑制することができる。
【１６４７】
　尚、案内態様は、遊技価値記憶媒体が球貸し装置に挿入されていることを明確に伝える
ことができるように「文字」を含むことが望ましい。勿論、注意喚起のための効果音を付
けたり、遊技者に対して所定の操作手段への操作を促すように前記所定の操作手段に内蔵
される発光手段を発光させたりする等してもよい。
【１６４８】
　手段Ｑ－２．遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行う
とともに、当該当否抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示手段と（
、
　前記可変表示手段において、前記識別情報を変動表示させ、所定時間後、前記当否抽選
の結果に基づいて前記識別情報を停止表示させる表示制御手段と）を備え、
　前記可変表示手段において識別情報の変動表示が行われている場合にも、前記案内態様
としてのプレ案内態様が導出可能に構成され（るとともに、
　前記可変表示手段において識別情報の変動表示が行われていない場合に導出される前記
案内態様と、行われている場合に導出される前記プレ案内態様とでは、態様が異な）るこ
とを特徴とする手段Ｑ－１に記載の遊技機。
【１６４９】
　手段Ｑ－２によれば、可変表示手段において識別情報の変動表示が行われている場合に
も案内態様（プレ案内態様）が導出されることから、遊技者が遊技を終えて遊技機から完
全に立ち去る（視線を外す）前に、案内態様を認識してもらうことができる。従って、遊
技者に対してより確実に注意喚起を行うことができる。
【１６５０】
　尚、案内態様の態様が異なるとは、言葉や図形等の内容や形状が異なる場合だけでなく
、同じ内容でも、大きさや表示位置が異なるといったパターンをも含む趣旨である。
【１６５１】
　手段Ｑ－３．前記取り忘れ防止手段は、
　前記球抜き操作検知手段の検知が行われたと判別された場合に、さらに、
　前記可変表示手段（手段Ｐ－２参照）において識別情報の変動表示が行われているか否
かを判別し、
　識別情報の変動表示が行われていると判別された場合に、識別情報の変動表示として、
前記特別遊技状態の発生の期待度が高いことを示唆する特定変動表示が行われているか否
かを判別し、
　前記特定変動表示が行われていると判別された場合には、前記案内態様を導出せず、前
記特定変動表示が行われていないと判別された場合に、前記案内態様を導出することを特
徴とする手段Ｑ－２に記載の遊技機。
【１６５２】
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　手段Ｑ－３によれば、特別遊技状態の発生の期待度が高いことを示唆し、遊技者が特に
興味を持って視認することとなる特定変動表示に際して案内態様が導出されてしまうこと
に起因して、興趣の低下等を招いてしまうといった事態を回避することができる。
【１６５３】
　手段Ｑ－４．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報を
サーバに送信可能な遊技機において、
　（遊技者を特定する場合に使用される遊技者特定情報を記憶可能な遊技者特定情報記憶
手段と、
　少なくとも前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）
遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶手
段と、
　（前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）前記遊技
情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を、携帯通信端末によって取得又は識別可能
なように出力可能な情報出力手段とを備え、
　前記取り忘れ防止手段は、前記情報出力手段によって前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶
されている遊技情報が出力された場合に、前記案内態様を導出することを特徴とする手段
Ｑ－１乃至Ｑ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１６５４】
　手段Ｑ－４によれば、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メー
カーが運営するサーバとの間で情報のやりとりを行う遊技システム（モバイル連動遊技）
を利用して遊技を行っている遊技者が、遊技を終了する可能性が高い状況となった場合に
、案内態様を導出することで、案内態様を遊技者に認識してもらうことが可能となる。
【１６５５】
　手段Ｑ－５．遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行う
とともに、当該当否抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示手段とを
備え、
　当選することで所定の特典が付与される特典付与抽選において第１確率で当選する第１
遊技モードと、前記特典付与抽選において前記第１確率よりも高確率で当選する第２遊技
モードとが設定され、
　前記第１遊技モードであることが教示される第１ステージと、前記第２遊技モードであ
ることが教示される第２ステージとが存在し、
　前記取り忘れ防止手段は、（手段Ｑ－１の前記球抜き操作検知手段による検知がなく、
手段Ｑ－４の前記情報出力手段によって遊技情報が出力された状態でもない場合に）
　前記可変表示手段において識別情報の変動表示が行われているか否かの判別、及び、
　前記発射手段が駆動しているか否かの判別を行い、その両方で否定判別された場合に、
さらに、
　前記第２ステージであるか否かを判別し、第２ステージではないと判別された場合に前
記案内態様を導出し、第２ステージであると判別された場合には前記案内態様を導出しな
いことを特徴とする手段Ｑ－１乃至手段Ｑ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１６５６】
　手段Ｑ－５によれば、可変表示手段における識別情報の変動表示が終了する度に（変動
表示を保留可能な構成であれば、変動表示が途切れる度に）、遊技者としては、遊技球を
発射させ続けて遊技を進行させようとしているにもかかわらず、逐一、案内態様が導出さ
れてしまうといった事態を回避することができる。
【１６５７】
　その一方で、可変表示手段における識別情報の変動表示が終了し、さらに、発射手段の
駆動も停止された場合には、案内態様が導出されるようになっている。つまり、かかる２
つの条件が満たされた場合には、遊技者が遊技を終了する可能性が十分にあり、可変表示
手段における識別情報の変動表示が終了してから規定時間経過後に案内態様を導出しても
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、既に遊技者が遊技機の前から立ち去った後で意味をなさなくなってしまうといった事態
を抑制することができる。
【１６５８】
　但し、第２ステージが導出されている状態では、発射手段が駆動していなくても、案内
態様が導出されないようになっている。つまり、第２ステージは遊技者にとって有利な第
２遊技モードであることを教示しているため、第２ステージが導出されている場合には、
遊技者が遊技を終了する可能性の低い状態となっている。さらには、遊技が比較的スピー
ディーに進行する状態となっている場合も多い。従って、このような状態では、案内態様
の導出を控えることで、案内態様の導出に起因する意匠性の低下を招くことなく、比較的
スムースに遊技を進行させることができる。
【１６５９】
　尚、「特典付与抽選」は、前記当否抽選として具体化することも可能な趣旨である。ま
た、前記第１遊技モード及び前記第２遊技モードの他にも、前記第２遊技モードの可能性
があることを示唆する第３遊技モードが設定されることとしてもよい。さらに、第３ステ
ージにおいても案内態様が導出されないように構成してもよいし、第１ステージよりも導
出の頻度を下げて案内態様を導出するように構成してもよい。加えて、「前記発射手段が
駆動しているか否か」の判別については、「遊技者が前記発射手段を駆動させるための発
射操作手段への操作を行っているか否か」の判別としてもよい。
【１６６０】
　手段Ｑ－６．遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行う
とともに、当該当否抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示手段とを
備え、
　前記可変表示手段には、当該可変表示手段における識別情報の変動表示の終了後におい
て、当該可変表示手段における識別情報の変動表示が行われることなく規定時間が経過し
た場合に、待機用表示が導出される構成であって、
　前記取り忘れ防止手段は、前記可変表示手段において前記待機用表示が導出されている
か否かを判別し、導出されていると判別される場合には、前記案内態様を消去することを
特徴とする手段Ｑ－１乃至手段Ｑ－５のいずれかに記載の遊技機。
【１６６１】
　手段Ｑ－６によれば、待機用表示が導出されている状態では案内態様が導出されない構
成とすることによって、遊技を開始する際に、未だ遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶さ
れていないのにもかかわらず、遊技情報記憶手段に遊技情報が記憶されていることに対応
する案内態様を導出するための処理が行われてしまうといった事態を回避することができ
る。さらに、前の遊技者の遊技終了からいつまでたっても案内態様が無駄に導出され続け
るといった事態を回避することができる。
【１６６２】
　尚、待機用表示が導出されない構成においては、識別情報の変動表示が停止表示されて
からの時間を把握可能な停止後経過時間計測手段を設け、識別情報の変動表示の停止から
規定時間が経過した場合に、案内態様を消去するように構成してもよい。勿論、待機用表
示が導出される構成であっても、かかる構成を採用することも可能である。
【１６６３】
　手段Ｑ－７．手段Ｐ－１乃至手段Ｐ－１５のいずれかにおいて、手段Ｑ－１乃至Ｑ－６
のいずれかを備える遊技機であって、
　遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させるか否かの当否抽選を行うとともに、当
該当否抽選の結果に基づいて前記特別遊技状態を発生させる主制御手段と、
　前記当否抽選の結果を教示するための識別情報の変動表示が行われる可変表示手段と、
　前記可変表示手段において、前記識別情報を変動表示させ、所定時間後、前記当否抽選
の結果に基づいて前記識別情報を停止表示させる表示制御手段とを備えるとともに、
　前記取り忘れ防止手段によって、前記遊技情報記憶手段に記憶される遊技情報に関する
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前記案内態様の導出が決定されたことを記憶する情報用案内記憶手段と、
　前記取り忘れ防止手段によって、遊技機に併設されている球貸し装置に挿入されている
遊技価値記憶媒体に関する前記案内態様の導出が決定されたことを記憶する記憶媒体用案
内記憶手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記情報用案内記憶手段及び前記記憶媒体用案内記憶手段を参照
し、前記可変表示手段において表示される前記案内態様としての取り忘れ案内表示を生成
することを特徴とする遊技機。
【１６６４】
　手段Ｑ－７によれば、遊技情報記憶手段に記憶される遊技情報に関する案内態様と、遊
技機に併設されている球貸し装置に挿入されている遊技価値記憶媒体に関する案内態様と
をまとめた内容の案内態様（取り忘れ案内表示）を導出することが可能になるとともに、
かかる態様の生成に関する制御の簡素化等を図ることができる。
【１６６５】
　Ｒ．遊技機の一種として、例えば、パチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によ
って打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を
発生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するた
めの変動表示が行われるようになっている（例えば、特開２００３－１５４１１０号公報
参照）。
【１６６６】
　また、現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段等の、経時に伴うカウントを行う経
時カウント手段を備え、予め定められたタイミング（時刻）に特定演出が開始されるもの
がある。
【１６６７】
　しかしながら、リアルタイム把握手段等は、時間の経過とともに（実際の時刻から）少
しずつずれてしまうことが懸念される。特に、遊技機に対して外部電源からの電力供給が
されていない状態（電源オフ状態）においても時刻の計測を行うリアルタイム把握手段に
関し、遊技機が、しばらくの間、倉庫に保管される等して稼働せず、電源オフ状態におい
てリアルタイム把握手段等に電力を供給する蓄電手段の蓄電がなくなった場合には、時刻
がずれてしまうといった懸念がより顕著なものとなる。従って、リアルタイム把握手段等
を使用して、複数台並べて設置された遊技機で、特定演出を一斉に開始させようとしても
、その開始タイミングがずれてしまうといった不具合を招くおそれがある。
【１６６８】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
経時カウント手段のずれを解消することのできる遊技機を提供することにある。
【１６６９】
　手段Ｒ－０．特定演出を実行する特定演出実行手段と、
　（少なくとも外部電源から電力が供給されている電源オン状態において）経時に伴うカ
ウントを行う経時カウント手段と、
　前記経時カウント手段によるカウント情報に基づいて、前記特定演出を開始するタイミ
ングを設定する開始設定手段と、
　遊技者が操作可能（な位置）に設けられた第１操作手段と、
　遊技者が操作不可能（な位置）に設けられた第２操作手段とを備え、
　前記第２操作手段を操作することで行われる事前設定が行われた場合に、前記経時カウ
ント手段のカウント値の設定を行うことのできないカウント設定無効状態から、前記第１
操作手段を操作しての前記経時カウント手段のカウント値の設定が可能となるカウント設
定有効状態へと状態変化可能に構成されていることを特徴とする遊技機。
【１６７０】
　手段Ｒ－０によれば、経時カウント手段のカウント値の設定を行うことができ、経時カ
ウント手段のカウントにずれが生じた場合には修正することができる。また、遊技者が操
作不可能（な位置）に設けられた第２操作手段を操作して事前設定を行うことで、第１操
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作手段を利用しての経時カウント手段のカウント値の設定が可能なカウント設定有効状態
とすることができる。従って、遊技者は、物理的に事前設定を行うこと（カウント設定有
効状態とすること）が不可能となり、例えば、第１操作手段を用いてパスワードを入力す
ることで、第１操作手段を利用しての経時カウント手段の設定が許可されるような構成に
比べ、遊技者が第１操作手段を操作して経時カウント手段の設定を行ってしまうといった
事態をより確実に防止することができる。結果として、遊技者が、自分好みの演出が導出
される時間帯となるように、勝手に経時カウント手段の設定を行ってしまうことに起因し
て、例えば、複数台並べて設置された遊技機で同一の特定演出が一斉に開始される等とい
った複数の遊技機全体でのダイナミックな演出が導出されなくなってしまったり、リアル
タイム把握手段の（非公開である）時刻設定の方法を知っている遊技者が特定演出を即座
に導出させることで、知らない遊技者が不快感等を受けたり、特定演出の価値を下げたり
すること等を防止することができる。
【１６７１】
　さらに、遊技者が操作可能（な位置）に設けられた第１操作手段を利用して、経時カウ
ント手段の実質的な設定を行うことができる。従って、経時カウント手段の細かな時刻設
定は第１操作手段を利用して行うことができることから、第２操作手段は簡単なもので済
み、経時カウント手段の時刻設定のためだけに（遊技者が利用しないものであるのに）、
複雑な（立派な）第２操作手段や設定時刻を表示する表示手段を設けるといった事態を回
避することができる。
【１６７２】
　加えて、例えば、第１操作手段を用いてパスワードを入力することで、第１操作手段を
利用しての経時カウント手段の設定が許可されるような構成の場合、例えば、メニュー画
面において、経時カウント手段の設定を開始する際のパスワード入力に対応する選択項目
を設ける必要がある。この点、本手段では、そのような選択項目を設ける必要がないため
、例えば、かかる選択項目に気付いた遊技者が、遊技者ではできない（実際に何が行われ
ているのかを知り得ない）設定が行われるであろう選択項目に対し、違和感や不信感を抱
いてしまうといった事態を回避することができる。
【１６７３】
　尚、「遊技機に対して外部電源からの電力供給がされていない電源オフ状態において、
前記経時カウント手段に電力を供給する蓄電手段を備え、前記経時カウント手段は、遊技
機に対して外部電源からの電力供給がされている電源オン状態、及び、前記電源オフ状態
のどちらにおいても経時に伴うカウントを行うこと」としてもよい。当該構成を採用する
場合、経時カウント手段のカウントにずれが生じる確率が比較的高められることから、経
時カウント手段のカウント値の設定（修正）を行うことのできる機能を備えることによる
作用効果がより効果的に奏されることとなる。
【１６７４】
　次に、経時カウント手段としてリアルタイム把握手段に具体化する場合の構成を記載す
る。尚、手段Ｒ－１では、「時刻設定有効状態」が「カウント設定有効状態」に相当する
。但し、「経時カウント手段」としては、「リアルタイム把握手段」に限定されるもので
はなく、例えば、時刻とは関係なく、所定のタイミングからの時間の経過を計測するもの
であってもよい。また、手段Ｒ－２以下の手段についても、リアルタイム把握手段に具体
化した構成となっているが、それ以外の経時カウント手段に適用することも可能である。
【１６７５】
　手段Ｒ－１．特定演出を実行する特定演出実行手段と、
　現在の時刻を把握するリアルタイム把握手段と、
　前記リアルタイム把握手段によって把握される時刻に基づいて、前記特定演出を開始す
るタイミングを設定する開始設定手段と、
　遊技者が操作可能（な位置）に設けられた第１操作手段と、
　遊技者が操作不可能（な位置）に設けられた第２操作手段とを備え、
　前記第２操作手段を操作することで行われる事前設定が行われた場合に、前記リアルタ
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イム把握手段の時刻設定を行うことのできない時刻設定無効状態から、前記第１操作手段
を操作しての前記リアルタイム把握手段の時刻設定が可能となる時刻設定有効状態へと状
態変化可能に構成されていることを特徴とする遊技機。
【１６７６】
　手段Ｒ－１によれば、リアルタイム把握手段の時刻設定を行うことができ、リアルタイ
ム把握手段の時刻にずれが生じた場合には修正することができる。また、遊技者が操作不
可能（な位置）に設けられた第２操作手段を操作して事前設定を行うことで、第１操作手
段を利用してのリアルタイム把握手段の時刻設定が可能な時刻設定有効状態とすることが
できる。従って、遊技者は、物理的に事前設定を行うこと（時刻設定有効状態とすること
）が不可能となり、例えば、第１操作手段を用いてパスワードを入力することで、第１操
作手段を利用してのリアルタイム把握手段の時刻設定が許可されるような構成に比べ、遊
技者が第１操作手段を操作してリアルタイム把握手段の時刻設定を行ってしまうといった
事態をより確実に防止することができる。結果として、遊技者が、自分好みの演出が導出
される時間帯となるように、勝手にリアルタイム把握手段の時刻設定を行ってしまうこと
に起因して、例えば、複数台並べて設置された遊技機で同一の特定演出が一斉に開始され
る等といった複数の遊技機全体でのダイナミックな演出が導出されなくなってしまったり
、リアルタイム把握手段の（非公開である）時刻設定の方法を知っている遊技者が特定演
出を即座に導出させることで、知らない遊技者が不快感等を受けたりすること等を防止す
ることができる。
【１６７７】
　さらに、遊技者が操作可能（な位置）に設けられた第１操作手段を利用して、リアルタ
イム把握手段の実質的な時刻設定を行うことができる。従って、リアルタイム把握手段の
細かな時刻設定は第１操作手段を利用して行うことができることから、第２操作手段は簡
単なもので済み、リアルタイム把握手段の時刻設定のためだけに（遊技者が利用しないも
のであるのに）、複雑な（立派な）第２操作手段や設定時刻を表示する表示手段を設ける
といった事態を回避することができる。
【１６７８】
　加えて、例えば、第１操作手段を用いてパスワードを入力することで、第１操作手段を
利用してのリアルタイム把握手段の時刻設定が許可されるような構成の場合、例えば、メ
ニュー画面において、時刻設定を開始する際のパスワード入力に対応する選択項目を設け
る必要がある。この点、本手段では、そのような選択項目を設ける必要がないため、例え
ば、かかる選択項目に気付いた遊技者が、遊技者ではできない（実際に何が行われている
のかを知り得ない）設定が行われるであろう選択項目に対し、違和感や不信感を抱いてし
まうといった事態を回避することができる。
【１６７９】
　尚、第２操作手段が、「遊技者が操作不可能に設けられている」とは、遊技者が操作不
可能な位置に設けられている場合だけでなく、遊技者が持ち得ない特定の道具を使用しな
ければ操作することができない（例えば、遊技機の鍵で錠を所定方向に操作する等）よう
に構成されている場合も含む趣旨である。
【１６８０】
　手段Ｒ－２．前記第１操作手段を操作しての前記リアルタイム把握手段の時刻設定を行
った後、前記第１操作手段を操作することで行われる事後設定を行うことで、前記時刻設
定無効状態に状態変化することを特徴とする手段Ｒ－１に記載の遊技機。
【１６８１】
　手段Ｒ－２によれば、事後設定のために、例えば、遊技者が操作不可能（な位置）に設
けられた操作手段（第２操作手段等）の操作を強いられるといった構成に比べ、作業性の
向上等を図ることができる。
【１６８２】
　手段Ｒ－３．前記時刻設定有効状態にあることを教示する有効状態教示手段が設けられ
ていることを特徴とする手段Ｒ－２に記載の遊技機。
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【１６８３】
　手段Ｒ－３によれば、遊技機が設置される遊技ホール等の関係者が時刻設定有効状態と
したままであることを失念し、時刻設定有効状態で遊技者が遊技を行ってしまうといった
事態を抑止することができる。尚、教示するだけではなく、通常の遊技が行えない状態（
例えば、表示手段における表示がエラー用のものになってしまう等）にすることとしても
よい。
【１６８４】
　手段Ｒ－４．前記有効状態教示手段は、遊技者が視認可能な位置に設けられていること
を特徴とする手段Ｒ－３に記載の遊技機。
【１６８５】
　例えば、有効状態教示手段及び第２操作手段が、遊技機に設けられた扉体の後面側にあ
る場合、作業者が第２操作手段を操作した後に急いで扉体を閉めた場合、いくら有効状態
教示手段での教示を行ったとしても、それに気付かないおそれがある。この点、手段Ｒ－
４によれば、有効状態教示手段が、遊技者が視認可能な位置にあることから、作業完了後
、或いは、その後の営業を開始する際の見回り等で、有効状態教示手段による教示に気付
き易い。従って、有効状態教示手段を設けることによる作用効果が一層確実に奏されるこ
ととなる。
【１６８６】
　手段Ｒ－５．遊技状況を記憶する遊技状況記憶手段と、
　遊技機の電源がオンされている状態において蓄電し、遊技機の電源がオフされている状
態において、前記遊技状況記憶手段に電力を供給するバックアップ用電力供給手段とを備
え、
　前記第２操作手段への操作が行われることで、前記遊技状況記憶手段の記憶内容が消去
されるとともに、前記事前設定が行われて前記時刻設定有効状態に状態変化することを特
徴とする手段Ｒ－１乃至Ｒ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１６８７】
　手段Ｒ－５によれば、遊技状況記憶手段の記憶内容を消去するための第２操作手段を利
用して、事前設定が行われることとなる。従って、操作手段の共通化を図り、構成の簡素
化等を図ることができる。
【１６８８】
　また、遊技状況記憶手段の記憶内容を消去するべく、第２操作手段の操作を行うことで
、事前設定についても行われてしまうことから、遊技状況記憶手段の記憶内容の消去を目
的として第２操作手段を操作した場合に、時刻設定有効状態となったことに気付かずに、
そのまま放置されてしまうことも懸念される。この点、上記手段Ｒ－３の構成を採用する
ことで、かかる不具合の発生を抑止することができる。
【１６８９】
　手段Ｒ－６．遊技者が視認可能な位置において液晶表示装置を備え、
　前記第２操作手段への操作が行われた場合には、
　前記遊技状況記憶手段の記憶内容が消去されることに伴って、前記液晶表示装置におい
て遊技に際して導出するための画像を作成する画像作成処理と、
　前記事前設定として、前記時刻設定有効状態へと状態変化させる時刻設定許可処理とが
行われる構成であって、
　前記時刻設定許可処理が行われた場合、前記液晶表示装置では、前記リアルタイム把握
手段の時刻設定を行うための時刻設定画面が導出され、
　前記液晶表示装置において、前記画像作成処理に基づいて作成される画像は、前記時刻
設定画面が消去された場合に導出される（とともに、
　前記液晶表示装置において前記時刻設定画面が表示されている状態において、前記画像
作成処理を進行させる）ことを特徴とする手段Ｒ－５に記載の遊技機。
【１６９０】
　一般に、遊技ホール等の営業開始に際して遊技機の電源がオンにされた場合等において
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、液晶表示装置における遊技用の画像を最初から作成する場合には、液晶表示装置の表示
画面全体の画像が完成するまでに比較的長い時間を必要とする（例えば、３０秒程度）。
従って、かかる画像を完成させてから、時刻設定画面を作成・表示したのでは、作業性の
低下を招くことが懸念される。
【１６９１】
　この点、手段Ｒ－６によれば、第２操作手段の操作が行われた場合には、時刻設定画面
を先に作成・導出することとしている。このため、第２操作手段の操作を行った後、直に
、時刻設定を行うことができ、作業効率の向上等を図ることができる。
【１６９２】
　手段Ｒ－７．前記液晶表示手段における表示状態に関し、目的とする表示態様を導出可
能な描画済み状態と、目的とする表示態様の準備中であり、表示態様の一部が、目的とす
る表示態様とは別の態様である仮表示態様として導出される準備中状態とが存在する構成
であって、
　前記時刻設定画面のデータ量は、前記仮表示態様のデータ量と同程度（例えば、差異が
２０％以下、１０％以下）、又は、それ以下であることを特徴とする手段手段Ｒ－６に記
載の遊技機。
【１６９３】
　一般に、液晶表示手段における比較的情報量の多い表示態様を生成する場合には、比較
的多くの処理を必要とし、これに対応して、かかる目的とする表示態様を導出するために
は、比較的長い準備時間を要する場合がある。従って、目的とする表示態様を導出可能と
なるまでの準備時間が比較的長くなる場合には、目的とする表示態様が完成されるまでの
準備時間の間、液晶表示手段において、目的とする表示態様とは異なる（示唆等する内容
については同じことを伝える）とともに、遊技機の電源がオフされている状態とも異なる
仮表示態様が導出されるようになっている。かかる仮表示態様は、比較的データ量が小さ
く、比較的即座に生成可能な単純な表示態様となっている。この点、手段Ｒ－７によれば
、時刻設定画面のデータ量は、仮表示態様のデータ量と同程度、又は、それ以下となって
いる。このため、例えば、遊技機の起動時といった多くの処理を必要とする状態において
、時刻設定画面を確実に導出するとともに、他の処理を進めることができる。
【１６９４】
　尚、「前記時刻設定画面で使用されるデータは、前記時刻設定画面以外の画面表示にも
使用されること」としてもよい。この場合、ＲＯＭ容量の低減等を図ることができる。
【１６９５】
　手段Ｒ－８．前記時刻設定有効状態とされてから規定時間経過することで前記時刻設定
無効状態へ状態変化可能に構成されていることを特徴とする手段Ｒ－１乃至Ｒ－７のいず
れかに記載の遊技機。
【１６９６】
　手段Ｒ－８によれば、時刻設定有効状態に制限時間が設けられることとなる。つまり、
時刻設定有効状態とされてから規定時間以内であれば時刻設定を行うことができ、規定時
間を過ぎると時刻設定を行うことができなくなる。従って、時刻設定有効状態から時刻設
定無効状態に戻すことを忘れ、第１操作手段の操作に基づくリアルタイム把握手段の時刻
設定が可能な状態で、遊技者が遊技を行ってしまう（遊技ホール等の営業が開始されてし
まう）といった事態を防止することができる。特に、第２操作手段が、時刻設定有効状態
とする入力操作以外にも使用される（例えば、上記手段Ｒ－５のように、第２操作手段の
操作によって遊技状況記憶手段の記憶内容を消去可能に構成される）ような場合には、事
前設定をも行われてしまうことを失念することが懸念されるため、上記作用効果がより顕
著に奏されることとなる。
【１６９７】
　手段Ｒ－９．前記第２操作手段を操作して前記事前設定を行った後、
　規定時間以内に、前記第１操作手段を操作しての所定の入力操作を行うことで、前記時
刻設定無効状態から前記時刻設定有効状態へ状態変化する、又は、（前記事前設定が行わ
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れることで状態変化された）前記時刻設定有効状態が継続されることを特徴とする手段Ｒ
－１乃至Ｒ－８のいずれかに記載の遊技機。
【１６９８】
　手段Ｒ－９によれば、時刻設定有効状態とするためには、第２操作手段を操作して事前
設定をするだけではなく、第１操作手段の所定の入力操作についても必須としている。つ
まり、第２操作手段の事前設定が行われてから、規定時間以内に、第１操作手段の所定の
入力操作を行わなければ時刻設定有効状態とする（又は、時刻設定有効状態を続ける）権
利が失われてしまう。これにより、作業者が時刻設定有効状態へと状態変化させたことに
気付かない、或いは、失念し、そのまま第１操作手段の操作に基づくリアルタイム把握手
段の時刻設定が可能な状態で、遊技者が遊技を行ってしまう（遊技ホール等の営業が開始
されてしまう）といった事態を防止することができる。特に、第２操作手段が、時刻設定
有効状態とする入力操作以外にも使用される（例えば、上記手段Ｒ－５のように、第２操
作手段の操作によって遊技状況記憶手段の記憶内容を消去可能に構成される）ような場合
には、事前設定をも行われてしまうことを失念することが懸念されるため、上記作用効果
がより顕著に奏されることとなる。
【１６９９】
　尚、「所定の入力操作」とは、第１操作手段を操作してパスワードを入力することや、
第１操作手段が複数の入力操作部を備える場合に、かかる入力操作部に対して規定の順番
で入力操作を行う（コマンド入力を行う）ことだけでなく、単に第１操作手段への操作を
行うこと（例えば、１回押すだけ、或いは、押し間違えを考慮して２回、又は、３回押す
こと）をも含む趣旨である。また、前者のように、パスワードや規定の順番での入力操作
を必要とすることで、関係者のみがリアルタイム把握手段の時刻設定を行えることとする
こともできる。
【１７００】
　手段Ｒ－１０．遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報
をサーバに送信可能な遊技機において、
　（遊技者を特定する場合に使用される遊技者特定情報を記憶可能な遊技者特定情報記憶
手段と、
　少なくとも前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）
遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶手
段と、
　（前記遊技者特定情報記憶手段に遊技者特定情報が記憶されている場合に、）前記遊技
情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を、携帯通信端末によって取得又は識別可能
なように出力可能な情報出力手段とを備え、
　サーバで発行されるパスワードが前記第１操作手段により入力されることによって、前
回の遊技までの遊技情報に基づく設定が、今回の遊技おいて反映されることを特徴とする
手段Ｒ－１乃至Ｒ－９のいずれかに記載の遊技機。
【１７０１】
　手段Ｒ－１０によれば、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メ
ーカーが運営するサーバとの間で情報のやりとりを行うモバイル連動遊技を開始する際に
、遊技機に対してパスワードを入力する構成において、かかるパスワードは第１操作手段
によって入力されるようになっている。従って、第１操作手段が、パスワード入力に適し
た比較的多様な入力を可能とするような構成となっている場合に、かかる第１操作手段を
利用して、リアルタイム把握手段の時刻設定を行うことで、かかる時刻設定を比較的スム
ースに行うことができる。
【１７０２】
　手段Ｒ－１１．遊技者が視認可能な位置に表示手段を備えるとともに、前記表示手段に
おいて時刻を表示可能に構成されていることを特徴とする手段Ｒ－１乃至手段Ｒ－１０の
いずれかに記載の遊技機。
【１７０３】
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　手段Ｒ－１１によれば、遊技機において時刻を確認することができるため、遊技者は、
遊技ホールの掛け時計を見たり、腕時計を見たりする時間を節約することができる。また
、上記のように、リアルタイム把握手段の時刻設定を行えることから、遊技機で表示され
る時刻が実際の時刻とかけ離れているのにもかかわらず、それが表示され続けてしまうと
いった事態を防止することができる。換言すれば、遊技機に時刻設定機能が備わることに
よって、大幅なずれが生じないことを前提に、遊技者に向けて時刻を表示することが可能
となっている。すなわち、例えば、遊技機に搭載された時計機能に不具合が生じて時間が
ずれており、かかる時計機能を当てにしていた（間違っている時間を鵜呑みにしていた）
遊技者が、時間がずれていたことに起因して不快な思いをする等といった事態を抑止する
ことができる。
【１７０４】
　尚、押圧操作を１回行うこと（ワンタッチ）で前記表示手段において時刻が表示される
時刻表示操作手段を備えていることとしてもよい。
【１７０５】
　手段Ｒ－１２．遊技者による前記第１操作手段の操作に基づいて設定される目標時刻を
記憶可能な目標時刻記憶手段と、
　前記前記リアルタイム把握手段を参照して前記目標時刻が到来したか否かを判別する目
標時刻判別手段と、
　前記目標時刻が到来した場合に、前記目標時間が到来したことを教示する目標時刻教示
手段と
　を具備するタイマ手段を備えていることを特徴とする手段Ｒ－１乃至手段Ｒ－１１のい
ずれかに記載の遊技機。
【１７０６】
　手段Ｒ－１２によれば、例えば、１８時に予定があるので、１７時には遊技を止めて帰
りたいという場合に、タイマ機能を１７時に設定しておけば、１７時に遊技機がお知らせ
をしてくれるので、それまでは、時計を気にすることなく、遊技に集中することができる
といった等の作用効果が奏される。さらに、リアルタイム把握手段によって遊技機側で時
刻を把握可能な構成であることによって、例えば、今から２時間後といったタイマの設定
でなく、目標時刻をダイレクトに設定することができる。また、タイマ手段がなく、自己
管理するような場合のように、うっかりしていて予定時刻になったことに気付かないとい
った事態を回避することができる。加えて、遊技機に時刻設定機能が備わることによって
、時刻に大幅なずれが生じたままになってしまうことを抑止することができる。
【１７０７】
　尚、タイマ手段による教示が、周りの遊技者の迷惑になることが懸念される。特に、タ
イマを設定した遊技者が離席しているときにタイマ手段による教示が発動してしまった場
合には、かかる懸念がより顕著なものとなる。このため、例えば、所定の表示手段での教
示としたり、遊技者が操作する操作手段の動作での教示としたりするように構成してもよ
い。また、遊技者が離席している間にタイマ手段による教示が発動した場合、遊技者が戻
ってくる前にかかる教示が終了してしまうと、遊技者が教示に全く気付かないため、例え
ば、遊技者の所定の操作手段（例えば、第１操作手段）への操作で前記教示が終了するよ
うに構成してもよい。さらに、例えば、タイマ手段の設定を再度行う（タイマを設定しな
いという設定を行う）か、モバイル連動遊技を終了するかしなければ、タイマ手段による
教示が（目覚まし時計のスヌーズ機能のように）繰り返し行われるように構成してもよい
。この場合、遊技を終了するには丁度タイミングが悪く、もう少し遊技を行いたいが、予
定も重要であるといった遊技者にとっての利便性の向上を図ることができる。加えて、タ
イマ手段による教示の終了を、タイマ手段の再設定や、モバイル連動遊技の終了とするこ
とで、遊技者が離席中に別の誰かがタイマ手段による教示を終了させてしまって、該当の
遊技者は気付かない（スヌーズ機能の場合は１サイクル後には気付く）といった事態を抑
止することができる。
【１７０８】
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　Ｓ．遊技機の一種として、例えば、パチンコ機がある。パチンコ機では、発射装置によ
って打ち出された遊技球が遊技盤に設けられた始動入球手段に入球すると、当たり状態を
発生させるか否かの抽選が行われるとともに、可変表示装置にて抽選の結果を教示するた
めの変動表示が行われるようになっている（例えば、特開２００３－１５４１１０号公報
参照）。
【１７０９】
　近年、遊技者が携帯する携帯通信端末を介して、遊技機と、遊技機メーカーが運営する
サーバとの間で情報のやりとりを行うことで、単に遊技機を遊技するだけでは味わえない
楽しみを提供することのできる遊技システム（モバイル連動遊技）が知られている。
【１７１０】
　また、予め定められた時刻に特定演出を導出するべく、日時や時刻を把握可能な時計機
能を備えるものがある。
【１７１１】
　しかしながら、遊技機の電源断時も休みなく計測を続ける時計機能を搭載し、管理する
場合には、電源断時にも電力を供給し続けたり、長期使用等に起因する時間のずれに対応
するための処理を行ったり、時計機能の設置そのものにコストがかかったりすることが懸
念される。
【１７１２】
　また、時計機能を省略した場合、日時や時刻を反映した演出（例えば、季節感を出すよ
うな演出）を導出できなくなる。この場合、特に、遊技者の中でも、演出等に対し比較的
強い興味やこだわりを持っているモバイル連動遊技を行っている遊技者に関しては、他の
遊技機と比べて物足りなさを感じさせてしまうことが懸念され、該遊技機への遊技意欲を
向上させることが困難になってしまうおそれがある。
【１７１３】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
構成の簡素化を図りつつ、時間情報に関する演出を導出可能とする遊技機を提供すること
にある。
【１７１４】
　手段Ｓ－１．（遊技者が操作する携帯通信端末を介して、該遊技者の遊技に関する情報
をサーバに送信可能な遊技機において、
　遊技に際して行われる抽選に関する情報である遊技情報を蓄積記憶可能な遊技情報記憶
手段と、
　前記遊技情報記憶手段に蓄積記憶されている遊技情報を、携帯通信端末によって取得又
は識別可能なように出力可能な情報出力手段と、
　前記情報出力手段から出力され、携帯通信端末を介してサーバに送信された前記遊技情
報に基づいて、）サーバから出力される連動遊技情報の入力が可能な入力手段（と）を備
え、
　前記連動遊技情報が入力されることで、（前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の
前記遊技情報が蓄積される状態が開始されるとともに、）入力された前記連動遊技情報に
応じた処理を実行可能な構成であって、
　（日付、及び、時刻のうち少なくとも一方の情報を有し、）前記連動遊技情報に含まれ
る時間情報を記憶可能な時間情報記憶手段と、
　前記時間情報記憶手段に記憶されている前記時間情報に基づいて、前記時間情報に対応
した特定演出を実行可能な特定演出実行手段とを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７１５】
　手段Ｓ－１によれば、遊技機において２４時間一年中計測をし続ける時計機能を設けな
くても、モバイル連動遊技を開始する際に、時間情報が含まれる連動遊技情報を遊技機に
入力することで、時間情報を利用した特定演出を提供することができる。従って、遊技機
の電源断時も休みなく計測を続ける時計機能を管理するために、電源断時にも電力を供給
し続けたり、長期使用等に起因する時間のずれに対応するための処理を行ったり、時計機
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能の設置そのもの（例えば、リアルタイムクロック、蓄電手段、これらを制御する集積回
路や配線等）に比較的多くのコストがかかったりするといった事態を回避することができ
る。
【１７１６】
　さらに、遊技者の中でも、演出等に対し比較的強い興味やこだわりを持っているモバイ
ル連動遊技を行っている遊技者に対して、時間情報を利用した特定演出が提供されること
から、他の遊技機と比べて物足りなさを感じさせてしまうといった事態を回避することが
でき、該遊技機への遊技意欲の向上を図ることができる。加えて、モバイル連動遊技を行
わなければ、かかる時間情報を利用した特定演出を堪能することができないため、モバイ
ル連動遊技への参加意欲の向上を図ることができる。
【１７１７】
　尚、時間情報が少なくとも時刻情報を有する場合には、時間情報記憶手段として時間を
計測する時間計測手段を備えることとし、連動遊技情報が入力された場合には、かかる連
動遊技情報に含まれる時間情報（時刻情報）に基づいて、時間計測手段の設定を行うこと
とする。
【１７１８】
　尚、「遊技者を特定する場合に使用される連動遊技情報の一部としての遊技者特定情報
を記憶可能な遊技者特定情報記憶手段を備え、少なくとも前記遊技者特定情報記憶手段に
遊技者特定情報が記憶されている場合に、前記遊技情報記憶手段に対して遊技者個人の前
記遊技情報が蓄積される状態が開始されるように構成されていること」としてもよい。
【１７１９】
　手段Ｓ－２．前記連動遊技情報は、サーバにアクセスしている携帯通信端末の表示部に
おいて表示されるパスワードであって、前記パスワードは、表示中であっても、時間の経
過とともに、前記時間情報に対応するワードが、時刻の経過に合わせて変化するように構
成され、
　前記パスワードを入力するためのパスワード入力画面を表示可能な表示手段を備え、
　前記パスワード入力画面では、パスワードを構成するワードを入力する順番が規定され
ていることを特徴とする手段Ｓ－１に記載の遊技機。
【１７２０】
　サーバから連動遊技情報が出力されてから（パスワードが発行されてから）、かかる連
動遊技情報が遊技機に入力されるまでの間に比較的長いタイムラグが生じた場合、連動遊
技情報に含まれる時間情報の時刻情報が正確さに欠けるものとなってしまうことが懸念さ
れる。この点、本手段Ｓ－２によれば、パスワードのうち時間情報に対応するワードが、
遊技者が視認している間にも、リアルタイムで更新されることから、パスワードに含まれ
る時間情報（時刻情報）と、実際の時刻とが比較的大きく食い違ってしまうといった事態
を防止することができる。
【１７２１】
　また、遊技者がパスワードを遊技機に入力する際に、パスワードのうち時間情報に対応
するワードから先に入力してしまう場合、上記作用効果が奏されなくなってしまう。この
ため、パスワードの入力順を、時間情報に対応するワードが最後となるように規定する（
例えば、先のワードを入力した状態でないと後のワードを入力不可能）ことによって、か
かる懸念を払拭することができる。
【１７２２】
　加えて、例えば、パスワードに含まれる時間情報の時刻情報と、実際の時刻との間に大
きな開きが生じないように、パスワードを発行した後、規定時間が経過した段階で、かか
るパスワードが強制的に消去されるようにする（実際の時間とかけ離れた時間情報が遊技
機に入力されないようにする）ことも考えられる。しかしながら、この場合、せっかく途
中までパスワードを入力した手間が無駄になったり、又は、手入力の作業が苦手な遊技者
は、いつまでたってもパスワードを最後まで入力することができなくなったり、或いは、
いつもパスワードが途中で消えてしまうので、パスワードをメモしておいて、後で入力す
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ることで、結局時刻に大きなずれが生じたりすること等が懸念される。この点、手段Ｓ－
２の構成を採用することによって、かかる懸念を払拭することができる。
【１７２３】
　手段Ｓ－３．前記連動遊技情報は、サーバにアクセスしている携帯通信端末の表示部に
おいて表示される２次元コードであって、前記２次元コードは、表示中であっても、時間
の経過とともに、前記時間情報に対応する部分の態様が、時刻の経過に合わせて変化する
ように構成され、
　前記２次元コードを読取り可能な前記入力手段としての読取手段を備えていることを特
徴とする手段Ｓ－１に記載の遊技機。
【１７２４】
　手段Ｓ－３によれば、遊技者が手入力でパスワードを入力するといった手間を省略する
ことができ、作業性の向上等を図ることができる。また、２次元コードを発行してから、
遊技機に２次元コードを読取らせるまでに多少時間が（例えば１分以上）かかったとして
も、２次元コードのうち時間情報に対応する部分の態様が時間の経過とともに時刻の経過
に合わせて変化するため、時刻のずれを防止することができる。
【１７２５】
　尚、２次元コードに代えて、連動遊技情報の短時間での入力を可能にする別の機能を設
けることとしてもよい。例えば、携帯通信端末から出力される電波や赤外線を受信可能な
入力手段としての受信手段を設けたり、入力手段として、携帯通信端末の音声出力部から
出力される音声信号を聞き取り可能な聞き取り手段を設けたりすることとしてもよい。ま
た、２次元コードや各種信号を作成する機能は、サーバが有していてもよいし、携帯通信
端末が有していて（モバイル連動遊技の初回登録時に専用のアプリケーションを携帯通信
端末にダウンロードしてもらう）もよい。時間情報は、サーバから提供されてもよいし、
携帯通信端末から提供されてもよい。
【１７２６】
　手段Ｓ－４．前記情報出力手段によって前記遊技情報記憶手段に記憶されている前記遊
技情報が出力された場合には、前記遊技情報記憶手段に記憶されていた前記遊技情報が消
去される構成であって、
　前記時間情報記憶手段に記憶されている時間情報は、前記情報出力手段によって前記遊
技情報が出力された場合には消去されず、遊技機の電源がオフされた場合に消去されるこ
とを特徴とする手段Ｓ－１乃至Ｓ－３のいずれかに記載の遊技機。
【１７２７】
　手段Ｓ－４によれば、モバイル連動遊技を行っていた遊技者が遊技を止めた場合でも、
かかる遊技機には、時間情報記憶手段に時間情報が記憶されたままとされる。このため、
その次にかかる遊技機を遊技する遊技者がモバイル連動遊技を行わなくても、時間情報に
対応した特定演出を堪能することができるようになる。このように、時間情報に対応した
特定演出を試してもらう機会を増やすことで、かかる特定演出、ひいては、モバイル連動
遊技への関心を高めることができ、結果として、モバイル連動遊技への参加意欲の向上を
図ることができる。
【１７２８】
　また、遊技機の電源がオフされた場合には、時間情報が消去されることとしている。つ
まり、遊技機の電源がオフされることで、遊技機での時刻の計測も止まることから、時間
情報記憶手段で時刻を記憶していたとしても、電源がオンされた後の時間情報記憶手段の
時間情報の正確さが不十分になる。このため、電源がオフされた場合には、時間情報を消
去することで、不正確な時間情報を使用することを回避することができる。従って、誤っ
た時間情報に基づいた特定演出が導出されることで、遊技者が混乱したり、勘違いを招い
たりしてしまうといった事態を防止することができる。
【１７２９】
　尚、電源のオン時に、停電情報がある場合には、「時間情報が失われたので、時間情報
に対応する特定演出を導出させる場合には、一度、モバイル連動遊技を終了し、もう一度
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、連動遊技情報（パスワード等）を入力してください」、等といった案内を導出するよう
に構成してもよい。
【１７３０】
　手段Ｓ－５．前記時間情報に少なくとも時刻情報が含まれる構成であって、
　前記遊技情報記憶手段は、特定の遊技状態が発生したこと、及び、特定の演出が発生し
たことのうち少なくとも一方を、発生した時刻と対応付けて記憶する発生時刻記憶手段を
備え、
　前記情報出力手段は、前記発生時刻記憶手段の記憶内容を含む前記遊技情報記憶手段に
記憶されている前記遊技情報を出力可能に構成されていることを特徴とする手段Ｓ－１乃
至Ｓ－４のいずれかに記載の遊技機。
【１７３１】
　手段Ｓ－５によれば、モバイル連動遊技を行うことで、より細かな遊技の記録を付けて
いくことができる。尚、サーバや、専用のアプリケーションをダウンロードした携帯通信
端末においてスケジュール機能を設け、モバイル連動遊技の記録については、自動的に追
加されるように構成してもよい。モバイル連動遊技の記録としては、例えば、遊技をした
日付、開始時間、終了時間、所定の特別遊技状態の回数、識別情報の変動表示回数、獲得
した遊技価値の数、特定の演出を導出させたこと（プレミアム演出が発生した、ミッショ
ンを達成した等）等が挙げられる。
【１７３２】
　手段Ｔ－１．上記手段Ａ－１乃至Ａ－１６のいずれかにおいて、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ
－６のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７３３】
　手段Ｔ－２．上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれかにおいて、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ
－６のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７３４】
　手段Ｔ－３．上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１６のいずれかにおいて、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ
－６のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７３５】
　手段Ｔ－４．上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ－
１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１６
のいずれか、又は、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれかを備えていることを特徴とする
遊技機。
【１７３６】
　手段Ｔ－５．上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ
－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１
６のいずれか、又は、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９
のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７３７】
　手段Ｔ－６．上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ
－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１
６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいず
れか、又は、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれかを備えていることを特徴とする遊技
機。
【１７３８】
　手段Ｔ－７．上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ
－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１
６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいず
れか、又は、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれかを備えていることを特徴とする遊技
機。
【１７３９】
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　手段Ｔ－８．上記手段Ｉ－１乃至Ｈ－８のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ－
１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１６
のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいずれ
か、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれか、
又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４０】
　手段Ｔ－９．上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ－
１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１６
のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいずれ
か、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれか、
上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、又は、上記手段Ｉ－１乃至Ｈ－８のいずれかを
備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４１】
　手段Ｔ－１０．上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ
－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１
６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいず
れか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれか
、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれか
、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４２】
　手段Ｔ－１１．上記手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至Ａ
－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－１
６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のいず
れか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれか
、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれか
、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれかを備えて
いることを特徴とする遊技機。
【１７４３】
　手段Ｔ－１２．上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至
Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－
１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のい
ずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれ
か、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれ
か、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、上記
手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４４】
　手段Ｔ－１３．上記手段Ｎ－１乃至Ｎ－１３のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至
Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－
１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のい
ずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれ
か、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれ
か、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、上記
手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれかを備えている
ことを特徴とする遊技機。
【１７４５】
　手段Ｔ－１４．上記手段Ｏ－１乃至Ｏ－１８のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃至
Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ－
１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９のい
ずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいずれ
か、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれ
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か、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、上記
手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれか、上記手段Ｎ
－１乃至Ｎ－１３のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４６】
　手段Ｔ－１５．上記手段Ｐ－１乃至手段Ｐ－１６のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１
乃至Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至
Ｃ－１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９
のいずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のい
ずれか、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のい
ずれか、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、
上記手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれか、上記手
段Ｎ－１乃至Ｎ－１３のいずれか、上記手段Ｏ－１乃至Ｏ－１８のいずれかを備えている
ことを特徴とする遊技機。
【１７４７】
　手段Ｔ－１６．上記手段Ｑ－１乃至手段Ｑ－６のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃
至Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ
－１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９の
いずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいず
れか、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいず
れか、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、上
記手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれか、上記手段
Ｎ－１乃至Ｎ－１３のいずれか、上記手段Ｏ－１乃至Ｏ－１８のいずれか、上記手段Ｐ－
１乃至手段Ｐ－１６のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７４８】
　手段Ｔ－１７．上記手段Ｒ－１乃至手段Ｒ－１２のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１
乃至Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至
Ｃ－１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９
のいずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のい
ずれか、又は、上記手段Ｈ－１乃至Ｈ－１３のいずれか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のい
ずれか、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、
上記手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ－１乃至Ｍ－１３のいずれか、上記手
段Ｎ－１乃至Ｎ－１３のいずれか、上記手段Ｏ－１乃至Ｏ－１８のいずれか、上記手段Ｐ
－１乃至手段Ｐ－１６のいずれか、上記手段Ｑ－１乃至手段Ｑ－６のいずれかを備えてい
ることを特徴とする遊技機。
【１７４９】
　手段Ｔ－１８．上記手段Ｓ－１乃至手段Ｓ－５のいずれかにおいて、上記手段Ａ－１乃
至Ａ－１６のいずれか、上記手段Ｂ－１乃至Ｂ－１５のいずれか、上記手段Ｃ－１乃至Ｃ
－１６のいずれか、上記手段Ｄ－１乃至Ｄ－６のいずれか、上記手段Ｅ－１乃至Ｅ－９の
いずれか、上記手段Ｆ－１乃至Ｆ－１０のいずれか、上記手段Ｇ－１乃至Ｇ－１３のいず
れか、上記手段Ｉ－１乃至Ｉ－８のいずれか、上記手段Ｊ－１乃至Ｊ－８のいずれか、上
記手段Ｋ－１乃至Ｋ－９のいずれか、上記手段Ｌ－１乃至Ｌ－７のいずれか、上記手段Ｍ
－１乃至Ｍ－１３のいずれか、上記手段Ｎ－１乃至Ｎ－１３のいずれか、上記手段Ｏ－１
乃至Ｏ－１８のいずれか、上記手段Ｐ－１乃至手段Ｐ－１６のいずれか、上記手段Ｑ－１
乃至手段Ｑ－６のいずれかを備えていることを特徴とする遊技機。
【１７５０】
　以下に、上記各手段が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【１７５１】
　ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該操作手段の操作に基づ
いて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ等）と、当該発射された遊技球が案内
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される遊技領域と、前記遊技領域内に配置された各入球手段（一般入賞口、可変入賞装置
、作動口等）とを備えた弾球遊技機」が挙げられる。
【１７５２】
　ｂ．上記各手段における前記遊技機は略鉛直方向に延びる遊技領域を備えた弾球遊技機
であること。より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハン
ドル）と、当該操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ
等）と、当該発射された遊技球が案内され、略鉛直方向に沿って延びる所定の遊技領域（
例えば遊技領域は遊技盤面等により構成される）と、前記遊技領域内に配置された各入球
手段（一般入賞口、可変入賞装置、作動口等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球
の挙動を視認可能に構成されてなる弾球遊技機」が挙げられる。
【１７５３】
　ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【１７５４】
　ｄ．上記各手段における遊技機は、スロットマシン等の回胴式遊技機であること。より
詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具体的
には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の回転
）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の回転
体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因して識
別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の操作
に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った識別
情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成した回胴式遊技
機」が挙げられる。
【１７５５】
　ｅ．上記各手段における遊技機は、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊
技機（特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技機）であること。
より詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具
体的には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の
回転）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の
回転体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因し
て識別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の
操作に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った
識別情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成し、さらに
球受皿（上皿等）を設けてその球受皿から遊技球を取り込む取込手段と、前記球受皿に遊
技球の払出しを行う払出手段とを備え、前記取込手段により遊技球が取り込まれることに
より遊技の開始条件が成立するように構成した遊技機」が挙げられる。
【符号の説明】
【１７５６】
　１０…パチンコ機、３２…可変入賞装置、３３…始動入賞ユニット、３３ａ…第１始動
入賞装置、３３ｂ…第２始動入賞装置、４２…装飾図柄表示装置、４３Ｌ，４３Ｒ…特別
表示装置、４６…保留ランプ、１２５…演出ボタン、１２６…十字ボタン、２２４ａ，２
２４ｂ…始動入賞スイッチ、２６１…主制御装置、２６２…サブ制御装置。
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